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一般財団法人日本私学教育研究所所長 中 川 武 夫

平成25年10月24日・25日の2日間、大阪府大阪市のシェラトン都ホテル大阪において、全国から

関係者を含め、約700名を超える教職員の皆様にご参加いただき、第61回全国私学教育研究集会大

阪大会が、「私学教育の魅力を探る ～夢探し夢実現を目指して～」を研究目標に開催されました。

本大会は、一般財団法人私学研修福祉会の主催、大阪府、大阪市並びに日本私立中学高等学校

連合会の後援で、多くの関係団体のご支援、ご協力をいただき、大阪私立中学校高等学校連合会、

近畿私立中学高等学校連合会並びに一般財団法人日本私学教育研究所が実施いたしました

初日の開会式では当研究所の吉田 晋理事長の挨拶に始まり、本大会実行委員長の近畿私立中

学高等学校連合会・山本綱義会長、大阪私立中学校高等学校連合会・坪光正躬会長のご挨拶、さ

らに、公務ご多忙中にもかかわらず、大阪府副知事の植田浩様にもご臨席の上、ご祝辞を賜りま

した。

開会式後の全体会では、まず、大阪の梅花中学高等学校のチアリーディング部による大阪府私

立学校活動紹介をご覧頂きました。このプログラムは、開催県内の学校で活発なクラブ活動や生

徒の自主的な活動をピックアップして、全国からお集まり頂きました先生方にその活動を披露し

て頂く目的で前大会より取り入れました。引き続き、日本私立中学高等学校連合会および当研究

所から「教育政策と私学情勢について」をテーマとして報告を行いました。最後に、記念講演と

して、元シンクロナイズドスイミング中国チーム代表コーチであり、現在、一般社団法人井村シ

ンクロクラブの代表理事の井村雅代氏より、「教える力」と題して、ご講演をいただきました。

2日目からは、私学経営部会、教育課程部会、法人管理事務運営部会、特色教育部会、生徒指導

部会、人権教育部会の6つの部会に分かれ、それぞれのテーマの下、講演、研究発表等を中心に活

発な情報交換も行われ、多大な成果を収めることができました。

この度、上記の研究成果等を集録に纏めました。各学校の今後の教育活動にお役立ていただけ

れば幸いに存じます。

最後に、本大会開催にご尽力いただきました講師・研究発表者の方々、また司会・記録並びに

運営に携わっていただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

なお、次年度の第62回全国私学教育研究集会は、平成26年10月16日・17日の2日間、一般財団法

人東京私立中学高等学校協会並びに当研究所の実施により、東京都港区・グランドプリンスホテ

ル新高輪国際館パミールにて、「21世紀の教育を考える～グローバル教育を目指して～」を研究

目標に、7部会で開催が予定されております。東京都私学関係の皆様のご健闘を期待するとともに、

全国から多くの方々のご参加をお待ち申しあげます。
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私学教育の魅力を探る ～夢探し夢実現を目指して～

平成２５年１０月２４日（木）・２５日（金）の２日間

シェラトン都ホテル大阪

６２１名

時間
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

月日 45 30 30 30

第 1 日 開 全 体 会
教 育

10月24日 受 付 会
※ 報 告 記念講演 懇 談 会

(木) 式

第 2 日 受 開 閉

10月25日 会 部 会 昼 食 部 会 会

(金) 付 式 式

※第1日(10月11日)14時00分から14時30分は、大阪府私立学校活動紹介。

※第2日の部会日程につきましては、部会によっては、若干異なります。詳細は各部会実施概要参照。

１．大阪府私立学校活動紹介

梅花中学高等学校 チアリーディング部

２．報 告 「教育政策と私学情勢について」

日 本 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 会 長 吉 田 晋

一般財団法人日本私学教育研究所 所 長 中 川 武 夫

３．記念講演 「教える力」

一般社団法人井村シンクロクラブ 代表理事 井 村 雅 代

４．部 会

① 私学経営部会：私学行政と私学経営

② 教育課程部会：グローバル化時代の私学教育

③ 法人管理事務運営部会：「選ばれる私学」であるために、事務室が果たす役割を考える

～経営企画参画のための協働力の育成と情報発信～ ①専門性を機軸とし、「組織」「部

門」の枠を超えて協働力を高める ②選ばれる私学を実現するための情報マネジメント

④ 特色教育部会：夢・希望を叶える私学の特色教育

⑤ 生徒指導部会：大阪から全国へ ～生徒一人ひとりを大切にし、みんなが輝く教育の創造～

⑥ 人権教育部会：共生と「個」の尊重 ①大阪の私学における人権教育の現状と課題 ②一人

ひとりの違いを大切に～大阪私立学校人権教育研究会の歩みと取組み～

研究目標

会 期

会 場

参加人員

基本日程

研修内容
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１．大会役員（順不同）

増 田 壽 男（ ）
吉 田 晋（ ）
實 吉 幹 夫（ ）
山 中 幸 平（ ）
中 川 武 夫（ ）
鈴 木 康 之（ ）

２．実行委員（順不同）

委 員 長 山 本 綱 義（ ）

副委員長 坪 光 正 躬（ ）
委 員 藤 澤 俊 樹（ ）

摺 河 祐 彦（ ）
田野瀬 太 樹（ ）
藤 田 清 司（ ）
文 野 肇（ ）
實 吉 幹 夫（ ）
中 川 武 夫（ ）
鈴 木 康 之（ ）

近 畿 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 会 長
京 都 府 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 会 長
京 都 精 華 女 子 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

大 阪 私 立 中 学 校 高 等 学 校 連 合 会 会 長
学 校 法 人 大 阪 明 星 学 園 理 事 長

滋 賀 県 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 会 長
近 江 兄 弟 社 高 等 学 校 校 長

兵 庫 県 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 理 事 長
兵 庫 県 播 磨 高 等 学 校 校 長

奈 良 県 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 会 長
学 校 法 人 西 大 和 学 園 理 事 長

和 歌 山 県 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会 会 長
智 辯 学 園 和 歌 山 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 高 校 長

大 阪 私 学 振 興 教 育 研 究 所 所 長
学 校 法 人 英 真 学 園 理 事 長

一般財団法人日本私学教育研究所 全国集会副総括責任者
水 戸 女 子 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一般財団法人日本私学教育研究所 副理事長・全国集会総括責任者
東 京 女 子 学 園 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一般財団法人日本私学教育研究所 所 長
淑 徳 Ｓ Ｃ 中 等 部 ・ 高 等 部 顧 問

一般財団法人日本私学教育研究所 全国集会副総括責任者
水 戸 女 子 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一般財団法人日本私学教育研究所 所 長
淑 徳 Ｓ Ｃ 中 等 部 高 等 部 顧 問

一般財団法人日本私学教育研究所 副 理 事 長
学 校 法 人 山 中 学 園 理 事 長

一般財団法人日本私学教育研究所 副理事長・全国集会総括責任者
東 京 女 子 学 園 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一般財団法人日本私学教育研究所 理 事 長
富 士 見 丘 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一 般 財 団 法 人 私 学 研 修 福 祉 会 理 事 長
法 政 大 学 理 事 長 ・ 総 長
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３．運営総括委員・指導員（順不同）

委 員 長 文 野 肇（学校法人英真学園 理事長）

副委員長 辻 本 賢（金蘭千里中学高等学校 理事長・校長）

副委員長 西 山 啓 一（同志社香里中学高等学校 校長）

委 員 馬 込 新 吉（明星中学高等学校 校長）

橋 本 定 樹（関西大学第一中学高等学校 校長）

天 野 久（清明学院高等学校 理事長・校長）

北 尾 元 一（常翔学園中学高等学校 校長）

小 西 忠 明（大阪体育大学附属中学校 教頭）

宮 野 博（興國高等学校 教頭）
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１ 日 時 平成25年10月24日（木） 13時00分～17時00分

２ 会 場 シェラトン都ホテル大阪 4階 浪速の間

３ 開 会 式 13時00分～13時45分

司 会 三 宅 理 磨（聖母被昇天学院中学高等学校 教頭）

(1) 開会のことば

全国私学教育研究集会大阪大会 運営総括委員長 文 野 肇

(2) 主催者挨拶

一般財団法人日本私学教育研究所 理事長 吉 田 晋

(3) 実行委員長挨拶

近畿私立中学高等学校連合会 会 長 山 本 綱 義

(4) 歓迎のことば

大阪私立中学校高等学校連合会 会 長 坪 光 正 躬

(5) 来賓祝辞

大 阪 府 知 事 松 井 一 郎 様

(6) 次期開催地区代表挨拶

一般財団法人東京私立中学高等学校協会 会 長 近 藤 彰 郎

(7) 閉会のことば

全国私学教育研究集会大阪大会 副運営総括委員長 辻 本 賢

４ 全 体 会 14時00分～17時00分

(1) 大阪私立学校活動紹介

梅花中学高等学校 チアリーディング部

(2) 報 告

「教育政策と私学情勢について」

日 本 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 会 長 吉 田 晋

一般財団法人日本私学教育研究所 所 長 中 川 武 夫

(3) 記念講演

「教える力」

一般社団法人井村シンクロクラブ 代表理事 井 村 雅 代
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５ 運営委員・指導員（順不同）

委 員 長 文 野 肇（学校法人英真学園 理事長）

副委員長 辻 本 賢（金蘭千里中学高等学校 理事長・校長）

委 員 小 西 忠 明（大阪体育大学附属中学校 教頭）

宮 野 博（興國高等学校 教頭）

裏 野 隆 宏（金蘭会中学高等学校 教頭）

鷺 森 正（堺リベラル中学校 教頭）

大 目 美日古（英真学園高等学校 教頭）

關 野 英 明（四天王寺中学校 教頭）

入 江 正 康（四條畷学園高等学校 教頭）

垣 内 範 恵（梅花中学校 教頭）

佐 幸 修（大阪女子高等学校 教頭）
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開会のことば

全国私学教育研究集会大阪大会

運営総括委員長 文 野 肇

皆さん、こんにちは。

今日ここに、北は北海道旭川市から、南は沖

縄県那覇市まで、全ての都道府県、47都道府県、

もれなくご参加をいただきました。心より感謝

申し上げます。開催地の大阪を代表いたしまし

て、皆さまを大歓迎させていただきます。あり

がとうございます。

大会が実りあることを祈りながら、平成25年

度第61回全国教育研究集会大阪大会の開会の言

葉とさせていただきます。

主催者挨拶

一般財団法人日本私学教育研究所

理事長 吉 田 晋

皆さん、こんにちは。

本日、ここ大阪におきまして、「私学教育の

魅力を探る、夢探し夢実現を目指して」という

テーマで、全国の私学教育研究集会が開催され

ますこと、あらためて御礼申し上げるところで

ございます。特に本日は、大阪府より植田浩副

知事にご臨席いただきまして、私ども私学の力

を見ていただくと。そしてそのためにもこの近

畿私立中学高等学校連合会の山本綱義会長を中

心に近畿の連合会の先生方がご尽力いただきま

して、特に実行本部でございます大阪におきま

しては、坪光会長以下皆さまのお力でこのよう

な大会が開催されますこと、あらためて感謝申

し上げるところでございます。

今、私学を取り巻く状況というのは大変厳し

いものがあります。今回も実は台風がどうなる

かなって心配しておりました。それが皆さんの

思いで台風が来るのも遅れてますけども、それ

と同様に私学に吹いてくる風も今少しは遅くな

ってるのかなと感じています。ただ、そうはい

っても、国のほうの改革という嵐は非常に強い

風で吹き荒れてます。そういう中で、戦後、こ

の日本の教育というものが悪くなったと今言わ

れてます。そのために、教育再生なんて言葉が

使われてしまっています。やはり私は、ある意

味、悔しい思いがします。そんなに今の教育は

悪いでしょうか。というよりも、われわれ私学

の教育が悪いでしょうか。私は私学の教育は良

いと信じていますし、自負してます。それはこ

こにお集まりの先生方を初めとする皆さんが、

寄付行為という先達たちの思いで、私立学校を

築かれ、それをその建学の精神に基づいて、代

々受け継いで、そして預かってる子どもたちの
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将来の夢や希望を実現するために、お互いが努

力してる。その姿が子どもたちに返ってくるの

だと思います。そしてその子どもたちは決して

悪くありません。高校生の学力が落ちた。失礼

ですけれど、戦後の60％が高校に行かない時代

と98％が高校に上がっている時代、いろいろな

背景が違うじゃないですか。でもそういう中で、

預かった生徒に責任を持って、将来の夢や希望

を実現するため、努力してる私立学校。そのわ

れわれがこうして結束して、日本のため、世界

のため、まさにグローバル化社会のために、が

んばれる子どもづくりをこれからもしていく。

そういう決意で今日の大会に臨むことができた

と思っております。ぜひ今回の大阪大会を先生

方皆さんの、また新たな教育への一歩としてお

使いいただけることを願いまして、簡単ではご

ざいますけれども、主催者を代表いたしまして

ご挨拶とさせていただきます。本当に本日はあ

りがとうございました。

実行委員長挨拶

近畿私立中学高等学校連合会

会長 山 本 綱 義

平成25年度第61回全国私学教育研究集会大阪

大会の開会にあたりまして、ご挨拶を申し上げ

ます。本日は全国各地から多くの先生方のご参

加をいただき、大変ありがたく心より歓迎を申

し上げます。また、公務ご多忙の中を大阪府副

知事の植田浩様、ご臨席誠にありがとうござい

ます。心から感謝申し上げます。このように盛

大に開会できますことを本当に私たち、心から

感激をいたしております。

さて、今年は大型の台風が我が国に接近、上

陸し、とりわけ大雨による被害をもたらしてお

り、近畿におきましても、9月16日には全国初

の特別警報が発令されまして、京都府北部でも、

大変多くの被害を受けました。現在、伊豆大島

におきましても、土砂災害により被災され、犠

牲になられた方々が数多くおられ、心からお見

舞いを申し上げる次第でございます。

ところで、先ほど吉田理事長からもありまし

たように、私学を取り巻く情勢は依然として厳

しく、公私の格差は決して縮まることなく、ま

た今まで言われてきた公立の私学化をさらに超

えて、公立の常識を覆し全国から募集をする公

立が生まれようとしております。このような状

況の中で私学の若い教職員は、子どもの出生数

からも15年先を見据えた時、心から夢や希望を

持って教育に専念することが難しい時代になり

つつあるように思われます。さればこそ、この

大阪大会におきまして、子どもたちが将来に向

かって大きな夢を探し、みつけ、そして実現さ

せる教育をすることが私学教育の大きな魅力に

なることは必定であり、そのためには私学の教

職員自らが大きな夢を持って、邁進努力するこ

とが最も大切ではないでしょうか。

わが国には、何百年と続く老舗と呼ばれるお

店や企業が数多くあり、その伝統の技を現在に

まで継承しておられます。移り変わる時代の中

で、伝統の技を変わらず守り続けることは、極

めて難しいことだと思います。吟味され尽くし

た原料の調達はもちろんのこと、歴史と伝統に

育まれてきた精神と技術を継承する人の存在

は、何よりも必要不可欠なことではないでしょ

うか。教育の世界においても全く同様だと思わ

います。しかも、その人から人への継承、繋が

りは、私学にしかできないことだと確信をして

います。

願わくば、この大阪大会が全ての私学の夢に

向かう第一歩となることを心より祈念し、ご挨

拶に代えさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございます。
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歓迎のことば

大阪私立中学校高等学校連合会

会長 坪 光 正 躬

皆さま、こんにちは。

本日はようこそ大阪にお越しくださいまし

た。第61回全国私学教育研究集会大阪大会に各

地からこのように多くの先生方にご参加をいた

だきまして、誠にありがとうございます。心か

ら歓迎を申し上げたいと思います。さらに大阪

府副知事の植田浩様におかれましては、公務ご

多忙の中、ご来賓としてご臨席をたまわり、誠

にありがとうございます。

本大会の実施に至るまでには、近畿地区の各

府県をはじめ、日本私学教育研究所の多大なる

ご支援ご協力をいただきましたこと、開催地を

代表いたしまして、あらためて御礼を申し上げ

ます。

さて、長びく不況と少子化は、日本社会に暗

い影を落とし、私学経営にも多大な影響を及ぼ

しております。こうした中、ご承知の通り、大

阪府は全国に先駆けて家庭の経済的な事情にか

かわらず、自由な学校選択を保障すると共に、

公立私立の切磋琢磨を促すため、年収610万円

の各世帯まで授業料を実質無償、そして800万

円までは10万円の負担で済む制度を創設致しま

した。これにより、私学の専願率や入学者数は

大幅増となり、公立と私立の入試状況は大きく

変わりました。しかしながら、この制度には様

々な課題があり、より公平な公私の競争条件の

実現や、私学だからこそできる特色のある教育、

これをさらに発展発揮できる環境づくりを目指

して、大阪府に対して制度の改善に向けた積極

的な提案を行っているところであります。

混迷の時代にあっても、私学はこれまで培っ

てきた建学の精神に基づく特色教育をさらに磨

き、時代のニーズに対しては試行錯誤を繰り返

し、懸命に努力してまいりました。これからも

日本の次代を担う人材育成のために精進致す覚

悟でございます。

大阪については、食い倒れ、道頓堀に代表さ

れる食や、上方落語や漫才などに代表される笑

い、通天閣周辺や法善寺横町など人情の町は、

皆さまの知るところかと思いますが、人形浄瑠

璃、文楽など、上方芸能に見られる伝統文化や、

対照的なところでは国内外の産学連携を目指し

たグランフロント大阪、日本一の超高層ビル、

あべのハルカスといった新しい町づくりなど、

ほかにも大阪には多彩な顔がございます。皆さ

ま、どうぞこの機会に、ぜひ大阪への理解を深

めていただければと思います。

最後にこの研修会が今後の私学のさらなる飛

躍となることを祈念し、歓迎の言葉といたしま

す。

本日はどうもありがとうございました。

来賓祝辞

大阪府知事 松 井 一 郎 様

（代理 大阪府副知事 植 田 浩 様）

皆さん、こんにちは。

今ご紹介いただきました大阪府副知事の植田

でございます。

このたびは第61回の全国私学教育研究集会の
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大会の開催、誠におめでとうございます。また、

この大きな大会をこの大阪の地で開催いただけ

ますこと、誠に光栄に存じております。ご紹介

ございましたように、本日、松井知事、他の業

務の関係で出席かないません。祝辞をお預かり

しておりますので、ご披露させていただきたい

というふうに存じます。

祝辞。本日、第61回全国私学教育研究集会大

阪大会が盛大に開催されますことを心からお喜

び申し上げます。また、皆さまにはようこそ大

阪にお越しいただきました。心から歓迎申し上

げます。皆さまにおかれましては日頃から私学

教育の振興をはじめ、我が国の教育の発展にご

尽力されていることに、心から敬意を表します。

さて日本社会は、人口減少社会の到来や国際

化、経済のグローバル化の進展、雇用環境の変

化など、大きな変革期を迎えています。私は子

どもたちに、こうした課題に立ち向かう力、厳

しい社会を生き抜く力を身につけてもらうこと

が、教育の役割であると考えています。そして、

子どもたちには自らを律しながら社会を支え、

何事にも粘り強く、果敢にチャレンジしていっ

てもらいたい。こうした思いを込めて、本府で

は本年3月に大阪府教育振興基本計画を取りま

とめました。基本計画で掲げる目標の着実な達

成を図るために、公私の切磋琢磨や連携を進め

ると共に、市町村はじめ、福祉や労働など幅広

い関係機関との連携協力により、大阪が一丸と

なって教育のさらなる充実に取り組んでるとこ

ろです。とりわけ、子どもたちが中学校卒業時

の進路選択段階で、自らの希望や能力に応じて

自由に学校選択ができるよう、全国ナンバーワ

ンとなる授業料支援も行っています。

本日は全国から私立学校の関係者の皆さまが

一堂に会し、私学教育の魅力を探る、夢探し夢

実現を目指して、のテーマの下、建学の精神に

基づいた私学教育にさらに磨きをかけ、未来に

向けて探求していくことを目指して議論を深め

られますことは、誠に意義深いものがあります。

この大会での皆さまの取り組みが、今後の私学

教育のさらなる発展につながることを、心から

期待しております。

結びに、大阪大会の開催にあたりご尽力いた

だきました関係の皆さまに、あらためて敬意を

表出すると共に、私学研修福祉会、日本私学教

育研究所ならびに日本私立中学高等学校連合会

の今後ますますのご発展と、本日ご出席の皆さ

まのご健勝ご活躍を心からご祈念申し上げまし

て、挨拶とさせていただきます。

平成25年10月24日、大阪府知事、松井一郎。

代読でございました。本日は誠におめでとう

ございます。

次期開催地区代表挨拶

一般財団法人東京私立中学高等学校協会

会長 近 藤 彰 郎

皆さん、こんにちは。

次期開催地、東京を代表致しまして、一言ご

挨拶を申し上げたいと思います。

まず第61回全国私学教育研究集会大阪大会開

催、誠におめでとうございます。私も参加させ

ていただいて、次期にぜひ備えたいと思ってお

ります。東京大会ということではございますけ

れども、やはりわれわれは私学の原点、私学の

存在意義というものをもう一回見直して、そし

て21世紀の教育を考えるということで、グロー

バル教育を目指して、と銘打ち、7部会を用意

をしてございます。現在、私学を取り巻く状況

はいろんな形で困難があります。もちろん補助

金などの金銭の問題、就学支援金、さまざまあ

りますが、私は一番大事にしなければいけない

のは、私立学校の独自性・自主性をどう守るか
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ということが、原点にならなければいけないと

いうことだと思っております。

歴史を知らない人たちが増えてきました。私

立学校振興助成法がどのように作られたか、そ

の目的、これも知らずに、公的なお金をもらっ

てるのだから言う通りにしろと言う人もいま

す。私達からすればあり得ないことですが、そ

れが現実です。やはり私学というものの理解を

深めていくことが大事だという、そういう原点

に立った大会にしたいというふうに思っており

ます。日本私学教育研究所の理事長、日本私立

中学高等学校連合会の会長の吉田晋先生も東京

人でございます。同じ思いで作り上げていきた

いと思いますので、多くの皆さま方にご参加の

お願いをいたしたいと思います。

私はここで敢えて、大阪、近畿の私学、がん

ばれというふうに申し上げて、この2日間、有

意義な大会になるように祈念を致しまして、挨

拶とさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。

閉会の言葉

全国私学教育研究集会大阪大会

副運営総括委員長 辻 本 賢

山本先生、そして坪光先生の、先生方に対す

る歓迎のご挨拶のお言葉に、「ようこそ大阪へ」

ということでございます。ようこそ大阪へとい

うのは場所の話だけではなくて、先ほどからい

ろいろお話がございますが、随分大阪には、厳

しい風、冷たい風、とんでもない風、そういっ

たものが吹いております。そういうことも、よ

うこそ大阪に入ってるということをご理解いた

だければありがたいというふうに思っておりま

す。そういった環境の中で、全体集会、それか

ら部会、それぞれ大阪の教職員はがんばって発

奮をさせていただきます。良い集会であれば、

実りのある集会であればということを願ってお

ります。本日は全国の津々浦々から大勢の先生

方に来ていただきました。どうもありがとうご

ざいました。
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梅花中学高等学校 チアリーディング部

梅花中学高等学校

梅花中学高等学校は、アメリカ合衆国シカゴ

で神学を学び、日本人では同志社の新島襄に次

いでプロテスタントの牧師となった澤山保羅に

よって、1878年に創立されました。大阪では最

初の女学校です。校名の由来は、母体となった

梅本町教会（現：大阪教会）と浪花教会の二つ

の教会名から、「梅」と「花」の字を採ったも

のです。創立者澤山保羅愛唱の聖句「人にして

もらいたいと思うことは何でも、あなたがたも

人にしなさい」（マタイによる福音書第7章12節）

をスクール・モットーとしています。

封建的な思想が根強かった時代に、「女性も

また神に造られた対等の存在として、主体的に

社会に尽くすべき」という人間観を基本にして、

「神と隣人への愛に生きる女性の育成」と新し

い女子教育の場を目指して梅花女学校は設立さ

れ、幼稚園・中学校・高等学校・大学・大学院

を併設する梅花学園となりました。創立135周

年を迎えた今、「チャレンジ＆エレガンス」を

モットーに建学の精神と伝統を継承・深化し、

自ら輝くことのできる女性を育て続けていま

す。

チアリーディング部

梅花中学高等学校チアリーディング部レイダ

ースは、2005年に創部されました。現在約80名

の部員が日本一・世界一を目標に活動していま

す。

『JAPAN CUP チアリーディング 日本選手

権大会』では、2010年度には中学・高校の両部

門で優勝、2011年度には両部門で準優勝、2012

年度は中学部門で優勝という成績を収めまし

た。

また、2011年に開催された『第6回 チアリー

ディング世界選手権 香港大会』グループスタ

ンツ部門では、高校生5名が日本代表として出

場し、金メダルを獲得しました。

各種大会出場に加えて、地域のイベント、近

隣の学校や公民館での催し、大阪マラソンの応

援などにも参加しています。取材の依頼を受け

て、報道特集や「１億人の笑ってこらえて」な

どのテレビ、ラジオ番組を通して、日頃の活動

を紹介していただいたこともあります。イベン

ト開催時には、一人でも多くの方にチアリーデ

ィングを知っていただけるよう、"体験コーナ

ー"を設けてパフォーマンスを紹介しています。

毎回たくさんの皆さまに参加していただき、チ

アリーディングの楽しさを伝えられるよう努め

ています。

これからも、みんなで協力して練習に励み、

チアリーディングの魅力を更に広げることがで

きるように、未来に向けて挑戦していきます。

そして演技を通して、チアスピリットである"
元気！勇気！笑顔！"を皆さまにお届けできる

ことを願っています。

挨拶

梅花中学高等学校チアリーディング部

顧問 西 崎 順 子

キャプテン 松 浦 柚 美

こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました

梅花中学高等学校チアリーディング部高校顧問

の西崎です。

高校キャプテンの松浦優美です。

本日はお招きいただきまして有り難うござい

ます。

顧問 西崎順子 氏

私達中学高等学校チアリーディング部は2005

年に創部いたしました。初めは梅花女子大学、

梅花学園の活性化の一つとして中高にチアリー

ディング部ができました。クラブ部員が10数名

とコーチ2名、そしてすでに梅花女子大学チア



- 14 -

リーディング部が活躍しておりましたので、チ

アリーディング部と監督のお力をお借りしなが

ら、コーチ2名のもと、練習に練習を重ねてま

いりました。そして2010年、ジャパンカップチ

アリーディング日本選手権大会において中学、

高校の両方の部門で優勝することができまし

た。2011年は中学は優勝、高校は準優勝でした。

その年、第6回世界選手権香港大会におきまし

て、高校生5名がグループスタンツ演技競技女

子部門で出場し、金メダルを獲得いたしました。

本年度2013年は全日本大会におきまして、中高

準優勝でした。現在部員80名、コーチ5名、日

本一、世界一を目標にして活動しております。

キャプテン 松浦柚美さん

私達は各種大会出場に加え、一人でも多くの

方々にチアリーディングを知っていただけるよ

う地域のイベントにも参加しています。今週10

月27日には大阪マラソンの応援にも参加しま

す。これからもみんなで協力し、練習に励み、

チアリーディングの魅力をさらに広げられるよ

うに未来に向けて挑戦します。そして、演技を

通して私達の元気、勇気、笑顔を皆様に届ける

ことができるよう頑張っていきます。今日も精

一杯演技をしますのでどうぞお楽しみくださ

い。
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「教育政策と私学情勢について」

吉 田 晋

中 川 武 夫一般財団法人日本私学教育研究所 所 長

日 本 私立 中 学 高 等 学校 連合会 会 長
一般財団法人日本私学教育研究所 理事長

日本私立中学高等学校連合会 会 長

吉 田 晋

皆さん、あらためましてこんにちは。

今、梅花中学高等学校の素晴らしい演技で、

ある意味、皆さんすごく元気をもらったのでは

ないでしょうか。最初のキャプテンの挨拶の時

は、あがってしまって、詰まってしまい、先生

方の中から「がんばれ」と声が上がっておりま

したけれども、それでもっとプレッシャーにな

って、演技が失敗したらかわいそうだなって思

っていたのですが、演技になったらすごいです

ね。あのパワー、われわれから見るとうらやま

しいものだと思います。それから、私は素人目

ですから分かりませんが、今日は恐らく、ミス

はなかったのでは無いかなと思います。そうい

うことがあのように堂々とできる。

私がうれしいというか、感動したのは、あの

高さから落ちてくることになんの恐怖心も持っ

てないことです。まさに仲間を信頼してる。や

はり信頼関係というのは素晴らしいなと思いま

すし、練習によって培われたのだと思います。

われわれ大人があそこまでのことができてるの

かどうかなというのが、若干心配になってまい

りました。

と申しますのは、今日は今の私学の情勢その

他について、お話をさせていただくわけですけ

れども、実際問題として、今、私立学校という

のは、実はお互いが協力しなければいけない。

まさに数の力で私学というものを、その存在意

義を、しっかりと示さないといけない。しかし

そういいながらも、私立学校一つ一つは、その

学校の建学の精神の下に、個性の塊というか、

一つ一つの学校が違うわけです。だからそれが、

本来ならそういう良い意味でも、違う学校同士

が集まった良い集団として、日本の教育を良く

しようという思いは間違いないと思うのです

が、少子高齢化が進んで、だんだんと生徒募集

に苦慮するようになってる。そうすると、自分

の学校さえ良ければいいと思う人が出てくる。

そういう中で、これは、また後ほどお話しさ

せていただきますけども、例えば、今、日本に

おいては、公立学校と私立学校の高等学校の収

容については、公私連絡協議会を設けて話し合

いをするということで、どんどん子どもの数が

減ってきているわけですから、当然ながら、そ

れぞれの私立学校が定員を維持するために何を

するかといえば、私立学校の教育のよさ、そし

て国や都道府県の負担が少なくて済む私立学
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校、それを生かして公教育を担ってくというこ

とが、まかなっていくということが、本来公立

にとっても良いはずです。

だから、なんとかして収容に対しても、数を

まとめてこうじゃないか。何対何という決め方

をしていたところもあるし、今だんだんと厳し

くなってきたので、私立の数を固定して公立を

減らしていこうというところもある。ただそう

いう中でも、自分の学校のことだけを考えてや

っていると、先ほどの梅花中高の生徒たちの、

お互いが信頼して思いやりを持って、ひとつの

チアリーディングというエンターテインメント

を作り上げる、あのような力ができるでしょう

か。それを教えているのは誰なのか。学校です。

われわれです。そのわれわれが一つにならない

でどうするのだということを、今、私学が厳し

い中だからこそ、やってかなければいけないの

ではないかと思います。

ということで、今日皆さんのお手元に資料を

1部入れさせていただいてます。ただ時間の関

係もありますし、はっきり言って、今朝、都道

府県私学協会長・事務局長会議をやらせていた

だきましたが、予算のこと一つ取りましても、

まだ全てが決定するわけでもなく、いろいろな

意味で暗中模索のものもあります。そういう中

で、思いつくままに、先生方に今の現状を少し

だけお話しさせていただきたいと思います。

まず、政権交代と教育改革の方向についてで

すが、教育再生と日本再興戦略、そして人材育

成と学制改革という項目立てをしております。

教育再生は、経済再生と並ぶ安倍政権の政策

の2本柱の一つなのです。ただ、私が、経済再

生と教育再生も一緒にされることは、本当は納

得してません。経済は確かにどん底まで落ちて、

悪くなって再生しないといけません。しかし教

育が本当にそこまで再生せざるを得ないのかど

うか。一部の学者とか、外国のやり方にかぶれ

た人とかが、外国型の教育をやっていればよく

なるのではないかと。日本の教育は悪い。PISA

の調査がどうこう言っています。先日、OECD

の調査が出て、日本はすごく良い成績という記

事がございました。あれを見て、皆さん、どう

思われましたか。それだけ昔の教育は良かった

のですか。私は、そうではなく、あの時代とい

うか、今回の調査対象でもいろいろな層がある

のです。その中で、あえていえば、もしかした

ら IT 教育も学校で受けてない、英語教育も小

学校からやってない、そういう人たちが優秀で、

今、小さいうちから英語をやるとか、IT をや

るとかいって、やらされている子どもたちが良

くないというのではないかなという、裏の見方

もないでしょうか。

これは、私は一つには、教育再生、教育再生

と言っている裏にもあるのですが、無理やり一

律にし過ぎるのではないか。悪平等という言葉

があるのですが、なんでも平等、だからそれに

よってどういうふうになってるか。子どもたち

が自分たちの権利ばかり言って、義務を負わな

くなる。そしてその上のモンスターペアレンツ

と呼ばれてる人たちもまさにそれです。そうい

う社会を作ってきたのだから、教育の再生とい

うのは学校教育ではないのです。本来は家庭教

育再生なのです。あるいは家族教育。もっと言

えば、勉強じゃないと、義務教育じゃないだろ

うと。日本が嫌なら出ていけばいいのです。日

本の中で文句ばかり言っているのだったら、良

いと思っている外国に行けばいいではないです

か。でもわれわれが育てている子どもたち、そ

のようなことを言うような子どもは育てませ

ん。先ほどの、梅花中学高等学校の生徒たちの

「がんばろう大阪」。何回言いましたか。大阪

はそんなに良いのでしょうか。こう言うと失礼

ですけれども。本当にあの子どもたちが、あの

ように言っているではないですか。あのように

育っているではないですか。それを、国が悪い

というような風潮を流してるから、終わってし

まうのです。ですから、私はこの教育再生の目

的というものが、元々 GHQ の指導による戦後

の教育改革ですか、それを軌道修正して戦後レ

ジームからの脱却というものが目的なのだなと

いうことは、皆さんもお分かりだと思います。

これには今年6月にまとめられました日本再
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興戦略にもつながってきて、日本を立て直す人

材の育成が教育の大きな役割であることを示し

て、一方で学制改革とか教育委員会制度の改革

などによって、戦後の教育制度の軌道修正を図

ろうとしているというふうに謳われてます。

われわれ私立中高の立場からは、この教育改

革という大きな目標や動きに惑わされることな

く、また一部の方々の思い込みで偏った考え方

によって、教育の健全性が損なわれることがな

いように、いつでも教育を受ける子どもたちの

サイド、そして子どもたちの未来にとって是か

非かという、そういう視線でいなければならな

い。特に子どもたちというのは、公的発言権が

ありません。ですから発言権のない子どもたち

に代わって、われわれ私学人が必要な質問を断

固として行っていかなければいけないのではな

いか。そのように考えてます。

ですから、本年2月から中央教育審議会の委

員に推挙されましたけれども、その場でも私は

常に学校、私立学校ということは当たり前のこ

とですけれども、それ以上に、子どもたちの立

場、子どもたちのこと、それを中心に委員の皆

さんに分かっていただこうという気持ちでやっ

ております。特にまだ、きちっとした審議に入

ってきてはおりませんけれども、学制改革の提

言については、現時点ではまさに重大な疑問を

感じるしかないのです。

確かに現行の学校制度というものは戦後70年

近くを経て、問題や課題があることも事実であ

るとは思います。いろんなことが言われていま

す。しかし、だからといって、今その現行制度

を改革しなければならないというような、緊急

的な状況でもないのではないでしょうか。政治

家の思い入れや一部の学者の学説によって左右

されて、軽々に展開される面まではないのでは

ないかと思います。つまり、それを変えること

によって世の中がどこまで変わるか。4･4･4制

にしたら、6･3･3でやっている今の小中高のど

こがどう変わってくる。

例えば、小学校を6年を4年にします。それで

結構です。中学と高校で3･3を4･4にしてくださ

い。その分、建物と関係があるからクラスを減

らしてください。私立の小学校は増やしてくだ

さいってことで、私立はそういう調整になるで

しょう。公立はどうかというのは、公立は簡単

です。公のお金ですから、自分たちが勝手にポ

ンとやってしまえばいいのですから。だけどそ

こには、教員免許状の問題もあるし、いろいろ

な問題をたくさん含んでいます。

実際に今の制度の上で、本当に人材育成がで

きていないのでしょうか。今の制度における5、

6年生とか、例えば中学2年生の指導に、そんな

に問題があるのでしょうか。確かに思春期の問

題とかいろいろあるかもしれません。しかし、

6･3･3という枠があるからこそ起きる問題なの

かもしれないけれども、逆にあるからこそ押さ

えられる問題もあるのではないでしょうか。そ

してこの4･4･4制という新たな制度が必要だと

いうのであれば、それはどこかで試行されたこ

とがあるのか。それとも実験されたことがある

のか。国立大学の付属とか、そういう実験校と

いわれている学校がそういうことをやっている

のか。実験校といわれているそういう学校とい

うのも、今は、東京大学何人合格、京都大学何

人合格、早稲田・慶應大学何人合格と進学実績

だけで争っているだけで、全然実験校ではない

ではないですか。そういう中で、この学制改革

をしようということは私は理解できません。

そして、もう一つの大きな問題として、この

日本再興戦略が出てきた中で大きな問題が、自

治競争力のさらなる強化ということで、国家戦

略特区をつくる。そしてこの国家戦略特区の中

に、まずインターナショナルスクールに関する

学校の設置認可条件を見直して、インターナシ

ョナルスクールですから各種学校です。各種学

校の認可条件というのはもともと、われわれ一

条校の認可条件と違います。中学校高等学校と

いえども運動場要件などはありません。最低限

の面積要件だけです。それがインターナショナ

ルスクールといって、外国人の子弟を迎え入れ

るための中等教育になり得るのかどうか疑問で

すけれど、それをさらにもっと簡略化というか
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甘くして、一条校だったら、それぞれは所有で

ないといけない、所有権がなければいけない。

それを要件を緩和して借地でも構わないように

しようと。そして国内での設置を困難にしてる

ルールをどんどん外して、簡単にして、インタ

ーナショナルスクールを作らせる。

そうすれば海外の企業が来て、海外の人がそ

こで子どもを勉強させるのだから、それによっ

て日本の経済、成長してくるだろうという発想

なのです。本当にそうでしょうか。実際に学校

ができれば、企業が来るのですか、そうではな

いです。国としての魅力があるから、この国に

企業を派遣して企業を作って、そして自分の国

のために働かせようと思うわけではないです

か。それが、学校があるからそこに進出すると

いうようなことはあり得ないです。

さらには、公立学校運営の民間への開放とい

うことで、公立学校で多様な教育を提供する観

点から、公立学校の民間開放。これは、俗に言

う、民間委託の公設民営というものです。それ

を有効な方策となり得ることを踏まえる。もう、

公設民営が有効な方策だと決めつけているので

す。それを踏まえて、少なくとも特区において、

民間開放を柔軟に行う担当官が付いて、速やか

に検討を開始。できるだけ早期に結論を得るこ

とです。それで、6月にこれが出ました。もう

すでにそのころには大阪で公設民営の話が起こ

り出してました。

そしてこれについては、文科省のお役人のレ

ベルでは大反対です。なぜかといえば、株式会

社立が失敗しているからです。株式会社立の継

承についても、文科省は散々やろうとしたので

すが、内閣府がなかなかやらなかった、許さな

かった。それは自分たちが特区として作ったの

に、だめだと言われたくないから。それを何と

か文科省はがんばって、よくなかったというと

ころまでは持っていっているのですが、さらに

今度ここに公設民営なんて話が出てきたら、文

科省は無理だって分かっています。だから反対

しているのです。ところが実は文部科学大臣は

賛成なのです。そこに安倍政権もそういう発想

が強いですから、乗ってこようとしています。

これは断固阻止しなければなりません。

つまり、特区にして学校の設置要件を簡単に

した上に、公設で民営にして、そして授業料無

償で。例えばの話、今言われてる国際バカロレ

ア200校計画。2018年までに200校を作ろうとし

ています。そのうちの一つになることも十分あ

り得るのではないですか。それが私立学校でや

ると、今実際、大阪でたった1校、知事の意向

に添わず、授業料を高くしてやっている国際系

の学校もあります。だけどそこは IB の学校と

いうわけではない。でもそこが98万円くらいの

授業料ですか。他にも IB をやっている学校は

ありますけれども、実際は、200万、300万円取

らなければできないはずです。それを公設民営

で無償でやられたらどうしますか。もう私学な

んて不要です。

先ほど京都の山本会長ともお話をしたのです

が、京都府みたいに教育長であった人が市長に

なって、市の教育をどんどん変えるといって、

もう本当にまるで自分がオーナーのように、理

事長のように、小中一貫校を作ったり、その小

中一貫校の名前が〇〇学園とか〇〇学舎という

そうです。それから、特定の大学と組んで、特

定の町の高校をたいへんな進学率に上げたりし

ています。それをやられていたら、私学は終わ

ります。

ただ一つだけ違うことがあります。私学には

やはり先達たちの思いがあるのです。そして、

ある意味、そうやって市長が変わるとか、政治

が変わるとかに、左右されることはないのです。

あくまでもわれわれの教育なのです。ですから

それをうまく前面に出して。ただそこにはお金

は必要になるわけですから、お金だけはなんと

かしなければいけないという思いがあります。

次に、高校教育のあり方と改革の中で、今、

高校の質の保証と高大接続、そしてここ1週間

ぐらい、到達度テストの実施というか、達成度

テストですか、そして大学入試センター試験の

見直しという問題が出てまいりました。これに

ついて少し触れさせていただきますが、一番近
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々では10月22日、今週の火曜日に読売新聞が一

面でセンター試験廃止、達成度テスト2段階に、

という記事を出しました。これは21日に行われ

た教育再生実行会議で大学入試センター試験を

廃止して、新たに達成度テスト（仮称）を創設

して、それでレベルや目的が異なる基礎と発展

の2段階の試験を設けて、高校在学中に複数回

受験できる、子どもたちにとってより良き大学

入試制度を作ろうということなのです。これを

5年程度先をめどに導入するということです。

この達成度テストを一本化して、大学入試の

あり方を抜本的に見直すことにしたというので

すが、達成度テストにして見直すのはいいです。

大学入試テストのあり方を抜本的に見直すとい

うのもいいです。しかしこれはセンターテスト

も含めて基本は国立というか公立大学です。私

立大学が全部入っていないです。提言される達

成度テストの発展レベルというのは、現在のセ

ンター試験を改革するもので、大学一般入試に

利用する。そしてそこには論理的思考力や、問

題解決能力を問う問題や英語力テスト TOEFL

のように、試験会場のパソコンで回答させる入

試方式。年複数回実施も検討する。そして現行

の入試がわずかな点差にこだわり、大学で必要

な学力をも担っていないとの批判を踏まえ、成

績を大まかな得点別のグループに分けて示すの

が特徴で、知識偏重の1点刻みからの脱却を掲

げた。そして各大学には発展レベルの成績を受

験の基礎資格として、2次試験では論文や面接、

高校での活動実績などにより、受験生の意欲も

含め、多面的に評価するよう促す。米国の有力

大学では、共通試験で一定の学力を確認した上

で、論文や高校での活動などを多面的に評価し

ていることも参考にしたと、はっきり書いてい

るのです。

基礎レベルについては、高校段階の達成度を

把握して学力向上につなげるのが目的で、在学

中に複数回の挑戦を可能として、できるだけ多

くの生徒が受験するような仕組みも検討する。

ですから、前に言っていました、全員の質の保

証で、到達テストとして全員に受けさせるとい

うことはここで少し後退したわけです。この基

礎レベルの成績というのは、AO 入試とか推薦

入試などに活用して、学力を確認するように求

めるということになったのです。これももう1

週間前ぐらい前に出てきた時は、全員に受けさ

せるとか、それからこのテストのやり方も少し

発想が違っていました。

私ども中高連にも文科省というか内閣府の再

生会議の担当の室長のほうから、話がありまし

た。私学はどう考えるのか。ですから私がまず

第一に言ったことは、到達度テストというのは

もう意味を成さない。それから、何といっても、

今回少し変わってきたからよかったとまだ思っ

いますが、大学全体を変えていかなければなら

ない。恐らくこの基本には、アメリカの SAT

とかイギリスの A レベルとかいうような試験

を基本に置いていると思います。

ですから、アメリカなどは全大学がその成績

でいきます。ところが日本は、国立公立系のセ

ンターテスト系と私学型の入試があるわけでは

ないですか。これが一緒ではないのに、またこ

んなテストをたくさん課せられて、そのテスト

を受けていないと公立が受けられない、推薦も

受けられないとなったら、私学を受験する子ど

も達どうするのですか。では私学の人たちもこ

れに乗るのですか。今の私立大学の体制では、

とても乗れない。そうすると、これをどう解決

してくかといえば、大変なことなのです。

そしてそれとともに、これは元を正せば、大

学サイドに問題があるのです。大学から高校生

の資質が落ちたという問題が中教審にも出され

ました。学習時間が少ないとかいろいろ言われ

ました。その時に私はそれに対してはっきりと

言いました。申し訳ないですが、高校生のこと

を馬鹿にしないでくれと。それだけ高校生が勉

強しない勉強しないと言われたらかわいそうだ

と。やっている子はやっています。先ほども少

し申し上げましたけれど、戦後60％にも満たな

かった高校進学者が、今では98％いるわけです。

つまり30％から40％の人は今までだったら高校

に行っていない人なのです。その人も全部一緒
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にして、勉強に対する姿勢を考えるというのは

まず間違いです。

それから、大学サイドも数が増えました。だ

から生徒募集をしたい。だからたくさん入れた

い。そうすると少しでも早く青田買いをしたい

ということで、AO 入試とか、推薦入試とか、

枠をどんどん増やして、どんどん先取りする。

私立学校で、われわれは無試験で生徒を入れて

くださいなんて、大学にお願いしたことがあり

ますか。もし、そのようにお願いするとしたら、

余程われわれが自信のある生徒をその大学にお

願いするしかないです。だとしたら、問題ない

です。ただ、大学サイドが、もう手段としてこ

れをどんどん使ってきているわけですから、そ

こで私立学校というか、子どもたちの学力が低

い、勉強しないと言われるのはおかしいではな

いか。そのようなことを言うのであれば、今、

小学校・中学校、義務教育は1日も出席しなく

ても修了です。単なる学齢です。だから公立は

問題のある子は学校によっては学校に来させな

いで自宅待機させているではないですか、そう

いう子どもたちも、高校に上がってくるのです。

親が、せめて高校だけは出ておいてほしい。だ

からお願いしますと言って。それを引き受ける

私学がたくさんあるのです。それを全て一緒に

されて、皆一緒だということで、その子どもの

学力が落ちたとか、勉強自体を言われるのは、

これは子どもたちがかわいそうです。

今、グローバル化のことも散々言われてます

けれども、また TOEFL とか言われていますけ

れども、上のほうの子できっちりやれる子はた

くさんいます。上といわず中間層の学校でも、

そういう力がなかった子どもかもしれないけれ

ども、3年間・6年間で育て上げて大学に入れる

という思いで、われわれは預かるではないです

か。預かった生徒のレベルが下がることを期待

しているところなんてないです。

大学だって自分たちで推薦入試といって学力

無しの試験をやって入れておいて、入れた学生

が学力が無いからと人のせいにするのではなく

て、自分で育てるのが当たり前ではないですか。

それが大学教授が何年も同じノートを使って教

えていたり、自分の教科書だけ売っていれば良

いというものではないのです。論文も書かない

教授だってざらにいます。ところが、「それ、

おかしいから」といって、教授会などで議論し

てそこで「やはり、それを変えたくない」とな

ればもう変わらない。この辺のところを変えて

いかなければいけないのに、センター試験を廃

止して達成度テストを作れば学力が上がるよう

な、日本の国力が上がるような、発想をしてい

る体制というのは、私はどう考えてもおかしい

と思っています。これについても、これからも

どんどん意見はしていくつもりでございます。

それから、教育にかかる費用負担の在り方と

見直しで、支援金制度の見直し等ですが、これ

につきましては、今朝ほど、協会長会議で文科

省の室長からお話がありましたので、あえて外

させていただき、時間もあんまりありませんの

で、少しだけ、耐震化の問題だけ少しお話しさ

せていただきます。

学校耐震化につきましては、東日本大震災の

痛ましい経験を無にすることなく、子どもたち

の安全を確保することは、社会全体の責務です。

その立場に立てば、通う学校が公立だろうと私

立だろうとなんら関係なく、行政所管のいかん

を問わず、国民である子どもたちの安全を確保

すること。それが国が最終責任として負うべき

ものだと思っています。

ですから、われわれ私立中高校は、何年も前

からそのような観点に立って、この経常費助成

の拡充と並んで学校施設の耐震化について、公

立と同水準の支援を国が実施すべきだという主

張をしてまいりました。つまり、補助対象比率

とかそういうものもあったわけです。しかし、

私立中高校の施設に対する国の支援というもの

は、あくまでも耐震改修なのです。つまり、私

立学校の資産というのは個のものである。その

資産を国のお金、公のお金で増やすことはでき

ない。改修は修理だからいいという論理です。

それで、補助率も基本的に3分の1の補助。そ

して Is 値が0.3未満の時は2分の1補助であった
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わけですけれども、それは何とか各都道府県に

フォローしてもらうというでやってまいりまし

た。そしてそういう中で、非構造部材の耐震化

とかそういうものの支援もできましたが、あく

までも改築に向けては無利子支援というのです

か、無利子分を含む長期低利融資、それが設け

られて、それで国のほうは済ませていこうとし

ていました。

しかし、この耐震支援についていかなる制度

の改革が図られても、耐震化支援の基本は改修

のままなのです。それも小中高の補助率は今言

ったように公立より低いわけです。大学よりも

低いのです。そうすると、私立学校の耐震化工

事の実態を捉まえたら、改修工事ではなくて、

やはり改築をやりたい学校がたくさんあるわけ

です。ただそのためには、各学校は何年もかけ

て積み立てなければできないのです。実際に今、

耐震の検査もしていない、だけど例えば10年後

に自分の学校を建て替えようと思って毎年積み

上げている学校もあるかもしれないです。

ただ、今、地震が来ると危ないかもしれませ

ん。だけどそういう資金計画を立ててやって来

ているわけですから、今、東日本で大きな地震

があったから、すぐ2年後を目標に建て替える

と言われても、さっきも言いました少子高齢化

の制度保証の状況とか考えても、急にやるとい

うことはできない。さあ、どうしよう、困って

しまう。それならば、そこに、もし、耐震改修

の補助がたとえ3分の1といえども出していただ

ければ、それを前倒しすることができるではな

いですか。そうすれば子どもの安全が守られる

のです。それをお願いしているわけです。

実際に今、公立学校と私立学校の耐震化率は

逆転しています。公立学校は27年で全て終わり

ます。そこにたまたま山形県選出の遠藤利明先

生とちょっとお話しをした時に、「公立の耐震

の議員連盟というのを作っている。そこの議連

で、公立の改修がもう終わるから私学をやろう

か」と仰ったのです。これはもう渡りに船で、

「やっていただきたい、お願いします」という

ことで、耐震議連のほうにお願いしている。耐

震議連のほうからは、これは公立私立は関係な

い。やるべきだ。特にですよ、この25年度予算

で、幼稚園だけは認められているのです。だか

ら、それだからこそ、やってもらおうではない

かということを、われわれはお願いしてきたわ

けです。

ただ、これに対して、財務省はやはりいろい

ろ問題を言ってきます。例えば先ほど申し上げ

た、設置者負担主義の件でいえば、私立学校と

いうのはあくまでも設置者負担主義をとってい

るのだから、耐震改築の補助を始めると、新設

校の新築とか既設校の新増築、老朽改築などま

で拡大してしまうのでないかという言い方をす

るのです。耐震でやろうと言っているのに、新

築工事とか新しいものを作った時などにはやら

ないです。それより今の状態を何とかして安全

にしようとしてやるわけです。そこに設置者主

義だからとばかり言ってくるわけです。

それで耐震改修の補助制度が既にあって、予

算も十分補助されているのだから、なにも改修

で十分じゃないか。改修と改築は違うのです。

既に40年たってる校舎も、改修するのであれば

建て替えて改築したほうがより安全です。そう

いう思いというものは持ってもらえないので

す。その基本にある寄付行為による私立学校と

いうものがわかったら、そんなことないではな

いですか。

それから、今の改修のプラスアルファ部分に

ついても、都道府県でそれにプラスアルファし

ていないことがあるではないですか。高校以下

はあくまでも都道府県の所管だ。だから都道府

県が面倒みればいいと。そういうことを言う人

も居ます。そしてあとは、社会福祉施設とかそ

ういうものから比べたら私立学校は恵まれてる

ぞとか、縛りがないとか。もう勝手なこと言っ

て、お金だけもらってやりたいことやっといて、

それでそういうことだけ頼んでくるのかみたい

なことを言う方もいます。

しかし、私立の学校自体はそもそも学校では

ないですか、一条校です。公教育を担っている

のです。どこが違うのか。そこをもっと理解し
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てもらわないと困るし、社会福祉関係の施設と

か、厚労省関係の施設とは全く違うということ、

それも分かってもらわなければいけないと思い

ます。「避難所指定を受けていないじゃないか」

といわれた話もありました。ですから、夏休み

中でしたけれども先生方にお願いして、調査い

たしました。87％の学校が災害とかあった時に、

避難所として受け入れますよという気持ちがあ

るのです。実際に指定を受けている受けていな

いを別にしてです。本当に今、南海大地震とか、

大きい地震が起こった時に、前回3･11の時の東

日本、東北地方とか、茨城県とか、本当に大変

だったと思います。

ただ実際に、関東、東京とかその辺りでは確

かに揺れもしました。壊れたところもありまし

た。でもライフラインは皆生きていました。あ

あいう状態だと電車が止まっただけでもあれだ

けのパニックです。これがほんとに来た時はあ

んなものでは済まないです。避難所指定受けて

いれば済むというものではないと思います。実

際には、もし建物が壊れずに残っていたとした

ら、受け入れざるを得ないこともあり得ると思

います。そういうことを考えても、やはり地域

の大きな安全な場所として、私立学校も残せる

という方策は必要だと思います。

それと共に、私は、子どもたちの安心、安全

を考えた時に、今やっと東京でスタート致しま

したけれど、これから関東の学校さんとも広め

て行きたいなと思っていますけれども、生徒た

ちと緊急ネットワークを各学校で作りました。

例えば、最寄りの駅に居る時に被災した子ども

たちは、その最寄りにある私立学校に行ける。

すぐ行けば避難できる。そこには、生徒たちの

ことを全部カードで、どこそこの学校の生徒を

預かってるってことが分かるように、全部イン

ターネットで情報を共有できるようにする。そ

ういうシステムも作りました。

これを各学校でやっていけば、自分の生徒と

か関係ないです。やはり子どもの安全を守らな

ければいけないわけではないですか。そういう

ことまでして、皆で安全を考えてる時に、やれ

個人のものだから補助できないよなんていう小

さい了見で言うようであれば、これは日本の国

が終わりますよ、ということを、われわれは言

ってきたいと思ってます。そうやって日本とい

う国を何とかしてかなければいけないのではな

いかと思っています。

今日は皆さんにもっとお話しをしなければい

けないことがあるかもしれませんけれども、本

当に、こうやって漠然として申し訳ないと思い

ますが、ただ一つ、最後に私からお願いしたい

のは、本当にこの私立学校というのは、日本の

教育を守っていますよね。そして、皆さん、良

い教育なさっていますよね。ただ、いい教育し

てるところが駄目にされて、国のお金もそうだ

し、私立でもそうかもしれません、適当に、良

い教育というより、ただ東京大学・京都大学に

何人合格したから良い学校と言われることにだ

けあぐらかいて、人となりを育てるという高校、

中等教育の大きな使命を忘れている。そういう

ところと一緒にされるのは、私は悔しくてなり

ません。皆さんと共にこの私立学校がより発展

するように努力をする所存でございます。

この後は中川所長から、また縷縷に説明もご

ざいますので、私の説明はこれぐらいで終わら

せていただきまして、今後とも皆さんのご協力

の下、私学のため、がんばってまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。

本当に本日は貴重なお時間いただきまして、

ありがとうございました。
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一般財団法人日本私学教育研究所 所 長

中 川 武 夫

皆さま、こんにちは。

日頃から日本私学教育研究所の活動にご理解

ご協力をたまわりまして、誠にありがとうござ

います。私のほうからは2点ないし3点のご報告

と、それから、お願いを申し上げたいというふ

うに思っております。

まず、学校評価の問題でありますが、先般、

先生方の学校に日本私学教育研究所からアンケ

ートの依頼をさせていただきました。もう既に

多数の学校からご返信をいただいております

が、まだの学校はぜひご協力をたまわりたいと

思っています。

この学校評価の問題、なぜアンケート等をお

こなっているのかという背景を、まず初めにご

説明をさせていただきます。

ご承知のように、学校評価というのは、これ

は、学校教育法と、そして学校教育法の施行規

則、これに規定されております。そしてその中

身は、自己評価、これは法令上の義務、そして

学校関係者評価は法令上の努力義務ということ

が規定されています。平成23年に、文科省が全

国の学校にこの調査を行いましたところ、私立

学校においては、いわゆる自己評価をやってい

ます、と答えた学校が87.7％しかありませんで

した。それから学校関係者評価をやっています、

と答えた学校が、52.2％でした。

この87.7％の学校がやっている、あとの学校

はやっていないと回答したと思われますけれど

も、そのやっていないというのは、実はこれ、

法令違反になるのです。そこで文科省は何とか

して、次に調査までに全部の学校が、これはや

っています、100％にしたいということを考え、

そしてこれに関する公募事業ということを立ち

上げました。私どもの研究所もこれに参加をし、

その線にのっとって、アンケートをお配りをさ

せていただいたわけであります。

ただ、この87.7％の学校がやっていませんと

答えたのには、多分に誤解・誤認している分が

入っています。そのことを今般のアンケートに

は、まず最初に文章でその説明をさせていただ

いて、それを読んだ上でお答えいただきたいと

いうアンケートにしたわけでございます。

自己評価というのは、これは教育の事業評価

と誤認している方がいますが、教育事業評価の

ことではありません。この自己評価というのは、

校長のリーダーシップの下で当該学校の全教職

員が参加し、設定した目標や具体的計画等に照

らして、その達成状況や達成に向けた取り組み

の適切さ等について、評価を行うものである、

と書いてあります。ということは、言い換えれ

ば、これはどこの学校でも年度の初めに職員会

議等で今年度の目標について話し合いますね。

そして、学期末あるいは年度末にはその反省に

基づいて総括を行い、そしてこの後どうしよう

かという一つの目標を立てている。そういうこ

とについては、どこの学校でも当たり前のよう

にやっているはずです。

この職員会議で当たり前のようにやってるこ

とが、実は自己評価なのです。そして、各学校

は自己評価の結果および改善方法を設置者、学

校法人に提出。設置者がこれを公表、というこ

とになっています。ですから、職員会議でまと

まった話を、校長を通じて学校法人に報告をす

る。そして、学校はそれを高校の教育方針はこ

うなっていますよ、ということを生徒募集の時

の説明会等で外部に発表しているわけですね。

ですから、この自己評価をやってないというこ

とはありません。そのことをもう一度、ご確認

をいただきたいと思っています。

それから学校関係者評価というのは、学校関
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係者による評価委員会を作らなければいけない

ということになっています。その部分には、保

護者、学校評議員会、地域住民青少年健全育成

団体の関係者、接続する学校の教職員、その他

の学校関係者などで構成する委員会が、自己評

価の結果について評価する、ということになっ

ています。ただし、この文言は、公立学校を想

定して作られていますので、これは私立学校に

馴染まない。そこで、平成8年に中高連と文科

省が話し合いをしまして、その結果、私立学校

の場合は、学校法人の評議員会がこれを代替す

る、ということが決まっているわけであります。

ですから、学校法人の中で評議員会をやらない

わけはないですから、そこで学校の今の状況に

ついて報告を受けているわけですから、この学

校評価もどこの学校でもやっているはずなので

す。

今般、お願いを致しましたアンケートは、こ

れはあくまで内輪の話であります。もう既にそ

のことは間違えたまま、やっていないと回答し

たということがあっても、それは別に構いませ

ん。私どものほうからご連絡を差し上げ、それ

についてはこういうふうにしていただくと、そ

のようなお願いをするケースがあると思います

が、そのアンケートの結果、それぞれこの件に

ついてのご認識をいただいて、そして、平成26

年、来年度、実施要点、文科省がこの調査をも

う一度実施すると言っていますので、この時に

はぜひ、100％、全国の私立学校が100％やって

います、というふうにご回答いただきたいと思

います。

ただ、その時に2点ほどお願いをしておきた

いと思います。この評議員会の議事録に、自己

評価の報告を受け、評価した旨を明記していた

だきたいのです。評議員会はそれを評価するこ

とになっていますから、当然のことながら、校

長なり学校側から、学校の教育活動についての

報告があると思うのですが、それについて評議

員会がそれを受けて評価をしたことを議事録に

載せていただきたい、ということが1点であり

ます。

そしてもう1点は、職員会議等の日常の教育

活動も、自己評価と関係あることを教職員が理

解する必要があるのではないか。職員会議等で

やっていること、それぞれ話し合っていること

が、これが自己評価につながることなんだ、と

いうことを教職員が認識するということが大切

だと思います。

このことについては研修会の必要があるだろ

う、ということで、12月7日に教育課程編成に

関する研修会を開催することになっています

が、これに項目を追加して、学校評価を含めた

いと思っています。教育課程の研修会というの

は、全国の学校から平成26年度の教育課程表を

お送りいただいており、これらをまとめて冊子

にして、当研究所の研究員が分析し、その結果

について発表させていただく研修会ですが、そ

の時に、学校評価と私学の対応についても、報

告を一つ加えて、この研修会を実施したいと思

っております。詳しくは、研究所のホームペー

ジ等をご参照いただきたいと思います。

次に、いじめ防止法案の問題です。9月28日

から、いじめ防止対策推進法が施行されました。

この法律について、全国の学校関係者もマスコ

ミも、この法律をもって、いじめがなくなると

か、少なくなるとか、いわゆる実効性について

賛成する人というのは、ほとんどいないのでは

ないでしょうか。みんな、あまり相手にしない

というそういう状況の中で、この法案が進んで

きた記憶があるくらいです。

そして、法律の専門家は、この法律はもとも

と無理がある。例えば、いじめをなくすことは

学校の義務ではない、と言っています。ちょう

ど、これは戦争をなくすこと、と同じなんだと。

戦争をなくしたいというのは、みんなの願いで

あって義務ではないわけです。学校も同じよう

に、いじめをなくしたいとみんな思っています。

願いです。しかし、なかなか現実にはそうはい

かない。起こった場合は、それが起こったから

いけないということになるのではなくて、考え

なければいけない。要するに、法律に馴染まな

いということを法律の専門家は言っているので
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すが、もう既にこの法律は施行されてしまいま

した。

その場合に、この法律がいじめに対して実効

性がないということは、みんな分かっているの

ですが、しかし、法律として施行されますと、

拘束力を持つのです。例えば、いじめの問題は

ケースバイケースです。全くのケースバイケー

スのはずです。その状況によって、やり方も、

調査の仕方も、処置の仕方も全く違ってくるは

ずです。しかし、この法令の中に、こういう時

はこうする、こういう時はこうすると、書いて

あるのです。そうすると、学校を攻撃する立場

にある方々にしてみれば、これほど都合のいい

法律はない、というふうに言ってきました。い

ちいちそこに照らして、学校はこれをやってな

いだとか、これもやってないだとか、という攻

撃材料になる。それに対して、学校はほとんど

無防備のままです。これはまずいのではないで

しょうか、ということを列記しています。そし

て、この法律は、法律としてあるわけですから、

守らなければいけないのですけれども、これを

しっかり守ろうなどと考えたら、学校教育はで

きないのです。そういった意味で、この法律に

対する対応を考えるということは、急務である

と思っています。

この法律の中では、基本的な方針を作らなけ

ればいけない。例えば、国の教育基本方針。こ

れは義務化されてます。そして地方、と書いて

ありますが、各県あるいは市区町村の教育委員

会等、いわゆる地方は、この方針を決めること

が努力義務。そして学校はこの方針を決めるこ

とは義務化されています。ですから、国と学校

は絶対にやらなければいけない。各地方、県や

市区町村はやらなければいけないことになって

ます。ここが一番ご注意いただきたいところで

す。

実は、各地方でその検討はもう既に始まって

いると思いますけれども、その時に、おそらく

公立の学校を主体にして、こういう時はこうす

る、こういう時はこうするという方針を立てる

と思うのです。そして最後に、私立学校もこれ

を準用するとか、私立学校もこれに準ずるとい

うような一文を入れられてしまいますと、私立

学校が、教育委員会の指導の下に入れられてし

まうという危険性があるのです。

ですから、各県の先生方にお願いをしたいと

思いますが、これについてはぜひ、注視してい

ただいて、公立中心に作った方針が私学に準用

されるとか、私学がこれに準ずるということが

ないような注意をしておかなければいけない、

というふうに思っております。これにつきまし

ては、文科省についても、各私学所管課にしっ

かり指導してくださいというふうにお願いをし

ております。

そして、組織をつくるというところでも同じ

だと思います。公立学校中心とした、教育委員

会中心とした組織をつくるわけですが、その中

に私学を巻き込むということも想定されますの

で、これについてもご留意いただきたいと思い

ます。

重大自体は何を指すかっていうことについて

は、記載の通りであります。

重大事態発生と調査

いじめにより心身または財産に重大な被害

児童生徒が自殺を企図した場合

身体に重大な障害を負った場合

金品等に重大な被害を被った場合

精神性の疾患を発症した場合

いじめにより相当の期間学校を欠席

不登校の定義を踏まえ年間３０日を目安

このいじめ防止法案はいろいろ調べていけば

いくほど、学校が無防備で危ないなという危機

感を感じるわけですが、日本私学教育研究所と

しては、先般、東京で全国の先生方に向けてい

じめ対策の研修会を急遽開催しました。この後、

11月7日に札幌で開催させていただきます。そ

れから11月28日に福岡で開催をさせていただき

ます。中心になってこの研修を進めていただく

のは、日本大学法学部の堀切忠和先生です。こ
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の方はまだ若い方ですが、数少ない学校側に立

っている弁護士さん、そういう立場なのです。

ですから、いろいろ学校のことについても相談

に乗っていただけます。これについてもホーム

ページをご参照いただければと思います。

これは10月の12日に東京で開催した、いじめ

対策法の研修会の模様であります。吉田理事長

の挨拶に始まり、文部科学省初等中等教育局の

方と日本大学法学部准教授で弁護士の堀切忠和

先生に講演を行っていただきました。

堀切先生の話を聞いてみますと、いろいろ出

てくるのです。例えば、教員の場合、公立の学

校の教員は国家賠償法で守られているので、個

人が訴追されることはない。ところが、私立学

校は民法の世界ですから、学校法人と連帯責任

で、軽微なことも、些細なことでも、教員個人

が訴えられてしまう危険がある。前からそうな

っていますが、これがクローズアップされてき

ているのです。その時に、学校法人は学校法人

を守るために保険に入ってます。しかし、教員

個人は自分を守るためには、恐らく入っていな

い。そういう保険も今売り出されていますが、

では保険に入るといっても、その保険料は誰が

負担するのでしょう。これは組合関係との間で

大きな摩擦になる可能性もあり、いろいろ波及

する問題があると思います。

そこで、当面する問題として、まず基本方針

を学校は決めなければいけないです。やらなけ

ればいけないですが、この学校方針を真面目に

細かく作ってしまいますと、それが自分で自分

の首を絞めることになるのです。ですから、ど

うしたらいいんだろう。当研究所の研究員が堀

切先生に相談して、こういうのはどうだろう、

ということで、試案のようなものを書いてみま

した。これがいいかどうか悪いか分からないの

で、お配りはしておりません。

どんなことを考えたかといいますと、「本校

は国のいじめ防止等のための基本的な方針を尊

重し、いじめ防止等に対する最大限の努力を行

う」と。このようにすればいいのではないかな

と考えています。

それから、何をするかということについては、

「最大限の努力を行う」と書いておけばよいの

ではないかと考えました。良いか悪いかは別問

題として、このような内容の方針を立てておく

ことが無難なのではないかというのが今現在の

状況の私どもの考えであります。

それから、組織についても、新たな組織をつ

くり上げると、これは大変煩わしい。職員会議

や生徒指導委員会等既存の組織をそのまま準用

すればいいということです。例えば、本校の職

員会議、生徒指導等をいじめ防止等の対策のた

めの組織として位置付ける。なお、必要に応じ

て、外部専門家を活用する、ということを書い

ておけばいいのではないでしょうか。学校の内

規の中に一文を入れておけばいいのではないで

しょうか。そして、外部の専門家を招聘すると

書きますと大変ですから、活用すると書いてお

けば、誰かに相談したり活用したことになりま

す。このようなことで今後、切り抜けていくの

も良いのではないかと、私どもなりに考えてお

ります。

また、情報が入りましたら、新しい情報として、

これはご報告したいと思います。

初任者研修等につきましては、全国で展開し

ていますが、今、初任者研修も大変難しくなっ

ております。年齢層もバラバラであり、かなり

年配の方も初任者として入ってこられたり、地

域によっていろいろです。何をもって初任者研

修にするか、大変難しい問題だと思っています。

これについては運営委員会を組織して、この委

員会の指導の下で、より良い初任者研修を行っ

ていきたいと思っています。

それから、教育免許状更新講習ですが、受講
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忘れ、登録忘れ等が多くなっています。ぜひこ

れについては、採用段階でご留意をいただきた

いと思っています。

それから、防災対策ですが、各学校とも防災

対策のマニュアルを作っていると思います。し

かし、いろいろな場でその話の意見交換を致し

ますと、どうもマニュアルのためのマニュアル

になっている。いざとなった時にはほとんど使

えないというようなマニュアルを作っている学

校が結構あるように思われます。そういった問

題提起があり、それに対して少し勉強会をやり

たいと考え、12月13日に急遽、学校危機管理研

修会を開くことに致しました。

東京の麹町学園がマニュアル作成やこのよう

な研究も進んでおり、詳しいものですから、こ

の学校をお借りして、そこで研修会を行います。

基調講演は、群馬大学の片田敏孝先生にお願い

しております。片田先生は、釜石市の防災教育

をずいぶん前からやっていて、3･11の時に釜石

では1人の死者も出ませんでした。釜石の奇跡

と呼ばれています。この防災教育を実際に担当

した片田先生にお越しをいただき、防災につい

てのことをもう一度みんなで勉強し合いたいと

思って準備を進めております。

それから、グローバル化の問題。先ほども吉

田会長の話にもありましたが、右往左往しなが

ら、いろいろな問題が進んでいます。CAN-DO

リストの問題、あるいは英語の4技能を問うに

はどうすればよいかなど、いろいろな問題があ

りますが、資料を参考にしていただきたいと思

います。IB の問題についても、なかなか難し

い問題があると思っています。
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そうした中で、この問題を進めていく時に、

私がいつも感じることは、このグルーバル人材

とは何なんだろうと考える時に、われわれ教育

関係者と企業関係者の意識に大きなずれがあ

る。ここにいろいろな問題点があるような気が

してなりません。私ども教育関係者から考えれ

ば、世界にグローバル人材、こういう人格的な、

こういう人間になってほしいという、そういう

人格的な部分が大事になりますけれども、企業

関係の場合には、要するに商売に勝てればいい

と。他の国のセールスマン達から勝ち抜くため

の人材を育てるには何が良いのか。そういう考

え方で実質やってきますから、この部分が大き

な問題だと思います。

先般、9月末に、全国から30人の先生にお集

まりいただき、シンガポールの教育視察をいた

しました。そこではっきりしてきたのは、教育

は投資だ。そして、これはエリート教育、エリ

ート育成のためのものだ、ということを明確に

している点。この点は日本の平等主義とは違う

なということを実感して帰ってまいりました。

この問題につきましては、これからさらに細か

い話が進んでいくと思いますけれども、その状

況については、また分かり次第、ご報告をして、

ご提供させていただきたいと思っています。

それから、毎年私どもでは、委託研究員の募

集をしております。それぞれ決められたテーマ

で1年間、この問題を研究していただく方にさ

さやかながら研究費を差し上げて、研究をして

いただいておりますが、この委託研究員の方々

には、今後いろいろな都道府県で研修会が行わ

れる時に、「こういった問題について誰か講師

はいませんか」、という時に、派遣をするとい

うこともやっておりますので、ぜひご推薦等お

願いをしたいと思っています。

研究所の活動につきましては、ホームページ

に掲載しておりますので、ご参照いただきたい

と思います。

また、12月2日に日本私学教育研究所では、

創立50周年を迎えます。今後とも少しでもお役

に立つ研修をご提供できるように、努力を重ね

ていきたいと思っております。今後とも先生方

のご指導をお願い申し上げ、私のほうからの報

告を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。
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「教える力」

井 村 雅 代一般社団法人井村シンクロクラブ 代表理事

井村雅代先生紹介

（入江正康・四條畷学園高等学校教頭）

それでは、日本のシンクロ界の母、井村雅代

先生の紹介をさせていただきます。先生は、大

阪府のご出身でございまして、天理大学体育学

部をご卒業になりまして、大阪市の中学校の保

健体育の先生として教鞭をお取りになりまし

た。選手としても10年間活躍されまして、日本

選手権では2度優勝、そして、ミュンヘンのオ

リンピックへも出場なされました。1974年から

コーチとして、競技者育成に携わりになられま

した。1985年に、ご存じ、井村シンクロクラブ

を創設され、現在はその代表理事でいらっしゃ

います。1978年から日本代表のコーチに就任な

されました。独特のスパルタ式の指導法で、世

界的な名選手を次々とお育てになりました。ご

存じの通り、2000年シドニーオリンピックでは、

立花美哉、武田美保さんのデュエットの組が銀

メダル、そして、日本チームは銀メダルに導か

れました。また、2004年アテネのオリンピック

でも、立花、武田ペアが銀メダル、日本チーム

も銀メダルを獲得致しました。そういうところ

で、日本シンクロ界を牽引される、そして、シ

ンクロの基盤を作られました代表的な指導者で

いらっしゃいます。そういうところから、2008

年北京オリンピックでは、中国チームの代表コ

ーチをなさいました。また、2013年5月から2カ

月半にわたって世界選手権に向けイギリスのチ

ームのコーチをなさいました。また、教育学会

でもご活躍であられまして、大阪府の教育委員、

また、大阪府の松原市の教育委員長も歴任をさ

れました。著書に『愛があるなら叱りなさい』

『あなたが変わるまでわたしはあきらめない』

『教える力』『私はなぜ中国チームのコーチに

なったのか』等がございます。また、文科省か

らスポーツ功労賞顕彰等、多数の文部大臣功労

賞を受賞なさっています。大阪の水泳協会でも

特別最優秀コーチ賞等多数の受賞を重ねておら

れます。それでは井村先生、どうぞよろしくお

願い致します。

【井村雅代先生 記念講演】

皆様こんにちは。ただいまご紹介にあずかり

ました、井村でございます。ご紹介の中に、ミ

ュンヘンオリンピックというの出てきました

が、実はミュンヘンオリンピックに参加したと

きはまだシンクロは正式種目になっていなく

て、今で言います公開競技ですね、公開競技の

選手として参加しました。でも、私が選手のと

きのシンクロは、今のシンクロと違いまして、

もう少しスローで、スポーツ的ではなかったで

す。全く今の感じとは違いまして、やはりスポ

ーツのオリンピック種目になったら、本当にス
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ポーツ的価値が上がるなというのは実感してい

ます。そして、シンクロが正式種目になったの

は1984年、ロサンゼルスオリンピックから。そ

のロサンゼルスオリンピックから、昨年のロン

ドンオリンピックまで、8回目ですけれども、

シンクロが正式種目になってから。その8回の

オリンピックにコーチとして参加させていただ

きました。6回は日本のチーム、そして2回は中

国ヘッドコーチとしてです。8回のオリンピッ

クをコーチとして指導させていただいたこと

は、本当に幸せなコーチ人生だなと思っており

ます。私は、2004年のアテネオリンピックをも

って、立花、武田、その両選手が現役を引退す

るのを機に、私も次の若いコーチにヘッドコー

チの座を譲り、コーチたちをサポートしてやろ

うと思いました。そして、自分のクラブがあり

ましたので、そのコーチをしながら選手の育成

にあたっておりましたが、2006年に中国からオ

ファーを受けました。そのオファーの内容は、

2年後の2008年北京オリンピックで、開催国な

ので、そこで自分たちは何でもいいからメダル

を取りたいと。何色でもいいからメダルを取り

たい。そのためには、あなたの経験とコーチ力

が必要なんだと言われ、要請が来たわけです。

その当時、日本と中国は、今と同じく非常に友

好関係が悪かったです。でも、政治的なことは

置いておいて、やはり自分の中国側、中国水泳

連盟は自分たちが北京オリンピックで戦うため

には日本のコーチの力が必要なんだということ

を判断したわけです。それまで全く私は中国の

選手は指導したことがありませんでした。でも、

中国も韓国も日本人も、元をたどれば同じ民族

ではないですか。きっと私はそのとき思ったこ

とは、中国水泳連盟の人たちは日本の私が指導

していた日本の人の選手を見たときに、ああい

うふうに自分の選手もしてほしいんだと、そう

いうふうに思ったのですね。そういう強い要求

があったんだと。だから、その要請を受けたと

き、さすがに私も考えました。でも、なぜ行く

ことにしたかというと、やはり、一番は、中国

水泳連盟、中国体育総局、日本には体育省とい

うものはないですが、向こうには体育総局とい

うのがあって、体育大臣、体育局長というと体

育大臣です。その体育総局の強い気持ちに動か

されたことは事実です。そして、やはり永遠の

隣国である中国、アジアの仲間が助けてくれと

言ったら、それに力を貸すべきだろう、そうい

うふうに思ったのです。そして、その中でも、

いろいろな理由の中の大きな一つに、私は、シ

ンクロというのは採点競技で、ただ強かったら

勝てるという競技じゃないのです。だから、例

えば、ロシア流シンクロ、日本流シンクロ、ア

メリカ流シンクロ、スペイン流シンクロ、表現

ですから、芸術性のあるスポーツですから、表

現というのはいろんな方法があるのです。その、

日本流シンクロというのを、私は世界の中の、

いろいろなやり方の中で、確固たる地位を占め

ておきたかったのです。それで、開催国の指導

者というのは、開催国というのは自ずからスポ

ットライト浴びるわけです。そうしたら、私が

もし行かなかったら誰が行ったかというと、実

はロシアのコーチが行ったのです。ロシアと中

国は政治的に近くて、そして、1年間12カ月の

うちの3カ月は、ロシアのコーチが中国を教え

に来ていたのです。でも、そんなロシアと中国

の関係があっても、最後の最後は私に頼むとい

うことは、やはりロシアのコーチとは違うと、

少し違うのだということを感じたのだと思うの

です。それで、私が行かなければ、またロシア

のコーチが北京オリンピックの中国チームのヘ

ッドコーチになって、ロシア流シンクロを演技

で披露する。それで、多くのマスコミの注目を

浴びたら、これは非常に素晴らしい、ロシア流

シンクロというのは素晴らしい確固たるものだ

というふうになってしまうわけです。それが私

は許せなかったのです。やはり、日本流シンク

ロを世界の確固たる地位に置いておくために

は、そのヘッドコーチの、中国開催国のオリン

ピックヘッドコーチの座をロシアのコーチに譲

るわけにはいかなかった。それが、私の本音な

のです。

それで引き受けることになったら、日本の中か
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らメチャクチャいわれました。びっくりしまし

た。私は全員が賛成してくれるとは全く思って

いません。皆さん方もそう思われているように、

物事をしようと思ったら、賛成と反対というも

のは自ずからあって当然ですから、誰も私のこ

とを「理解しました。行ってらっしゃい。」と

言うとは思っていませんでしたが、本当に、そ

の批判のされ方に、そこまで言うのかと驚いた

のです。まず言われたことは「国賊」。「裏切り

者」。どこかの週刊誌を開いたら「敵国に技術

を売る」とか。そういうことがかなり書いてあ

るのです。さすがにその批判には驚きました。

それこそ、あの時応援してくださったのは、「頑

張ってきてほしい」と言っていただいた方を数

えると、指は10本も必要ありません。5本でも

足りるくらいです。でも、あまりの批判のされ

方に、私はふと考えました。「私はそんなに悪

いことしているのかな？」と。「私は国賊とか

裏切り者とか言われるようなことしてるか

な？」と。もしも私が日本のナショナルコーチ

をしているのにそれを途中で放り出して行くな

らば言われてもいいでしょう。でも私はクラブ

のコーチをしていましたから、誰に一番最初に

相談したかと言うと、やはりクラブのコーチと、

そしてクラブを支えてくださった保護者の方に

声を掛けました。自分を支えてくれている人を

大事にするというのが私のもともとの考えです

から。そうしたら、コーチも保護者のかたがた

も言われたことは、「びっくりしました」と。「で

も、頑張ってきてください」。コーチはどう言

ったかというと、その当時中国は7位でしたけ

れども、「中国を見ていたら私たちにない良い

ところがある。だから先生、それを持って帰っ

てきてください。まずは、私たち井村シンクロ

クラブでやりますから」と、そういうふうに言

ってくれたのです。それで私は行ったのですが、

日本の中では襤褸糞に言われたのです。だから、

本当にあまりのひどさに、私はこんなに言われ

るほど人の道に反していることをしているのだ

ろうかと。私は何か悩んだときに常に自問自答

するのです。それで、結論は、考えた結果、自

分で自問して、そんなに悪いことを、人の道に

反するようなことをしてるか自分に問いかけた

ら、していないという結論に達したのです。日

本というのは、外から指導者が来ることは慣れ

ているけれど、日本から行くことには慣れてな

い。そして、初めてのことには、必ず日本は、

否定から始まるのです。何でも否定する。野球

でも、野茂選手が行くとき、彼でもすごく批判

されましたよね。初めてのものはそんなものだ

と思ったのです。だから、私は自分の心に自問

自答して、ああこれは自分で人の道に反してる

ようなことはしていないんだ、という結論に達

したから、いろいろなことを言う人はいるだろ

う、けれども私は、終わって帰って来たときに

は、賛成はしないけれども、行った気持ちはわ

からないでもないよと、そういう人が増えるよ

うに、とにかく思いきりやってこようと思って

中国に行ったわけです。そして、中国の水泳連

盟の願いであった、シンクロを始めて25年目で

それまで全く獲ったことのないメダルを、一つ

だけ残してくることができました。そして、そ

の北京オリンピック後、再び私は、日本が少し

弱くなりかけていたので、自分のクラブを中心

に強くしようと思って、また強化を始め、自分

の選手、クラブの選手を一生懸命、強くし始め

たわけですけれども、そのときは北京オリンピ

ックでオリンピックの日本の選手は全員やめて

しまったので、デュエットの代表も何もなかっ

たのです。そして、その強化をしていき、とに

かく自分のクラブの選手を、日本を代表し世界

で戦わせよう思ってやっていったわけなのです

が、そうすると日本で1番になり、外国の試合

に行って日本選手の中で1番のデュエットの成

績を取る。そうすると、日本水泳連盟から「あ

なたの選手はいい成績を取ったので、日本の代

表で試合に行ってください」と言われたのです。

「はい、わかりました」そして、「ところで、

担当コーチは誰ですか」と聞かれたので、パッ

と手を挙げて「私が担当コーチです」と言うと、

「先生は駄目です。先生以外のコーチをクラブ

から出してください」。これは失礼ですよね。「誰
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でもいいのか」ということですよね。そういう

ふうに言われたのです。だから私の選手を派遣

しなかった国際試合もありました。私が行かな

いならば行かないということになって、行かな

い試合もありました。でもその2010年にも私は

コーチをやり続けたのです。そして、2010年の

5月に、私の選手は日本選手権のあらゆる試合

で日本の中で1番になって、水泳連盟から言わ

れたことは、「先生の選手が良い成績を取るの

で、国際試合のデュエットの代表として全部出

てください」と言われたのです。それで、「選

手が強いので、先生も日本の中の水泳連盟のス

タッフに入ってください」と言われたのです。

それで、私は「どのような立場で入るのですか」

とお聞きしたら、「先生の立場は国内支援コー

チです」と。国内支援コーチって分かりますか。

「それ何やねん」と思い、私は、「その国内支

援コーチという聞いたこともないような言葉、

何なのですか」と言うと、「国内の合宿には参

加するけれども、国際試合にはついて行かない。

あなたには ID カードは与えられません。だか

ら、国内の合宿だけ来てください。そして、試

合には帯同しないでください」と言うわけです。

で、私はそれを聞いたときに、「私は国内支援

コーチみたいなものをしたいのではない。私は

コーチをしたいのです」と言ったのです。皆さ

ん方はコーチの語源をご存じですか。ご存じで

すよね。コーチの語源は、ハンガリーの言葉で

「駅馬車」です。だから、ブランド品のコーチ

のバッグがありますよね。コーチというのは有

名ですよね。この頃、メンズコーチも出てます

けれども、コーチのバッグのロゴは、コーチの

Ｃと、もう一つ、駅馬車です。私は「コーチを

したい」と言ったのです。つまり、コーチとは、

お客様を目的地まで連れて行くということなの

です。そのコーチをしたいと。「練習では選手

を追い込むけれども、その選手を目的地まで連

れて行きたいです」と言ったのです。そうする

と、「それは無理です」と言われたのです。そ

れで、私は、「国内支援コーチは結構です」と

言ったのです。それでそのお話で、日本とのつ

ながりは終わってしまい、日本のシンクロナシ

ョナルコーチから私の名前はなくなってしまっ

た。インターネットというのは今流れた瞬間に

世界中に情報が巡りますから、それを見た中国

水泳連盟は、私が北京オリンピックが終わって、

日本に戻り1年半くらい経つと、中国のチーム

はもうどんどん弱くなってきたので「先生は日

本のナショナルコーチに入らないようだから、

ぜひとも、もう一度中国のコーチを引き受けて

ほしい。そして、ロンドンまで戦ってほしい」

と言われたのです。そして再び私は行くことに

なったのです。

私はなぜ、日本ではもう、要するにコーチと

いう仕事はない、私の日本での一番高い目標は、

自分の選手をナショナルチームに、日本の代表

にすること、それ以上のことは私にはなかった

のです。でも、私個人はもう少し世界で戦いた

いという、そういう気持ちがあったのです。そ

れで中国に行くことになったわけです。そして、

ロンドンのオリンピックに向かって中国チーム

を指導するにあたって、その話し合いのために

中国北京に行ったときに、中国水泳連盟の会長、

副会長、シンクロ委員長、体育総局の局長とか

そろって私に言ってくださったことは、「心か

らあなたを歓迎します」って言われたのです。

「心から歓迎します。そして、中国シンクロチ

ームのすべての権限をあなたに与えます」と。

そして、そのトップの方々が、「私たちはあな

たを全力でサポートします」と言われたのです。

「心から歓迎します」「すべての権力をあなた

に与えます」そして「私たちはあなたを全力で

サポートします」、この三つの言葉を言われた

ときに、私はこの中国の指導というのは、私に

は甲斐のある場所だと思ったのです。そして、

実際の指導にあたったわけなのですけれども、

本当に築くのは大変で失うのは簡単と言います

けれど、本当にその通り。北京オリンピックが

終わって、その後、中国水泳連盟は「もうこの

ままいてください」言われましたけれど、私は、

中国北京オリンピックまでと決めていたので、

その言葉はありがたいけれども、ということで
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日本に戻ったのですが、一生懸命練習して、メ

ダルを獲るためにもうすべてのことを、今まで

の中国と全く違うことに取り組んでメダルを獲

った、けれども1年半たったら、ほとんどのも

のがなかった。あるものは、ピント外れの勢い

だけでした。技などはものの見事に忘れていた。

本当に失くすのは簡単です。もうそれには驚き

ました。

そして、そういうスポーツのチームでも、企

業でも、学校でもどこでもそうなのですが、一

つの集団が駄目になっていく、駄目になってい

く所には共通点があるのです。まず、一つは、

その集団の中に競争の原理がなくなっているの

です。競争の原理がなくなっているその集団は

絶対に駄目になっていきます。それはスポーツ

だけでなく、企業も全部一緒です。つまり、私

がいたとき、私の前には中国全土から選ばれた

17人の選手がいたのですが、シンクロというの

は、あのように脚を上げたりする前に、競泳と

かで泳ぐのです。多いときで6000m、、少ない

ときで1500m とか泳ぐのですが、競泳すると

きに、競泳の基本は速い人が真ん中で遅い人が

外と決まっているのですが、行ったときには、

北京オリンピックに出た選手が6人残っていて、

他の11人は、ニューフェイスの新しい選手だっ

たのです。でも、そのオリンピックに出た選手

たちは真ん中に陣取っているのです。それで、

若い選手は、新しくナショナル選手になった選

手は端にいる。つまり、オリンピックの選手が

真ん中、これは速い人がいる場所なのに、もう、

場所があるのです。そして、新しくナショナル

選手になった選手は皆、端なのです。それで、

競泳で泳がしてみると、シンクロいうのもはす

べての種目を泳がなければいけないから、クロ

ールを泳がしてもなんとなく同じようで、その

オリンピックの選手が泳いでいて前の方に出

て、それから1ｍくらい離れて適当に後ろを泳

いでいるのです。そして、個人メドレーを泳が

してもバタ足やっても同じようなのです。きっ

と、オリンピック選手の中には「自分より速く

泳いではいけない」くらいの指令を出している

意地悪な子がいたのだと思うのです。それで、

私はそれを見たとき、こんなはずはないと思っ

たのです。もうここには競争の原理はなくなっ

ていると。泳がせてみて一緒のはずはないじゃ

ないですか。それで、私が見てて「速い」と思

うと、場所を変えたのです。そうすると、その

真ん中にきた若い選手はびっくりするわけで

す。こんな大先輩の所を、私が泳ぐなんてと怖

がっているわけです。だからそこに私がちゃん

とついて、「あなたはできるから絶対泳ぎなさ

い」と逆に私が圧力をかけるわけです。そうす

ると、思いっきり泳ぐわけです。そうすると、

あるときは若い選手は真ん中に行き、オリンピ

ックの大ベテランは端に行くわけです。大ベテ

ランが端に行ったらそのプライドを傷付けられ

るわけです。でも私は傷付けてやろうと思って

るからそれでいいのです。そして、練習が始ま

るわけです。そして、違う種目になると、どん

どん強い人が真ん中、弱い人は横、端に。それ

は年齢もキャリアも、今までのシンクロの経歴

も関係なく、上手な人を中心にして場所を決め

ていったわけです。つまり、その競争の原理が

ないということは何かというと、誰もにチャン

スがないということなのです。古いメンバーに

とっては安泰の場所であり、新しい選手にとっ

てはチャンスがない。新しい選手にチャンスが

ないということは、もう、誰しもがチャンスが

ないということなのです。競争というのはよく

ないと言うこともあるけれども、競争というの

は誰もにチャンスがあるということなのです。

そして、大切なことは、競争して勝った者が人

間性が一番ではないということ。そのことの一

番であって、人間性ではないということをおさ

えておかなければいけない。これが大切なこと

です。だから、学校で勉強は一番だけれど、そ

れは素晴らしい、けれども、この勉強一番の子

どもは人間性は一番かというとそれは別なので

す。そこをおさえておけば、勉強の一番の子ど

ももいれば、算数の一番の子ども、国語の一番

の子ども、そしてスポーツの一番の子ども、泳

ぎの一番の子ども、走るの一番の子ども、そし
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て、優しさの一番の子どももいる。気配りがで

きる一番の子もいるわけです。皆、同じように

一番には価値があると言えば、競争させること

は全く怖くないのです。競争は皆に、誰もにチ

ャンスがあるということなのです。それを、競

争のない、大ベテランには安泰、ポジションが

あるような、ダレきった、誰もにチャンスがな

い集団が中国のシンクロチームだったのです。

そしてもう一つ、駄目になっていく集団の共

通点は何かというと、その集団を率いるリーダ

ー。学校であれば先生。私たちスポーツであれ

ばコーチですけれども、その集団を率いるリー

ダーに、目指す具体的な目標がないリーダー、

目指す具体的な目標を持たないリーダーの元で

はその集団は駄目になっていきます。だから、

私であれば、オリンピックでメダルを獲ろう、

そのためには何点を取らなければいけない、そ

のためには足の高さはここまで上げなければい

けない、スピードはこれだけにしなければいけ

ないという、具体的な目標があれば、具体的な

ものが出てくるわけです。「なんかわからんけ

ど、頑張りましょう」ではなくて、具体的な目

標を持たないリーダーの元では、その集団は駄

目になっていきます。それが、私が再び、ロン

ドンに向かって、指導を始めようとした中国チ

ームだったわけです。

そして、私は、ロンドンオリンピックの目標

は、北京よりもいい成績を取るということでし

たから、チームでは銅メダルだった北京オリン

ピックをロンドンでは銀メダルを獲って、そし

て、デュエットでは銅メダルを獲って帰って来

たわけなのです。最初、ロンドンオリンピック

が終わって帰国して1週間ぐらいの間は、本当

に多くの日本のいろいろな方々から言われた言

葉にすごい馴染まなかったのです。どんな言葉

だったかというと、「中国チーム、良い成績で

したね」と言われたのです。まず、「これは良

い成績だったかな」と思ったのです。実を言う

と、私の目標は、チームで金か銀、デュエット

で金か銀、これが私の目標だったのですけれど

も、今言ったように、チームで銀、デュエット

で銅だったから、チームは丸ですけれども、デ

ュエットは三角くらいだったのです。だから、

失敗ではないけれども、二重丸ではなかったわ

けです。けれども、そのように言われたのです。

だけど、一週間くらいして、「あ、そうかそう

か。メダルを獲るって本当に大変なことで、北

京よりもデュエットも、メダル獲れなかった北

京に比べたらメダルを獲れたから良しとするん

だ」と思って慣れました。それで一週間くらい

したら「ありがとうございます」と言えるよう

になりましたけれども、始めは変な顔をしてい

たと思います。

そして、もう一つ言われたことは、なぜ目標

を、メダルを獲ると言ったら獲って、そして、

ロンドンでは北京よりもいい成績を取ると言っ

たら取ってこられるのですか、と聞かれるので

す。その答えはスッと答えられるのですけれど、

「私は、ロンドンオリンピックでは北京オリン

ピックよりも良い成績を取ると決めているから

です」と言います。なぜかというと、今日の自

分がいて、2012年8月のロンドンオリンピック

でこういう成績を取ると、もう、決めてかかる

のです。「取れたら取ろう」ではなくて、決め

るのです。決めてしまったら、今日の自分がい

て、この結果を決めたら、そしたらそれに至る

までの、ロンドンに向かっては1年半携わった

わけなのですが、そうすると、1年前はどうあ

るべきか、半年前はどうあるべきか、そして3

カ月前は、1カ月前は、とそういうふうなチェ

ックポイントのプロセスが決まってくるわけで

す。たくさんのチェックポイントを作りますけ

れども、ほとんど間に合っていません。チェッ

クポイント作ったら、ほとんど遅れているわけ

です。でも、何も考えないで直前にどうかなと

思うことに比べたら、それは少ないです。それ

で、1年前は、私が指導を始めた。そして、こ

こ1年半後にはオリンピックがある。すると1年

前はどうあるべきか、というと、狂っているわ

けです。そして、そこで慌てて、追いつくわけ

です。慌てて修正するわけです。そして次にい

くわけです。私はいつも、結果を決めます。結
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果を決めたらプロセスが決まってくるわけで

す。そして、その結果を決めたら、あとはその

結果に、プロセスが決まれば、それに向かって、

途中修正はなく、腹をくくってやる。それのみ

です。一番最悪は、決めてそのように考えるけ

れども、1年前はというと、遅れたので最終目

標を下げていく、これが一番最悪です。変える

ぐらいならば決めないほうがよい。だから、結

果を決めたらそれに向かってチェックポイント

で、「あ、これはちょっと遅れてる」と思うと、

慌てて修正するわけです。そうすると必ず目標

に達します。途中修正とかするのは、「結局、

やったけれどもちょっと間に合わなかったか

ら」というのは、自分の妥協にしか過ぎません。

だから、私は、自分の座右の銘はと聞かれて言

うことは、「敵は己の妥協にあり」と言うので

す。自分が妥協したら終わりです。選手は頑張

ったけどできなかった。だけどあの子頑張った

からこんなものかとすると、それは駄目です。

目標など達せられません。頑張ったといっても

駄目です。できなかったら、もっとやってでき

なかった、でもそれは、頑張っているものをも

っと頑張っていただいて、要求することなので

す。それは、目標を修正しないということです。

とにかく腹をくくってやるということです。

そして、今言ったようにロンドンオリンピッ

クではとにかく北京よりもいい成績を取るとい

うことを目標に、初めての中国選手を前にした

ミーティングのときに、あの子たちに、今言っ

たようなことを言いました。「ロンドンオリン

ピックの目標は、北京よりもいい成績を取るこ

とです。だから、チームでは銅メダルを北京で

獲ったから、銅メダルを獲ったら私たち中国シ

ンクロチームは失敗ですよ」と言ったのです。

今から考えたら気が強いなっと思いました。で

も、自分でやる気になっているから、なんとも

思わなかったのです。もうスルスル出てきたわ

けですけれども、そう言いました。そしたら、

選手たちは、「わかった」と言うわけです。頷

くわけです。頷くけれども、きっと彼女たちの

心の中では、北京オリンピックのために来た私

の練習を見て、練習をやって、びっくりしたわ

けです。すごい練習が多くて。今まで中国のコ

ーチがやっていたことと比べたら全然違う。ま

たあれが始まると思ったのです。でも、北京で

銅メダルだった。ロンドンでは北京よりもいい

成績を獲るといったら、同じはずはないわけで

す。でも子供たちは、選手たちは「また同じこ

と始まる」と思っているわけです。でも、違っ

て当然です。質も内容も、そして時間も違って

当然です。だからあの子たちが思っていたよう

に「またあれが始まる」と思ったら、あれ以上

の練習が突きつけられたとき、びっくりしたみ

たいです。非常に苦しかったみたいです。

私が行くまでは、中国チームの練習は、午前

2時間半、午後から2時間半、水曜日の午後と土

曜日の午後と日曜日はなかったそうです。私は

それは北京オリンピックが終わって帰国のとき

に、選手から「先生来たおかげで全部が変わっ

た」、そのとき、「何が変わったの」と聞いたと

きに、選手が言った一つがそれだったんです。

「それだけしか練習してなかったの。」と。水

曜日の午後休み、土曜の午後休み、そして、1

日長くて5時間、日曜日休み。「休み過ぎてるよ、

それは休み過ぎ、それは日本ではお医者さんな

んだ」と。週に2回も午後から休診して、日曜

日は休診、それはお医者さんだと。でも、「こ

の頃のお医者さん、そんな休まないお医者さん

もいます。なぜかというと、日曜日も病気にな

る人もいるからやっている所もあるんだよ、そ

れ、休み過ぎ」と。後で、北京オリンピック終

わったときにそう言ったわけなのですが、私が
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行ってから、北京オリンピックのために朝8時

半から夜の7時くらいまで練習したわけです。

でも、それで銅メダルですから、それ以上やら

なければいけない。今度は何をしたかというと、

それ以上いうことで、朝の7時45分から朝の8時

半まで45分間は、彼女たちに個人練習をさせま

した。そして、普通の日で、早い日で夜の7時、

遅い日だったら9時、もっと遅いときだったら1

0時15分まで練習しました。オリンピック選手

を集めてのトレーニングセンターは北京にあり

ます。私はもっと北京よりも好きな所があるの

です。北京は、住んでいる所から5分で行ける

所にトレーニング施設があるのですが、上海が

大好きで上海に行きたいと。私の言うことは何

でも聞いてくれますから、「上海で合宿したい」

と言うと、皆が用意してくれて、水泳連盟が用

意してくれて、上海で合宿するのです。なぜ好

きかというと、上海のプールと宿舎は、入口が

近いのです。だから、選手たちは大嫌いなので

す。私は大好きなのです。夜の10時15分まで練

習して終わっても10時半には出られるという考

えです。だから、夜の10時15分まで練習しまし

た。でも本当に彼女たちは辛そうでした。そん

な練習したことなかったから。でも、当然です。

目指すグレードが上がれば、内容、中身もハー

ドになって当然なのです。そして、その私が言

った、朝の45分間、個人練習ができるようにな

ったということがすごいのです。

私は、今回、2回目のオリンピックチームの

指導に行ったのですが、今回は、通訳なしで行

きました。皆さんは2回目だから中国語はしゃ

べれると思われますが、中国語はしゃべれませ

ん。今でもしゃべれません。何語でしゃべって

いたかというと、英語の中に中国語を入れて、

そして、腹が立ったら日本語で怒鳴りまくって、

そして大切なボディトーキングでそれを切り抜

けました。途中で、本当にコミュニケーション

できいるのかと何回も自分で疑いましたけれど

も、思い通りに上手になっているから、コミュ

ニケーションは OK だろうと、自分でそういう

ふうに解釈していきました。もちろん、中国水

泳連盟は、私に素晴らしい通訳を用意してくれ

ました。北京オリンピックのときは通訳がいた

のですが、その通訳の人に子供ができたので、

子供を自分の故郷に残して北京に来てもらうこ

とはどうしても辛かったので来なくていいと言

ったのです。すると、素晴らしい通訳が来たの

です。でも、なぜ断ったかというと、通訳の一

番の仕事は、私の言葉を正確に伝えるです。そ

れが一番の通訳の仕事です。そしたら、彼女は

素晴らしい通訳だから、練習中に「あの子に、

こうなってるからこうするように言って」って

言うと、彼女はまず私に聞くことは「先生、そ

うなってるんですか、そうするんですか、そう

いうふうに直すんですか」と聞くわけです。だ

から、「いや、こうなってるからこういうよう

に直すように言って」って言うわけです。そし

たら、「はい、わかりました」と。そして、中

国語の不便なところは、日本語には外来のカタ

カナの文字があります。シンクロのチームで飛

ぶのは、リフトというのです。今「あれがリフ

ト」と言いましたけれども、皆さん、リフトね。

こう、エレベータとかのリフトね、あれと一緒

で、「あれがリフトと言うんだ」と今覚えられ

たと思います。世界中「リフトの練習しよう」

言うと世界中が分かるのです。ところが、中国

の選手だけわからないのです。なぜかというと

外来の横文字がないわけです。リフトというの

は「トウジュ」と言うのです。シンクロの選手

脚とか支えて逆立ちするとき、これは「スカー

リング」というのですが、「はい、皆さんスカ

ーリングの練習しましょう」と言うと世界中に

分かるわけです。日本人も分かる。ちょっとイ

ントネーションは違いますが、世界中の人が分

かる。中国の人だけ分からない。これは「ファ

ーショウ」というのです。

立ち泳ぎというのですが、立ち泳ぎは日本語

ですけど、エッグビーターと教えるのです。卵

ですね、エッグのキックです。エッグビート。

「エッグビーターしましょう」と言ったら、一

回でそれで分かる。アメリカで教えても、イギ

リスで教えても、皆通じる。中国では、「タイ
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シュエ」というのです。それで、その通訳の人

は、「こうしなさい」って言ったときに、「先生、

スカーリングってなんですか」と聞くわけです。

そしたら、中国のコーチが来て、「これはファ

ーショウというんだ」と。そして、外来語、そ

の言葉を、専門用語を中国語に変えて伝わった

頃には、私の怒りのテンションは100パーセン

ト薄れているわけです。もう、優しい良いコー

チになってしまっているわけです。そしてもう

一つ大きな欠点は、練習のリズムがもう本当に

途切れてしまうわけです。何でも、リズムが大

切です。皆さん方の学校教育でも、まして子供

相手だったらリズムがなかったら絶対乗ってき

ません。リズムに乗らせたらとんでもないこと

ができるわけです。でも、リズムがなかったら

もう、子供たちにとって苦しい授業はないので

す。だから、物事、会社でも学校でもリズムが

大事です。それで全然リズムに乗らないわけで

す。だから、申し訳ないですけどその人には、

「申し訳ないけど、練習のときはいいです。自

分で言います」と言ったのです。「だからあな

たは、ミーティングとかのときに来てください」

って言って助けてもらいました。本当にいい人

ですけれども。私は中国語はしゃべれなくて、

変にその言葉で通ったので、未だに中国語はし

ゃべれません。でも、プールに行ったら任して

ください。そして、ロンドンオリンピックの現

場に行ったときには、選手たちから、「先生、

私には先生の言葉が分かるから、ロンドンに乗

り込んで行ったときに、直接私たちに言ってく

ださい。先生の言うことは私たち全員わかりま

す」と言うわけです。そうやって、伝える、や

っぱり伝えようとする気持ちが大事なのです。

だから、通訳も別に私は欲しいと思わなかった。

皆さんが今日は男性の方が多いですが、男性

の方が一番外国に行って弱いのは、日本食がな

いと生きていけない方がすごい多いのですね。

私は365日中国料理でも全然大丈夫だった。向

こうの人は中国料理で生きているのだから、私

だって向こうの中国料理で死ぬわけないと思っ

たのです。だから、どこに行っても私は大丈夫

なのです。中国料理が365日全然苦ではなかっ

た。でも、私が欲しかったのは、やはり個人練

習は一人ずつ違いますから、やることが違いま

すから、私のクローンが欲しかったです。そし

て、一人ずつついていってやりたかった。つい

て指導できない子がいるわけです。だから、ク

ローンは何回も欲しいなと思いました。

そして、そういう、彼女たちは自分がやって

るスポーツをただ練習やっているだけという、

その選手に、私の練習をこなすだけで必死だっ

たその選手に、今回のロンドンオリンピックを

目指すにあたっては、彼女たちに、トップ選手

としての心構えというか、練習に取り組むその

考え方も伝えることができるようになって、彼

女たちも理解できるようになった。私の大好き

な言葉の、「1ミリの努力」という話も彼女たち

に分かるようになった。1ミリの努力とは、ど

ういうことかというと、今日、私が垂直跳びを

跳んだら40センチ跳べたとします。そしたら、

この40センチ跳べた私に、目標設定ですよね。

「あなたは3カ月後に50センチ跳びなさい」と

言って目標を設定するわけです。そしたら、私

がもしそういうふうに言われたら、幅跳びじゃ

ないですよ。高跳びじゃないですよ。垂直跳び

で40センチ跳べた私に、50センチを3カ月後に

跳べと言われたら、私は「え、そんなの跳べな

いような気するな」と思うわけです。でも、40

センチ跳べたこの私に、「あなたは、明日、40

センチと1ミリ跳びなさい」と目標設定してあ

げるわけです。1ミリというとほんの少しです。

これを跳べなかったら女がすたるし悔しいでは

ないですか。それで、跳べるような気がするで

はないですか。そして、絶対跳びます。1ミリ

多く跳ぶことが私に課せられた目標です。目標

というのは、小さな目標にも大きな目標にも価

値があります。同じだけ価値があります。でも、

自信のない指導者は大きなことを言わなかった

ら自分はなめられると思って、すごく大きな目

標ばかり言うわけです。その目標を言ったら、

子供たちが目を輝かせます。でも現実にもどっ

たとき、「どうしたらそこへ行けるの」と思う
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わけです。この大きな目標と、小さな日々の目

標を言ってあげなければいけない。そして、40

センチと1ミリ跳べた私はもう、目標を達成し

ましたから、すごくうれしいです。大きな目標

にも価値があり、小さな目標にも同じだけの価

値がある。そして、その価値のある目標を達成

できたから、達成感もあるし、喜びも自信もあ

る。そのときに、次は、そのときにすぐに、次

の目標、「あなたは次の日、40センチともう1ミ

リ跳びなさい」つまり、「40センチと2ミリ跳び

なさい」というふうに目標を設定してあげるわ

けです。そしたら、100日後には、今日40セン

チ跳べた私は50センチ跳べるようになっている

わけです。そして、40センチと1ミリ跳べたこ

の私に、すぐに次の目標を言わなければいけな

いわけです。でも、すぐに言えるかどうかが、

その指導者の力なのです。言えない指導者がい

る。なぜ言えないか。言える指導者と言えない

指導者、どこが違うかというと、その自分の前

にいる子供、選手に対して、どれだけよく見て

いるか、その子のことをどれだけ考えて、その

子のためにどれだけたくさんの引き出しを持っ

てるかなのです。その子のことを考え、たくさ

んの引き出しを持っている人は、「次はこれ」

と言えるわけです。でも、考えてない人は、家

に帰って、1週間後に言うわけです。そしたら、

目標達成してうれしいと思っててもだんだん人

間というのは贅沢でテンションが下がるわけで

す。そして下がった頃に、また「次の目標は、

あなたもう1、2ミリよ」と言われても「え、ま

だやるの」と思うわけです。だから、達成感と

か喜びとかがあるときに、すぐ目標を言えるか

どうか、それは、前に立つ指導者が、その子の

ために、その子をよく見て、どれだけたくさん

の引き出しを持ってるかなのです。そうやって

1ミリの努力というのはやっていくのだという

話をして、それが彼女たちにも通じるようにな

りました。だから、1ミリだけ、1歩だけ、前に

いこうということを彼女たちも考えるようにな

りました。そして、それを目標に黙々とやった。

そうすると、彼女たちは絶対にギブアップしな

い。日本の子どもとそこが違う。何かというと、

彼女たちはナショナル選手です。ナショナル選

手として選ばれた選手は、それぞれが「省」の

出身なのです。省の出身というと、例えば四川

省であれば、日本で言うと「県」ですが、四川

省の人口、恐らく8400万人から8500万人だと思

います。そこの代表なのです。つまり、彼女た

ちは、この中国の、私の前に現れた時点で、省

の期待と希望を背負っているわけです。だから、

例えば練習中にその四川省の子どもがいたら、

隣に北京の子どもがいて上海の子どもがいて、

例えば腹筋をしていて、200回やりなさいと言

ったら、途中でもうやめたいぐらい苦しい子ど

もがいるわけです。でも、隣の省の子がやって

いたら、絶対にやめないわけです。涙は出てき

ます。涙を流していても絶対にやめない。それ

は、彼女たちに、私には何も言わなくても、省

の期待と希望が掛かっているわけなのです。そ

ういう素晴らしいことがあるわけです。日本の

子どもは、平気で「もう駄目や」と言うではな

いですか。泣いたら止まるわけです。そして、

注意したら止まる。あれはものすごく腹が立ち

ます。やりながら注意を聞きなさいというのに、

注意されたのをいいことに止まるわけです。私

の注意を口実に止まらないでと思うのですが、

彼女たちは注意をしたけど、やりながら返事を

して止まらない。涙流していても絶対にやめな

い。あれはすごいです。もう、練習中が自分た

ちの故郷代表としての競争なのです。

そして、中国の子どもは、ご存じの方もいら

っしゃると思いますけれども、本当に言いたい

放題言います。「ちょっと、あんたら、言い過

ぎじゃない」と思うぐらい言います。自分の考

えを言います。感じたことを言います。そして、

ついでに、言い過ぎじゃないのって思うぐらい、

「私が正しい」と言います。これは私はいいと

は思わないけれども、でも、私は、思ったこと

は、本当に自分の考え、自分の感じたこと、間

違っているか合っているかは置いておいて、感

じたことを言える彼女たちと、彼らと、今の私

たちが指導している日本の子どもたちは、将来、
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交流をしてやっていくわけです。そんなときに、

今のあの無反応な日本の子は負けるのではない

かと。だから、それは私たち、教育をしてる人

間の責任だと思うのです。だから、中国の選手

を教えていて、去年の8月に帰って来て、日本

の選手、自分のクラブを9月に教え始めたとき

に何に困ったか。一番嫌なことは、無表情の「は

い」を言うことです。そして、指導者の中にも、

「はい」と言われて満足している指導者がいる

のです。私は無表情の「はい」は許せないと思

いました。でも彼女たちは本当に言いたいこと

を何でも言うわけです。本当に自分の考えを、

私が「こうやりなさい」と言うと、あの子らは、

「先生はこう言ったけど、私はこんなテクニッ

クを考えたから、やってみるけど、どうや」と

言うわけです。だから「やってごらん」と言う

とやるわけです。「残念ながら、私のテクニッ

クのほうが、こうこう、こういう理由で理にか

なってて合理的だし、あなたのよりも私のテク

ニックをしたほうが、あなたはいい演技をでき

ている」と言うと、彼女たちはどう言うかとい

うと、そう言った選手は「残念。そうか。じゃ

あ先生の方法でする」と言うわけです。

でも、ある日、言い過ぎることがあって、練

習に行って、上海で練習してるときに、3部練

習するわけです。本当に疲れたのだと思うので

す。彼女たちは午後の練習のちょうど中盤にさ

しかかったときに、ある選手から、何人かの選

手ですよ。もうその前から言うと決めていたみ

たいです。突然、「先生、今日の練習は早く終

わろう」と言ったのです。「早く終わろう」と。

それで、午後の練習を1時間長くして早く終わ

ろうと言ったのです。私は今年でコーチを始め

て40年目で、去年は39年目だったのですけれど

も、「あんたの練習時間よりも私の考えた練習

時間のほうがいいから変えよう」言われたのは

生まれて初めてで、そのときは即、プールサイ

ドでものすごく怒りました。「私が一生懸命考

えたのに、あかんの（駄目なの）。私の考えた

練習のスケジュールは駄目なの」と。「駄目だ

ったらいい。私二度とあなた方のために練習計

画を、ロンドンオリンピックまで1回も考えな

いから、あなたたち考えなさい」と。「私はあ

なたたちのことを考えて一生懸命、ここのこの

日は3回練習する、この日は練習ないとか考え

たんだ。これが気にいらなかったら勝手にしな

さい」と怒ったのです。多分、日本の子供もも

ちろん。皆さん方もそう言われたら「やば」と

思いません。これは本気で怒っている。そのと

きは即座にキレました。そしたら、これはやば

いことを言ってしまったと、そう思うと思った

のです。でも、私はその後、驚きました。彼女

たちはどうしたか。自分たちで練習計画を立て

始めました。びっくりしました。そして、鉛筆

を持ってきてやりだしたわけです。それで、私

は彼女たちに「あなたたちがプールに来てくれ

と言ったときだけ私は行く。」と言って、帰っ

ていったわけです。それで、彼女たちは、その

日の夜は言ってこなかったから、私は行かなか

ったのです。それで、何をしているかと言うと、

皆で計画を立て始めているわけです。そして、

その日の夜になって、要するに、何時間か後に

彼女たちが来たわけです。「先生、一生懸命考

えて、立てようと思ったけれど、無理です」と。

私に言わしたら「あったりまえやろ」と。私は

あんたたち全員の顔を見て、「この子はこうや

りたい、個人練習やってこうやって、デュエッ

トやってチームやってトレーニングやって、ダ

ンスの練習してとか考えてるのに、そんなあな

たたちの考えで立てれるわけないやろ」と当然

思ったけど、そんなことは言いません。言わず

に、私は、「でも、あなたは、私の練習は練習

じゃなくて、自分たちで、私の練習ではやらな

いということを言ったんだから、私は立てない

と言ったら立てない」と言ったのです。ホテル

の部屋でドアを開けて来た選手たち2人に向か

って「残念ながら、私はしないと言ったらしな

いんだ」と言って戸を閉めたのです。そして、

次の日にも、やっているわけです。考えられな

い。そして、とうとう、次の日の夜になったら、

泣きながら来たのです。泣きながら来て、「先

生、私たちは、先生が私たちのことをどんなに
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考えてくれてるかということがやっとわかっ

た」と。私にしてみたら「遅いわ」いう感じで

すが。だけど、やっとわかったと。本当に悪い

ことをしたと。先生が考えてくれたことがどん

なに自分たちのことを考えてくれているかとい

うことがよくわかったと。「だから、これから

ちゃんと先生の言った通り練習するから、これ

からも練習立ててください」と、二つ折りにな

って、彼女たちは泣きながら謝りに来たわけで

す。本当はそのときも戸を閉めたかったですけ

ど。叱り飛ばしたときと、喧嘩したときの大切

なことは、その和解の道を残しておくことなの

です。戸を閉めてしまったらそれで、私は2度

とあの子たちと中日友好はできなかったと思う

のです。でも、これはいけないと思って、もう

必ず叱り飛ばしたとき、そして喧嘩したとき、

どこかに隙間をあけておくことなのです。もう

完全に真空状態にしたら、明日からどうしてい

いかわからないのです。だから、その隙間をあ

けてくこと。つまり、彼女たちに、私は「本当

やね。」と言ったのです。「本当に私の言った通

りのメニューで練習すると言ったら、あなた達

は頑張るのね」と言ったのです。すると、「絶

対に頑張る。先生の言った通りにやるから、お

願いですから」と。そういうふうに彼女たちは

謝ったので、「じゃあ、1回だけ信用してあげる

から」。ここは、少し私の日中友好を頭にちら

つかせて、「わかった。そしたら、立てるわ。」

と言って、次の日からまたとんでもない、もっ

と前よりきつい練習、長い長い練習を組んでや

らせました。でも、二度とあの子たちは、「嫌

や」ということは言いませんでした。

中国の選手たちは本当におしゃべりです。お

しゃべりですけれども、あのおしゃべりは本当

に、ストレッチしているとき、しゃべり続ける

わけです。私にしてみたら、日本の子どもだっ

たら「口にはストレッチはにいらない」と言っ

てしいますが、それでも、ともかくしゃべり続

けているわけです。でも私は止めなかった。後

で考えると良かったなと思います。なぜかとい

うと、私にとってそのおしゃべりは、彼女たち

の疲労度のバロメーターになったからです。本

当に疲れたときは、しゃべりません。更衣室に

でも。そして、プールサイドに来て準備運動し

てるときも絶対にしゃべらない。誰かが号礼か

けているのですが、「あれ、静かになったな」

と思うと、変な格好をして止まっているのです。

宇宙と交信しているのです。皆どこか行ってし

まっているのです。身体だけここで、気持ちと

か頭は皆どこかに行っているのです。それで、

「続けてストレッチしなさい」とか言わないと、

動かなくなる。そして、少し練習が楽になった

ら、更衣室でペラペラしゃべりだす。プールサ

イドでしゃべりだす。「あ、これまだ余力があ

るな」とかいう判断に、私はすごく使わせてい

ただいて良かったです。でも彼女たちの言うこ

とは、「ああもうしんどい（疲れた）」と言いな

がらでも、水の中に入ったら、元気にやるわけ

です。本当に彼女たちはおしゃべりな彼女たち

ですが、私にとって彼女たちがどれだけ疲れて

いるか、良いバロメーターになりました。

そして、一番最初に言ったように、このロン

ドンオリンピックを目指すにあたって、「あな

たに中国シンクロチームのすべての権力を与え

ます」と言ったトップの方々が、一つだけして

くれなかったことがあるのです。それは何かと

いうと、誰を使うかという人選です。先ほど言

ったように、選手たちにも省の絡みがあってい

つも競争であるかのように、誰を使うかいうこ

とは、省の圧力が上の人にも掛かっていて、私

には任してくれないわけです。これには戦いま

した。本当に戦いました。オリンピックではデ

ュエットとチームなのですが、デュエットの人

選でも戦いました。チームの人選でも戦いまし

た。最後は、私は荷物まとめて帰るとまで言い

ました。本当にすごかったです。それで、デュ

エットはどのような戦いをしたかというと、デ

ュエットには北京オリンピックのときに使った

デュエットの選手と、そして、今回ロンドンオ

リンピックの2人と、2組のデュエットがあった

のですが、この北京オリンピックのデュエット

いうのは、私はコーチを長い間していますけれ
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ども、シンクロのデュエットで世界一のデュエ

ットの素材は誰だと言ったら、この子たちとい

うくらいの素晴らしい素材です。中国の双子の

選手で、身長が176㎝と、175㎝です。中国の選

手はすごく背が高くて、一番小さい選手で168

㎝くらいあるのです。168㎝、170㎝では日本の

一番背の高い選手くらいの身長です。中国はそ

の選手が一番小さいくらいなのです。

それで、175㎝近い選手が4人くらいいるわけ

ですが、背が高いだけではなくて脚もすごく長

いのです。その脚が長い選手の中でも最も長い

選手が、デュエットの双子の妹です。身長176

㎝です。その選手の股下は102㎝あるのです。

そして、その妹のお姉さんも、「私は脚短いの」

と言っていますけど、その子の股下は99センチ

くらいだったと思います。だけど妹よりも脚が

短いと。すごく皮肉です。私に向かって、99㎝

くらいの股下で「私、脚短いの」なんて。もう

怒る気もしないで、「ああ」みたいな感じです。

その102㎝の股下の妹の、膝からつま先、シ

ンクロというのは鳥の嘴みたいに伸ばしますけ

れど、その膝からつま先までの長さ、どれくら

いだと思いますか。身長176㎝、股下102㎝、そ

して、膝からつま先は、75㎝あるのです。何回

も、嘘と思って測ってやりましたけど、やはり

75㎝あるのです。自分の股下よりも長いなと。

本当に神様は人間を平等に作っていない。

でも、不思議に思ったのは、やはり神様は人

間を平等に作っている。長い手足、背は高く、

顔は小さく、驚くような柔らかい体、その長い

脚は非常に真っ直ぐで、すごいきれいです。本

当に、身体においては神様は人間を平等に作っ

ていないと、私と比べたら私はなんなんだと、

思いました。でも、やっぱり神様は人間を平等

に作ってます。あの子たちに勝つものが私には

あります。それは身体は全然足元にも寄れない

けれども、私があの子に勝てるものは何か、気

の強さだけは絶対に負けません。で、この2人

はどんな選手かというと、自分でいろいろなこ

とを想像するわけです。想像して勝手にプレッ

シャーを作って、勝手に肩に掛けて頭に掛けて、

そして自分でつぶれていくのです。そんな選手

だったのです。だから北京オリンピックのとき、

本当はデュエットのほうがメダルを獲れると思

ったけど、獲れなかった。でも、その選手がず

っと中国のチャンピオンできているから、おの

ずから皆はその子でいくと思ったわけです。で

も、選手を決めなければいけないとき、私の前

には12人から14人の選手がいたのです。私の前

にいる選手は、全部私の選手なわけです。だけ

ども、この選手で本当に、中国一のこの選手で

ロンドンを戦えるかと考えたときに、これは戦

えないと思ったのです。それは持ちものはいい

かもしれないが、私に負けるこの気の弱さでは

絶対勝てないと思ったのです。それで、私の前

にいる選手の中から、新しいデュエットを作っ

たのです。そのデュエットは、どのようなデュ

エットかというと、もちろんこの子たちも身長

176㎝と173㎝という長身ですけれども、作った

デュエットは、丈夫で長持ち、力持ちです。明

るくて心が強い。気が強いというデュエットを

作ったのです。このデュエットは、上海と広東

省の選手です。中国では違う省の選手が一緒に

やるということは絶対にない。なぜならば、違

う省の選手がいくら良い成績をとっても、これ

は省の誇りとならないから、半分だけだから、

そんなの興味ないわけです。実をいうと、中国

というのは、オリンピックで好成績を期待して

心から応援したのは、先ほど言った中国水泳連

盟の会長、副会長、シンクロ委員長、体育総局

の局長、副局長、その人たちだけです。他の省

のリーダーたちは「どっちでもいい」と。中国
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のナショナルチーム、オリンピック選手になっ

たら、その時点で、どんな成績をとろうと関係

ない。私は2回オリンピックに行きましたけれ

ど、オリンピックのとき、選手を率いて立った

ときに思ったことは、あの中国の国旗を背負っ

て立ってるのは私だけではないかと。皆、省の

国旗つけろよと思ったくらいです。だから、違

う省の選手がこうやって組むことはないわけな

のです。だけど、私は、この選手を、丈夫で長

持ち、そして力持ち、力持ちというのは心強い、

これを選んだわけです。この選手たちをたたい

てデュエットにしたら戦えると、そういうふう

に思ったわけです。この選手たちの、最も優れ

てるのは、心の才能なのです。それは、今言っ

た、双子の持ってる才能、才能はあるに越した

ことはないです。才能というのは、手が長い、

脚が長い、シンクロの才能というと、手が長い、

脚が長い、身体が柔らかい、音感がいい、そし

て、水との一体感があるとか、いろいろあるわ

けです。そして、水から出てきたらイルカみた

いにつるっと出てくるとか、いろいろあるわけ

です。これは本当なのです。なぜかというと、

つるっと出て来れる選手は、やはり肌のきめの

細かさとか、脂性の選手とか、いろいろいるで

はないですか。ポーンと上がってきたときに、

水滴を見るとイルカみたいにコロコロと玉にな

って転がる選手がいるのです。この選手を見た

ときに「向いてるな」とか思うのです。それは、

立花美哉という選手ですけれど、先祖にイルカ

が混ざっているのではないかと思うほど、クル

クルと水が転がるわけです。そのような選手だ

ったのです。しかし、この才能というのは、あ

るに越したことはないということです。あれば

いいが、これはどうでもいいわけです。一番大

切なのは、心の才能なのです。心の才能とはど

のようなことを言うかというと、人間というの

はやり始めたときに必ず、結構うまくいくので

す。でも、皆さん方の中でも、うまくいって、

ここまで来たという感触をもしお持ちの、ある

ことに関してはスランプなどなかったという感

触がもしお持ちの方がいましたら、それは一生

分を使ったと思ってください。もう二度とない

です。そのようなものです。ほとんどがうまく

いくけれども、うまくいかないときも来る。こ

れは当たり前なのです。でも、今の選手という

のはこれを当たり前と思わないわけです。なぜ

かというと、大人が「これは当たり前だ」と教

えないからです。うまくいかないときがあれば、

それを乗り越えたらいいんだと、大人が教えな

いからです。「それ、あんた向いてないから、

次違うことするか」とか、余計なことを親とか

言う人が多いわけです。余計なこと言うなと言

うわけではないですけれども、それこそ、その

うまくいかないときこそ、親の出番なのに、「そ

う、あんたもこんだけ頑張ってるから」と。本

当に余計なことを言う親が多くて、今、皆さん

困っておられると思いますが、私も困ってるい

ますけど、この、うまくいかないときに差し掛

かったときに、始めはうまくいったけれども、

うまくいかないときに差し掛かった、このとき

にどう考えるかです。心の才能のない人は、自

分は努力してやった、自分は頑張ってやったけ

れども、始めはうまくいったけれども、いかな

いときが来た、きっと自分にはこれが向いてい

ないんだ、適していないんだ、だからもうこれ

をやめて次のことに行こうと。自分があれだけ

頑張ったけど駄目だったから、きっとこれ向い

てないと、スッとそこから逃げる人。それは心

の才能のない人です。でも、心の才能のある人

は、頑張ってやった、努力してやった、でもう

まくいかない。うまくいくときもあったのに、

うまくいかなくなってきた、そのときに、心の

才能のある人は、自分は努力したつもりだけど、

自分は頑張ったつもりだったけれども、きっと

頑張り方が足らなかったんだ、努力の仕方が足

らなかったんだ、だからもっと頑張ろう、もっ

と努力しようといってやれる人、これが心の才

能のある人です。これさえあれば、何でも切り

抜けられます。脚がきれいに見えなかったら、

きれいに見えるように努力すればいいのです。

人間というのは必ず長所もあります。長所のな

い人間というのはいないです。その代わり、必
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ず短所もあります。これが普通です。そして、

隣の人が長所であることが自分にとっては短所

であることもあるわけです。しかし、隣の人が

長所であって、自分は短所であると、「私はも

うこれは当然短所だから」ではなくて、自分で

短所であるなら、短所を長所に返る方法、その

方法を考えられるのが人間なのです。だから、

私は絶対使ったことがない言葉があります。そ

れは「仕方がない」という言葉。「仕方がない

わ、この選手、こんなもん。仕方がないわ」と

言う人がいますが、仕方がないはずはない。良

くする方法はある。良く見える方法はある。そ

ういうふうに私は考え続けました。そうやって

世界一になったこともあります。「仕方がない」

というのは、それは、自分に能力のないくせに

相手のせいにしてるのです。仕方がないはずは

ない。これは、その選手のことを考えて、こう

やってみなさい、あれをやってみなさいという

のは、すごくエネルギーのいることなのです。

そして、その子が駄目なことは、「あなたはこ

れが駄目だから」ということでごまかさないで、

駄目だから、だからこうやって直そうというの

が指導者だと思うのです。それが指導者達が本

当にやらなければいけないことだと思います。

この心の才能というのが一番大事です。この心

の才能があれば、何でもくぐりぬけていけます。

それで世界一になれる、そこまでは言わないで

す。でも、その子がやりきる、やりきったとこ

ろまでは必ず連れて行ってあげられます。この、

心の才能が一番大事なのです。

この、心の才能があるのが、この私が作った

二つの、丈夫で長持ち、力持ちの、明るいデュ

エットでした。このデュエットが、最終的には

銅メダルを獲得したわけですけれども、そのデ

ュエットの試合は、シンクロ競技の1日目にあ

りました。そして、1日目のデュエットから始

まって、そして予選が終わって、2日目の予選

が終わったとき、ロシアに次いで2位の成績で

した。そして、3日目の決勝のとき、彼女たち

は、本当に予選よりも良い演技をしました。本

当に良い演技をしました。でも、決勝の出番は、

中盤ぐらいに中国が出てきて、そしてどこかの

国があって、ロシアが世界一になった、金メダ

ルを獲ったロシアがいて、そしてスペインが出

て、最後に日本が出たわけですが、中国の選手

が演技したとき、本当に良い演技をして、点数

は少しだけ上がりました。高得点が出ました。

でも残念ながら私は、長い間シンクロをしてる

ので、この少しだけ上がった点数を見たとき、

あ、何かが起こったと、すべてがわかってしま

うわけです。そして、私のこの予感は的中しま

した、スペインがぶつかるという失敗をしたに

も関わらず、逆転負けしました。0コンマ、0い

くつで負けて、予選で3位だったスペインが2位

になり、そして、中国が3位になりました。何

かが動いたわけです。中国の選手が3番になっ

たとき、私は、悲しいとか悔しいとか、そんな

気持ちは全く湧かなかったのです。私はどんな

気持ちだったかというと、すごく腹が立ちまし

た。何が起こったかというと、なぜ私が腹が立

ったかというと、シンクロというのは採点競技

で、競泳みたいに速く泳げば金メダルを獲れる

種目ではないのです。採点されるのです。とい

うことは、この予選が終わった時点で、やはり

そこで何かが動いた。何が動いたか。スペイン

は、ヨーロッパという国がやはり支援、応援を

するわけです。そして、ロシアにはヨーロッパ

プラス、旧ソ連が団結するわけです。そして中

国はというと、中国は日本から私が中国に行っ

たから、団結するどころか、逆にバラバラなの

です。だから、私は、日本人の、日本人であっ

た私に腹が立ちました。確かに、中国に指導し

て中国のレベルは上げれたけれども、アジアと

いう国をまとめるために何も働くことができな

かった。何もしていない自分自身がすごく悔し

かった。世界で一番人口の多いアジアで、そし

てたくさんの国が確かに中国、日本、韓国も真

ん中くらいで、それ以外は本当に弱いですが、

たくさんの国がやって、その中でも、全然アジ

アというものをまとめる働きを全く何もしてい

なかった自分自身に、日本人の私の、アジア人

である日本人の私自身にものすごい腹が立って
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たのです。そして、試合の結果が出て、その0.

いくつというのは、点数も覚えていません。も

う見たくもないから。それで、終わって結果が

出たときに、彼女たちは表彰式に行くためにサ

ブプールですれ違ったわけです。私は記者の囲

みが終わって帰ろうとしてすれ違ったときに、

彼女たち、丈夫で長持ちの気の強い2人は私の

顔を見るなり「先生、私ら大丈夫やからね。チ

ームで頑張るから大丈夫やからね」と言ったの

です。私はそれを言われた途端に、私もその言

葉を聞きながら、「私も大丈夫やわ」と、私は

今怒っているのだと、本当に心から思ったので

す。私こそ大丈夫だ、あなたたちに慰めの言葉

なそかけてもらう必要ないと思ったのです。そ

れで彼女たちは表彰式に行った。そして私は、

中国の会長たちがいる選手席に行って、デュエ

ットの表彰式を見るためにそこに行ったわけで

す。そして、私が行くと、会長や副会長たちは、

私の顔を見るなり、パッと手を差し伸べて、「先

生、ありがとう、ありがとう」、感謝とありが

とうの言葉をたくさん言ってくれたわけです。

でも私はこうやって握手しながら、「すごく感

謝してます、ありがとう、ありがとう、素晴ら

しい成績をありがとう」と言われているわけで、

でも私は握手をしながら「会長、私、自分自身

に今怒っているのですけど」と言ったのです。

「ものすごく自分自身に腹が立っています」と

言うと、会長は私に、「いやいや、先生、でも

この成績は、この成績が取れたのは先生のおか

げなんだ」と、「だから、私たちは先生に感謝

してるんだ。先生に本当に心から感謝している

んだ。本当にありがとう」とおっしゃられたわ

けです。そして、その次に会長が私に言われた

ことは、「先生、この成績はね、中国シンクロ

の新しい歴史なのですよ。この新しい歴史をあ

なたのおかげで取れたから、私たちは心からあ

なたに感謝してます」と言われたわけです。で

も、私はその言葉を聞いたときに、「そう言え

ば北京でデュエット獲れなかったから、一応シ

ンクロの新しい歴史だな」と。しかし私は自分

に怒っていました。もう自分に腹が立って、腹

が立って、許せなかったのです。そして、その

表彰式が始まろうとしたときに、ふと見ると、

オリンピックは9人の選手を連れて行きますか

ら、中国の7人の選手がその表彰式を見ようと

入ってきたわけです。顔を見たら、その選手た

ち、7人とも、目を真っ赤にして号泣してるわ

けです。なぜ号泣しているかというと、自分た

ちの中国代表のデュエットが、いい演技をした

にも関わらず点を抑えられた。そして、失敗し

たにも関わらず、スペインの選手に高得点が出

たのが、悔しくて悔しくて泣いているわけです。

これは日本人としては実は当たり前です。しか

し、中国にとっては画期的なことなのです。ど

う画期的かというと、彼女たちは、よその省の

人たちが好成績をとって一緒に喜ぶとか、悪い

結果に終わって一緒に悲しむとか、そのような

ことは有りえない。同じ省でも有りえない。自

分さえよければというのがすごい大きい。その

ようなものの塊なのです。その中で、自分の中

国代表のデュエットが悔しい結果に、それも演

技に伴わない点数を出された結果に終わったこ

とに悔しがる。彼女たちを見たときに私は驚い

たのです。「この子たち、あの2人のことを自分

達の代表のデュエットだと思ってる」と。その

瞬間、初めてこの子たち9人は一つのチームに

なったと思ったのです。実は、2011年、1年前

に世界選手権が上海で開催されたのです。その

ときの中国のソロは2位でした。ソロで2位です。

これはもちろん初めて、画期的なことです。私

は嬉しくて表彰式のときプールサイドでその選

手の表彰式を見ていたのです。3位の選手が表

彰台に乗るとその選手の国の人たちはワーッと

歓声を上げるわけです。それで、2位の中国の

選手が表彰式に乗ると拍手しているの私だけだ

ったのです。「えっ」と思って、「中国の選手た

ちは」と思って、中国の選手席を見ると、誰も

いない。皆さっさと自分のホテルに帰って寝て

いるのです。もう帰るなり私は頭に来て呼び出

して、「どういうことだ」と、自分と同じ国の

選手が表彰台に乗っているのだから、それを見

て帰りなさいと、次からはもう何でもいいから
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終わるまで帰ってはいけませんという命令を出

したのです。私の命令は何でも聞きますから。

それからは疲れていたとは思いますけれど、ず

っといました。そんな選手なのです。その選手

ちが、あのデュエットの残念な結果、悔しい結

果に終わったことを泣いているわけです。もち

ろん、自分が出れなくて残念だった、双子のデ

ュエットも目を泣き腫らしてして泣いてるわけ

です。表彰式が始まろうとしてるのにワンワン

泣いて、目を真っ赤に泣き腫らしてるのをその

まま放っておくわけにはいかない、私はヘッド

コーチだから、だから中国の選手の所へ行った

のです。行って、彼女たちに言ったのです。で

も私は自分に腹が立ってますから言葉が思いつ

かないので、私は、会長達が私に言った、その

ままの言葉を選手たちに言ったのです。あの選

手たちの銅メダルという結果は、中国シンクロ

の新しい歴史なのだと。あの2人は、中国シン

クロの新しい歴史を作ったのです。心から思っ

ていないけど、会長から言われた言葉をそのま

ま言ったわけです。そしてその次に私が言った

ことは、「あの子たちは中国シンクロの新しい

歴史を作った。これは素晴らしいことだ。だか

らあなた方も明日1日休んでその次の日から始

まるチームで、中国シンクロの新しい歴史を作

ろう」と。「みんな、中国チームのシンクロの

新しい歴史というのは何か分かりますか。」と。

「北京オリンピックでは銅メダルを獲ったから、

中国シンクロのチームの新しい歴史とは、金か

銀しかないんだよ」と言ったら、選手達は「わ

かった」と言うわけです。あれで、あの子たち

は団結しました。そして、試合中ですから練習

量は減りますが、彼女たちはその少ない練習の

中でもますます磨きがかかってシャープで素晴

らしい演技をするようになりました。本当に中

国のチームは一つのチームになったと、そのと

き思いました。私は選手を送り出すときに、い

つもどんな言葉をかけてやろうかと考えるので

す。北京オリンピックのときは、最後に彼女た

ちにかけた言葉は、それまで全くメダルも何も

獲ったことがない選手だった、でも予選で3位

になった、そして決勝に行くときに、中国の選

手たちは震えているわけです。なぜならば獲っ

たことのないものが獲れそうになってるから。

そして、開催国ですから、「加油（チャイヨー）、

加油」と、頑張れと言っているわけです。「頑

張れ」という言葉というのは、その受け取るほ

うの側の心の持ち方で、本当に心臓を一突きに

して殺されるぐらいの厳しい辛い言葉なので

す。でも、心の持ち方で、「頑張れ」という言

葉は、百人力の力も得るのです。本当に不思議

な言葉です。だから、その震えている中国の選

手たちを前に、私は、北京オリンピックのとき

はこう言ったのです。「ここは北京だ。ここは

あなた方の家だよ。あなた方の家なんだ。だか

ら、多くの人たちがあなた方を見守ってくれる

からね。思いっきりやってきなさい」と言った

のです。それは、言葉も、やっぱり中国語もち

ゃんと話せない私ですから、予選が終わったと

きから、デュエットが終わったときから考えて

考えた言葉なのです。それは考えました。でも、

今回は全く考えませんでした。なぜ考えなかっ

たかというと、彼女たちの様子を見ていたとき

に、私は彼女たちに対して、「You can do it」、

「あなたたちはできる」、そのようなことは思

わなかった。You can という感情ではなく、あ

なたたちは私の思っているような演技をしてく

れるという「信頼」という言葉のほうが適して

いました。だから考える必要がなかった。オリ

ンピックというのは、選手が出るのとは反対の

所にコーチ席があるので、最後に彼女たちを送

り出すときに、私は、そのようなことを考える

必要がないから、絶対に彼女たちは私がやって

きた、目指した演技をやってくれると信頼して

いましたから、オリンピックはパワーとエネル

ギーなんだ、だから、パワーとエネルギーを観

客の人に、何万人の観客に届けてきなさいっと

言ったのです。そうすると、彼女たちはもうそ

のデュエット以来、興奮していますから、心地

よい興奮をしてますから、泳ぎたくて泳ぎたく

て仕方ないわけです。だから、私がそう言った

ときに、「わかった」と言うわけです。「私はコ
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ーチ席に行くから、スピードとパワーを忘れな

いように」と、そうすると彼女たちは「うん」

と言うわけです。そして、歩きかけたときに、

その今「うん」と言ってくれた8人の顔が浮か

ぶわけです。本当にパワーを全開しそうだなと

思ったのです。これ全開したらいけないわけで

す。全開していいときと全開にしてはして駄目

なところがある、それは何かというと、チーム

のリフトというところがあります。先ほど言っ

た、持ち上げです。あれで、全員が全開してパ

ワーを出したらグチャグチャになるのです。あ

のリフトはタイミングが大事なのです。だから、

瞬間、8人の顔が浮かんで、このままだったら

本当にパワー出し切ってしまう、もうリフトは

つぶれてしまうと思ったのです。そこで、私は

戻って、「あのね、スピードとパワーだけれど、

リフトだけはタイミングよ。タイミング。リフ

トのタイミングは忘れないでね。他はパワーで

行きなさいよ」と言ったのです。実は、指導者

というのは、選手たち、子供たちと一緒にエキ

サイトしてワーッと言ってても、冷静な自分が

いなければいけないのです。冷静に見ている、

ワーッと言っているけれど、一緒にテンション

が全開になったら駄目なのです。本当にその子

たちのことを考えて、様子を観察して、ここに

冷静な自分がいて、そして行動しなければいけ

ないのです。私はいつも、すごいこの辺に冷静

な自分がいるのです。それだけは言えます。彼

女たちにそう言って、そのまま自分はコーチ席

に行きました。

そして、中国のスポーツというのは、中国の

人たちが言うのです。中国選手は1人は強い、2

人は強い、3人はちょっと弱い、4人になったら

弱くなる、5人以上は最悪とか言うわけです。

中国人が言うのです。つまり、ロンドンオリン

ピックで88個メダルを獲って、金メダル38個を

獲ったのです。けれども、全部、1人か2人なの

です。個人はたくさん獲って、団体もあります。

でも、体操のように、一人ひとりを足して、団

体入賞とか、バドミントンとかテニスとかそう

いう種目でメダルを獲ったのであって、本当に

力を合わせてというのはたった一つ、シンクロ

のチームだけだったのです。つまり、球技など

は全く駄目。サッカーは出られない。バレーボ

ール男子は出られない、女子はメダルが獲れな

い、それから、バスケットボールも駄目、ボー

トなども駄目、ほとんどのものでなくて全部駄

目で、たった一つ、力を合わせてするチーム競

技で獲ったのは、シンクロのチームの銀メダル

だけでした。さすがにそれには、体育総局の局

長も大変喜んで、皆に、中国の指導者に向かっ

て「見習え」と言っていましたけれども、心の

中では中国の指導者は、今更そんな急に変えら

れないと思っていたと思います。省だけが大切

な人たちですから。

そして、私は、そのシンクロの競技が終わっ

てチームで銀メダルを獲った翌日にもう北京に

戻りました。閉会式は、北京の自分の部屋でテ

レビで見ていました。そして私が帰ったとき、

中国の新聞は、全誌に中国の選手たちの写真が

出てました。もちろん私と一緒に喜んでいる写

真もありました。でも、たくさん出た一つの理

由は、その日、金メダルの中国選手がいなかっ

たからなのです。銀メダルの中国選手が全誌の

写真で出てきたわけですが、私も一緒に写って

載ってる写真もありましたけれど、私はその中

で一番好きな写真は、演技が終わって点数が出

たときに、皆が輪になって抱き合って涙を流し

て、選手たちが泣いている写真があるのです。

その写真を見たときに、「私はこうしてやりた

かったんだ。この写真大好きっ」と。その1枚

の写真が私の一生の宝になりました。そのとき

の演技をご覧いただきますけれども、テーマは

蝶々、「バタフライ」というのをテーマにしま

した。なぜそういうテーマにしたかというと、

バタフライ、蝶々というのは小さいです。でも、

小さいけれども、世界中を自由に飛び回る。飛

び回って「わあ、きれいだなあ」とか、人々の

心も動かせる。そして、花から花へ飛び回って

役に立つ。つまり、小さいけれども大きなこと

ができるんだという、そういう象徴のような、

そういう意味でバタフライという、蝶々という
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テーマを取り上げて作品を作りました。では、

その演技をご覧いただきたいと思います。

(映像略)

今の演技が、私の自慢のチームワークの取れ

た選手たちです。私はこれで8回のオリンピッ

クのコーチを務めましたけれども、一番の自慢

の素晴らしいチームは2000年のシドニーオリン

ピックの日本のチームです。ご記憶にある方も

いらっしゃると思いますけれど、空手の演技を

したあのチームです。あの演技は非常に素晴ら

しかった。素晴らしいチームワーク。トップの

選手は、皆を引き連れるというよりも、背中を

後輩たちに見せて頑張り続けた。そして、若い

選手たちは、そこから自分は外れては駄目だと

思って、1日1日必死に練習した。そういう素晴

らしいチームが、2000年のシドニーオリンピッ

クの、私の今まででナンバーワンの自慢のチー

ムです。一番目はシドニーで、2番目は、この

チームです。省絡みでバラバラだったこのチー

ムが、なぜこのような素晴らしいチームになっ

たかというと、中国というところは本当にチー

ムワーク、人がこうやって一つにまとまるとい

うのはすごく難しいのです。なぜかというと、

それを私は率いたわけなのですが、私は扇の要

になろうと思って、そのチームにいる全員の人

生を大切にしました。強い選手もいれば、下手

な選手もいる。1番から順番つくのがこれが当

たり前。不思議ではない。一番上手、あなたは

このチームで一番下手ということがあるわけで

す。でも、この人だけをかわいがるのではなく

て、この一番下の下手な人、一番技術の劣って

いる人も、この人も上手になりたいのに、この

人にも悔いのないようにオリンピックに出させ

てやろうと思って、この子にも一生懸命になる。

すべての選手の人生を大切にしました。そして、

あなたのため、自分ではなくてあなたのためっ

ていうことを最優先に、あの子たちと、あの選

手たちと関わってきました。

そして、私は延べで5年も中国に行っていた

ことになるのですが、逆に5年間日本から離れ、

中国に行ってたおかげで、わかったことがあり

ます。それは何かというと、日本人の素晴らし

さです。日本人は、本当に粘り強く、辛抱強く、

集中力があって、丁寧です。この粘り強さ、辛

抱強さ、集中力があって、丁寧なのは、これは

日本にいると忘れるけれども、私たちというの

は自然とこれが身についてる日本人というの

は、世界に誇れる素晴らしいことなのです。で

も、逆に中国人を見ていたら、彼らは非常に向

上心があります。なぜなら、良いことと悪いこ

とは五分五分なのに、日本人は、昨日より今日

が駄目になったら、人生駄目になったように「駄

目だ」と言うけれども、彼らは、昨日よりも今

日が駄目になったら、明日は良くなると信じて

います。この向上心は、私たちは見習わなけれ

ばいけないと思います。でも、本当に、粘り強

さ、辛抱強さ、集中力、丁寧さ、日本人の素晴

らしさが私は外国に行って本当にわかりまし

た。だから、あらためて、ぜひとも私は日本の

若者にお願いがあるのです。どうか、外国に行

ってください。外国に行って、外国の生活の中

に入ってもらいたいのです。観光だけでは駄目

です。ともかく、生活の中に入ってもらいたい

のです。しかし、観光も少しは大事です。そん

なに大事ではないですけど是非行ってくださ

い。なぜかというと、観光はその国の文化を知

るために大切だからです。

外国の生活に入ったら、日本の良さが必ず分

かるはずです、日本人の良さが。日本の文化の

良さが分かるはずです。そして、日本人である

ことを誇りに思えるはずです。だから、若者に

どんどん行ってもらいたいと思います。生活の

中に入ってもらいたいと思います。

そして、今日見て頂いた映像、これを作るの

もコーチの仕事なのですが、これを作るときに

も、いつも頭の中にあった言葉は、「私は一流

のものを作りたい」。世の中にはいつも流行と

いうのがあります。流行を道に例えるならば、

道に流される人、道に流される人は三流です。

道を選ぶ人は二流です。そして、一流は道を作
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る。三流は道に流され、二流は道を選び、一流

は道を作る。だから、私は道を作る人でありた

い、そう思いました。そのためには、やはり自

分がいつも一歩進むためには、世の中をキョロ

キョロして勉強すること、知識をいつも入れる

ことが大切だと思います。昔の杵柄は何の役に

も立たないと思います。だから私はいつも、成

功したことは忘れるようにしています。成功し

たことは忘れたほうがいいです。忘れても、自

分の経験となって身についています。成功した

ことを覚えていると、ただのしがらみで次の自

分が同じようなことをしないとできなくて、同

じようなことしかできないからです。だから、

成功したことは忘れるようにしています。

私は、日本にもたくさんの教え子がいて、そ

して、中国にもいます。そして、今年はイギリ

スも行ったから、本当にかわいい教え子が世界

中にもいる本当に幸せなコーチだと思います。

長い間、私はスポーツを教えていますけれど、

スポーツのゴールとはなんだろうと考えること

があります。スポーツのゴールとは、強い選手

を作ること、オリンピックに出ること、メダル

をたくさん獲ること、こんなことでは全くあり

ません。スポーツのゴールとは、良い人間を作

ることなのです。良い人間を作ることがスポー

ツのゴールなのです。だからその選手を教えて

いるときには答えは出ないのです。皆さんも一

緒だと思います。学校の生徒でいる間は答えは

出ないのです。その子が社会に飛び立って、日

本のために社会の一員としてどうなるか、その

ときに初めてその教育が、自分たちは何をして

あげられたという、正しかったか、正しくなか

ったか、良かったかどうかという答えは、将来

に出るのです。この世の中で一番というものは

いろいろなものがあります。いろいろな大切な

ものがあります。おいしい食べ物も大切、進ん

だ進化したパソコンとかそのようなことも大事

です。でも世の中で一番大事なものは、人なの

です。その、世の中で一番大事な人、それを育

てる仕事に就いてる私たちは本当に幸せな人生

を歩んでいると思います。だから、そういう一

番大切なものに携わる人生を歩んでいる、それ

に巡り合った人生を歩んでいる私たちは、精一

杯にやらなければ、罰が当たるだろうと、そう

いうふうに思ってます。どうも長い間、ありが

とうございました。
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お礼の言葉

全国私学教育研究集会大阪大会

副実行委員長 坪 光 正 躬

井村先生、ありがとうございました。今から

1年くらい前に、大阪でパーティがあったとき

に、井村先生が来られると聞いておりましたの

で、その会場の入り口付近で待ち構えておりま

して、そして、捕まえまして、その場で、今日

の講演を引き受けてもらえました。私も何回も

お話を伺いますが、本当に情熱にあふれ、そし

て子供たち、あるいは教え子たちの、心を掴み、

叱るときには叱り、叱りながらも愛情たっぷり

の自分の心を相手に伝えるという技を、いつも

表現豊かに私たちに話してくださいます。今日

も、ここにご参会の皆様方はそれぞれ心の奥底

に何かしらの感銘を得られたのではないかなと

思います。先ほど、少しご紹介になりましたが、

5年ほど前まで、大阪府の教育委員を務めてお

られました。私たち大阪の教育界にとりまして

は、多大な貢献をされた方です。そして、今回

の研究大会で快くお話をしていただくというこ

とになりましたのも、本当にうれしい限りであ

りました。先生、ご覧にならなかったかと思い

ますが、この会の一番最初に、大阪の梅花中学

高等学校のチアリーディング部に演技をしても

らいました。若い子供たちに、私たちは、本当

に涙が出るぐらいの感動をおぼえ、そして勇気

を与えられました。今度は、大人の井村先生で

すが、世界を股にかけて活躍をされ、そして私

たち大人にもまた感動を与えてくださいまし

た。本当にありがとうございました。先生は、

つい先日まで、本当に帰って来られるのかなと

思うぐらいに、世界を飛び回っておられまして、

2、3週間前でしたか、「アメリカに行ってるか

ら帰って来ないかもしれないよ」なんて言われ

て、ドキッとしたものでしたが、忘れずに帰っ

て来られました。ありがとうございました。

目標の設定を本当に私たちはしなければいけ

ない。教員として、教育の活動に従事するもの

として、ゴールは何か、目先のことではないと

いうことを常々私たちも考えます。

余談ではございますが、大阪は馬の走る方向

に人参をぶら下げてそれで馬を走らせるという

ような励ましの仕方をするところですが…。

私たちは、概念的な成果主義ではなくて、本

当に素晴らしい結果、心、人を育てるという立

派なことを、私たちの教育の場で実践していき

たいと思うところでございます。あらためて、

井村先生、ありがとうございました。またます

ますご活躍なさいますように、そして、私個人

の意見ですが、ぜひ今度は、8回目と言わずに9

回目のオリンピックを日本のコーチでやってい

ただければありがたいなと思っています。
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1 研究目標 私学行政と私学経営

2 会 場 シェラトン都ホテル大阪 4階 浪速の間(西)

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 講 報 講 事 事 部
会 例 例 フロア・ 会

10月25日 開 演 演 昼 食 報 報 ディスカ 閉
会 告 告 ッション 会

付 式 Ⅰ 告 Ⅱ ① ② 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 明星中学高等学校 校長 馬 込 新 吉

講 演 Ⅰ 演 題 「中央から見た国と地方の教育行政と私学の対応

― 路を拓くための私学の闘いと経営方策 ―」

講 師 東 京 女 子 学 園 中 学 校 高 等 学 校 理事長･校長 實 吉 幹 夫

報 告 テーマ 「大阪府の私学助成（高校）の変遷について」

発表者 大阪府府民文化部私学・大学課 課 長 吉 本 馨

講 演 Ⅱ 演 題 「大阪の私学行政から見えてくるもの

―私学の自主性と多様性はどうなるのか？―」

講 師 大阪大学大学院人間科学研究科 教 授 小野田 正 利

研究報告① テーマ 「大阪の私学を取り巻く現状と課題」

（問題提起） 大 阪 府 私 立 学 校 審 議 会 委 員

報告者 大阪私立中学校高等学校連合会 副 会 長 草 島 葉 子

興 國 高 等 学 校 理事長･校長

研究報告② テーマ 「京都府の『あんしん修学支援事業』と京都私学の取り組み

（問題提起） ～本校の事例を中心に～」

報告者 京 都 学 園 中 学 高 等 学 校 教 頭 本 多 和 彦

フロア･ディスカッション（意見交換会）

テーマ 「教育行政と私学経営の課題と進路」

コーディネーター（ファシリテーター）

(東 京)順 天 中 学 高 等 学 校 校 長 長 塚 篤 夫

指導講師（アドバイザー）

(東 京)東 京 女 子 学 園 中 学 高 等 学 校 理事長・校長 實 吉 幹 夫

(大 阪)興 國 高 等 学 校 理事長・校長 草 島 葉 子

(京 都)京 都 学 園 中 学 高 等 学 校 教 頭 本 田 和 彦
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部会閉会式 総 括 明星中学高等学校 校長 馬 込 新 吉

専門委員長挨拶 東京女子学園中学高等学校 理事長･校長 實 吉 幹 夫

閉会のことば 花巻東高等学校 副校長 大 森 松 司

５ 運営委員・指導員

委 員 長 馬 込 新 吉（明星中学高等学校 校長）

副委員長 松 田 進（明星中学高等学校 教頭）

委 員 裏 野 隆 宏（金蘭会中学高等学校 教頭）

鷺 森 正（堺リベラル中学校 教頭）

大 目 美日古（英真学園高等学校 教頭）

辻 富 介（明星中学高等学校 教諭）

中 里 康 志（明星中学高等学校 教諭）

宮 崎 省 伍（明星中学高等学校 教諭）

違 口 隆 明（明星中学高等学校 教諭）

今 村 将 大（明星中学高等学校 教諭）

中 北 吉 保（同志社香里高等学校 教諭）

６ 専門委員・指導員

委 員 長 實 吉 幹 夫（東京女子学園中学高等学校 理事長・校長）

副委員長 鈴 木 康 之（水戸女子高等学校 理事長・校長）

委 員 長 塚 篤 夫（順天中学高等学校 校長）

木 内 秀 樹（東京成徳大学中学高等学校 理事長・校長）

梅 村 光 久（学校法人梅村学園松阪法人本部 本部長）

新 田 光之助（筑陽学園中学高等学校 理事長・高校長）

客員研究員 野 原 明（文化学園大学杉並中学高等学校 特別顧問・名誉校長）

真 城 義 麿（大谷中学高等学校 前校長）
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「中央から見た国と地方の教育行政と私学の対応

― 路を拓くための私学の闘いと経営方策 ―」

東京女子学園中学高等学校 理事長・校長 實 吉 幹 夫

本日は6月に開催しました私学経営研修会の

内容も含めて、その後の変化を見ながら、資料

沿って話を進めてまいります。

１．教育制度改革の動向

資料１は現在の中央教育審議会の構成図で

す。

私立学校も学習指導要領、あるいは学校教育

法等に定められた事項を遵守していくことが大

事だと折に触れて言われています。特に学習指

導要領については、従来から「こうすることが

望ましい」という義務規定ではありますが、そ

れをどう読み込んでいくのか各学校が努力され

ていることだと私は考えています。

昨日の全体会における吉田中高連会長の報告

で、「国家戦略特区の中にインターナショナル

スクール…」という話が上がりましたが、私に

は理解し難い部分があると申し上げたい。私ど

もには学習指導要領における各教科科目の配当

時間があって、かつて未履修が大きな問題とな

りました。「ここ迄の学びをしておいてほしい」

といった資格要件として示されていることは、

私どもの義務として対応しなければならないの

です。しかし、インターがあの内容をどのよう

に理解し対応していくのでしょうか。私立学校

は校地・運動場・校舎1人当たりの教室の面積

は規定されています。もし特区という条件下だ

けで、運動場もなく、どういった教室なのかも

わからない形でインターナショナルスクールを

創ることができ、高校の卒業認定資格を与える

というのは果たして如何なものか。疑問を禁じ

得ません。本件はおそらく各都道府県の私学審

の各専修学校・各種学校の専門部会で扱われる

でしょうが、中高部会にも関連する問題でしょ

う。今後の動向に留意しつつ、国に対して事を

申し上げていかなければならないと考えていま

す。

中高連では、吉田会長が就任以来「もの言う

私学」「行動する私学」を旗印にしており、中

教審の各部会等には、吉田会長をはじめ各学校

の先生方が参画し、私学の意見やものの考え方

を申し述べているという実態があります。

資料2は、中教審の初等中等教育分科会・部

会における主要課題の検討状況一覧で、後日私

どもに示される課題として注視して頂きたい。

資料3は政府の教育再生実行会議提言の進捗

状況をまとめたものです。昨日報告でも話が出

ましたが、私立学校に対して「教育再生」と軽

々に言ってほしくはないのです。私どもはそれ

ぞれの学校が、私立学校は全ての学校がそれぞ
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れの創立者のミッションによって創られた、い

わゆるミッションスクールなのです。各学校は

それぞれの哲学、理念を持って、その中で子ど

もたちを預かり、運営されているでしょう。各

都道府県にある公私立高等学校連絡協議会は主

に高等学校の受入計画、改編・新設等の問題を

扱っていますが、東京の協議会で私は常に公立

に向かって「貴方がたはこういう学校・ああい

う学校にしたいとしきりに言うけれど、本当に

それが哲学に基づいているのか」と問うていま

す。また、例えば学制改革については、「4・4

・4」制が声高に言われ、一部の学者等の発表

を以て「4・4・4」制が良いという決めつけ方

をするのには些か疑問があると言わざるを得ま

せん。

一方、教育再生実行会議は、2月26日にいじ

め対策や体罰問題等に関する「第一次提言」を

発表し、4月25日には教育委員会制度の改革案

を示した「第二次提言」、5月28日にはグローバ

ル化に対応するための大学教育等のあり方、教

育環境づくり、大学のガバナンス等の改革案を

示した「第三次提言」が次々と出されました。

これらの提言に関しては中教審が詳細な制度

改革案を検討し、平成26年通常国会に改正関連

法案が提出される予定ですので、先生方には今

後注意深く関心を寄せて頂きたいと思います。

①公立高校授業料無償化・高等学校就学支援金

制度

資料4・5として示した公立高校の授業料無償

化、高等学校等就学支援金制度の見直しについ

ては、昨日中高連協会長・事務局長会議におい

て文部科学省担当者から説明を聞いたところで

す。民主党政権下で公立高校授業料無償化、そ

して高等学校等就学支援金制度が創設された訳

ですが、政権では当初法案時から自民党が主張

していた所得制限の導入を含めて、今年5月自

民党と公明党の間で見直し協議が行われ、両党

政調会長同士で合意・調印されたのです。

8月27日の両党合意事項では、所得制限の導

入基準額は910万円とする。公立学校も不徴収

ではなく私立と同じ就学支援金制度に変更し、

公私立問わず全ての層から授業料を徴収する。

但し、世帯年収910万円未満の場合は就学支援

金が支給される。世帯年収910万円以上の生徒

には高等学校等就学支援金は支給しない制度に

変わって行きます。新制度を受けて、従来就学

支援金を受けていた無償化対象者は約360万人

から280万人程度に減り、これによって捻出さ

れた金額にして約490億円を財源に、給付型奨

学金の創設、あるいは私立高等学校への授業料

軽減策の拡充に充てると言われています。

文部科学大臣も都議から衆議院議員となって

熱い思いを持って活動されてきた方で、文部行

政については自分の専門分野だと名言してお

り、思い入れが強いが故に心配な面もあるので

す。

制度変更にあたっては、従来恩恵を受けてい

た子どもが受けられなくなるのは困ることか

ら、あくまでも新制度は平成26年4月入学生か

ら学年進行で適用される旨ご承知頂きたい。

②地方教育行政について

資料6「今後の地方教育行政の在り方につい

て」に示された通り、教育再生実行会議が4月1

5日に提言した教育委員会制度の見直しの方向

性に基づき、文科大臣から同月25日中教審に「今

後の地方教育行政の在り方について」諮問され

ました。中教審は休止状態であった教育制度分

科会を再開し審議を進めています。同分科会で

は義家政務官(当時)―北海道・北星学園余市高

校教諭時代にヤンキー先生として有名になり、

後に政治家に転向された―が、委員である吉田

会長の隣に座っており、身近で接した吉田会長

も「彼はものがよくわかっている」と言ってい

ます。義家議員とは今回いじめの問題で私もお

付き合いがありますが、大変よく勉強されてい

ます。恐らく彼も文科行政をご自身の政治使命

として今後活動していくのでしょう。

10月10日に取りまとめられた中間報告「今後

の地方教育行政の在り方について(審議経過報

告）」には A 案(教育長を首長の補助機関とす
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るとともに、教育委員会を首長の附属機関とす

る)・Ｂ案(教育長を引き続き教育委員会の補助

機関とするとともに、教育委員会をその性格を

改めた執行機関に改革する)という2案が併記さ

れましたが、最終的にはこれらを1案にまとめ

年内に答申することになります。 教育委員

会は自ら判断して教育行政の事務を執行する権

限を有する執行機関と位置付けられている現行

制度にはＢ案の方が近い。他方Ａ案で政治的な

中立性が保つことができるのか。特に極端な教

育長が現れた場合、その地の私立の先生方が大

変な苦労されることになるでしょう。

不易流行という言葉があって、例えば自分の

生育歴や経験といった不易の部分だけを一つの

柱として教育を語り、一人の人間の思い込みに

よって教育の在り方が変わってしまうのは、些

か違うのではないでしょうか。昨今の世の中で

は「グローバル化」「多様化」盛んに言われて

いますが、この多様化こそ私立学校が持ってい

る特色です。多様化とは、人の話に耳を傾けて、

論破するのではなく互いに協調しながら事を進

めようということです。1996年にユネスコが打

ち出した「21世紀の教育」とは何か。教育が依

って立つべき4本の柱として、“ learning to

know”“learning to do”“learning to live

together”そして“learning to be”という「4

つの学び」が掲げられました。2003年の学習指

導要領改訂では「生きる力」という言葉を随分

と耳にしました。当時の改訂に関係された有馬

朗人・元東京大学総長は、「生きる力ではなく、

生き抜く力にしたかった」と言われましたが、

大事なのは、「共に生きる」という気持ちを子

どもたちが学びの中に持っていくことだと思う

のです。「生きる力」は、個人が生きるという

だけではなく、子どもたちがこれからの時代と

社会、いろいろな組織を自分たちの手で作って

いくことでもあります。アメリカのデューク大

学の研究者は2011年ニューヨークタイムズに発

表されたインタビューの中で、「2011年度にア

メリカの小学校に入学した子どもたちの65％

は、大学卒業時に今は存在していない職種に就

くだろう」という予測を語っていますが、子供

たちがこういうことを理解していく上でも多様

性は大事なことです。Ｂ案は責任の所在が曖昧

になるとの批判も当然あるでしょう。いずれに

しても、来年の通常国会には地方教育行政法の

改正法案が出されることになります。

③大学入試・高校学習到達度テスト

資料７は「大学入試」「高校の学習到達度テ

スト」という私学にとって非常に悩ましい問題

であります。教育再生実行会議は6月以降に第

四次提言に向けて決定するでしょうが、10月11

日に高大接続・大学入試についての審議内容が

「素案」として私どもに示されました。即ち、

1点刻みの選抜を行う現在の大学入試センター

試験を改革して、成績は大まかな5～10段階別

の表示を想定しています。各大学には共通テス

トで一定の学力を確認した上で、面接、論文、

受験生の意欲等も総合的に評価し選抜するよう

促す。導入時期は5年、6年後を想定しており、

現在の高校生には適応しないとしています。こ

れでは東大を頂点としたピラミッドの大学が更

に進化していくのではないか、私は心配でなり

ません。諸外国に比べて日本の子どもたちや学

生が、あるいは日本の大学の評価を一つの論点

としながら大学改革を進めるという時に、確か

にある集団が学校に集まることで授業等が進め

やすく教育効果が大いに上がるのは私学の皆さ

んはご承知のことでしょう。小渕内閣時の教育

改革国民会議ではエリート教育への注力が強く

提起されました。しかし日本の社会は1％のエ

リートによって作られたのではなく、戦後の日

本を興す原動力となったのはむしろ識字率が高

く、教養を持った、勤勉な大勢の国民による下

支えがあったからなのです。

高校の到達度テストについては、基礎的な3

教科(国語、数学、英語)で高校2年・夏に実施

し、1年後高3での再受験も可とするとの想定で、

学習への意欲を上げることを狙いに、希望参加

型試験とし。大学一般入試には利用しないとし

ています。高校2年から受験可能になると、受
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験勉強の早期化と先鋭化が助長され、日本の学

校文化の象徴でもある部活動(課外活動)や学校

行事に専念する生徒が大幅に減る危険があり、

きめ細かい配慮や検討が必要である。このよう

な懸念を持って中高連としても意見書を提出し

ているところです。教育再生実行会議は11月に

提言をまとめ、その後中教審で導入年度等制度

設計の具体策が議論されることになります。

2012年改訂の中学校学習指導要領では初めて

「学力は何か」を総則に明示しました。一つは

従来型の知識・技能の習得―言い換えれば「学

んだ力」がどこまで上がったか確認できる。二

つ目に示されたのは習得した知識・技能を活用

して目の前にある課題を自分で見つけ解決して

いく「学ぶ力」。これは OECDが2000年スター

トした PISA調査の「リテラシー」に当たりま

す。3つ目の学力は「学ぼうとする力」―いわ

ゆる意欲、興味・関心です。小学校・中学校・

高校では公立学校における学習評価が改訂さ

れ、相対評価から絶対評価へと変更になる時に、

意欲・関心という言葉が前面に出てきました。

その意味では「学ぼうとする力」―意欲は、自

ら学ぶことは少ない小学校段階の子どもたちに

は大人が「勉強しなさい」と言う必要がある。

しかし、中学・高校段階で私どもが「勉強しろ」

というだけでは子どもたちが得る知識は限られ

たものになるでしょう。

私が学校で、各クラブの部長やキャプテンに

就いた人たちに常々言うのは、「自分がわかっ

ていることや自分ができる技量だけで後輩に指

導するのではなく、むしろ自分にないもの、自

分ができないものを後輩に要求していく。それ

が部長なりキャプテンなりの仕事だ」というこ

とです。最近は嬉しいことに、甲子園出場校の

中に背番号10番・11番のレギュラーではない生

徒がキャプテンや主将としてベンチに入り、部

員を引っ張っている姿を見かけます。私は自分

の言い方が間違ってなかったなと思うのです。

学ぶ意欲は自ら出てくることが肝要であり、周

りが一生懸命働きかけるものではない。先述の

「65％の小学生が…」―こんな世の中であれば

あるほど自分で理解しようとする姿勢が子供た

ちに身に付いていなければ、私どもが幾ら叱咤

激励して、テストで点が取れる、学力・成績が

上がると言っても、その子に蓄積されて力にな

ることはない。どうやってこれらを引き出して

いくのかは自分の学校の課題でもあります。

世の中の議論で「テストをしなければ子供た

ちは勉強をしないからテストを課すのだ」と主

張する人がいます。中高一貫教育校を制度化し

た時に、入学者選抜にあたっては公立では学力

を判定するテストを課してはならないと学校教

育法には書かれていますが、教育委員会、教育

指導部は「預かる生徒にどの程度の学力がある

かわからないので学力テストを課したい」と言

うのです。しかし私どもにとって大事なことは、

子ども達と一緒にものを考えていくという姿勢

であって、子どもが持っている力をテストだけ

で計るということではありません。テストの在

り方を社会の中で変えていき、テストに対する

ものの考え方を転換していかなければ、国の政

策が求めている、国が期待するような子どもた

ちが育つとは私にはとても思えません。テスト

の有り様を研究することも今後は必要でしょ

う。

④グローバル人材育成について

資料８『初等中等教育段階におけるグローバ

ル人材の育成』について。グローバルと言って

もいろいろな解釈があって、ただ単に英語教育

をすればグローバル人材が育つという短絡的な

ものの考え方があるようですが、何をもってグ

ローバルと言うのか明確にすることが先決でし

ょう。教育再生実行会議が5月28日に取りまと

めた「第三次提言」を受けて、グローバル化に

対応した教育の充実に係る国の政策が明らかに

なりました。来年度予算の概算要求段階では、

小・中・高等学校を通じた英語教育の強化策と

して先進的な取組をする学校を支援する。ある

いは教材の整備、教員の指導力強化、TOEFL

等外部検定試験を活用して生徒の英語力の調査

を実施するといった事業に予算をつけるとして
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います。高等学校段階ではグローバル・リーダ

ーを育成する先進的な高等学校をスーパーグロ

ーバルハイスクール SGH に指定する。また高

校生の留学促進の為、国、都道府県、学校、企

業等社会総がかりの支援が謳われています。特

に昨日話題になった国際バカロレア IB に関し

ては、平成30年までに200校認定校を目指して、

その普及・拡大の為に日本語ディプロマプログ

ラム DPの開発・導入を図るとしています。

しかし日本ではこの IB 資格で受け入れると

表明している大学は殆どありません。ここが大

きな問題です。外国の大学へ進む為に IB を取

得した人にとっては一つの資格となり、生きる

道も開けるでしょうが、日本からの人材流出は

避けられない。大学の先生方が、国の政策を受

けて自分の大学がどうあるべきかしっかり考え

なければ、高等学校としては IB 教育プログラ

ムを単位に組み込むのは難しいと私は思うので

す。教科によっては IB 資格を生徒に取得させ

る為の教員養成が欠かせません。

日本私学教育研究所では、9月28日から10月2

日にかけて IB 教育の先進国と言われるシンガ

ポールで私立学校専門研修会・国際教育研究部

会を開催し、40名を超す先生方が参加されまし

た。研究所としても関連情報を発信できるよう

IB教育の研究を進めてまいります。

⑤学制改革について

資料9『「平成の学制大改革」に関する提言』

―自民党教育再生実行本部第2次提言について

話を進めます。

現行の「6・3・3制」を変更し複線化を図り、

例えば「4・4・4」制、あるいは「5・4・3」制

にしたらどうかといった見直しが議論されてい

ます。当初案の5歳児教育の義務化を視野に入

れた「5・4・4制」は見送られ、幼稚園や保育

所等の活用を検討するとしています。教育の仕

組みの多様化・複線化は世界の流れであり、「世

界標準」に応じて何れは検討を要するでしょう。

学校法人開智学園(埼玉県)の総合部は「4・4

・4」制を運用面で採り入れ学校運営をされて

います。平成23年第59回全国私学教育研究集会

群馬大会教育課程部会でその事例発表を行って

いますので、各学校へお送りした群馬大会研究

集録をご参照頂ければと思います。

東京では玉川学園、聖心女子学園が「4・4・

4」制に取り組んでいます。東京では都知事の

肝いりで公立小中高一貫教育校を1校創るとい

う構想が突如出て来て、基本構想検討委員会が

来年4月頃までに最終答申を行うと思います。

責任者の部長に話を伺ったところ、小学校1年

生から理数系を得意とする子どもたちを世界に

通用するエリートに育てていくと言うのです。

子どもたちは学びを通じながら、自分の将来を

見据えて、高校あるいは大学の段階でそのため

にどういう学びをしようかと初めて気がついて

くるのに、小学校から理数だけに特化するとは

一体何を考えているのか。そこに理念や哲学が

はっきり見えてこないと感じています。平成29

年開設を目指すとのことなので、私どもとして

適宜意見は申し上げていかなければなりませ

ん。

⑥いじめ防止について

資料10～13は「いじめ防止対策推進法」等に

関するものです。

今般「いじめ防止対策推進法」が先の通常国

会で成立し法制化されました(6月28日公布・9

月28日施行)。同法の中で国は、「いじめの防止

等のための対策に関する基本的な方針の策定を

定めること」とされ、文科省は急遽有識者から

成る「いじめ防止基本方針策定協議会」を組織

し、私学代表の委員として私が参加しました。

10月11日「いじめ防止基本方針」が国から示さ

れ、これを受けて各都道府県では条例化が求め

られ、当然に学校も方針の策定と対策組織を作

ることが義務付けられました。よくよく読み込

めば学校が対応すべきことが見えてくると思い

ます。基本方針では細部に亘りまだ示されてい

ない部分もあるので、学校評価が学校教育法に

盛り込まれた時と同様、今後「ガイドライン」

が作成されることになるでしょう。
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この会議に参画していた県や市の教育長は、

「早く国が基本方針を示してほしい」と待って

いるだけで、自分たちが率先して作ろうとはし

まないのです。市教委等では非常に良いものを

既に作られており、それを示して確認すればい

いだけの話なのに、待つというのは姿勢として

些か違うのではないか。我々私学は自分たちで

工夫していくということが常に求められていま

すから余計に違和感を覚えるのです。

この法律の一番肝心なところは、いじめの抑

止や早期発見に向けて学校が実施すべき対策を

定めていくことです。ただ「防止」と言ってい

ながら、後で「重大事態が発生した時」と言っ

ており、その部分が非常に多くなっています。

いじめをなくすのは無理だとしても、防止対策

をもう少し盛り込むべきです。会議で当時の義

家政務官は「無理でしょう、あれだけ国会中継

の中で、国会議員がいじめを行っているのを子

供たちが見ているのだから。まずは国会から改

善しなければ、幾ら法律ができたからといって、

子どもたちへのいじめ防止にはなりません。」

とおっしゃった。このいじめ防止対策推進法を

受けて、地方公共団体が条例や指針、方針を創

るとなれば、学校教育法や地方教育行政法改正

の動きも当然出てくるでしょうから、その時に

苦しい思いはしたくないのです。その意味では

私学が教育委員会の配下に置かれることのない

よう、各都道府県でも条例を作られる際にご関

係の先生方にはくれぐれも注意して頂きたいと

思います。東京都ではこの条例作りにあたって、

教育委員会だけで作られては困るので、私学所

管の生活文化局私学部への配慮といった意見を

私どもから具申する機会を頂いています。

特に、資料13は学校における「いじめ防止」

「早期発見」「いじめに対する措置」のポイン

トを文科省が示したものです。これを読み込ん

で、学校の方針作りにお役立て頂きたいと思い

ます。

⑦全国学力調査

資料14は今後の全国学力・学習状況調査につ

いてです。平成26・27年度も悉皆調査で実施さ

れ、私学の参加が任意なのは従来通りです。本

年度の私学の参加は東京では47.8％と幾分かは

増えていると文科省からは聞いています。

⑧高等学校広域通信制課程

資料15「高等学校広域通信制課程の所轄庁の

関与について」は私どもにとって悩ましい問題

です。中高連としては、文科省には通信教育制

度を作った教育の最終責任者として、これらの

学校に対する指導をすべきであると強く要望し

てきましたが、従来は残念ながら具体的な動き

は見られませんでした。この問題が今話題にな

っているのは、規制緩和、特区制度の流れに乗

って各都道府県に林立された「株式会社立の広

域通信制高等学校」の存在によるところが大き

い。実際には学校法人が運営している通信制の

中にも問題がある学校もあり、各都道府県は苦

労されています。問題は広域通信制と言いなが

ら、認定は本校所在地の都道府県である為、他

の都道府県にサテライト校や協力校がある場合

は、その都道府県の所管部署としては見えない

ところがある。役所同士連絡を取り合い、問題

の所在を意識づけさえすれば、都道府県都市間

の連携は可能だと思うのですが、なかなか余分

な仕事はしてくれないようです。

終わりに

この他の私学の取り組みとして、いわゆる不

登校となった生徒を「自分たちがせっかく預か

った子供なのだから、自分たちの枠の中でこの

子たちの成長を見よう」と、福岡県私学協会は

学習支援センターを創って受け入れています。

京都府も府私立中高連が中退者・不登校生向け

に府私学修学支援相談センターセンターを開設

されたと聞いています。学校単独で取り組むに

は非常に費用が掛かる為、各都道府県の私学協

会がしっかり対応していくのは大事なことで

す。東京では玉川学園が小学校段階からずっと

対応しており、「なかなか大変だ」という話を

聞いていますから、教員からは「うちの学校は
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先進的な学校としてこのことに取り組まなくて

良いのか」といった声も上がってはいますが、

なかなか悩ましい問題だと思っています。

私は常々、ルールというのは「作る側」に回

るべきだと考えています。吉田先生が中高連会

長に就き、現在は中教審委員を任されています。

「お上の決定に従うだけの時代は終わった。こ

れからは私学が日本の教育制度を作らなければ

ならない」―彼は私たちとの話の中でこう言っ

たのです。まさに今、この「ルール」というも

のをどう考えたらいいのか。ここに「なぜ欧米

人は平気でルールを変えるのか～ルールメイキ

ング論入門」という本があります。これは、よ

く日本の選手が世界で活躍をすると、スキーや

柔道で言えば、板の長さや胴着が変えられると

いった日本にとって不利なルール改正がなされ

ています。幕末の開国以来、欧米の列強に苦杯

を舐めさせられ続けた歴史が我々にとってトラ

ウマとなり、これらのルール変更を甘受してき

たのではないか。この本では「ルールは作る側

に回ってこそ大きな利益を得ることができる」

と主張しています。さらに言えば、ルールとプ

リンシプル(原理・原則、主義・信条)の違いに

ついて私どもは考えてみる必要があります。日

本では一度ルールを作るとなかなか変更しな

い。不易流行の「不易」の部分は大事にしなが

らも、流行の部分も考慮することが我々には求

められます。憲法の問題も同じかもしれません。

自分たちでは変えられないから第三者を入れ

て、その途端に作ったルールが余り役に立たな

くなって苦しむ。そう言えば今度は「私学エゴ」

だと随分と言われます。今こそ教育の世界で、

私学は我々が持っている様々な経験値を一つひ

とつ提示し、いろいろな選択肢を提供できる。

これこそが正に私学の多様性だと言えるでしょ

う。

今や私学が「日本の教育のルールを作る」と

いう新しい時代を拓く意義ある行動に出ること

なしに、真のルール変更＝「教育再生」を実現

することはできない。そんな気概をもってこれ

からも進んで参ります。

ご清聴頂き有り難うございました。
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配付資料
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資料１
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資料２
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資料３

教育再生実行会議提言の進捗状況（平成25年6月26日現在）

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai10/sankou1.pdf）

資料４

公立高枝授業料無償制・高等学校等就学支援金制度の見直しに関する確認書

自由民主党及び公明党の政務調査会長は、公立高校授業料無償制・高等学校等就学

支援金制度の見直しについて、以下の点を確認する。

一、公立高校授業料無償制・高等学校等修学支援金制度を見直し、公立高等学校の生徒に就

学支援金を支給することとした上で、国公私立の高等学校等の生徒に支給する就学支援金に

ついて、都道府県関係者及び学校現場の意見を十分に踏まえ、平成２６年度から、保護者の

収入に応じた所得制限を新たに導入することを目指す。

二、所得制限の基準額は、９１０万円とする。

三、所得制限により生み出された財源は、高校生等の教育費負担の軽減に必要な経費に充て

る。

四、教育費負担の軽減のための具体的施策として、以下の事項を実施する。

（１）「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の趣旨に基づき、低所得者層の教育費負担

の軽減を図るため、奨学のための給付金制度を創設する。

（２）私立学校が果たしている役割の重要性に鑑み、教育費負担における公私間格差の是正

を図るため就学支援金の加算を行う。

（３）現行制度の導入の際に併せて行われた特定扶養控除の縮減により負担増となった特別

支援学校、定時制・通信制高校の生徒への支援を行う。

（４）就学支援金の支給の対象を、高校に類する教育課程を有する海外の日本人学校等及び

国内の各種学校等の生徒に拡大する。

（５）その他、見直し後の制度の実現のために必要な措置を講ずる。

五、上記のことを実現するため、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学

支援金の支給に関する法律」を平成２５年秋の臨時国会において改正する。

以上、確認する。

平成２５年８月２７日

自由民主党 政務調査会長 高 市 早 苗

公 明 党 政務調査会長 石 井 啓 一

資料５

東京新聞 2013年8月28日

「中間層 恩恵世帯減る 高校無償化 所得制限 年収910万円超で合意」

資料６

今後の地方教育行政の在り方について（中央教育審議会教育制度分科会審議経過報告）【概要】

（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2013/

10/16/1340415-1-1_1.pdf）
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資料７

朝日新聞 2013年10月3日(木)夕刊

「センター試験 衣替え １点刻み改め段階評価 再生会議素案」

資料８

初等中等教育段階におけるグローバル人材の育成

（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2013/08/30/1339146_

5.pdf）

国際バカロレアの推進 【拡充】】

（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2013/09/06/1339145_

8.pdf）一部

資料９

「平成の学制大改革」に関する提言

（https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/121588.html→ PDF平成の学制大改革部会）

資料10

いじめ防止対策推進法（概要）

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai10/sankou2.pdf）

資料11

いじめ防止対策推進法に定める組織

（http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/10/

24/1340464_01.pdf）

資料12

いじめ防止等のための基本的な方針（概要）

（http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6686/00135882/2510_ijime_kihonhousin_gaiyou.pdf）

資料13

学校における「いじめ防止」「早期発見」「いじめに対する措置」のポイント

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1340769.htm）

資料14

平成27年度全国学力・学習状況調査の予定について（周知）

平成25年9月12日 文部科学省初等中等教育局参事官付学力調査室

資料15

広域通信制課程に対する所轄庁の関与について

（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/siryo/__icsFiles/afieldfile/201

3/07/23/1337780_2.pdf）

構造改革特区による株式会社立学校一覧（略）
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「大阪府の私学助成（高校）の変遷について」

大阪府府民文化部私学・大学課 課長 吉 本 馨

皆様おはようございます。ただいまご紹介い

ただきました大阪府私学・大学課長の吉本で

す。30分間の時間ですけれども大阪の私学助成

について、特に高校にしぼって、お話をさせて

いただきます。

歴史等についてお話させていただきたいと考

えております。それから、今の現状の授業料支

援補助金のところにも触れますが、そちらは午

後に興國高校の草島先生がお話になられますの

で、なるべく重複しないようにお話をさせてい

ただけたらと考えていますので、よろしくお願

いします。

私は今年の4月から私学・大学課長に就任を

していますが、平成10年から13年までの4年間

は私学課におりまして、高校を担当するグルー

プにおりましたので、十何年ぶりに私学課に帰

ってきたというような経緯です。その間はどち

らかというと財政課というところで、私学助成

の見直し等をやるような部署にも居りました

し、私学課が終わって、平成14年からは4年間、

教育委員会のほうにもおりまして、その後また

行政改革課というところに行き、ここも見直し

をするような部署でございます。橋下知事が平

成20年2月に就任されましたけれども、その時

に改革プロジェクトチームというものができ、

大阪府の事業全部の見直しというような財政非

常事態宣言とか、収入の範囲内で予算を作ると

いうようなキャッチフレーズでやられましたけ

れども、そのチームで見直しのほうにも入って

いました。平成25年4月からこの私学課に戻っ

てきたというような状況でございます。ですか

ら、今日の資料は、平成10年からグラフ等が始

まっていますが、私が平成10年から私学課にい

たということで、それ以前というのは私もあま

りよく分かりませんので、そこからの歴史とい

うような形でお話をさせていただきたいと思っ

ております。

まず資料「公立中学校卒業者数の推移」です

けれども、これは公立中学校の卒業者数という

ことで、だいたい全国的にどこでもそうなので
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すが、昭和62年から平成7年くらいが公立中学

校の卒業者のピークということになっておりま

して、一番ピークで、14万7000人くらいのもの

が、現状、7万5000人とほぼ半減ということで、

昭和54年度から57年の急増期は大阪府では非常

に高い山でございましたが、この急減期もまた

非常に深い谷といいますか、非常に多い時と少

ない時の差が全国的に見ても多いというのが大

阪の特性と思っております。

「高等学校（全日制）経常費補助金 国標準

額と助成単価の推移」ということで、上のほう

が大阪府の助成単価。下の折れ線グラフが国の

標準額、国の単価です。標準だから右肩上がり

に上がってるというような状況で、大阪府も経

常補助金は平成10年の頃は29万1900円で、標準

額と比べても5万円ほど高いということで、全

国でかなり高い順位にありました。何位であっ

たかは忘れましたけれども、全国的に非常に高

い水準であったと思っておりますが、これが右

下に下がっておりますが、橋下知事が就任をさ

れて、高校の経常費助成についても10％カット

を行うということで、単価が下がっております。

今で言いますと、そこにも書いておりますよう

に平成25年度の単価の水準は全国46位、確か去

年は47位、最下位だったと聞いております。今

からも財政状況が厳しくなるということで、も

ともと平成9年までは国、大阪府の単価もずっ

と右肩上がりでどんどん上げていっておりまし

たが、財政が厳しいということで、平成14年に

横山ノック氏が知事に就任されましたけれど

も、このときに、後で出てきますが、授業料軽

減予算の見直し。平成8年のときに財政健全化

方策案というのが進みまして、その時私も財政

課におりましたけれども、それで初めてこの経

常費の助成単価を据え置いたのです。それで、

さらに平成20年の橋下氏のときに単価を初めて

切り下げたというような状況でございます。

それに比べまして、高等学校（全日制）授業

料軽減補助金 予算額の推移でございます。こ

れはずっと平成10年くらいから70億円前後、70

億円から60億円くらいの間をほぼ行き来してい

たのですが、それが平成23年から新しい授業料

支援補助金制度ができまして、見ていただくと

分かりますように70億円くらいだったのが、今

年度の当初予算だと216億円くらい、3倍以上の

金額になっているということで、生徒一人当た

りではいくらというのが下のグラフです。

これも平成25年なら49万7000円ということ

で、非常に右肩上がりで。経常費単価は切って

いるといいますか、削減をお願いしているので

すが、授業料支援補助金をかなり拡張してきた

ということで、50万円弱の水準までいっている
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というのが今の状況でございます。これがだい

たい経常費補助金の考え方です。

橋下前知事がなぜ経常費補助金をカットされ

たかということなのですが、もともと橋下氏の

頭の中が、任意補助金みたいなもの、これは別

に私学だけに関わらないのですけれども、任意

補助金については、全体的に何に使っているの

かよくわからないと。やはり事業、特定の事業

をやることにきちんと補助金を出すべきではな

いのかということで、だいたい他もそうですが、

任意補助金というのはかなりその当時カットさ

れております。特にトラック協会等もかなり。

私学助成も当然非常にもめにもめたのですが、

トラック協会などもいろいろ補助金が出ていた

のですが、それも全額カットというふうなこと

です。事業費もそれぞれ、業界団体ともやりあ

ったという事を記憶に覚えています。私学もそ

のころ平岡正巳先生が中高連の会長をされてい

たと思いますが、橋下前知事と中高連の平岡正

巳先生が話をされていたことを私も見ておりま

したので記憶に残っております。

授業料軽減補助金と育英会の貸付金がどのよ

うに変わってきたかということですが、上の図

は平成10年度からの大阪府の授業料支援補助金

の形です。それまでは、年収にかかわらず、全

員に最低1万7500円の金額を全家庭に支給して

いたのですが、平成10年度から低所得者に手厚

くするという考え方で、新しく生保世帯に対す

る補助金を一番大きく、34万2000円ですが、そ

ういうような形にしております。それで、年収、

これはだいたい4人世帯の年収の目安ですが、

450万円の所得までには15万1000円、年収750万

円の所得までは9万6000円。年収1100万円の所

得までは、4万4000円の助成を行っていたとい

う状況です。この当時もおそらく授業料軽減補

助金の水準でいくと全国2位ということで、こ

れを上回る数字になられていたのは愛知県だけ

だったと記憶しております。全国2位の水準で、

このような状況でやっていたということです。

平成12年度から平均所得を超える層に対する

助成を廃止しまして、平成15年度から、上図に

なりますけれども、低所得者に手厚くやろうと

いうことで、それぞれ低所得、生保世帯はほぼ

一緒ですが、低所得者の部分にお金を積み増し

て、特に年収800万円以上、それまでも年収750

万円から年収1100万円までは4万4000円という

ようにやっていましたが、そういう部分はやめ

て、その部分を低所得者に積み増そうというこ

とで、助成を年収800万円までにする代わりに、

それぞれ金額を25万円とか18万円とか12万円の

水準に切り上げていったというようなことをや

っております。

さらにこのときに育英会の貸付金を拡充し

て、それまでは定額の育英会の貸し付けだった

ものを授業料プラス、上図の、平均授業料プラ

ス10万円と書いていますけれども、平均ではな

くて各学校の授業料プラス10万円ということ

で、その当時、例えば50万円の授業料のところ

があれば授業料軽減補助金分を減額して、授業

料軽減補助金を全然もらっていない800万円以

上から1100万円までの層で言えば、50万円の授

業料であれば60万円の貸し付けをしよう、仮に
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60万円の授業料のところであれば60万プラス10

万円で70万円にしようということで、授業料に

ついてはすべて賄えるような水準、それプラス

10万円というのは学校の授業料以外に、制服代

とか、かばん代とかがかかるということでそう

いうものに対する助成という制度を作り、経済

的な面で私学に通えない子どもたちをなくそう

ということでした。なかなか財源がその当時厳

しかったので、育英会の貸付金という形ではあ

りますが、こういう形で作りました。これはち

ょうど私が平成13年度までおりましたので、こ

の制度を作ってもらい、平成14年から別の部署

に行きましたので。特に記憶に残っていますが、

やっとその当時の中高連さんとお話をさせても

らったときに、補助金でもらうのが一番良いけ

れど、なんとか形というものができたなという

お話をしたような記憶がございます。それが平

成14年からずっとそのような形でやっていたも

のを、平成21年度に補助対象をさらに切り下げ

たということで、それまで年収800万円まで12

万円の金額を出していたものを、平均所得層以

外は補助対象外とするということで、年収540

万円以上の所得の方にはこの12万円を出さない

というようなものを、平成20年の橋下知事が就

任されて行った。財政再建プログラムにおいて

経常費助成の10％カットと併せて、この540万

円を超える層に対する助成を見直した。さらに

育英会の貸し付け自身も年収1100万円、かなり

高い層まで出ていたのですが、これも年収810

万円まで、日本育英会の所得水準まで下げると

いうような縮減を行ったところでございます。

上図が、現行の制度ということで、これは圧

倒的に全国一の水準の授業料支援になっていま

して、見てもらうと分かりますように、610万

円までの層についてはすべて授業料を補助す

る。就学支援金を使いながらですが、この単独

の部分、大阪府の授業料支援補助金という部分

が大阪府の単独の予算ですけれども、この授業

料支援補助金をプラスして、上乗せをして58万

円のところまではすべての面の補助を行うとい

うような形です。また、610万円を超える800万

円までの層については、授業料負担が10万円で

済むという形の補助金の制度、これを平成23年

度から作っております。平成23年から作りまし

たので、平成23年、24年、25年ということ、学

年進行でやりましたので今年度で全3学年がこ

の授業料支援補助金の対象になっているという

状況です。

その考え方が、上の図表のようになっていて、

当時の知事はボリュームゾーンというような言

い方をされていたと思いますが、所得の多いと

ころ、ボリューム世帯ですので、数の多いとこ

ろに対して何とか支援できないかということ

で、年収610万円まで、だいたい私学に行かれ

る方の半分、約50％が対象になるというもので

す。また、年収800万円で7割がカバーできると

いうことで、7割までが少なくとも10万円まで

の負担で私学に通えるという形の制度を作りま

した。その際に、これまでずっと公私の比率、

公立中学校の受け入れ人数というのはだいたい

7対3、公立が7割、私学が3割でやっていたので

すが、それで公立は7割しかとらないというこ
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とを公私協でそれまで決めていて、公立の枠は

ある程度決めていたのですけれども、これで公

私が自由に競争できる条件が整ったであろうと

いうことで、この公私7対3の枠を撤廃しました。

ですから、公私が自由に採りましょうというよ

うな形になっております。ただ実際はどれだけ

卒業生がいて、受け入れをどうするかという問

題がありますので、7対3にはとらわれませんが、

だいたいこれくらいの枠ですよというようには

現在も決めています。ただ7対3という固定的な

比率はやめて、公私が自由に切磋琢磨しようと。

公私の切磋琢磨と大阪ではよく言いますが、

これで自由な競争条件ができたのですが、公私

が自由に切磋琢磨して大阪の教育力を上げてい

きましょうというような理念でやっておりま

す。

ただ、この後草島先生の方からおそらくお話

があると思いますが、先ほどの「高等学校（全

日制）授業料支援補助金・就学支援金・育英会

貸付金体系図」に戻りますが、そこに書いてい

ますように、平均授業料58万円、各私立高校の

授業料の加重平均が58万円でしたので、この58

万円をアッパーにするということで、年収800

万円までの層については58万円以上は徴収して

はだめです、58万円がアッパーですと。仮に60

万円、70万円の学校があっても、この授業料支

援補助金を受ける学校については58万円以上の

授業料をとっては駄目というような形です。年

収800万円以上は自由にやっていただいていい

のですが、そのような形の制度としました。こ

れも、橋下前知事の強い思いで、学校が自由に

取れる、仮に58万円を超えて60万円、70万円と

いうようになれば、無償化という理念が崩れて

しまうということで、58万円は必ず守ってほし

いとこういう制度を作りました。これで、賛同

していただける学校については、就学支援推進

校という名前でしたが、それに参加を表明して

いただくということです。こういう呼びかけに

対しまして大阪府内は96校ございますけれど

も、1校を除いて95校の学校がこの制度に参加

していただくことを表明していただいておりま

す。この58万円のキャップ制、キャップ制とい

う言葉でわれわれは呼んでいますが、加重平均

ですので、半分くらいが58万円以下の学校、58

万円を超える学校が半分くらいという状況で、

確か平成25年で言うとまさしく半々。48校と48

校になっていたと思います。

そのようなことを決めまして、専願率が25％

を下回ったらこの制度を見直すと。さらに参加

校、96校中95校なので99％以上なのですが、こ

れが6割を下回った場合についてはこの制度を

見直すというようなことで見直し条件を決めて
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おります。その結果、専願率がどうなったかと

いうのがこの表です。平成10年には28％くらい

あったものがずっと右肩下がりで、専願率が下

がって21年では21％くらいに落ちていたものが

23年から27.02％、去年が26.5％、今年が25.9

％ということでかなり専願率が高くなっている

という状況で、その次の図が25年度の入試の状

況ですが、これまでは3割くらいまでしかいっ

ていなかったものが、33％、3分の1くらいが私

学に来るような状況になったというようなこと

になっております。

その結果、私学に入った生徒さんの所得分布

がどうなのかというものが次の図です。

小さくて見にくいですが、授業料支援補助金

を行う平成20年度までが上のグラフで、白いと

ころが年収800万円以上の層なのですが、51.3

％が800万円以上の層だったのが、去年、平成

24年は3割くらい、7割が年収800万円以下の層

になってるというような状況です。

このような形で授業料支援補助金をかなり拡

充してきた一方で、経常費補助金を全国水準と

いうか国の水準より1割カットしてやっている

という状況になっていますが、結果的には生徒

さんが増えることにより、経常費補助金は全体

的に見ると、全学校に対する部分については増

えております。経常費補助金は10％をカットし

ていると言っていますが、平成21年度から比べ

ますとだいたい30億円くらい、大阪府が高校に

対する経常費補助金の部分は生徒さんが増えた

ことで増えております。さらに言えば、もっと

詳細な分析が必要なのですが、授業料が58万円

以下と58万円以上の学校で申し上げますと、58

万円以上の学校の方が生徒の伸び率は高いで

す。58万円以上の授業料の部分をとることがで

きないということで、いろいろご意見をいただ

いているのですが、少し見てみますと、58万円

以上の学校の方が生徒の伸び率が高い。そのよ

うな状況になっております。

その結果ですが、これ(上図)は私立学校96校

の消費支出比率の推移ですが、ずっと100％を

超えるような、非常に厳しい状況でありました

が、23年度から、これは生徒が増えたというこ



- 71 -

とも当然ありますけども、各私学のほうで人件

費等の抑制等に努めていただいたものと相まっ

て、23年度に久しぶりに100％以下、24年でい

きますと96.6％になったということです。これ

は全体の平均の数値ですので、各学校によって

それぞれ状況は異なってきていると思います

が、そのような状況になっています。この辺は

もっと、まだ1年、2年のことですからそのよう

に推移していくのかは、もっと注視しないとい

けませんし、今後どういう影響でこれがよくな

ってるのか、詳細に分析しないといけないと思

っております。数字だけを見れば、このような

状況になっています。

最後はまとめです。ここに書いておりますけ

れども、専願率を高めるという意味では、平成

14年に育英会貸し付けで何とか授業料を心配し

ないで学校に行けるという環境を作ったつもり

でいましたが、専願率の推移を見ていただいて

も分かるように、14年度から全然上がらず、ほ

ぼ横ばい程度にしかなっていないというような

状況です。また23年のグラフを見ていただいて

分かりますように、ボリュームゾーンに手厚く

授業料支援補助金をやればかなり効いてくると

いうような、これはもう、明らかに数字が証明

していると考えております。ただこの授業料支

援補助金については、先ほど申しましたように、

今年度、3年間で一番ピークがありますが、今

年、来年がピークなのですが、だいたい217億

円の負担です。大阪府はかなり財政状況が悪い

中で、なぜこの授業料支援だけに単独予算を突

っ込むのかということで、われわれとしては石

を投げられると言ったら、冗談ですが、他のと

ころは予算を切りまくっていますので、ここだ

けなぜこんなに伸びているのかというような状

況です。かなり庁内から、庁内というのは財政

当局ですが、財政当局からは何とかできないの

かという投げかけを受けております。

ただこれは、平成23年から始めて27年度まで

やる、5年間は継続するという形でやってきて

おりますので、本日開催中の9月議会、この先

の府議会でも議論されていくのですが、少なく

とも平成26、27年の入学生が卒業するまで、平

成27、28、29年ですね、27年に入学した生徒さ

んについては卒業する29年まではこの制度を継

続するというのはこの9月議会で表明をしてお

ります。ただ、28年度の入学生からどうしてい

くのかというような問題が出ており、これにつ

いては経常費補助金とのバランスをどうするか

とか、あるいはキャップ制の問題をどうするか

というようなこと、あるいはこの年収800万円

までを対象としていますが、本当にここの数字

だけでいいのかというようなところを焦点にし

て、今後中高連さんにも話し合いをさせてもら

いながら、28年度以降の新たな制度設計をして

いきたいと考えております。こういうふうな状

況でございます。

どうもありがとうございます。
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「大阪の私学行政から見えてくるもの

― 私学の自主性と多様性はどうなるか？ ―」

大阪大学大学院人間科学研究科 教 授 小野田 正 利

１．はじめに

みなさん、おはようございます。

いま紹介いただきました、大阪大学大学院教

授の小野田と申します。初めて私を見られた方

は「お前、ほんまに阪大の先生か」と思ってい

る方が多いと思います。私みたいな「けったい

なおっさん」が阪大の教授になるという歴史間

違いも時として起こるわけです。今日はお招き

いただきましてどうもありがとうございます。

私は15年ほど前から、無理難題要求の増加、

あるいはモンスター・ペアレント（私はこの言

葉を使ってはいけない）と称されている難しく

なる保護者と教師との関係、別の言い方をすれ

ば適切で良い関係づくりなどを追究してきまし

たので、そういった方面で私存在をご存じの方

が多いかと思います。今回、私がなぜこの私学

経営部会で話を依頼されたかということになり

ますが、実は私はもともとの専門が教育に関す

る行政、制度、経営、法律なのです。もしかし

たら先生方も持っておられるかもしれません

が、学陽書房から出しています『教育小六法』

の編集委員を10年以上の長きにわたって務めて

おります。あまりにも違いがありすぎるので、

ときどき別人と思っている方もいらっしゃるの

ですが、実は同じ人物です。今日は、みなさん

方の私学の経営にとって、恐らくここ1年か2年

のうちに大きな激変が訪れるのではないか、そ

してどう考えていくべきかということを、これ

から話をさせていただきます。

さて、みなさんのお手元には、合計12ページに

わたる文章を書いた冊子があるかと思います。

これらはすべて文章の形にしています。私はレ

ジメを使いません。単語やキーワードの羅列で

はなく、きちんと文章にして自分の主張をお手

元に届けるというスタンスです。文章のかたち

で残す。これが責任の取り方だと私は思ってい

ます。

先ほど述べましたが、私は「イチャモン研究

（学校への無理難題要求の急増現象）」という

ものを中心にやってきましたが、そのもともと

の原点というのは日本の今の社会全体に広がる

鬱屈感や、いら立ち感、これがどこから来てい

るのかということの問いから始まりました。不

満感や不全感がいたるところに充満し、そのは

け口が本来のところにむかうのではなく、とり

あえず手っ取り早く目の前30㎝にいる「敵」を

叩く状況が急速に進みつつあることへの危機感

でした。目の前30㎝というのは、目の前にあり

ますし、すぐ見えますし、手を伸ばせば叩ける

のです。でもそれが本当の「敵」なのだろうか？
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もっと別のところに「本当の敵」がいるのに、

そこが見えないようになってしまっているので

はないか？そういった問題意識を持ち続けてき

ました。

今日は、大阪市の橋下市長（前・大阪府知事）

による改革の本質、それが私学行政へどうよう

な影響を与えているかということからはじめ、

同時に国策レベルを含めて、大阪の問題だけで

はないすさまじい改革も進行していますので、

その本質を私がどのように見ているかというお

話をさせていただきます。この場には、私学の

校長先生や理事長先生も多いと聞いておりま

す。一見すると私の話はかなり極端に映るかも

しれませんが、しかし決して間違ってはいない

と考えております。先生方の学校あるいは私学

の行く末とあわせて、冷静に考えていただけた

らと思っています。

以下は、最終ページ近くまでは、当日に配布

した発表原稿をそのまま載せています。

２．本日の報告の中心は

事態は刻々と動いているだけでなく、風雲急

を告げるような状況が起きています。当初、私

への依頼は「大阪の橋下教育改革のゆくえと私

学経営」ということでしたが、もはやそれに収

まりきらない問題が提起されています。一つめ

は、教育委員会制度「改革」によっては首長が

私学への多大の関心（場合によっては干渉）を

持ち始める可能性であり、二つめは、先週の（2

013年）10月18日に閣議決定された高校授業料

無償化の改変（910万円での区切りと「就学支

援金制度」への一本化）です。この二つはいま

だ行く末が確定しているわけではないのです

が、少なくともどのような可能性があるか、そ

れは私学が守ってきた「自主性と多様性」にど

のような影響を与えることになるかについて

は、私学の理事長や校長にとって、将来を見通

す必要がある課題と考えました。このため今回

の報告では、大きく次の三つに絞ります。①大

阪の橋下「改革」の本質は何か、②教育委員会

「改革」が私学行政に与える影響、③高校授業

料無償化「改変」が私学に何をもたらすか。

３．教育学研究者の私が見たこの数年の大阪（府

・市）の「教育改革」

「学校と保護者のトラブル」や「保護者対応」

あるいは「いい関係づくり」の研究をしている

私ですが、元々の専門は教育行政学・教育制度

学・教育法学ですので、この3年間の大阪・橋

下改革には多大の関心をもってきましたし、連

載原稿を書き続けている『月刊高校教育』（学

事出版）での「悲鳴をあげる学校～学校への要

望・苦情、そしてイチャモン」や『内外教育』

（時事通信社）での「普通の教師が生きる学校

～モンスター・ペアレント論を超えて」の中で、

幾度も批判的原稿を書き続けてきました。一方

で、学問研究としての学会の動きとしては、当

初はこの問題に対して「大阪の局地的問題」と

いう意識が強く、散発的な動きはあったものの、

基本的には「静観する」という傾向に留まって

いました。

ようやく昨年（2012年）頃から、これは注視

しなければいけないという雰囲気になり、私の

所属している日本教育学会や日本教育法学会、

日本教育行政学会、日本教育制度学会などでも、

学会の大会や研究紀要の特集として「大阪の『改

革』をどうとらえるか」がテーマになっていき

ました。大阪市民でもあり、大阪府民でもある

私からすれば「もっと早くから関心を持てよ！」

という思いでもありましたが。

その中で私の都合がついて、学会でのシンポ

ジウムでの発表を依頼されたのは、「首長主導

教育改革と教育委員会制度―大阪府・大阪市の

動向と全国的含意」（日本教育行政学会第47回

大会・公開シンポジウム、2012年10月27日・早

稲田大学）と「『大阪維新の会』体制下におけ

る教育改革の検討」（日本教育制度学会第20回

大会・課題別セッション、2012年11月18日・岡

山大学）でした。この中で私は「大阪の教育の

長期的崩壊」と「大阪府・市条例による教職員

と保護者・生徒間の関係構造の変容」を報告し

ました。後者は主として、今年（2013年）から
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本格実施に入った「授業アンケート」を批判的

に検討しています。

「①大阪の橋下「改革」の本質は何か」とい

うテーマに関わって、私がどのように考えてい

るかについて、それなりに簡潔にまとめたもの

が今年の学会紀要に掲載されましたので、それ

を以下のところで転載しておきます。なお、残

念ながらこれらの学会では「私学はどうなるの

か？」の議論は、まったく出ておりません（後

述しますが、今月（2013年10月13日）の日本教

育行政学会では私学の問題が取り上げられまし

た）。

●『日本教育行政学会年報』第39号（教育開発

研究所、2013年10月発行、171－174頁）

「大阪の教育の長期的崩壊――制度破壊のエク

スタシーと大阪を超えた問題へ」

小野田正利（大阪大学）

エクスタシーとルサンチマン

大阪・維新の会を立ち上げた橋下知事（現・

大阪市長）は、"口元チェック"で物議をかもし

た大阪版の「国旗国歌条例」を2011年6月に成

立させたのち、9月には「教育基本条例案」「職

員基本条例案」を提出し、11月のダブル選挙で

勝利を収め、その後矢継ぎ早に話題と物議をか

もしながら多くの施策を実行に移している。当

初の２条例案は、違法との批判も多くあったた

め、議員提出ではなく府市統合本部からの提案

という形で狡猾にお色直しをされ、2012年3月

23日に自民・公明も加わり、3条例という形で

成立した。これらについて「元の案と大きく変

わった」（陰山英男・府教育委員長、立命館大

学教授）と評価する声と「維新原案の趣旨を概

ね維持」（維新府議）と評価は分かれるが、後

者の見方が正鵠を得ている。それは橋下市長が

繰り返し好んで使っている「グレート・リセッ

ト」という用語に象徴され、かつ2012年8月31

日に出された総選挙用の「維新八策」を見れば、

至極当然のことになるからである。そこには統

治機構の改革だけでなく、公務員制度も教育行

政制度なども、すべて「ともかくひっくり返す」

ことが明言されている。

橋下市長特有の弁舌（既成政党と官僚批判、

公務員、教員、そして知識人を攻撃）を、私は

「破壊のエクスタシー（快感）」と名づけてき

た。そして社会に漂うルサンチマン（怨恨）が

糾合するかのように、それに拍手喝采をする多

くの人々がいるという事実も見ておく必要があ

る。まず自らは多数者側に身を置きながら「敵」

を明確に仕立てあげ、舌鋒鋭く槍玉にあげ叩き

続け、そこで「民意」を獲得したと自らを正当

化して「私だけが民意」を豪語し、次の敵をあ

ぶり出し続ける手法だ。マスコミの寵児という

よりもツイッターで発信し続けることで、

Look me ！を標榜するマスコミそのものにな

っていることが従来の政治家とは違うし、橋下

市長個人だけではなく周りには万をこえる多様

な思惑を持った人々が群がりはじめている。日

本維新の会を結成し共同代表になり、国会で第

３党にのしあがったいま、これは大阪だけの地

方問題ではなくなった。そして教育の領域だけ

を切り取っていく問題でもなくなった。「再構

築」を謳っているが、その果てに何があるのか、

橋下市長もよく分かっていないだろうが「あと

は平成の人たちに」とうそぶく姿に、私は空恐

ろしさを強く感じる。

ご都合主義と首長の教育支配

私は彼の政策手法を最初から「ご都合主義」

あるいは思いつき主義と捉えていた。議論の際

の手法としての詭弁術と、方向としてのご都合

主義がほぼ一貫して表れている。あれだけ盛ん

に原発再稼動反対を主張しながら、5月31日に

は限定再稼動容認となっていったこと、大阪湾

の埋立地に立つ高さ256メートルのＷＴＣを視

察し「ここからアジアが見える」と即断で購入

を決めたことなどに示されている。これらはい

ずれも将来にわたる大きな出来事と負債となっ

た。そして制度の問題なのか運用の問題なのか

を巧妙にすり替えていく。教育委員会制度はそ

の格好のターゲットとなった。自らが任命した

委員が多数の教育委員会を「クソ教委」とのの
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しり、こういった制度が悪いと一気に改変へと

もっていく。ついに今年（2013）6月5日に日本

維新の会は、教育委員会制度を廃止する地方自

治法改正案を提出している。

アドバルーンを極限まで掲げ、その後に世論

の反応を見ながらスルスルと適度なところまで

下ろしていく手法は、教育という人相手の営み

を考えてみても、このやり方には空恐ろしさを

覚える。それはすべてが橋下市長の胸三寸で決

まり、それが仮にプラスの意味を持っていたと

しても、温情として与えられたかたちをとる以

外の何ものでもないことになるからだ。

「子どもが笑う大阪を」をキャッチフレーズ

にして知事となった橋下市長は、2008年10月23

日に「大阪の高校生に笑顔をくださいの会」の

高校生らとの意見交換会で彼らが「私学助成を

減らさないで」と訴えたのに対し「公立に入る

よう頑張らなきゃ。国を変えるか、日本から出

るしかない。私学助成か削られたというが、ゼ

ロじゃない」との激しい言葉を浴びせる。その

後2009年の民主党政権が公立高校無償化を打ち

出したことに加えて、2011年度から私立高校の

授業料について、今度は逆に国の措置に上乗せ

する制度を作り、4人世帯で年収610万円未満は

無料で、800万円未満は年10万円の自己負担と

する形にして全国から注目された。しかし大阪

府独自の私学助成額は減り続けた。太田府知事

最後の2007年と橋下知事時代の最後の2011年の

4年間の比較では、約450億円も減少している。

その分がほぼ私立高校に回った形で、府独自の

負担は43億円にとどまっている。そしてこの措

置は2011年から5年間の措置だけで、その後見

直しすることが最初から決まっている。

「橋下市長の政治理念は新自由主義路線その

ものの貫徹にあるのではないか」とよく分析さ

れるが、私はそれを追認することはできない。

「ご都合主義」の一貫プログラムの中に、そう

いった新自由主義的路線が色濃くあると見るべ

きだろう。彼がよく使う言葉に「僕の価値観と

は違う」というのがある。これは個人の意見を

意味しているが「僕は選挙で選ばれた」を強調

することにより、それが多数の民意の表明でも

あると言う。教育行政学の観点からそれは「教

育行政基本条例」に見る教育委員会制度の軽視

とともに、教育に対する政治の全面的支配が形

成されたということにある。その立脚点となっ

たのが、教育基本法第17条に定める「教育振興

基本計画」であり、首長が教育目標を定める権

限を持つことが明確になった。教育法学者の市

川須美子氏（獨協大学教授）は、橋下「教育改

革」の基本的特徴として、①教育に対する政治

の全面的支配、②競争と市場万能の新自由主義

的な教育価値、③手法的特徴としての条例万能

主義を指摘してる（浦田一郎・白藤博之『橋下

ポピュリズムと民主主義』自治体研究社、2012）。

学校における教職員と児童・生徒、そして、

保護者の関係に関心を持っている私からすれ

ば、「府立学校条例」と「職員基本条例」に多

大な関心を持つ。前者は、3年連続して定員に

満たない高校は再編整備することや、公募校長

によるトップダウン式の学校経営のほかに、教

員の勤務評価が生徒や保護者からの授業評価と

連動し、それが後者の職員基本条例に対する縛

りと結び付いていることにある。

「大阪の教育の長期にわたる崩壊」の意味

最後に、大阪の教育がどうなっていくかの見

通しだが、既に学校現場の中で教職員が気分的

によどんだ暗い状態になっていることは明瞭

だ。ただ今すぐに、目に見えて激変している状

態ではない。だが恐らく２年後には相当に問題

となる事態が生じるだろう。それが衆目を集め

ることによって、一気になだれを打つように学

校の質の低下が始まり、歯止めが効かずに、弥

縫策のみを繰り返さざるを得ない深刻なことが

発生するように思う。それは第1に「評価・育

成システム」と併せて、公募校長の徹底的なマ

ネジメントの浸透による教職員のモチベーショ

ンと力量の低下であり、第2は保護者－教職員

の関係性が児童・生徒を媒介とした教育的対等

性ではなく、保護者優位へと突き進み、児童・

生徒－教職員関係も大きなねじれが起きるだろ
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う。

最初のスタートは、教員の逃散だ。学校の中

でキーパーソンとなりリーダーシップをとって

きた優れた能力を持っている教員たちの早期退

職に拍車が掛かり、他県の採用試験を受け始め

る。教員を目指す優秀な若者が大阪の学校への

就職を躊躇する。すでに私の勤務する大阪大学

の新規学卒者の教員就職のデータをとってみる

と、明らかに大阪の公立校を忌避する傾向が出

始めた。若い教員が大阪への就職を拒否→非常

勤講師の多用による学校や教委の大混乱（自転

車操業どころか"その日暮らし"的学校運営）→

現職教員のモチベーションも低下→[条例等に

よる圧制]→アイデンティティの喪失から早期

離職→深刻な教員不足→余儀なくされる教員採

用基準の大幅な低下（質の保障より量）→[更

なる給与の切り下げ]→優秀な教員の確保は絶

望的→保護者や子どものいらだちは学校へ（学

力の低下）→教員のなり手がさらに激減、とい

う悪循環が始まったといっても過言ではないよ

うに思う。

ここまでが私の学会論文の原稿ですが、参考

のために○大学卒業（修了）学生の新規学卒者

で学校教員就職者の推移を調査検討したデータ

を、末尾に載せておきます。

４．今回の教育委員会制度「改革」が私学に与

える影響

（１）私学の自主性は、首長(知事)の関心の外

にあったから守られてきたものなのか？

2週間前の10月13日に京都大学で日本教育行

政学会第48回大会が開かれ、そこでは課題研究

「地方教育行政の所管主体の複数性―首長主導

教育改革をふまえて」が取り上げられました。

報告は三本で、「首長権限と公立大学行政の変

容」（光本滋・北海道大学）、「就学前教育・保

育行政における首長及び首長部局のかかわり方

―実態と動向」（伊藤良高・熊本学園大学）、そ

して「地方自治体における私学行政の所管主体

に関する歴史的経緯とその意義」（松坂浩史・

文部科学省）です。この企画も昨年の大阪の改

革動向をふまえて、「首長による権限強化」（※

首長による教育行政の take over（乗っ取り））

をどのように検討するかということの続きでも

ありました。数年以来ですが、ここでようやく

私学問題が取り上げられました。

松坂浩史氏は『逐条解説 私立学校法』（学

校経理研究会、2010年、700頁）を出すなど、

学者肌の官僚です。彼の報告の趣旨は「地方教

育行政においては、公立学校の場合、小・中学

校については市町村の教育委員会が、高等学校

及び特別支援学校については都道府県の教育委

員会が所管することとされている。一方、私立

学校については高等学校以下の諸学校は、その

学校種を問わず都道府県知事が所管主体となっ

ている。なぜ、地方自治体における教育行政の

所管主体が、公立学校と私立学校で異なるのか、

その歴史的な背景・経緯を検証するとともに、

現在の都道府県知事部局における私学行政の現

状をみることにより、教育委員会と都道府県知

事が行う教育行政の差異について検討する」と

いうものでした。

私自身も教育行政学を研究してきましたので

若干解説的に語れば、戦後教育改革の時点で、

教育刷新委員会の第四委員会での議論（教育委

員会で私学も包括的に管理するか、それとも別

にするか）から、やがて私学は別に「私学行政

機関」を設立する方向が検討されたものの、そ

れの実現は難しく、結局は私立学校法（1949年、

昭和24年）を制定していくことになり、都道府

県知事が所管し、その下に諮問機関として「私

立学校審議会」が置かれるという経緯になって

いきます。

以下は、松坂氏の報告からの引用です。

《当初、教育行政から内務省（及び地方におい

て内務省の強い監督下にあるとみられる都道府

県知事）の影響を排除しなければならないとい

う考えがあったにも関わらず、結果として教育

委員会に所管されるよりは、知事に所管される

ことを選択することになった。これには、終戦
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直後（すなわち教育刷新委員会発足直後）にお

いては、従前の官選知事の記憶も鮮明であり、

教育行政への内務省からの干渉に対する反感も

いまだ残っていたことから、教育行政全体の自

主独立が強く希望されていたものが、次第に内

務省の記憶も薄れ（内務省の廃止は昭和22年12

月31日）、選挙による知事が就任する一方、教

育委員会においては教職員団体を動員した選挙

活動などが活発となるなど次第に党派性を帯び

てきたことがあり、私学関係者としては、教育

委員会による私学教育への干渉を避けようとし

たものと考えられる。都道府県知事の所管とし

たのも、私学の自主性を尊重する観点から都道

府県知事が所管することになったというより

は、行政制度の法的制約からやむを得ず知事と

したものにすぎない。》

私自身も編集者になっている『教育小六法』

（学陽書房、毎年度版）では、以下のように法

令解説をしています（項目執筆者は成嶋隆・新

潟大学大学院教授）。

《私立学校編 私立学校の自由は、教育の自由

の重要な一環であり、憲法上は23条（学問の自

由）や13条（幸福追求権）などにより根拠づけ

られる。したがって今日の私学には、戦前のよ

うな国家主義的統制から解放された自主的な教

育活動が保障されなければならない。他方、現

行教育法制にあっては私立学校も国公立学校と

ともに「公の性質」(旧教育基本法６条、新教

育基本法6・8条)を有しており、国民の教育要

求に応える公共的な使命を担っている。こうし

た私立学校の「自主性」と「公共性」という二

つの原理を調整し、戦後私学行政の基本的枠組

みを定めたのが「私立学校法」（昭和24年）で

ある。

同法は、独自な校風と建学の精神に基づく自

由な私学教育の展開を保障し、かつ私学の公共

性を高めるため、①私立学校審議会など私立学

校の特性に鑑みた教育行政組織を確立し、②私

立学校の経営主体たる学校法人の設立・管理・

運営につき公共性の観点からさまざまな規定を

設け、および③私学の公共性を根拠としてこれ

に対する公費助成を可能とした（以下、略）。》

（2013年度版、23頁）

さてその後、この状態が長く続く中で、結果

的には都道府県知事は、独立した行政委員会（執

行機関）としての教育委員会との関係性に関心

とともに関与（干渉）する傾向が、その時々に

うかがわれる事態が進むが、私学については「私

学助成」についての関心はあるものの、基本的

に私学の独自性に委ねる傾向がほとんどだった

ように思います。

松坂氏は「都道府県知事部局における私学行

政事務組織の現状と課題」で現状を次のように

概説しました。

《平成25年度の全国47都道府県の私学行政組織

は、教育庁において私学行政事務を行う秋田県

及び幼稚園についてのみ教育委員会で事務を行

う高知県を除き、すべて都道府県の知事部局に

置かれている。例えば、三重県では環境生活部

に課長以下7名体制の私学課が置かれているが、

教育委員会事務局（社会教育・文化財保護課を

除く）の290名体制と比較してみると、所管す

る学校数が少ないとはいえ、かなり小規模であ

る。

業務面においても、都道府県における私学行

政は、設置認可と調査、私学助成に関する業務

が大半であり、教育委員会事務局が公立学校に

対して行っている様々な業務を都道府県知事部

局が行っているわけではない。これは、公立学

校において、設置者である都道府県や市町村の

教育委員会が学校に関する事務を全体として行

う一方、私立学校にあっては、その設置者であ

る学校法人（私立学校と事実上一体である場合

もある）がこれらの機能を担っており、都道府

県知事は、その学校法人を包括的に所管するに

過ぎない。すなわち、公立学校と教育委員会の

関係と私立学校と知事の関係を並列的にみるこ

とは適当ではない。換言すれば、公立学校に対

して教育委員会が行う業務は、所管主体として

行うものと設置者として行うものの和であり、

私立学校に対して知事が行う業務は所管主体と

して行う業務に限定されている。》(下線は小野
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田による)

ご存知のように「学校教育法」5条には「学

校の設置者は、その設置する学校を管理し、法

令に特別の定のある場合を除いては、その学校

の経費を負担する」という「設置者管理・負担

主義」が規定されています。そして私学は設置

と所管が異なることで、法制上も事実上も「自

主性」が保障されることになり、同時に子ども

が教育を受ける機関の「多様性」が必要という

観点からも、その存在が尊重されてきたことに

あるのです。

（２）教育委員会制度「改革」は、私学にとっ

て「対岸の火事」ではない

松坂氏は最後の「まとめ」で次のように示し

ました。

《地方教育行政の所管主体については、（※知

事と教育委員会という）二元的行政制度の観点

から、制度発足直後の昭和25年の時点から議論

が展開され、現在まで繰り返し議題に挙げられ

ている。その中では教育委員会に地方教育行政

を一元化しようという提案と、専ら私学側から

の反対という構図が見て取れる。これには、先

に示したような、教育委員会と知事が学校に対

して行う業務が、一元化によって変化するので

はないかという意識を背景としている。

その一方で、現在、地方教育行政が抱える問

題は多様かつ複雑化しており、これらに適切に

対応するためには、都道府県における私学行政

組織の人員が十分であるとはいいがたい。》（※

と下線は小野田による）

ここから先は、私の理解で話を進めましょう。

結論から言えば、いま議論されて来年には成立

するかもしれない教育委員会の改変は、私学行

政や経営に大きな影響を及ぼすことが必死と思

いますが、私学関係者は依然として、それは公

立学校だけの問題というように「対岸の火事」

と思っておられませんか、ということです。「胸

元に切っ先」が突きつけられていく事態が早晩

起きると思います。しかし私学連合会などの動

きが見えないのですが、それで大丈夫ですか、

という問題提起です。

本日の講演の２週間前の10月10日(金)に、教

育委員会制度の見直しを進めてきた中央教育審

議会は「中間まとめ」を発表し、Ａ案＝執行機

関を首長とし、教育長はその補助機関化し、教

育委員会は首長の付属機関する案と、Ｂ案＝教

育委員会は現行の執行機関のままだが、教育長

の権限を強化し、合議制の教育委員会の審議決

定事項を限定的にする、という２案が提示され

ました。そしてＡ案が「最も抜本的な改革案」

と強調します。

こののち12月までに最終答申をまとめ、下村

文部科学大臣および安倍内閣は来年の通常国会

に改正法案を提出する運びになっています。当

面は「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律」（地方教育行政法）を中心として、地方自

治法、文部科学省設置法、そして教育公務員特

例法が改正の対象になりますが、それは同時に

学校教育法にも手が付けられることになるでし

ょう。Ａ案の場合はドラスティクに地方教育行

政法の廃止を含めた改革が、Ｂ案の場合はかな

りの条文規定改正へと進むでしょう。

仮にＡ案の首長が執行機関となった場合は、直

ちにではないにしろ、やがて「私立学校法をど

うするか」という問題に直結します。なにしろ、

教育行政は水道局や交通局と同じように首長

（都道府県では知事）のもとの一行政部門に過

ぎなくなります。それを「教育局」としましょ

う。教育局は公立学校の設置と所管をするだけ

ではなく、私学の「所管」業務のあり方に手を

つけざるをえなくなるでしょう。これに加えて、

大阪の橋下徹市長(前知事)のように教育への多

大の関心を持つ首長（最近では川勝静岡県知事

も）が出現すれば、公立だけでなく私学を含め

たその都道府県内のすべての学校（教育）施策

を選挙公約に掲げていくことは必至です。

別の言い方をすれば次のようになります。地方

教育行政法があり、教育委員会制度があったか

らこそ知事の政治的関心は、教育委員会をチェ

ックアンドバランスでどのようにコントロール

するかにありました。私学に関心を持ってはい
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ましたが、専らの関心は教委の方に向けられて

いたということです。しかし、Ａ案によって行

政委員会（独立した執行機関）としての教育委

員会がなくなり、知事自らが支配下に置くこと

のできる一部局になった場合には、次はいやが

おうでも私学との「二元的統治構造の改革（一

元化）」へと進まざるをえなくなるということ

です。知事部局内に置かれていた「私学課」の

位置と組織も権限も変化することが自明です

し、それはとりもなおさず「私立学校法」の大

規模改正が俎上に乗せられるということです。

「首長が私学により一層の関心・干渉を考える」

ことは、教育委員会に対しての「首長による乗

っ取り」と同じようなことになっていくだろう

ということです。

仮に、私立学校法の改正まではないとしても、

強権的に大見得を切る知事の場合は、確実に波

紋が私学に及びます。ましてや地方分権が一つ

の流れになっている場合は「地方の判断」であ

り「民意の反映としての知事の意思」というこ

とになっていきます。

私は「１」の「ご都合主義と首長の教育支配」

（2頁）のところで、橋下改革を次のように評

しました。《アドバルーンを極限まで掲げ、そ

の後に世論の反応を見ながらスルスルと適度な

ところまで下ろしていく手法は、教育という人

相手の営みを考えてみても、このやり方には空

恐ろしさを覚える。それは、すべてが橋下市長

の胸三寸で決まり、それが仮にプラスの意味を

持っていたとしても、温情として与えられたか

たちをとる以外の何ものでもないことになるか

らだ。》つまり私学の自主性と多様性は、法制

度によって保障されたものではなく、その時々

の知事の胸三寸による温情によるものという、

極めて不安定なものとなっていくことです。

私学に不祥事があった場合に、知事が「所管

主体」として介入・コントロールするだけでな

く、恒常的にも介入・統制したがることは容易

に推察されます。私学助成といった形で、公金

を支出している以上、相応の「所管権限には服

してもらう」論理は、いまでもあるわけです。

すでに公立校は、えげつないことに「管理」か

ら「競争」へとシフトしています。

さて、もう一つ付け加えれば、先週の10月17

日に発表された「道徳の教科化」がどのような

影響を私学に与えるかということもあります。

「道徳教育の充実に関する懇談会」は「特別な

教科」として道徳を新設し、学習指導要領の一

部改正をおこない、2015年度から実施に入るだ

ろうという動きです。ご存知のように学校教育

法施行規則では第50条第2項において「私立学

校の教育課程を編成する場合は、前項の規定に

かかわらず、宗教を加えることができる。この

場合においては、宗教をもって前項の道徳に代

えることができる」という規定も見直しの対象

になるだろうと思わざるをえません。それは宗

教を廃止するのではなく、私学においても「教

科としての道徳をやれ」それに加えるなら「宗

教をやってもいい」という文言に切り替わるで

しょう。「教科でない」からこそ、私学はお目

こぼしをされてきましたが、教科になるという

ことはそれだけ教育課程編成での重みを増すこ

とになります。法律ではないため文部科学省令

改正で、あっという間にできることです。

さらに言えば、いま動きがとまっていますが、

学校教育法第1条を改正して、ホームスクーリ

ングを認めるとか、フリースクールを1条校に

するという動きも、当然、私学行政に影響を与

えるでしょう。

この間の教育委員会制度改革の議論を見てい

て、私は腹が立っています。丁寧な議論をすっ

とばして「為にする議論」が先行していること、

学校が負うべき教育責任と、教育委員会が負う

べき教育行政責任は区別されるべきなのに、そ

の混同が巧妙に使い分けられていることにも問

題があります。他の論文でいくつも書いてきま

したが、ここではその披瀝はやめておきます。

学校教育だけでなく、教育委員会は社会教育も

文化財を含めた、人間の内面形成という、人間

の自由と尊厳と関わっているものだからこそ、

できるだけ権力の直接的影響が及ばない装置を

作っておくことが大事なのです。私は、独立し
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た行政委員会としての教育委員会は、制度上の

問題はほとんどなく、むしろ委員会事務局を中

心とした運営のあり方を改善すべきものと、強

く思っています。

５．高校の授業料無償化の「改変」

（１）政府による高校授業料無償化「改正」法

案

10月18日の閣議で、高校授業料無償化制度に

所得制限を設けることを決定し、臨時国会で改

正法を成立させ、来年度（平成26年度）から実

施する準備に入ったことは、ご存知のことと思

います。現行の「公立高等学校に係る授業料の

不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関す

る法律」（平成22年）は全面「改正」されるこ

とになりました。この「改正」では、①「経済

的負担を軽減する必要があるとは認められない

者」には、高校授業料負担分を支給せず、所得

制限を設けること。政令ではその年収基準額を

910万円と定める（この制度は平成26年度入学

者に適用され、2・3年生は現行制度を継続、※

授業料徴収対象者は約79万人(22％)と予測）、

②公立高校の授業料について、現在の徴収しな

い方式から、授業料相当分を、私立学校と同じ

ように「就学支援金」として支払う方式に改め

ることになっています。

ここまでは法改正によりますが、③一方で、

従来の地方負担分（無償化以前に授業料減免の

ために都道府県が負担していた交付金総額の1

1.5％に相当する年約305億円は差し引かれてい

て、この分は地方の負担となっていた）などを

国庫負担とするほか、高額所得家庭生徒への授

業料徴収によって捻出される財源の一部を、低

所得者向けの給付型奨学金や私学通学者への手

当てを拡充する、という目論みの制度設計は、

年末の予算編成段階で財務省との厳しい折衝に

よって決まるものであり、極めて流動的なもの

です。

教育費の無償化は世界の流れとなる中、日本

政府（とマダガスカルだけ）は、34年間も留保

してきた国際人権規約 「中等・高等教育の無

償教育の漸進的導入」の条項を承認（留保撤回

は昨年の9月）したばかりであり、教育制度学

研究の立場からみてもこの「改正」は、政権が

変化したとはいえ「朝令暮改」のそしりは免れ

ないと考えます。見方を変えれば高校授業料無

償化を「わずか4年で廃止した」わけですから。

特に当時、この法律に反対したのは自民党・改

革クラブのみであり、公明党は賛成に回ってい

ました。

加えて、8割近い多くの高校生が依然として

無償の恩恵にあずかるものの、先の所得制限

910万円は政令改正により、下げていくことが

いくらでも可能になります。仮にそれが平均年

収650万円以下ということになれば、半数以上

の生徒が授業料負担となり、400万円というこ

とになれば8割近くに及びます。政令による基

準設定のフリーハンドは「高校無償化のゆらぎ

＝定まらない制度」になっていき、それはとり

もなおさず授業料収入を含めた私学経営の見通

しの不安定化（その時々の政策に翻弄される）

につながるでしょう。

（２）大阪の「上乗せ」措置の桎梏（しっこく）

橋下大阪市長（当時、府知事）が2011年度（平

成23年）から始めた私立高校の授業料徴収につ

いて、4人世帯で年収610万円未満は無料で、

800万円未満は年10万円の自己負担とする形は、

当初は全国から注目されました（2010年度(平

成22年)には、年収350万円までの家庭に私学学

費無償化の措置がとられました）。確かにこの

制度は、大阪の私学に進学する高校生の増加に

つながっていき、同時に中途退学率にも歯止め

がかかりました。

とはいえ大阪の場合は、私学への支援の上限

である標準授業料58万円を超える部分は、保護

者に負担を求めないことになっているため、そ

れ以上の収入が見込めないことになり、私学経

営を圧迫する事態が続いています。特に中学校

を持つ高校はもともと中高一貫教育の下で一体

的に運営されてきたため、私立中学校への経常
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費のカットにより、困難さを抱えています。公

立に比べて私立中学の長い授業時間の維持が難

しくなり、質の低下によって多数の私立中学希

望者が近隣府県の中高一貫校に流出する（中学

校で大阪府を出て行った場合は、高校でも戻っ

てはこない）危惧を、大阪私立中学校高等学校

連合会は抱いています。

同時期に京都府でも、同じく所得制限付きの

私立高校無償化措置がとられ始めました。年収

500万円までは無償ですが、先の標準授業料は

65万円に設定され、各学校で定める授業料との

格差は保護者負担として徴収することが許され

る制度設計になっています。隣県だからこそ、

余計にこの差異がうらめしくなります。2010年

の当初、大阪府の関係者は「そんな規制のある

ような助成はいらん」と乗らずに一定の高所得

者の生徒を中心とした「ブランド校」と、助成

を受けるその他の高校群に二分されると予測し

ていたようですが、実際には96校中1校を除い

て、この制度に乗っていきました。

そしていま、大阪の私立高校にとって、この

制度のもう一つの悩ましさは「いつまでこの措

置が続くのか？」ということにあります。高校

1年に入学した生徒が、1年・2年までは恩恵が

受けられるが、3年生時には廃止されたためい

きなり授業料を払わなければいけないことによ

る混乱です。制度は続いてこそ制度なのですが、

ご都合主義で生まれ、それが短期間で変化する

のは、その時の政治家による「温情」になって

しまいます（教育行政基本条例や職員基本条例

ではなく、条例制定という方法をここにこそ取

るべきだったと私は思う）。ごく微量ですが、

私学への専願率は、19.8％（平成22年）、25.9

％（平成23年）、25.7％（平成24年）と25％台

をピークに、24.6％（平成25年）と下がってい

ます（邪推かもしれませんが、留年するリスク

も考えられての行動もあるかもしれません）。

そして来年4月（平成26年、2014年）入学者は、

当初の予定でいけば、2年生までは無償措置の

恩恵に浴することになるのですが、3年生では

適用外になってしまいます。

大阪府の松井一郎知事は、9月4日の定例記者

会見で、当初の平成27年度（2015年）をもって

終わるこの措置を、平成28年度（2016年）以降

も継続していく検討を開始したと述べました。

記者会見内容は「（平成27年度入学生に対して）

3年間保証します。まあでも、それは僕が今、

目標というか僕の考えで、今、部局でそれをや

るための用意を備えてくれという指示をしたと

いうのが、今の状況です」となっています。た

だおそらく平成28年度あるいは29年度までは延

長することが決められたとしても、その後は「要

検討」ということになります。

「蛇の生殺し」という言葉がありますよね。

物事を中途半端の状態にして、決着をつけない

ことのたとえですが、その先の道がどうなって

いるかが見通せない（さながら上り坂を車で走

る場合、前方が見えずに空ばかり見えている状

態。本当に道はあるのかどうか）不安のただ中

に置かれ、経営が不安定化する深刻さが続くこ

とは、経営者にとってだけでなく、生徒にとっ

ても保護者にとっても教職員にとってもよくな

い事態でしょう。

６．公設民営の国際バカロレア高校設置、公立

校の民間開放の構想と私学助成

最後に、大阪市（教委）の最近の動きについ

て触れておきましょう。これもまた私学のあり

方、あるいは私学助成の変容に大きく関係する

と考えられるからです。

大阪市教委は、いま公立学校運営への民間へ

の開放（民間委託方式による学校の公設民営等）

の提案をおこなっており、先週の10月17日から

11月6日まで、そのマーケット・サウンディン

グ（市場調査）を実施しています。安倍内閣の

経済再生に向けた第三の矢「国家再興戦略」の

「国家戦略特区」の提案募集に対して、公立学

校での多様な教育を提供する観点から、①国際

バカロレアの認定を受ける公設民営学校の設置

について、②公立学校運営の民間への開放につ

いて（中高一貫校新設）、③公立学校運営の民

間への開放について（既存の小・中学校で実施）
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を構想し、それらの実施の検討を進めるための

材料にしようというものです。

この場合に国に求める措置として、「学校教

育法」第5条の設置者管理主義を改正すること、

公設民営学校の教職員人件費の財源確保のため

に「義務教育費国庫負担法」第2条と「市町村

立学校職員給与負担法」第1条をこれらの学校

に適用させること、そして公設民営学校の教職

員定数を地方交付税に算定するために地方交付

税法第12条をこれらの学校に適用させることを

目論んでいます。

仮にこの特区申請が認められ、学校教育法改

正へと突き進んだ場合、既存の皆さん方の私学

はどのようになっていくでしょうか？ 私学の

法人として、これらの公設民営学校に参入する

選択をするところもあるでしょうが、ほとんど

多くは教育とはさほど関係のない株式会社（Ｎ

ＰＯも部分的にはあるかもしれない）が、その

受け皿となっていくでしょう。公立学校、既存

の私立学校、そしてこの公設民営学校の三者間

のラットレース（がむしゃらな生存競争）が始

まることは明確です。

しかもこの公設民営学校は、お上丸がかえで

学校が設置され、そのランニングコストは同じ

くお上丸抱えです。既存の私学が私学助成金額

の増減にあくせくしているにも関わらず、この

公設民営学校は、第2の私学として一定の地位

を占めるということになります。もちろん、こ

の公設民営学校がどのような教育課程上の制約

を受けるのか受けないのか、管理上の経営方法

がどこまで許されるかについては、まだ不明確

ですが。これらによって、私学助成のあり方（私

立学校法も私立学校振興助成法）も、当然に見

直しに入っていくことが予想されます。大阪市

では5年後の開設を目指すとしていますが、ア

メリカでのチャーター・スクールとも、これは

違うように思います。

そしてこのような動きは、けっして大阪だけ

にとどまらず、全国のいたるところで起き始め

ることになるだろうということも、分かってい

ただけると思います。

７．おわりに

いま、ほんとうにわが国の教育界は、未曾有

の大改革の嵐が吹き荒れています。それは教育

の論理ではなく「社会の風景も変える」ことを

ねらうものですし、それが国家戦略特区構想な

のです。おそらくあっという間にバタバタと、

国のレベルでも都道府県や市のレベルでもいろ

いろなことが起こるでしょう。いま子どもたち、

親御さんたち、そして先生がたの胸元に切っ先

が突きつけられているのです。この状況をキチ

ッと見ていただきたいということです。

逆に言うと、声を上げませんかということで

す。だって声を上げていかないと、本当にどう

なるのかわからないというところまで来てしま

ったのです。岐路に立っているのです。繰り返

し言います。対岸の火事ではもう済まないとこ

ろまできました。早いか遅いかの違いで、必ず

私学に対する大改革が来るという状況です。こ

のときに、私学が私学として、私が冒頭で申し

あげた「自主性と多様性と公共性」、これをど

ういうかたちで保持できるかどうか。このこと

が私は大事だと思うのです。一つに一元化され

るというようなかたちのやり方では、多様な人

は育たないと思います。いろいろな多様な機関

が存在し、そこで学んだ者が社会に出て行き、

いろいろな人と交じりあいながら生きていくと

いうことの大事さがあります。10年先も、20年

先も、それをどう確保することができるか――

そのことが問われているように思います。

暗い話になってすいません。しかし、いま何

が起きようとしているかに関心を持つだけでな

く、私学の理事長や校長が、タイムリーにきち

んとした行動や要請をしていかなければ、事態

はあっという間に変化してしまう分岐点にさし

かっていることはきちんとお話すべきと思いま

した。私学の自主性と多様性の行く末を案じつ

つ。ありがとうございました。

※「国家戦略特別区域法」は、大きな争点とな

った特定秘密保護法の陰に隠れるようにして、
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2013年12月に成立し、12月13日に施行された。

そして内閣府は、この実施の司令塔となる「国

家戦略特区諮問会議」（安倍晋三首相）を発足

させ、竹中平蔵慶大教授らの民間議員も選出さ

れ、この2014年3月には、その概略が発表され

る段階まできた（2014年2月10日加筆）。
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「大阪の私学を取り巻く現状と課題」
大阪府私立学校審議会 委 員

大阪私立中学校高等学校連合会 副会長

興國高等学校 理事長・校 長 草 島 葉 子

＜報告テーマ＞

1.「公私の切磋琢磨を促す」競争条件の整備

・大阪府の私学無償化の経緯

・大阪府の高等学校への施策

・公私収容比率の撤廃

・公私の切磋琢磨事業

・高等学校の公私の入学状況と私学専願率

の推移

2. 私学無償化（セーフティネット）の影～私

学運営の平準化を危惧する～

・経常費補助金の状況

・58万円超過部分の授業料負担

・キャップ制による学校負担

・高校授業料の改定状況

・条件付き経常費補助金の調整配分

・人件費抑制の状況

・私立中学校の経営環境の悪化

3. 急速に進む公立の特色化とその弊害

・公立の特色教育の拡充

・進学指導特色校

・公立の専門学科・コース設置状況

・グローバル科・デュアル総合学科の設置

・エンパワメントスクールの設置

・公立高校の入試選抜の改定

4. 今後の課題

5. 生き残りをかけた私学の運営

競争力と自らの哲学を全うするバランス

＜要約＞

私が今回の事例報告において伝えたいこと

は、小野田教授の講演に対する裏付けである。

「公私の切磋琢磨を促す」という大阪の教育改

革がいったいどのようなものであったのか、ま

ずはその流れを見ていく。そもそもの始まりは、

橋下徹という知事の登場である。当初、私学関

係者にとって、橋下徹という人物がどのような

人物であるかが分からなかったが、大阪府民は

橋下氏のことを「男前、若い、清潔感がある」

というイメージや目新しさから、この人なら大

阪の政治を任せられると捉え、府知事として選

んだのである。

この誕生した橋下府知事に対して、私が最も

驚いたのは、私学振興大会においてしぶしぶ出

席した橋下氏の述べた言葉である。それは「7

人の子どもがいるが、誰一人として私学に入学

させるつもりはない」と述べたことである。こ

の橋下氏の発言に対し、その大会に参加してい

た私学の保護者が「私学は金持ちだけが通う所

ではない」と反論したところ、橋下氏は「7人

中1人ぐらいは私学に入学させても良い」と意
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見を変えた。これこそが、小野田教授が講演で

述べたように、橋下氏の戦術であると言える。

つまり、橋下氏は敵を極限まで攻撃し、その後

は周囲の反応を見ながらタイミングを図って民

意を味方につけるという独特の戦術である。そ

うした橋下氏による戦術によって、私学に対す

る経常費補助金が高校で10％、中学においては

25％もカットされたのである。私学にとっては

厳しい措置であったが、橋下氏はこのような措

置をする一方で私学に対して援助も行うといっ

て、授業料の支援金という方法を打ち出してく

る。このような支援金を打ち出したきっかけは、

大阪の公立の生徒退学率が全国 No.1など厳し

い現状があり、政治家としてこれを何とかしよ

うと考えたからであろう。そこで、実際に考え

られたものは、平成21年に発表された「高校就

学セーフティネット方策」というものである。

この方策には私学に対して学費を55万円（現在

58万円）までに抑えよという制約があり、大阪

の私学のほとんどがこの方策にしぶしぶ従うこ

とになったのである。これに対し、小野田教授

は、なぜ私学はこの方策に従ったのか、全国の

私学が不思議に思っていると先程の講演で述べ

られていたが、実は、行政からもしもこの方策

に従わなければ経常費補助を打ち切ると脅され

ていたためしぶしぶ従わざるを得なかったとい

う真相があったのだ。私はこれを踏絵だと捉え

ている。この踏絵に対し、大阪の私学は経常費

補助の打ち切りが怖いからしぶしぶ従ったので

はなく、子ども達を守るために色々な調整をし

ながら方策に従って前へ前へと進んできたとい

うのが実情である。実際、条件付き経常費補助

金の調整配分というものもある。これは、学校

評価や財務情報をホームページに公表しなけれ

ば補助金が減額になるなどの措置である。

また、私学側の調整の間にも色々な制度の導

入があったが、平成23年には現在行われている

授業料支援補助金制度が始まったのである。し

かし、この制度には条件があったのである。そ

れは5年間の補助という条件である。また、こ

の条件付きこそが橋下氏の手法であった。制度

の結果がどうなるか分からないので、念のため

に条件をつけておくという手法である。もちろ

ん、この授業料の補助金はありがたい制度では

あるが、やはりこの制度に対して私学側として

は不満がある。

次に、公私収容比率7：3の撤廃についてだが、

この比率はそもそも、子どもの急増期に収容限

界を超えた公立が私学に対して要望した比率で

ある。公立の要望に対し、当時、私学側は無理

をして受け入れたわけであるが、この歴史的背

景を橋下氏は全く考慮せず、むしろこの制度そ

のものがカルテルであると弾劾、牽制し、結局

7：3が撤廃されることになったのである。また、

撤廃の際には、撤廃をすることで私学側の努力

によっては7:3が6:4になるなど私たちも大きな

期待を寄せた。そして、実際の結果、私学側の

入学者が多くなるという結果になったことも事

実である。

公私の切磋琢磨事業についてだが、これは公

立と私学を対等に競争させるというものである

が、私はこれが間違っていると考えている。な

ぜなら、公立は公費をつぎこむことができるが、

一方で私学は補助金がカットされている現状が

あるからである。実際、事業の一つに TOEFL

iBT テストの導入があるが、このテストの導入

には特別な対策が必要であるため、資金のない

私学は実施することができず、逆にさらなる補

助金を得なけらばならないという現状があり、

決して対等な競争ではないと分かる。他にも学

校経営推進費（がんばる学校支援）においては、

例えば進学率において明らかな結果を出せば補

助金を出すという制度であるが、この制度では、

元々全く成果のない学校が少しの努力で成果を

出すだけで推進したと認められるが、一方で、

元々成果のある学校は同じ少しの努力でも成果

は出ず、よって補助金が認められないという矛

盾が生じるのである。このようにプロセスを重

んじず、結果主義、データ主義を重んじている

のが特徴である。

続いて、専願率の推移についてであるが、徐

々に専願率が下がっている現状がある。これは



- 86 -

授業料の補助金が本当に継続されるのか分から

ず、また、育英会の援助の予約も早く、三者懇

談も早いため、今年度の専願率がどうなるのか、

また、専願率が25％を切れば今後どうなってい

くのか、私は非常に不安に感じている。

さて、2つ目の項目である私学無償化（セー

フティネット）の影～私学運営の平準化を危惧

する～であるが、やはり公立と私学はフェアな

戦いができているとは言えないのではないかと

考える。なぜなら、やはり公費投入でどんどん

新しいことのできる公立と、授業料58万円とい

う上限を設けられて何もできない私学という現

状があるからである。そもそも私学では授業料

の値上げをして、新たな特色ある教育を行いた

くても、たとえ58万円以内の値上げであっても、

値上げそのものが許可されない。事実、授業料

の値上げを行なっている学校は平成23年以降、

激減しているが、一方で橋下氏はマスコミを利

用して、民意を操り、授業の値上げを行う私学

に対しては悪者であると私学叩きをしてくるの

である。私学は赤字ではなくなったから橋下氏

の政策は成功だと考えている方もいるが、決し

てそのようなことはない。赤字にも関わらず、

授業料の値上げを許可されない。さらには給与

も上げれない、人件費を減らして教員の持ち時

間を増やす、質の良い教員を確保しようとして

もそもそも橋下政策のせいで大阪には集まって

こないなど、私学は相当の経営の努力を強いら

れているのである。それでも大阪では、58万円

を超える授業料は学校側に負担をさせているの

である。そして、補助金をカットされ、ますま

す法人には負担が増加している。学校法人に対

する経常費の補助金と、授業料の補助金制度は

根本的に別のものであるが、このような学校法

人の負担の増加にも関わらず、橋下氏は経常費

と授業料の補助金を同じものだと捉えている。

学校法人を守れずして、どうして子ども達の教

育を守っていけるのか、教育の質を担保できる

のかと私は考えるが、橋下氏はそれを理解でき

ないようである。橋下氏にとっては府民が喜び、

票につながればそれで良い。そうすればこの政

策は成功だと考える。橋下氏には明確な理論が

ないのだと私は考えている。

こうした状況の中、特に私立中学校における

経営の悪化が顕著である。それは、経済的な原

因だけではなく、進学指導特色校など公立高校

の多様化があると考えられる。中学の3年間を

地元の公立で我慢すれば、高校からは良い公立

高校を選べると保護者が考えているのである。

そこで、3つ目の急速に進む公立の特色化と

その弊害についてだが、進学指導特色校という

ものができたが、この学校に対して公費をどん

どんつぎ込んで生徒を集めている。しかし、一

方でそれに対応できるだけの教員が不足してお

り、私学から呼んできたという事例もある。ま

た、勉強ばかりをする生徒を育てることにもつ

ながり、これは日本の国家に果たして良いのか

と私は考えている。よって、この進学指導特色

校が今後どうなっていくかは私学にとって注目

すべき点であるが、やはり私学にとっては専願

者が併願者に変わっていくという現状が脅威に

ほかならない。さらには、入試の複数機会化で

今までならば一度の入試で公立不合格のためあ

きらめて私学に来る生徒が多かったが、複数機

会化が私立への戻りの減少をもたらしていると

いう現状もある。大阪では進学指導特色校以外

にもエンパワメントスクールなど突発的な制度

が誕生していっているが、これに欠けているこ

とは継続の担保である。突発的に物事に当たる

ことは子どものためにならないと私は考えてい

る。実際、制度だけできて詳細まで決定してお

らず、始まってから中身を作り上げていくとい

うものもあるようだ。例えば、男女比の撤廃で

学校行事やクラブ活動が変化し、そのため子ど

も達が被害を被る事例も存在する。教育特区に

関しても、中身がないまま話だけが進んでおり、

同じ教育機関であるはずの私学に対して何も説

明がなく、いったい誰のためにこのような様々

な制度を作っているのか分からないと私は考え

ている。私学はこの特区の中で新たな学校運営

に関わっていくという道を残していけるよう

に、私たちは立ちあがっていかなければならな
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い。このように、公立学校に公費を投入してど

んどん新しい制度を導入し、公立と私立に切磋

琢磨させているが、その競争が本当に必要な競

争なのだろうか。私達がやるべき競争は隣の学

校との競争ではなく、自らの学校が昨年より、

より良い学校になっているか、成長しているか

を見ていくことが、本来の学園の歴史と伝統を

培うことになるのではないだろうか。

公立の特色化の弊害として、行政は結果だけを

追い求めているが、教育というものはやはりそ

の過程を大切にしなければならないということ

が挙げられる。

また、本当に府民が求めているか調査しないま

ま、府民の教育的ニーズを反映していると勝手

に考え、府民ニーズに振り回されることで、教

育はできるものではないと私は考えている。

私立としては、行政上のトップがどこであろ

うと、学校法人がどういう生徒を育て、どうい

う学校をつくっていくのか、どのようにそれぞ

れの私学の哲学を全うしていくのかを、教員全

員に共有されているかが大切である。

我々私学を経営する者には、やはり競争力と

自らの哲学を全うする力のバランスが必要であ

る。このバランスを保つために、一つには発信

力がある。どういう教育をやっているのかとい

うことを発信しなければならないが、公立は公

費を使って発信していくので、私学は独自の費

用をかけないと伝わらない。そして独創力であ

る。この点においては、公立が作る教育は、私

学の教育をまねているものが多いので、私学に

有利であるが、私学はさらなる進んだ教育を行

う必要がある。最後に、公立が私学を真似でき

ないものとして、教職員の組織である。私学で

は結束力があればリーダーが引っ張っていける

ので、これも私立の方が有利である。ただし、

これらも資金面を行政に牛耳られることが最大

の悩みとなっている。だからこそ、大阪一丸と

なって闘っていく必要がある。議会の流れも変

わってきているので、どんどん波に乗っていき

たいものである。
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「京都府の『あんしん修学支援事業』と

京都私学の取り組み～本校の事例を中心に～」

京都学園中学高等学校 教 頭 本 田 和 彦

＜報告テーマ＞

1. 日本の私学の現状

・指令都市に所在する学校数（公立／私立）

・指令都市に所在する学校 在籍者数比率

（公立／私立）

・高校在籍者（公立／私立）と私立高校数推

移

2. 数字で見る京都私学

・京都における私学の特徴

3. 京都あんしん就学支援制度とは

・あんしん修学支援事業対象者の割合

上限65万円を超えた場合の扱い

・過去10年間 私学入学者割合推移

・私学入学者数と15歳人口の対比

4. 京都南部地域27校の入学者志願者推移

～全体の入学者・志願者、他府県からの入

学者・志願者～

・あんしん修学支援事業の導入の影響

5. 京都学園高等学校について

・4年制大学合格者数、進学率推移

・国際コース（英語漬の3年間 早慶上智）

・特 Aコース（京大現役合格理系強化）

・特 Bコース（勉強部活の両立 関関同立）

・進学コース（基礎基本の徹底 産近甲龍）

・授業外の取り組み

・全員が必ず海外体験

・関西難関私大と国公立大学合格者推移

6. 本報告のまとめ

＜要約＞

京都における支援事業が他の土地と異なる特

徴があります。私自身京都出身ではなく、大学

入学以降京都に通い始め、偶然京都で教員にな

ったという所存であります。その京都の教員の

あり方というのは皆さんにとってなかなか不思

議に感じるところが多くあるかと思います。

まず、日本の私学の現状ですが、1校におけ

る私学生徒の在籍数の平均値は1965年当時1418

人に対し、約50年後の今年2013年はおよそ半分

の775人という結果になっています。日本の子

どもの数はご存じの通り、減少しています。こ

のことから、今後の私学の経営は厳しいと言え

るでしょう。

次に、京都の私学の特徴ですが、現在日本全

国の政令指定都市に所在する学校数は公立が私

立を上回るケースが大多数ですが、「東京（115

：187）」「京都（25：27）」「福岡（19：22）」「熊

本（13：14）」にいたっては、私立が公立を上

回る結果になっています。では、政令指定都市

に所在する学校における在籍者数比率ですが、
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「東京（38％：62％）」「京都（51％：49％）」「福

岡（46％：54％）」「熊本（52％：48％）」とい

う数値になっています。ゆえに、京都の学生数

は公立私立におよそ半分ずつ分かれていること

になります。この結果は京都という街の特殊な

事情が絡んでいるのです。古都とも言われてい

る京都ですが、それは京都市内のみにおけるこ

とです。ところが、京都という街の面積は縦長

に広がっており、南は京都市内から北は舞鶴ま

で達します。したがって、京都の人口は南に集

中しています。北部の在籍者数は公立（13％）

・私立が（9％）に対して、南部は公立87％・

私立が91％となっています。つまり、京都南部

に私学が集中しているため、私学の在籍者数が

公立の在籍者数と引けを取らないのです。

現在、京都における取り組みの一つとして男

女共学化の流れが急速に進んでいます。京都南

部において、1985年当時では街の真ん中付近に

男女別の学校があったのに対して、現在2013年

ではその大多数の学校が男女共学化し、かつ中

心部から周辺部へ移転されているのがわかりま

す。近年子どもの数が急速に減っていく中で、

その荒波に飲み込まれないよう京都府は早めに

対策を打っているというわけです。私学在籍者

割合が全国2位の39.8％に対し、私学在籍者数

は全国11位の28621人と順位を落としています。

さらに私立高校割合は全国2位の38.5％である

のに対し、1校平均在籍数では全国21位の715.5

になっています。つまり、京都の私学は小規模

・中規模校が多い地域と言えます。

京都における私学の特徴をまとめると次のよ

うになっています。京都の私学（京都市内27校）

は寺院、本山があり、またキリスト教に深く携

わっていることから宗教系学校の割合が高いこ

と（18校(66.7％)）、高等学校と併設して大学

や短期大学があること（20校(74.1％)）、創立

が戦前の学校が多いこと（21校(77.8％)）、大

阪と比較して京都の学校規模は小さいこと（小

・中規模校が主）等が京都の私学の特徴に挙げ

られるでしょう。京都のように私学と地域や街

が比較的密接であるという環境が次にお話しす

る「あんしん修学支援事業」とも関わりがある

のかもしれません。

では、京都府あんしん修学支援制度とは何か

と申しますと、府内の私立高等学校に在籍する

京都府民の生徒（高等学校等就学支援金（国制

度）については、京都府民以外の生徒も対象）

に対して、就学の意志のある私立高校生が安心

して勉学に打ち込めるよう、各私立高校の協力

を得ながら保護者の教育費負担を軽減するため

の制度です。平成22年（2010年）より、私学に

通う生徒を対象とした政府による就学支援制度

（118800円、すべての府民が利用できる）に上

乗せするかたちで、上限650000円まで（大阪で

は上限580000円）を支給する制度のことです。

内訳としては、生活保護受給世帯（家族の中に

働いている人が何人いるのか、また扶養家族が

何人いるのかも関係しています）は上限929000

円（118800×2＋691400）、世帯収入250万未満

・250万～350万・350万～500万未満程度までは

上限650000円となっています。この制度は今年

で4年目を迎えることから、府民にも浸透して

きています。ちなみに本校（京都学園高等学校）

の利用者は36.0％です。京都私学11校に現状に

ついてのアンケートをとったところ、あんしん

就学支援制度対象者割合は10％未満が2校、10

～20％は1校、21～30％が3校、31～40％が4校、

41％以上が1校となっています。全体の中でい

うと、21～40％が平均値だと言えるでしょう。

また、上限の650000円を超えた場合の扱いは原

則保護者負担が8校、学校と保護者で負担が1校、

学費650000円以下が2校と各校独自の基準をも

って対応しています。

過去10年間の私立入学者割合推移を見てみる

と、あんしん就学支援制度が施行された2010年

（38.0％）では2009年（39.0％）よりもむしろ

減っています。それは、行政の発表が1月にな

されたことにあり、その時期には受験生の出願

している段階でありました。しかしながら2012

年（42.0％）まででは微動ではありますが、収

入制限が上限350万円から500万円に引き上げさ

れたため増加しております。それは京都市の私



- 90 -

学入学者数と15歳人口の対比や京都南部地域27

校の入学者志願者推移（全体の入学者・志願者、

他府県からの入学者・志願者）にもその影響は

強く表れています。そしてそれは、本校への入

学者推移にも大きく絡み、2011年度（300人）

から2013年度（400人）まで増加傾向に変化し

ました。

このようにあんしん就学支援事業の導入の影

響としましては、京都における導入年度（2010

年）では、入学者・志願者数ともに大きくない

ものでありますが、導入翌々年（2012年）には

大きく志願者・入学者数ともに増加していま

す。これは、時間を経て、受験生・保護者に制

度の周知徹底が図られたことが要因だと思われ

ます。そして、それとあわせて各私立学校の数

々の特色ある取り組みが社会的に認知され始め

ていることの証左であると思われます。

京都学園高等学校は元々商業系の学校でし

た。高校野球で甲子園にも常連校として出場し

た学校でありました。本校の創立者は15歳の時

に単身渡米し語学を学んだそうです。その彼が

アメリカで感じたことは、我々日本人が外国人

に外国語で話す時、おどおどしてしまい自分の

思いが伝えられない人が多いという現実です。

ゆえに彼らは酒を飲み自暴自棄になり、移民同

士殺しあう始末になったそうです。創設者はそ

れとは別のタイミングではありますが、移民同

士の喧嘩に巻き込まれてしまい、右腕を切り落

とされてしまいます。帰国後、失意の中、生活

を送っていた頃に、自分がこのような様になっ

たのはアメリカ人と英語できちんとコミュニケ

ーションを取れないことだと悟り、夜間ではあ

りますが英語教員としての生活を送り始めま

す。

その後、1925年に建てられた私立学校であり、

現在の生徒数は1248名（男子681年・女子567

名）、設置コースは、4つのコース（国際コース

・特進 ADVANCED コース・特進 BASIC コ

ース・進学コース）に分かれています。私自身

が元々この学校に赴任してきたときは特に際立

った進学実績のない学校でありました。私はも

っと良くなるはずなのにどうしてやらないんだ

というもどかしさみたいなものは常に胸に秘め

ていました。その後、進学指導に携わることに

なった私は、とにかく進学実績を上げることの

み考えてやって参りました。その時に肝に銘じ

ておいたことは、教員が生徒を馬鹿にしない学

校をつくることです。本校の教員が目の前の生

徒を尊敬して接することに徹底させていまし

た。本校の受験においてのある意味での強みは

公立高校の滑り止めとして一番メジャーな学校

だったことです。ですので、一生懸命誠意を持

って生徒と接することが大事であることが言え

ます。

本校の4年制大学合格者数は1989年当時の60

人程度から、2013年のおよそ500人に増加して

います。また進学率推移は1989年当時の12.6％

（全国24.7％）から2013年の77.4％（全国50.8

％）に増加しているのがわかります。これは生

徒たちに、明確な目標に向かって学園生活を送

らせることに尽きているからだと思います。

国際コースでは、ホンモノの英語力を身につ

けさせるために月～金の週3回を7時間授業と設

定し、授業数33コマの内11コマを英語だけでの

授業にしています。また留学期間は最低でも7

か月間（イギリスは7あるいは10か月（5カレッ

ジ・9キャンパスから）、カナダは10か月（20ハ

イスクールから））を必修としています。留学

後の生徒の TOEIC スコアですが、在籍59人の

平均が701点と好成績を挙げています。しかし、

入学時の成績としての最低限のラインはオール

3に英語が4の評価（英検3級）です。決して高

い数字ではないにもかかわらず、入学して以降

きちんと頑張っている成果がこの数字に表れて

いると私は確信しています。しかし最も重要な

ものを生徒に要求するならば、その人が本当に

英語を学びたいのか、外国人とのコミュニケー

ションの際に積極的に話しかけていける勇気を

持っているかを、本校は望んでいます。

特Ａコースでは、今春41名が国立大学合格を

決めました。月～金はすべて7時間授業、＋α

で土曜講座も実施しています。このコースは高
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校1年生でバイオサイエンスや合宿バイオキャ

ンプを実施するなど理系強化に重きを置いてい

ます。また留学期間は20日間（イギリスあるい

はフランス）を必修としています。

特Ｂコースでは、月～金の週3回を7時間に設

定（それぞれ英・数・国を一日ずつ増やす）し、

得意教科（3教科）を伸ばすことに重きを置い

ています。また在籍生徒の82％が部活動に所属

している文武両道を目指したコースです。留学

期間は8日間アメリカ研修を必修としています。

進学コースでは、私大型の特進として基礎基

本の徹底を第一に考えているため、数学の授業

ではチームティーチングを実施しています。文

武両道と留学期間8日間のアメリカ研修は特Ｂ

コースと同じです。

また全コースでの取り組みとして、早朝・放

課後は塾・予備校化しています。例えば、部活

動をしている生徒へのフォローとして部活後・

長期休暇中に講座を、あるいは学習合宿（1日

10時間＋α）を行っています。

コース別入学者数の推移は2003年では普通科

が80％を占めていたのですが、2013年では普通

科が33％、特Ｂが48％、特Ａが16％、国際が13

％と分散しています。

関西難関私立大学と国公立大学の合格者数の

推移は、国公立大学が0名（1990年）から41名

（2013年）に、関西難関私立大学は3名（1990

年）から120名（2013年）に成長を遂げること

ができました。

本報告のまとめとしまして、京都府「あんし

ん就学支援事業」は導入4年目を迎え、府民の

方々に定着をしてきたことにより、進路選択と

いう点から私学高等学校を選択する生徒が増加

してきました。いわゆる私学への社会的関心と

いうものが増大してきているからです。しかし

ながら、高校無償化の見直しも今後の課題とし

て私学に重くのしかかっています。これに伴い

まして、今後の私立高校への就学支援も再度見

直される可能性が出てきました。よって、私た

ち私学に携わる人間は、自校がよりいっそう「私

学らしい教育」・「私学ならではの教育」を目指

すことが最大の課題であり、生き残るための唯

一の策であることでしょう。ひとえに教員一人

ひとりの真摯な取り組みの積み重ねこそが私学

教育のためになることであります。これで私の

報告を終わります。
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「教育行政と私学経営の課題と進路」

コーディネーター（ファシリテーター）

順天中学高等学校

校 長 長 塚 篤 夫

指導講師（アドバイザー）

東京女子学園中学高等学校

理事長・校長 實 吉 幹 夫

興國高等学校

理事長・校長 草 島 葉 子

京都学園中学高等学校

教 頭 本 多 和 彦

フロア･ディスカッション

●司会

フロア・ディスカッションのコーディネータ

ーとして順天中学高等学校校長の長塚篤夫先

生、アドバイザーとして東京女子学園中学高等

学校理事長・校長の實吉幹夫先生、京都学園中

学高等学校教頭の本多和彦先生、興國高等学校

理事長・校長の草島葉子先生をお迎えしまし

た。テーマは「教育行政と私学経営の課題と進

路について」です。長塚先生、宜しくお願い致

します。

●長塚 氏

皆様、お疲れさまです。この後は最近の教育

の方法論として、一方通行ではなく、振り返り

も含めて、双方向的なやりとりが大事だと言わ

れておりますので、ぜひ会場の参加者―フロア

からのご意見ご質問を受けて、また先程の発表

者の方々から、少しそれを深めるような論議を

させて頂き、小1時間ではありますが進めたい

と思います。なにぶんにも大勢の方が参加され

ており、問題も課題も多岐に亘りますので、予

めアンケートでご意見ご質問を本日お願いした

ところ5名から提出して頂き、有り難うござい

ました。これ以外でも結構ですので、どうぞご

自由に問題を挙げて頂き、ご意見ご質問をお寄

せ下さい。宜しくお願い致します。

本日は小野田先生から、まず理論的と言うの

でしょうか、総括的に問題テーマをしっかりま

とめた形でご報告があり、草島先生からも大阪

府のいろいろな事例を詳しく教えて頂きました

ので、その辺りを基にしながらこのあと進めて

いきたいと思います。まずは質問票に基づいて

進めて参ります。早速で恐縮ですが、兵庫県の

ご質問を頂きました雲雀丘学園の松下先生から

直接ご意見・ご質問を頂きたいと思います。

●松下堅一郎 氏(雲雀丘学園常務理事)

兵庫県宝塚市にある雲雀丘学園常務理事の松

下と申します。私は10年余り理事長代行を務め

ていますが、人口は減る、若者は減る、不況が

続く等、どんどん私学の修学環境は悪化してい

ると感じます。それで、今日の草島先生の話に

よると、公立が復権してくる。そうすると授業

料では私学は絶対勝てません。特色ある教育も
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彼らは私学を真似て必死にやってきた。そうな

るとこれから私学は何をポイントにすれば公立

に勝てるのか。また、私学復権の為、特に対公

立ということを考えた時に、これをすれば私学

は益々強くなるといった例をご教示願いたい。

●長塚 氏

草島先生、いかがでしょうか。

●草島 氏

大変に難しい質問を頂きましたが、私自身は

今こう考えております。

教育のシステム等様々なものはそう変わらな

いと思います。逆に言えば資本力は公立の方が

あるかも知れません。但し、人材の育成につい

ては、やはり私は、組織の作り方としては非常

に私学の方がやりやすい。採用についても、自

分の学園の建学の精神に合った人を採用でき

る。従って、「人」という面では私学の方に私

はアドバンテージがあるのではないかと思うの

です。但し、採用については、給料、様々な契

約の方法、スカウティング、いろいろなテクニ

ックを使いながら人材を集めることなくしてそ

れはできないのではないでしょうか。私学がい

いということ―それは建学の精神に則った人の

熟成で、そのシステムが私学の方が上回ってい

ると考えております。それらを持てば、昨今の

オリンピックでもありました「おもてなし」と

いう人を感動させることのできるレベルの教育

を私学はやってのけることができると思ってお

ります。

●長塚 氏

本多先生、ご自分の学校の事例を報告頂きま

したが、改めて今の件に関してはいかがですか。

●本多 氏

公立学校との最大の違いは、先程本校の国際

コースの具体例を申し上げましたが、例えば、

「今留学へ行く前でこの位のレベルであれば、

留学から帰ってきたらここまで伸びるよ」、あ

るいは「ここまでの TOEIC のスコアを取って

いたら、将来的にもこの大学の AO入試には後

々受かるよ」ということを、継承というのでし

ょうか、つまり自分たちとしてはずっとやって

きている私学独自の教育に対して、この教育方

法の中で自分は学んでいるのだから大丈夫だ

と、生徒に自信をつけさせるというその学校独

自のルーティンが確立されていることで、故に

公立よりもやりやすいのです。もちろん公立で

もそのような学校はこれから増えていくでしょ

うが、我々私学の方がそこについては一日の長

がある。

そこで自分たちの先輩がやってきたことを生

徒に自信として持たせていき、それによって出

口の安定、そして学んでいる子どもたちの充実

感が生まれる。これが保護者の学校の満足度等

にも比例してきます。そのところの口コミ力は

私学においては非常に重要だと痛感していま

す。

●長塚 氏

続いて實吉先生、お願い致します。

●實吉 氏

本当に難しい質問です。両先生から話があり

ましたが、一つは学校の中の組織作りをどうす

るか。それからカリキュラムの問題では、自校
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で作成していける教科書はあるでしょうから、

先生の力がどれだけ優れているかという材料を

作っていくのが大事でしょう。私立学校の「長」

としては、理事長と校長が、―理事長と校長の

兼務は良くない、別々が望ましいと思っていま

すが―法人の意思があって、その法人の運営す

る学校がこのようになったという意思表示がで

きるということではないでしょうか。

私の学校の例で言えば、職員会議を止めまし

た。本校は各部制を採っていますが、各部長に

かなりの権限・決定権を持たせて、私はそれを

一つ一つ承認していく。あるいは具合が悪い部

分は直して貰う。その意味で組織業務を打ち出

すのも大事ではないか。それから、公立の学校

ができないことの一つには男女別学があると思

います。脳学者の話、あるいは経験者の話を聞

くと、男の子と女の子の知り方、考え方、学び

方はかなりの部分で違うのではないか。例えば、

女の子は理数系が嫌いと一方的に言われること

がありますが、女の子の理数系の学び方はおそ

らく男の子とは異なると思うのです。物理でベ

クトルという言葉を使った時に、女の子は「先

生それ何？」と言うと思います。一方、男の子

はベクトルという言葉でも直ぐに反応できる。

数学では、問題を解く途中で躓くと、女の子は

思考停止してしまう子が結構多い。男の子は「何

で？」というその先を常に考えながら行く面が

ある。教え方、学び方という両方の問題もある

ので、一つは男女別学の道を選ぶという方法も

あるのではないでしょうか。東京では國學院大

學久我山中学高等学校、今年度からかえつ有明

中学高等学校が男女別学で授業すると表明し、

学校説明会で多くの人が関心を寄せています。

神奈川の桐蔭学園中学高校も男女別学校です。

行事等で男女交流はありますが、学びの世界は

男女別学が良いと実践する学校もあるのです。

私立の良さは、ある一つのレベルと申します

か、家庭環境等が比較的似通った子どもたちが

集まってくることにあります。保護者の理解も

公立とは異なるでしょう。保護者を含めて理事

長、校長、先生方と一緒に、一つの理念のもと

に、理念共同体となって、学校のことを考え、

愛校心を育て、一つの方向へ進んでいくことが

できるのです。また、多くの私立学校が先見的

にカリキュラムに採り入れて人づくりを目指す

総合的な学習を私立の良さ、学園の理念として

打ち出すことができると考えています。

●長塚 氏

松下先生、いかがでしょうか。今日は小野田

先生から私学の自主性、多様性(あるいは独自

性)そして公共性という括りが示されました。

それを、私学助成を盾にして公共性が攻め立て

来て、私学の自主性や多様性が脅かされている。

あるいは公立が自ら私学化して同じような教育

をしているという意味で、私学の自主性、独自

性、多様性が益々問われて来ているという話で

ありました。特に自主性という点では、教員の

意識、建学の精神をしっかりとしていかなけれ

ばならないと3人の先生から助言を頂きました。

さて、質問を続けて参ります。熊本県尚絅高

校の秦先生から京都の本多先生に質問が出され

ていますので、ご本人からお願い致します。

●秦すみ子氏(尚絅高等学校)

熊本県・尚絅高等学校の秦と申します。私の

学校は今年125周年を迎えた歴史の長い女子校

です。本多先生の発表を非常に興味深く伺いま

した。長い歴史がありながら今まで進路改革に

手を入れておりませんでしたが、4月に学校も

少し新しくなりましたので、今度は中身の改革

を進めたいということで、私が4月に赴任した

ところです。今、改革を進める中で最初に困っ

ているのは、私は管理職ではなく、一人の教員
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としていろいろなことを吸収するよう努めてい

ますが、いざ何かやろうとした時に教員の士気

を高めること、一緒に何かを頑張っていこうと

することが、非常に難しい。特に私学の場合は

良くも悪くも教員の異動がなく、何十年と本校

から一切動いたことのない教員が3分の1を占め

るので、なかなか若い先生たちが声を上げにく

い。中には一生懸命やりたいけれども新しい案

をベテランの先生方が受け入れ難いといった問

題点も、本校と同様に私学は含んでいるのでは

ないでしょうか。第１にその点についての考え

を聞かせて頂きたい。２点目は京都学園さんも

同様でしょうが、大学付属高校には上の大学へ

多少なりとも人数を上げるという使命もある。

そうすると生徒も保護者も推薦頼みで、なかな

か国公立・難関私立大学に挑戦しようという気

持ちが徐々に薄れていきがちです。特に今は楽

な方へと流れる傾向がある生徒が割と多いので

はないでしょうか。その辺りの問題をもし解決

されているのであればどういうやり方で対応さ

れたのか聞かせて頂くようお願い致します。

●本多 氏

最初の質問ですが、やはりその問題は本校が

普通科高校に衣替えしてから最初の10年間で一

番苦労した点でした。商業科高校だった当時は、

勉強が余り得意ではない、どちらかといえば元

気の良い男子に対して、着実に簿記や珠算の検

定資格を取らせ、きちんと就職させる学校とい

う社会的な認知はあったのです。当時私は一介

の国語の非常勤教員でしたが、「もったいない

な」という思いを持っていたのは私だけではな

く、他の専任の先生方、同じ教科内でもそうで

した。例えばある特進クラスであれば、特進ク

ラスの教科内で情報を共有するミーティングで

も若手から同様のぼやきの声が出ていて、特進

クラスの担任から「私たちがやってみようでは

ないか」という話を機に、組織立っていなかっ

た放課後講座を殆どゲリラ的に始めました。幸

いなことに、この行動を止められることはなく、

その代わりに「自分で責任を持つように」と言

われました。時間講師に責任を持てと言う学校

も学校ですが、少なくともそういう有り難い風

土に助けて貰いました。その意味では当時生徒

を教えていた旧来の考え方の先生のマインドの

中にも「ヤンキーをちゃんと育てんねや」とい

う気持ちを持つ先生が沢山いたので、私たちが

取り組み始めたことをある部分理解して貰えた

ということはあります。そういう危機感・意識

をお持ちの先生方がまず気持ちを共有するこ

と。次に自分は何ができるのかということから

一歩踏み出すことで徐々に変わっていくと思い

ます。但し、その一歩を踏み出してから具体的

に「学校は変わったな」と思うようになるまで

にやはり10年近い時間がかかりました。これは

象徴的なエピソードですが、今年の体育祭から

大怪我するからと昔中止された騎馬戦が復活し

たのです。私の横で座って見ていた60代の先生

が「本多さん、騎馬戦ができる学校になったな」

と言われ、生徒たちが心底楽しそうに騎馬戦を

するのを見て、私はそれが非常に嬉しかった。

今もスムーズに事が進む訳ではなくいろいろな

問題を抱えてはいますが、それでもなんとかや

っています。一歩踏み出すことが学校を変えて

いく契機になっていくことでしょう。

もう一点、本校には4年制大学が亀岡市にあ

ります。但し、付属高校という立ち位置ではな

く、元々は本校が大学を作った関係もあって、

何人大学に入れなければというノルマを進路指

導で示されたことは一度もありません。難しい

問題としては、付属学校に限らず、一定の大学

に公募推薦で決まった場合は生徒が安心して勉

強しなくなるという状況は、合格者数が一定数

出るようになった時に起こりました。その時に

私たちは、「学校での勉強に徹底的にこだわっ

てやっていこう」と生徒に促し、自習時間の延

長等体制作りに取り組みました。学校にいる時

間が長ければ長いほど、生徒は教員からさまざ

まな影響を受けるのです。同時に、例えば国公

立を目指して2月・3月まで頑張っている子ども

たちの姿を見ることによって、「自分ももう少

し頑張ろうかな」という気持ちにもなっていく。

「この位でいいや」という子どもに対して次の



- 96 -

段階へ目標を設定させていくよう、「もう少し

頑張ればもっと可能性が広がるよ」と言うのは

非常に大事なことです。このレベルまで受かっ

たら、このレベルまで力を持てば、ここから下

は全部選択肢に入るのだから、自分の可能性を

広げると思って頑張ってごらん」という話は、

1年生の時から進路指導ということではなく普

段の場で教員から促すようにしていこうと考え

ています。但し、コースによって特性があり、

特進系コースは長ければ3月下旬迄かかります

が、大半が年内で決まってしまうクラスもあり

ます。これが学校の雰囲気としてマジョリティ

になってくると、他の子どもたちはある程度影

響を受けて頑張る気持ちになるのではないでし

ょうか。

●長塚 氏

ピンポイントで質問を頂いた向きがありま

す。

實吉先生どうぞ。

●實吉 氏

学校の活性化については、東京の清水哲雄先

生が常務理事を務める?友学園中学高等学校の

例を紹介したいと思います。この学校は「ワイ

ガヤ刺激」と言って、教員がワイワイガヤガヤ

と役職、年齢、性別を越えて気軽に話し合うこ

とで学校の中を活性化しようと、清水先生が考

えていた時に、私と偶々出会ったのです。その

頃悩みを抱えていた清水先生に申し上げたの

は、「先生、世の中に『二八の法則』という話

があるよね。組織は、優秀な人が2割 、普通の

人が6割、生産性の低い人が2割から成ると言わ

れるけれど、最初の2割の人が先生の周りにい

れば、今先生が進めようとしていることは絶対

に出来るんじゃないの？」この話で清水先生は

肩の力が抜けて、学校でいろいろなことが進め

られ、その結果、今の自分があると言われたの

です。教員に足を引っ張らせず、みんなを牽引

していく力をどのようにして付けていくのか。

切るのではなくて自分たちが引き上げる―そう

した努力が必要です。子どもたちの学力を付け

ていくには、切るのではなく、引っ張って引き

上げていく力が教員に求められているのです。

●長塚 氏

教員の意識を高めていく。そんな構想がいろ

いろとあるのではないか。フロアからこの件に

関してサジェスチョンがあればお願いします。

●森 靖喜 氏(森教育学園理事長)

岡山県にある森教育学園理事長の森と申しま

す。先程の私学の復権という質問に対して発言

したいと思います。先程草島先生から私学の強

みとして、教員組織の組織力・結束力、そして

発信力という話がありました。正にその通りで、

私学はそれらのツールを持っています。公立が

これだけ私学を真似、後追いで特色化して行く、

中で、これから私学はどの方向で公私立の差別

化を図っていくのか。戦後68年間の公立の初等

中等教育の在り方を見る中で、公立学校の欠陥

・弱みは何か。それは根本的には人間教育を放

棄したことです。私学には公立学校の欠陥を補

ってきたという現状がありました。そういった

結束力、教育観を持って、私(わたくし)立の学

校だからこそ出来るという可能性があるので

す。戦後長きに亘り我々が学校教育を行う上で

の憲法であった教育基本法は平成18年に改正さ

れましたが、以前の教育基本法に大変忠実に公

立学校は教育をされている。一言で言えば人間

教育の放棄です。私はいつも立派な日本人を作

ることができるのは私学しかないと表現してい

ますが、これを言い換えれば、倫理、道徳教育

を放棄したのが戦後教育ではありませんか。そ

れが正に今、教育再生実行会議等で論議されて

います。最大の懸案は倫理、道徳教育の教科化

で、教科化＝教科書を作ることでもあります。

大学の教職課程で道徳の教育指導を行うことに

なっても、道徳を全く学んでいない人に道徳教

育はできないでしょう。従って、倫理、道徳教

育に私立学校は目を向けるべきだと思います。

戦後の潮流であった子供中心主義、子供や親に

迎合した教育で一体どのような人間を作れるの

か。このような視野に立った教育が実行できる

のが私学であって、そこを大切にすべきです。

本学園は日本の伝統文化の素晴らしさを理解す
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る為に、新入生を対象に1ヵ月日本の歴史教育

の概略を話すと、生徒たちは目を輝かせ、日本

の伝統と文化は素晴らしい国だと実感できる。

これは教育委員会や様々な法的な縛りのある公

立学校では不可能で、私学が実行できることで

す。教育観の転換をきちんと図らなければ今後

の教育は大変なことになるでしょう。

●長塚 氏

人間教育は私立学校の核という意味合いで正

にそうだと思います。各私立学校の精神も加わ

りますから、それぞれの私立学校の自主性、独

自性、哲学に基づく人間教育というのが保証さ

れないとそれも実現できないだろうと思いま

す。

●松下 氏

改革について来られない先生がいる。實吉先

生はそれを切るのではなくて引っ張るのだと言

われました。その通りに出来れば最良ですが、

些か綺麗事のような気もします。私は、生徒は

素晴らしい授業を期待してその学校へ入学する

のだから、素晴らしい授業をする先生の授業を

聞く権利はあっても、ダメな授業を我慢する義

務はないと思います。ここをしっかりしないと

私学は公立に負けてしまう。ダメな先生を再教

育して、やる気を起こさせるよう切り込まなけ

れば、公立には勝てないでしょう。私は民間企

業の人事部長の経験がありますが、一番の教育

は「転勤」です。今までの経験が活かせない、

若い後輩が優秀な所に放り込まれてそこで這い

上がってくる。私学はそれがないのですから、

公立よりも厳しさを持たなければ、先生の質も

上がらず、職場の雰囲気もピリッとしません。

これでは再生は難しいでしょう。強い対応が必

ずしも良い訳ではありませんが、生徒のことを

第一に考えれば、本当に良い先生の集団で私学

は対応していかなければ生徒に申し訳ない。そ

れが一番だと思います。私学は先生を雇用する

為ではなく、生徒の教育の為にやっている以上、

そういった厳しさが必要ではないかと思いま

す。

●長塚 氏

教員の人事、転勤、異動が私学には殆どない―

特に理事長、校長先生は各学校でこのような課

題と悩みを抱えている現状は確かにあります。

続いて、広尾学園の木村先生から實吉先生の

講演に関する質問が寄せられています。

●木村健太 氏(広尾学園)

広尾学園の木村と申します。實吉先生の講演

は非常に為になる話で、中でも二つ感銘を受け

た点があります。一つは「学んだ力、学ぶ力、

学ぼうとする力」という3つの力をこれから我

々がどう育成していくかということです。もう

一つは、生徒の学習意欲を喚起する時に、テス

トを用意するのではなく、学問の本質で勝負す

ることです。それらに関して具体的な事例や先

生のご経験からご教示頂ければ幸いです。

●實吉 氏

テストに向かって学習する習慣が余りにもつ

き過ぎているという意味で、テストの在り方を

少し変えてみてはどうかと話しましたが、テス

トが要らないとは思いません。成松洋氏が横河

(現日本)HP 時代、スタンフォード大学留学中

の話として、「スタンフォードの大学生は自分

で答案を作る為に努力する。カンニングして良

い答案を作っても自分の為には一つもならない

からだ。従ってスタンフォード大学に試験監督

はいない。」と言われました。そんな方法も一

策です。

インターネットが普及し情報が溢れる昨今、子

どもたちは自分が考えずに、人が作ったものを

引っ張ってきてそれを報告するケースは結構あ

ると思います。そこは先生方の力量が問われて

くる。自分の周りの先輩の行動とそれによって

成長する姿を見ていくのは凄く大事なことで、

あのような人、こういう人間になりたい―この

「～したい」という気持ちをどう植えつけてい

くのかが意欲へとつながる。そういう気持ちに

させる上級生を作っていく。学校の中でそうい

う学びの場が沢山あるのだろうと思います。京

都の堀川高校では、学校長たちの取り組みだけ

ではなく、そこに気がついて動き、育った子ど

も達がいたからこそ、あの"奇跡の堀川"になっ
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ていったのだろうと思うのです。

●木村 氏

大学入試改革については、点刻みでない段階

評価、大学入試センター試験の衣替え等様々な

議論がありますが、私が一番悔しかったのが、

その見直しのきっかけの一つの、高等教育から

の「高校生の質が低下している」という表現で、

これに違和感を覚えます。入ってくる学生が悪

いと入口ばかりのせいにする高等教育側の話は

カチンとくるし、出口側の怠慢に見えてしまう。

今の1点を争う評価制度の是非についてはまた

別の議論があって、中等教育の生徒の評価が変

わると、教員評価も観点が変わってきて、ただ

受験指導が上手にできるだけの教員の評価は下

がってくると思います。私はこの先どのような

教員として、生徒と一緒に、生徒の為にどう成

長すべきか。その中で、我々初等中等教育は入

口で最初は社会的に評価の高くない生徒をどれ

だけ自信を持たせて、どこまで引き伸ばすこと

ができるのか。高等教育の中身が変わることへ

の期待はありますが、中等教育、高校教育の中

で生徒たちを伸ばし切れていない、質が下がっ

ていると言われた時、評価制度が変わった時に

どう対応すべきか。日々一生懸命考えています

が、實吉先生から幾つかヒントを頂きました。

●長塚 氏

この部会で最初に意見があったのは教員養

成、人材育成で、つまり教師の質保証が話題、

問題になりました。今度は、仮に良い教員を集

めたとしても、どういう教育をするのかという

時に、教育制度、国の教育の仕組みが変わろう

としている。それに我々は私学としてどう対応

すればいいのかという次の大きな問題へと話題

が移ってきています。ここで、「学ぶ力」「学ん

だ力」「学ぼうとする力」に予てから言及され

ている野原明・教育制度客員研究員に、大学入

試の在り方についてコメントを頂ければと思い

ます。

●野原 明 氏(教育制度客員研究員)

「学ぼうとする力」と「学ぶ力」と「学んだ

力」については、私は随分前から申し上げてお

りました。実は柴田義松東京大学教育学部名誉

教授がこれと似た三層構造論を唱えておりま

す。 ここで長塚先生からの指名を受けて、大

学入試改革について私見を述べさせて頂きま

す。

昨年夏に文部科学大臣から中教審に諮問が出

された時に、要するに「大学教育の質の転換」

と「大学入試の改革」、そして「高校教育の質

の保証」という3つがそれぞれ同じように進ん

でいかなければ教育は変わらない―と言葉があ

り、大臣の諮問としてよくできた考え方だと思

ったのです。その際に互いに相手を攻撃し合っ

ていても問題は解決しないという言葉もありま

した。例えば大学教育の質の転換を求めていて

も、なかなか質が変わっていかないという問題

がある。その一つの典型は昨年東京大学が秋入

学を提言し、結局1年半経った6月に撤回されま

した。提言が出た時から私は TV やラジオで東

京大学の秋入学は絶対に成功しないと申しまし

た。なぜかと言えば、日本の大学の―「東京大

学の」とはあえて言いません―教育のやり方が

欧米の優れた大学の教育のやり方とはあまりに

も違うのだから、日本の大学に欧米やアジアか

ら優秀な学生が留学して来る訳がない。従って、

国際化を目指した秋入学は成功しないと私は申

し上げたのです。今でもそれは決して間違って

いるとは思っておりません。それと同時に大学

入学試験の改革という問題があって、これは1

点刻みの違いで合否を決めていくやり方をどう

変えるのか、それを一体どう説明するのかとい

う所に非常に大きな問題があると思います。

昭和54年に共通一次試験を始めた時も、高校

での学習到達度をテストで見ましょう、その代

わりに各大学の二次試験では教科の試験はやら

なくても良いのではないか。各学部・学科の専

門に相応しい学生を取る為の独自テストをやり

ましょうというのがスタート時の大きな理念だ

った筈です。ところがその理念を全く無視して、

逆にそれを踏みにじったのは、いわゆる旧帝大

を始めとする有名大学であります。つまり二次

試験では全く同じように教科試験をやってき
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た。しかもそれは1点刻みで合否を決めてきた

ということがずっと続いてきた訳です。共通一

次試験が全ての責任を負わされた形で、現在の

大学入試センター試験に変わった時も、結局は、

東京大学、京都大学を始めとする大学が前期・

後期という方法を同じように考え出して結局は

全て潰してきたのです。今回また同じことが言

われていますが、同じことをいくらやっても意

味がない。結局はやはり大学にどう考えて貰っ

て、どう改めて貰うのかという所が私は一番大

事ではないかと思います。

幸い最近になって東京大学が推薦入学を3,100

人の内100人にした。京都大学が特色入試―

1,900人の内100人ではありますけれども―導入

しようと言い始めた。その理由を聞いてみると、

やっと気がついたのだなという感じがした。そ

れは何かと申しますと、東京大学の副学長が、

「新しい推薦入学を行うことによって尖った才

能の持ち主を探す」と言い始めたのです。同時

に、「物理の才能のある学生と歴史学に非常に

素質のある学生を、同じ尺度で判定するのは間

違っている」、と言う。何十年と間違ったこと

をやってきたと漸く自白しているというのはや

や前進ではないかなと思っております。その意

味で今回の新しい方式が日本にどの位広がって

いくのかが一つのポイントであります。但し、

東大も京大も学力については大学入試センター

試験の成績で判定すると言っている。今迄と同

様に平均して高い点数を取らなければ入れない

とすれば、尖った才能は見つからないだろうと

私は思います。その意味で、尖った才能をどの

ように見つけようとするのか、そして共通テス

トの点数をどういった評価で見ていくのか、こ

れから我々はきちんと見守って行くことが必要

です。同時にもしもそういう方向に動き始める

とすれば、我々高校以下の私学の教育がどう変

わらなければいけないかということが、必ずや

自ずと先が見えてくると思っています。

●長塚 氏

本当に大きな問題で、制度がにわかに今変わ

ろうとしており、その行方が未だわからない中

での議論は中々に難しい。二つのテストが仮に

行われるとすれば、そこに生徒たちをどのよう

に導いていけばいいのか等々、様々な問題があ

るでしょうが、とにかく大学に考えて貰って、

大学が変わらなければならないと吉田中高連会

長が報告で正に指摘された通りなのですが、高

校に変わるように求める視線が大変強い中で、

今は論議が進んでいると感じています。

さて、教育制度に関しては、教育行政・教育

委員会改革や国家戦略特区の公設民営学校の問

題等もありますが、本大会開催地の大阪で起き

た急進的な政治的動きによって、私学助成の在

り方等今まで考えられなかった問題が現れてい

ます。この影響が全国に波及することはないの

か、相当な時間をかけて報告・論議を進めて参

りました。最後にこの点を取り上げて議論して

参ります。私学の教育を支える財政面の課題に

ついて、兵庫県・神戸星城高校の熊見理事長・

校長先生から問題提起を頂きたいと思います。

●熊見一郎 氏(神戸星城高校理事長・校長)

神戸星城高校の熊見でございます。兵庫県は

少子化の進行と県の財政悪化を理由に、私学助

成の在り方が非常に難しい状況になってきてい

ます。そこで全部の私学が生き残っていく為に

兵庫県私立高校振興対策委員会を設けており、

先般県学事課長を招いて私学助成・地方交付税

について説明を受けたのです。県からは、「私

立高校の生徒が増えると県の財政はより厳しく

なる。地方交付税として生徒一人当たり算定基

礎単価を比べると公立高校生は私立高校生の約

3倍(公立高校の生徒に対して100万円程度、私

立高校生徒に対約30万円程度)で、県単独で公

立高校に支出する予算は55億円程度である。私

学助成は生徒数に比例する為、私学の生徒数が

増えない方が県の財政は豊かになる」と説明を

受けました。我々は私学に生徒を任せて貰えれ

ば県の財政が助かると考えておりましたが、こ

れからどのような切り口で兵庫県の公私比率

(概ね68対18)を変えていけばいいのか。今後更

に子供が減る中でこの比率が守られたとして

も、私学経営は絶対に成り立っていかない状況
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にあるのです。京都府のように知事の理解が深

く私学助成に手厚い場合はいいでしょうが、兵

庫県は財政も厳しい中で、今後どう県と交渉し

ていけばいいのか。吉田中高連会長が国の私学

への耐震補助の問題の時に「貴方たち、子ども

が死んでもいいのか」と言われた訳ですが、私

学と公立の生徒の単価の違いは法律的にどうに

もならないものかという問題を上げた次第で

す。

●長塚 氏

難しい問題ですが、草島先生、報告にもあっ

た件だと思いますが、改めていかがでしょうか。

●草島 氏

私の知る限りでは、大阪は公私でさほど変わ

りはなく、むしろ私学で生徒を受け入れる方が

合理的にできるということです。単価の計算方

法が些か問題ではないかと思うのです。例えば

教育委員会経費等の諸経費を入れた一人当たり

の単価なのか、その辺りはアバウトに出されて、

都合のいい所だけ足して、私学の方が高い、公

立は安いという話になっているのではないかと

思います。算出根拠まで県にきちんと出して貰

うよう求めていけばいいのではないでしょう

か。

大阪は耐震補助について声をあげましたら、

耐震改築に至るまで補助を出すという形になっ

たのですが、いざ計算してみますと、数字の限

定が種々ありまして、大阪も同じく耐震につい

ては非常に厳しい状況であります。

●長塚 氏

實吉先生、東京の場合はいかがでしょうか。

●實吉 氏

東京は地方交付税不交付団体なので、残念な

がら全国の参考事例にはならないかと思いま

す。

●長塚 氏

熊見先生の質問紙に記されていたのは、「地

方交付税一人当たり単価を、いわゆる税金の使

う額を公私同額にしてほしい」という意味合い

ですね。東京では税の扱い方が少し違う訳で、

都立高校生は一人当たり年間約130万円、私立

の子は約110万円と言っていますが、もちろん

私立は保護者負担も合わせた教育費でありま

す。しかし、教育費のかかっている都立高校の

方が良い教育をしていると思われかねないの

で、その辺りは特段アピールしないようにして

います。確かに公私の人数と、いわゆる税金の

全体の使い方とのバランスが取れている訳では

ありませんが、要するに、国や県の教育費が公

私合わせて全体でどの位になっているかという

のが実は大きな問題ではないか。今日の報告を

聞いて、私学に多く回すのか回さないのかとい

うことは、その基になる額が増えているのか増

えていないのか、何か競争させて頑張った方に

出すというのが大阪の様子ではないかと思って

いましたが、報告事例から公の方に多くの教育

費が回っているのは明らかで、これを公私同じ

方向に持って行くのはなかなか大変だろうと思

います。ここで、大阪私立中学校高等学校連合

会の坪光会長からご助言を頂きたいと思いま

す。

●坪光正躬 氏（大阪私立中学校高等学校連合

会 会長）

熊見先生の質問への直接の答えにはならない

と思いますが、今朝の大阪府私学・大学課長の

報告、そして草島先生の報告の中にもありまし

たが、いわゆる授業料支援補助金という最初に

試みた方法を大阪はとっており、現在216億円

強が注ぎ込まれています。しかしこれは決して

私学に対する補助ではないのです。私学に対す

る補助金は経常費補助金で、高校は10％カット、

中学は25％カットされた分が、高校については

230億円位が大阪の私学に回っております。こ

れらを合算した約450億円も貰っておきながら、

まだ私学は文句を言うのかといった論調が時々

あるのです。それは違う。その216億円は保護

者に対する支援金であって、決して私学を応援

しているお金ではありません。支援の結果とし

て私学に沢山子ども達が来れば、その分だけ学

校の収入は増えることは増えるのですが、授業

料58万円というキャップをかぶせられており、

審査も非常に厳しい。授業料の値上げは15年程
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前迄は認可要件でしたが、現在は届出制になっ

ています。それにもかかわらず、就学支援推進

校という制度が創られて、私たちがこの「踏み

絵」を踏まなければ、子どもたちに対する就学

支援金が無くなるが故に皆泣く泣く手をあげ

た。58万円という大阪の授業料は学納金全部を

含めて考えております。ところが、実際は半数

以上の学校の授業料は65万円～70万円、高い所

で90万円が数校という状況で、支援金対象の子

どもたちが自分の学校に入って来た場合は、法

人がその度に自分たちの金を使い、奨学金とし

て出さなければならない。奨学金の原資となる

のは、満額を支払う子どもたちやこの恩恵に与

れない県外生の学納金で、それが超過分の恩恵

を受ける子どもたちに与えられるという、常識

では考えられない制度が今堂々とまかり通って

いるのです。そういった中で、大阪も考えまし

たし、日私中高連も考えられたと思うのですが、

現実的にはありえない事ですが、仮に、日本全

国の、あるいは大阪府内の子どもたちが全員私

学に行ったとすれば、公立はもの凄く経費が安

くなるのです。大阪の公立の教育経費は102万

円位とされていますが、これは直接子どもたち

の教育にかかる経費であって、教育委員会の費

用等は入っていないと私は思っています。ハー

ド面も含まれていません。大阪府私学の教育費

は建物・土地等を全部含めて90万円位で、これ

はとにもかくにも高校10％、中学校25％経常費

補助金をカットされて5年目になりますが、従

来100の教育をやっていた私学が、自動的に80

～85位の教育力しかなくなってきているので

す。これを何年も続けられたら、絶対に大阪の

私学教育はピンチに陥るでしょう。そういった

意味で、私学助成の問題に関しては相当しっか

りと運動していくことが欠かせません。それか

ら教育委員会に対しては、とにかく一切合財含

めた総額として公立でどれ位のお金を使ってい

るのか出して貰うように引き続き求めていきた

い。ちなみに、一番少ないのは北野高校で80万

円位という数字が上がってきましたが、正に数

字のからくりが目に見えるようです。

●長塚 氏

ご質問に関しては含めてほぼディスカッショ

ンを終えることが出来たのではないでしょう

か。京都は補助金面で私学が大事にされている

という明るい情報も寄せられました。今後、私

学経営部会がさらに深まりを増していくよう心

からお願いしたいと思っております。

グローバル化の事例についてもフロアからのご

意見等を伺えたらと思っておりましたが、時間

も押し迫って参りました。グローバル化時代は

いったいどういう時代なのかということについ

ては、場を改めて取り上げたいと考えています。

実は来年度の私学教育研究集会東京大会は「グ

ローバル化時代の教育と経営」が大テーマにな

っておりますので、そのような視点で更に今後

ともこの全国研究集会、そして私学経営部会も

継続して参りたいと思っております。是非とも

来年もご参加頂けるように心からお願い致しま

して、このフロア・ディスカッションを締め括

りたいと思います。

3人の先生方、フロアの皆様、どうも有り難う

ございました。
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明星中学高等学校 校 長 馬 込 新 吉

まず、参加された先生方、運営委員、専門委

員の先生方のお陰で、本私学経営部会が中身の

濃い部会となりましたことにお礼を申しあげま

す。

本部会では、二つの講演がございました。私

たちに非常にたくさんの示唆を与えていただい

たと思います。特に最初の講演で實吉先生から、

中央の動き、国の動き、それから各地域におけ

る行政との関わり、そのようなものを通して、

これからいろいろな学校改革が行われていきま

すけれども、国の方針はどんどん進んでいます。

特に新しい政権になって、動きが活発化してい

るように思います。中央教育審議会が活発に動

き出しております。特にマスコミ等でセンター

試験の見直し等が叫ばれておりますけれども、

それによって、私たちの中学校高等学校の教育

も変わってくるという予想も生じてきます。ま

た、特に今問題になっているいじめの問題など、

学校現場における大切な問題についても質問を

いただきました。もっともっと深めていかなけ

ればいけないと思います。

二つ目は大阪大学の小野田先生にご講演いた

だきました。ユニークな先生ですが、非常にわ

かりやすい講演をしていただきました。大阪に

おける私学の改革について、今、大阪全体で学

力を向上させるという目的で改革が進められて

います。その中に当然私学も入っているわけで

す。高校授業料無償化、その支援の在り方。し

かしその裏に、やはり政治の意図が隠れている

ということを私たちは見逃してはいけないと思

います。改革がどこに向かっているかというこ

とをしっかり見定め、今後の教育活動にあたり

たいと考えています。小野田先生に非常にわか

りやすく、刺激的に話をしてくれましたが、そ

れは大阪だけの問題ではなく、全国の私学の問

題でもあると思います。私たちは本当にそこに

危機感を持って今後の対応をしていきたいと思

います。

事例報告については、草島先生から、大阪の

私学の現状について深く語っていただきまし

た。中高連をはじめ、各学校の理事長・校長先

生方もいろいろと頭を悩ませている現実があり

ますが、そういう状況で大阪の私学も頑張って

おります。どうぞ、陰ながらで結構ですので、

ご支持いただきたいと思います。

京都学園の本多先生には、京都における私学

の在り方についてお話しいただきました。京都

は私たち大阪から見れば、支援事業が大阪を超

えて良い方向にいっている感触を受けました。

そういうものを活用しながら私学の発展に努め

ていただいていると感じました。

最後に、参加された先生方のご協力によって

私学経営部会を無事に終了することができまし

た。私たち運営委員も精一杯やりましたけれど

も、不行き届きなところはお許しください。

本当にありがとうございました。



- 103 -

1 研究目標 グローバル化時代の私学教育

2 会 場 シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間(西)

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 講 講 研 研 部
会 究 究 会

10月25日 開 演 演 昼 食 発 発 閉
会 表 表 会

付 式 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 関西大学第一中学高等学校 校 長 橋 本 定 樹

講 演 Ⅰ 演 題 「グローバル人材の育成と外国語教育」

講 師
関 西 大 学 外 国 語 学 部 学部長･教授

竹 内 理
同大学大学院外国語教育研究科 研 究 科 長

講 演 Ⅱ 演 題 「グローバル化時代の私学教育」

講 師 工 学 院 大 学 附 属 中 学 高 等 学 校 校 長 平 方 邦 行

実践報告① テーマ 「グローバル時代の英語教育とは？ ―高円宮杯第64回全日本中学校

英語弁論大会優勝者との3年間の授業実践報告」

報告者 同 志 社 香 里 中 学 高 等 学 校 教 諭 篠 田 昌 春

実践報告② テーマ 「多読。多聴を取り入れた授業実践」

報告者 武庫川女子大学附属中学高等学校 教 諭 安 福 勝 人

部会閉会式 総 括 関西大学第一中学高等学校 校 長 橋 本 定 樹

専門委員長挨拶 学校法人鷗友学園 常務理事 清 水 哲 雄

閉会の辞 関西大学中高等部 校 長 鵜 飼 昌 男
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5 運営委員・指導員

委 員 長 橋 本 定 樹（関西大学第一中学高等学校 校長）

委 員 鵜 飼 昌 男（関西大学中高等部 校長）

三ツ石 悦 久（関西大学第一高等学校 教頭）

入 江 正 康（四條畷学園高等学校 教頭）

垣 内 範 恵（梅花中学校 教頭）

佐 幸 修（大阪女子高等学校 教頭）

西 村 吉 輝（関西大学第一高等学校 教諭）

吉 田 桂 子（同志社香里高等学校 教諭）

6 専門委員・客員研究員・指導員

委 員 長 清 水 哲 雄（学校法人?友学園 常務理事）

委 員 山 本 与志春（青山学院中等部 部長）

北 村 聡（京都外大西高等学校 校長）

大多和 聡 宏（開星中学高等学校 理事長・校長）

客員研究員 助 川 幸 彦（芝中学高等学校 前校長）
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「グローバル人材の育成と外国語教育」
関 西 大 学 外 国 語 学 部 学部長・教授

同大学大学院外国語教育学研究科 研 究 科 長 竹 内 理

講師紹介

橋本定樹（関西大学第一中学高等学校校長）

全国私学教育研究集会大阪大会での教育課程

部会ということで、講演をどなたにお願いすれ

ばいいかということで、真っ先に浮かんできた

のは、日頃お世話になっている竹内先生以外に

ないと思いました。先生はいろいろなところで

講演をされており、大阪府や兵庫県の教育委員

会とか、そういったところから、いろいろタイ

アップした授業研究もされております。

専門は英語教育学、学習方略、学習者要因と

外国語教育におけるメディアの利用ということ

で、著書もたくさんございます。本日は先生方

に向けて、少し堅い話もありますが、また砕け

たいろいろなことを予定されているということ

ですので、よろしくお願いしたいと思います。

おはようございます。

本日は、第61回を迎える「全国私学教育研究

集会大阪大会」にお招きいただきまして、本当

にありがとうございます。このような席でお話

をさせていただくのに、私がふさわしいかどう

かよく分かりませんが、ここで少しお時間を頂

戴して、お話をさせていただきたいと思います。

これが、日本人がスピーチを始めるときの典

型的なスタートの方法です。グローバルな時代

に、これでよいのか、というようなことも少し

考えながら、今日のお話を進めさせていただき

たいと考えております。

さて、昨今、外国語教育を取り巻く世の中の

流れというのは、非常に混迷の度合いを深めて

いるような感じが強くいたします。いろいろな

人がいろいろなことを、自分の経験に基づいて

しゃべっています。いや、外国語教育はこうあ

るべきだ、あああるべきだというようなことを、

自分がやってきた、限られた経験を基に、好き

なことをいろいろと言っている状況でしょう。

そしてその中で、声の大きいところが流れを形

成しているというような動きがあります。外国

語教育の世界は、どこから入ってきても、誰で

も、物が言えるというところがあって、僕の経

験に基づく、私の経験に基づくと、ということ

で、流れが形成され、学校における外国語教育

のいろいろな道筋が決まってしまうというのが

今の流れだと思っています。

残念ながら、その中で、私たちが学問的に研

究している外国語教育学の中で分かっているこ

となどが比較的おろそかにされていて、こうい

うデータがあるからこうするのだ、というよう

な形で政策決定が行われることが非常に少ない

ように思います。

昨日の新聞ですが、小学校の外国語活動を巡
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る大きな動きがありました。もう既にお読みに

なられていると思いますが、次のようなことが

決まりました。

決まりましたというか、決まる方向に進んで

いますということです。外国語活動の開始を3

年生、4年生まで早めるということです。小学

校です。3、4年生まで早めるということは、も

ちろん週1回ですが、35時間です。35と35を足

すと70ですから、3、4年生で70時間の時間数を

確保しようということです。これは今まで5、6

年生でやっていたことを3、4年生に持っていく

ということです。

これに加えて、5、6年生はもう教科にしまし

ょうという動きが出ました。昨日辺りから各教

科書会社が小学校の英語教科書をどうするかと

いう検討を急激に加速させて動き始めていま

す。その動きを見ていても、間違いなく教科化

はしていくのだろうということは予想できま

す。しかも時間数まである程度分かっていまし

て、なんと週3回程度、105時間。これは、前回

の指導要領の中学校の英語の時間数に相当しま

す。1学年で週3回です。それが5、6年になりま

すから、210時間です。この時間数をなんと小

学校の外国語、つまり英語に充てるということ

になります。

昔は、小学校の外国語活動は、ほんの短い時

間だから、先生がどのような英語をしゃべって

も、その発音がうつらないとよく言われていま

した。「うつる」というのは変な言い方ですけ

れども、発音が、その先生の自信のない発音が

影響することはない。これは科学的にも実証さ

れています。週1回、45分くらいであればうつ

りません。ただ、これが週3回にもなると、音

声に敏感な子どもたちをどうするのか、という

ことがかなり大きな問題になるかと予想されて

います。

教員免許を一体どうするのかということが、

まだ詰め切れていません。これを大学で引き受

けてくれないかとか、研修ができないかとか。

その受講料は小学校の先生の負担であるとか、

新たに小学校英語というような免許を作るのは

どうかとか、いろいろな意見があって、それを

どうすればいいかというようなことが大きな問

題です。

そして、先述したとおり、トレーニングを受

けていないような先生に教わると、もう最初の

段階から、子供たちが大きなハンディを受ける

ということになる。このようなことが、意外と

科学的根拠もなくパッと決まっていく。つまり、

韓国がやっているではないか、台湾がやってい

るではないか、中国がやっているではないか、

日本もやれるはずだというように動かしてい

く、というのが今の流れになっています。確か

に台湾もやっています。韓国もやっています。

中国もやっています。しかし、そこにどういう

準備があったか、どういうプランニングで目標

を立てて動いていたかということは、割と度外

視されて、ポンと出て来ることになるのです。

学校で教えさえすれば、英語が話せる小学生が

すぐに育って、中学校、あるいは高等学校へと

出て行くと思い込むのが今の流れになっていま

す。

今日は別に小学校の話をするためにここへ来

たわけではありませんが、こういう世の中の流

れが、急速に動きつつあるという中で、グロー

バル人材の育成と外国語教育をどう考えるかと

言うことをお話しさせていただきたいと思って

います。

外国語教育と書きましたが、私は「学校にお

ける」外国語教育と付加しておきたいと思いま

す。英会話学校で行う外国語教育ではありませ

ん。外国語教育は学校教育の中に入ると、その

目的として、英語コミュニケーション力を付け

るだけではなくて、教養を身に付けたり、人格

を陶冶したり、ということも一緒に含まれてき

ます。ということで、「学校における」外国語

教育はどうあるべきか、そして、グローバル人

材育成がどのように関係してくるかということ

を、今日お話をしたいと考えています。

英会話学校であればもっと話は簡単なので

す。やり方はいくらでもあり得ます。しかし、

学校という場面に置いてしまうと、そう簡単に
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はいかない。あるいはやり方が限定されてくる

ということを考えています。今日お話しする内

容は、経験とか自分の意見とかだけではなくて、

学問的な知見も入れた形でどうあるべきかとい

うことをお話ししていきたいと思っているわけ

です。

さて、ここまで来ると、やや堅い話だなと思

われるかもしれませんので、今から皆さんに作

業をしていただきます。私の講演は、残念なが

ら、皆さんを寝かさないようにいろいろとやり

ますので。まずレジュメを見ていただいても分

かりますが、穴だらけです。人は穴があると埋

めたくなるという性質がありまして、この穴を

どんどんと埋めていただくということを講演の

中で行うことにしております。穴を埋めて、完

璧な形にしてお持ち帰りいただければよいか

な、と考えております。

何をするか。まずお聞きします。皆さんの中

で、自分がグローバル人材だと思う方、手を挙

げてください。2人ですね。これは顔を上げて

いると答えにくいものですので、いったん顔を

伏せていただいて、下を向いてください。もう

一度聞きます。皆さんの中で、自分がグローバ

ル人材だと思う人、手を挙げてください。変わ

りませんでした。ありがとうございます。皆さ

ん正直ですね。2名から変わらない状態であり

ます。

では、グローバル人材とは何ですかというこ

とを今から定義していきましょう。いきなりグ

ローバルと言われても分からないですよね。で

すから、あるものと対比させていこうと思いま

す。インターナショナルとグローバルはどう違

うのかという話です。

今から、近所、隣、後、前、構いません。ど

なたでも結構です。2人か3人でお時間を3分か

ら4分ほど取らせていただき議論しましょう。

後ほど当たりますよ。グローバルとインターナ

ショナルでは何が違うのだろう。インターナシ

ョナル人材、グローバル人材、何が違うのだろ

うということを少し議論していただきたいと思

います。もちろん正解はありませんので、好き

なことを言っていただいて構いません。それで

はスタートしたいと思います。スタートです。

どうぞ、自由にお話しください。大きな声を上

げていただいても全然結構です。

少々お待ち下さい。皆さんは、恐らく全然お

互いのことを知らないわけですね。それでは、

まずお互いのことを知り合って、挨拶をしてか

ら入ってください。どうぞ。

(自由議論）

●竹内 氏

はい、お時間となりました。考え方はまとま

りましたでしょうか。

私がワイヤレスマイクに持ち替えたというこ

とは、後ろのほうまで行くという決意を表して

いるのですが、さて、グローバルとインターナ

ショナルの違いを答えていただきましょう。自

分から、「私が最初に答える」という方がいま

したら手を挙げていただけますか、と言って、

絶対出てこないのが日本人ですね。

さすが先生方です。はい、お願いします。

●上田信夫 氏

大阪の桃山学院高等学校の教務部長の上田と

申します。お世話になってます。担当教科は数

学で全然違うところですけれども、インターナ

ショナルというと、国と国、いろいろな国があ

って、その国の近くの人同士がコミュニケーシ

ョンを取ったりする場合に、いろいろな問題点

が発生してきている。その違いをどう乗り越え

て、新しいものを前に向かって創造していくか

という観点ではないかと思うのです。

●竹内 氏

なるほど。そうするとグローバルは。

●上田 氏

グローバルは、丸いものというものが全体に

あるので、その丸いものの中で、いろいろな問

題が発生していて、それは地球全体に住んでい

る人たちにとってすごく大事な問題ということ

で、それを共にコミュニケーションを取りなが

ら解決していく。そういう発想ではないかと思

います。

●竹内 氏
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なるほど、ありがとうございます。最初に言

っていただいて、もし答えが完璧なものだった

らどうしようと思いましたが、完璧に近いとこ

ろまで行っていました。非常に良い答えだと思

います。

●梶山幸子 氏

大阪の浪速高等学校中学校の梶山と申しま

す。教科は英語なので、話の中でも「英語です」

と言いにくかったのですけれども、先ほどの先

生ほど詳しくは考えてはいなかったのですが、

インターナショナルは国と国の関わりで、国と

いう意識がある中で関わっていくという感じ

で、グローバルというと、もう地球全体が一つ

のものとして、みんなで関わっていくというよ

うな気がします。

●竹内 氏

ありがとうございます。こうやって当て続け

ていると、今日の講演時間を全部終了できるの

ですが、そういうことは致しません。

皆さん、たいへんきちんとした考え方でお話

をされていたと思います。

インターナショナルというのは、やはり、二

国間の話なのです。複数でも結構ですが。そし

て、その後ろに、国と国の原理原則が存在して

いるのです。私は日本の考え方を持ち込みます。

ルクセンブルクの方であれば、ルクセンブルク

の考え方を持ってこられます。こういうように、

二国間で原理原則を交渉ですり合わせて、利益

を最大にして自分の国に戻すというようなイメ

ージがあります。利益というと何か少し生々し

い話ですけれども、何かを自分の国に戻してい

く。やはり帰るところは自分の国だよ、という

ようなところがあるのです。だからインターナ

ショナルな世界では、帰るところが、つまり自

分のホームグラウンドというようなところが一

つあるということです。

それに対してグローバルというと、もう世界

が国というレベルで動かずに、一つの原理原則、

丸いものがあるとおっしゃいましたが、その通

りです。一つの地球というものの中で、一つの

原理原則で動いている。例えば教育を例に取る

と、バカロレアというものを最近よく聞きます

が、あれもある種の原則に従って、世界中の教

育基準を同じにしていこうとしている動きの一

つだと思います。それが残念ながら日本の基準

ではないのです。日本の基準でない以上、そこ

へ合わせるという作業をしていかなければいけ

ないわけですが、世界が一つの原理原則で動き

ます。そしてオープンでフラットですから、ど

こからでも、例えば日本からでも、場合によっ

ては台湾からでも、オーストラリアからでも、

どこからでもコミュニケーション能力と想像力

があれば、その中に参入していけるという世界

なのです。

では、バカロレアの資格を取るとどうなるの

か。世界中どこにでも動いていけます。どこで

も行けるというような状況が生まれていくはず

です。しかし一方で、その反動として、アイデ

ンティティとか民族意識というのがやはり鮮明

に出てくると思います。だから、英語一つで世

の中が動いてるように見えるけれども、その背

後を意識しておかないと、たいへんなしっぺ返

しを受けるような社会、このような社会がグロ

ーバルのイメージであると思います。国際的に

活躍されている方や、学者の意見をまとめると、

このようなイメージになってきます。

ということは、共通の原理、枠組みを尊重し、

その中で、地域にも対応していけるような人材

を育てなければならないということです。世界

中が現在その方向へ向かっています。例えば、

この大阪を代表する企業で、パナソニックとい

う会社がありますが、ここの採用は日本人が多

かったのですが、もはや日本人のほうが少なく

なるのではないかというくらいに海外で人材を

採用しています。世界は一つの原理で動いてい

る。オープンで、フラットで、どこからでもコ

ミュニケーション能力と想像力があれば行け

る。そして各々の地域にある程度対応できる人

たちが欲しければ、日本で人を雇う必要など何

もないわけです。そのように世の中が動いてい

っています。

スマートフォン、多くの皆さんがお持ちです
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ね。スマートフォンなどまさにそういうもので

す。iPhone、Android など売れていますが、

iPhone が売れる理由はこれです。世界全部を

同じものにしていくからです。あとはアプリで

日本という地域に対応している。ところが日本

は逆をやるのです。日本にのみフル対応して、

いろんな機能をいっぱい付けて、世界に行った

らその機能が通用しないというような感じにな

っている。こういうような事象を参考にグロー

バルとかインターナショナルというものを考え

ていただければいいかなと思います。

さて、グローバル人材とは一体どのような人

かということを、いったん定義させていただき

ます。つまり世界中どこへ行っても同じ原理を

使って行動し、コミュニケーション能力と想像

力で問題を解決していける人たち。同時に、地

域のアイデンティティとか民族意識ということ

もある程度の理解がある人たちではないかと考

えます。

ここから少し、実は私は今、学部長をやって

おりますので、少し宣伝をさせていただきます。

関西大学では外国語学部という学部を作りまし

た。これは11番目の学部として、2009年に開設

されました。最初、作るときに名前をグローバ

ル何とか学部とか、インターナショナル何とか

学部とか、いろいろなことを考えましたが、全

部やめました。そんなことを口で言おうが何を

しようが、教育内容が伴っていなければどうし

ようもないので、もっともオーソドックスな外

国語学部という名前を使っております。

もともと大学院に外国語教育学研究科という

のが、2002年からあって、教員の養成をしてい

たのです。英語教員、あるいは中国語教員、日

本語教員。そこに学部ができました。外国語の

プロフェッショナルを育成するというのが目的

だったのです。外国語のプロフェッショナルと

は何だろうということで、今からその内容を少

し見ていきます。パンフレットから取ってきま

した。コピーライト違反です。しかし私のとこ

ろのものですから構わないのですが、細かい字

で書いてあるので、よく分からないと思います。

少し読み上げてみたいと思います。

私たちが育成しようとしている外国語のプロ

フェッショナルとは、ただ単に外国語が流暢に

話せる人のことではありません、と書いてあり

ます。ただ単に話せることではない。話せなけ

れば駄目だけれども、ただ単に話せる人ではあ

りません。外国語の学習を通じて異文化への理

解、多文化での共生力、問題解決能力、多角的

思考力、批判力を伸ばす。これがグローバル・

スタンダードです。いわゆるグローバルな原理

・原則です。多文化と共生し、問題がうまく解

決できて、批判的思考力を持った人材、こうい

う人たちを育てて、自分自身も世界に発信でき

る人にしたい。つまり、外国語がしゃべれたら

世界で活躍できるなんていうことは考えないで

くださいと。それ以外に大切なものがいっぱい

ありますということをここで謳っていて、外国

語プラスアルファが外国語のプロフェッショナ

ルですという、こういう定義にしました。要は、

グローバルな原理・原則を理解しつつ、これを

地域の状況に照らしながら、適応できる人材を

作りたいということです。

それでは、英語だけやっていたら駄目ではな

いかという話になってきます。英語は、これは

グローバルな原理・原則に相当する言語です。

最近、中国語がそれにプラスされていますが、

それ以外に、地域の言葉というものをしっかり

と分からないことには、英語や中国語で話し掛

けても、それ以外の言語をしゃべる人たちにと

っては、すごく嫌な感じがするのです。よくい

いますが、フランスに行ったらフランス語でし

ゃべらないと、ちょっと嫌がらせをされる。ス

ペイン語圏で英語でしゃべっていると、「フン」

というような顔を時々される。そうならないた

めに地域に根差した言語を学ぶべき。つまり、

英語、中国語に加えてもう一つやりましょうね

というのが、われわれの学部の大きな特徴にな

っています。

残念ながら、今、ドイツ語、フランス語、ス

ペイン語、朝鮮語、ロシア語しかありませんが、

もう少し、例えばベトナム語であるとかインド
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ネシア語であるとか、タイ語であるとかいうよ

うなところへ広げていかなければならないと考

えています。つまり、原理・原則は一つあって

も、それに加えて、各地域に対応していく必要

があるという考え方です。今、高等学校や中学

校で第2外国語をやられているところはどれく

らいあるでしょうか。先生方の学校で、例えば

中学校でも高校でも結構ですが、こういう言語

を教えられているところはどれくらいあります

か。手を挙げていただけますか。中国語も含ん

で。比較的少ないですね。どのような言語をや

られていますか。

●参加者

フランス語とスペイン語、それから韓国・朝

鮮語、中国語となっています。

●竹内 氏

どれぐらいの時間数で。

●参加者

週2時間程度という見立てです。

●竹内 氏

他には。

●参加者

ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語。

●竹内 氏

すごいですね。こういうようなことをやって

いかないと、グローバル人材ということで英語

だけに力を入れていると、原理・原則のみ片寄

ってしまい、それでグローバルに活躍できる人

物が育つかというと、大いに疑問であるという

ことになります。ですから、私がいろいろなと

ころでお願いをしているのは、もう一つ言語を

やってみませんかということです。これは私学

でないとできないことだと思うのです。しっか

りと時間を取って、英語以外、中国語以外の言

葉を少しやってみようではないかというような

ことも、グローバル化の一側面を考える上では

重要になるかもしれません。

私も最近一生懸命、イタリア語を勉強してい

るんですが。それをすることによっていろいろ

な新しいことが分かってくるわけです。英語で、

もう当たり前と思っていたことが、他の言語を

一つ勉強することで、違って見えてくるという

ことです。

それから、もう少し宣伝をさせていただきま

すが、少人数でやらなければおそらく無理だろ

うということです。今、外国語のクラスサイズ

の問題がいろいろなところで言われています。

一般的にクラスサイズは20人前後で行うと一番

効果が上がるという研究が最も多いようです。

学校現場では。これを逆に5人以下に下げてい

きますと、効果が出にくくなるのです。15人か

ら20人というのが最適数であるという研究が一

番多いのです。なぜそういうことになるかとい

うと、お互いにライバルがいて、あるいは他人

から学べて、そして競争が生まれるという数字

が、およそ15人から20人という数字のようだか

らです。少人数というのはこれくらいの数を指

します。逆に7、6、5、4と下がって行くにつれ

て、競争が起こらないのです。そして、ロール

・モデルもいなくなるのです。そうなってくる

と、うまく行かない。

習熟度別クラスというものがあります。英語

力で、上級クラスと中級クラスと初級クラスを

作ります。あれはうまく行かないのです。なぜ

かというと、上級の子は上級の中で考えます。

中級の子は中級の中で、その中で生きていけば

良いと考えます。級をこえての競争がなかなか

起こらないのです。今までの習熟度別クラスの

研究を見てみると、ほとんどうまくいっていま

せん。逆に少人数にしたらうまくいくというの

が、最も多いデータです。習熟度別にするなら

ば、ザックリとした習熟度別にするとある程度

効果が上がるというデータもたくさん出ていま

す。例えば、TOEIC のスコアで10点刻みにク

ラス分けたとか、20刻みに分けたとか、そうい

うことをすると、10、20というのは誤差ですか

ら、うまくわけられないし、協調や学び合いも

起こりにくいということがいわれています。だ

から能力はザックリと、人数は少人数でという

研究結果にもとづいて、私たちの学部では、20

名程度でクラスを編成しています。

外国語学部は非常にありがたいことに165人
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しか学生を採りません。よそから、いつも「君

のところは採らないね」と文句を言われていま

す。ただ、165人を育てるのも、もう目一杯で

す。ギリギリです。165人という少人数でやる

からこそ、グローバルの視点が植え付けられる

のだ、と私たちは考えています。

そして五つの専門プログラムを入れました。

言語コミュニケーション教育、言語分析、地域

文化、異文化コミュニケーション、通訳翻訳の

五つに加えて、日本語教師養成講座もやります。

いつも言うのですが、英語、中国語ばかりで世

の中が動いて、それがグローバル・スタンダー

ドになると非常に危険です。日本の主張もして

いかなければいけない。そうすれば日本語が分

かる人を世界に広げていかなければいけないと

いうことで、日本語教師の養成ということにも

力を入れていくような形にしています。

このように、新学部をいろんな知見を基に作

ってみましたが、一つ大きな特徴が、1年間直

接体験を Study Abroadという形でやらせるこ

とです。1年間全員を海外に送り込みます。こ

れが卒業要件になりますので、当然これに行か

ないと卒業できないということになります。

直接体験という言葉をここで強調したのは、

今、駅前留学でも何でもできますよね。フィリ

ピンの人と Skype で英語をしゃべるという授

業もたくさんあります。でも、直接体験をしな

ければ、全く意味がないのではないかというの

がわれわれの考え方です。誰も付き添わない。

行く先は自分で決めて行く。といっても、全く

ゼロからでは困るでしょうから、今これだけ提

携校を作りました。イギリスに4校、アメリカ

に2校、オーストラリアに1校、ニュージーラン

ドに1校、フィリピンに1校。フィリピンは結構

人気があります。値段が安い、そういう意味だ

けではなくて、開発援助とか、そういったこと

を学ぶのです。困難な状況を目の前で見ていく

という体験をしていきます。それから中国に1

校、そしてなぜか台湾、韓国に1校が入ってい

ますが、台湾は、台湾の大学で英語を勉強しな

がら生活言語は中国語になります。それから韓

国は、韓国外国語大学というところで、大学で

学ぶ言語は英語なのです。英語で全部授業が行

われていて、街へ出ると韓国語を学ぶという、

こういう組み合わせを考えて、今動いています。

海外だけ行っても意味がない。外国語だけ学

んでも意味はない。ということで、外国語で専

門課程、つまりコンテンツ、言語教育学や、異

文化コミュニケーション学、地域文化学や言語

学などまで学ばせます。こうなると、相当に高

い外国語能力をつけて海外に送り出さないと、

専門課程の授業についていけないということに

なりますので、4月に本学部に入った途端に徹

底的に、いろいろなことをさせられるというこ

とになります。

Study Abroadをやってますよ、ということ

で、お金がどれくらい掛かるのかと、皆さんご

心配かと思いますが、これは法人のご理解で2

年生のときには全く授業料は払わないというこ

とになります。関西大学は1年間取りっぱぐれ

です。そして、現地の学校に全部お金を支払う

という形になります。

さらに JASSO 日本学生支援機構というとこ

ろが、長期にわたって海外に行く場合の奨学金

を月8万円くらい出してくれますので、これを

コンペディションで取って、だいたいうちの学

生20人くらいが月8万円ほどの奨学金をもらっ

て出掛けていくというような状況になっていま

す。

こう聞くと、すごくグローバル人材をうまく

育てられているのかもしれないなと、皆さん思

われるかもしれませんが、実はもう失敗の連続

で、今から失敗のお話をどんどんとしていかな

ければならなくなります。

あまりに失敗するものだから、これはまずい

ということで、Study Abroad支援センターと

いうのを作って、徹底的に事前研修を行いまし

た。その回数は、正課の授業外で半学期、つま

り秋学期だけで15回くらいやります。授業外で

やります。土曜日に集めたりして。ビザの申請

のことから始めて、自分で調べさせるのですけ

れども。決してこちらから情報を言わないで調
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べさせて、という発見・調べ学習をさせていく

のです。最後はデートの断り方まで考えさせま

す。皆さん、デート断れますか。「ご飯食べに

行かへん？」と言われたときに、行きたくない

ときにはどうやって断るんだ、というようなこ

とまで含めた安全講習をやっていて、そういう

ようなことを徹底的に事前講習をしないと、日

本人はグローバルになんてなれないです。一般

の高校から普通に上がってくるとそのような状

況です。

SA 支援センターというものを作って、そこ

に情報を入れて、学生がすぐにアクセスできる

ような状況、相談に来られるようにしています。

365日24時間のサポート体制を作っています。

これは関西大学全体で関大 TRS つまり、Total

Risk Management Serviceというものをやっ

て、どこからでも24時間365日対応ができるよ

うにしています。さらに外から支えるのではな

くて、学生同士のコミュニティーを作るという

こともやっています。これは、あらゆる教育に

おいて大切なことなので、力説をしますが、先

輩たちは SA へ行ってきた、直接体験者です。

これを後輩とうまくバディーシステムにして、

お互いに情報を共有するというやり方をしてい

きます。さらに、横です。一緒の地域に留学す

る人たちの間で情報を共有させるというような

ことを、この SA 支援センターの中でやらせま

す。

学生間のつながりをつけていきますと、自分

たちでいろいろな情報を入れてくる。そして自

分たちで情報を整理していきます。時々とんで

もない流言飛語が流れますので、常に監督をし

ておかないといけませんが。

そして、留学適格者の選別も行っています。

まず外国語能力は、TOEFL のペーパーベース

で500を超えない限り海外には行かせません。

ペーパーベースで500点ですから、TOEIC で

750ぐらいは取れないと無理なのです。それか

ら学業。コア科目という科目があって、そこを

一つでも落としたら行かせません。出席一定数

が達しない限り、絶対に海外には行かせません。

遅刻が多い学生はアウトです。というようなこ

とをまず徹底的に行った後、165名の中からお

よそ150名、悪い場合には15人くらい脱落しま

すが、その150名を海外へと送り出すというこ

とをやります。

さて、次に、どのような失敗を繰り返してこ

こまでたどり着いたかということと、グローバ

ル人材の育成とを結びつけていきたいのです

が、その前に、グローバル人材というのは昔か

ら言われていたことですよ、ということを少し

お話ししたいと思います。

「パスポートを持って国際人になろう」とい

う標語がありました。これ、どこかで聞いたこ

とがある方もおられるかもしれません。私の年

代の方であれば、聞いたことがあるかもしれま

せん。これは1987年、旧運輸省が海外旅行倍増

計画というものを立てて「パスポートを取って

国際人になろう」という標語を作りました。こ

んなもので国際人になれたら言うことはないで

す。

5年を待たず、1000万人がパスポートを取っ

たのです。その結果、何が起ったかというと。

海外へ日本人が出掛けていって、何が多くなっ

たでしょう。もう、海外の秩序を無視して、日

本のルールをそのまま持ち込んで、やりたい放

題。現在、同じように、中国の人が徹底的にた

たかれていますが、あんなカタチになった。結

局、醜態をさらす日本人になったのです。

「旅の恥はかき捨て」、日本にはいい言葉あ

ります。なぜなら二度と行かないから。「もう

いいや」ということです。ところが世の中はそ

のような状況ではないのです。2度、3度、4度、

5度と行くわけです。パスポートを取って何も

しなければ、こんなものです。国際人をグロー

バル人材に置き換えても、そんなに変わらない。

きちっと教育をしなければ、何にもなりません。

昔から失敗を反省して生かしていないのです。

そこでわれわれは、自分たちの失敗を反省して

生かすということから、グローバル人材の育成

プログラムを作り上げるということをしていま

す。
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また、失敗の記録をお話しします。恥ずかし

いくらいの失敗の記録です。ちなみにうちの学

生は、偏差値でいうと65くらいです。それから

TOEFL のペーパーベースは500から550を超え

てきます。すごく真面目に勉強します。にもか

かわらず、こんなことになりますということで

す。上智大学では、純粋に日本の学校を卒業し

た人を「純ジャパ」と呼ぶそうです。純ジャパ

の子たちが大学で SA をすると、こういう状態

になるというお話をします。

一つ目。誰かが何かしてくれるという考え方。

これは1年目にありました。何をやったか。ソ

ルトレイクシティーにあるユタ大学というとこ

ろと提携を結んでおりますが、私たちは自分の

力で生きろ、ということを目標にしていますの

で、添乗員も何にもつけずに送り出します。研

修はしていましたが、今ほど徹底的にしていま

せんでした。そうすると、何が起こったか。ま

ずサンフランシスコに着きます。ここでさすが

にみんなは時計を見て、時間を合わせます。次

にデンバーへ飛びます。デンバーは山岳時間と

いって、時間が変わります。ここで時間を変え

るのを忘れていて、そのまま飛行機に乗り遅れ

た人間が5～6人出ました。その中で数人がやっ

たことは、日本に電話して、親に何とかしてく

れと言ったのです。親に電話です。親から大学

にジャンジャン電話がかかってきます。なぜ親

に連絡なのでしょう。私たちは問題が起きたら、

親に連絡なんて入れるなよと、自分でその場で

解決しろよ、ということで、かなりの指導を与

えていましたが、それでもやはりこういうこと

は起こります。「なぜ時間を変えなかったの」

とあとで聞き取り調査をしたら「みんながいる

ので、誰かが連れて行ってくれると思っていた」

という、こういう考え方がもう自己責任を重ん

じるグローバル社会では絶対に通用しない話で

す。

ある学生さんが税関で「幾らお金持っている」

と聞かれたのです。10万円のつもりで「10万ド

ル」と言ってしまいました。それ以降、その子

のことを「10万ドルの女」と呼んでいますけれ

ども、幾らか分かりますよね。外国為替法違反、

直ちに別室へ連れて行かれて。これも問答をち

ゃんと練習していたのです。なぜこのようなこ

とが起こるのでしょうね。何となく友達としゃ

べっていて、自分の番が来て、うかつにこうい

うことをやってしまう。自分で責任をもってや

るということが頭からぬけている。考え方から

変えていかないと、英語ができても駄目です。

英語はできます。この子はペーパーベースで

TOEFL 560、だから TOEICでいくと800何点

取るような学生です。

次に、自分の行動の影響を考えない。よく携

帯電話やスマホを離せない子どもたちがいま

す。飛行機に乗って、携帯電話やスマホを座席

ポケット中に入れたまま忘れて「ウワッ、忘れ

た」と後から気が付く。そうすると、自分の責

任ですから、自分が解決すればいいのに、友達

も巻き添えにして連れて行くわけです。友達と

一緒に。そして、その子と一緒にそこにいるも

のだから、2人3人が一緒に次の飛行機に乗れな

いというようなことを引き起こします。こうい

う事例は、東京の某大手大学でも起こっている

とのことです。

次に、母語でできないコミュニケーションが

外国語でできるかという話です。お父さんやお

母さん、大人と話す訓練ができていない子は、

ホームステイ先で必ずといっていいほど大人と

トラブルを起こします。L1で、つまり母語で

親と会話ができていない人が、急に L2（外国

語）になって見知らぬ人とうまく会話できるは

ずがないわけです。だから、最近では親と会話

をさせるプログラムまで取り入れる必要を感じ

ます。なんて馬鹿げていると思うかもしれませ

んが、日本人がグローバルになるというのは、

それくらいのギャップがあるということを分か

っていただきたいと思います。

お父さんとかお母さん、特にお父さんとしゃ

べれないです。親に代表される大人と話をしま

しょう。そういうことまで説明会の中で説明を

して、一つずつ「君たち、グローバルになるの

にはあまりにもギャップが大きいよ」というこ
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とを認識させて、そこから構築していくという

ことをやります。

親子の関係が明らかになって出てきます。一

例をお話しますと、親が「すいません」と学校

に電話をかけてきて、「うちの子、海外で生き

ているでしょうか」。「なんですかそれは？」と

言うと「いや、全然連絡してくれないんですよ」

という返事です。つまり、親と子のコミュニケ

ーションが完全に断絶しているのです。これで

海外の人とコミュニケーションができるのでし

ょうか。

さらに、親に全部頼っている子がいて、何か

苦情があると親経由で苦情が上がってきます。

ニュージーランドに留学していた学生ですが、

インド人のホストファミリーで、毎日カレーが

出て苦痛である、と親が言ってくる。そのよう

なことは自分で解決すればいいわけです。なぜ

カレーで苦痛なのか、気にせず食べればいいで

はないか。嫌であれば外食すればいいではない

ですか。何でもできます。なぜそのようなこと

を、親を通して言ってくるのか、ということま

で考えていかなければなりません。

それから、自己管理能力の欠如。朝起きられ

ないという子がいます。ご存じのように、ビザ

条件というのがありまして、海外、特にイギリ

ス、ニュージーランドは極めて厳しいです。遅

刻回数が半学期に5回程度を超えると、国外退

去処分になり得ます。国外退去処分になると、

入管のブラックリストに載るので、非常に危な

いという話をしました。にもかかわらず、恥ず

かしい話ですが、1人国外退去処分を受けまし

た。本人はなぜ国外退去なんだ、と最後までわ

めいてましたけれども、よく説明したら「ああ、

分かりました」と納得しました。なぜそのよう

なことができないのか。偏差値65、TOEFL600

近くの学生です。そんなもの全く関係ありませ

ん。つまり、日本の国内できちんと習慣を形成

していない学生がグローバルになれるはずがな

い。グローバル以前の問題です。

迂闊な発言、差別意識。ここくらいになって

くるとかなり深刻度を増してきます。Facebook

の中にいろいろなことを書く。18歳はイギリス

ではお酒は飲めますが、アメリカは21歳です。

アメリカ留学中の二十歳の学生が Facebook に

「プハー、おいしかった」と書いてしまった。

「プハー」というのはお酒飲んだときの言葉で

す。「おいしかった」。さあ、この後、どこから

誰が聞きつけたか分からないですが、アメリカ

では21歳まで飲めないのではないか。投書がき

ます。平気で自己情報を開示してしまうような

ことをやります。結局「カルピスを飲んでいた」

と本人は言っていました。お風呂上がり、シャ

ワーを浴びて、カルピスがおいしかったから「プ

ハー」と書いた。そこまで来ると、もう追及し

ようがありませんが、馬鹿げています。「君た

ち、自己情報の管理が全然できてないんだね」

ということで、かなり説教をしないといけない。

差別意識。平気に Facebook で海外にいなが

ら民族差別のようなことを書く学生がいまし

た。かなりものを見る目が一方方向に偏ってい

る学生でしたが、この学生も今3年生になり、

すごく複眼的にものを見ることができるように

育ちました。そういった変化を一人一人見てい

って、マス教育ではなくてマイ教育を、一人一

人に合わせた教育をしていかないといけない。

次は、他文化を知らない。宗教のこと知らな

いのは致命傷です。現在、アメリカにはサウジ

アラビアからの留学生がたくさんいます。国王

の名前を冠した奨学金で来ていて、すごくリッ

チで、海外では羽目を外して遊ぶ学生もいるよ

うです。その乗りでアラブ系の人たちと付き合

っていて、敬虔なイスラム教徒の人たちとトラ

ブルを起こす学生もいます。

自分の国の文化というものも全く知りませ

ん。これは、行く前にかなり研修を積むのです

が、よく聞かれるのは「ウォーシュラインのこ

とを教えてくれ」。ウォーシュライン、戦争神

社。どこのことかというと、靖國神社です。こ

れを説明できますかという話です。それから「カ

ワイイという言葉、どのような感じなのか説明

して」。これは難しいです。しかし、なかなか

想像力に満ちあふれた人間がいまして、きゃり
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ーぱみゅぱみゅという、あの子の写真を持って

きて「これがカワイイだ」と言った子がいます。

これはなかなかコミュニケーション能力がある

なと思います。

「禅について説明してください」言われて「ゼ

ンって何だっけ」と聞いた学生がいます。研修

で学んでいてもリアリティがないのです。

日本のやり方を海外へそのまま持ち込む学生

もいます。日本には、食事のときに携帯電話を

置いて、見ながらご飯食べる子がいるようです。

でも、海外でそれをやったらホストファミリー

からたたき出されます。そういったことも、き

ちんと研修をして教えていかねばならない。そ

して、遵法精神の欠如です。それぞれの国の法

律がそれぞれの国にある。お酒を飲める年齢は

何歳ですか。そういったことも知らない。

こういうことを1年間、私たちはバグつぶし

をして、モグラ叩きのようなことをやりました。

こうして、私たち教員のように海外経験があっ

て、英語を専門にしているような人間では思い

も付かないようなことをやるんだ、という意識

の下に、大幅にカリキュラムを変えて、グロー

バル人材の育成ということに取り組むことにな

ります。こういうことは、先ほども言いました

ように、どこの大学でも起こっています。グロ

ーバル〇〇学部がいろいろなところにできまし

た。でも、多くの大学がこのような問題を経て

いるそうです。日本の多くはそういう状況なの

です。あまり大声では言わないけど。

パスポートではないのです。偏差値でもあり

ません。英語力でもありません。もっと違うも

のが、実はグローバル人材になるために必要な

のかもしれないということです。それを私は

Agencyという言葉で呼んでいます。これは今、

外国語教育学の世界でよく出てくるコトバで

す。主体的選択能力というように訳されていま

す。それを持った人間のことを Agent と呼び

ます。構成要素を含んで言い換えると、技能、

教養、哲学、目的、意志の力を通して、体験を

自分で選び取る力、このようなものを Agency

といいます。英語能力というのは技能のところ

だけです。教養、哲学、目的、意志、こういう

ものを全部含んで、自分で体験を選び取るよう

な力を付けてあげないと。パスポートも偏差値

も英語能力も、あまり関係ない。もっと違う能

力を育てなければいけない、ということをわれ

われは学び取ったわけです。

余談になりますが、スピード感覚がこれに加

えて必要だと思います。例えば、何かをゆっく

り考えていたり、後回しにしていたら、やはり

世界の中ではついて行けない。ただし、一部の

国においては、時間の観念が違いますから、逆

にスピード感覚があると駄目な場合もあります

が。

例えば、よく使う例ですが、くしゃみをしま

した。私が「ハクション」としました。英語で

何て声を掛けますかということを学生に尋ねま

す。そうすると、みんながしばらく考えて、あ

る程度きちんとした答えに達するのです。何と

言いますか。"Bless you"と言います。あるい

は"Gesundheit"というドイツ語を使って「健

康を」と言います。これは条件反射で出てこな

いと駄目なのです。ゆっくり考える部分も確か

に必要です。でもこれに、考えずに反応すると

いう部分を組み合わせないと、駄目だなという

ことが分かります。くしゃみをした、"Bless

you"と言います。くしゃみをすると魂が外へ

出ていて、魂が失われるから、そうならないよ

うに神のご加護がありますようにという意味で

"Bless you"と言います。では、"Bless you"と

言われると何と答えますか。それに対して受け

答えをしなければいけません。くしゃみをした。

"Bless you"と言われた。「フフッ」と笑ってい

たら日本人になってしまいます。私はこれを自

分が海外に留学していたときに体験しました。

授業中にくしゃみをしました。そうしたら、さ

ざ波のようにみんな"Bless you"、"Bless you"、

"Bless you"と言ってくる。さあ、どう答えま

すか。分からないときは、相手の言ったことを

繰り返せばいいのです。敵意がないという意味

になります。だから"Bless you"と言うと、み

んなに笑われてしまいました。私も「神のご加



- 116 -

護がありますように」と言っているのだから。

そのときには"Thank you"と答えれば、それだ

けで済んだわけです。そういうことは直接体験

がないとできないわけですが、これを自動的に

やってしまうような反応。"How are you?"と

聞かれて、ワンテンポ置いてから"Good"とか

"Fine"とか言うともう駄目なんだというような

ことも、グローバル人材育成の中で私たちはか

なり強調しています。

では、この中で、先ほど言った Agency の構

成要素を一つひとつ見ていきましょう。まず技

能です。技能というのは、私は英語力だけだと

は思いません。英語力もありますが、コミュニ

ケーション能力だと基本的には思っています。

皆さんに、今からコミュニケーション能力を試

す簡単なテストをやっていただきます。お隣の

人とは初めての方が多いと思いますので、また

挨拶をしていただきたいのですが、そのときに

一つだけ条件を申しあげます。目をあまりそら

さないでください。相手の目をしっかりと見て

ください。そして、できるだけ敵意がないよ、

ということで、ニッコリとほほ笑みを浮かべな

がらしゃべってください。この研修は小学校で

よくやるのです。小学校は Big voice、Smile、

そして、Eye contactです。これはコミュニケ

ーション能力の基礎なのですが、今の学生さん

はものすごく英語力があるのに、天井を見たり

してしゃべっています。目を合わせることを嫌

う。「天井に何かいるのか」と私はいつも聞く

のです。「英語の文章が空に飛んでいるか」と

か言って聞くのですが、そうではない、人の目

を見ることを極端に怖がる学生がいます。今か

ら少しやっていただきます。2分間です。日本

語で結構です。あるいは英語でもいいです。目

をそらさずに、そしてニコニコ笑いながら、世

間話をしてください。自己紹介でも結構です。

はい、スタートします。

（訓練中 世間話あるいは自己紹介）

はい、ストップ。ここまでです。ありがとう

ございます。

先生方、目がそれている人は、もう最初から、

しょっ端から目がそれていましたけれども、結

構しっかりと目を見て、笑みをたたえています

よね。ほぼ合格です。ところが、学生たちは、

こういう能力がすごく欠けてます。しっかりと

こういうコミュニケーション能力を育成しない

といけないな、ということを痛切に感じている

わけです。

挨拶をするというときに、皆さん、どのよう

な挨拶をされたか、数を数えていたのですが、

ほとんどがお辞儀をされていました。握手され

た人が何人かおられました。握手された方は、

握手をどういう感じでされましたか。では、先

生方にご協力をいただいて、お二人で握手をし

ていただきますか。

（握手）

いいですね。いい感じですね。ただ、日本人

は必ずそこで頭を下げるのです。一般的には、

顔をそらしません。そしてニコッと笑って。で

も日本的にお辞儀するのは、私はチャーミング

でいいと思います。これはこれで日本の習慣で、

地域に根差している。そのままこう下向きを続

けなければいいわけです。相手の顔を見ます。

どれくらいの手の強さで握られましたか。

●参加者

結構強く。

●竹内 氏

それは素晴らしいことです。日本人の握手は

Dead fishのようであるという。「死んだ魚。」

私は死んだ魚と握手したことがないので、どの

ようなものかは分かりませんが。

では、どの程度の強さで握ればいいですか。

少しお二人でやっていただけますか。

（握手）

やはり目をそらしてないですね。手の握りは

かなりきつかったですか。

●参加者

そうですね。

●竹内 氏

しっかりと握りましたね。そして顔は、少し

こわばっていましたね。ニッコリと笑って、と

いうお話をしましたよね。こういうことです。
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何回手を振りましたか。

●参加者

3回か4回。

●竹内 氏

3回か4回ですよね。ロシアに行くと、ここで

キスをしないといけないのです。熊のような男

が二人、お互いの頬にキスをするのです。アラ

ブだと、相手の目を完全にのぞき込みます。

PLOにアラファト議長という方がいましたが、

あの人はサングラスをしていましたよね。瞳孔

の動きを察知されないために、彼はサングラス

をしていたという噂があります。相手の目の瞳

孔の開き具合まで、挨拶のときに見るのだとい

います。あそこまでやらなくても構わないです

が、きちんとコミュニケーションが取れるのか。

その上で第2言語の英語が使えるという話です。

TOEFL や TOEIC のスコアだけではないので

すね。

そして、技能の中には論理思考や危機管理、

も含まれる。Scattered Brainという言葉があ

りますが、頭があっちに飛んだりこっちへ飛ん

だりというようなことにならない。そして、解

決するという力です。問題解決を自分たちでど

んどんやらせる。海外でトラブルにあっても、

極力、自分たちで解決させる。その解決能力こ

そが、学習指導要領でいうところの「生きる力」、

"Zest for living"の一部なのです。

まずこういう技能は身に着けないといけない

でしょう。もう一つ大切なことがあります。今

の日本人高校生は教養が全くないですね。「イ

ギリスの地図描いてみて」と言われて、イギリ

スの地図が描けない。「オーストリアはどこに

あるの」と言われて、オーストリアの位置を的

確に言えない。こういうのを私は高等学校での

ワークショップとかで、目の当たりにしていま

す。外国語学部の学生に、「そのようなことは

ないよね」と尋ねたことがあります。さすがに

本学部の学生にはないですけれど。しかし、歴

史的なことは意外と知らない。

文学など全く知らないです。"To be or not to

be" と聞いてこの後が続けられる学生なんてほ

とんどいないです。ハムレットなんて読んだこ

とがない。「風立ちぬって変な言葉やね」と言

っている学生がいましたが、「おいおい、堀辰

雄とかヴァレリーとか知らないんか」と。全く

教養として入っていないのです。そういった基

本的素養が欠けているのです。中国に行った学

生たちが「漢詩とか知っていたら尊敬される」

と言っていましたけれども、そういった教養人

としてのコミュニケーションができないとグロ

ーバル人材としては困る。

宗教に関する知識も教養として大切です。ユ

ダヤ教の人が食べてはいけないものがありま

す。例えば甲殻類は食べることができないそう

です。殻がある魚介類は食べてはいけないので

す。これは戒律です。知らずに、家でシーフー

ドカレーを作って振る舞ったら、食べてくれな

かったと、ボヤいている学生がいました。「当

たり前や、そんな。シーフードってエビ入って

るやろ」と言うと、「ああ」と言っていました。

それから、ビーフカレーをヒンズー教徒に出し

た日本人学生も、うちの学生ではないのですが、

いたそうです。困りますね。「お前は何を考え

て生きてるんだ」という話です。

もう一つ、教養として、何か知識が必要です。

「何か」というのは、何でもいいのです。熱意

を込めて、そのことについて語れるものを何か

一つ作っていないと、国際社会に出て行ったら

困ります。例えばある人はワインが大好きで、

こんな大学生は困りますが、ワインの話をして

友達を作ったとか、ジャズが好きでジャズの話

をして作った、サイクリングが大好きで日本の

あるメーカーの自転車の話をしたらすごく受け

て海外で友達がいっぱいできたとか。何か自分

が語れるものがないと駄目なのです。いくら英

語を勉強しても、語るものがなかったら伝えら

れません。

私は多読をしろと言うのです。学生にいろい

ろなものを読むように指導します。日本語でも

英語でも。徹底的に知識を広げておかないと。

新書版でいいから片っ端から読めというような

ことを勧めます。
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それから次に哲学です。日本人は Principle

がないのです。融通無碍。一方、何らかの

Principle に基づいて生活をしている人が海外

では多い。平和とは何なのか、国益とは何なの

とかいう話を、Principle に基づいて、大学生

が平気で議論します。このようなことを議論す

ると日本人は全然発言できない。この手の話は

中国人が強いです。韓国人も強いです。日本人

が一番弱い。少し踏み込んでこういうことも考

えておかないと、海外へ出たときに「日本って

被爆国やろ？」と言われて「うん」。「平和って

どう思ってるの？」。そう言われて、答えにつ

まることになります。

それから目的。何のためにあなたはグローバ

ル人材になろうと思っていますかということで

す。目的がありますか。「なんとなく」と答え

るのですか。自分は海外に出て何がしたいので

すか。そこがない学生は何もつかんで来れない。

だから、目的です。目的を作って計画を立てる

ということをメタ認知と言うのですけれども、

目的をしっかり立てて、計画を立てて振り返る

というメタ認知サイクルというものをトレーニ

ングに取り入れてやります。あなたの目標は何

ですか、ということをしっかりと考えさせます。

「目標なんてないわ」と言って海外へ行った学

生は何も得られません。

そして、リスクを負ってでも自分はやるとい

う意志をしっかりと持つ。「自己効力感」とい

う言葉が今はやりですけれども、僕はできると

いう感覚を持っている学生は、国際社会でも結

構うまくやっていきます。僕はできるという感

覚を付けてあげるということ、これは全ての教

科の成績とつながっていると言われています。

私はできる。だから、できるから、リスクを負

ってもいい。

最後にもう一つ付け加えるとしたら、直接体

験。人脈を作る。アラブの大富豪と友達になっ

た学生がいます。全部食事をおごってもらった

と言っています。「やるやん、お前」と言いま

したけれども、なかなかすごいなと思いました。

海外は、ものすごい人脈の世界です。世界はフ

ェアに運営されているなんて絶対あり得ませ

ん。極めてアンフェアです。オックスフォード

大学を出たとか、ハーバード大学を出たとか、

そういう人たちは人脈でうまく動いています。

私自身はフルブライトという奨学金でアメリカ

に行かせていただいたのですが、そのときに知

り合った人たちの人脈がいまだに続いていま

す。国際学会とかで呼ばれるのは、その人脈で

す。人脈が作れたら、半分くらいドアが開いた

な、と思うのです。これをやるためには駅前留

学では駄目です。Skype 留学でも駄目です。

一緒に寝食を共にしない限り、こういったこと

は起こってこないのです。

日本人は特に直接体験が必要です。なぜかと

いうと、ヨーロッパの状況ですが、すぐ国境が

あり、またげるような世界です。こういう人た

ちから見れば、毎日が直接体験で、異文化と接

触しているわけです。日本は国境を地続きで接

しているところがないです。このようなわけで、

日本人にとっては、直接体験が、極めて大切で

あると思います。

さて、ここまでグローバル人材の育成につい

て必要な Agency の話をしてきましたが、グロ

ーバル人材についていくつか誤解がありますの

で、その誤解についてもお話をしましょう。

一つ目は、英語が話せればグローバルという

誤解です。電車の広告があって、傘を差した女

の人がいて「その国は、英語だけが足りない」

と書いてあります。だから英会話学校へ行けと

いう宣伝です。とんでもない。その国というの

は日本ですが、その国は足りないものだらけで

ある。その国に足りないのは英語だけか、そん

なことは全然ないです。英語が話せればグロー

バルだというのは、一種の幻想にしか過ぎませ

ん。

英語なんかなくても国際交渉できるという例

をあげましょう。中国の王外相と、アメリカの

ラッセル上級部長、アジア部長ですが、この人

が ASEAN の会議でしゃべっていた。なんと

日本語でしゃべっていたという話です。二人と

も日本の駐在経験があって、母語がラッセルさ
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んは英語、王さんは中国語です。どちらかの言

語でしゃべったらお互いにとって不利だから、

共に駐在経験がある日本の言葉で国際交渉をし

て、30分間にわたりヒソヒソ話をしていた。す

ごい、日本語も国際交渉で使える時代。英語で

なければいけないような勘違いがまん延してい

ますが、実は英語ができて、さらにもう一つの

言語というのが大切になります。

EU の国は、複言語主義を取ります。EU と

いうのは、例えばフランス人だったら、フラン

ス語と英語ともう一つの言語、例えばイタリア

語。スペインの人だったら、スペイン語と英語

とフランス語というような感じで、複言語主義、

複文化主義を取って言語の幅を広げています。

だから、初めの方でも言いましたが、グローバ

ル化というときに、これはもう私学でないとや

れないことだと思いますので、英語プラス何語

かという線を考えて、英語だけができれば国際

化という考え方は持たないようにしていただい

たらいいと思います。

もう一つ大きな誤解は、グローバル人材とい

うのは世界で勝てる人という考えです。勝ち組

がグローバル人材。ある政党の政策集にこんな

ことが書いてありました。もう選挙終わったか

らここで触れても構わないと思いますが、「英

会話や IT 能力に優れ、海外でも技術革新を生

み出せる人材、これこそが世界で日本のために

勝てる人材であり、グローバル人材である。」

こういうことが書いてあります。でも、勝てる

人材なんていう時点で、もはやグローバルとい

うことを考えていないのです。インターナショ

ナルの世界です。自分の国に利益を与えること

しか考えていない。そうではなくて、自分の国

が勝つのではなくて、共栄、共存していこうと

いう発想を持てるかということなのです。勝と

うと思うと、汚いことをやればいいわけです。

卑怯なことをやれば勝てます。でも、それをや

っている限り駄目なので、お互いに共存共栄し

ましょう。勝った負けたが生じるようなものは、

グローバルの世界ではないのです。なぜなら世

界は一つの固まりなのです。もう国の枠組みも

あまり意識していない。その中で、ある人は成

功し、ある人は失敗するけれども、成功した人

は必ず共栄するためのお金を出したり、ボラン

ティアをしたりという形で世の中を Win-Win

に導いていく。こういう考え方をつけてあげて

ほしいのです。

さて、もう残り2、3分になりますが、グロー

バル人材とはどのような人材だということをま

とめましょう。母語でも外国語でも、コミュニ

ケーション能力をつけないとグローバル人材に

はなれないということです。さらに、基本的な

教養がないと駄目です。人間としての資質、自

己管理、リスク感覚、自己効力感、メタ認知、

そういうものがないと駄目です。目的があり、

それを達成する強い意志。メタ認知ができて自

己効力感と Will を持つような人間を育ててい

かないと、外国語だけやっていても駄目ですと

いうことなのです。

目指すものは国際社会で通用する Agency。

Agency をつける外国語教育をぜひ行っていた

だきたい言うと、どうすれば良いかという方法

をいつも聞かれるので、簡単に方法について触

れます。

まず、外国語を学ぶときに音声トレーニング

は絶対に大切です。受験対応のために、和文英

訳、英文和訳がたくさん出るから、音声などど

うでもいいという教育をされておられる学校も

あるやに聞きますが、今、和文英訳、英文和訳

を出しているのは少ないです。和訳などを出し

ている大学はそういう人材が欲しいと世界に宣

言しているようなものです。東京大学の問題、

素晴らしい、良い問題を出しています。やがて

グローバル人材が育つと思います。一度見てく

ださい。コミュニケーションにも配慮をしてい

ます。

即時反応トレーニングも絶対に大切です。時

間をかけてやるものではありません。もちろん

文章を書くときはじっくり考えます。でも、コ

ミュニケーションの場合は即時反応トレーニン

グなどをやらなければいけない。

プレゼンテーション。自分で調べさせましょ
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う。テーマは自分で決定する。自己決定で、そ

して調べてプレゼンテーションをするのです。

これを英語でやりましょう。東京オリンピック

の招致で「お・も・て・な・し」というのがは

やりましたね。あれはトレーニングにたいへん

時間をかけています。Show & Tellといって、

写真やモノを持ってきて紹介するような、そん

なところからスタートしていったらいいでしょ

う。

ロジックのトレーニング。英語のロジックに

親しむのにはたくさんの文章を読んで、多読な

どをすればどうでしょうか。さらに、使える機

会を提供してください。使わない限り、外国語

はうまくならないということです。

そして最後に、これらを下支えするための人

間教育、教養教育が大切です。私学だからこそ、

時間をかけてしっかりと、こういった教育をや

っていただければと思います。そしてこれは、

確実に入試対応になります。

今、どんどんと大学入試の問題は変わりつつ

あります。先ほどの東京大学は本当に良い例で

す。関西大学も従来、英文和訳や和文英訳を入

れていましたけれども、全部なくしました。発

音の問題なども出していましたが、発音の問題

で「アクセントのある音節をマークせよ」とか

ありますが、あれは、おおよそ300問出さない

と能力を測定できないのです。その人の能力を

正確に測定しようと思ったら、300個のアクセ

ントの問題を出さなければいけない。そんなの

はナンセンスです。そういう問題は消えつつあ

るのです。

ちょうど1時間15分になりましたので、これ

で私の話を終えさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。

●司会

竹内先生、ありがとうございました。オープ

ニングから隣同士がこれだけ打ち解け合える、

非常に楽しいご講演、ありがとうございます。

それでは、質問を頂戴したいと思います。

●福島 氏

現在、近畿大学泉州高等学校で教えてます、

福島と申します。

自分の体験で、2カ月前までハワイ大学修士

課程で勉強しておりまして、その中で自分が気

付いたことは、今まで日本、海外に留学する前

は、私は日本人、日本という国の中の日本人。

それで海外に行って、ハワイに行って、当然ハ

ワイというのは他のアジア圏の方々がいっぱい

いらっしゃるので、その中でまずは英語でコミ

ュニケーションすることで、自分のアイデンテ

ィティが変わっていった。日本の国の日本人で

はなくて、世界の中の日本人だということに変

わっていったのですが、先生のアイデンティテ

ィの捉え方ですね。そのアイデンティティ教育

というのでしょうか、それは大事だと思います。

いわゆる世界、例えば母校である関西学院大

学は、世界市民、グローバル人材育成よいって

いますけれども、アイデンティティにあまり触

れてない。この中で、そのアイデンティティ教

育に関して、先生はどのようにお考えですか。

●竹内 氏

アイデンティティというのは今一番ホットな

話題で、日本人はその感覚が疎いのです。なぜ

かというと、ずっと日本にいて、アイデンティ

ティも何もないのですから。私たちは日本人と

いう漠然とした、漠としたアイデンティティし

か持っていません。これが、海外に行くことに

よって、私は日本人、アジア人、あるいは、英

語が中途半端にしかできない人間とか、あるい

は英語がうまくコミュニケーションできるよう

になってきた自分とか、いろいろなアイデンテ

ィティを形成して帰ってきます。そのために、

直接体験が大切だと思うのです。

直接体験がない学生は、アイデンティティを

形成しないまま、自分が何者か分からない、ど

こへ向かうべき人間か分からないまま、ずっと

過ごしていく傾向があります。今、本学の学生

で1年間留学して帰ってきた人たちを調査して

いますが、一番大きな変化はアイデンティティ

にあります。自分が何者かということに、確固

たる自信と、そして一種の失望感、悲壮感を持
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って帰ってきます。これが私はいちばん大切だ

と思います。

外国語がしゃべることができる人間はたくさ

んいるけれども、「ベラベラ」とか「ペラペラ」

という言葉が示すように、軽蔑されます。しか

し、アイデンティティをしっかりと確立し、自

分が世界のためにどう位置付けられていく人間

なのかということを、少し大それた話ですが、

考えてきた人は、後の専門課程での勉強などに

おいて全然違う。

そういう意味でアイデンティティ教育という

のは大切ですが、日本でいくらそれを言っても、

おそらく日本ではうまく形成できないかもしれ

ない。行って初めてそういうことが成立する。

直接体験が大切だというのは、そこなのです。

駅前留学、あるいは Skype留学というのは、

嫌だったらそこでブチッと切ると終わりなので

す。ゲームと一緒です。全てリセットできるの

です。ところが留学に行ったらそう簡単にはリ

セットできません。嫌だったら敗北感を感じて

帰ってくるしかないのです。そういったことが

あるので、アイデンティティ形成のためにも、

直接体験をお勧めしたいと思います。

●福島 氏

直接体験というのは、例えば私学でも、限ら

れた学生しか行けないし、当然そのプログラミ

ングも必要ではないですか。その中で、では、

できることは何なのかということを自分なりに

考えているのですけれども、例えば、当然世界

市民とかそういうグローバル人材というアイデ

ンティティを植え付けるには、やはり、他者を、

日本人とは違う、別のアジア人とかを理解する

ことは当然必要だと思うのですけれども、では、

まずその一つとして学校教育ができることは何

かって考えたときに、僕はずっとネイティブと

もディスカッションして、いわゆる ALT です

が、ほとんどがネイティブです。

ではそれに対して、もっとわれわれのフィー

ルドは、優秀な L2の例えば韓国人の方であっ

たり中国人の方であったりとかいるのになぜ使

わないのかということ。その中国人の方であっ

たりとか、韓国人の方であったりとかと学生が、

要は英語でそうやってコミュニケーションを取

り合って、その国の文化を知る。韓国人であれ

ば韓国人の考えを知る。そういうことをできる

と思うのですが、それはどうお考えですか。

●竹内 氏

そうですね。ディベートなど、まさにそうな

のです。ディベート教育というのは、アイデン

ティティの形成と結びつけてやらないと、言い

争うだけでは意味がないのです。

●白須賀 氏

常翔学園中学校・高等学校教務員の白須賀と

申します。

本校では、高校生に対して海外語学研修を実

施しております。失敗の記録などもお話しいた

だきまして、同じようなことが高校生でも大学

生でもあるのかなあと感じております。

グローバル人材の育成については、早ければ

早いほどいいということなのかどうか、先生の

お考えを教えていただければと思います。

●竹内 氏

まず、外国語教育は早ければ早いほどいいと

いうのは、あれは嘘です。外国語教育は、ある

一定の時間の間、発音とイントネーションに関

しては敏感期というのがあって、その時期は確

かに存在しますが、それを克服できないという

データはありません。従って、12歳くらいから

始めても、外国語は十分に習得できます。特に

言語距離が近い言語であれば、かなりネイティ

ブライクに持っていくこともできます。外国語

学習を早くしなければいけないというのは、ネ

イティブのようになりたかったらそうかもしれ

ません。でも、日本人のアイデンティティを残

しながら教育をするのであれば、早ければ早い

ほどいいとは、決して言えません。

それから、グローバル教育も早ければ早いほ

どいいのかと聞かれれば、自分の息子の例を挙

げますが、私と一緒にアメリカへ連れて行って、

1年間いました。彼は、英語はすっかり忘れて、

最初はきれいな"Apple"という発音をしたので

すが、今は「アップル」と日本式に言います。
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ただ、彼が一つだけ違うのは、黒人の人を見て

も逃げないのです。肌の色に対する偏見がない。

近くに黒人のおじさんのすごく良い人がいて、

ずっと遊んでもらっていたのです。肌の色に対

する抵抗感がないということだけが身に付い

た。

ということは、やはり、いろいろな国の人と

交じり合うという体験は、外国語の発音と同じ

で、少し早めにやっておいたほうが、偏見とか

そういうものが付きにくいというのは、確かに

あると思います。ただ、だからといって、少し

年齢が上がってからだと対応できないことかと

いうと、そんなことはないようです。中学生く

らいから、あるいは高校生くらいから国際社会

へ出て行った人たちでも、あるいは大学生にな

ってからでも十分に適応できます。

ですので、早ければ早いほどいいという部分

も確かにあるけれども、それが克服できないほ

ど決定的な影響を与えるとは思わないというの

が、私の見解です。直接体験は、年齢が上がっ

てからでも変化のきっかけを与えると思いま

す。
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「グローバル化時代の私学教育」

工学院大学附属中学高等学校 校 長 平 方 邦 行

皆さんこんにちは。よろしくお願い致します。

「グローバル化時代の私学教育」という題名

を頂きましたけれども、非常に大きな題名でご

ざいます。その中でも、特に中高が今抱えると

いうと大げさになるかもしれませんが、この部

分は真剣に考えないといけないのではないかと

いうところを指摘させていただき、いろいろお

考えいただきたいと思います。

まず、今年は2013年ですが、21世紀型の教育

という言葉がなかなか浸透していかない、ある

いは理解されてない、あるいはこういう言葉が

通常使われないという現状があると思います。

20世紀と21世紀は、時代がもちろん連続的に流

れているわけですから、全くあるところでプツ

ッと切れるというわけではありませんけれど

も、特に20世紀の後半から現在に至るまで、非

常にテンポ速く変わってきていると思います。

変わってくるということは、教育ですから、そ

の先を見越して私たちは対応しなければいけな

いと考えるわけです。

教育課程の中身も、教育課程の専門家ではあ

りませんけれども、いろいろ見てみると、日本

は少し世界と違うのではないかなという部分が

あります。その辺のところもぜひ皆さんと一緒

に考えていきたいということで、少しお話をさ

せていただきます。

ある意味、日本の教育課程が特殊なものにな

ってしまうと、また、ガラパゴス化と言われて

しまうのではないか。あるいは TPP の問題も

ありますが、日本の市場をターゲットに、世界

中からいろいろな教育課程が入ってくる可能性

も十分にあります。そうしたときには教育の空

洞化も起こってしまうのではないかというよう

な、さまざまな危惧を実はしているところです。

このことは、先ほども竹内先生のお話があり

ましたけれども、やはりグローバリゼーション

ということを考えるときには、インターナショ

ナリゼーションのことをきちっと理解しないと

ゴチャゴチャになってしまうと私も思います。

実は日本私学教育研究所の4年前に私立学校

専門研修会・国際教育研究部会が始まり、国際

教育部会でシンポジウムといいますか、研修を

やってくれないかと言われて、その専門委員に

なりました。そのときの最初の題名は「インタ

ーナショナリゼーションとグローバリゼーショ

ンの違い」ということで行いました。そのとき

には、基調講演を、今年冬にお亡くなりになり

ましたが、当時国際教養大学学長であられた中

嶋嶺雄先生をお招きして、それから中高でいろ

いろな実践をしている、海外での実践をしてい

る学校の状況を報告するということを行いまし

た。
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今年は4年目で、実際に海外の教育視察をし

ようということで、9月28日から10月2日まで、

シンガポールの、特にインターナショナルスク

ール3校を中心に、視察を行いました。そして

現地の日本の駐在員の方たちもお招きして懇談

会、あるいは日本人が行っている塾の先生もお

招きして、そこで情報交換会を行いました。そ

ういう中で、たくさん経験があるわけではござ

いませんが、その中で感じたことを少しお話し

させていただきます。

もう皆さんご承知のように、20世紀型の教育

の学びの構造というと、多くの方は受験に尽き

るというように思っている方がいると思うので

す。最悪の場合は、受験があるから勉強すると

いうことになってはいないだろうか。こういう

ことが、時には小学生から中学受験を目指す生

徒であれば、小学生から。あるいは中学生、高

校生と、12年間続いていく。その中で、「モチ

ベーションを上げろ、モチベーションを上げる

ためにはどうしたらいいんだ」と現場では考え

るわけですが、非常に難しいです。しかも、使

われるのは偏差値ですから、その中での、集団

の中での順位、序列と言っていいかもしれませ

んが、そういうものは分かるかもしれませんけ

れども、本当にその子の学力、能力がそれで測

れるかというと、非常に微妙であろうと思いま

す。微妙というか無理です。

東京では中学受験が盛んに行われますけれど

も、日本全国の中学受験というのは、小学生の

数からすれば、たかだか3％です。その3％の中

で、しかも東京で、その中のまた何％かになる

と思いますけれども、そうなってくると、本当

にもう限られた中でのレッテル貼りがそこで行

われてしまう。偏差値が良い子どもにとっては

優越感、モチベーションも上がるかもしれない

けれども、それ以外の子どもたちは、「僕なん

か、私なんか、勉強できないから」というよう

な自己否定感を持った子どもたちが、小学校の

頃から、中学校、高校と上がっていく。そうい

う構造が20世紀型の教育の学びの中にあるので

はないか。しかも、その多くは知識で測定する

わけです。知識で測定して、知識の量の勝負に

なる場合が大変多いと思います。

そうなってくると、学んだ力だけ、これは野

原明先生がずいぶんいろいろなところでおっし

ゃっていたと思いますけれども、学びの構造と

いうのは三層構造だと。後ほどまた出てきます

けれども、学んだ力と学ぶ力と学ぼうとする力。

それを総合して、本当の考える力が身について

こそ学力なんだということを盛んにおっしゃっ

ていたと思います。それがほとんど、その中の

一つの学んだ力だけがクローズアップされて、

受験で判定される。しかも、大学受験のことを

考えますと、18歳で一時的に詰め込んで、あと

で忘れてしまうような、そういう知識。18歳の

最大瞬間学力、その1回によって大学を決めら

れてしまう。

先進諸国の多くの大学入試の状況を見ます

と、入試といいますか、大学に入学していく過

程を見ますと、かなり違います。ですから日本

の場合にはそこは特殊なのではないか。入試が

だんだん変わりつつある、入試の問題が変わり

つつあるといっても、まだまだ知識で測るよう

な問題が非常に多いのではないかと思うわけで

す。

教室の中を見渡しますと、小学校、中学校、

高校と、その12年間の中で、教師は常に一つの

答えを知っています。その一つの答えの中、答

えを知っていて、生徒を常に誘導していく。そ

の正解に導いていく。その中で、合理的に早く

正解にたどり着いた生徒は「君は勉強できる

ね」、「学力が高い」というふうになってしまう

わけです。遅くてはいけないのか、あるいは、

答えは複数あってはいけないのか、あるいは答

えがないことを聞いてはいけないのか。そうい

うことは日本の今までの学校教育の中ではほと

んど行われてこなかったと思います。

実は数年前まで、入試問題、いろいろな出版

社が出しておりますけれども、私どもが出した

問題を出版するために送るわけですが、この問

題には答えが二つあるのではないですかという

問い合わせが時々ありました。「たまに」と言
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ったほうがいいかもしれません。そうすると、

もちろん分かってそのように出しているのです

けれども、入試問題としては不適格ではないで

しょうかというような、そういう問い合わせな

のです。ですからまさに、一つの答えに向けて

12年間毎日、そこに早くたどり着く、そういう

訓練を日本の小中高ではやっていると言っても

おそらく言い過ぎではないだろう。そういう傾

向が強いのだろう。それによってどういう子ど

もたちが生まれるかということは、推察をして

いただいてもそれほど難しいことではないと思

います。この知識の量が学力であって、その学

力によって、では、将来の活躍が保証されてい

るのか、あるいは保証されるのか、活躍できる

のか。こういう問題が今クローズアップされつ

つあると思います。

20世紀は持続可能な社会を実現させるのだと

いって、いろいろとやってきましたけれども、

これができなかったと私は思います。できなか

ったということは、小中高、大学まで続くこの

日本の教育の中で、どこかに、もう時代とそぐ

わない部分があるのではないか。とすれば、そ

の部分もしっかりと考えていかなければいけな

いのだと思うのです。特に、残念ながら、遠く

を見ないと言いますか、現実的な、自分の足元

だけを中心に見ていく、そういう学校教育が私

立の中でもたくさん行われてきたという感じが

いたします。目指したのは国家エリートであり、

学歴エリートです。その先まではないです。で

も、もうこれは時代とはそぐわないのだろうと

思います。

もう一つ考えたいことがあります。先ほども

少し言いましたけれども、国家エリート、受験

エリート、いろいろな明日のエリートを目指し

ましたけれども、その中で、社会の中で生まれ

たのは、非常に個人化した社会だったと思いま

す。その個人化した社会によって、都会ではい

ろいろな問題、あるいは事件も起きていますか

ら、ここも何とか教育の力によって変えられる

のであれば変えていきたい。そして、先ほどか

ら申し上げております、自己否定感を持った、

そういう若者が毎年学校から卒業していくわけ

ですから、それを何とか阻止しなければいけな

いと考えています。自己肯定感を持った若者が

卒業していくという、そういう学校教育が私学

の中でできればいいと思っているわけです。

もう多くの方たちが気が付いておられると思

いますけれども、学歴だけでは将来の生活保証

はない。特に中学受験かもしれませんが、首都

圏では、仲間の学校をある種否定することにな

りますけれども、大学合格実績を説明会の中で

かなり訴えて、それに賛同して受験するという、

それだけではありませんけれども、大きなウエ

イトがそれが占めている場合もあるわけです。

学歴を否定するわけではありません。その中で

どういうことができるのか、どういうことをし

た若者が、将来いろいろなところで活躍してい

けるのかということだと思います。

当然、知識や過去の経験だけで解決できない

問題が今たくさん社会の中に横たわっている、

あるいはこれからますますそれが増えていく、

そういう時代になっていくと思います。あまり

良い例ではないかもしれませんけれども、福島

の原発事故のことを思えば、どうしてまだ解決

できないのだろう、どういう状況になっている

のかということも、私たちはなかなか知らされ

ていません。まさにあれは今までの経験したこ

とではないです。そのことを、ではどうやって

解決していくのか、過去の知識や経験だけで解

決できないということはもう例としてあるわけ

です。そういう社会が今まさに来ているわけで、

解なき社会に対してしっかりと教育で対応して

いかなければいけないのだと思います。

では、こういう教育はどう行われてきたかと

いうことですが、ほとんどの教師が、先ほど申

し上げましたけれども、生徒対して一つの正解

を教師が持っていて、そこに誘導していく。あ

る種それは一方的なレクチャー型の授業です。

こういう話をしますと、指して生徒から答えを

もらっている。だから対話しているのだという

教員がいますけれども、これは全然対話ではな

いのです。答えに導くための誘導の方法手段で
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あって、対話では全然ない。そこはまた後でご

紹介いたしますけれども、そういう一方的な、

一方通行型の教育が12年間行われてしまうと、

その子どもたちは本当にある種不幸ではないか

という感じがいたします。

その結果、これは有名な話なので、もう皆さ

んご存じだと思いますけれども、一つの答えを

導くことをずっとやってきた、その子たちがこ

の問題に出くわしたときに、出会ったときに、

どうやって解くのか。OECD PISAの学力試験

が2000年から行われていますけれども、そのと

きに実施されたものです。南極大陸の地図に縮

尺だけが書いてあります。問題としては「地図

の縮尺を用いて大陸のおおよその面積を求めて

ください。どのように求めたかも説明してくだ

さい。必要なら地図の上におよその面積を求め

る方法を書き込んでもいいです。」と、こうい

う問題です。

これが大きな話題になったのは、15歳ですか

ら日本では高校1年生に出題しているわけです

が、この問題に手をつけなかったという生徒が

60％もいたということです。「おおよその面積

を求めてください。」ですから、正確な面積は

あるわけがない。ということは、逆に答えはた

くさんあるということになりますから、縮尺が

載っているわけですが、これで正確な面積を求

めようとしたら、求められるはずがないのです。

ですから「おおよそ」となっているわけで、こ

れは考える力がきちっと備わっていれば、左上

の半島を切り取って下のところに入れてあげる

と、かなり円に近い。あるいは線を引いてあげ

れば四角形になるとか、四角形を二つにすると

か、いろいろな方法があると思いますけれども、

おおよその面積ですから、そのように求めれば

いいのだと思うのです。難しい計算をするわけ

ではないです。円の面積と、あるいは四角形の

面積、これだけで求められるわけです。でも、

これに答えた生徒は40数％しかいなかったとい

って、日本の教育は本当に考える力がきちっと

養成されているのだろうかと話題になったと思

います。教育課程の編成の中でもそのことが議

論されて、次のカリキュラムが、そのことも含

めて作られていったと聞いています。

今、いろいろと学力についてのお話をさせて

いただいていますけれども、知識というのは学

んだ力、知識ですから過去形です。それから学

ぶ力、学ぼうとする力。プレゼンテーション能

力とかコミュニケーション能力とか論理力とか

思考力とか、そういうものは、学ぶ力、学ぼう

とする力の中に入るのだと思います。

それから忘れてはならないのは、21世紀を間

近に控えていろいろなところで、21世紀の教育

はどうするのだということが盛んに議論された

と思います。その中で、ユネスコの教育国際委

員会でも議論されて、最終的に Four Pillars

として世界に発信されたということはご存じだ

と思います。その中の一つに Learning to live

together というものがあります。共に生きる

ということがありますから、これからの学びの

構造の中には当然、共に生きるということも加

えて、今、21世紀型の教育をしっかり考えてい

かなければいけないのではないか。そうなって

くれば、12年間の学校生活を送って高校を卒業

していく若者は、きちっとした考える力を持っ

た、そういう若者に育っていくのではないかと

考えています。

こういうことを考えるきっかけに、世界を考

えるきっかけになったのは、やはり1989年だと

思います。1989年といいますと、もう20数年た

っておりますけれども、皆さんの記憶にもあり

ますように、これはベルリンの壁が崩壊した年

です。確かその年には天安門事件も起こったと
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思います。だからルーマニアの、東欧の民主化

のそれよりも4、5年前から、日本では盛んに報

道されていたとは思いますけれども、ルーマニ

アのチャウシェスクの政権が倒れて、日本では

チャウシェスクが銃殺される映像まで流された

と思いますが、そういう年でした。そして2年

後にはソビエト連邦も崩壊して、冷戦構造の終

焉と言われ、皆はその段階では世界は大きく変

わると考えていたと思います。もしかしたら平

和な世界が、平和な地球が来るのではないかと

いうふうに素朴に思った方も、私も多少そうい

うふうに思った記憶があります。でも、完全に

それは裏切られたと言いますか、形を変えて世

界ではいろいろ紛争が絶え間なく続いていると

いうのが現状だと思います。

でもそういうことをベースにしながら、そう

いう世界観を基にしながら世界の教育というの

は作られてきたと思っています。ですから20世

紀というのは、特にこの1989年、それから1991

年。ここまでは軍事力ベースの世界観に基づい

た教育が世界中で行われてきたのだろうと思い

ます。日本でも、太平洋戦争以降、直接戦争に

手を下すということはなかったと思いますが、

やはり冷戦構造の中ではどうしても軍事力ベー

スの世界観の中で教育が考えられてきていま

す。

そして冷戦が終焉したということで、そこが

変わるわけですけれども、冷戦が終焉したとき

に何が一番変わったかというと、やはりアメリ

カが軍事技術としてずっと開発してきた IT、

つまり情報技術を一気に民間に流していったこ

となのだろうと思います。これによって高度情

報化社会が到来したわけです。いち早く情報を

キャッチした者、そしてその情報をうまく活用

した者だけが巨万の富を得られる。そういう時

代が日本でも一時あったと思います。六本木の

ヒルズ族などといわれて、株はこうやって儲け

るということを学校教育の中でもやったほうが

よいのではないかとか、いろいろな議論がマス

コミにも、議論といいますか、マスコミの中で

は踊っていたように思います。犯罪あるいは犯

罪すれすれで話題になった人たちもいましたけ

れども、こういう経済力ベースの世界観が1991

年から続きました。

ただこれは長続きしなかった。20年間はこう

だった。まだそれをずっと引きずっている部分

もありますが、それがここで終わった。これは

もう2011年というと、皆さんよくお分かりのよ

うに、当然日本で起こったあの東日本大震災、

これによって、この経済力ベースの世界観だけ

で教育をするのは間違いだということを世界中

が気付いたと思います。量的なものの評価から、

質的なものの評価に変えなければ駄目だという

ふうに、日本以上に世界は気付いたのだろうと

思うのです。

2011年に海外の何カ所かに行きましたけれど

も、日本人は素晴らしいということをずいぶん

言われました。「あの大惨事の中で、あの混乱

の中で、どうしてあのように秩序正しくできる

のですか。」というようなことをずいぶん言わ

れました。実は一番言われたのはアメリカでし

た。そういうふうに世界は見たのだと思います。

それによって、やはり教育によるグローバル人

材の育成、こういうことをベースにした世界観

による教育を世界はやっていく、やらなければ

駄目だということに、みんなが気が付いたと思

います。

これよりも前からずいぶん動いていましたけ

れども、これによって大きく世界の、特に中等

教育の部門は変わっていったのではないかとい

う感じを非常に受けます。ですから私たちは、

残念ながら自分たちのところで起こったことを

きちっと受け止めて、本当の意味でのグローバ

ル人材、先ほどもいろいろなお話がありました

けれども、そういう人材を、基礎になることを

やっていかなければいけないのではないかと思

います。しかし、なかなかそうなっていないで

す。

グローバル人材の育成という言葉が教育の中

でたくさん使われるようになったり、目にする

ようになったのは、本当にこの2年くらいでは

ないでしょうか。先ほど日本私学教育研究所で
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グローバリゼーションとインターナショナリゼ

ーションについてのことを研修でやろうと言っ

たときには、教育の中にはまだあまり登場して

きていませんでした。でも、もう文部科学省は

グローバル人材育成ということを大義名分とし

て、いろいろな施策を行っています。皆さんご

存じなのは、スーパーグローバルハイスクール、

あるいは日本語 DP。この二つが大きな話題だ

と思いますけれども、これは文部科学省も政府

も、あるいは自民党も、政府の中には教育再生

実行会議、自民党の中には教育再生実行本部が

置かれて、いろいろな議論がされて、その力に

よって文部科学省が動くというような、そうい

う構図が今ありますけれども、中身を見ると、

かなり危うい、あるいは微妙だなと思うところ

もたくさんあって、どういう形で収束して、一

つ、あるいは二つの方向、三つの方向にこれか

ら行くのか、じっくり見ないといけないと思い

ます。

東京都も、ここに関しては、都立に関しても

私立に関しても、いろいろな援助をするように

なっています。例えば、文部科学省は今、1年

間の留学をする生徒に対して40万の費用を出し

ています。これは、文部科学省ですから、各都

道府県に全部いっていると思いますけれども、

その中で、公立と私立で人数の案分で、行く子

どもたちの人数の案分でその40万円が支給され

ていると思いますけれども、東京は、都立高校

に関しては、2億円の予算を付けています。や

り方としては1年間の留学ですけれども、1人幾

ら掛かったかということはなかなか見えてこな

いのですが、本人負担が60万円で、あとは全部

都が負担しています。例えばアメリカに1年間

留学すれば、当然300万、400万掛かるわけです

けれども、そのうちの個人の負担は60万。残り

は全部都が負担するという、そういう留学制度

を今作っています。

私立はそうやりたくない。というのは、それ

ぞれいろいろな生徒が私立学校にはいて、その

教育の特色をいろいろな意味で毎日の授業に生

かしているわけですから、その学校独自の留学

をやろうということで、各学校最大で500万円

の補助金が、これは生徒個人に行くものですか

ら、学校に入るわけではありませんけれども、

留学を在籍者がすれば500万円を出すと。3カ月

の場合には1人50万円、そして6カ月の場合には

75万円、1年間の場合には150万円という、そう

いうお金が私立の高等学校の生徒で、学校が作

った留学制度に参加すれば頂ける。そういう支

援も東京都は始めました。それも全てグローバ

ル人材育成という大義名分が後ろにあります。

そのように、いろいろと変わろうとしていま

す。先ほどの竹内先生もご指摘されておりまし

たけれども、そういう生徒、人材を育成すると

いう中で、皆さんは本当にグローバル化してい

るのでしょうか。これは本当に大きな問題だと

思いますけれども、なかなかそうなれない部分

がたくさんあると思います。先ほどお話が出ま

したから、その中身の細かいところまでは触れ

ませんけれども、私自身が、あるいは皆さん自

身がグローバル化しないといけないのだと、そ

してできれば globe ですから世界市民、あるい

は地球市民としてのそういう感覚を持たなけれ

ば、そういうグローバル人材を育成することは

なかなか難しいという現状があると思います。

学校の中から、本当は世界が見えないといけな

いのだろうと思います。教室の中から見えれば

なおさら良いですけれども、なかなかこれはで

きないことだと思います。教室の中からは、学

校の中からは見えないのです。人間が、子ども

たちが、いろいろなことを感じたり、学んでい

く中で、五感がわれわれにはあるわけですから、

絶対に教室の中で海外の映像を見せても、地理

で歴史でいろいろなことを学んでも、感じられ

ないもの、感じないものの一つに匂いがありま

す。皆さん、海外の飛行場に降り立ったときに、

全然経験したことのない匂いを感じることがあ

ると思います。ですから、なかなか教室、ある

いは学校の中からだけで世界を見るということ

は難しいと思います。その学校教育の中で海外

の研修、あるいは体験、良質な体験、そういう

ものがどういうふうにプログラムされていくか
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ということを、もういろいろなさっていると思

いますけれども、より深いところでそれは考え

ていかなければいけないのではないでしょう

か。

いずれにしても、教育機関ですから、今13歳

の子どもたち、あるいは18歳の高校3年生が本

当に活躍するにはまだ時間的にはずいぶんあり

ます。しかし、活躍するまでに小中高というよ

うに教育を受けて、仮に13歳の中学1年生が30

歳になるにはあと17年あります。多くは30歳前

後になっていろいろなことが理解できて、そこ

で活躍できるという年齢になっていくでしょ

う。ですから私たちは、時代を認識するという

のは、今の時代も認識するわけですけれども、

未来の時代も認識しなければいけない。そのと

きにどういうことが必要なのか。そのときに必

要な基礎は今どうやっておけばいいのかという

ことがどうしても問われると思います。

グローバル化というのは当然もう本人の好み

や希望で進んで行くものではありませんから、

あっと言う間に来るわけです。今ももう進行し

ているわけですけれども、その中で世界中には

多くの民族、宗教、言語、そこから生まれた文

化というものがあるわけで、そういう多様性を

しっかり受け止められる、あるいは理解できる、

そういう教育をしていかなければいけないのだ

ろうと思います。

21世紀型の教育の中で、私はぜひ行ってほし

いと思うのは、共に生きる社会、そこに生きて

いくためには自己肯定感を持った若者がたくさ

ん生まれなければ、共に生きる社会などという

ことは実現はとてもできない。自己否定感を持

った若者が毎年毎年巣立っていくようでは共に

生きられないです。ですから、この辺りを21世

紀型の教育の中では目指さなければいけない。

それから、全てがリーダーになれるわけではあ

りませんけれども、グローバル的な視野を持っ

た、少なくてもグローバルクラスの人間になっ

てほしい。あるいはクリエイティブクラスの人

になってほしい。これによって一歩、あるいは

二歩、共に生きる社会に近づけるのだろうと思

います。

一つ紹介したいと思います。Sugata Mitra

という方をご存じの方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、彼は教育学者ですが、今、いろいろ

な授業の実験をしています。そのことを少しご

覧いただきたいと思います。十数分の映像です。

（映像）― 略 ―

いかがでしたでしょうか。授業の方法を考え

る上で非常に大きなヒントになることがたくさ

んあったのではないかと思います。最後に言っ

ておりましたけれども、やはり皆さんもおそら

く自分で学習していく中で、自分のシステムを

作って学習したのだと思うのです。ですから、

教育は自己学習システムなんだ、それをやって

いく中で、いろいろな工夫が生まれてきて、そ

ういうことがたくさん起こってくるのだと。そ

ういう機会をより多く作っていくということは

教育の中では必要なのだと思うのです。

ところで、少しだけ皆さんにご質問したいと

思いますが、皆さん得意なものをたくさん持っ

ていると思いますが、その得意なものを簡単に

どこかにメモしていただけますでしょうか。自

分の得意なものは何か。誰かに見せる必要はあ

りません。よろしいでしょうか。自分が得意な

ものを書いていただけましたでしょうか。

そうしましたら、その得意なものをどうやっ

て皆さんは習得したのでしょうか。どうやって

自分のものにしたのでしょうか。これは書かな

くて結構です。次の選択肢の中から選んでいた

だきたいと思います。①試行錯誤で身に付けた。

②講義で身に付けた。③練習、反復練習で身に

付けた。④見習い、あるいは徒弟で身に付けた。

⑤この４つ以外の全く別のもので身に付けた。

いろいろいらっしゃると思いますけれども、

①という方、手を挙げていただいてよろしいで

しょうか。試行錯誤。はい、何人かいらっしゃ

います。

それではレクチャー、講義で身に付けた方。

という方はいらっしゃらない。それでは練習で
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身に付けた方。圧倒的に多いですね。

それから見習い、大学の研究室とかそういう

ことも含めてというふうに考えていただいて構

いませんが、見習いで身に付けたという方、い

らっしゃいますか。何人かいらっしゃいますね。

もうこの中に入らない、その他という方は。

はい。

実は、今年の夏の全国の地区別の初任者研修

会で同じ質問をしました。そのときにはきちっ

と数を数えました。そうしたら、3番、つまり

反復練習で身に付けたという方が50％でした。

そして2番目に多かったのは試行錯誤。そして、

大学卒業してすぐの方もいらっしゃいましたか

ら、大学の研究室とかそういうことを想定した

方もいらっしゃったのかもしれませんけれど

も、見習い、徒弟というところが20％でした。

そして講義というところは0.5％。つまり講義

が0ということは、では学校で皆さんは教師と

しての職業をどういうふうに捉えるのですかと

いう、初任者でしたからそんな話をさせていた

だきましたけれど、レクチャーで身に付けると

いうことはほとんどないということがはっきり

分かります。

もちろんレクチャーが要らないということで

はありません。自分のものにするためにはそれ

ほど大切なものではない。ここにいらっしゃる

先生方も、先ほどはいませんでしたからね。実

は、こういうことを必ず講演のときにやってい

るのは、ハーバード大学の Eric Mazurという

物理学者です。京都大学では毎年お呼びになっ

ていますので、ご存じの方もいらっしゃるかも

しれませんが、彼は20世紀の後半に、自分が講

義を受け持っている大学生に対して、大人数の

場合にどのようにすればきちっといろいろなこ

とを身に付けさせられるのかということで、

Peer Instructionというものを開発しました。

彼が行っているのは、一方的なレクチャーでは

なくて、双方向型の授業です。

これは NHKの Michael Sandel 教授の『白

熱教室』などを見ていても、あれだけたくさん

の学生がいる中でしっかりと双方向の授業が行

われていると思いました。これを見ていただく

と、さきほどののレクチャー型と少しだけ違う

ことは、生徒同士のコミュニケーションがある

ということです。ここでは対話ですから、誘導

ではありません。レクチャーだけでしたらどう

しても正しい答え、正解に導くわけですけれど

も、全く想定しない答えが生まれてくる可能性

があるわけですから、本当の対話になるわけで

す。こういう Peer Instruction Lectureが今21

世紀型の一つの講義の方法なのだと思いまし

た。

これだけではもちろん21世紀型とはいわない

ので、これは授業の中で、学生間同士の中でイ

ンタラクションを促すということが一番最大の

骨になるわけですが、当然これは中学高等学校

でできないということはありません。人数が多

くてもできるわけで、その場合に、今はタブレ

ット端末がありますから、タブレット端末でや

り取りすることはそんなに難しくはないでしょ

う。ですから ICT の環境が変われば授業のや

り方も変わらなければいけないのだろうと思い

ます。あとから必要に応じてしっかりと活用で

きる、そういう知識、そういうものを私たちは

身に付けなければいけないのだと思います。

もう一つ、最近いろいろな大学のホームペー

ジを見ると、PBL 型の講義をしている大学が

たくさんあります。実際に、ある大学に聞いて

みると、「あのようには書きましたが、全部は

なかなかあのようにはできていないですよ。」

と正直に答えてくれた学校もありますが、ぜひ

見に行っていただきたいと思います。これは先

ほどの PIL よりももっと複雑です。Sugata

Mitra 氏のビデオの中でも、生徒が動き回って

いる姿があったと思いますが、情報をいろいろ

な他人と共有する、そこでいろいろなことを考

え出す。つまり、共同的に、しかも問題解決型

の学習のためには Project-Based Learningと

いうやり方が必要なのだということです。だか

ら PIL と PBL の二つを組み合わせて授業をや

ることによって、本当に生きた知識が身に付く

のではないかと、この辺りのことを実践してい
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かなければいけないだろうと思うわけです。

ここ数年間をまとめてみますと、ゆとりの学

習指導要領がありました。今はもう脱ゆとりで

すけれども、既にもう次の学習指導要領が考え

られていると思います。それはいろいろと、イ

ンターネットで探すと出てきます。

Learning by doing、そして Learning by

ICT、それから Learning by makingというよ

うに移ってきております。私立の中学校の受験

市場が優位だったのが2007年まで、この年が一

番ピークでした。それから公立一貫校、あるい

は東京では都立の進学重点校とか、そういう受

験市場が優位になって、今も都立の、特に6年

間校というのは2000人の定員枠の中に1万1000

人も受験するようになってきています。そのた

め私学の中学校の受験生がどんどん減っている

という状況があります。

「生きる力」から「脱ゆとり」、そして2015

年問題が異常に重いと思います。2015年問題を

私たちはどのように考えたらいいのでしょう。

まさにグローバル、グローバルと言っています

けれども、それをどのように実際の現場の中で

生かしていくことができるのか。たくさんあり

ますので、一つ一つ全部申し上げるわけにはい

きませんが、項目だけ見ていただいても、「あ

っ」というようなことがずいぶんあろうかと思

います。

東京大学、京都大学の推薦入試もそうです。

東京大学、京都大学が推薦入試をやった後に、

先日、文部科学省の高等教育課の方と話をして

いたら「最後は基礎力を見るために、センター

試験を受けさせるのです。」と言うわけです。

では何のための推薦試験なのかということで

す。日本語 IB、TOK のこともありますけれど

も、200校計画というものを立てました。では

そこでどういうことを学んでいくのか。これは

もうインターナショナル・バカロレアのカリキ

ュラムを全部学んでいくわけで、最後は修了試

験を受けなければいけませんけれども、その試

験を受けた後、そのスコアで日本の大学は受け

入れてくれるのかというと、日本の大学は全く、

学長、学部長が理解していません。文部科学省

で行われた、大学入試協議会に出席させていた

だいた時に質問をすると、大学の学長、学部長

は「それは海外の大学に行くために文部科学省

が今作っているのでしょ。」という答えです。

全く違うわけで、文部科学省は日本語 DPを取

得した生徒を日本の大学で受け入れなさいとい

うことを考えて作っているわけです。

そのように2015年問題はたくさんあって、非

常に難しいものがあります。

これは IB の10の学習者像ですけれど、時間

がないので IB に関してはお話をすることはで

きませんが、教育の本質の中に、やはり未来へ

の備えをするということがあると思います。何

度も申し上げますけれども、これから10年後、

20年後に活躍していく生徒たちですから、この

未来への備えをきちんとしなければいけない。

いろいろな話が今あって、今の職業にない職業

にみんなが就く、多くの子どもが就くというこ

とがよく言われますけれども、それは当然です。

経済活動の中で企業が生き残っていけないとす

れば、イノベーションをどんどん起こしていく。

イノベーションを起こすことによって、当然新

しい職業が生まれていくわけですから、その新

しい職業、今はない職業に今の若者たちは大学

を卒業してから、あるいは大学院を卒業してか

ら就くということは、もう当たり前というふう

になっていくのだろうと思います。そういうこ

とを中等教育にたずさわるわれわれも考えて、

国際バカロレアの学習者像

Inquirers 探究する人

Knowledgeable 知識のある人

Thinkers 考える人

Communicators コミュニケーションができる人

Principled 信念のある人

Open-minded 心を開く人

Caring 思いやりのある人

Risk-takers 挑戦する人

Balanced バランスのとれた人

Reflective 振り返りができる人
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教育をしていかなければいけないのだろうと思

います。

大きな動きがいろいろなところにありますけ

れども、特に21世紀型のスキルに関しては、世

界的に認知されているにもかかわらず、日本の

中ではなかなかそのことが認知されておりませ

ん。先ほど南極大陸の図の出題問題のお話をし

ましたが、その PISAの学力調査は2000年から

始まって、3年に1回ですから、今度は2015年で

す。その2015年には今までの三つ、読解力と数

学的リテラシーと理科的リテラシー、この三つ

に加えて、協調型問題解決能力、つまり21世紀

型スキルの調査をするということが今議論され

ています。しかも、ペーパーではなくてペーパ

ーレス、つまりタブレット端末を使ってペーパ

ーレスの試験をやろうかということも議論され

ているようです。そういうことを考えると、今、

日本の中では電子黒板がどうこうとか言ってい

ますけれども、果たしてそういう時代なのでし

ょうか。もうそんなものは当たり前のように取

り入れて、教師が変わっていかない限り、従来

型、20世紀型の教育をまた教室の中で繰り返す

ということだと思います。

21世紀型のスキルを細かく、これは四つのカ

テゴリーと10のスキルですけれども、いろいろ

調べますとこのように、これは静岡大学大学院

教育学研究科の益川弘如先生のホームページを

21世紀型スキルについて
●思考の方法

1. 創造性とイノベーション

2. 批判的思考、問題解決、意思決定

3. 学び方の学習、メタ認知

●働く方法

4. コミュニケーション

5. コラボレーション（チームワーク）

●働くためのツール

6. 情報リテラシー

7. ICTリテラシー

●世界の中で生きる

8. 地域とグローバルでよい市民であること（シチ

ズンシップ）

9. 人生とキャリア発達

10. 個人の責任と社会的責任（異文化理解と異文化

適応能力を含む）

拝見いたしましたけれども、そうしたら、きち

っと思考の方法、それから仕事の方法、仕事の

ツール、そして社会生活という四つのカテゴリ

ーの中で10のものがきちっと示されています。

これが世界で今認められている21世紀型スキル

なのです。

では、何が大きく変わったか、世の中がどう

いうふうに変わったかというと、やはり先ほど

1989年の話をしましたけれども、ICTの環境、

IT が、一般の民間に流れたその速さ、そこか

ら普及したものが大きく変わったわけです。で

すから ICT の普及によって社会的なつながり

がどんどん変わっていく。そこで変化が起きて

いるから、それを無視することはもうできない。

メルボルン大学では2009年にこの APC（教

育プログラム委員会）の研究会を立ち上げてい

ろいろとやっていると聞いています。

学習のための学習、メタ認知、先ほども竹内

先生の講演の中でメタ認知というものが出てき

ましたが、自分で評価するシステムが日本の教

育の中には、教育課程の中に完全に欠けている

と思います。無いのです。必ず人から評価され

るということが行われる。ですから、メタ認知

に関してはほとんど抜けている。違う言い方を

すれば「最近マグロが高いよね」というふうに

考えている自分がいるということをちゃんと認

識しない。ヨーロッパの中にはもちろん「我思

う、故に我あり」という、そういう哲学的な考

えもありますから、メタ認知は普通にあるのだ

と思いますけれども、そこは日本の教育課程の

中でもずっと欠け続けてきていると思います。

今、もう21世紀になって、次の教育課程のこ

とが文部科学省の中では考えられていて、特に

国立教育政策研究所のほうでそれに関すること

が盛んに議論されています。基礎力と思考力と

実践力、ここを情報として文部科学省にどんど

ん送っていますけれども、それは最終的にどう

いう形のものになるか分かりません。

メタ認知の部分が日本の教育課程から完全に

抜けているのです。抜けているということは、

要するに、いつまでたってもたどり着かない。
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未知の局面に出会ったときの的確な判断を生み

出す力、こういう力を養成するための学習指導

要領はないということなのです。自分の評価も

ない。人にいつもしてもらう。そういう学習指

導要領が今までずっと作られてきていますか

ら、この辺りをしっかりと私たちは私学として

意識してやっていかないといけないのではない

かと思っています。

その中の一つとして、思考力というものが非

常に重要視されるわけですが、これも、思考力

というのはでたらめにやって身につくというも

のではないのです。思考力というのは、探求の

プロセスをしっかりやっていけば、誰でも身に

つくものだと私たちは考えています。今日、資

料として、入学試験問題予想というものと、思

考力セミナーという二つの冊子を配布させてい

ただきましたので、ぜひご覧いただきたいと思

います。

セミナーに関しては、これは学校説明会に来

た生徒が、体験授業をいろいろな学校でやられ

ていると思いますけれども、そのときに行った

ものです。これには、生徒は最初、吃驚してい

ましたけれども、トイレについて考えてみよう

という、そういう思考力セミナーでした。順番

を追って見ていくとよく分かると思いますが、

まずステップ1でテーマをはっきりさせる。そ

して2で情報を集める。そしてステップ3で情報

整理分析する。4番目で考えたことを整理分析

する。5番目で、自分で考えたことを発表して

みる。最後6番目で振り返りがあるわけです。

それを順を追って各生徒は果たしていくので

す。グループでやっていますから、情報交換を

するときにはさせるわけです。小学校6年生で

も驚くほど多くのことを語り合って書きます。

では試験の時にはどうするのかということ

で、思考力テストの予想問題をもう一つお出し

しました。一番最後のところに、思考のプロセ

スはどうなのかということが書いてありますの

で、後で見ていただきたい。

思考力については重要だということはいろい

ろなところで言われていると思います。私ども

は、「ビッグ6」、アメリカの探求のプロセスの

モデルを基に致しました。カナダでも探求プロ

セスのモデルがあります。日本にもあります。

ありますが、やはり評価がないのです。評価し

なくてもいいのですか。そこは完全に日本の学

習教育課程の中から抜け落ちているなと思いま

す。

そこで、工学院モデルというふうに、1から6

まで、最後に振り返りと評価と発展と、これを

やっていく。これを何回も何回も繰り返すこと

によって、思考力というのは必ず身につくので

す。思考力というのはただ単にものを考えて、

何かを発表して、何かを書くということではあ

りませんから、順番に訓練をしていけば必ず思

考力は身に付くものだというふうに生徒たちが

小学生のときから訓練していけば、本当にいろ

いろな生徒に育っていくのだろうと思っていま

す。こういうことを基にして思考力テストを私

どもでは行うようにしています。

最後、時間がなくなってしまって申し訳あり

ません。他にもたくさん用意したのですが。

日本語 DPがこれからスタートいたします。

特にスーパーグローバルハイスクールとデュア

ルランゲージ・ディプロマ、日本語 DPが今大

きくクローズアップされていると思いますけれ

ども、文部科学省の中で全然違う部署でこれが

考えられて推進されています。スーパーグロー

探求のプロセス／工学院モデル

Step1
興味・関心を持つ
テーマをはっきりさせる

Step2
情報を集める
情報を読み取る

Step3
情報を整理・分析する

Step4
ポイントをしぼって情報をまとめる

Step5
わかりやすく、論理的に説明する

Step6
共有する／振り返る
次の学びへと発展させる
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バルに関しては文部科学省の初等中等教育局の

国際課です。そしてデュアルランゲージ DPに

関しては大臣官房の国際課なのです。縦割りで

すから横の連携は完全にありません。昨日報告

をした日本私立中学高等学校連合会の吉田晋会

長が、文部科学省の事務次官等の方々が集まり

話をする機会を持ちました。そのときに、事務

次官も審議官も高等教育長も初中教育長も私学

部長も「絶対にやる」と言っているのです。絶

対にやるというのは両方やると言っているので

すけれども、その中で「日本語 DPを取って修

了した子が、もし日本の大学が受け入れてくれ

なかったら、不幸になるのは生徒ですが、絶対

やりますか」と何度も言いました。「絶対やる」

と言っています。でも、文部科学省で行われる

会議に出て質問すると、大学の人たちは全く分

かっていないという現状が今あります。ですか

ら、どこをどう信じて良いのか分からないとこ

ろもありますが、事務次官等の方々がやると言

っていますので、そこは信じたいと思っていま

す。

いずれにしても、これから日本の教育がどの

ようになっていくのか、非常に心配な部分もあ

ります。なかなか難しい部分もございますけれ

ども、最後にこの映像で終わりにしたいと思い

ます。

（映像）省略

特に21世紀型教育を日本で考える場合に、授

業のやり方と、それから教育課程をきちんとも

う一度見て、世界標準はどうなのかということ

を考えていかないといけないのではないかなと

いうのが私の結論です。

後半が少し短くなって申し訳なかったと思い

ます。どうもご清聴ありがとうございました。

質疑

●山本与志春 氏（青山学院中等部 部長）

先生、ありがとうございました。思考力テス

トのほうを注力していただきましたけれども、

これらを使って入学した生徒たちがどのように

なっているかとかいうことをお聞きしたい。

●平方 氏

思考力テストはまだ始めたばかりなのです。

もちろんいろいろな学校で、東京であれば、異

なる名称で、それに近い入試が中学入試で行わ

れてきました。実は今年から、去年の試験を受

けて入学した子どもがどのように変わっていく

のかということを調査しています。ですから、

まだ結論は出ていないのです。今後も調査をし

ていきます。そこで、実は私たちは「21世紀の

教育を考える会」というものを作っておりまし

て、そこには15校今参加していますが、そこで

は、問題はそれぞれの学校が作るのですが、で

きるだけ、思考力テストという名前を統一して

やろうということで統一しています。今年統一

できるのはおそらく3校だけになると思います

けれども、実際にやっている学校は、その中に

6校くらいあります。去年のものを分析したも

のが始まりなので、これから分析をして、どう

いうふうに変わっていくのかということをしっ

かり見たいと思います。当然この思考力テスト

というのは、他のテストと同じように、私たち

の学校に入学するためには、こういう授業があ

るからこういう力を見ますよという、そういう

メッセージとして送っていますので、今後もっ

と発展させていきたいとに思っています。
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「グローバル化時代の英語教育とは？

―高円宮杯第64回全日本中学校英語弁論大会優勝者との3年間の授業実践報告」

同志社香里中学高等学校 教 諭 篠 田 昌 春

昨年12月1日（土）、東京にて行われた高円宮

杯第64回全日本中学校英語弁論大会にて、大阪

府代表として参加した本校中学3年生、三木大

輔君が見事高円宮杯（全国1位）を受賞した。

彼は中学入学から英語学習をスタートさせ、海

外の滞在経験もなく、海外の知り合いも皆無の

中での全国優勝。高円宮杯受賞後、全国各地か

ら「どのような授業をしてここまで育てたのか」

という質問をたくさんいただいた。そのたくさ

んの質問に対する答えに今回の発表がなればい

いなと思う。

一方、今回の発表のタイトルが「グローバル

時代の英語教育とは？」となっているが、私た

ちは何か特別なカリキュラムを組んで「グロー

バル時代の教育」をしてきたわけではない。ま

た、特別な理論や実践をしてきたわけでもない。

しかし、生徒たちと楽しく授業をし、ともに成

長してきた授業はしてきたので、そのような授

業を目指している先生方のヒントとなるような

ことは提供できるだろう。

3年間でどのようなテキストを用いて、どの

ような授業の形態をとってきたのかを説明する

が、授業を組み立てる際の基本的なコンセプト

としては「英語を使えるように」ということを

主眼に置いてきた。シャドーイングとディクテ

ーションを2本柱とし、インプットとアウトプ

ットに授業の多くの時間を割いた。

中学3年間の文法事項は、Birdland English

Course I, II（文英堂）のテキストをもとに順

番に授業をしていった。中学当初は、そのテキ

スト内の文章を用いてのシャドーイング・ディ

クテーションだったが、生徒の興味関心をさら

に引き出すために、3学期ごろからは基礎英語

（NHK ラジオ）のスキットを用いて取り組ん

だ。そういった授業を続けてきた結果、【意味

―音―文字】の一体化が少しずつ身についてき

て、生徒からは「映画を見ながら聞こえてきた

英語の文字が浮かんできた」「会話をしようと

したら、自然と基礎英語で覚えたフレーズが浮

かんできて、それを言い換えて自分が表現した

いことが言えた」と言った感想を得ることがで

きた。

また、基礎英語のセンテンスを用いた「音読

筆写」という取り組みもさせてきた。これは

TOEIC 受験指導で有名な千田潤一先生が提唱

されている学習法で、文を音読しながら手で書

いていく、という単調な学習法だが、企業研修

でも千田先生はいつもこの音読筆写を紹介され

ている。私は彼ら彼女らが中学入学前の春休み

の東京での研修で千田先生から直接習ったのだ
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が、大阪に帰ってから、中学入学当初からこの

音読筆写を生徒たちにもさせてきた。高円宮杯

優勝の三木君は「この音読筆写を中学入学から

してきたことがよかった」と言っていた。文法

をルールから学ぶのではなく、音と意味を考え

ながら文法を身につけることができたから、と

語ってくれた。

しかし学年全体を見渡すと、授業内で文法事

項に関する問題演習に関してはあまり時間を割

かなかったということもあるのかもしれない

が、なかなか文法事項をしっかりと習得してい

るという様子が見えにくかった。定期考査や春

休みに行われた業者が作成した実力テストで

は、そんなにいい結果が得られたわけではなか

った。

中学2年生になり、基本的な授業スタンスに

は変化がなかったものの、新たな取り組みとし

ては単語帳を使っての語彙力強化にも努めてみ

た。『ユメタン０』（アルク）を用いて学習して

いったが、その際に「クイックリスポンス」が

できるようにすることを中心に指導してきた。

英語を聞いて、すぐにその単語のイメージがわ

くように、あるいは逆に日本語を聞いたらすぐ

に英語が口から出るように、という練習を重ね

ていった。ユメタンの著者でもある兵庫県の灘

中学校高等学校の木村達哉先生の研修会に参加

したり、先生から直接教えていただきながら、

それをもとに生徒たちと語彙力強化の学習にも

取り組んできた。

また、この年度から「誤答ノート」というノ

ートの作成にもとりかかった。これは私の故郷

・大分県では当たり前のように行われている学

習方法なのだが、定期テストがあるたびにやり

直しをさせて、次に同じような問題が出てきた

ときには絶対に間違えない、という方針で教科

書やプリントを調べさせながら取り組ませた。

シャドーイングとディクテーションに関して

は基礎英語のスキットを用いて取り組ませた。

スキット自体の展開の面白さもあって、同時に

音読筆写も並行させながら学習を進めていっ

た。

いろいろと工夫を試みつつ努力してきたが、

なかなか英語力が向上しているという実感が持

ちにくかった。定期考査での点数がなかなか上

がらなかったため、思い切って２学期の前半に

はこれまでの既習文法事項の問題演習にも時間

を充ててみるなどの取り組みも重ねていった。

中学2年生の3学期が、この学年のターニング

ポイントだったのかもしれない。英検4級の団

体受験において、全員合格を達成することがで

きた。これまで担当した学年に関しては当たり

前のように全員合格をさせてきたのだが、今回

は自信がなかったこともあって、全員合格を知

った時はもう一人の担当者と大変な喜びだっ

た。また、同志社法人内で行われた全同志社の

英語スピーチ大会で三木大輔君が優勝。このこ

ろから生徒との信頼関係が深まり、一気に授業

の軌道も乗り始めた。

もう一つこの年度で特筆すべきことは「卒業

生による、英語学習についての英語によるスピ

ーチ」をＤＶＤにまとめて学年の最初の授業で

見せたことが、この学年全体を「英語を話せる

ようにする」という意識づけに大きく貢献した

ことだ。7組・9人の卒業生に英語で生徒たちへ

のメッセージを話してもらったが、この卒業生

というのは、私が中学入学から高校卒業まで6

年連続で担当した学年の生徒たちで、英語授業

のみならず、卒業後も関係が続いている学年の

生徒達でもあった。中高大一貫の学校だと、こ

ういう大学生になった卒業生からのサポートも

期待できるのではないか。

中学3年生になってからは、基礎英語の代わ

りに Little Charo のラジオテキストを用いて

シャドーイング・ディクテーションをさせて、

同時にテレビで放送されていた動画も交えての

授業展開を試みて、これが生徒から大きな支持

を得た。また音読筆写に代わり「英語日記」を

書かせる取り組みを始めた。ノートチェックを

するのに1クラスに3時間くらいかかったが、最

初は何を書いているのか意味がとりにくい文章

ばかりだったのが、学年末くらいには文法力も、

語彙力も向上して、こちらのチェックの時間も
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1時間半くらいに短縮された。

11月には当時研修でイギリスの学校から来て

いた19歳の高校卒業生と「アメリカは原爆を落

としたことに対して謝罪するべきか」というテ

ーマでディスカッションをしてみた。イギリス

人から見ての意見を知ることができ、多くの生

徒たちが「思い出に残っている授業」として挙

げている。

12月には先述した高円宮杯での三木大輔君の

全国優勝。大阪に帰ってきてからは他の生徒た

ちも自信をつけて、さらに授業が充実したもの

になった。学年末の英語スピーチコンテストも

三木君を司会とし、非常にアットホームな雰囲

気の中で行われた。

以上が中学3年間での主な取り組みだが、こ

れらの取り組みついて三木君は「先生の授業は

真の国際人を形成する授業だった」との感想を

述べてくれた。私自身は特に意識して何かをし

たということは思いつかないが、ただ世界で何

かが起こった時には「私はこう思う」というの

を時々授業内で述べていたのも影響していたの

かもしれない。

今年、先述した6年連続担当した生徒たちが、

教育実習生として学校に帰ってきた。そのとき

の質問で「英語教師はどのくらいのレベルまで

高めたらいいのですか」という内容の質問を受

け、それを答えながら考えたのは、私たち英語

教師にとって、自信の英語力を高めていくとい

う努力はもちろん必要だが、もっと必要なのは

「目の前の生徒を想う気持ち」、これだけでも

う十分なのでははないかと感じた。その卒業生

たちが中学1年生の時、私にとっても初めての

中学入学からの担当だったので、試行錯誤しな

がら、生徒たちとともに成長していったという

感がある。生徒たちの頑張りに触発されながら

英検1級、TOEIC 900点越え、テンプル大学大

学院修士号取得と、大学時代にいくら勉強して

も手が届かなかった資格を得ることができた。

生徒を想う気持ちさえあれば、自然と知識や実

力はついてくる。クラブ顧問としても、陸上競

技部で近畿大会、インターハイ、国体、日本ジ

ュニア選手権と大きな大会で優勝・入賞を重ね

ていくことにより、大切なのはクラブでも英語

授業でも同じことがわかった。私たち教員にと

っては「これだけあれば、それでいい」という

レベルはない。目の前の生徒を想い、自分ので

きることをする、その真摯な姿勢が、最終的に

は生徒たちにとっては一番の指導にもなる。

これからも全国の先生方との切磋琢磨しなが

ら、成長できるようになりたい。
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「多読・多聴を取り入れた授業実践」

武庫川女子大学附属中学高等学校 教 諭 安 福 勝 人

１ 簡単な多読本を多く読む

多読をする際に難しい本を無理して読むので

はなく、分かり易い本から始めて少しずつ難易

度を上げていくのが効果的である。現在中学1

年の英語を担当しているが、生徒たちが多読に

おいて辿っている経路は以下のようである。ま

た他学年の中2から高3の SE コース( 英語を特

化したコース )や SS コース( 理科、数学を特

化したコース )の生徒たちも同じ過程で多読を

進めている。

(1) 4月～5月ゴールデンウィークまで

ORT (Oxford Reading Tree)の Stage1～

Stage2を読んで聞かせることにより、基本的

な英単語の読み方と英語特有のリズムを同時に

学んでいる。この短期間に生徒たちが経験する

英文は簡単なものばかりなので、1回の読み聞

かせでも、すぐに読み方を覚えることができる。

また ALT が読むときに、最初はテキストを見

ながら生徒たちがシャドーイング練習をする

が、内容と読み方が分かるにつれて次第にテキ

ストなしでもシャドーイングが可能となる。

(2) ゴールデンウｲ―ク以降

ORT のレベルを段々と高めていくが、あく

まで分かる範囲内でのレベルアップを目指して

いるのであり、機械的に上げることは決して薦

めることはできない。我が校の SEコースと SS

コースの教室には多読本を収納したブックトラ

ックを設置しているが、朝の読書時間に ORT、

ICR(I Can Read)、LLL(Longman Literacy

Land)、OBW１(Oxford Book Worms Stage1)

といった比較的容易な多読本を、少しずつ自分

のペースで好きな本を読んでいく。しかし読書

をする際に目安になる指針として、知らない単

語が使用総語数の5％以下に留めるべきであり、

あくまで内容を辞書なしで理解できる本を選択

することを最優先にすべきである。

(3) 読書目標の設定

自分のペースで自由に多読本を選択し読書を

進めていく過程において、やはり目標設定をす

ることが望ましい。弊校では内容が容易に取れ

るものばかりを年間30万語は読むように普段か

ら生徒たちには指導している。この読書量を維

持していけば、英文法を授業によるものではな

く、感覚的に身に付けることが可能となる。し

かし感覚的な習得は何となく分かるレベルに陥

りやすいので、やはり授業を通して理論的な理

解が大切な事柄となる。また中学3年生終了ま
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でに OBW の Stage1は最低でもすらすらと読

めるように多読指導をしたいものである。その

ためにも中1において多くの簡単な Graded

Readersを読んでおく必要がある。

＊ Graded Readers…英語を母国語としない英

語学習者が読むための段階的に英語レベルが

上がる読み物

２ 多読指導

(1) 読書中の指導

生徒は読書を楽しむ感覚で多読を進めること

が望ましいが、往々にして競争意識が先に働き、

読了した総語数ばかりに関心がいく生徒も多

い。ここで指導者側に必要となる事柄として、

以下の項目を挙げることができる。

① 生徒が理解しながら読んでいるかを見極め

る。生徒によっては活字を見ているだけの

者もいるので、この点をよく見極める必要

性がある。

② 生徒個々の英語レベルを合わない本を読ん

でいたら途中で替えさせる。一読して内容

の7割～9割が理解できるような多読本を選

ぶ癖をつけることが必要である。

③ 多読三原則 ( ①辞書を使わない ②日本語

に訳さない ③一気に読む )を守って読書

を実践する。

生徒に読ませっぱなしで何も読書に対して興

味が持てるようなアドバイスをしないと、なか

なか多読を継続して実施することが困難になる

ので。読書自体の楽しさを伝えるためにも、指

導者自身がよく多読本や多読自体に精通し、そ

れぞれの多読本を紹介できるまでになることが

求められる。

(2) 読書記録手帳の検閲

読書記録手帳を使用して生徒本人と指導者と

の両者が読書状況を把握できるようにしておく

べきである。YL レベル( 本の難易度 )、総語

集( 読了語数 )、シリーズ名、コメントなどを

記録してどんな種類の本が好きで、どの程度の

英語レベルの本を読むことができ、読書速度が

どの程度なのか、また何冊読んだかなどの客観

的データを残しておけば、読者の立場としては

自分自身の読書における振り返りが可能であ

り、今後の読書指針を立てることができる。ま

た指導者の立場からは生徒自身の気づかない問

題点を発見し、より効果的で実践的な助言を与

えるようにしたいものである。

３ 多読を補足する活動

(1) 教科書の多読的活用

現在 New Horizon( 東京書籍 )を教科書と

して中学部では使用しているが、そのままテキ

ストとして使用することは全くしていない。つ

まり Unit 毎の基本的内容を変更することな

く、語彙数、内容量、文法の質をより豊富にし

て英文を書き換えることにより、初見でテキス

トを読むことを心掛けている。またその際に決

して辞書は使用することはせず、物語の大きな

流れを掴むことを最優先にし、細かいところは

分からなくてもよいという原則で授業を進めて

いる。そして読んだ直後に内容を思い浮かべ、

英文の内容に関する質問に答える練習をしてい

る。速読速解を英語学習の柱にし、読み返すこ

となく質問に即答することを重要視しているの

である。

(2) 多読の成果を Output

多読で身に付けた速読速解だけでは英語力を

Outputする機会がない。従って習得した語彙、

表現、文法を実践的に使う場が必要となってく

る。そのような機会が「書く」という作業であ

る。現在毎日という訳ではないが、金、土、日

の3日間の出来事と、その際に思ったことを英

語で日記にして書くという試みをしている。「読

む」段階から「書く」段階にレベルを上げて、

表現を少しでも多く覚え、文法の確認ができる

ように練習を繰り返している。またこの日記を

書く練習を通じて運用できる語彙が増えていく

ので、当然のことではあるが多読における内容

理解においても良い結果をもたらしている。
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(3) 授業以外の速読速解練習

独自に創作したオリジナルな英文を長期休暇

や入試期間中に与えて、辞書は使用することな

く速読速解で解答するという練習をしている。

形式として、それぞれの英文は7～8行で成り立

ち、3つの質問に英語で答えるものとなってい

る。1日1題の割合で英文を読み、この作業をす

ることにより多読に欠かすことができない集中

力と要約力、また英語を英語で理解するという

能力を養うことができようになった。また他の

効果として、定期考査で実施している写真を3

枚見て、それらから自由な発想で1つの物語を

創作するという自由英作問題の出来が大変良く

なってきている。

４ 多読の課題

(1) 文法習得

多読をすれば読解力や語彙力は必ず伸ばすこ

とができる。しかし文法力はどうかといえば、

文法理論ははっきりと理解できないにも拘ら

ず、何となく感覚的に文法体系が身に付くとい

うものに成りがちである。つまり日本人が日本

語文法を考えなくても自然に日本語が口から出

てくるといった現象に似たものがある。従って

文法問題を解く段階で、はっきりと分からなく

ても何となく分かって正解をしてしまうのであ

る。しかし生徒自身はできたという自覚が持て

ないままの状態が継続してしまうのである。こ

の点に指導者は真剣に対処する必要がある。

(2) 読書嫌い

残念なことであるが、読書自体が嫌いな生徒

がいる。彼らは集中して多読本を読むことが極

めて困難である。しかしその様な生徒にも関心

のある分野がきっとあるので、その分野の本を

準備することが大切となってくる。本校の生徒

も例外ではなく、マンガ、美容、買い物に関す

る多読本や雑誌を揃えているが、本人たちの希

望をよく聞くことにより集中して読書をできる

環境を作り出していかなくてはならない。

(3) 多読本購入費用

多読本の購入費用は決して安価なものとはい

えない。簡単な内容のものを揃えるにしても、

やはりどこから費用を捻出するかを明確にする

必要がある。現実の問題として多読プログラム

を実施することには異論がなくても、先立つも

のが無いという壁に直面している学校が少なく

ない。1つの方法として多読学会から毎年定期

的に貸し出しがされるので、それを利用する手

立てがある。また生徒から一人いくらといった

形で購入費用を徴収し、それで購入した多読本

をそのまま学校に寄付してもらうとか、また卒

業時に生徒の手元にその多読本を返却するとい

う手立ても考えられる。何れにせよ一人の教員

だけではできないことなので、教員同志で仲間

を作ることが必要になってくる。



- 141 -

関西大学第一中学高等学校 校 長 橋 本 定 樹

今年の教育課程部会のテーマは、例年と比べ

て、かなり違うという印象を持っております。

最初の講演では、竹内先生からグローバル人

材の育成についてお話をしていただきました。

先生の大学の学生たちが1年間の海外留学の

中でさまざまな失敗をし、その失敗の中で、人

と人としてのコミュニケーション能力を身につ

けていくということでした。

いろいろな問題に対して、自分で解決する能

力をつける、これも一つのグローバル人材の育

成であると思っております。もちろんそのため

には一定の語学力がないと駄目であり、それが

基本になってくる。Agency を伸ばす教育を含

め、語学をいかに身につけるかということが大

事になってくると思っております。

また、平方先生の講演では、グローバル化時

代の私学教育ということで、特に20世紀後半か

ら現在に至るまで、受験があるから勉強する、

そういう集団の中で競争する。今回の試験は順

位が低かったので、次の試験は頑張らなければ

志望大学に行けないというような、高尚ではな

いモチベーションの上げ方、それに縛られてい

るのではなく、もっと高み、上を目指していく。

それは、受験勉強は一つの答えを求め、生徒に

そのように教えてきたのですが、それだけでは

足りないということを痛感いたしました。

人と人の間の関係、人と社会の関係、特に、

グローバル化する中で、さまざまな問題があり

ます。宗教の違い、民族の違い、そのようなも

のがあって、そしてこの3.11の東日本大震災。

その中でわれわれはいろいろ気づいた、世界の

人々も気付いた。日本人のこの社会に対する姿

勢、おとなしい、あるいは奥ゆかしい、またオ

リンピック招致でクローズアップされた「おも

てなし」の気持ち、そのような日本が見直され

てきたということは、日本人のいわゆるアイデ

ンティティーにもつながるという話でした。

また、文部科学省や東京都が、グローバル人

材の育成に対してお金を出してくれるというこ

とですが、実は本校も、大阪府が TOEFL iBT

にチャレンジすると補助金を出しますというこ

とで、チャレンジいたしまして、法人に予算を

つけていただいたのですが、散々な結果でした。

今年もまだ続けています。ただ、そういう機会

の中で、生徒が少しずつ、一歩ずつでも英語能

力を上げていけばと思っております。

実践報告は、英語教育という流れの中で、い

かにこの子どもたちにスキルを身につけるのか

という方法論が二つあったと思います。それに

ついては私は専門外ですので、詳細なまとめは

できませんが、この二つの手法についてはお役

に立ったと感じております。

参加された先生方、企画・準備をいただいた

運営委員および専門委員の先生方に心よりお礼

を申しあげて、総括とさせていただきます。
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1 研究目標 「選ばれる私学」であるために、事務室が果たす役割を考える

～経営企画参画のための協働力の育成と情報発信～

①専門性を機軸とし、「組織」「部門」の枠を超えて協働力を高める

②選ばれる私学を実現するための情報マネジメント

2 会 場 シェラトン都ホテル大阪 4階 浪速の間（東）

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 基 部
会 調 セミナー セミナー 会

10月12日 開 昼 食 閉
会 講 （前 半） （後 半） 会

付 式 演 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 清明学院高等学校 理事長・校長 天 野 久

基 調 講 演 演 題 「仕事人から志事人へ

～これからの事務職員に求められるワークスタイル～」

講 師 コ ク ヨ フ ァ ニ チ ャ ー 株 式 会 社 コンサルタント 坂 本 崇 博

セ ミ ナ ー 「協働力と情報マネジメントを考える」

指導講師 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 革新支援部コンサルタント 山 村 一 夫

指導講師 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 革新支援部コンサルタント 谷 口 智 史

部会閉会式 総 括 清明学院高等学校 理事長・校長 天 野 久

専門委員長挨拶 聖光学院中学高等学校 理事長・校長 工 藤 誠 一
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5 運営委員・指導員（順不同）

委 員 長 天 野 久（清明学院高等学校 理事長・校長）

委 員 斎 藤 惣 文（興國高等学校 事務長）

江 野 和 人（羽衣学園中学高等学校 事務長）

佐 柄 賢 一（高槻中学高等学校 総務部長）

原 田 和 成（上宮中学高等学校 事務長）

福 岡 康 夫（大阪薫英女学院中学高等学校 事務長）

井 上 末 廣（大阪星光学院中学高等学校 事務長）

大 谷 善 久（大谷中学高等学校 事務局長）

6 専門委員・指導員

委 員 長 工 藤 誠 一（聖光学院中学高等学校 理事長・校長）

委 員 森 本 純 生（高崎商科大学附属高等学校 理事長・校長）

正 村 幸 雄（学校法人鹿児島学園 理事長）

富 本 道 宣（富本教育研究所 所長）
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「仕事人から、志事人へ ～これからの事務

職員に求められるワークスタイル～」

コクヨファニチャー株式会社 コンサルタント 坂 本 崇 博

講師紹介

コクヨファニチャーの坂本宗博先生をご紹介

申し上げます。

先生は神戸大学をご卒業の後、皆さんご存じ

のコクヨにご入社されました。現在は、コクヨ

のほうで、オフィスの課題解決をサポートする

コクヨファニチャーのほうにご在籍されており

まして、働き方の研究とその課題解決を主に行

うワークスタイルコンサルタントということで

ご活躍されております。いろいろなところでご

講演もされておりますので、われわれの参考に

なればと思います。

また、実際の企業、世の中の企業はどのよう

なことをやっているのか、どういう改善対策を

やっているのかというようなこともいろいろな

事例を交えてお話しいただけるように聞いてお

ります。先生、よろしくお願い申し上げます。

坂本先生

皆さん、おはようございます。

先ほどご紹介いただきました、コクヨファニ

チャーからまいりました坂本と申します。本日

は1時間半ほどお時間を頂いております。テー

マといたしましては、言葉にしてしまうと同じ

発音になってしまうのですが、仕事人から志事

人へ。これからの事務職員に求められるワーク

スタイルというふうに題しまして、先ほどのご

紹介いただいた中にもありましたが、これから

の激変する学校経営を乗り切る中で、事務室の

方々の働き方、ないしは考え方が今非常に着目

されているといいましょうか、非常に重視され

ていると思っています。

事務室が、「事」に「務」めるお部屋と書き

ますけれども、その「事」に、頭にくるところ、

漢字の「仕事」なのか、この漢字の「志」の「志

事」なのかによってこれからの学校経営は大き

く左右されるのではないか。ないしは、このこ

とは私はいろいろな企業でも講演をさせていた

だいているのですが、企業における事務室、オ

フィスにおいても、そこで働いている人たちが

この「仕事」からこの「志事」にシフトする、

移行するということが非常に求められていまし

て、特に今、日本の企業においては物づくりか

ら事づくりへというようなパラダイムの転換を

求められる中で、こうしたキーワードも重要に

なってきております。

それを支えるためにも、ワークスタイル、働
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き方、働き方というのは日々の行動もあるので

すが、この気持ち、意識、こうした部分もぜひ

変わっていく。変わるとなると何となく抵抗感

はありますが、新しく上乗せしていく、どんど

ん、どんどん追加していく、そうした広げてい

く形で何か、今日のお話の中で明日から皆さま

の働き方、ないしは皆さまの組織に対するお声

がけの仕方が少しでも何か上乗せになるヒン

ト、アイデア、こうしたものをお持ち帰りいた

だければ非常に幸いでございます。

では、いったん、簡単に自己紹介をあらため

てさせていただきますと、コクヨという会社は

皆さんご存じいただいていると思います。キャ

ンパスノートで有名です。キャンパスノートを

作っているコクヨでございまして、コクヨとい

う会社は、108年前に黒田善太郎という富山県

の少年が大阪にやってきまして、表紙店の丁稚

奉公に入るわけです。ある年に独立、創業いた

しまして、黒田表紙店というものを創業いたし

ました。その後、表紙だけではなくて中身、表

紙の中の帳簿、紙、こういった製品を扱う、今

でいうところのノート、帳面を扱うようになり

ました。その頃に富山の誉れになろうと、国の、

生まれた国に恥じないそうした会社になろうと

いうことで、国の誉れと書いて「国誉」と会社

を名付けまして、そこから50年ほどは紙製品を

作ってまいりました。ノートとか、皆さんお使

いのファイル用品とか、あとは便箋とか、そう

いったものを作ってきた会社でございます。そ

して、そこからノート、紙製品、ファイル用品

をお作りさせていただいて、多くの企業の事務

の効率化とか事務の改善にサポートをさせてい

ただいておりまして、そこから、キャビネット、

ノートを挟む、ノートを入れる、ファイルを挟

むキャビネットとかロッカー、そしてまた、デ

スクといった鉄製品、スチール製品に大きく事

業を広げます。今まで紙を扱っていたコクヨが、

鉄を扱うようになるのです。紙を扱っていたと

きも、どちらかというと後追い型でして、鉄を

扱い始めたときも後追い型、他にはもうすでに、

いろいろなオフィス什器、備品メーカーは頑張

っていらっしゃる中でそこから追いつこうとい

うことで事業をさらに拡大いたしました。

これが実は、コクヨの成り立ちで、最近コク

ヨＳ＆Ｔという紙製品、文具を扱う会社とコク

ヨファニチャーという什器、備品を扱う会社の

二つに大きく分かれて、私は後者のほうに所属

をしております。

ただ、最近コクヨファニチャー、今までの商

売はどういったご商売をさせていただいたかと

いうと、お客さまのオフィス、主には購買担当

の方に新しい商品のカタログ、結構、分厚いで

す。300ページくらいございます。皆さんもも

しかするとご覧になられたことがあるかもしれ

ません。すごく重いものをかばんに引っさげて

歩いて行き、新しい新商品が出ましたので買っ

ていただけますかというような形で、当時は、

まだまだ企業も急成長中で、どんどん人を雇う

ということで椅子が足りない、机が足りない、

キャビネットが足りない、そういったニーズが

非常にございましたので、新商品を出せば買っ

ていただけるというような時代を過ごしてきま

したが、最近はそうではなくて少子化の中で、

学校でもそうであるように、企業においても私

どもは企業の椅子、机を作っておりますので、

少子化というのは結構厳しいのです。もしくは

企業の海外移転というものも見えますし、また、

私どもは大阪本社の会社ですが、企業の東京へ

の集中というものも実は、かなりのダメージが

ございます。ただ、カタログを持って行って、

「足りないですか」と言うと、逆に「余ってい

る」と言われるようになるわけです。

そうした中でコクヨは、今まで働いてきたの

は何のためかということに思いを至らせまし

て、私どもは物を作ってご提供していたのでは

なくて、新しいオフィス環境というものをご提

案していたのだと。人が働く場です。職場とい

いますけれども事務室、この働く場の何らかの

改善、課題解決のために商品を通じて、何らか

の価値をご提供してきたということで思いを至

りまして、心得ワークスタイル研究チームとい

うものを作ります。企業、もしくは自治体、学
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校、病院、さまざまな団体の組織の働き方とい

うもの学び、研究し、そして新しい働き方のご

提案をする。その中でまた商品が生まれ、お客

さまに価値をご提供できればということで、ソ

リューションホームというのですが、スペース

ソリューションホームということで、そういう

舞台を作っていく。私はそこに所属をして、い

ろいろな企業の、主な実績と書かせていただい

てますけれども、ありがたいお話です。大阪の

企業を含め、いろいろな企業から働き方を変え

たい、もしくは学校、青山学院大学もご紹介さ

せていただいています。もう7年前くらいです

か、情報セキュリティープロジェクトというも

のを立ち上げられて、その中でセキュリティー

な働き方、セキュラーな働き方、この講演会と

か、ないしは仕組みを作るというところをお手

伝いさせていただいたりしています。つい最近

ですと、立命館と一緒に新しい事務室のあり方

について研究、働き方のセミナーをさせていた

だくなど、いろいろな勉強をさせていただきな

がら、今日はそうしたいろいろな企業、学校か

ら教えていただいたさまざまな知見、ないしは

経験、これらを掻い摘まんでご紹介をさせてい

ただきたいと思います。

ポイントとしては二つあります。今年の流行

語大賞になるかもしれないですけれども、「今

でしょ」とありますが、「今こそ」です。事務

室というのは、にんべんの「仕事人」から志の

「志事人」へ変わるお部屋になろうというとこ

ろと、あともう一つは、企業でも、今、そうし

た、志の志事人が求められていて、この志の志

事人を育てられないということを企業は悩んで

います。そのときに人事部とご相談すると、よ

くいわれるのは、教育が上がってきます。やは

り、志を持ったことに望む人というのは、小学

校から中学、高校、大学と、やはりにんべんの

仕事ではなくて、志の事に望んできた学生さん

というのは、企業に入ってもいろいろな新しい

クリエーティブな事を発見する、発言をすると

いうようなことがいわれています。

ただし、今は高度経済成長期もある程度去っ

て、ある意味、親の世代が裕福です。そうする

とその裕福な状態をなるべく維持したいという

ことで、子ども、もしくは塾の先生も、学校の

先生もこう言ってしまうのです。「いい大学に

入って、いい会社に入って安定して暮らそう」

と。そうなってしまうと、なるべくリスクを冒

さずに、なるべく先生が、ないしは親が進める

ところに行って、そして、ある意味、自分も家

族も安心しようというようになってしまいま

す。そうすると、なかなかチャレンジをしてく

れない、特に大手企業ほどおっしゃるのです。

「最近の若い者は」というよくある言葉ですが、

なかなかこう「ハングリー精神」と言うのでし

ょうか、そういったことがなくて、割とおとな

しく言うことを聞くけれども、何か物足りない。

これでは、企業は世界との競争に負けてしまう。

他の国のワーカーの人たというのは、非常にク

リエーティブでイノベーティブで、ある意味、

上司とも喧嘩するようなそのような人たちなの

ですが、そういう人材を育てる学校、こういっ

たもしくはそういう人材を育てる国、これが今、

求められている。

昨日の講演の中にもあったと思うのですけれ

ども、日本も再生戦略の中で教育見直しがあり

ますが、では、教育を見直すのは誰か。皆さま

だと思うのです。事を、事に務めるこの中で、

新しい事を起こすのは恐らく皆さまだと思いま

す。先生と、先生とも協力をしながら、もしく

は自治体とか、民間企業とか、他の力とも協力

をしながら新しい事を起こす皆さまに対して、

何かヒントがご提供できればと思い、今日は三
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つのテーマでお話をさせていただきます。

一つ目は、学校事務の働き方、変革のキーワ

ードということで、先ほどお話しをさせていた

だいた背景を踏まえて、どのようなキーワード

が今、求められるのかというところを私なりに

考えてみました。そちらをご紹介させていただ

いて、実際に民間企業、学校での取り組み事例

をご紹介させていただき、もう少し具体的にイ

メージを掴んでいただこうと思っています。最

後、三つ目は、かれこれ私も10年近く、こうし

たお仕事をさせていただいているのですが、失

敗もありました。成功もあります。その中から

見えてきた取り組みの成功の鍵、このポイント

を押さえて進めなければ、事務室変革というの

は、なかなか難しいかもしれない。逆にいうと、

このポイントを押さえていくと、事務室変革が

円滑に進むのかもしれないというところをご紹

介させていただこうと思っています。

では、まずは、働き方、変革のキーワードと

いうところをご紹介しようと思います。恐らく

昨日のいろいろな講演の中でもあったと思いま

すし、この後のワークショップの中でも、恐ら

くテーマに上がってくると思いますが、皆さま

はいろいろな課題に直面していらっしゃると思

います。これだけのキーワードではないでしょ

う。目の前に大きな、何と言うのか、ダンベル

といいましょうか、重りがたくさんあって、こ

れを何とか持ち上げなければいけないというよ

うな状況にきていると思います。就学ニーズは

いろいろ変化しています。また、国内少子化、

これは一番大きい課題かもしれません。マクロ

の話なので、なかなかこれは、企業団体、学校、

団体といったミクロの世界でどうこうというわ

けでもないのですが、ここがやはり大きな構造

の変化を促していると思っています。

また、公立校、大阪も始めて、いろいろな公

立校でもいろいろな変革をされていて、高校授

業料無償化とかそういったところもあります

が、学校の授業形態の変化、そういったところ

も私学だけではなくて公立も変わろうとしてい

ます。競争が激化していくわけです。学校とい

う分野で、競争とか利益というところは、何か

言葉としては何となくふさわしくないというよ

うに思われがちですが、やはりきっちりした対

価を得て、そして、事業を継続して、優秀な学

生をどんどん排出していくというようなとこ

ろ、ビジネス感が非常に大事だと思っています。

企業も経営理念というものを持ってます。私ど

もも商品を通じて、世の中の役に立つという経

営理念がございまして、その中で、ただし、そ

れを続けようと思うとお客さまから正当な対価

を頂いて、そして、その事業をどんどん広げて、

またお客さまに対して新しい価値をご提供でき

るというような経営がやはり大事になってきま

すが、こういった競争激化の中で、これを何と

かグッと持ち上げて、経営の効率化を図って、

よりスリム化、ないしは筋肉質な学校経営をし

なければならない。ただ、それだけでは片手落

ちと言うか、もう片方も使って、両手で上げる

必要があります。

もう一つは、効率化と共に新しい価値を企画

していくというところです。新しい何かを生み

出していく。削るだけではなくて、効率化、ス

リム化だけではなくて、付け加えていく何かが

必要と思っています。例えば、最近のキーワー

ドといたしましては、こうしたテーマがありま

す。皆さんもおそらく、何らかの形でご検討さ

れていることもあるかと思いますが、キーワー

ドとしては、ガバナンス強化です。これは特に、

効率化のところでもいわれますが、財務体質の

強化のためにも経営の見える化とか、数字の見

える化、ないしは強化制度、そういった、まさ
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に皆さまが今、企画されている、そういったこ

との変革、ガバナンス強化です。一つの団体、

集団として、より強く、より一つの目標に向か

ってみんなで走っていけるように、管理のため

の管理ではなくて、成長のための管理です。こ

ういったところが今、求められていると思って

います。

特にガバナンス強化のためには、情報の見え

る化とか、情報の一元化、ないしは情報のうま

い発信の仕方です。伝えたつもりだけれども伝

わっていない、よくあることです。これをきっ

ちりと伝えきるというようなことからです。あ

と、意思決定です。いろいろなところで意思決

定は行われますけれども、誰がいつまでにどう

やって意思決定をするのか、これを明確にして、

履歴ももちろん残しながら、きっちりと決めて

いく。なかなか決めるというのはストレスがか

かりますので、ついつい伸ばしがちなのですけ

れども、これを決めていかないと、他に比べて

決めるのが遅ければ、当然、他に比べて行動が

遅くなります。こういったところも含めてガバ

ナンス強化というように呼んでいます。

スタッフ・デベロップメント、ファカルティ

・デベロップメントと同時にＳＤというところ

で、教育の、先生方も変わらなければいけない

ですけれども、もちろん逆にいうと、ひょっと

したらスタッフ、事務職の皆さまが学校を運営、

経営されていますので、その変化というものが

非常に大事です。これからの授業のカリキュラ

ムはどうあるべきなのか、ないしは学生への、

もしくはこれから学生になる方々への学校説明

会のあり方はどうあるべきなのか、ないしは大

学との連携はどうあるべきなのか、ないしは企

業との連携、就職への斡旋、そういったところ

は、これまでのやり方ではなくて、このように

するといいのではないでしょうか。企業は先ほ

どのように、志事人、志の志事人が欲しくて、

欲しくてたまりません。そうした強みを、学校

としてＰＲするとか、そういうさまざまな変革

をしなければ、これまで通りですと、企業にと

ってもこれまで通りの人材が来てしまうと思わ

れてしまいます。こういったところで、事務職

の皆さま、事務室の皆さまのデベロップメント、

変革といいますか、そういったところも大事に

なってくると思っています。

あとは、効率化の面でいくと、そうした新し

い事ををやっていこうと思うと、今やっている

ことが少し邪魔になってくると思います。今、

どうしてもこれで時間をとられてしまって、新

しいそういったことはなかなかできない。例え

ば、海外の学生説明会の事情を調べに行ったり

とか、今の企業の求める人材像を調査したりと

か、そして授業のカリキュラムを考えたりとか、

ないしは学校の設備を考え直したりとか、そう

いった時間を作ろうと思うと、今の時間を何ら

かの形で外部化をするという手もあるのです。

そのようになるべく提携化をしていき、作業的

な部分はアウトソーシングをしてしまうという

のも、最近のＣＳ経営の中では、大きな、ホッ

トな話題として上っていて、皆さまもご検討さ

れている思います。

例えば、先ほどの新しい企画、行動の一例で

申しますと、最近のキーワードで、結構、ホッ

トなのは、アクティブラーニング。最近は、日

本人は、カタカナ言葉が好きです。アクティブ

ラーニングということですが、活動的な学習と

か、能動的な学習といわれます。大学では、も

ともとマサチューセッツ工科大学の物理への授

業から始まった学習形態ですけれども、どのよ

うな学習形態かというと、通常は先生が講義を

して、宿題が出て、また翌週に宿題を持ってき

て、それを提出し終わってから、またそのまま

講義に入るというのが普通の授業です。アクテ

ィブラーニングでは、どちらかというと、その

逆転が起こっています。学生は家で、図書館で

教科書を読み、勉強をして、知識をきっちりと

講義の内容を身に付けた上で講義室にやってき

ます。そして、その中で先生は、今回、学んだ

事について、各自、チームを作って新しいアイ

デアを出してみようとか、今回はこのテーマに

ついてみんなで解決してみてくださいというよ

うなタスクを課し、それを解決してもらう。要
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は、宿題と講義が逆転しているのです。今まで

はワークは家で、学びは教室でだったのですが、

それが逆転して、学びは講義外で、そしてワー

クを講義で、そこで腹に落とすということをす

る、そういう学習形態です。

いくつかの私立高校でも、このアクティブラ

ーニング形態の授業というものを、倫理の授業

とか、そのようなところから始めて、ビジネス

としての人材を育てるという意味でも、課題解

決型、もしくは課題発見型の人材を育てるとい

う意味でも、アクティブラーニングを取り入れ

られている学校が増えてきています。埼玉のあ

る高校でも活発に取り組まれているというお話

をお聞きしております。

こういったアクティブラーニング、ないしは

ラーニングコモンズというのは、学習をすると

ころが講義室だけではなくて、家だか図書館、

図書室です。イギリスの図書室はすごく騒がし

いです。何故か。学校の図書館というのは非常

に騒がしい。何故かというと、学生たちが自分

たちで学習をするために集まって来るのです。

今度の講義ではこのテーマについて、まずみん

なで学んでおこうじゃないかということで、チ

ームディスカッションをしたり、プレイストー

ミングをしたりしています。時には先生を呼ん

できて、ないしは事務室の人を呼んできて、も

っと参考になる情報はないかと求めたりもしま

す。このような図書館、これをラーニングコモ

ンズといいます。ラーニング、学びの共有の場

所です。このような場所づくりとか、最近では

東京大学とか関西学院大学がラーニングコモン

ズを作られたりしています。まだまだ大学での

動きではありますが、大学での動きというのは、

将来的には高校・中学に落ちてきます。こうい

ったところも今の大学が求める人材というもの

を捉まえたときには、ここを高校の段階から始

めるというのも手なのかもしれません。

あとは、IT の活用等といったところもある

と思います。最近ではタブレット端末とか。佐

賀県ですか、全校で導入しようとか、そういっ

たテーマもありました。こういったところも、

新しい変革の動きかなと思います。また、ハー

ド面だけではなくてソフト面。説明会の手法と

かカリキュラムの内容とか、ないしはクラスの

設置の仕方とか、そういった制度面、政策面に

おいても新しい変革を行われている学校が多

い、増えてきていると実感をしています。いろ

いろなご相談をいただきながら、新しい事に果

敢にチャレンジしながら、そして、ある意味、

欧米のまねでは終わらない、やはり日本という

風土、文化がありますので、日本の風土、文化

に合わせた形で、欧米でのいい事例を取り入れ

ようというようなケースもあります。皆さまの

学校でもどのようなテーマで、何か新しい事を

取り組まれているでしょうか。

こうした新しい取り組みが増える中で、事務

職、事務室というところは、変わっていく必要

があるでしょうし、恐らくもう変わっていって

いると思います。ですから、今からお話しする

内容は、皆さんが今、変革中と思いますが、こ

の変革をされている中で、確かにこういうふう

な視点でやっているなという再確認をしていた

だくことも非常に多いと思いますが、ご紹介を

させていただきます。

個人に仕事が紐ついてしまって、この仕事は

私の仕事、ないしはこの方がお休みになったら

しばらく仕事が進まないとか、ないしは業務の

正確性を重視、これは悪い事ではないです。正

確に業務をしっかりやろうということが非常に

強い、正確性が非常に高い、これはもともと日

本人の特質もあるかもしれないです。しっかり

とできる。そして、去年やった内容を正確にし

っかりと今年もやりきる。私もファイル用品な

ども扱っていますのでよくあるのですが、ファ

イル用品の毎年の購入量が変わらないのです。

そして、ほとんどタイトルが毎年同じで、年度

だけが変わるという形になっていて、新しい企

画になると、きっと新しいファイルができるは

ずなのです。ですが、それはあまりファイルと

してはできない、実は机の上に積もっていたり

するのですが、そのような形で通常業務とプロ

ジェクト業務というのがずいぶんと分かれてし
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まっていて、プロジェクト業務が根付いていな

いというようなこともあります。そのためか、

過去にやったことがあるということには安心し

て取り組むのですが、そうでないということに

はどうしても不安と言うか、当然、心配という

こともある。これはもちろんあって然るべきで

す。

各部署があります。組織というものは、機能

的、効率的に運営しようということで部署を分

けているわけですから、本来であればそれが混

ざるという話はないのですが、ただし、部門外

に完結をしすぎていて、隣の部署と本来相談し

ておけばもっと良かった事が、きちんと相談し

きれていなくて、もしくは隣の部署とタッグを

組めばもっと新しい企画ができたかもしれない

が、それがなかなかできない。こういった経験

も、もしかしたら皆さんお持ちかもしれません。

多くの企業もこのような課題を持っています。

大企業になればなるほどはそうです。隣の部で

何しているかさっぱり分からない。しかも新し

いアイデアが浮かび、しかしこれは隣の部署と

一緒に連携しないと実現ができないということ

が、例えば私ですと、まずは課長に、「隣の部

署と連携したいのです」と相談するわけです。

課長はその資料を作って来いと言う。資料を作

って渡します。課長は今度、次長に持っていく

わけです。「隣の部署と相談したいという部下

がいます」と。では、次長は課長に資料を作れ

って言うのです。資料を作って持っていきます。

今度、次長は部長に、「うちの部下がなんか言

ってきました」と、部長が見ます。「隣の部と

連携したいと言うが、これは本当に成功するの

か」と、「成功するアイデアを練り直して持っ

て来い」と。「成功するアイデア？」、出すこと

ができれば、端から出してますというようなこ

とです。「リスペクトしましょうよ」というこ

とで、たまに部長と喧嘩をします。ですが、最

近では、部門内で完結してしまおうとする、そ

のような動きを何とか打破しようというような

動きが企業も、おそらく皆さんもお持ちなので

はないかと思います。この反対側です。これか

らはソロではなくて、個人の力、知恵を結集し

て新しい事に挑む。業務の効率性、正確性も大

事ですが、創造性、こういったところも重視す

る。

また、1年ごとに仕事を終えるというよりも、

数年にわたって、継続的にプロジェクトを行う。

このあたりは実は人事制度との兼ね合いもあり

ます。3年ぐらいでジョブローテーションをす

るとなってくるとなかなか難しいですけれど

も、10年かけて何かを変えていく。今まで20年、

30年かけて作ってきたシステム、これはある意

味、大きな鉄球です。大きな鉄球がゆっくり動

いているようなものです。これは、片手で押さ

えようとしても潰されます。システムというも

のはそういうものです。自ら成長します。自ら

をどんどん重く、大きくなって、そう簡単には

動けなくなる。これがシステムです。徳川幕府

がなぜ、400年間も続いたのか。システムを作

ったからです。揺らがないのです。では、これ

を変えるというときには、かなり大きなパワー

が必要です。これは多年度にわたって変えてい

く必要がある。こういったプロジェクトを立ち

上げるというところがこれからは非常に重要に

なってくると思っています。

そんな中で求められるのが、仕事人から志事

人への変革と思っています。セリフがダッと流

れてきてます。最近、流行のインターネットの

動画サイトでも流れていますけれども、にんべ

んの仕事人、こんなこと（上図）を言っている

わけです。一方で、志の志事人、こんなこと（上

図）を言ってます。こういう変化が求められて
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いるわけです。これは企業もそうですけれども、

こちらの仕事人、もともと仕事というのは、成

し事、成す事と書きました。「成」す「事」。要

は「すること」という意味です。ですが、いつ

の間にか、このにんべんの「おつかいする」事

と言いますか、長く人に言われてやっています

というような、指示に従ってやりますと。特に

事務の場合、オペレーションといわれるのです

が、決まった事をちゃんとやるという概念に何

となくなってきているというところがありま

す。志の「志事」。そうではなくて、事に臨む

にあたって、自らのマインド、心を持って、自

分はこうやりたいんだ、学校のためにも、学園

のためにもこういうことをすべきではないかと

いうようなことを思いながら事に臨む。志です。

この志事の仕方は大きく違うと思っています。

もうひとつのキーワードはチーム力。この後

も研修、協業というキーワードがありますが、

コラボレーション。チーム力で新しい事に臨む

ということも大事です。一人一人がにんべんの

仕事人ではなくて、志を持って事に臨むという

ような志事人としてのマインド変革、行動変革

をしながら、その人たちが結びつき、チームワ

ークを行う。一人一人が独創的で発想力を持っ

たプロフェッショナルになって、その人たちが

競争をして、競争という点ではコンビクトでは

なく、コラボレーションです。新しく何かを作

るという発想をして、そして、疾走、素早く走

る。走るを作るに変えていますが、素早く作る。

考えるだけであればできます。それが難しいの

ですが、考えたらすぐ行動です。時代の変化は

激変しています。そこに向けて、独創、競争、

疾走、このチームワークの3ステップが求めら

れ、それをおいて特に大事なところ、チームに

おける知恵の輪、単にリングではなくて、sum、

加えるというところもあります。この輪が大事

になってくると思います。一人一人の独創的な

アイデア、これが発信をされて、以外にあるの

ですが、独創的なアイデアとか、課題意識とか

はあるのですが、組織において発信しないとい

うケースが非常に多いです。私の同僚も、飲み

屋に居ると、もっとこうあったらいいのに、こ

うやったほうがいいのにと言うのですが、では

それを会議で言えばいいではないかと言うと、

いやいや、会議はそういう場ではないからと。

どういう場なんだと思いますが。そのような形

で発信がまず大事です。発信ありきで、次は、

それが組織の知恵となって、今度は連結化です。

発信した後は結び付き合うのです。発信された

アイデアというのは、それが100％正しいアイ

デアではありません。必ず、そこに漏れがあっ

たり、上乗せの余地があったり、これをいろい

ろな人たち、三人寄れば文殊の知恵ではないで

すが、結び付け合うということで連結化してい

く、コンビネーションしていくわけです。

これも、会議の場でよくあることなのですが、

誰かが発信して、それに対して、「そんなこと

はありえない、無理だ」と言うのではなくて、

「それ、面白いね、もうちょっとこういうふう

にやってみたらどう？」と言う。この発言の違

いでコンビネーションが起こるかどうかという

のがあります。もしくは発信した側にも責任が

あって、発信した側で「今度、こういう企画考

えたのですが」と言ったときに、周りの方が「い

や、これ、そこに漏れがあるんじゃないの？」

何ていうようなことを言うと、ムッとして「い

やいや漏れはありません。こうこう、こうなん

で」というように喧嘩越しになってしまう。で

はなくて、会議というのは、自分の意見を通す

場ではなくて、自分の意見に上乗せしてもらう

場だととらえるならば、新しい企画がどんどん

良いものになっていく。この企画を実行するに

あたって、専門性を発揮して実行していただい

て、この経験を、蓄積すればするほど新しいア

イデアにつながりやすく、やってもらうのでは

なくて、やった結果を反省し、取り組みをおさ

らいし、次回からどういうやり方をすべきかと

いうところの経験を深めていく。このようなこ

とが大事だと思います。

そうした志の志事人になる上でも大事なポイ

ント。三つ目ですが、創る時間を作るというキ

ーワードを出させていただきました。これまた、
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発音すると同じですが、漢字があります。創造

の「創」と制作の「作」です。というところで、

クリープな事を行う時間をメイクする、作ると

いうようなことです。

左右が、にんべんの仕事人と、志の志事人と

思っていただければと思いますが、法人という

言葉があります。学校法人です。法人というの

は、人だと思っています。ただし、血、肉、細

胞、これは全員、ここで働く職員・先生で形成

されている法人という人格だと思っています。

一人一人が変われば法人も変わります。逆にい

うと、法人として頭脳だけが変わっても、法人

全体としては変わることができません。足腰だ

けが変わっても法人全体としては変わることが

できません。一人一人が変わらなければならな

い。

そうした中で、この五つの柱があると思いま

すが、特に今やっている仕事、最初にも申し上

げましたが、今やっている仕事をある程度、効

率化しなければ、新しい事に挑むゆとりが生ま

れません。ゆとり教育という言葉がありました

が、ある意味、ゆとりビジネスというところも

必要かもしれないです。業務の筋肉質化をして

やれることをたくさん増やす、時間を増やす、

もしくは気持ちを増やすということも大事にな

ってくると思います。あとは、目指す姿を提議

して、どのような働き方、どのような職場、ど

のような学校にしていきたいのかということを

一人一人が思い、考え、目指すのです。考え方

としてもオペレーションだけではなくて、クリ

エイティブになる。

大事なのは、どうしてもビジネス寄りになれ

ばなるほど忘れがちになるのは、人間であると

いうことです。機械ではなくて、人間ですので、

やはり精神というもので結構動向があります。

病も気からといいますが、気によってかなりい

ろいろなことが変化されるのは、皆さんもご経

験がおありと思います。楽しい時間はあっとい

う間に過ぎますし、面倒な時間は長く感じる。

これも精神が、気持ちが左右をしています。

例えばですが、今日、この会場の待合ロビー。

もしくは通路がありますが、大声でしゃべって

いる人はほとんど居ないです。なぜかというと、

気持ちが穏やかになるようにこの空間は設計さ

れています。今、私は大声で話していますけれ

ども、こういう間接照明で穏やかなオレンジ色

の光、そして足元はフワッとしたカーペット、

そして天井が高いです。こういう空間において、

人は気持ち的にあまり大声を出しちゃいけない

という気持ちになります。そういった状況がや

はり行動を左右するわけです。気持ちというの

は結構大事です。自社、もしくは自分の学校、

法人、職場、これを好きになると、新しいアイ

デアが出ると発信してあげたくなりますし、行

動してあげたくなる。足腰の強化というのは、

セキュリティーとか、コンプライアンスとか、

エコロジーとか、法人としてよく立つ、足腰基

盤です。どんなにいい事を考えてやっていても、

最近のニュースで取り上げられてますが、偽装

表示の問題とか、そのようなコンプライアンス

違反をしてしまうと足元をひっくり返されま

す。全部コケてしまいます。こういったところ

もしっかりと支える必要があると思います。

概要をいろいろお話しさせていただきました

が、ここからは少し事例をご紹介できればと思

います。まずは企業の事例をご紹介させていた

だきます。皆さまの中にも、民間企業等、企業

でお勤めになられてご転職されてきた方もいら

っしゃるのではないかと思うのですが、特に日

本においては、今、こういうことがいわれてお

ります。「製造業から創造業へ」というキーワ

ードです。
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高度経済成長期、日本は非常に急成長をして

いきました。主に電化製品や自動車です。アメ

リカで作られた自動車、アメリカで開発された

家電製品、イギリスで開発された自動車、軽動

機、こういったものを日本の工場でより早く、

より安く、よりコンパクトに、より安心なもの

を作るという物づくりの改善がものすごく進ん

だのです。アメリカの教科書にも載っています。

看板方式とか、5Ｓとか、改善とか。日本にお

ける生産革新活動というものは、他の諸外国か

らも参考になるということで真似られるくらい

に、工場量を上げる生産改善ということで、よ

り精密で、より低コストでいろいろな物を作り、

売り、そして日本という島国を内事によって支

えられ、そして成長してきました。

このときは、ホワイトカラー。オフィスで働

く皆さんです。ブルーカラーというのは工場で

働く製造業の人です。ホワイトカラーの皆さん

は、間接部門、利益に直接貢献しない人という

感じで企業ではこのように呼ばれていました。

間接経費をどうやって減らすかばかりなわけな

のです。間接部門は経費扱いです。お金があれ

ば工場に投資するということです。そのお金を

出すためには間接部門を何とか削ろう、オフィ

スは狭く、なるべく安いものを買ってというよ

うなことです。今はそうではなくて、作れば売

れる時代がいよいよ終わり、「何を作るか」か

ら考えなければいけない、もしくは「どこに売

るのか」、「誰と組むのか」、「誰をお客さんとす

るのか」、そのようなところです。ないしは「」

どこから仕入れるのか」、「どこへ届けるのか」。

学校においては、どのような学生をターゲット

層にするのか、そこにどうやってリーチするの

か、その方々をどう育成をするのか、ないしは

そのためにも、もしくは財務的にもどこから資

金を調達するのかです。資金調達です。そして、

文化庁とか、官公庁とかいったところ、どこと

組むのか。こういうことも考えなければいけな

い、まさに事づくりになるわけです。事づくり

になってくるとホワイトカラー、オフィス、事

務室で働いている人たちはこう呼ばれます。知

的生産部門、どんどん新しいアイデアを生産し

ていく部隊である。間接部門から利益の源泉と

いうようにいわれるようになりました。このよ

うに企業においてもそうなっているわけです。

その中で先ほどの創る時間を作るということ

で、企業はいろいろな取り組みをされてます。

事務室というのは、簡単に図解化するとこのよ

うな形になるのですがも、ここがオフィス空間

だといたしまして、原料は情報です、インプッ

トは情報で、その場にあったチームワーク。一

人で考えるか、会議をするか。新しいアイデア

を生み出し、それをまた情報としてアウトプッ

トする。これが事務室におけるワークプロセス

の簡単な手法です。生産現場においてはインプ

ットは原料で、真ん中は工場の生産ラインで、

それが製品になって生まれてくるわけですが、

オフィス、事務室おいては、これは情報なわけ

です。情報がどんどん新しく生み出されていく。

これをデリバリースピード、業務スピードです。

ないしはクオリティー、品質です。ないしはコ

ストダウン。より早く、ないしは同じ時間かけ
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るのであれば、より斬新かつ重要な有効なアイ

デアを、もしくはそれを担う場所というのはコ

ストを下げる。ただ今まで間接スタッフといわ

れてきたオフィスは、コストダウンばかりでし

た。今やっている仕事をとにかく早くやろうと

いうことで、欧米化、IT 化ということもあり

ました。ここのクオリティーというのはなかな

か重視されていませんでしたが、今、これが求

められていると思います。

工場の生産革新活動においても、まず、基本

といわれているのが、ＱＣＤ、クオリティー、

デリバリースピードのコストダウンということ

が言われますが、オフィス、事務室においても

同じようなことが言われると思います。これは、

パナソニック電工、今は、パナソニックエコソ

リューションズ社、ES 社とお呼びします。私

も、5年ほど、アドバイザーとしてお手伝いを

させていただいておりますが、仕事ダイエット

プロジェクトという名称で5年前にプロジェク

トを立ち上げられました。こちらはもう、2万

名がおりますので、一人一人の業務時間を効率

化して新しい事にチャレンジする。そういう余

力を発揮したいというたくましい組織づくりの

プロジェクトが始まったのです。プロジェクト

の人数は4名です。3年間経って、プロジェクト

は解散しましたが、非常に高い効果が出たので、

社長から部署にしようということで、仕事ダイ

エット推進室という形で、今は一つの部署とな

って、さらに発展的な運営をされています。実

は2年前の日経新聞の一面にもこちらの取り組

みが紹介されていて、業務改善プロジェクトの

取り組みが日経新聞の一面に載るのは少し珍し

いのですが、そのような取り組みです。

どういった取り組みかというと、各課ごとに

業務改善推進委員を任命して、そして業務改善

推進委員は3カ月に1回、何らかの改善提案をデ

ータベースに登録をする。この結果として、こ

れだけの業務を効率化して、新しい事ができる

ようになったとか、もしくは今の業務の質をも

っとこういうふうに変えたというような事例を

どんどん登録していき、優秀事例を表彰する。

シンプルですがなかなかです。工場とか、生産

現場では割と当たり前に行われている9C サー

クルというものを皆さんはご存じでしょうか。

ただ、いきなり「改善しなさい」と言われても、

何をすればよいのかわかりませんので、こうい

った資料ダイエットとか会議ダイエットとか、

いろいろな業務改善の取り組みの指南書、これ

を参考にして、各部署で、自分たちで自分たち

の仕事を変える。

私は学校変換というのは二つあると思いま

す。一つは、中央で数人で考えて、ドーンとシ

ステムを入れ替えてしまうやり方。もう一つは、

一人一人を変えていくというやり方。これは両

輪をしないともったいないと思います。両方が

ないといけないと思います。例えば、コストダ

ウン活動とか、最近だと節電活動とかもそうで

す。節電活動において、例えば、空調機器を効

率の高いものにに入れ替える。これは誰かが考

えて入れ替えてしまえば、いつの間にか節電効

果があります。一方で、一人一人が使っていな

いパソコンの電気は消すとか、使ってない会議

室の電気は消すとか、紙は両面印刷にするとか、

一人一人の行動が変わらないと達成しない部分

もあります。この両方が大事だと思います。

後者は、一人一人が自ら仕事を変えていこう

というような経験を積んでもらいたいというこ

とでされています。何となくダイエットという

と、無理やり食べるのを抑えて痩せてヘロヘロ

となって風吹けば倒れる、そのような状態にな

るようなイメージがありますが、こちらのダイ

エットはどちらかというと、皆さんはビリーズ
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ブートキャンプを覚えていらっしゃいますか。

懐かしい言葉です。徹底的に自分たちで新しい

事を考えて実践して改善して筋肉質になって、

新陳代謝を高めて、よりスピーディーに、より

たくましく動けるようになって、結果として脂

肪がなくなるというような、私の体形が言って

も、あまり説得力ないですけれども、そういっ

た取り組みです。

こちらはコクヨファニチャーの事例ですが、

コクヨファニチャーの中には営業部隊というも

のがあり、要は法人のお客様、企業とか、学校

に、家具を買ってくださいと言って、提案をし

てお買い上げいただくという法人営業部隊とい

うものがあります。この法人営業部隊の変革と

いうことで、コミュニケーションフロアの見直

しをしましょうという取り組みがあります。

今までというのは、こういうピラミッド型の

組織。急成長中はこちらのほうがいいのです。

企業が成長している間はピラミッド型でも上下

関係で、上がこうやろうということにみんなで

向かっていく。まさに矢印です。この上に向い

ている矢印。目標に向かっていこうというとこ

ろに上下関係で、アイデアを残していって、ど

んどんみんなが上に従って動いていく、これが

非常に効率的でした。しかし、今はそうではな

く、現場でいろいろな課題が起こって、それを

解決しなければいけなくなっています。一人で

は解決しきれません。社長はその全部の面倒を

見きれません。そうなってくると、現場側でい

ろいろなコミュニティケーションネットワーク

を駆使して、個性も重視しながらチームとして

新しい価値を出していく。ここ（ピラミッド型））

は個性はいらないのです。ある意味、仕事が早

いか遅いかだけです。こちら（図右）は新しい

事を閃くか閃かないかです。

そういうふうに事業変革発表会ではなく、事

業変革討論会のようなものを行います。例えば、

学長からの訓示ではなく、その訓示を受けてど

う思ったのかということを議論します。逆にい

うと、社長に対しても提言をするのです。

「ホウ、レン、ソウ」は、まず報告がなによ

りも重視された時代から、何でもいいから相談

してください、全部決まってから報告するので

はなく、何かを始めたとき2割くらい進んだら、

もう相談してくれと。これは2割相談などと言

っていますが、そのようなやり方に変えていっ

ています。個人評価メーターではなく、みんな

でチームで、自分のチームはどれだけの評価が

あったのかということを座談会形式、何となく

個人評価、評価というのは他の人には見せては

いけないもののような感じですが、私は結構、

自分はこういう評価でした、チームはこういう

評価だったというところを共有して、ではチー

ムとしてもっといい評価をとろうと思ったらど

うしていけばいいかというようなことを話しま

す。

このような風通しのいいところを目指して、

今、進んでいます。皆さんも、部屋の中で、こ

のようなチームワークを非常に重視されている

と思うのですがいかがでしょうか。私もまだま

だ苦労しながら、勉強しながら、失敗もしなが

ら進めさせていただいています。
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続きまして、ハウス食品さんです。カレーで

お馴染みです。ウコンの力、インスタントラー

メン、プリンミックス、シャービック、とんが

りコーンとかいろいろな食をご提供されてい

て、日本の内需に支えられ急成長をされてきた

会社です。アメリカにも進出されています。ア

メリカではどういうブランドかというと、日本

ではスパイス、カレーのハウスですが、アメリ

カでは豆腐のハウスです。豆腐のシェアが非常

に高いのです。日本でハウス食品の豆腐という

のは見たことがないですが、アメリカでは豆腐

のハウスだそうです。ただ、まだまだ海外売上

比率も非常に低く、海外進出をするという変革

をしたいということで新しいプロジェクトを起

こされました。それが、この大阪オフイスプロ

ジェクトという名前です。（図の）オフィスの

スペルが間違っているように思われますけれど

も、実はこれは、三つのオフと三つのＩｓ、イ

ス、三つのイスが組み合わされてＯｆｆ、Ｉｓ。

ですから頭に3乗とキューブになっているわけ

ですが、これは何かといいますと、三つのオフ、

一つは壁のオフ。この会社は各部室ごとに、要

は経理部・財務部・総務部・生産管理部とか、

そのような部室ごとに部屋が分かれていまし

た。完全に個室です。部署長が一番奥に座って

いました。そういう状態ですと、新しい事業を

起こそうというときに、最初に話をした部を超

えたコミュケーションが全くできてないので

す。これはいけないということで、壁をなくし

て、みんな同じワンフロアに住むというように

変えようではないかというアイデアが出まし

た。

それから紙。紙に縛られていると業務は非常

に非効率です。紙1枚出すのと業務コストで500

円がかかるといわれています。なぜが。プリン

ターに取りに行って、持って帰ってきて、穴を

開けて、ファイル用品に閉じて、キャビネット

に片付けにいって、また必要なときにキャビネ

ットから取り出してきて、しばらくたまってく

ると邪魔になるので、いるものかいらないもの

かを仕分けて、これはいらないと思うとバイン

ダーから取り外して、シュレッダーにかけに行

く。紙1枚出すと、実はそこから紙がなくなる

までの間に500円分くらいの業務コストがかか

るといわれています。これをなくしてもっとも

っと効率的に、スピーディーに、かつグローバ

ル、どこにいても情報にアクセスができる。オ

フィスに戻らないと情報が確認できませんと

か、地震が起きてしばらく電車が動きません、

オフィスに行けません、仕事が続きませんでは

なく、自宅のパソコンからアクセスをして情報

を確認しながら事業を継続する。こういったこ

とのためにも紙は非効率です。あと時間です。

時間の効率化をしてきましょう、オンオフのメ

リハリもつけましょう。三つのＩｓというのは、

一新、一歩一歩進む。何か新しい事を変革しよ

うではないかという気持ち。そしてみんなが一

つの心になって進んでいこうではないかという

一体感。三つ目が、一歩一歩進んでいこう、た

だし、一歩でもいいから進もうというような感

覚。このようなプロジェクトを進められて、実

は本社は大阪の東大阪にあるのですが、本社の

リニューアルをされたのです。本社のリニュー

アルを機に、3年間、プロジェクト活動を進め

られ、リニューアル自体は半年くらいで行った

のですが、その2年半前から、自分たちの働き

方はどうあるべきか、ないしは自分たちのこれ

からの職場というのはどうあるべきなのか、こ

れをしっかり考えて、なるべくスペースを空け

て、ゆとりのスペースを持ち出して、それを新

しいスペースに転化してというような取り組み

をされていらっしゃいます。

コクヨファニチャーですので、オフィスの話

も少しだけさせていただきます。ちなみに弊社

も、先ほどの企業での組織、行動変革の事例2

のところですが、新しい営業スタイル、これを

目指してオフィスを変えました。大阪駅北地区

に新しい街「うめきた」が誕生しました。グラ

ンフロント大阪です。うめきたグランフロント

大阪。実は私たちはそこに引っ越しをいたしま

した。もともとは新深江という、町工場がたく

さんある町です。ビルとしてはドギーマンと北
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陽だけという、そのようなビルの中におりまた。

そこから1部の部隊、営業部隊がうめきたグラ

ンフロントに引っ越しました。今、どういうよ

うな状態で働いているか、ちょっと見て見まし

ょう。

（ライブ中継）

真ん中に丸いラウンドのテーブルがありま

す。このオフィスの特徴は、通常は島があって、

その島の一番偉い方は、端っこにと構えていら

っしゃいますが、弊社は、丸いテーブルのとこ

ろにすべての部長に集まっていただいておりま

す。部長の席です。部長は全員、隣同士に座っ

ています。部員は、部の相談があると、そこに

相談に行くのです。そうすると、隣の部署の人

も聞いているわけです。営業1部の部員が相談

にいくと、営業2部の部長も一緒に聞いている。

その相談を耳で聞きながら、その話はうちにも

関係あるではないかということで、だったら一

緒にやろうということで、今まで苦労して課長

に通し、次長に通し、部長に通して蹴られてし

まうというようにやっていたのですが、すごく

早いのです。隣の部の人が一緒に居るときに大

声で相談に行くと、隣の部の人も聞いているも

のですから、それで早く事が進むようになりま

した。ただ、部長というのは、後ろに立たれる

のが嫌なのです。いろいろな人事交換の資料な

ども見ていますので。ですから、部長席という

のはラウンド型にしておいて、背中は見せない

という形にし、みんな前を向いてるというスタ

イルです。グランフロント大阪のシート12階で、

ライブオフィスということをやっておりまし

て、実は働いているところを、事前にアポイン

トをいただければ、入っていただけます。ショ

ールームとして展開していまして、商品をご覧

いただくのではなくて、旭山動物園みたいなも

のです。そこで働いているワーカーたちを見て

いただけます。怒ってる人もいれば、泣いてる

人もいます。寝てる人もいます。このオフィス

でどういう働き方になっているのかを事前にご

予約いただければ、30分ほどで回っていただけ

ます。もしよろしければ、お帰りの際にでもご

覧いただいてもいいのではないかと思っていま

す。

そのようにハウス食品もオフィスを作り変え

て働き方を変えていく。空間を変えた事例でい

うと、学校で言いますと、ある学校では、職員

室をリニューアルされ、情報管理の在り方の見

直しというところもあるのですが、ペーパーレ

スになって、キャビネットを減らし、さらに空

いたスペースをオープンエリアとし、さらに職

員室の壁をなくしてしまい、職員室に学生さん

が来て、何か相談があると、進路の相談、部活

の相談とか、そのようなときには、ここで簡単

な相談、打ち合わせができるように、このよう

なスペースを設置し、開かれた職員室をいうよ

うなものを作っています。職員も見られている

ことを意識しますので、見られるというのは非

常に大事です。何となく格好良く働こうという

ような気持ちになるわけです。学生も通ります

ので、声をかけてあげたりとか、コミュニケー

ションもできる。また、職員内でもよりコミュ

ニケーションが活発になるように写真のように

真ん中に一本のテーブルを置いて、そこで皆が

連携して働き合うというようなチャレンジをさ

れている事例がございます。私も学生時代、職

員室というのは、基本的には怒られに行く場所

というイメージがあり、高校の時も進路の相談

も、行かなくて済むのであればなるべく行かな

いほうがいいというくらいで、一人で勝手にい

ろいろやっていると呼び止められたりするので

すが。大学に合格した時に電話をして「合格し

ましたよ」と職員の皆さんに連絡したら、「じ
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ゃあ、職員室に来てくれ」ということで呼ばれ

て、「なんか怒られんのかな」と思いながら、

トントンとノックして入ると、職員の皆さんか

ら「良かったな」と言っていただいて、「この

部屋、こんなにいい部屋だったんだ」と実感し

た覚えがあります。こういった開かれた職員室

というのは、今の一つの流行りにもなっていま

す。空間面でも、いろいろな変化を施されてい

る企業とか、学校がありますというお話です。

こうした変革をいろいろされているわけです

が、経験上、いくつかのポイントがあると思っ

ています。一つは、コミュニケーションを見直

しましょう。もう少し言うと、コミュニケーシ

ョンの質と量を見直しましょう。よくこういっ

た事務室改革とか、風土改革とか、業務改善と

かいうテーマで、必ず、コミュニケーション、

活性化というキーワードがあがります。ただ、

そのコミュニケーションという言い方は、たい

へんその場的で、総論的で、ニュアンス的だと

感じていて、もう少し具体的にいうと、私は、

活性化させるべきではないコミュニケーション

もあると思っているのです。活性化させるべき

でないコミュニケーションと活性化させるべき

コミュニケーション、もう少し言うと、効率化

すべきコミュニケーションと今までやっていな

いことをやってもらうべきコミュニケーション

です。今まではなかなかそういうコミュニケー

ションは起こっていなかったので、そういうコ

ミュニケーションを起こそうということです。

私はコミュニケーションというのは四つあると

思っています。

縦軸が、やらないとすぐに困る、緊急性が高

い。下は、やらなくてもすぐには困らない、「」

すぐには」というところがポイントです。「直

ちに」ということです。直ちには困らない。左

と右、こちらが仕事、内容は仕事の内容、要は

職場内の内容。プライベートの内容、職場外の

内容です。今、事務室におけるコミュニケーシ

ョンの9割近くはこちらの1番、緊急性が高い仕

事に関するコミュニケーション、俗に言う「ホ

ウ、レン、ソウ」です。目の前の仕事があって、

何か相談事があって相談する。ないしは次にや

ってほしい仕事があるので、その指示をする、

ないしは会議で集まって来週のイベントの企画

を練る。そういった目の前の仕事をしっかりと

やるための、乗り切るためのコミュニケーショ

ン。では、これを活性化したいのでしょうか。

しかし、人間24時間、時間は等しく限られてい

ます。ここばかりやっていると、おそらく、埒

が明かない。これからの仕事についての語り合

い、要は学校説明会のあり方がどうあるべきか、

今の学校運営の財務的な状況をどう打開すべき

か、大学との連携をどうしていこうかというよ

うなところを、もう少し将来を見据えたまさに

志の会話、対話です。課題解決型のコミュニケ

ーションはではなく、課題発見型のコミュニケ

ーションです。課題が出てきて、それを解決す

るためのコミュニケーションと、自分たちの課

題とは何だろうかということを語り合うコミュ

ニケーション。緊急性が低いので、やらなくて

も今の仕事は回りますのでこれが行われていな

いケースが非常に多いです。昔はこういうコミ

ュニケーションはどこで起こっていたかという

と、たばこ部屋です。あるいは上司の家です。

上司の家に部下が招かれて発言、話されるわけ

です。そのような会話、対話です。このような

ところが増えていかないと、志の志事人、ある

いはチームワークのある新しいアイデアが生ま

れる事務室というのは生まれにくいと思いま

す。

ここの活性化がまず大事と思うのですが、そ

の活性化をするためには4番が大事なのです。
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今、仕事の熱い話をしようと思ったら、なかな

かそれが難しくなってます。分煙化も進んでき

て、たばこ部屋がそもそもないとか、減ってき

ています。それから、核家族化が進み、お父さ

ん・お母さんも早く家に帰らなければいけな

い、家に帰ると、核家族ですから、お子さんが

いらっしゃる、家もそこまで広くはない。その

中で部下を呼んでパーティーを開こうとして

も、なかなか面倒を見てくれる方が誰もいない

ので呼びづらい。では飲み屋にいこうかと思う

とお小遣い事情があるというようなことで、こ

ういった熱い会話をするためのそもそもの個人

としての信頼関係というものが作りづらくなっ

ているのです。熱い会話をしようと思うと、そ

もそもこの人にしゃべったら笑われるのではな

いかとか、この人聞いてくれないのではないか

とか、逆に「さぼってんじゃない」と怒られる

のではないかとか、そんな信頼関係のもとでは、

熱い会話は起こりません。皆さんが職場に戻ら

れた時のイメージをしてください。職場の人た

ちの趣味はご存じですか。職場の人たちの出身

地はご存じでしょうか。あるいは生きがい、や

りがい、言われてうれしいこと、言われると嫌

なこと、人によって違いますが、そういったこ

とをご存じでしょうか。このような人の話を聞

いて、人の話をもって共感をするというところ

がある程度できていないと、本来のコミュニケ

ーションの活性化はできないと思っています。

ですから、企業でもよくあります。コミュニケ

ーションエリアを設けて、これでコミュニケー

ションの活性化ができるだろうと。できないで

す。そこに行っているとさぼっていると思われ

るから。まずは、そういうコミュニケーション

変革の取り組みをきっちりして、そこにいる人

たちは新しいアイデアを生み出そうとして集ま

っている人たちだ、というようなイメージを作

っていくと共に、自己紹介時間を30分ずつくら

い設けて、自分たちの思いを伝え合う、このよ

うな活動をされてから、そういう場を設けると

いうケースも増えています。

次のキーワードです。型と場と技という、三

つ、三位一体というところをご紹介させていた

だきます。先ほど、いくつかのオフィスとか、

職員室の事例もご紹介させていただきました

が、新しいコミュニケーションスタイル、ある

いは新しい仕事のスタイル、ワークスタイルと

呼んでいるのですが、現状のワークスタイルか

ら新しいワークスタイルに変えようと思うと、

空間というものも非常に大きな要素です。です

が、空間を変えただけでは変われません。型と

場と技と3点が必要です。技というのは意識、

スキルの研修とか、啓発のことです。研修、啓

発しただけでは変われません。一過性で終わり

ます。研修中はたいへん盛り上がって楽しんで

います。しかし、職場に戻ると、「楽しかった、

さて、いつもの仕事に戻るか」ということにな

ってしまう。場である程度、後押ししてあげな

いと忘れてしまうわけです。型というのは、ビ

ジョンとかルールです。こうあるべきというル

ールを変えてあげないといけないです。例えば、

ペーパーレスをやろうといって電子ファイル用

システムを入れて、キャビネットを減らしまし

た。そして、ルールを作って文書管理規定を見

直しました。紙に保存しておかなくてもかまわ

ない文書に増やしました。何でも電子で持って

かまわないというルールを作りました。しかし、

各自がこんなことやってられないという話にな

るとやってくれないわけです。ついつい紙で持

ってしまい、机の周りが書類でいっぱいという

ようなところもあります。このような三本柱、

型と場と技で変革を進めましょう。

まずは型です。特に皆さまは型を作られる方

たちだと思います。「こういうふうにこれから

なって行こうじゃないか」、「こういうルールに

してみないか」、「今までの定例のミーティング

のやり方をもう少しこのようなミーティングの

やり方に変えてみないか」、「一人一人の進捗を

聞いていくのではなくて、一人一人の気付きを

しゃべってもらうというように変えていかない

か」。そのための場としては、会議室もやたら

広くて、ロの字に椅子が並んでいて、一人一人

がしゃべっていても顔が見えないではなく、も
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う少し机を取っ払って、車座で座れるようにな

ろうとか。技としても、意識面、スキル面でコ

ミュニケーションスキルを高めたりとか、プレ

ゼンテーションスキルを高めたりとかして、話

し方を掻い摘まんで、自分の言いたいことを伝

えるスキルにしていくとか、そもそもそういう

ような働き方になりたいという意識、これを高

めていく。この三位一体で変えていくというこ

とが大事と思っています。

一例といたしまして、ある服飾メーカーさん

の取り組みですが、型の一つとして、まず創る

時間を作ろうということで、通常の会議の時間

を減らす、今までの会議の時間でやっていたこ

とを減らすというルールを作られました。こう

いう（図）会議効率化ルールという、会議の七

カ条を作られたり、会議の予約時間の分析をし

て、各部署がどれだけ会議をしているのかを見

えるようにするのです。それで、だんだん会議

室の予約時間が平均1.75時間を超える会議とい

うのがどんどん減っていっているのです。

このような形で、通常型の、オペレーション

型の、にんべんの仕事型の会議、これはなるべ

く減らしていこう、というようなルールを作り、

推進をされています。創る時間を、まず作ると

いうことをされている。空いた時間を、もう1

個の型、今までやったことのない会議をやって

いこうではないかということで、オフサイドミ

ーティングというのですが、このような（次写

真）感じです。机もないです。このように集ま

って何を話すのか。目の前の仕事の話はしませ

ん。まずは人となりを理解し合おうということ

で、自分たちの自己紹介をしっかりして、自分

の趣味とか、生まれとか、やりたい事とか、と

いうような話をします。そして経営理念とか、

組織のビジョンとかいったところについて、我

が事として語り合う。話すという漢字は、「言

(う)」を「舌」に、言葉を舌に乗せるだけです。

舌に乗せて伝えるだけです。語るとなると、「言

(葉)を「吾」、我が事として言わなければいけ

ないのです。私はこう思う、このようなことを

我が事として話を語り合う、このようなことを

3時間から8時間かけるわけです。これは実は弊

社のメンバーですが、「部長、1回、合宿しまし

ょう」と、メールを送りました。弊社の部署で

はこのように「部長、合宿しましょう」と言う

と、みんな参加してくれるという会社なのです。

ホテルをとって集まりました。こういったオフ

サイドミーティングを行い、部長級が今までほ

とんど喋ったことがないというような人たちと

語り合っていただき、これからの会社がどうあ

るべきか、もしくは自分の今までの行動をどう

変えるべきかということを含めて会話をさせて

もらいました。今までいろいろな研修を受けて

きたけれども、中でも非常に有効で有用なもの

だったよとおっしゃっていただき、私も事務局

としては嬉しかったのですが、いろいろな企業

で今、こういうような取り組みが行われつつあ

ります。アクティブラーニングに近いですが、

自らもそういうアクティブラーニングをして志

事人、志の志事人になっていくというようなこ

とです。

場として、先ほど生中継をご紹介しましたが、
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一つの事例として、弊社はいろいろなオフィス

づくりに出かけていますけれども、これは弊社

の東京品川のオフィスです。

これがオフィスかと言われるかもしれないで

すが、オフィスです。実は屋上にオフィスがあ

ります。雨が降ると、今日は雨なので、恐らく

ここで働いてる人はいないと思いますが、晴れ

て、今なら秋で気分がいいので、ここで結構、

働いていて、無線 LAN も電源もきていて、池

のあたりに人が座っていますが、池のところに

もちゃんと電源があるのです。それで新しいク

リエーティブなことをやる会議はここでやろう

とか。実は社長がここを見下ろせる位置にいま

す。隣の棟の上のところです。ここで働いてい

る人が少ないということは、どうもクリエーテ

ィブなことを考えている人たちが少ないという

危機感を感じるそうです。あと、部屋の中も自

分のデスクはいりませんということで、小さい

テーブルがあって、動き回りながら仕事をして

います。また、職場の中にＢａｒコーナーがあ

ります。ここまでやる必要はないと思いますが、

食堂にＢａｒコーナーがあって、そこで勤務時

間外、飲みに行く時間がもったいない、もしく

は飲みに行くお金がもったいない、ただし部下

と熱く語り合いがしたいとか、そういうときに

はここを使ってくださいと。ただし1時間限定

で、1杯だけというようなルールを作っていて、

そのルールに沿って場を作っています。単に食

堂で集まってもいいのですが、雰囲気が出ない

ので、このような形でＢａｒカウンターを作っ

てやっています。当初は全然、人が来ませんで

した。4人くらいでしたが、めげませんでした。

私はやりたいと思ったので、その4人が飲んで

いる風景を写真に撮って、社内のホームページ

とか、会社の掲示板に貼り付けました。こんな

ことやってますよと。そうすると、次の日には

20人くらい来ました、少し多すぎたのですが。

やはり発信は大事だと感じました。やって終わ

るではなくて、やって発信をする、こういう場

なんだ、だったら来てみようかな。別に飲み会

の風景でなくてもかまわないのですが。

社内で何らかのプロジェクトをやられていま

す。情報セキュリティープロジェクトとか、ガ

バランス化プロジェクトとか、その会議の風景

などを写真に撮って、今、ここまで決めました

よ、今、こんなことやってますよというのをど

んどん発信されると、皆さんを巻き込めるかな

と。発信しないのにこんなこというと駄目なの

です。「いや、みんな、我々がこんなに苦労し

てるの分かってくれないんだよ」。それは分か

らせてないからです。発信しないと分からない

と思います。

コミュニケーションの場としては、最近はや

っている企業内ＳＮＳ。学校でも導入している

方は増えています。企業内密性のものです。

Facebook とか Twitter に近いものですが、一

般に公開されていますので、企業内でやりまし

ょう、新しいアイデアが出たら、ちょっとつぶ

やいてみる。離れた人ともコミュニケーション

がしやすいようにこのような変革ガイドシステ

ムを入れられている場合もあります。学校法人

の中でも、例えば、敷地が広いですから、わざ
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わざ行かないけれども、つながりは持っていた

い。校舎間のつながりとか、もしくは地域間の

つながりとかは持っていたい。

この会社(前写真)は面白いのですが、テレビ

会議システムをずっとつけっぱなしなのです。

お互いの事務室が映りあっているという状態で

す。何かあったら声を掛け合うのです。マイク

をオンにして、もしもしというように。「今、

こういうことをうちで話し合っているんだけれ

ども、そっちはどう」というようなことを話し

合う。そのネット版などもあったりします。い

ろいろと事件等で取り上げれている SMS、チ

ャットシステムですが、使い方や、きっちり型

を決めれば場として機能します。ただし、これ

を場として入れただけの企業は、だいたいやめ

ていっています。雑談とか、昨日の野球の話と

か、うわさ話とか、そんなのばかりやり取りさ

れてしまっている。ちゃんとルール、型を決め

て、技を押し込んでやっていかないと機能はし

ません。機能すると非常に有効です。

技の事例として、先ほどの写真に近いですが、

一人一人が自分の話をきちんとし、トレーニン

グとしては聞くトレーニングです。聞き上手と

いうのは、トレーニングといっても、聞くにお

いてスキルはいりません。必要なのは相手への

関心です。しかし経験を積まないと関心は高ま

りません。だから聞くというのは、スキル本が

いっぱいあるのです。目を見開いてうなずいて

聞くとか、質問をしてみるとか、そんなテクニ

カルな問題ではなく、その人に興味があるかな

いか、人に興味があるかないかなのです。そう

いう意味でいうと、こういう人と自分語りとい

う、自分で自己紹介をすると、隣の人たちがそ

の話を聞いて、10分、20分話されると、だんだ

んその人に興味を持ってくるのです。それを20

人くらい繰り返すと、人というものに興味が出

てくるのです。今まで会っていない人にも、こ

の人はどういう人なんだろうと興味を持てば聞

きます。そのような形で、語るだけではなく、

聞くトレーニングとしてこういう場の事例もご

紹介させていただいております。ぜひ、皆さん

も学生さんの話を聞かなければいけない、もし

くは親御さんの話を聞かなければいけないとい

うことがあると思います。私も実は話すのは得

意なのですが、聞くのは苦手なほうで、それを

何とか乗り越えなければいけないということ

で、最近やってるのは、街歩きです。街の喫茶

店で、外を見ながらずっと人を見ています。そ

うするとけんかをしている人がいたり、すごい

勢いで走っていく人がいたり、仲良くしゃべっ

ている人がいたり。じっと見てると、だんだん

関心が出てくるのです。妄想するのです。この

人はきっとこれで笑っているんだとか、この人

は多分、こういうことで走っているんだみたい

なことを妄想します。だんだんそういう人への

関心というものを高めていくトレーニングをし

ています。

実は、このやり方は、今、横浜市長をやられ

ている林文子さん、もともとは東映に女子社員

として入られて、灰皿の交換とかされていて、

そこから BMW、車の営業に転職をされて、女

性で初の営業だったのです。翌年から売り上げ

トップの営業成績を収めて、そこからフォルク

スワーゲンの支社長に抜擢をされて、BMW の

社長として返り咲き、そして今の横浜市長とい

うすごい方です。その方が出された「しなやか

仕事術」という本があるのですが、そこでコミ

ュニケーションのコツということでご紹介され

ていたものを引用させていただきました。人を

観察することで、人に興味を持つということで

す。こういった技を育てる、それは組織として

育てる場合もありますし、苦手意識を持ってい
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る個人として自ら変えていくということもある

と思っています。

ちなみに、この部長級が集まってる時に、も

う一つのエピソードといたしまして、営業部長

が、「実は私、営業が苦手で」と言われました。

営業部長が、営業が苦手というのはどういうこ

とですか。実は人と話すのが駄目なのです、苦

手なのです。だから、話す前にいっぱい準備を

するし、相手のことをたいへん気にしてしまう

のです。それがきっと良かったのでしょう。営

業として評価されて、今では部長になったとい

うようなことが分かって、でも、苦手意識があ

る。他の人たちはみんな、この人は営業が大好

きで、大得意なんだろうと思っていたのです。

でも苦手なんだということが分かって、だから

あまり話しかけてくれないのだなということが

分かったのです。この人はシャイなんだ、だか

ら、逆に周りの人たちは、この人に話しかけて

あげようというような形になるのです。そうい

うような切り口などもあって、いいトレーニン

グになったのかなと思うのですが、このような

取り組みをされている企業も、団体も学校も増

えてきています。オフサイトミーティングとい

う言葉は、スコラ・コンサルタントという会社

の一時代表をされていた柴田昌治さんという先

生、『なぜ会社は変われないのか』という本と

か、日経情報ストアという情報誌に連載で持た

れてる有名人、テレビにもよく出ています。柴

田さんが作られた国際コミュニティーズという

のですが、そのような取り組みをされている組

織が結構増えてきていますので、もしご関心が

ありましたら、自らの技の育成のためにも一度

読まれてみて、何かヒントを得ていただければ

と思います。

また、技の事例としてですが、研修という位

置づけで、次のような研修をやってる場合もあ

ります。某社では、業務改善の事例発表会を行

います。改善事例発表会というのも設けていま

す。皆さんの中にはございますか。事務室の中

で今度こういう改善をやった、それを事例発表

して表彰してあげるというようなことです。最

近ですと、Facebook の「いいね」というよう

なやり方で、「いいねランキング」を作って、「い

いね」がたくさんもらえた人が表彰されたり、

もしくはチームが表彰されたりとかいうような

ことで、北風と太陽でいうと、太陽です。変わ

れ、変われ、変われではなくて、変わった人を

すごく盛り上げてあげる、褒めてあげるという

ようなやり方で意識を変えていこう、スキルを

上げていこうという取り組みです。

これも非常に発信が大事で、密室でいろいろ

な事を決めて表彰してあげて、こっそり表彰状

が渡されても仕方が無いのです。この人はどう

いう理由で表彰されたのか、会社、組織、学校

はこの人のこういうスキルを評価している。他

の部もこういうスキルをぜひ身に付けてほし

い。こういうことを発信しながら表彰してあげ

るのです。要は個人を表彰するのではなくて、

会社として目指すパーソン、団体組織として目

指すパーソンがあって、そのパーソナリティに

近い人、これをあえて表彰という形で目立たせ

てあげることです。皆さん、私たちは組織とし

てこのようなことを目指していますよ」という

ようなことを伝える機会、そういうような形で

取り組みをされている。なかなか泥くさいと思

われがちなのですが、工場の生産現場での改善

でもよくやられてます。改善提案制度、表彰制

度というのは、トヨタをはじめ、NTT もそう

ですが、年に1回、わざわざバスツアーで集ま

ってくるのです。大きい会場で、このような表

彰、懇親会も含めて改善表彰大会というような

こともやられています。
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ですから、その表彰大会に向けて、今やって

いる仕事から、この仕事をもう少し変えるとも

っといいのにとか、今までやったことはないけ

れどもこういうところとパートナーシップを結

んだら面白いのではないかとか。例えばですが、

どこかの企業に話を聞きに行って、求められる

人材をヒアリングして、レポでもしてみようか

なとかいった取り組みを表彰してあげる。その

後に、今、与えられているミッションとは少し

違うかもしれない。でも、その目の前の仕事を、

にんべんの仕事ではなくて、やりたいというと

ころを会社として、組織として育ててあげる志

の志事人、これを目指していけるといいのでは

ないかと思っています。

最後になります。この後、質疑応答でいろい

ろご質問とか、意見交換をできればと思います

が、そのために、少しご提案させていただこう

と思います。これからさまざまな問題が、過去

もそうだったとは思いますが、恐らく、過去よ

りもっとややこしい問題がもしかすると生まれ

てきているのかもしれません。今まで先人の、

皆さまの先輩方がいろいろな問題を解決したよ

うに、これからの問題を解決していかなければ

いけません。ただし、少し質が変わっているよ

うに思います。今までの問題よりもさらに大事

なのは、問題を発見しなければいけないのかも

しれません。目の前の問題を解決するというの

はそこそこ、うちは今、何が問題かということ

を発見しなければいけないのかもしれない。こ

ういったところにおいては、やはりチームで、

一人一人が志を持って問題を見つけてやろうと

いう意識をもって、一人ではできませんので、

チームとして活動しながら新しい事にチャレン

ジをする、こうした取り組みが非常に大事にな

ってくるのではと思っています。

ですから、重要な鍵としては、最初にご紹介

をいたしました、コミュニケーションの質と量

の変革です。コミュニケーション、四つあるう

ちの下の二つ。このあたりの増強といいますか、

そのためにも上の、目の前の仕事に関するコミ

ュニケーションの効率化、このあたりを型と場

と技の三つの視点で変えていく、こうしたとこ

ろが大事と思います。おそらく、これがマネー

ジメントの一つになると思います。マネージメ

ントというのは、今を管理するというよりも、

将来に向けて組織を強くしていくというところ

がマネージメントになります。このマネージメ

ント、野球でいうこのマネージャー、雑用をや

るマネージャーではなくて、あのマネージャー

っていうのは、最近ちょっとあった、はやった

本で、「もし高校野球の女子マネージャーがド

ラッカーの『マネジメント』を読んだら」とい

う本がありました。まさにマネージメントの本

を読めば、マネージャーがその組織を、チーム

を強くできるのです。そのように、マネージメ

ントというのは組織を強くする人、その支えを

する人です。自分が強いわけではないのです。

自分は弱くても、ただし組織を強くする。その

ためにいろんな行動をする人だと思います。ぜ

ひ、この型と場と技の三つの視点でお取り組み

をしていただくと、全国、日本の教育が大きく

変わり、企業としても喜び、国としても喜び、

そのような大きいお話ができると思います。大

きい話をしながらもとはいえ、ぜひ、その他の

研修でいろいろあるように、やはり研修を聞い

て終わりではなく、こういうセミナーをお聞き

いただいて今日で終わりではなく、今日を一つ

のスタート、きっかけ、または今までやってき

た事の再確認、やってきてよかったという再確

認の場としていただいて、これからの新しい働

き方づくりにチャレンジしていただきたいとい

うところがあります。

例えばですけれども、一例として、具体的な

アクションとして、部署がありますね、1、2年。

5人から8人くらいのメンバーを集って、改善ブ

レスト大会をやってみる。ブレストというのは、

ブレーンストーミング、頭の中を嵐のようにひ

っくり返して新しいアイデアをどんどん出し合

おうという会議の仕方です。それら会議をしな

がら、自分たちはもっとどのような働き方、も

しくは新しいアイデアを出していこうかという

ことを議論しよう。否定は禁止です。否定はし
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ない、「面白いね」、とにかく出たアイデアにつ

いては「面白いね」と言いながら、ワイガヤ定

義。丸いテーブルが望ましいです。四角いテー

ブルで相手とこちらというような形になると、

やはりこれは空間の見様で、敵対という意識を

持つ。丸サークルの、ラウンドのテーブルで座

ると隣の人とかも含めて、全員の表情がある程

度、確認できます。長いテーブルに4人ずつぐ

らいで対面に座ると、隣の人の顔が見えなくな

るのです。そうすると、何となく解決姿勢にな

ってしまいます。テーブルをロの字に組んで遠

かったりすると大声になりますと、ついついけ

んか越しになるとか、そういうこともあります。

丸いテーブルを取り囲むように膝を付け合わせ

て、お話をしていただくというやり方をすれば、

みんなが同じ方向を見ながら、新しいアイデア

に向けて輪になって、そして知恵の組み合わせ、

輪です。輪ができていくのかなと思います。こ

の後、まさに11時から輪のテーブルが用意され

ていて、私は非常に素晴らしいなと思いました。

ぜひ、実感をしていただければなというふうに

思います。

ということで、少し時間あります。質疑をい

ただければと思います。以上で終わらせていた

だきます。どうもありがとうございました。

質疑

坂本先生

参加された先生方の学校の事務室内でもう取

り組みを始めていらっしゃるという方はいらっ

しゃいますか。何かこんなことやってるとかい

うことはありますか。

こういう場で質問をいただくことで少し面白

いのが、この前あるところで講演をさせていた

だいたときに、こんな質問があったのです。こ

の仕事術という、仕事を変えていこうというこ

とは非常に大事ですが、ただしジェネレーショ

ンギャップがある。要は今まで、皆さんでいう

ところの役職でいうと課長とか課員がいたとし

て、グループ長とかグループ員がいたとして、

当時、課員、グループ員だった人たちが、今、

課長とか、部長、組織長になっていくわけです

が、当時を思い起こすと、とにかくがむしゃら

に働かされた、働いていた。とにかくやる事が

いっぱいで、事務がいっぱいたまっていて、そ

れをとにかくやるというスピードを求められて

いる。それを指導する課長も、それをちゃんと

管理するように指導してくれたし、そうやって

育ててくれた。でも、今は、そうやって社会背

景が変わっていくと、育てなければいけない人

たちが、自分が育ってきた頃の環境と違うので、

どう育てていいのか分からない。がむしゃらに

働いたらいいかというとそうでもなく、ワーク

ライフバランスとか、そのような話もある。先

ほどのように、オペレーションではなくてクリ

エイション、クリエーティブなこともあり、で

は、自分の先輩だった課長、部長は、そういっ

た部分での教育の経験がないわけです。では、

その部下に対しては自分が初めての教育者にな

らなければいけないのです。という教育論でい

くと、今まで教わったことのないことを教えな

ければいけないというような苦労があるという

お話は伺ったのですが、何かそういうご経験と

か皆さんはございませんか。何度かうなずかれ

ている方もいらっしゃいますが。一例として面

白かったのが、「最近の若いもんは」というこ

とで、メールが届く、件名がない。メールのタ

イトルです。メールにタイトルがないのが届く

と。笑い話ですけが、部下を呼んで、「何で件

名を書かないの」と聞いたら、部下が「え、件

名なんて書くんですか、ダサい」と言うのです。

最近はもう SMS がはやってて、件名を書いて

メールを送り合うという文化がないそうです。
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そういう状況で、メールというものは、学校で

学ばずに社会人になります。これを教育してい

くのは大変だなとおっしゃっていましたけれど

も、もしそういうような経験も含めて、何かこ

のような取り組みがあったとか、こんな嫌なこ

と、こんな面白いことがあったなど、ぜひ、こ

ういう場ですので、この後も皆さん議論してい

ただきますから、何か発表を、もしくは教えて

いただければうれしいと思いますが、いかがで

しょうか。はい。ありがとうございます。

質問

主事という立場で参加させていただいていま

す。若手の先生方のコミュニケーションする際

の必要な事項と、若手から上司に対してコミュ

ニケーションや、改善案を伝えるときの注意点

や必要事項等がありましたら教えていただきた

い。

坂本

二つあったと思います。

まずは若手の先生方とのコミュニケーション

のとり方でお困りですか。私もそんなに年をと

っているわけではないですが、若い人たちとい

うのは、何だかんだいってプライドがあります。

ただし、経験が少ないです。ですので、丸くな

いです、とがっているのです。とがっているも

の同士だと認識を持つとわかりやすいのです

が、結構、とがっているもの同士というのはす

ぐに議論します。何か言ったら、「いや、それ

はね」というふうに自分の経験をぶつけてこよ

うとかいうような、ある意味、討論好きだった

りします。そういったところがあるので、あえ

てちゃんとコミュケーションをとるときに、今

日はこういうような議論をしましょうとか、今

日は議論をする場ではなくて、上乗せをする場

としようとか、ちゃんとルールを決めて、書い

て、壁にでも貼って、今日はそういう場としよ

うじゃないかっていうように進めていくと、そ

の辺を場に沿って会話をしようという能力はあ

りますから、そういうセッティングをされると

いいのかなと経験上思います。よく私も若い頃

はけんかをしたほうで、特に志の志事の人たち

が集まると、だいたいけんかになります。ある

いは意見が出てこないという場合もあるので、

今日はこういう場として、一人一人にちゃんと

質問していきながらやっていこうという、その

場のルールをあえて作る。飲み会のときも、実

は私はルールを作ります。当然、ただの飲み会

もありますが、今日はこういう理由で、こうふ

うな趣旨で、みんなで語り合おうじゃないかと

いうようなこととか。あと、アイスブレイクも

大事です。若手の方々は当然、あまりしゃべっ

ている経験も少ないですから、この人はそもそ

もどんな人だというのが、先ほどの話のように、

分からないのです。ですから、アイスブレイク

が大事です。例えばですが、このようなアイス

ブレイクがあります。皆さんも想像してみてく

ださい。一枚の紙に、付箋紙でもいいです。自

分自身を漢字一文字で表したら何だろうと、頭

の中でイメージしてみてください。自分自身を

漢字一文字で表したら何だろうというものを書

くのです。そして、隣の人に「私は何を書いた

と思いますか」と聞くのです。相手は、ある程

度、知り合いじゃないと駄目です。全く知らな

い人はさっぱり分かりませんになりますので、

ある程度の職場の仲間でないと駄目ですが、「私

は何て書いたでしょう」と聞くわけです。隣の

人は結構悩むと思います。何故かというと、そ

んなに良い事を書くわけないのです。自分のこ

とを漢字一文字で表しなさいと言われて、「美

（しい）」とか、あまり書く人は少ないです。

何か自分の中で少し悩んでいる事とか、もしく

は自分の性格面とか、そういったところを書く
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のです。当てる側も結構苦労します。いろいろ

な質問をしながらです。あなたは今、どういう

ような職場で、どういう仕事をしているのです

か、質問をしながら当てにいくのです。推理ゲ

ームみたいなものです。言われた文字というの

が、もしかすると自分が書いたものとは全然、

違う文字の場合、例えば、私が自分のことを何

もまだないから、「ない」と書いた。相手はい

ろいろなことを言ってくるのが、例えば、「楽

（しい）」とか、「笑（顔）」とか。私はつもり

は全然ないのに、そういうふうに思っていただ

けているとありがたく思いました。逆もあるで

しょう。ここで、自分が思っている自分と、相

手が感じてる自分は違うということを認識でき

るのです。そういうアイスブレイクをした上で、

どうやら自分の思いというのは、単に言葉に乗

せただけでは伝わっていないことが分かる。そ

ういう経験を積んでから議論を始めると、この

人が本当に言おうとしてることは恐らく、言葉、

感じではない何かなのだろうなという推察がで

きるのです。そういうようなやり方も面白いで

す。

もう一つは、上司のことです。リーダーシッ

プという言葉があるように、フォロアーシップ

という言葉がありまして、フォロアーシップと

いうのは、要は上司に対して、部下がどう接す

るかということです。やはり組織として盛り上

げようと思うと、上司という役割があります、

部下という役割があります。そのチームを盛り

上げたいという気持ちは絶対、変わらないはず

です、組織を正常化したい。では、部下として

はどうするか、上司がどういうふうに言ってあ

げれば気分良くもっといろいろなことをやって

くれるかということを考えるのです。まず、あ

いさつは当然ですが、あえて上司にも相談をし

てあげてください。以外に相談をすることが苦

手な若手が増えています。怒られるかもしれな

いと思っているからです。ですが、実は、上司

のほうが困っています。悩んでいます。先ほど

のトークで、この若手をどう育てていけばいい

だろう、育てたくて仕方ないけれども、そうい

うふうに育てられた経験がないので悩むので

す。でも、上司だから、それは見せられません、

普通は自分の弱みは見せられません。ですから、

こちらから弱みを見せて、いや、それは実は俺

も悩んでいるんだよというような話ができれば

ベストです。一緒に悩み、一緒に考え合う関係

性が作れればいいですが、なかなかそこまでに

は、やはりアイスブレイクが大事になってくる

のかなと思います。最初、上司の方と仲良くな

ろうと、もう少し信頼関係を作ろうと思ったと

きには、やはりコミュケーションの4焦点でい

うと4番。趣味の話とか、出身の話とか、学生

のときにこういう経験をしたのですが、おあり

ですかとか、共通の体験を何か見つけるという

ことも。出身地が同じだったら一番ラッキーで

すが、そうもいかないと思いますので、趣味と

か、ぜひ観察をしてあげてください。この人は

どうやらこういう趣味がある、こういうところ

を気にしてるなっていうところで話しかけてあ

げると、やはり人間としての信頼関係ができる

と熱い対話にも呼んでもらえるし、というよう

なことです。

私はたばこを吸わないですが、頻繁にたばこ

部屋に行くのです。なぜかというと上司がたば

こを吸うのです。たばこ部屋に入って行って、

一緒に会話をしてると、他の人たちともいっぱ

い会話をします。出る頃には臭くなりますけど。

観察、非常に大事かなと思いますのでチャレン

ジしてみてください。
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「協働力と情報マネジメントを考える」
三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

革新支援部コンサルタント 山 村 一 夫
革新支援部コンサルタント 谷 口 智 史

■「選ばれる私学」を目指す上で、事務職員・

事務室が単独で解決できる問題ばかりではな

い

■教員・理事・保護者・志願者だけでなく、近

隣住民・広報対象者などの外部関係者をも巻

き込んだ取り組みや、従来の業務の枠を越え

る取り組みが必要になってきている

■今回は、昨年12月大阪で実施した各校でのア

ンケートを手がかりに、選ばれる私学である

ために必要な協働力や、情報マネジメントに

ついて確認するとともに、グループ討議で理

解を深めたい

Ⅰ 協働力

１．協働力に関するアンケート結果

（以下アンケート出所） 平成24年12月実施「事務室の果たすべき役割」アンケートより

（実施：大阪中高連事務研究会<回答42校>）

【質問１】学校内外の集団・個人への協働・働

きかけが必要な対象について、取り

組みの程度を、①②③それぞれ3つ

まで○を記入してください。

●アンケート結果より言えること

①学校組織外部の在校生、その保護者、卒業

生、近隣住民に対しては、必要は高いのに

取り組めていないか、取り組んでいても十

分ではない。

②学校組織内部の教員、職員に対しても取り

組んではいるが十分ではない。

【質問２】事務職員・事務室が果たすべき役割

として何が重要だと思われますか？

1. 学校法人経営者(理事長)等マネジメント層

に対する補佐業務

2. 教職員との連携における学校全体の課題の

共有化と、実施にあたっての調整業務

3. ビジョンに沿った学校運営及び、その実現

を目指した積極的な意見具申

4. 教職員の管理、サポート

5. 教育と運営組織のバランス（円滑な業務を

進める潤滑油でありつつも、適正な学務推

進を図るサポートというバランスのとれた

役割）
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6. いろいろな小集団へ働きかけをし、組織全

体をボトムアップすること

7. 各自の業務内容の把握、認識及び専門意識

を確立した上で、他職員との共有化

8. 財政、人事、広報などの数多くの専門性を

有し、その専門性を生かした高度な経営判

断

9. 中長期的視点での学校経営に対する提案及

び情報提供

10. 在校生、保護者、教職員のパイプ役となり、

満足度を高めること（迅速、正確に、ミス

なく信頼されること、教員とは違った面か

らの情報提供） etc・・・・・

【質問３】自分の学校で十分できていると思わ

れることは何でしょうか？

1. 日常の学校運営に対する取り組み

2. 保護者会、同窓会との連携

3. 保護者等外部の方に対しての事務室の気持

ちの良い、親切な窓口対応、接遇

4. 財務、経理の明確化

5. 文書、書類管理

6. 学校行事関係等のホームページ更新

7. 職務内容の明確化と職務分担による業務遂

行

8. 教育、教員へのサポート

9. 教員(教務)との連携、協働化、情報共有

10. 外部顧客と教員の連絡取次ぎ

etc・・・・・

【質問４】自分の学校で必要性が高いのだがで

きていないと思われることは何でし

ょうか？

1. マスタープランに基づく財務、経理の実施

2. 管理会計的な経営分析

3. 中長期的視点にたっての経営への提言とそ

の施策立案

4. 志願者及び保護者への個別広報、渉外活動、

コミュニケーション

5. 教育職組織と事務組織との連携、コミュニ

ケーション

6. 教員への財務、経理等の重要性の伝達（授

業料との未納督促に教員が未関与）

7. 同窓会への対応業務、同窓会組織の活性化

8. 事務からの迅速な情報発信

9. 他校との交流、情報交換

10. 外部、第三者の生の声を感性を持って聞き

日々の活動に生かすこと etc・・・・・

【質問５】自分の学校で必要性が高いと思って

いるができていない理由を教えてく

ださい。

1. 適切な情報収集力が不十分

2. 広報、渉外スタッフ不足の解消

3. 将来の予測が困難（学校の将来計画が煮詰

まっていない）

4. 組織の確立、教員や事務職員と経営陣との

密な改革が必要であるが困難

5. 連絡が取りづらい、取れない（各併設学校

間で議論する時間がとりにくい）

6. 仕事に対する意識の低さ

7. 従来からの慣習にとらわれていること（各

部門間の異動が少なく、長年同一業務を担

当することによる改善改革意欲の低下）

8. 業務の効率化、合理化ができていない

9. 人員が限られており、ルーチンワークが主

体となる

10. 何からやって良いかがわからない

etc・・・・・

【質問６】必要性が高いができていないことが

できるため、どうすればよいと思わ

れますか？

1. もっと視野を外部に向けて、各方面からの

情報収集とその分析力を持つ

2. 人件費を捻出し、広報、渉外スタッフを増

員する（専任、男女比を含めた人員配置の

前面見直し）

3. 経営陣と現場教職員の協力、協働

4. 懸案事項に優先順位をつけ、目標を明確に

して組織として実行していく

5. 定期的な合同(教育職員と事務職員)による

ミーティングや研修会の実施

6. 事務職員の意識改革、知識習得

7. 教員、職員の壁を取り除いて一体で取り組

む（事務が関われる事を明確にし、情報共



- 171 -

有ができるものはする）

8. 事務室側からの呼びかけを強める（事務員

だけでは管理できないことを教員に認識し

てもらう）

9. 業務の領域の幅及び深さを他職員と共有す

る

10. 積極的な部門間異動 etc・・・・・

２．【セッション１】事務室にとっての問題・

課題は何か？

次の2つの＜視点＞に基づいて考える

①重要性が高いが緊急性が低いもの

②自責の問題、または他部門に働きかけをし

て問題解決できる問題

■「緊急性」×「重要性」のマトリクス

■誰の問題か？・・・「自責」と「他責」

自責：自分で解決出来る問題

他責：自分で問題解決出来ない問題

まとめ：事務員間の仕事量の不均衡、前年踏

襲、仕事の固定化、人事交流の少な

さ etc・・・・の意見発表。

学校によって重要度と緊急性は違う

ので、各校の現場でこのように整理

して問題の収拾整理をすると改革に

向けた問題が浮かび上がる。

３．【セッション２】 「見えない壁」改革をす

る上で乗り越えなければならない

最も大きな壁は何か？

■教職員のだれもが、学生・生徒の為に、また

学校をよくしたいと思い、就職する。しかし、

下記の5つの壁にぶつかることで、自分・組織

の可能性を十分に発揮できていない。5つの壁

の存在を認識し、その壁を低くする活動が必要

である。

■５つの壁※

※「隠れた人材価値」（チャールズ・オ

ライリー、ジェフリー・フェファー著、

廣田里子訳、翔泳社、2002年03月）

1. 認識の壁

→ 「人は見たいようにしか、ものを見な

い」、固定観念、「常識」

2. 行動の壁

→ 慣れ親しんだ行動パターンへの固執、

変化への恐れ

3. システム・仕組みの壁

→ 個人の努力が全体の成果とならない、

部門の壁

4. 知識・訓練不足の壁

→ 教育・訓練の不足

5. （ ）の壁
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→ 上記の４つの壁により形成される最も

大きな壁

まとめ：組織の壁、個人の壁、変化の壁、自

分の壁（あきらめ）、環境の壁（予

算・時間） etc・・・の意見発表。

最も大きな壁は「あきらめの壁」と

言われている。何年もその業務をや

っていくうちにいろいろな事を経験

し、明らかにしていく過程で、自分

で造りだしてしまうもの。

４．【セッション３】その壁を越えて行く為に、

どんな一歩踏み出すか、何から始めるか？

発表内容：・給与体系を変化させてモチベー

ションを生み出す。トップマネ

ジメントのビジョン

・具体的な目標ゴールを設定し、

行動計画を立てる（PDCA）

・各自の目標達成度を評価する仕

組み造り

・若手の交流、情報交換

・他校とのコミュニケーション

・業務のシステム化マニュアル化

まとめ：小さな一歩でも周りは大変勇気付け

られる。先の重要性緊急性の手法で、

テーマをフォーカスし、場を作って

いき、それをシェアすることによっ

て、いろんなことを感じるようにな

る。そのことが現場の変えていく種

となる。出来ること小さいことから、

自信をもって一歩を踏み出すそんな

場を作りることが重要。

Ⅱ情報マネジメント

情報マネジメントで「選ばれる私学」に

「選ばれる私学」の実現には、情報マネジメ

ントが不可欠。

先のアンケートの結果を参考にしながら、以

下の1～9の各情報分野別に現状の課題を考え

て行く。

１．環境の把握

＜情報マネジメントの意義＞

事業環境を把握しないと、課題やその重要

性が分からない

「事業環境が●年後には、●●な程度まで変化

するので、●●な方向性で●●なレベルを実現

する必要がある」 というような捉え方をする。

【この問題のアンケート結果】 真ん中の学校の位置

②十分ではないが ③必要性を感じて
①実際に十分に 取り組みは着手し いるのに取り組め

項目 対象 できている ている ていない

教育サービス市場の現
在の状況の把握 9% 73% 18%

環境の 教育サービス市場の中
把握 長期的な予想の把握 0% 33% 67%

学校近隣の競争状態の
把握 13% 40% 47%

【アンケートでの特徴的なキーワード】

①マネジメント層に対して有益な情報発信

②学校戦略立案のサポート

「教育サービス市場の中長期的な予想の把握」

が出来ておらず、目先直面している課題を

中心に対策をしている状態



- 173 -

【提言】

政府機関や民間研究機関が発行している資料を

収集し、学校の経営陣や各部門が共通認識のも

と改革を進めていく必要があると思われる

２．関係者の声の把握

＜情報マネジメントの意義＞

教育サービスの成果は、利害関係者の満足で測

定される

関係者のうち、●●の満足度が低い。その理由

は●●であり、結果として当校の評価を下げる

ことになっており、対策が求められる

【この問題のアンケート結果】

②十分ではないが ③必要性を感じて
①実際に十分に 取り組みは着手し いるのに取り組め

項目 対象 できている ている ていない

志願者の志望理由の把
握 40% 27% 33%

保護者の満足・不満内
容の把握 23% 46% 31%

関係者
の声の 生徒の満足・不満内容
把握 の把握 20% 50% 30%

卒業生の満足・不満内
容の把握 0% 25% 75%

その他学校関係者の満
足・不満内容の把握 22% 33% 44%

【アンケートでの特徴的なキーワード】

①必要とされるデータ収集ができるシステム

②志願者の志望動機の把握・分析

③関係者評価の把握

関係者の声を十分に把握できていない学校も多

い。特に教育サービスの結果である卒業生の満

足・不満内容はすべての学校で十分には把握で

きていない。

【提言】

教育サービスの問題点を実際に体験した卒業生

から聞いたうえで、改善の手掛かりにするとと

もに、卒業生の愛校心を高めることが望ましい。

３．財務状況の把握

＜情報マネジメントの意義＞

事業継続のためには、財務力の維持・向上が不

可欠

●●活動の費用対効果が低く、結果として学校

全体の成果を損なっている。

●●活動の優先的な合理化を通じて改善を図る

必要がある

【この問題のアンケート結果】

②十分ではないが ③必要性を感じて
①実際に十分に 取り組みは着手し いるのに取り組め

項目 対象 できている ている ていない

広報・募集コストの把
握・分析・対策 27% 50% 23%

教務コストの把握・分
析・対策 14% 55% 32%

課外活動コストの把握
・分析・対策 15% 75% 10%

財務 学費等の収入の把握・
状況の 分析・対策 69% 25% 6%
把握

助成金・補助金等の把
握・分析・対策 61% 32% 6%

寄付金の把握・分析・
対策 33% 44% 22%

法人資産の把握・活用
・分析 60% 35% 5%

【アンケートでの特徴的なキーワード】

①財務状況の現状、課題、今後の見通しの把
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握

②予算の進捗状況の把握

③学費未納者の管理、予算の進捗状況の把握、

PTA費、補助金

④経営側に、問題点や改善策などを提案

⑤財務体質の強化

財務状況に関しては、寄付金を除く会計周りは

出来ているが、広報・教務など活動別でのコス

トの把握に関してはやや不充分な状態

【提言】

寄付金の分析や教育サービスの活動別コストを

意識した教育サービスの設計を進めていく必要

があると思われる

４．他校状況の把握

＜情報マネジメントの意義＞

自校は、他校との比較の上で取捨選択されてい

る

最近の志願者が重要視する選定項目は●●だ

が、自校と他校を比べると自校が劣っている。

ここを集中して改善したら志願者の関心が自校

に向かうはず！

【この問題のアンケート結果】

②十分ではないが ③必要性を感じて
①実際に十分に 取り組みは着手し いるのに取り組め

項目 対象 できている ている ていない

近隣競合校の特徴と戦
他校状 略の把握 13% 33% 53%
況の
把握 先進的な学校の特徴と

戦略の把握 0% 31% 69%

【アンケートでの特徴的なキーワード】

①学校の目指す方向関連の先進事例収集及び

その手段の確保

②他校の情報や事例を調査、分析し、取り入

れる

③近隣競合校へ挨拶回り

④他校との交流

自校の状況把握に手いっぱいで、他校の状況ま

では把握できていない状態

【提言】

他校に対して選ばれるためには、自校に明らか

な特徴や競争優位を作り出す必要があり、他校

の戦略を分析した上で取り組みを進めていく必

要があると思われる

５．進学元／先の把握

＜情報マネジメントの意義＞

進学元は重要な営業相手であり、進学先は学校

の成果を示すものとなる

志願者が多い●●校の生徒や進路指導教師に自

校を知ってもらい、応募を増やそう。

●●校への進学者数をうまく応募者にアピール

しつつ、推薦枠の確保を図ろう
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【この問題のアンケート結果】

②十分ではないが ③必要性を感じて
①実際に十分に 取り組みは着手し いるのに取り組め

項目 対象 できている ている ていない

志願者出身校の特徴の
進学元 把握 33% 42% 25%
／先の
把握 卒業生進路の特徴の把

握 40% 40% 20%

【アンケートでの特徴的なキーワード】

①志願者の分析

②募集活動を通して入手した情報の分析、蓄

積、活用

入学者の出身校は、受験生へのマーケティング

上重要だが、分析できていない学校がある。

卒業生の進路は、強力なアピールポイントだが、

把握できていない学校がある。

【提言】

これまで十分な把握や活用が出来ていなかった

学校に関しては、自校への入口と出口の状況を

正確に把握し、マーケティングに活用していく

ことが必要だと思われる。

６．卒業生とのリレーション

＜情報マネジメントの意義＞

卒業生は、教育活動の最大の成果であり、学校

の最強の応援部隊

卒業生の連絡先を収集するだけでなく、近況を

含めた深いコミュニケーションを取ることで、

愛校精神の醸成や同窓会の組織率を向上させ、

寄付金や地域での志願者開拓を図れると思われ

る。

【この問題のアンケート結果】

②十分ではないが ③必要性を感じて
①実際に十分に 取り組みは着手し いるのに取り組め

項目 対象 できている ている ていない

卒業生 卒業生の連絡先の把握 29% 50% 21%
の把握

卒業生の近況の把握 0% 33% 67%

【アンケートでの特徴的なキーワード】

①卒業生の現況把握

②卒業生への情報発信、コミュニケーション

③個人情報保護法

④教職員が在校生、卒業生と関わりを持つ

⑤ホームページ等を利用し、卒業生からの情

報受信

卒業生は、愛校心を維持・育成できれば、自校

の強力な味方になると思われるが、連絡先に関

しても十分に把握できている学校は少ない。ま

た、近況は寄付金要請や就職先紹介など有効に

利用できると思われるが、ほとんどの学校で把

握できていない。

【提言】

卒業生の連絡先を確実に取得し、内容のあるコ

ミュニケーションを取るために、近況把握を含

めリレーションを深めていくための施策に取り

組む必要があると思われる
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７．ＩＴ活用の推進

＜情報マネジメントの意義＞

IT を活用することで、事務の効率化や人力で

不可能なことが可能になる

ＩＴ活用の推進で他校をリードすることで、事

務作業の効率化だけでなく、学校関係者とのよ

り深く多頻度なコミュニケーション・学校の教

育活動のレベルアップを実現。

【この問題のアンケート結果】

②十分ではないが ③必要性を感じて
①実際に十分に 取り組みは着手し いるのに取り組め

項目 対象 できている ている ていない

教務・校務のIT活用の
推進 23% 58% 19%

広報活動のIT活用の推
進 19% 44% 38%

ＩＴ活 募集活動のIT活用の推
用の推 進 18% 59% 24%
進

教員のIT知識・技能の
強化推進 7% 53% 40%

職員のIT知識・技能の
強化推進 16% 47% 37%

【アンケートでの特徴的なキーワード】

①効率的な IT ツールの導入研究と効率的な

運営方法の推進

②学校経営に直結する IT ツールの導入に対

する研究

③効率的な事務処理と学校運営支援

④各設置学校、学校全体の情報システムの統

括

⑤コンピューターリテラシーの向上

⑥時代変化に対応する柔軟な能力

⑦一部の人に頼っている現状

IT 活用を進めつつあるものの、半数の学校は

十分なレベルまで到達できていないと認識し

ている状態。広報活動や教職員の教育に関して

は取り組みできていない学校が多い。

【提言】

IT 活用が弱い部分の底上げを図るため、教職

員の IT 知識・技能の強化推進を行いながら、

個別の領域を強化していく必要があると思われ

る。

８．業務改善手法の把握

＜情報マネジメントの意義＞

学外の知見を業務改善に活かすことで、より高

い改善改革を達成できる。

書籍やウェブ、勉強会への参加で業務改善手法
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を学ぶことで、改善活動のレベルをあげるとと

もに、教職員の意識も変えていこう！

【この問題のアンケート結果】

②十分ではないが ③必要性を感じて
①実際に十分に 取り組みは着手し いるのに取り組め

項目 対象 できている ている ていない

学校事例の収集・分析
・活用 0% 29% 71%

業務改
善手法 民間企業事例の収集・
の把握 分析・活用 0% 23% 71%

業務改善活動の実施
10% 43% 48%

【アンケートでの特徴的なキーワード】

①効率的な事務処理と学校運営支援

②マネジメント層に対して有益な情報発信

（学校戦略立案のサポート）

③事務局職員の個々の企画力

業務改善を行う上で有力な武器である業務改善

手法の把握は、すべての学校で不十分となって

いる。さらに業務改善活動そのものも、半数の

学校が取り組めていない。

【提言】

選ばれる私学を実現する上でも、業務改善手法

の学習を進め、それを実践していく必要が

あると思われる。

９．対外的な情報発信

＜情報マネジメントの意義＞

情報発信をすることで、関係者の意識が変わり、

自校の味方にすることができる。

これまでコミュニケーションできていなかった

卒業生や志願者との関係を強化するため、

ウェブサイトやパブリシティを強化し、学校の

ファンを増やそう！

【この問題のアンケート結果】

②十分ではないが ③必要性を感じて
①実際に十分に 取り組みは着手し いるのに取り組め

項目 対象 できている ている ていない

志願者への情報発信・
コミュニケーション 28% 50% 22%

指導者への情報発信・
コミュニケーション 13% 63% 25%

保護者への情報発信・
コミュニケーション 25% 50% 25%

対外的
な情報 生徒への情報発信・コ
発信 ミュニケーション 20% 60% 20%

卒業者への情報発信・
コミュニケーション 0% 64% 36%

マスコミへの情報発信
・コミュニケーション 0% 33% 67%

その他学校関係者への情報
発信・コミュニケーション 10% 40% 50%

【アンケートでの特徴的なキーワード】

①教員他、対外へ迅速で正確、適切な情報提

供、その反応への対処

②国際科希望の受験者、保護者にカナダ、ニ

ュージーランドの情報を安全、安心面で細

かく発信している

③学校外との情報共有システム構築

④事務室から在校生、保護者への連絡発信

⑤ホームページ等を利用し、卒業生からの情

報受信

直接の関係者への情報発信は、不十分ながら多

くの学校で取り組んでいる。一方で、マスコミ

やその他学校関係者を意識した活動は行えてい

ない状態。
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【提言】

マスコミ等への積極広報に関しても検討する価

値があると思われる。

１０．【セッション４】先の１～９のテーマに

ついて学校での活用方法、課題解決策は？

発表内容

１．環境の把握

政治的情報、マーケット情報、特に重要

なのは教育ニーズの把握で、民間データ

を活用したカリキュラムの改善等が重要

では。これが出来れば対外的にもアピー

ル出来る。

２．関係者の声の把握

保護者の声の把握の為に定期的にアンケ

ートを実施している。職員会議等で内容

を公表し改善に結びつけている。近隣か

らは苦情が多く対応に苦慮している。

３．財務状況の把握

教員は無関心で理解不足。数字の意味を

分かっている人が少ない。現状行政の要

請により消極的に情報公開しているが、

積極的に働きかけることにより理解者を

増やせるかもしれない。

４．他校状況の把握

各協会や個人的人間関係から情報を得て

いる。最も重要な情報は人間的な信頼関

係がないと入手できない。そのような関

係作りが大切。

５．進学元・進学先の把握

自校の特徴に合うような中学の特徴の把

握。教員の中学校訪問だけでなく、生徒

の母校訪問をやっている学校もある。

進学実績だけでなく、その後どんな職業

についているかまで把握したい。

６．卒業生とのリレーション

卒業生が在校生に対して大学や会社での

状況や、経験談を話すことは大変有意義

であり、リレーションを強化して活用す

べき。

同窓会の組織や学校との関係は格差が大

きい。

７．IT活用の推進

IT 環境を整備すると業務の効率化・高

度化につがりメリット大であるが、反面

多額の投資が必要。費用対効果の問題も

大きい。個人または数人の詳しい人に依

存し過ぎているので、専門部署を設置し

たりアウトソーシングする方向。

情報データを守る意味でクラウドを導

入。コンテンツマネジメントが出来てい

ない。

８．業務改善手法の把握

会議のルール作り（事前準備、否定的意

見を言わない等）。他校の成功事例を取

り入れる。提案制度を導入する。個々の

企画力の向上、外部研修等で。内部監査

への取り組み

９．対外的な情報発信

対外的な情報発信を統括する部門が必

要。HP やパンフや広告やプレスリリー

スをコントロールして学校のグランドデ

サイン・イメージを作っていくことが重

要。

１１．まとめ

・情報マネジメントは、「選ばれる私学」の実

現に不可欠

・選ばれる私学へのステップとしては、
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①事業環境や他校状況を把握し、

②自校の状況や関係者が感じていることを理

解する。

③自校が目指す姿をイメージして、実現方法

を学外に学ぶ。

④関係者とコミュニケーションして協力を得

ながら改善・改革する。
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清明学院高等学校 理事長・校長 天 野 久

平成24年5月に大阪府私立中学高等学校連合

会より、平成25年度の全国私学教育研究集会大

阪大会の開催とその分科会として法人管理事務

運営部会の開催をお引き受けしてから、1年半

余り、いろいろな方々のご尽力と皆様のご協力

の御蔭を持ちまして、何とか全国私学教育研究

集会大阪大会の法人管理事務運営部会を無事終

了することが出来ました。ご関係頂いた先生方、

さらに当日ご参加頂いた皆様に厚く御礼申し上

げます。

当初、今回の大阪大会の部会運営を企画する

際に、日本私学教育研究所の専門委員の先生方

からのご指導もあり、次のような点を基本コン

セプトとしました、①少子化による私学の将来

の厳しさを受け、「事務室が変われば学校も変

わる」をモットーに、事務職員の意識改革の切

っ掛けとなるような研修会にしよう。②折角、

本音の街大阪にお集まり頂くので、全員の本音

の議論で改革の火種になるような何かを得て各

地にお帰り頂こうというものでした。それらを

基に研究目標の選定に移りました。先程述べた

ように、私学を取り巻く環境は厳しさを増して

いますが、他方、多くの保護者・志願者の私学

に対する期待も高くなっています。そのニーズ

に対応し人気を集める学校とそうでない学校の

格差はさらに激しくなることでしょう。保護者

・志願者から「選ばれる私学」であるために、

事務室の果た役割も大きく変わろうとしていま

す。これからの事務室には専門性を機軸とし、

組織や部門の枠を超えて、いろいろな部門と関

わりながら、経営者目線で情報を発信していく

ことが求められていると考え、今回の研究目標

を選定いたしました。

基調講演には、実業界からコクヨファニチャ

ー株式会社で企業向けのコンサルタントとして

ご活躍の坂本崇博氏をお招きし、「仕事人から

志事人へ これからの事務職員に求められるワ

ークスタイル」というテーマでご講演頂きまし

た。多くの企業がいろいろ試行錯誤を繰り返し

ながら意識改革に取り組んできた実例をご紹介

頂きながら、説得力あるお話しで、志事人を目

指す上での取組み方法をご教示頂き、大変有意

義であったと感じております。

続くプログラムとして、参加者全員でより髙

いレベルで共有化を図る目的で参加型のセミナ

ーを開催しました。リード役の講師には、三菱

ＵＦＪリサーチ＆コンサティング株式会社の山

村一夫氏と谷口智史氏をお招きしました。事務

室の改革のために「協働力」「情報発信」とい

う2つの切り口を定め、まず議論の土台として、

昨年12月に大阪中高連の事務研究会が実施した

アンケートについて、講師の先生より次のよう

な報告をして頂きました。協働力では①どのよ

うな対象に対し働きかけが必要と感じている

か、②その対象に対して十分な活動が出来てい

るか等、情報発信ではさまざまの対象に対して
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情報の把握や発信が、①十分出来ている②十分

ではないが着手している③取組めていない等の

集計結果です。

その後のセミナーでは、数々のセッションと

グループ発表によって議論が深まりました。事

務室を変えて行く為に乗り越えなければならな

い壁はいろいろあるが、最も大きな壁は「あき

らめの壁」であること、このあきらめ壁は自分

自身で作り出していること、その壁を乗り越え

ようとするほんの小さな一歩であっても周りは

大変勇気付けられること等を全員で共有するこ

とが出来ました。緊急性は低いが重要な問題に

フォーカスし、それを解決して行こうという場

を作り、それを全員で共有することによって、

いろんなことを感じるようになり、それが現場

を変えていく種となるということでした。私も、

小さいこと出来ることから、自信を持って一歩

を踏み出すそんな場を作り出さなくてはならな

いという気持ちを新たにし、大変有意義な議論

であったと感じております。

終わりに、今回の部会においては、正に全員

参加で、活発な意見交換がなされました。皆様

から頂いたアンケートでも、多数の方から研修

で多くのことを学びましたとの感想を頂き、企

画・運営にあたった者として少しは責任が果た

せたのかとホッとしております。どうかこの研

修で得た小さな種を各現場で広めて頂き、その

種が実を結び、将来の各学校の発展の一助とな

れば、こんな嬉しいことはございません。ご協

力頂きました多くの皆様に心より感謝申し上げ

ます。
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1 研究目標 夢・希望を叶える私学の特色教育

2 会 場 シェラトン都ホテル大阪 3階 葛城

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 基 研 研 研 部

会 究 究 究 会調
10月25日 開 発 昼 食 発 発 閉

講会 表 表 表 会

付 式 演 ① ② ③ 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 金蘭千里中学高等学校 理事長・校長 辻 本 賢

基 調 講 演 演 題 「学校における心の教育のアプローチキャリア教育

・教育相談を中心として」

講 師 兵庫教育大学大学院学校教育研究科 教 授 松 本 剛

研究発表① テーマ 「キャリア教育の実践例」

発表者 大 阪 成 蹊 女 子 高 等 学 校

キャリアデザインコーディネーター・教諭 中 井 咲貴子

研究発表② テーマ 「不登校の子どもを持つ親へのグループ・アプローチ」

発表者 上 宮 中 学 高 等 学 校 教 諭 伊 藤 隆

発表者 上 宮 中 学 高 等 学 校 保 護 者 木 村 由紀子

指導講師 兵庫教育大学大学院学校教育研究科 教 授 松 本 剛

研究発表③ テーマ 「教育のデジタル化時代を迎えて

～タブレットなどのＩＣＴを活用した学力向上からモラル教育まで～」

発表者 羽 衣 学 園 中 学 高 等 学 校 教 諭 米 田 謙 三

部会閉会式 総 括 興國高等学校 教頭 宮 野 博
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5 運営委員・指導員

委 員 長 ・ 本 賢（金蘭千里中学高等学校 理事長・校長）

委 員 小 西 忠 明（大阪体育大学附属中学校 教頭）

宮 野 博（興國高等学校 教頭）

關 野 英 明（四天王寺中学校 教頭）

殿 井 鉄 夫（上宮中学高等学校 教頭）

山 田 泰 男（大阪学芸高等学校 教頭）

三 宅 理 磨（聖母被昇天学院中学高等学校 教頭）

後 藤 彰 俊（箕面自由学園高等学校 教頭）

小 西 健 二（近畿大学附属高等学校 教頭）
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「学校における心の教育のアプローチ

～キャリア教育・教育相談を中心として」

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 教 授 松 本 剛

講師紹介

上宮中学高等学校 教頭 殿井鉄夫

松本先生は大阪府立大学卒業後、大阪学院大

学高等学校、大阪学院大学にて教員として23年

間ご勤務された後、兵庫教育大学に勤務され、

同大学にて学校教育学の博士号を取得されまし

た。専門は臨床心理学で、特に学校教育相談に

関わる分野でございます。現在は兵庫教育大学

の教職大学院に勤務され、生徒指導に関わる包

括的な児童生徒の支援につきまして研究されて

おられます。また、教員の教育相談に関する力

量形成や保護者とのより良い関係作り、また教

員のためのセルフヘルプ・グループを設けて、

バーンアウト防止の一助にするための活動など

も行っておられます。ご研究につきましては人

間性心理学の立場でのカウンセリング、ベーシ

ック・エンカウンター・グループのファシリテ

ーターのありように関する考察などの研究がお

ありです。著書につきましては『人間中心の教

育 パーソンセンタード・アプローチによる教

育の再生を目指して』、『パーソンセンタード・

アプローチの挑戦 現代を生きるエンカウンタ

ーの実際』、『不登校の子どものための居場所と

ネットワーク』、『大学生のひきこもり 人間性

心理学的アプローチによる援助』、『よくわかる

生徒指導・キャリア教育』、『人間性心理学ハン

ドブック』、『エンカウンター・グループと国際

交流』、『実践・カウンセリングプロセスハンド

ブック』等、多数おありです。

私も10年ほど前に、先生にカウンセリングの

手ほどきを受けたことがあります。非常に分か

りやすく、ソフトな感覚で教えていただいたこ

とが記憶に残っております。先生には昼からの

研究発表、不登校に関する研究発表にも講師と

してお話や助言をいただくことになっておりま

す。この研究発表の打診をさせていただきまし

たときに、先生は臨床心理学だけではなく、こ

のようなカウンセリングだけではなく、キャリ

ア教育に関する研究もなさっているということ

を聞きまして、ぜひ、本日の基調講演に関しま

してもお願いしたいと申し上げました経緯がご

ざいます。それではまず最初に、本日の特色教

育部会の基調講演といたしまして、『学校にお

ける心の教育のアプローチ キャリア教育・教

育相談を中心として』というテーマでご講演を

いただきます。

では、松本先生、よろしくお願いいたします。

松本氏

先生方、おはようございます。ただ今、紹介
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をいただきました松本剛と申します。いつも言

っていることですが、マツモトキヨシと一文字

違いです。覚えてもらいやすい名前です。

ご紹介いただきましたように私自身は、学校

法人大阪学院大学に23年間お世話になって、そ

の後、兵庫教育大学に移って7年になります。

ですから、30年ぐらい教員生活があるわけです

が、そのほとんどが私学です。しかも半分以上

は高等学校、大阪学院大学高等学校に勤めてお

りました。大阪学院大学高校では理科の教員だ

ったのですが、とても学ばせてもらえる環境と

いうか、そういうものが学校の中にあって、教

育相談の勉強をしたいと言えば、「じゃあ行っ

てこい」と言っていただけるような、そういう

学校でした。十分な恩返しもしないままに出て

しまったところもあり、申し訳ないと思ってお

ります。

兵庫教育大学では、先生方の研修ということ

で、私学の先生も来られます。夜間の大学院が

神戸にあるので、神戸のほうに勉強に来られて

修士号を取られたりとか、私の所属先で言えば、

教職大学院なので専門職学位というのを取られ

たりしています。それで専修免許状、あるいは

自分のやりたい勉強っていうのをもっと深めた

いという方々がたくさん来られます。ですから、

今でも象牙の塔とよく大学は言われますが、そ

ういう状況にはなく、学校現場のさまざまな課

題のようなものに直接触れていくという日々で

す。昨日も神戸の私学にお邪魔して、先生方の

前で少しお話をさせていただきました。その学

校が抱えているいろいろな課題があるのです

ね。私学は私学の課題があります。スポーツが

すごく強かったり、勉強のほうでかなり結果的

に追い込んでしまうような状況があったり、学

校になかなか馴染めないという子どもたちがい

たりします。そういう子どもたちに、どのよう

に接していけばいいかというようなことを直接

お話をしながら、一緒に考える。そのような機

会を設けたりをしていただきました。

そんなこんなで学校現場とは今でも非常に緊

密な関係を持った仕事ということになっていま

す。殿井先生が紹介をしてくださいましたけれ

ども、専門としては学校カウンセリング、先生

方と直接関わるところでは学校教育相談という

ことになると思いますが、学校教育相談に関す

る研究というのか、実践というのか、その辺り

が専門になります。最後に言っていただいたよ

うに、キャリア教育に関わる部分も少し担当し

ていたり、あるいはそういう学会で発表したり

している部分もあり、今日は学校教育相談部会

ではなくて特色教育部会ということですので、

少し広い観点からお話をさせていただくことが

大事なのかなと思っています。もしかすると、

レビューというか、あまり深くないような話の

部分もあるかもしれませんが、特色教育という

区分において、どのようなことが課題になるの

だろうか、あるいは青年期にある中学生、高校

生の子どもたちにどのようなことが今、問題な

のだろうかといったことを、私なりに考えてい

ることをを先生方に聞いていただき、またご意

見なりを頂戴しながら考えていければと思って

います。

それでは、まず、レジュメは4ページから7ペ

ージのところにございます。

中学生、高校生の生徒を対象として先生方は

教育をされていると思いますが、その時期の、

思春期、青年期にある生徒の持ってる課題を教

育相談の観点から少し考えてみたいと思いま

す。

個々にはいろいろな問題があります。相変わ

らず摂食障害の子どもたちはいるし、自分で自

分を傷つける子どもたちもいるし、学校に行き

にくいという子どもたちもいるし、いじめの問

題もあります。いじめのことについては、今回、

いじめ防止対策推進法というのが施行されたば

かりです。今までは報告義務とかはなかったの

ですが、これからは報告しないと後でまた分か

ったときに今まで以上にバッシングを受けると

いうことが起こりそうで、あの法律によって、

学校の情報をより開かなければならない。今ま

では学校だけで割と処理していることが多かっ

たのです。これは公立も私学も全部ですが。そ



- 187 -

れをきちんと公にして、様々な学校外の人たち

との連携を持ちながら、問題を解決していくと

いうことも求められる。そういう時代になって

いるようです。私学は特色があるので、自分の

学校の特色の範疇で考えればいいことだという

考え方ももちろんありますが、それでも今、社

会的に認められた学校法人として、責務という

ものが問われる、今まで以上に問われていく時

代になるということもあります。そして、何よ

りも、そうなる前に子どもたちのことをしっか

りと理解して、子どもたちとの関係を作って、

そういう状態が起こらないような関係作りとい

うものに取り組まないといけない。このような

ことがもちろん言えるのではないかと思いま

す。最初にそういう青年期にある生徒の心のあ

りようというものを少し考えてみたいと思って

います。

青年期を考えるためには、その前の段階の児

童期との比較をすると大変分かりやすいので、

児童期と青年期の違いのようなものを少しまと

めておきたいと思っています。

児童期は一言で言うと、心理的な傾向として

は理想化と同一化というものがテーマになりま

す。理想化というのは、自分の外にある何かモ

デルのようなものをそのまま理想的に受け止め

て取り込むという、そういう傾向です。同一化

というのも、その人の持っているものというも

のを全面的に認めて、それを受け入れていくと

いうような感覚だと思います。兵庫教育大学の

学生が学校現場にたくさん行きますが、小学校

の3年生、4年生くらいのクラスに行くと、子ど

もたちがお互いに注意し合っているのだそうで

す。例えば「廊下走ったらあかんよ」とか「そ

こに落書きしたらあかんよ」とか、いろいろ言

っているのですけれども、そのようなことを言

う内容というのは、ほとんどがその担任の先生

が日頃言っていることなのです。小学校の3年

生、4年生というのは大体、大人が言うことが

正しくて、大人は間違ったことなんか言わない

という感覚でいます。そのことを全面的に受け

入れて、あまり、それがいいとか悪いとかとい

うことは思わない。むしろ大人が許してくれる

かとか、怒られないかとか、そういうことばか

りを気にしている。そのような時期にあると思

います。3年生、4年生くらいでサッカーとかミ

ニバスケットとかいろいろやり始めますけれど

も、そういうときに先輩、6年生の先輩なんて

いうのはすごい人に見えて、その人たちの行動

を全く同じようにまねるというようなこともよ

く起こることです。ところが思春期に入ると、

そういう人たちが、「何か違う」と思い始める。

すごいと思っていたけれども、そうでもない。

「普通のお兄ちゃん、お姉ちゃんやったやんか」

というような感覚が生まれたりします。野球な

んかやってる子は、イチローに憧れていたら、

イチローが朝からカレーライスを食べていると

いう話を聞くと、家に帰ってからお母さんに「お

母さん、カレーにして」と言って、朝からカレ

ーライスを食べようとしたりします。でも朝か

らカレーライスを食べてもイチローにはなれな

いわけです。そのことは子どものときには分か

らないのです。なんでもかんでも受け入れる。

すごいと思えば、その人のなんでもかんでもを

受け入れようとする。ところが、思春期に入る

とそうではないということに気付く。これはど

ういう変化かというと、自分を作るための素材

を一生懸命集めるという時代、児童期は恐らく

そういう時代だと思います。そういう時代から、

自分が一番ぴったりなものを見つけ出していく

時期、自分にとって大切なものとは何だという

ことを探し出していく時期に移っていくんだと

いうことになると思います。ですから、青年前

期とか思春期と呼ばれるような時期の人たちの

テーマは自分探しということになります。先生

方はかつて、この時期に自分というのは何だと

か、あるいは、何故俺はここにいるんだとか、

何故人間は生きているんだとか、この先ずっと

将来、地球がなくなったらどうなってしまうん

だとか、考えても仕方ないようなことを一生懸

命考えた経験はないでしょうか。それは、あま

り小学校の2年生とか3年生の頃は考えないので

す。ほとんどは思春期と呼ばれる時期に入って
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から、小学校の高学年から中学生ぐらいの時期

が一番ピークだと思いますが、そのころにああ

でもこうでもないと一生懸命考える。夜中まで

考えて、夜寝られないということもある。この

ような時期がやってくるのです。そうすると、

そういう時期の人たちというのは、自分らしさ

というものが何なのかということを見つけ出さ

ないといけないという課題に直面化させられる

わけです。英語でアイデンティティーといいま

すが、IDカードのアイデンティティーです。ID

カードというのは身分証明書ですから、私を証

明するものです。私を証明するものは何なんだ

ということを一生懸命考え始める。こういう時

期に入ってくるわけです。これはものすごく大

きなギャップで、それまで学校で起こったこと、

なんでもかんでも家に帰って報告していた子ど

もが、何も言わなくなるのです。それは自分の

中にあることを、自分で見られるようになるか

らというふうにも言えるわけです。その辺りも

また後でもう少しお話をしたいと思っていま

す。

人間の発達段階は大きく分けて、外向きの時

期と内向きの時期、心のありようとして外の世

界に開かれている傾向が強い時期と、内側に開

かれている傾向が強い時期が交互に訪れるとい

う、（下の）モデルをもって見てみると、とて

も分かりやすいと言われています。

もちろんこれは個人差があるので、ずっと外

向きで生きてる人もいますし、ずっと内向きで

生きてる人もいます。哲学者などはずっと内向

きで生きているのかもしれないです。そうでは

なくて、ずっと外交的で外の世界に開かれてい

こうとしている人も中にはいるかと思います。

それぞれ胎児期、乳児期、幼児期と、ここは今

日はお話をしませんが、児童期とか思春期、青

年期をみると、外向きの時期がおそらく児童期

の時期だろうと思います。先ほどお話をしまし

たが、いろいろなものを取り込んでいく、いろ

いろなものに興味を持つという時期です。それ

に対して思春期、青年期は自分の内側に目が向

いていて、自分というものを探し始める。そう

いう時期になるだろうと思います。この時期に

先生方が関わっている。中学校と高校でかなり

違いますが、中学生の場合はこのことはかなり

深刻です。自分らしさとか言われても訳が分か

らないわけです。全然まだ自分らしさのような

ものを見つけられないで、とんでもないような

こと、途方もないようなことのように感じてい

るし、力もまだないし、お金を稼ぐこともでき

ない。ところが体だけはどんどん大人になって

いく。それで自分の中でそのことに全然ついて

いけないような感覚のようなものがある人がと

ても多いです。混乱するわけです。気持ちの上

でも混乱する。さまざまな課題が生まれます。

不登校が増えていくのは中学校に入ってからで

す。小学校の時に不登校が出てきて、中学校に

入って一気に増えるというのは、もちろん学校

のシステムが変わる。それまでは担任の先生が

全部見ていたのが、教科担任制になるとか、ク

ラブの先輩が後輩に対していろいろ指導し始め

て、怖い先輩がいる、というようなことを考え

たりとか、いろいろなことがあります。でも、

それだけではなくて、より自分に目が向く。こ

のようなことが非常に大きな影響を与えている

ような部分もあると考えられます。

この外向きの傾向が強い時期は、現実的で客

観的で合理的なものの見方とか考え方が強い時

代だと考えられます。われわれ大人は外に目を

向けざるを得ないです。今日は全国私学教育研

究集会があると思うと、これに向けて準備をし

ます。このように段取りをして、こうしてああ

してと考えないといけない。その後は、また明

日は授業をしないといけないわけですから、授

業の準備のことも考えて、会議があるから会議
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の用意もして、というようなことを、対応とい

うようなことを、たくさん求められる時期であ

るわけです。だから、外向きにならざるを得な

い。そういうのがわれわれ大人の、成人の時期

だと思います。しかし、この思春期、青年期の

時期というのは、少しその辺りからは離れると

いいますか、そうではない時間をたくさん持つ

ことがあると思います。今のような心持ちで、

先生方のような心持ちで勉強に取り組めば、こ

の時期はもっと効率が上がると思いませんか。

何か余計なことばかり考えて勉強は捗らなかっ

たですよね。勉強どころではないというような

感覚がこの時期の人たちにはあるわけです。そ

れでも勉強ができる人は、やっぱりきちんと成

功者になっていきますけれども、中にはあまり

自分の内面に目を向けることなく、そういう傾

向を持った人、勉強にはすごく目が向きやすい

という人もいますが、人間のバランスとしては

なかなか難しいところもある。確かに勉強はで

きるけれども、少し対人関係が下手かもしれな

いというような人がいたりもします。だから、

この時期をどう過ごすかというのは、この後ど

のように生きていくのかということと非常に大

きな関わりを持っていると思います。

児童期は外向きの時期です。外の世界につな

がろうとしているし、いろいろな所に行きたい

し、いろいろなものを見てみたいし、いろいろ

なことをやってみたい、というような気持ちを

持ちやすい時期です。だから、この成人の時期

と児童期の時期というのは、とてもうまくいく

わけです。「どこか行こうか」と大人が言えば、

「はいはい、行きます」と。「何を食べたい」

と聞けば「これが食べたい」と簡単に、いろい

ろなことをうまくやり取りができますが、思春

期、青年期の人と大人との間はなかなかうまく

いかないことが多いです。思春期、青年期の時

期の人たちは、あまり現実的ではないものの見

方をしたり、主観的で空想的で理想的なものの

見方をしたりするという部分があるのですが、

例えば、試験の前になると試験の勉強計画を立

てる。1週間前に試験の勉強計画を立てるので

すけれども、その通りになった人というのはめ

ったにいないです。前に手を挙げてもらったこ

とがあります。試験勉強1週間前に立てた計画

通りになったことありますかと質問しました。

一人だけ手を挙げた人がいました。それはすご

いなと思います。何時にご飯を食べて、何時に

お風呂に入って、何時に寝て、それを全部でき

たわけです。これはすごいと思いました。大体

普通は1日目に頓挫します。それで2日目にもう

1回立て直すのです。2日目に立て直しても、ま

た頓挫する。また3日目に立て直す。そのよう

に繰り返して1週間がたち、試験を迎える。結

局、何をしてたのだろうと。試験計画ばかり立

ていたというような人がいます。それは自分の

中に、自分に対する理想的な姿、この1週間を

過ごす自分のイメージみたいなものを持ちたが

る、あるいは、そういうものを持とうとする。

その傾向にこの時期の人たちがあるということ

を示していると思います。ところが、われわれ

成人期から見たら、そういうやり方をしている

この時期の人たちというのはものすごい危なっ

かしいのです。とても効率が悪いのです。その

ようなことをしている暇があれば、単語の一つ

も覚えろとか、計算の一つもやれと言いたくな

るわけです。それは正しいけれども、この時期

の人は大人からそう言われたら、何も分かって

くれないとか、自分でやろうとしているのにそ

の芽を摘むとか、そういう反発心のようなもの

しか生まれなくて、この間の関係というのは決

して良くないことが多いです。こちらが本当に

彼らのことを考えて、思っていることを正直に

言うと、彼らは受け入れないというところがす

ごく多いという時期になってくるということで

す。ですから、恐らく先生方も生徒と話すとき

に、いろいろなことを配慮しながらとか、家に

帰ってしゃべる物言いとは違うような感覚で生

徒と接しておられる方もいるのではないでしょ

うか。どこでも同じように接する人もいますけ

れど。しかしやはり違う、少し配慮していると

いう方が多いのではないかと思います。最近は

特に配慮しながら生徒と接していかないと、う
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まくいかないことというのはたくさんありま

す。生徒だけではなく、保護者も黙ってないで

すから。

今回、私学経営部会で大阪大学の小野田先生

が公演をされておりますが、小野田さんと一緒

に保護者のイチャモンを考える会というものを

やっています。大阪弁でクレームのようなもの

を「イチャモン」といいます。少し脱線します

が、モンスターペアレンツという言葉がはやり

ましたが、モンスターというのはけしからんと

われわれは思っています。モンスターというの

はゴジラみたいなもので、やっつけないといけ

ない相手になるのです。やっつけないといけな

い相手にしている間は駄目だと思うのです。や

はり一緒に仲間になって考えていけるような関

係にならないといけない。でも言ってる内容は

けっこう滅茶苦茶であったり、理不尽で、「イ

チャモン」といっています。イチャモン研究会

という研究会を立ち上げて、日々、「こんなイ

チャモンがあった」、「これどういうふうに対処

したらいいんやろか」のようなことを一緒に考

えるようなことをやっています。余談になりま

したが、とにかくわれわれは少し配慮しながら

彼らと付き合わないといけないという部分が随

分あるのではないかと思います。

児童期と青年前期、思春期の間の違いという

のは、もう一度まとめておきますと、まず児童

期の人たちは無条件にいろいろなものを受け入

れようとしますし、理想の人物を持とうとする

し、いろいろなものを取り入れたり集めたりし

ようとする。いろいろなものを集めたりすると

いうのも一つの特徴です。小学校の時に皆さん

は何か集めておられましたでしょうか。少し前

の時期にムシキングというものが大変流行りま

した。小学校の先生がいないので分からないか

もしれないですが。そのムシキングの前は、遊

戯王というのが大変流行ったのです。その遊戯

王の前はビックリマンチョコのシールとかが流

行っていました。それで、われわれの世代は切

手とかいうものを集めていました。ですから、

それぞれの世代がそれぞれの世代で集めるもの

があったわけです。今でもはっきり覚えてます

けれど、中学校に入って自分の机の中をパッと

開けると、中から牛乳瓶のふたがいっぱい出て

きたりして、その時にごみだと思ったのです。

恐らく小学校の時は宝物だったと思うのです。

それが中学校に入った途端にごみに変わるので

す。その変化のようなものが、この間にありま

す。

青年前期に入るとそういう無条件に受け入れ

ていた理想の人物の中にも、自分と違うという

感覚を見つけ出すようになるし、いろいろなこ

とを嘘っぽく感じる。特に大人が言うこと。「自

分はピアノなんかしたくなかったのにママが無

理やりさせた」とか言い出します。それは自分

の意思でやっているのではなくってやらされて

きたという感じを、騙されてきたという感じを

すごく強く持つ。そういう時期に入ったという

ことです。それは実は騙されたのではなくて、

いろいろなものを受け入れるというような部分

が児童期の人たちにはあったが、そういう見方

ができなくて、自分は大人に騙されてきた、大

人を信用できないというような感覚が、この思

春期の人たちの中にはあるということです。だ

から、100％大人は信用できない。もちろん全

面的に拒否したらうまくいかないけれども、

100％大人には言えないという感覚も生まれる

のです。だから小学校の時には何でも親に報告

していたことが、言わなくなる。言うと、もし

かしたら受け入れてくれないのではないかと

か、騙されてきたのだから、正直に言うとまた

騙されるのではないかとか、いろいろなことを

自分の中に感じながら大人と付き合っていくよ

うになっているのです。それから理想的な人の

中にも気に入らないことが生まれるというの

も、先ほど申し上げた通りです。このギャップ

というのはすごく大きいのです。他の人の影響

から離れて、自分で自分の人生を作っていかな

ければいけないというスタート地点に立つとい

うことです。その時期にちょうど先生方が教育

をされている。こういうことになると思います。

本当の自分とか、正真正銘の自分とか、何をし
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んだとか、何をしたらいいのかとかいうことが、

全然まだ力のない自分なのに、すごく大きなテ

ーマになってくる。頭の中だけ一生懸命グルグ

ル考えて、しかし理想の自分と現実の自分とは

ものすごい乖離があって、まだまだそこまで、

いつまで経っても辿り着けないのではないかと

いうような感覚を持っていく。そんな感じが強

いのではないかと思います。

もう一つは、この時期の人たちは自分の顔と

か体とか服装をすごく気にし始めるということ

があります。それから自分のありようも気にし

ます。それは自分と他人をはっきり区別すると

いうことです。鏡をよく見るようになります。

小学校の間は寝癖のままでもシャツが外に出て

いようが、特に男子は、平気で学校に行けたの

です。ところが中学校に入るとそうはいかなく

なるのです。シャツが出ていても平気で行ける

ではなくて、シャツを出さないといけないとい

う人も中にはいるわけですが、それはそれで自

分の主張なわけです。私から見ると、どう見て

も寝癖にしか見えない頭でも、彼らにすると寝

癖ではないのです。ちゃんと「尖んがらかして」

来ているわけです。学校に行けば、どうせ頭を

洗われてしまうのですが。だけど、そのように

自分をアピールしよう、あるいは自分にピッタ

リな自分というものを作って、外に出ようとす

るところがあるのです。小学校の間はそのよう

なことは考えないです。出されたものをそのま

ま着ていく。そういう感覚の子どもも中学生、

高校生にはいますけれども、自分のことを意識

し始めるということはとても顕著に表れます。

それは自分というものを、先ほどから言ってい

るように、自分らしさというものを獲得してい

く過程であるというふうにも言えるわけです。

ある程度、納得できる自分像というものを獲得

する、あるいは、自分が納得できる言葉で自分

を語ることができる。このことがとても大事で、

言語教育の重要性というものが今言われていま

す。自分のことを自分の言葉で語るというのは

なかなか難しいです。小学生に「あんたどんな

性格？」と聞いても、「こんな性格」と自分の

ことを自分でなかなか言えないです。親からこ

う言われているということを言います。でも、

自分で自分のことを「僕はちょっと思慮深いと

ころがあるけれども、でも時々失敗をしてね」

とか言う小学生がいたら気持ち悪いですね。だ

から、そういうことが言えるのは大人になって

からなのです。この思春期の時期というのは、

そういう自分とは何かということを言葉にして

説明できたり、自分で自分のことを掴むという

ことをやっていく過渡期にあるということにな

ると思います。だから、とても不安であるし、

混乱しているし、孤独だというような部分があ

ります。理解してくれるのは大人ではない。で

は、誰が理解者としているのかと言うと、同年

代です。その同年代とうまくいけばいいけれど、

同年代とうまくいかなくなってしまう人がい

る。その場合には孤立せざるを得ないわけです。

不登校がこれだけ多いというのは、一つは便乗

型の人たちもいます。みんなも行ってないから

構わないとか言って、学校に行かない人もいる

のですが、そうではなくて、自分が他の人の前

に出るということができない。そんな自分でし

かないというような感覚を持ってしまう。しか

も他の誰も自分のことを理解してくれない。友

達も含めて。そのような感覚になったときに、

学校に行けなくなってしまうことがあるのだろ

うと思います。今日は教育相談とかカウンセリ

ングの話ではないのですが、私学に対するカウ

ンセラーの援助も始まっていますので、先生方

の学校にもカウンセラーがいるかもしれませ

ん。カウンセラーがやっている仕事というのは、

そういう自分にしか感じられないような感覚を

分かってあげる人なのだろうと思うのです。そ

のことがたった一人の人しかいないかもしれな

いけれども、大変意味がある存在になってくれ

る可能性があるわけです。そこには、学校に行

くとか行かないとかいうこと以前の関係みたい

なものの必要性というのが、この時期の人たち

に特にあるということと大いに関係があると考

えられます。

みんなの中にいる自分がいるのですが、その
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自分を見ている自分がいるような感覚がこの時

期の人たちにはあります。もう一人の自分がい

るというような感じです。それで、このもう一

人の自分と自分との間の関係がどうなのかとい

うことが問われてくる。小学校の間にはこうい

う感覚はあまりない。ところが、中学生、高校

生くらいになってくると自分が自分を許せるか

許せないかというようなことがとてもクローズ

アップされてくる。自傷行為をする人というの

は、自分で自分のことを許していないところが

あるのです。「自分はどうしてこうなんだ」と

いうようなものを自分自身に感じて、自分で自

分に傷をつけるということがあったりします。

それから、摂食障害の人というのは、自分が映

っている鏡の中の自分を、自分が鏡の外から見

ている自分が受け入れていないということで

す。だから自分自身との間の関係というのがう

まくいっていない。そういう感覚がすごく強く

なる、これが中学生、高校生は、あるいは大学

生も、非常にこういう傾向がある。僕は大学の

カウンセラーも随分長くやっていますが、大学

生の中にもすごくこういう傾向を持っている人

がたくさん見られます。また後で、パーソナリ

ティーのことについては少し触れたいと思って

います。もう一人の自分との関係がとても大き

な問題になるというのが、この時期だというこ

とだけお話ししておこうと思います。

うまく適応できたら、他の人とうまくやって

いけるから社会性も育つし、自分らしさも育つ

ことができるけれども、最近多いのは、自分を

見ている自分が甘い人がいます。こういう人が

多いです。うまいことやっているのではなくて、

「俺はええねんけど周りが悪いねん」といった

感覚の人が結構います。自分本位で成熟できて

いない。「なんでしてくれへんの（どうしてや

ってくれないの）」という感じの人がすごく多

いです。それはまだ児童期の感覚に近いわけで

す。他の人が私をどうしてくれるかが問題なん

だというようなポジションにいる人です。適度

に他の人ともうまくやり、しかも自分はこうい

う行為が自分の大事にすることなんだというよ

うなことを、両方ともうまく育てていける感覚

の人はいいのですが、なかなかみんながみんな

そうではないと思います。

逆に、自分に対して厳し過ぎる人もいます。

こういう人は自分で自分の行動を縛ってしまっ

て、身動きが取れなくなって、学校に行けなく

なるということがあります。あるいは、自分の

ことを自分で傷つけたり、自分のことを認めな

いようにしたり、せっかく食べたご飯を全部、

喉に指を突っ込んで出してみたり、このような

ことをやるような人が随分出てくる。もう一人

の自分との関係をどう作っていくのかというこ

とがとても大きな課題になっているわけです。

もちろん学校ですから、社会性を育てる、集団

の中にいる私ということを育てるという部分と

いうのは大一義だと思います。特に今のような

時代は、他の人とどのようにうまくやっていけ

るのかということを問われる時代なので、そこ

の部分を学ばなければいけないけれども、同時

に、目の前にいる生徒一人がどのようにして自

分自身を作り上げていくのかということについ

ても、十分に考えていかなければいけない。そ

のような時代になっていると思っています。

特色教育部会に来られる先生方は、恐らくそ

の辺りのことに大変関心が深いのではないか、

そういう先生方が多いのではないかなと思って

います。キャリアというのは、その人の生き方

というものが問われる、そういう教育です。単

にどこの大学に行ける学力だからどこ行きなさ

いとかいうのはキャリア教育ではないです。で

すから、その人の生き方のようなものまで含め

て、育てていくという部分があるだろうと思い

ます。それから ICT 教育。これは個別教育に

つながっていく部分であるわけです。個別に学

んでいくということと関わりが非常に深い。個

別対応ができるということがなければ、黒板で

みんなに指示しているのと同じです。おそらく

特色教育部会は個を大事にするという教育も、

集団を大事にする教育と一緒に考えていきたい

というように思っている先生方の集まりではな

いかと思っています。そういう先生方には、こ
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ういう私自身との関係性みたいなものがこの時

期大切なんだということを、もう一度、これは

当然ご存じのことかもしれませんが、確認をし

ておいていただけると嬉しく思っています。

今の時代の青年の課題は、大きく二つありま

す。一つは引きこもっていく人たちです。その

人たちはコミュニケーション能力は低いし、友

達の数は少ないです。もう一つは自分探し系と

斎藤先生が言っている人たちがいます。この人

たちはコミュニケーション能力が高くて、友達

も多いけれども、自己イメージの方は一人でい

る人は安定しているのです。他の人とのトラブ

ルがないから自分一人の世界に安住できるので

す。自分探し系の人たちは、自己イメージが不

安定です。他の人の中でないと自分を感じられ

ない、他の人に認めてもらえないと自分という

ものを認められない、という感覚が強い人です。

少し古いデータなので、信頼性の高いメディア

が何なのかというのは、今はもうあんまり言え

ないかなと思います。スマホがこれだけ広がる

と、どちらも一緒になってきていますので、あ

んまり関係ないかもしれません。

問題は、この時期の人たちにいろいろな心理

的な課題が生まれるということです。当然、引

きこもりがちな人は引きこもっていくし、ある

いは、対人恐怖的、人が怖いというような訴え

をする人も出てくるし、先生方の学校にももし

かしたらそのような訴えをしている生徒さんが

いるかもしれないですね。もう一つの自分探し

系という人たちの課題は、境界性パーソナリテ

ィーとか、あるいは、解離性障害、解離性障害

というのは多重人格のような感覚です。あるい

は、離人症といって自分が自分ではないという

ような感覚を持っている人です。これはかなり

専門的なアプローチがないとうまくいかないで

す。そういう人やあるいは、摂食障害も他者関

係を大変意識するために起こってくると思いま

す。だから、他の人との関係のようなものをす

ごく意識している人と、他の人の関係から逃げ

だそうとする人たちがいて、どちらも課題であ

るというように言われています。大雑把に言う

と引きこもり系の人は男子、自分探し系の人は

女子に多いようです。他者関係の中でいろいろ

なことを感じながら問題が広まっていくという

ことが起こりやすいのは女子です。女子はグル

ープの中でいじめも起こる。男子はグループ内

でいじめが起こるというより、グループからち

ょっと離れた人がいじめの対象になったりす

る。だからいじめの行動も少し男子と女子で違

うようなところがあったりします。学校に来れ

なくなっている子どもたちだけではなくて、学

校には来ているけれど、いろいろな課題を抱え

ていたり、いろいろな課題を感じている人もい

るというようなことを、もう一度確認してしよ

うと思います。この青年期の時期に、自分自身

との付き合い方で、他の人の中から離れていっ

てしまうという傾向を持つ人と、それから他の

人の中にいながら他の人を巻き込みながらと言

ってもいいかもしれませんが、いろいろな課題

というものを引き出していく人との二つがある

ということを紹介をしておきます。

現代のさまざまな発達上の変化ということ

で、1から10まで書いてあって、縦にＡ、Ｂ、

Ｃと書いてあるところに余白がありますが、こ

こに今から先生方に10個の質問を3パターンい

たします。つまり30個質問しますので、そこに

ご自身が当てはまると思えば○を記入してくだ

さい。当てはまらないと思えば×を記入してく

ださい。どちらでもなければ△を記入してくだ

さい。別に後で採点して見せてもらうというこ

とはありません。ご自身しか見ません。あるい

は、もしかしたら隣の人と少し見せ合うくらい

のことはあるかもしれません。見せたくなけれ

ば見せなくても構いませんので、答えてみてく

ださい。質問紙法というやり方に近いのですが、

このようなテストをするときは考える時間を与

えないのが鉄則です。なぜかというと、「私は

優しい」という質問があるとします。そうする
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と、「えっと優しいかな」、「確かにあの人には

優しいな」、「でもこいつには全然優しくないよ

な」と考えると、こういう質問は全部三角にな

るのです。ですから、パッと聞いてパッと答え

るというようにしないと、真ん中に寄るのです。

ですから、どんどん聞いていきますので、答え

てみてください。よろしくお願いします。まず

一つ目は、「物事に批判的である」。2番、「ルー

ルを守らせたい」。3番、「叱咤激励する」。4番、

「長所よりも欠点を見がちだ」。5番、「適当に

はできない」。6番、「今の人は道徳心が足りな

いと思う」。7番、「何々すべきだという言い方

をよくする」。8番、「自分にも人にも厳しい」。

9番、「白黒はっきりしたい」。10番、「周囲に緊

張感を与えるらしい」。これで10個です。他の

人に緊張感を与えているかどうかは自分では分

からないかもしれませんが、自分の感覚で答え

てください。

次はＢの質問です。1番、「計画を立ててから

実行する」。2番、「人の行動を客観的に観察す

る」。3番、「将来の見通しを立てる」。4番、「物

事をテキパキとこなす」。5番、「事実に基づい

て判断する」。6番、「能率的に仕事を行う」。7

番、「疑問ができたら調べる」。8番、「分かりや

すく物事を表現する」。9番、「物事をうまくま

とめる」。10番、「数字やデータを使って話をす

る」。これが質問のＢです。

では質問のＣです。1番、「騒いだりはしゃい

だりする」。2番、「陽気に振る舞う」。3番、「自

分の考えをはっきり言う」。4番、「喜怒哀楽が

激しいほうだ」。5番、「スポーツや歌は大好き

だ」。6番、「開けっぴろげで自由である」。7番、

「遊びの雰囲気が大好きだ」。8番、「冗談をよ

く言う」。9番、「好奇心が強い」。10番、「欲し

いものは手に入れる」。これが最後です。いか

がでしょうか。

さっそく採点をします。○は2点で、△は1点

で、×が0点です。Ａの得点は何点、Ｂの得点

は何点、Ｃの得点は何点になりますか。計算を

してみていただけますか。同点というのがある

と思いますが、同点の場合は両方ということな

ります。少し教えていただいてよろしいですか。

一番高かったのはどれですか。同時に、他の先

生方、どれくらいおられるかということを同時

に見ていただければありがたいのですが。まず

Ａが一番高かった先生はどのくらいいますか。

Ｂが高かった先生はどのぐらいですか。かなり

多いですね。高等学校の教員というのはＢが高

いのです。Ｃが高い人は。ありがとうございま

す。Ｃが高い先生方はＡほど少なくはないです

が、かなりいますね。これは小学校で行うとＣ

が圧倒的に高くなります。騒いだりはしゃいだ

りする、「はい」という人がすごく増える。幼

稚園もです。また小学校では学年が上がればＢ

が増えます。冷静に、沈着に、「ゴルゴ13」の

ようなタイプの人が増えるわけです。それは当

然だろうと思います。

これは何をしたかと言うと、フロイトという

人の自我構造論という話です。フロイトは人間

の心を無意識というもので説明をするようにな

ったのです。無意識というものを使うと、例え

ば、なぜか学校に行けないという状況の人がい

ることを説明できます。無意識で説明するとい

うのはおかしいですが、無意識というのは説明

できないから無意識なのですけれども、その辺

はパラドックスですが。意識というレベルでは

学校に行きたい、学校には行かなければと思っ

ていますが、どうしても学校に行けない人もい

ます。前の晩には「明日行きます」と言ってお

きながら、朝になったらおなかが痛くなる人い

ます。そういう人は、前の晩に変なものを食べ

たからではなくて、自分の体がそういうことを

アピールしているからです。彼らは本当におな
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かは痛いのです。本当に頭が痛いのです。そう

なっていて、全然動けなくなってしまうわけで

す。これはわれわれ教員にもよくあって、教員

は大変ストレスの高い仕事なので、ある人が計

ると、戦場と同じくらいストレスが高い職種と

言われているそうです。ですから、お互いに気

をつけたいなと思います。それぐらいストレス

が高いので、今日も学校に行かないとと朝起き

て思うけれども、どうしても布団から出られな

いという日があっても当たり前です。学校へ出

てしまえば普通に、普通の顔をして座っていら

れますが、朝、もう布団から出るのが嫌だ、こ

れから寒くなったら余計ですが、嫌だもう学校

なんて行きたくないというふうに不登校の気持

ちがよく分かると思うことがあるのは普通で

す。それぐらいストレスが高い職種だというこ

とです。

フロイトは無意識でそういうことを説明しま

したが、その無意識論の先に心の自我構造論と

いうものをもって神経症というか、自分が考え

ているようなことができない状態にある人たち

の説明をします。その三つの心のありようとい

うのが、先ほどの質問と連動しているのです。

一つはイドという部分の心のありようで、イド

というのはドイツ語の「ID」、英語では「It」

です、「それ」です。それとしか言いようのな

いようなものというようにいう心の部分です。

これは欲求なりリビドーといわれるような、そ

のままの自分のエネルギーをぶつけたくなるよ

うな心のありようと言われています。わがまま

勝手にやる、あるいは、自分のやりたいことだ

けやる、やりたいみたいな感覚です。自分本位。

それは赤ちゃんがそうではないですか。自分が

おなか空いたら泣く、おむつが濡れて気持ちが

悪かったら泣く。小さい子どもはそうですが、

自分の思っていることをアピールするのです。

赤ちゃんの間に、言葉で「いや、なんかちょっ

とおなか空いたんでミルクが飲みたいな」とか

言う人はいないわけです。それはイドという部

分の心のありようしかないからだとフロイトは

説明をしています。ところが人間は脳が発達し

ているので、段々、成長していくと自分自身と

いうものを作り上げていき、自我と呼ばれるよ

うな、意識を自分にしっかりと持った、あるい

は、他の人との関係を持てるような説明のでき

る言葉を持ったりするような部分が成長してく

る。同時に、親からしつけられながら、親とは

限らないかもしれませんが、身近な大人からし

つけられながら大きくなるので、他の人と生き

ていく、一緒に生きていくということについて

も学んでいく。こういう三つの心のありようを

持って、人間は成長していくということです。

さきほどのＡ、Ｂ、Ｃはこういうモデルだった

わけです。

上からＡ、Ｂ、Ｃです。一番上がＡで、真ん

中がＢで、一番下がＣなのですが、簡単に言う

と超自我というのは、わがままをしてはいけな

いと、みんなと一緒に生きているということを

しっかり考えて行動せよ、ということを自分の

中に持っているような心のありようです。それ

に対して「イド」というのは、自分はしたいよ

うにしたい、という部分です。この二つは相容

れないこともあるわけです。先ほど言いました

けれども、学校なんてうっとうしくて行けるか

と本音で思っていたとしても、いや、学校に行

っておかないと卒業証書がもらえないというよ

うなことが（頭の中で）起こって、学校に行く

人がいますが、そういう人は自我がとても働い

ているのです。このようにしていたら、自分が

人生で損をするということを予測するから学校

に行くことができるのです。そういう「イド」

と自我の間でうまく行動ができるようになれば
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いいのですが、なかなかそうはいかない場合も

あります。それと同時に、そんなことをしては

いけないんだと、そんなことをすべきでないの

だという気持ちの非常に強い人、学校は行くべ

きところだというふうに強く思っている人も中

にはいます。そういう人が学校は行くべきとこ

ろだと思いながら、学校に行くと、いじめられ

て怖いという気持ちを同時に持ってしまった

ら、この二つをうまく調節できないことがある。

うまく調整できないといろいろな症状が生まれ

る。どうしても朝起きられないとか、どうして

も布団の中で寝てしまうとか、というようなこ

とが起こってしまうということです。だから、

この三つの自我構造をうまく調節できるかどう

かが、非常に大きな鍵だとフロイトは考えたの

です。「イド」は自分本位な私です。「自我」は

冷静に考える私です、先ほどのＢです。Ａの質

問は、しつけられた私とか、道徳性とか社会性

を持った私とかいうふうなことが言えると思い

ますが、この三つがバランス良く育つと生きや

すくなる、というようなことのようです。

先ほどの質問に戻りますが、先生方の心のバ

ランスは自分でどのように思われていますでし

ょうか。例えば、「イド」が20点であと0点、0

点という人がいましたら、これはわがままな人

だなと自分で思われたかもしれません。「超自

我」が高く、「自我」、「イド」が低かったとす

ると、周りのこととかがこうあるべきだという

ようなことを大変強く思い過ぎている傾向に自

分はあるのかと思われるかもしれません。ある

いは、Ｂの質問だけが高かった人は、あまり感

情を出していないなとか、損得で動く傾向があ

るかなとか、絶対にそうだとは言いませんが、

結構冷静に物事を見て判断するという傾向があ

るのではないかと思います。Ｂの質問はそうい

う質問ばかりなのです。

せっかくなので、少しお隣の先生が知り合い

かどうか分かりませんが、少しだけ紹介をして

みていただけますか。どうぞ。

はい、どうもありがとうございます。

こういう時間帯に生き生きされる先生は、Ｃ

の点数が高いの人が多いです。Ｂが高い人は、

「あいつ何をしてんねん」、「時間が無駄じゃな

いか」とか言って怒っていたりする人も中には

います。全員そうだというわけではないですが、

結構冷静に今の状況を見たりします。もうそう

いうの忘れて楽しむ人はＣが高いです。

実はこのことは今の時代にどう当てはまるか

という事を考えておかなければならないという

ことがあります。これはフロイトが考えた自我

構造論を元にした話なのです。フロイトの時代

は19世紀の終わりから20世紀の初めくらいで

す。100年前です。その時代はこういうことが

言えたと思います。つまり、社会の中での相互

関係というのが今の時代よりもはるかに強かっ

た時代、社会からのいろいろな要請というもの

を考えて、それに応えなければならないという

ことがとても求められた時代だったのです。日

本でもそうでした。ほんの50年くらい前までは

地域社会の中での関係性のようなものを問われ

ました。今はどうですか。鍵一つかければ隣に

誰がいて何をしているか分からないという人が

結構多いかもしれないです。昔は絶対そうはい

かなかったのです。家を一歩出ると、たくさん

の目が自分に注がれていて、「何時ごろ誰々さ

ん出て行ったよ」とみんなが分かってる。少な

くとも何人かは、近所の人は知っている。その

ような関係の中で生きていたと思いますが、大

変窮屈だったはずです。今の時代はどんどんそ

ういうことを削ぎ落として、他者関係というも

のを求めない時代になっていったので、先ほど

のデータ通りです。Ａはとても縮小化していく。

ですから、そういう意味でいうとＡが高かった

先生方というのはとても貴重です。大切です。

他の人との関係が大事ではないかとか、何故そ

のようにするんだ、こうするべきではないかと

いうことを言える人が本当にに減っているとい

うことです。そういうことよりも、自分を大事

にした方が良いと。カウンセリングや心理学を

研究している人間がこのようなことを言うのも

変ですが、そのような傾向が大変強まっている

ということです。つまり葛藤が起こらないとい
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うことなのです。昔は自分はこうしたいが、社

会ではそれは許されないので自分の中で思い悩

む。それが私というものを成長させたわけです。

そういう関係性というものが強くあったのです

が、最近はそうではなく、「イド」がすごく肥

大化している人が多いのです。つまり「他の人

に迷惑かけんかったらええでしょ（迷惑掛けな

かったら構わないでしょ）」という感覚の人が

大変多い。遅刻してきても、「別に他の人に迷

惑かけてないじゃないですか、僕の問題だから

いいでしょ」という感覚の人が大変多いわけで

す。実はとても迷惑がかかっていますが。そう

いうことを感じられない人が大変多いです。あ

る学校に行って、「ちょっと訳分からへんので

先生、話聞いて」と言われて、行って話を聞い

た生徒は、目の前にいる子を殴るのです。「な

んで殴るの」と聞くと、「俺の目見たからや」

と言うのです。それで「あんた目見たら殴るの」

と聞いたら、「そう。目見たら殴んねん」と言

う。それで完結なのです。全く葛藤も何もない

のです。話し合いの中でその人に反省してもら

うとか、考えてもらうというのは、それが何故

良くないのかということを一から教えていかな

いといけない。「そんなんあかんやろ（それは

駄目だ）」と。あるいは、学校というものは来

るものだということを前提として子どもたちに

関わるということができない。それぞれの人た

ちが共通に持っている大きな、なんと言います

か、了解事項みたいなものをどんどん縮小して

いってるという感じがあります。東北の震災の

後の皆さんの動きを見ていると、まだまだ日本

人も捨てたもんではないし、とても道徳的に振

る舞う、他の人のことを考えながらいろいろな

行動を取れる、その部分はすごくあるのですが、

同時に、私志向がどんどん広まっていっている

ということも、実際にはあります。ああいう場

面では結構うまく機能している、まだまだ捨て

たものではない国だと思いますが。 私本位と

いうことはたくさんあって、小野田さん（大阪

大学）がいつも、言っている「自子チュー」、「自

子チュー」の「子」は子どもの子と書きます。

親が、「自分の子どもが」というように、「なん

でうちの子どもは写真の真ん中に写ってないん

ですか」とか、「撮り直せ」とか言ってくる人

は先生方の学校ではいますか。高校だともうあ

りませんか。小学校はあるようです。校庭の石

を投げて校舎のガラスを割った子を呼んで怒る

と、家に帰って親に「怒られた」と言って、そ

れで、親が学校に電話をかけてきて「なんでそ

んなところに石置いとくんですか」と文句を言

ったと言います。そういう有名な話があるので

す。これは実話です。そのようなことありえな

いでしょう。あり得ないけど、自分のほうから

しか見えない、他の人と一緒にいるとか、学校

の中でどうなんだというような目を持てない人

が随分増えているということも事実で、そうい

う人とどのように付き合っていくのかというこ

とは大きな課題になっています。

こういう社会の中で、課題になっていること

が大きく三つあると思います。課題とまでは言

えないのですが。変化。一つは先ほど言った思

春期なり青年期と呼ばれる時期が長期化してい

るということです。大昔は子どもがいきなり大

人になって働いていたわけです。15歳になると

大人扱い。それまでは子どもで、いきなり大人

になって働くというようなことになるのです

が、今はその中間期があって、修行の時期です。

学校に行っている時期というのがあります。そ

の時期もどんどん上下に延びているような感じ

です。思春期は始まる時期が少し早まっている

ような感覚もあるし、終わる時期は逆に遅くな

ってるような感じがあります。昔は中学生が学

校で暴れていたのですが、今は小学生が暴れま

す。学級崩壊です。大人に対する反発を始める

時期が下がっています。同時に、「まだ社会に

出るの早いかなという感じがするんですよね」

とか言っている大学4年生がいっぱいいます。

昔は大学4年になったら就職せざるを得ないか

ら、考えざるを得なかったのですが、今は「ち

ょっとまだええかな」とか、「授業料半額にな

るから大学にもう1年いようかな」とかいう人

が結構います。自分に社会に出る自信がなかっ
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たという人も結構いるのです。みんながみんな

ではないですけれども。

それから、甘えの構造と日本人は言われます

が、そのようなものがありますし、保護者から

のクレームも大きな課題になっています。簡単

にいろいろなクレームをつけられるような時代

になってきました。教師というものに対する尊

敬心は低下しています。昔は先生が言われるの

だからと言って、引き下がったことも、今は絶

対そんなことはないです。必ず求めるものが得

られるまでは引き下がらない人がいます。大変

です。それから学校に対してユーザー感覚を持

っているという人も増えました。昔は卒業まで

黙っていようという人も結構いましたが、今は

そうではなくて、欠陥商品を買わされた消費者

のように学校に対して文句を言ってくる。「こ

うするべきでしょ」、「なんでそういうふうにな

らないんですか」というようなことを声高に言

われる方も随分増えています。その背景は、一

つは先ほど少し申しましたが、コミュニケーシ

ョンの必要性が低下してる時代、そういう社会

であるということが大変大きいような気がして

います。私の博士論文は大学生の引きこもりな

のですが、大学生が引きこもるというのは、自

宅生だと思いますか。自宅でないと引きこもれ

ない。引きこもっててずっと生きていくことは

自宅でないと、ご飯も出ないと想像されると思

いますが、そうではなくて、下宿生の引きこも

りなのです。下宿している人でも引きこもれる

のです。つまり誰とも接触せずに、話したりせ

ずに、引きこもりというのは物理的に引きこも

っているのではなくて、心理的に引きこもって

るのですが、接触なしに生活はできる。セルフ

レジというところに行けば、誰ともしゃべらな

くて大丈夫です。帽子をかぶって、人の顔を見

ないで下向いて、レジでお買い物をして帰れば

いい。そうすると人と触れない。それで、部屋

に帰って、また1週間くらい一人でいる。そう

いうことを何年も続けたという人たちが、一人

二人ではなくたくさんいます。そういう人たち

とどのように関わっていけば良いかというよう

なことを考察したというのが、私の学位論文な

のです。まさにコミュニケーションの必要性が

低下しているというのか、そういうことが必要

のない時代にわれわれは生きている。昔は卵1

個買いに行くにしても、卵屋さんに行って「卵

ちょうだい」と言わないと買えなかったのです。

「卵何個ちょうだい」と数を言わないといけな

い。今はパックで買うわけですから、誰とも何

にもしゃべらないです。そういうコミュニケー

ションのない、そういう時代の中で、他の人が

怖いという感覚が少しでもあれば、人との接触

というものをどんどん避けるようになります。

人との接触を避けると、自分の中の妄想的な感

覚だけがどんどん広がっていって、マンション

で上の階からトントントンと音がなったら、

「あ、私に嫌がらせしてる」と思う人が随分増

えているわけです。全然関係ないと思うかもし

れないですが、その人にはそういう感覚がすご

く強くなる。あるいは、学校はうちの子どもを

他の子と差別してる、他の子よりもうちの子ど

ものほうが虐げられているみたいな感覚を強く

持ってしまう人が随分います。それは一つには

学校とのコミュニケーションというものが、な

かなか取りづらい人であったりすることが多い

のです。日頃から学校に出入りして学校の先生

方と話し合っている人は、学校の先生はそうい

うことはしないということは分かるわけですけ

が、全然学校と接触していないのに、問題が起

こると、そのことは学校の責任だと学校に対し

て言ってくる。学校と全くコミュニケーション

を取らずに、いきなりそういう感覚で怒鳴り込

んでくるというような事例がずいぶん増えてい

ます。これはある部分では、その人自身が持っ

ている不安というものを他の人に向けるという

傾向が生まれやすい時代だということもあると

思っています。

それから三つ目は、さまざまなパーソナリテ

ィーの存在が認められる時代になっているとい

うことです。昔は学校に合わなければ、どうぞ

と。「うちは私学ですから、学校に合わないん

でしたらどうぞ転校して、あなたに合う学校に
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行かれたらどうですか」と簡単に言えましたが、

今はそうはいかないです。上宮高校では、不登

校の親の会まで学校の中で行っている、そうい

う時代になっています。社会に個人が合わせる

という時代から、社会が個人に合わせる、つま

り学校が一人一人に合わせるということを求め

られる時代になっている。少なくとも昔よりも、

かなりどの学校も一人一人のニーズに合わせる

ということを考えざるを得ない、そういう学校

運営が求められている。

先生像というのは変化をします。余談ですが、

日本人というのは相手との関係の中で、英語の

ように「あなた」を「You」という一言で言わ

ないです。「君」と言う場合もあるし、「おまえ」

と言う場合もあるし、「先生」と言う場合もあ

るわけです。それぞれに自分の中にある他者像

をイメージした関係の中で、相手に問いかけて

いるのです。英語は全部「You」で済むのです。

だから目上であろうが、目下であろうが、同僚

であろうが、なんでも「You」です。でも、日

本語はそうではなくて、私の中にあるあなたが

どうなのかというポジションを考えながら、言

葉を選んで相手に伝える。「君」と言うと、少

し上からのような感じであるし、「あなた」と

言うと同等のような感じがしますし、「おまえ」

と言うとすごく上からのようであるし、「先生」

と言うと誰か目上の人に使っていたのです。と

ころが最近、その「先生」という言葉を目上の

人のように感じずに使う人がいるのです。「先

生、雑巾取って」とかありますよね。あれは完

全に対等な関係です。先輩のほうが丁寧な言葉

を使って、先生にはため口というような生徒も

結構いるかもしれません。先輩のほうが先生よ

り偉い感覚の人もいるかもしれないのです。そ

ういう変化みたいなものはずいぶんあります。

先ほども言いましたが、個々の思いが、これ

は ICT教育の話も今日は出てくるようですが、

仮想も含めて、現実になりやすい時代です。一

人一人のニーズに応えやすいということがある

から、他の人に合わせる必要などないのです。

テレビ番組などでも、われわれの世代はリアル

タイムで見ます。でももう既にここにおられる

方の中でも、リアルタイムでは見ないで

YouTube で見るという人もいると思います。

そういう人たちは、別にドラマの時間に合わせ

て帰る必要はない感じがしているかもしれない

です。他の人と合わせるということはあまり必

要はないという感覚を持っている人がいるかも

しれないのです。他の人との関係に不安を持つ

人がいても、体験をする必要がないわけだから、

体験に基づいた他者関係のない不安ですから、

妄想的になるということです。

自己愛性パーソナリティーという傾向が日本

人の中にもずいぶん増えてきたということがあ

ります。先ほども言いましたが、石を投げた子

どもというのは加害者と思いますが、加害者の

はずの人が被害者に回るという感覚もずいぶん

見られるようになっています。

少しだけ自己愛性パーソナリティーというも

のはどういうものかをお話ししておくと、人間

は成長していく中で他の人と交流するとどうし

ても傷つきます。あんなこと言ってしまったと

か、あんなことを言われたとか、このように、

されたとか、無視されたとか、無視してしまっ

たかもとかいろいろなことを思いながら少しず

つ傷つく。その傷つくことがあって他の人の痛

みにも敏感になれるわけです。だから、他者関

係を適切に保つことができるようになるという

ことがあるのです。ところが、他の人との交流

が少ない環境にいたり、他の人との交流を拒絶

したまま成長するような、それは子どもが拒絶

するというよりも、親が拒絶するということが

多いですが。近所付き合いしないとか。そのよ

うな傾向にある人の場合は、いつまでも自尊心

が傷つかないで育つので自分の中で万能感が膨

らむのです。やったことがないのに「できる」

とか思うのです。漫画などにありますが、「俺

はまだ本気出してないだけ」という感覚があり

ます。そのような感じの感覚の人がずいぶん増

えているわけです。体験はないけれども傷つい

てないから、失敗するという感覚がないのです。

ところが、少し何かあると、ガクッと落ち込ん
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だりとか、相手に逆ギレする。そういうことに

なっていくということが起こったりします。こ

ういう他者関係の中にある人たちに、いきなり

正しいことを説明しても、相手にはなかなか伝

わらないということがあります。つまり、何が

言いたいかというと、先ほどの三つの自我構造

論で言うと、エゴ、自我ですね。自我のような

対応だけでは人と接する上でうまくできないこ

とも増えてるということです。つまり、相手が

「なんでだ、これどうなっているんだ」という

ようなことを言ってきたときに、「いやいや学

校もこのようにきちっとやっております」とか、

「あなたはそうおっしゃいますが、あなたのお

子さんだってこうではありませんか」というよ

うな正論、あるいは、きちっとした説明をする

だけでは相手が納得してくれない。あるいは、

そういう言い方をしたときに「先生のその言い

方ってすごく冷たい」と。また違うところから

対立関係を向こうが作ってくるっていうことが

ずいぶん増えているわけです。だから自我レベ

ルでの相手との関わり、冷静に説明できるよう

な部分の私で相手と接していくということだけ

では相手との関係をうまく作れないということ

があちこちで生まれているような気がするので

す。むしろ、それよりも先ほどの三つの構造で

いえば「イド」のレベルです。私の子どもが傷

つけられた、私も傷ついた、というようなとこ

ろに、どれくらい上手に関わってあげられるか

というようなことが問われる。本当はやってし

まったことはそちらの責任と思いますし、それ

で勝手に傷ついてるわけです。その勝手に傷つ

いてる、その傷ついたという部分を、「そんな

もん（そんなもの）、あんたのところの子ども

が悪いから当然やろ」というような態度で接し

たら、こじれるということです。そういう人が

ずいぶん増えていると思います。そのときに、

相手のことをどれぐらい共感的に理解できるか

ということがとても大きな意味を持ってくると

いうことです。このことについては、後からも

う少しお話をします。

クレームというのは学校が安全だから言って

くるということがあるわけです。安全でなけれ

ば、文句を言うとお客がとっちめられるような

ところには言ってこないです。きちんと相手を

してくれるから言ってくるわけです。他にどこ

も相手をしてくれるところがなく、学校であれ

ば聞いてくれるからといって、学校に言ってく

る人もいます。毎朝8時半になったら「うちの

子ども、今日も学校に行きたくないって言って

ます」という話をするために、学校に電話をし

てくるお母さんがいますけれども、そのお母さ

んはその話はそこそこに、あとはずっと自分が

いかに疲れているか、いかに苦しいか、という

ような話を延々と30分も40分もします。その担

任の先生は毎朝それにご丁寧に付き合う。そう

いうことというのは結構ありますよね。相手し

てくれる人、誰かいないかというような感じで

言ってる保護者も時々いて、おそらく甘えなの

です。感情の整理をその人自身がしないといけ

なくて、本来は先生に言うのでなくて、カウン

セラーに言うべきなのです。けれども、先生に

対してそういうことを甘えて話してくるという

人も随分増えてきました。だから、子どもの相

手をするだけでなくて、大人の相手もしなけれ

ばならない、学校はそういう場所になりつつあ

るし、実際もう既になっているという感覚をお

持ちの先生はずいぶんいるのではないかという

気がします。

理路整然と説明するだけではなかなか相手と

の関係を作れないということで、相手との間で

共感的な関係を持つということが大事になりま

す。相談者の思いを大事にして話を聞くという

ことですが、これは間違ってはいけないのは、

共感するということであって同感するのではな

いということです。共感は Empathy という英

語にあたりますが、同感は Sympathy です。

私よりも上の世代の先生方には懐かしいシンパ

という言葉です。全共闘シンパ、あのシンパで

す。「同じ考え」ということです。それでは駄

目なのです。「学校の教育が駄目なんでしょ」

と言ってきたときに、「はい、学校の教育が駄

目です」と言うと駄目です。そうではないので
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す。でも、「学校の教育は駄目じゃないですよ。

その理由はこうこうこうだからです」と言うと、

先ほどのようになるわけです。「先生は冷たい」

とか。「言っていることを分かってくれへん」

とか言われてしまう。だから、そういうときに、

相手が学校の教育が駄目だと思っていること

を、まず理解するのです。全面的に相手との関

係を対立関係にしないで、取りあえず相手には、

「ではどの辺が学校は駄目だというふうにお感

じなのか教えていただけますか」とこちらが相

手の言葉を引き出すような関係をまず持たない

と、うまくいかない。いくら正しいことであっ

て、きちんと説明できている内容であったとし

ても、そのことを理路整然と語るだけではその

人との関係をつくれない。昔はそれでも、学校

の先生が言われるからそうだ、といって引き下

がってくれたのですが、今はそうはいかないと

いうことがずいぶん増えていると思います。そ

ういうときには、同感ではなく、相手に「あな

たはそういうふうに思われるんですか。もうち

ょっとその辺を教えていただけますか」という

ように、こちらが余裕のようなものを持つ。「ク

ラス運営をちゃんとしてないんじゃないです

か」と言われて、いきなり「いや、ちゃんとし

てますよ」と言う前に、「ちゃんとしてないと

いうふうにお感じになるのは、どの辺りですか」

と聞いて、それで、「なるほど。そういう部分

がそういうふうに、あなたはお感じになってる

んですね」。「事実はこうですよ」と少しずつ相

手に伝えていくことです。初めは「クラス運営

がなってないんじゃないですか」ということを

言ってきたのに、最後には「あの先生の言い方

がやだ」とか「あの先生の接し方が冷たい」と

か、その辺のことでぐちゃぐちゃになっていつ

までも終わらないようなことが多いです。

時々、私学の場合は特にありますが、いろい

ろ難癖をつけてくることによって、例えばレギ

ュラーにしてもらうとか、ベンチに入れてもら

うとか、そういうこととつながるのではないか

という期待を持っている人がいたりするのです

が、それはまたそれで全然別の話です。そうい

うときは、きちんとその人がどういうことを要

求してきたかとか、こちらがそれに対してどう

いうふうに応えたとかという記録をキチッとつ

けておかないと、後からあのときに言った、言

わないといった話がものすごくややこしいこと

になってきます。なので、今のような話の場合

には、これは弁護士さんに間に入っていただく

ところまで行くこともあるので、その辺は記録

をどれくらいキチッとつけているかが大切で

す。クラブ内のことなど、案外やりっぱなしが

多いですから。そうなるとうまくいかない事例

が結構見られることがあります。ですから、「あ

の保護者が今日来られるようだ」という予定が

あれば、それはこちらも1人で会わずに、顧問2

人で会うとか、必ず複数で会って、記録を残し

ておく。お互いに誤解がないように記録を残し

ましょうねと言って。ただし、今はこういうレ

ベルの人とはちょっと違う話です。私学はすご

く多いです。学校のイメージもあるし、訴えら

れるのは嫌だという感覚も強いので、そのよう

に足元を取ってやろうというような感覚の人が

時々いますので、お気を付けになったほうがい

いと思います。恐らくどの学校も弁護士さんが

いると思いますが、相談されながら対応しない

といけない事例はあります。でもその前に、共

感的に相手と接するということはとても大事な

ことで、まず相手の言い分を聞くということを

学ぶことは大切なことだと思います。

今のような課題が現代社会にはあると思いま

すが、その中でいろいろなパーソナリティーの

生徒が見られます。例えば、さっき出てきまし

たが、孤立していくような生徒というのがいて、

そういう生徒は回避性パーソナリティーという

ような傾向があって、これは男子に多いです。

社会性が未熟、つまり他の人となかなかうまく

やっていけないという感覚の人です。それで、

内閉的であったりする。いわゆる引きこもる、

不登校になるケースがあります。引きこもるパ

ターンの人たちには、カウンセリングというの

はとても有効です。ですからカウンセリングを

受けることを、是非してあげるというようなこ
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とがあればいいと思います。

それに対して、女子に多いのは巻き込み型の

傾向で、思春期の境界性パーソナリティーとい

うものと親和性が高いものがあります。飲み込

まれ不安と見捨てられ不安と言ったりするので

すが、これは結構、いろいろなところで見られ

る傾向です。先程から言っているように、自分

のそういう部分を集団の中では昔は結構隠して

いたわけです。現代社会ではそれを隠さないで

どんどん表に出してくるような傾向があるの

で、注意をされたほうがいいと思います。これ

は、その人の感覚です（スライド）。大切な人

に捨てられるのではと不安になって必死にしが

みついたり、そうさせまいとして相手を困らせ

たことがある。大切な人というのは恋人とは限

らないです。先生であったりする場合もありま

す。それから2番目は、相手を理想的な人だと

思ったり、ひどく幻滅したりするその落差が激

しい。これは教員に対してもそうですし、友達

に対してもそうです。「あの先生、最高」とか

言っていたのが、「あの先生、最低」に変わる

というものです。それから3番目は、自分が本

当はどんな人間なのか分からない。さっきのア

イデンティティーといってるところでは、非常

に拡散してる感覚です。それから、衝動的に危

険なことや良くないことをやってしまうことが

ある。例えば、「校舎の屋上から飛び降りる」

と言ってみたり、よく自分の手首に傷をつけて

いるとか。時々、それを知ってほしいのでわざ

と派手な包帯巻いてくる人もいます。「切って

ん」とか言って、簡単に切ったことをさも普通

のように言ったりする人もいます。5番目、自

殺しようとしたり、そうすると言って周囲を困

らせたことがある。6番目、一日のうちで気分

が両極端に変わることがある。7番目、いつも

心のどこかに空虚な感じがある。8番目、ささ

いなことでも思い通りにならないと激しい怒り

にとらわれる。もう怒り出すと手がつけられな

いような感じです。最後、思い込みにとらわれ

たり、記憶が飛ぶ。やったことを覚えていない

ていう人も結構います。周りに当たり散らした

り、あるいは、一人の人を、嫌いと思ったら、

無視し続けたり。あるいは、その無視を他の人

にも強要したり。ややこしいのは、他の人にそ

れを求めるところです。「私が無視する」とい

うのはあなたの問題だからいいけど、他の人に

も「なんであの子としゃべってんの」というこ

とを言いながら、少しずつ避けさせるようなこ

とをする。孤立させていく。ですからいじめと

関わるし、不登校にもつながる。こういうタイ

プの人は自身も他の人との間でだんだん距離を

取られていって、孤立していくということにな

ってしまうことがあります。これは思春期に起

こりがちなことなのです。これが境界性パーソ

ナリティーです。愛情飢餓というのが一つの特

徴で、また、両極端の間を目まぐるしく変動す

るという傾向を持ってるということもありま

す。気分と対人関係で。気分がすごくハイなと

きと、落ち込んでいるときが激しかったり、あ

るいは、対人関係が目まぐるしく変わる。好意

的と思われていた関係を一瞬のうちに最悪なも

のに変えるというようなこともあります。昨日

まで親友と言っていた人のことを、次の日には

ものすごく悪者扱いしたりします。大好きだっ

た先生の授業をボイコットしようとしたり、無

視したり、何もしないで教科書も何にも出さな

いような状態になったり、これらのようなこと

をわざとしたりします。

それから「見捨てられる」という、見捨てら

れ不安です。「何故？」と思うようなことなの

です。それまでは「私はあなた大好き」とか「私

とあなたは親友」とか言っていた関係の相手に

対して、一言、「前の髪型のほうが好きやった

かな」と言われた。そのことだけで大嫌いに変

わる。「え、そんなことでそんなふうに対応す

るようになるか」というようなことがあるとい

うことです。それは、私のことを全面的に受け

入れてくれということなのです。「私の駄目な

部分をあなたが指摘するなんて、私のことを認

めないということなのね」という感覚を持って

いるということです。相手にしがみついたり、

関心を引く行動に出るというのは、真夜中に電
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話して「今すぐ来てくれないと死ぬから」とい

うようなことを言ったりすることに代表される

ようなことです。これは高校生はあまりないで

す。大学生には結構多いです。下宿しています

から。夜中の2時でも呼び出せるのです。「今す

ぐ来てくれなかったら、私何をするか分からな

い」とか言って。自分が何をするか分からない、

その人のことだから関係ないと、電話をかけら

れた相手は思ってもいいはずです。それなのに、

「あなたが来てくれなかったら、私は何をする

か分からない」と言われたら、「俺が行かない

とあいつがなんかなってしまう」という感覚に

なってしまう。それで、そうやって取り込まれ

る。心理的にずっとその人のお世話をするよう

な感じになっていくということがあったりしま

す。親との関係が悪かったりすることも多いで

すし、自分の居場所が分からないと自己否定感

が非常に強いことがあります。

自分の全部を受け入れられたいと思うから、

異性に過度の愛情を求めたりすることもありま

す。自殺未遂をしたりとか、過食を繰り返すと

いうこともあります。誤解されると困りますが、

摂食障害であるから全部これだというわけでは

ありません。摂食障害の中にこういうタイプの

人もいる場合があるということです。

学校の中にこのような人がいると、友達関係

がぐっちゃぐちゃになることがあります。その

グループ全体の中ですごく傷つき感を持った

り、その子自身はもちろんすごい深い傷つきを

持っています。それで、このような傾向は、昔

は学校では出さない、少なくともそこまで致命

的な関係になるようなことは出さないようにし

ようと努力して、大学に入ると自由になるので、

結構たくさん出たのです。最近は高校生あたり

も結構こういうこと、友達関係トラブルのよう

なものはあるようです。最近は男子にも時々見

られます。専門的には対人関係、自己像、感情

の不安定および著しい衝動性の広範な様式と呼

ばれています。

そういう傾向がある人の治療というのは10年

くらいかかると言われています。だから、「俺

がしっかり関わってやって、あいつの状況を改

善してやろう」などとあんまり先生方は思われ

ないことです。私の大学院に来ている遠方の先

生が「俺がちゃんと電話であいつの話を聞いて

やらないと、あいつは駄目なのですよ」とか言

って、一生懸命、電話でその子の相手を、そう

いうタイプの子の相手をしておられましたけれ

ども、そうしても恐らく何にも変わっていない

です。恐らくその子の状況は変わらない。同じ

ようなことが繰り返されていると思います。た

だ、カウンセラーのところに行って話をするこ

とができると、カウンセラーというのは全面的

に受け入れる、全面的に否定するという関係で

はないですし、週に1回、1時間しか会いません。

だから「先生、真夜中に電話をして構いません

か」と言われても、「駄目」と言う。すると「な

んでやの、カウンセラーでしょ」と言われる。

「いや、カウンセラーは週に1回しか会われへ

ん仕事だから駄目なんだ」ときちんと話すと、

「分かった」と言って、週に1回しか会わない

関係を続けられることがあります。そうすると、

それは「全面的に私を受け入れてくれなければ

駄目だ」という相手ではない相手ができるとい

うことですから、その人の世界観が広がる。あ

るいは、そういう関係も私は持つことができる

という自信につながったりするので、カウンセ

ラーに会うということは意味があります。ただ、

カウンセラーも結構、巻き込まれてしまって、

「私が真夜中に死にたくなったら、先生、どう

したらいいの」とか言われたりするので、「じ

ゃあそういうときってメールをしたらいいんじ

ゃない」、「でも、読めへんけど、夜中は」と言

う。そのようなことを言ったりすることもあり

ます。とにかく近づかない、こちらから近づか

ない。適度な距離を持って相手と接してあげる

ということが、相手も楽だし、こちらも楽だと

いうことになると思います。とても人の良い先

生が熱心にお世話をしたりしようとされます

が、それは逆効果のようです。

三つ目が強迫性のパーソナリティーです。過

剰適応の結果です。私学の場合はいろいろな学
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校がありますが、勉強が良くできるという生徒

もいる学校がありますから、優等生で息切れす

る生徒もいます。300人いれば誰か300番になら

なければいけないのです。中学校で今まで1番

しか取ったことない人が300番になったらショ

ックですよね。それで、学校に行けなくなると

いう人がいたりします。中には、強迫性の人が

いますので、注意をしてあげてください。細か

いところにこだわり過ぎるとか、完璧にやろう

として時間が足りなくなるとか、勉強や仕事に

打ち込むあまりに人付き合いは二の次とか、不

正を見かけたことは許せないとか、役に立たな

いと分かっていても捨てられなくてずっと置い

てあるとか、自分の言う通りにしない人とはう

まくやれないとか、お金をなるべく節約して将

来のために貯金しているとか、頑固だと言われ

るとかという傾向がある生徒は少し強迫性の傾

向があるかもしれないので、ご注意いただきた

いと思います。実は、教員にも多いです。キチ

ッとしていないと嫌だと言いながら、職員室の

自分の机の上は物でいっぱいという人がいま

す。それは捨てられないのです。使うかもしれ

ないと思って取っておくのです。しかし、教室

はきれいなのです。そういう場合は、強迫の傾

向があるといえるのかもしれません。義務感が

強すぎる、潔癖症です。

高校生で、外から帰ってくると10回石鹸で手

を洗うという人がいました。10回手を洗ったら、

手の脂が全部取れます。あちこちが切れて、カ

サカサになります。かえってそちらのほうがよ

ほど不潔な状態になっています。それから彼は、

家族が犬の散歩に連れて行くと、その犬のうん

ちが犬の毛に付いて、その毛が風に飛ばされて

家族の服に付くと思い込んでいて、玄関で全部

服を脱いで風呂に入らなければ、家に入れなか

ったのです。そのまま家に入ろうとしたら暴れ

るのです。こういう極端な人もいました。なか

なか難しかった。強迫的で、完全を求める。自

分のイメージ通りにならないといけないという

人です。思春期、青年期の頃の一つの特徴です。

自分に対して完全を求める。それが極端な人が

います。周りを犠牲にしても自分のことを遂げ

ようとするというところがあったりします。な

かなか他の人とうまく一緒にやっていく、とい

うことが難しいという傾向があります。これは

男子に多いです。完全主義ということです。

それからもう一つの注意すべき青年期の傾向

としては、最近はっきりしてきたのが軽度の発

達障害といわれるものです。一つはアスペルガ

ー症候群です。DSM5という精神疾患の診断マ

ニュアルが改訂されました。その中で、日本語

訳は自閉症スペクトラムという言葉になりそう

です。今後はアスペルガー症候群という言葉は

恐らく使われなくなり、自閉症スペクトラムと

いう言葉で、高機能自閉症と呼ばれていた人た

ちもすべてこの言い方になっていくと思いま

す。広く言うとすべて自閉症だというわけです。

それで、自閉症というのは何かというと、コミ

ュニケーションがうまく取れないのです。対人

関係を保つことが苦手で、特定の事柄に固執し

がちです。鉄道マニアであったり、ガンダムマ

ニアであったり、いろいろなマニアさんがいま

すが、僕は理科の教師だったから、こういう世

界と親和性が高い感じが自分の中にあります。

こういう関係、このような感覚、こういう傾向

を持った人たちのことがよく分かる気がしま

す。

それからもう一つは ADHD と言われる注意

欠陥多動性障害と呼ばれる人たちです。あ、障

害の「害」の字ですが「碍」を使う場合や、あ

るいはひらがなを使うことが多いです。害虫の

害だとあまりよろしくないですよね。落ち着き

がなく、注意力に乏しい。あるいは、注意力お

よび、または衝動性、多動性の逸脱ということ

ですが、小学校くらいの時に顕著なのです。高

校生でも時々います。外から音が聞こえてきた

ら座っていられなくて、立ってそっちに向かっ

てしまうような人がいます。それからいろいろ

な刺激に対して過剰に反応する。「今は勉強の

時間だから勉強以外のことに注意を向けてはい

けません」ということがなかなか入らない。刺

激があるとそちらを向いてしまうのです。この
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集中していなければならない状況で集中し続け

ることが難しいのです。これはどちらも脳の気

質の問題だと言われていますが、致命的に学業

ができないような状態ではないです。ですから、

「軽度発達障害」。軽い発達障害と言われてい

て、おそらく先生方の学校にもおられる場合が

多いと思います。アスペルガーと呼ばれた人た

ちは、むしろ勉強ができた人が多いです。アイ

ンシュタインとか、ビル・ゲイツとか。みんな

自閉症スペクトラムです。ですから、すごく能

力の高い人、勉強ができる人も結構います。し

かし対人関係が苦手なのです。そのような人た

ちにどのようなケアをしてあげるかということ

を考えないといけないのですが、周りが「変な

やつだ」と言って疎外するというところから不

登校になったりすることがあります。これはそ

の人が持っているもともとの障害ではなくて、

後から出来上がったその人の生きにくさだか

ら、そこは二次障害なのです。ですから、どど

のようにするとその状況にならないでいられる

かを考えてあげないといけないと思っていま

す。

先ほどのいじめの法案と同じように、インク

ルーシブといって、特別支援を必要とする、特

別な支援をしなければならないと思われるよう

な児童・生徒が、一般の児童・生徒と一緒に学

ぶということを進めましょうという国の政策が

取られていて、恐らくそのように小学校、中学

校と進んできました。高校でも当然そのように

してもらえるのでしょうということで、「受け

入れてくださいよ」と、進路相談を受けなけれ

ばならないことはきっとこれから先も今まで以

上に先生方の学校でも増えると思います。です

から、どのように一緒に生活をしていけるのか

ということを考えてあげるということが大変大

事で、特別支援に関する研修というのは校内で

ぜひ進めていただく必要があるだろうと思いま

す。今までは「変わったやつやな」で済んでい

たかもしれないが、これからはそうはいかない

という話です。

いろいろなことが課題としてはあると思いま

す。殿井先生に先ほど「キャリア」のこともご

紹介をいただきましたが、残り時間が少ししか

ございませんが、少しだけ「キャリア」のお話

をしておきます。キャリア教育の中で、どのよ

うなことが大事なのかということについて、少

しだけ触れておければと思っています。

まずは、「キャリア」という言葉ですが、「職

業」とは違います。職業というのは人が選ぶこ

とのできる対象物です。例えば、警察というの

は、人が選ぶことができる対象物。私が居よう

が居まいが、警察というものはある。だけど、

キャリアというのは、人が特定の職業とか職場

とか生き方を選ぶことによって、時間をかけて

作りあげていくものです。もう少し違う言い方

をすると、キャリアというのは私だけのもので

す。他の人にはない、私だけのもの。その人そ

の人がキャリアというものを持っている。つま

り、人は職業を選別することはできるけど、キ

ャリアを選別することはできない。つまり、キ

ャリアは私が、私のもの、私だけのものとして

作りあげていかないといけないものということ

です。職業はそれに携わる個人から独立して存

在しています。私が居ても居なくても、こうい

う職業というのはあるということです。しかし

キャリアというのは生きている個人から独立し

ては存在できないわけです。このことは大変大

事なことです。昔、職業指導とか進路指導と言

われていたものが、キャリア教育という言葉に

なった背景の一番大きな部分は、一人一人の生

徒の生き方というものを支援していくシステム

をしっかり持てということがあるのだと思って

います。

大学生、高校生の就職内定率についてです。

大学生はずっと上がっていたのですが、リーマ

ンショックでがくっと落ちて、今下がっていま

す。アベノミクスでまた上がるかなという期待

はあるようですが。高校生は就職氷河期から少

し持ち直してきたという状況です。一つ課題な

のは離職です。卒業してから離職していくのは

どれぐらいかということですが、中学生の場合

は、1年目にもう既に44％が仕事を辞めます。2
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年目に12％が辞め、3年目に8.5％が辞める。高

校生は、1年目に19.5％、2年目に10％、3年目

に8.1％が辞めます。全体で3割くらい、30数％

です。大学生ですら、1年目に12％が辞め、2年

目に9.5％、3年目に8.3％が辞めます。という

ことで、3割辞めます。就職ができてもこのよ

うな状況があります。これは学生、生徒の問題

だけではないです。社会構造の問題もあります。

正規社員を抱えない、あるいは正規社員を育て

ない。昔は会社の中に専修学校がありました。

そこでまたキャリアを積むなり、勉強を積むな

りということができたのですが、今はそのよう

な余裕はなく、学校に対して即戦力を求めます。

だから、大学もどんどん即戦力を有する人が育

つ学部が出来ています。そういう社会の要請に

応えるということが言えるのかもしれません。

ですから昔ながらの文学部などは、少し苦しい、

なかなか学生が集まらなかったりします。それ

よりもこういう資格を4年間で取れますとか、

資格は二つも取れます、ということを売りに学

生を募集している大学がずいぶん増えてきてい

るようです。かく言う兵庫教育大学も、大学院

進学などを除くと、教員になる率が全国で1位

なのです。それを売りにしていますから、あん

まり変わらない。国立でも同じようなものかと

思います。

七五三とか言われています。中学卒業が「7」

割。少し「5」割というのは低いですが、高校。

それで、大学で「3」割。3年以内に辞める人た

ちがそれくらいいる。中卒などは7割が辞める

ということです。これは昔のように一度お世話

になると一生そこで仕事をするということでは

ないという社会の傾向があるということでもあ

ります。先生方も高校生に対して、これから先

どういう進路を取っていくのかということを指

導されていると思いますが、大学に入ればもう

あとはいいだろうということではなく、その先

まで含めて、その子のキャリアを一緒に考える

ということを、是非おこなっていただきたいと

思っていますし、恐らくはそのように考えてお

られると思います。決して成績だけでどうこう

されてはいないと思いますが、勉強ができるか

ら医学部に行くといっても、血を見るのが怖い

と言えば意味がないです。ですから、その人な

りにやはり傾向、あるいは適性のようなものを

考えながらやっておられると思います。

ニートの若者もまだまだ増えて、多い状態で

す。ニートというのは、職業に就いてない、あ

るいは職業訓練もしていない、学生でもない、

という状態の人たちです。気になるのは、30か

ら34歳くらいの人たちです。増えているのです。

つまりニートの高齢化が今、問題になっていま

す。実は若い人はあんまり変わらないです。伸

びているのは、20代後半から30代です。そこが

ニートの数を増やしているということです。先

生方は直接関わっていない世代かもしれませ

ん。しかし、やはり、どのように生きていくの

かということを考えざるを得ない。だから、出

口指導ではなくて、「一生考えていかないとい

けないんだよ、あなたの人生は」という教育を

しなければいけないということを、国が言って

いるのも分からないではないです。どうしても

目先のことを考えたくなりますが、このような

ことも同時に生徒に対して、「今こういう状況

だ」、「あなたの人生というのは高校を卒業して、

どこか就職できたらそれでＯＫではない」、「そ

の先もまたどのような人生を送っていくのかと

いうことが、いろいろあるので、考えながらや

っていかないといかんのだ」ということを、ぜ

ひ伝えていただければと思います。

キャリア教育の理論というのを少しだけお話

をしておきます。われわれが学校で考えがちな

のは、特性に応じた進路です。興味、関心、能

力に応じた進路先、適材適所を見つけてあげる

という、そういう感覚が強いかもしれません。

また、大学のように入試があると、学力はどう

だということで考えがちなのですが、こういう

機能理論の部分の進路指導、キャリア教育とい

うことだけではなくて、キャリアというのはも

う少し広い目で見ると、例えば、その人の人生、

ずっと一生を通じて、どのように経過していく

のかということを考えていく、あるいは、人生
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をずっと切り開いていく、一生を考えていくと

いう視点も大事です。生涯発達という観点から

のキャリアというものも念頭に置きながら、生

徒にキャリア教育をしていってほしいという部

分もあります。昔は、機能理論ばかりでした。

模擬テストをして、模擬テストの結果でこうだ

という話ばかりでした。しかし、そうではなく、

その人が大学に行ったとして、その先はどうな

んだというところまで含めて一緒に話し合うと

いうこともできるといいと思っています。ホラ

ンドという人や、スーパーという人の理論のよ

うなものが役に立つのではないかと思います。

あまり時間がないので、こういう人がいますよ

という話だけにいたします。

それ以外には、バンデューラという人の自己

効力感、モデリングと言いますが、周りの環境

というのがいかに大事かというです。キャリア

を形成していく上でその人の周りの環境が、そ

の人を作るということです。そういう意味にお

いては私学の独自性というのは非常にその人の

人生を作っていくことに役立つかもしれませ

ん。私学は本校はこういう教育をしますという

ことを明確に打ち出して、それに呼応した形で

生徒が集まってくるわけですから、私学の場合

には、自分をそういう環境下において、その学

校で、その学校にふさわしい私になるというこ

とを通じて、キャリアを形成していくという部

分があります。ですから、社会学習理論といい

ますか、周囲の環境から学ぶ、自分のこれから

も含めて学ぶということは、私学のモデルとし

ては結構大事かもしれません。バンデューラの

理論は大切と思います。

もう一つは、今の時代に必要な、先ほどから

４ 学校におけるキャリア教育の留意点

【機能理論】「早期の発達過程に由来する人格特性の相違、

興味、能力その他の人格特性を強調する立場」 適材

適所 ホランド（ Holland,J.L. ）

【発達理論】「人生周期を通じて展開していくその経過自体

を強調する立場（自己の概念化、働く能力の強調）」

生涯発達 スーパー（Super,D.E.）

【自己効力理論】社会学習理論、モデリングバンデューラ

【偶発性の理論】キャリア選択と人生で起こるさまざまなで

きごと クルンボルツ

言っているような状況の中では、クルンボルツ

という人の偶発性の理論というのがあり、この

理論が結構大事なポイントに今なっているよう

な感じがします。プランド・ハプンスタンス・

セオリーと言いますが、偶然の出来事でキャリ

アというのは決まるということがありませか。

偶然、もしかすると今のような職種に自分はい

なかったかもしれない。私は一生、高校の先生

をやろうと思っていたので、今のように教育大

学の教授になるなんていうことは全く予想だに

していなかったのです。結果的にそうなったの

ですが、それは偶発的なことがたくさんあった

からそうなったということがあります。クルン

ボルツの理論は偶発的な出来事というものに対

して、もっと積極的に目を向けていこうという

ものです。つまり、昔は無難に一つの会社に入

ったら、その会社に一生面倒を見てもらうとい

うキャリアのモデルが中心でしたが、今はそう

ではなくて、いろいろな偶発的な出来事に自分

がどのように呼応していくのかにより、人生は

変わっていく。こういうようなキャリアの見方

が非常に重要視されているということです。偶

然の出来事は人のキャリアに大きな影響を及ぼ

し、かつ望ましい。それは望ましいものだとい

うスタンスで、偶発的な出来事を見ているとい

うわけです。プランド・ハプンスタンスという

のは、予期せぬ出来事をキャリアの機会と捉え

るという力です。予期せぬ出来事が起こったと

きに、引っ込んで、「いやいいです」と言うの

か、それともそのときに、「自分が行動するの

かということによって人生は変わるよ」、こう

いう理論です。その偶然の出来事、単なる偶然

の出来事をプランド・ハプンスタンスに変え

る、つまり自分のキャリアを変革していくよう

な、そういう出来事に変えていくには五つのス

キルがいるとクルンボルツは言っていて、一つ

は「好奇心を持って学べ」ということです。新

しい学びの機会を探索しなさい。それから失敗

しても、その失敗したことを駄目だ、もうやめ

たというふうにならないで、継続して努力し続

けなさいということ。それから柔軟に物事を捉
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えなさい。柔軟でなかったら機会を逃すよとい

うこと。それから楽観性もないと駄目だという

こと。もう駄目だなんて思わないで、新しい機

会は必ずまた来るし、それを自分のものにする

ことができるというように考えなさいというこ

と。それから最後は冒険心を持って、結果がど

うなるか分からないからやらないのではなく、

その場合でも何らかの行動を起こしなさいとい

うこと。このように言っています。こういう心

持ちを持っているか持っていないかによって人

生が変わる。消極的で「もういい、もういい、

やめたやめた」となると引きこもっていくとい

うことです。そうではなく、自分の人生という

ものを自分で切り開いていくということを学ん

でいくということが大事であるというのです。

昔の、就職できたらあとはもうその会社に一生

お任せという思想とは全く違う、現代的な理論

が今のキャリア教育の中でとても重要視されて

いるということをお話しておきます。キャリア

についてはいろいろな理論があり、それを学ぶ

というのは、理論なんか関係ないと思われるか

もしれませんが、結構、今の時代を反映してい

ることがあるので、少し知っておいていただけ

るといいかなと思います。どのように課題にア

プローチしていくのかということも、クルンボ

ルツは提唱しているので、興味ある方はどこか

で学んでいただければいいかなと思っていま

す。

取り止めのないような話をした部分もありま

すが、われわれが関わっている青年期の子ども

たちの心のありよう、それから、その子どもた

ちが今後、どのように人生を切り開いていくの

か、どういうことが今、課題とされているのか

ということについて、今日はお話をさせていた

だいたということになります。どうもありがと

うございました。
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「キャリア教育の実践例」

大阪成蹊女子高等学校 キャリアデザインコーディネーター・教諭

中 井 咲貴子

１．キャリア教育導入の経緯

本校は7年前よりキャリア教育に本格的に着手

している。きっかけは、急速な生徒数減少期を

迎え、学校の在り方そのものを考え直す機会が

訪れたことであった。中学3年生とその保護者

が学校に何を求めているか、社会はどのような

人材を求めているか、という社会のニーズと学

校をつなぐものが必要であるというところか

ら、本校のキャリア教育はスタートしている。

当時はキャリア教育の指針が現在ほど明確に

提示されていなかったため、まずは民間企業の

研修などのノウハウを伝授してもらい、新たに

高校生向けのキャリアデザインプログラムを開

発するところからスタートした。何より、本校

の教員自身がキャリア教育に対する知識も理解

もほとんどない状態であったため、まず教員が

その重要性と意義を理解するために校内に管理

職を含めた教員のコアチームをつくり、学校の

めざす姿を確立していった。そうしてできあが

ったのが現在の本校のキャリア教育の根幹を支

える「対話（ダイアログ）をベースにしたキャ

リアデザインプログラム」である。

２．導入後の変化

対話（ダイアログ）の場を特に1年次に定期的

に設定し、自己開示、他者理解をすすめながら

人間関係を形成していくやり方は、非常に地味

だが文科省の提唱する「基礎的・汎用的能力」

の育成に効果が高い。特に本校は女子校であり、

女子の特性を生かしたアプローチとしても対話

の形は有効であった。このプログラムを入学後

すぐの宿泊研修に置き、本校教員によるワーク

ショップの形で実施するようになってから、生

徒たちの主体性、協働力などが以前にも増して

学校生活の中で発揮されるようになり、進路選

択にもその力は生かされている。さらに卒業し

てからもたくましくしなやかに社会で生きてい

ける生徒が増えたという手ごたえを感じてい

る。（本校は毎年卒業生を多数招いての在校生

とのダイアログを実施しており、その際に卒業

生の生き方を追跡できるようになっている）

３．実践例

①ダイアログ研修

☆自己理解能力・人間関係形成能力

1年生の4月に2泊3日で実施。本校教員の指導

の下、「生徒の可能性を引き出すための肯定的

な問いかけ」（ＡＩの手法）を用いて入学後ま

もないまっさらな状態からの自己理解、人間関

係形成を行う。相対的に自己肯定感の低い近年

の生徒たちだが、まず自分のすばらしさを自分
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でみとめ、周りの人からも認められる体験をす

ることで、おどろくほど変化する。また、プロ

グラム内で意図的にインタビューを中心とした

対話を繰り返すので、コミュニケーションスキ

ルの訓練にもなる。このインタビューの形式は、

学校に戻ってからも、定期的に対象を変えて実

施されるので、確実にスキルアップする。

②適性検査の活用

☆自己理解能力

1年次5月に実施。今の生徒たちはガイダンス

などで全体向けに言われていることを、自分自

身のこととしてとらえる能力が極端に育ってい

ないため、初期の段階では、一人ひとりに対し

てその生徒のためだけの結果が細かく出るとい

う適性検査の形態は、「自分の進むべき道しる

べがある」という安心感につながり、自分のキ

ャリアを真剣に考える第一歩としてふさわし

い。

また、適性検査で提示される職種の多さも、

職業に関する知識の少ないせいで可能性や選択

肢がせばめられる、というマイナス面をカバー

できる。本校では適性検査実施後に職業体験を

行っており、でた結果を参考に体験内容を選択

できる流れにしている。そして体験終了後に2

年次からのレーン選択をスタートさせる。

③大阪府支援事業の活用

☆キャリアプランニング能力

大阪府の支援事業のモデル校としてのメリッ

トを生かし、主に職業の選択肢を幅広く提示し

てもらえるメニュー活用を積極的に行ってい

る。このメニューの活用によって、多様な選択

肢を知り、自分の進みたい方向を決め、そこへ

のルートを組み立てる「キャリアプランニング

能力」を身につけさせる。職業体験の位置づけ

は、とにかくたくさん実際に目で見て、アンテ

ナにかかるものを捜す機会として捉え、主に1

年次に設定している。そしてバスツアーもセミ

ナーも複数の職種のものに参加できるようプロ

グラムを組んでいる。自分の力で納得のいく選

択をするためには、それぞれの内容を比較でき

るだけの情報や知識を持っているかどうかが重

要であり、その段階までに、自分の目指す大ま

かな方向性を選択できるように、繰り返し体験

の機会を設けている。

④企業インターン

☆課題解決能力

企業インターンプログラム「カンパニー」（ト

ゥワイスプラン）を用いて、3年次に週2単位で

通年実施している。生徒たちはグループ毎にイ

ンターン先の企業を選択し、その企業からの指

令を受け、市場調査や発案、プレゼンテーショ

ンを行う。「課題解決能力」が「協働力」とし

て身につくところがより実社会に即している。

企業とはスカイプやビデオレターを通してやり

とりを行うので、相手の姿が見えるという点が、

仕事に対する生徒のやる気につながっている。

このプログラムが本校の教員によって展開し

ていけるスタイルであることも、教員によるキ

ャリア教育にこだわる本校にとっては魅力があ

る。生徒の状況に応じて担当教員が変更や追加

を臨機応変にできるスタイルはとても柔軟であ

り、同時に教員の状況観察力、対応力も鍛えら

れる。

効果的なキャリア教育プログラムの要素とし

て、「プロジェクト型学習」があげられるが、

このインターンワークはまさに「プロジェクト

型学習」だといえる。

⑤ロールモデルを用いた授業

☆キャリアプランニング能力

私立女子高のメリットを生かしたキャリア教

育プログラムとして、本校ではロールモデルを

用いた授業展開を大きく二つ行っている。一つ

は1年次に通年で実施する「ライフ」、もう一つ

は卒業生をモデルとした「働く卒業生とのダイ

アログ」である。

「ライフ」の着眼点は、現代社会を生きる女

性として、主体的に自分の人生を考えるために、

まずはロールモデルの人生を客観的に追いなが
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ら、人生の転機や選択のポイントなどを知るこ

とである。生徒たちは少人数のチームでそれぞ

れロールモデルを選定し、その人物の人生を追

い、そして映画のような形に仕上げて発表する。

「働く卒業生とのダイアログ」は2年次に実

施。社会で活躍しているたくさんの卒業生に集

まってもらい、生徒たちがインタビュー形式で

話を聞く。同じ高校で学んだ先輩の言葉ほど、

生徒にダイレクトに響くものはない。また、目

標や憧れを届かないものだとあきらめず、「自

分にもできるかもしれない」と思わせてくれる

のも卒業生の存在である。卒業生たちにとって

も、先生も学校もずっとそこにあるということ

で母校を訪れやすく、女子校で学ぶことのよさ

を身を持って体験しているので、話にも説得力

がある。

４．まとめ

本校のキャリア教育が円滑に進められるため

には、大きく二つの要素がある。一つは「本校

教員が指導できる内容」であること。そしても

う一つは「支援事業のバックアップ」である。

キャリア教育が生徒に有意義なものになるかど

うかは、やはり継続性にかかっており、その継

続性を維持するためには自分の学校の教員が指

導するのが一番よい。そのため教員研修はかか

せない。

支援事業の重要性についてはいうまでもない

が、今後さらに学校の規模が大きくなり、対象

生徒が増えたときに，その多様なキャリアデザ

インに対応できるだけの材料が一箇所に集まっ

ている状態が、学校にとってはもっとも望まし

い形だといえる。
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「不登校の子どもを持つ親への

グループ・アプローチ」

上宮中学高等学校 教 諭 伊 藤 隆

上宮中学高等学校 保護者 木 村 由紀子

指導講師： 兵庫教育大学大学院学校教育研究科 教授 松 本 剛

【発表内容】

本校においても不登校の生徒は少なくはな

く、実際、相談件数も多い。文科省の発表によ

ると平成23年度の不登校生の出現率は中学校で

は2.64％(38人に1人)、高校生では1.68％(60人

に1人)の割合になっている。相談内容も複雑化

し、生徒への援助の必要性が求められている。

しかし生徒本人が相談機関に来談することは稀

であり、生徒本人が来談しないのなら保護者が

相談機関につながっておく必要がある。

保護者が相談機関とつながっておくことで、

①彼らを取り巻く家庭での環境調整、②彼らと

のより良い関係の構築、③彼らへ支援する力の

獲得、ができるようになり、そうすることで子

どもの成長の基盤といえる家族関係に程よい

｢凝集性｣と｢保護性｣が生じる。そして家庭に居

場所感を得ることで、家庭そのものが外界に踏

み出すための『安全基地』となると考えている。

本校では｢不登校｣の取り組みとして、生徒本

人や保護者への個人アプローチ、親へのグルー

プ・アプローチを実践している。今回は親への

グループ・アプローチである「親の集い」に継

続的に参加することで精神的な安定感を得て、

その結果、家族への関わりが変化し、さらには

不登校の子どもへも好影響を与えていく。その

変化過程を明らかにしたい。

1960年代から不登校の臨床的研究が始まっ

た。不登校の要因として「個人病理」、｢家族病

理｣「学校病理」「社会病理」と変遷し、また呼

称も1960年代までは｢学校恐怖症｣、1970年代は

「登校拒否症」、1980年代は｢登校拒否｣、さら

に1990年代に入ると「どの子にも起こり得る」

とし「登校拒否(不登校)」、そして現在は｢不登

校｣と変遷してきた。

親は原因を学校に求め、また教師は子どもや

親にその原因を求めることがある。しかし不登

校の形成要因として、先述したよう個人要因、

家族要因、学校要因、そして社会要因といろい

ろな要因が複雑に絡み合ったものであり、不登

校の原因を探すことより、親と教師が共にいい

関係を結び、その子どもをどのように支援して

いくかを考える方が建設的であると考えてい

る。

不登校の子どもの状態(無気力、自傷行為、

暴言など)に耐えかねて、主に母親が学校(本校
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の場合、教育相談係)に相談されることが多い。

母親の話を十分に聴き、子どもの心理的背景を

把握し、どうすることが家族支援につながるか

を考えていく必要がある。特に相談初期の母親

は、自責感、被叱責感、焦燥感、不安感、無力

感を抱いていることが多い。そういった感情を

和らげ、本人と関わる力を回復するようにまず

は支援する必要がある。

不登校の子どもの家族からは、家族内コミュ

ニケーションの悪循環と固定化が観察される。

家族が本人に対して、一面的な見方から多面的

な見方に変化させ、また日常の具体的な対応を

変化させることで、その悪循環と固定化された

コミュニケーションパターンが好転することが

多く見られる。それが本人への支援の第一歩に

なる。

では家族支援の基本的な考え方にはどのよう

なものがあるのだろうか。①継続来談を成立さ

せる配慮。家族が抱いている自責感、被叱責感、

焦燥感、不安感、無力感など、そのような感情

を抱かざるを得ないことを認め、｢援助を求め

たい｣という動機づけを維持する。②家族の「で

きているところ」を見つける。内容や方法より

も｢解決｣のために取り組んできたという意識を

肯定的に評価することから始める。その｢解決｣

に向けて取った言動が子どもにとって有効であ

ったか否かを考えながら、どうすることが本人

とより良い関係を築けるかを一緒に考えていく

ようにする。③子どもの「肯定的な変化」を見

つける。継続して面接をしていると本人の良い

変化が見えてくるものである。その良い変化は

家族の関わりによって生じたものであり、「家

族の、特に母親の関わりが良かったから変化し

てきたのだ」とフィードバックすることで、母

親の精神的安定につながり、さらなる支援する

力となっていく。④｢一発逆転｣を狙わざるを得

ない背景。不登校の子どもの中には、現在の力

(生活や学業など)以上の高いところに一足飛び

に狙う場合がある。現状から元あった場所を越

えた位置に立つことで世間並みになれるという

思いから一発逆転を狙うが、実際はそううまく

いかず、かえって自信喪失につながる。そして

また無為な生活になるといった負のスパイラル

が見られる。周囲の者はその「一発逆転」を狙

わざるを得ない心境を理解しながら、できてい

るところを認め、それを強化するように寄り添

っていくことが大切である。⑤両親の新たなコ

ンセンサスをつくる。たわいもない会話、子ど

もの関心事に関心を向ける、子どもの関心事に

主体的に関わる。ここでいう主体的に関わると

は、親も子どもの関心事に心から楽しんで関わ

るという意味である。そういう関わりから、子

どもと｢言える―聞ける｣関係ができ、親子のよ

り良い関係の再構築を目指す。⑥目標設定。親

の述べる｢子どもの将来に関する不安｣の解消に

は｢登校｣が目標であると思い込みやすい。まず

は社会との接点である友人関係の再構築があ

り、その延長線上に登校を考える方が現実的で

ある。

家族支援をする際、不登校の問題だけではな

く違った問題を抱えている家族もある。例えば

夫婦関係、嫁姑関係、金銭問題等々。学校の教

師がそのような問題まで話は聞けないと最初か

ら関わらないのではなく、そういった背景をも

った不登校の生徒であり、面接を継続していく

と必ずその問題が浮上してくるものである。そ

の時は母親の抱く不安、不満を十分に聴くこと

から支援が始まると考えている。

今回はグループ・アプローチについて主に話

をする。①個人アプローチ及びグループ・アプ

ローチに共通の要因として、受容、支持、感情

転移、知性化、カタルシス、自己理解、ガイダ

ンスがある。また②グループ・アプローチに特

有な要因として、愛他性、相互作用、観察効果、

グループ凝集性、普遍性、現実吟味、希望、対

人関係学習が挙げられる。グループに継続して

参加する母親は上記のような効果的要因によっ

て心理的成長を遂げていくものである。そのプ

ロセスを述べてみたい。

本校で実施している｢親の集い｣(正式名称は

「学校に行きづらい子どもを持つ親の集い」)

は、2002年より始め、月二回、一回2時間、オ
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ープンなグループとして実践している。その目

的としては、①不登校に関わる母親が孤独感、

自責感から解放され、連帯感を得て精神的安定

感を見出す場。②対人関係学習(傾聴、共感、

応答する力)の場。③他の家族の様子を知り、

自分とは違ったものの見方を実感する場。④違

った価値観、生き方を知る場。⑤情報交換の場。

と位置づけている。

研究は次のように進めた。2002年から現在に

至るまでの参与観察と2007年に13名の参加経験

者への半構造化面接を実施し、その言語データ

ーと個人の面接及びグループ内での情報を参考

に質的意味を解釈した。その結果、保護者の変

化はⅠ期からⅢ期に分類された。Ⅰ期は、関心

を示す対象が｢子ども」のみ。｢不安感｣｢焦燥感」

などから子どもの現状や問題の経過など事実に

ついて話をするが、他者の話す内容は理解しが

たい。子どもに対しては感情的な対応や親が登

校しないことで迷惑を受けていることを強調

し、登校させることばかりに躍起になる。対処

療法的な質問が多い。Ⅱ期では、関心を示す対

象が｢子ども」から｢自分」へ移行する。Ⅰ期の

親やモデルになる先輩の開示内容から、｢現実

吟味｣｢希望｣｢観察効果｣｢知性化｣｢気づき｣｢情

報｣などを得る。それらが自己理解、子ども理

解を促進させ、精神的余裕の回復、自尊感情の

回復につながる。また子どもとの精神的な距離

を取り始め、自身を見つめる作業が進んでいく。

対人関係学習も進む。Ⅲ期では、関心を示す対

象が｢自分｣から｢他者へ」移行する。自分を主

体として、参加者に対して子どもとの関わりに

おける自身の経験談を開示し、それを聞く参加

者は自身およびその家族、子どもの理解を促進

すると同時に、開示者自身も開示することで、

さらに自己理解・子ども理解を深め、さらに心

理的成長を遂げる。それに伴い、子どもの積極

的な態度や家族の凝集について語られることが

多くなる。

また、それを元に「グループ参加がもたらす

母親の心理的成長過程(3期7段階仮説)」を提唱

した。

Ⅰ期 同質性の認知による孤独感、自責感から

の開放と自尊感情、精神的不安定さから

の回復過程

＜特徴＞グループ内において｢子ども｣のみが関

心の対象である時期

(1)グループの同質性の認知による孤独感、自

責感からの解放の段階

同じ不登校の子どもを持つ親という同質性

の高いグループ内で、他者との出会いは｢苦

しんでいるのは自分だけではない｣といった

安心感を抱き、それにより孤独感や自責感か

ら解放される。

(2)開示、被開示経験による低下した自尊感情、

精神的不安定さからの回復の段階

①他者の語りに対して周囲から批判されるこ

となく｢傾聴｣｢共感｣｢応答｣される様子を観察

することでグループに対する安心感を得る。

また他者の開示内容に共感することで低下し

た自尊感情や精神的余裕の回復につながる。

②自らの辛さを自己開示し、他者から共感的

に理解をしてもらえていると実感することが

自尊感情や精神的余裕の回復につながる。

③｢活動を始めた｣子どもの現状報告を聞くこ

とは｢希望｣となり、単位制高校や通信制高校

といった進路選択の｢情報｣から、所属校へ登

校させるこだわりから開放され、精神的余裕

の回復につながる。

Ⅱ期 自己理解、子ども理解の促進に伴う自分

らしく生きることへの模索および対人関

係学習獲得過程

＜特徴＞グループ内での関心を示す対象が｢子

ども｣から｢自分｣へ移行する時期

(3)被開示内容の現実吟味や知性化に伴う｢自

己理解｣｢子ども理解｣が促進する段階

被開示内容から他者と自分を比較し現実吟

味をすること、また不登校を客観的にみるこ
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とを通して自己理解、子ども理解がさらに促

進する。

(4)｢自己理解｣｢子ども理解｣が深化し、自分ら

しさを取り戻す段階

自尊感情、精神的余裕が回復し、自身の開

示や他者の開示から自身を見つめる作業を通

して｢自己理解｣｢子ども理解｣が進む。そして

子ども中心であった生活から、子どもとの精

神的な程よい距離を保ち、自分らしく生きる

とはどういうことかを模索し始める。

(5)自身の開示や他者の開示に対して、周囲の

他者からの｢傾聴｣｢共感｣｢応答｣の観察から

対人関係学習を獲得していく段階

他者の開示に対して、先輩の母親の｢傾聴｣

｢共感｣する姿勢や自身の経験談をふまえ｢応

答｣する姿勢から対人関係のとり方を見習い

取り入れてゆく。

Ⅲ期 新たな役割認知と自尊感情安定、精神的

安定の発展過程

＜特徴＞グループ内での関心を示す対象が｢自

分｣から｢他者｣へ移行する時期

(6)自身の開示が他者に役立っていると実感で

きる段階

周囲からの話を聞くだけでなく、他者に自

身の経験を話すことで他者に役立っていると

実感でき、それがさらに自尊感情安定、精神

的安定の発展が進む。

(7)他者の開示に対して｢傾聴｣｢共感｣に加え積

極的に｢応答｣していく段階

他者の開示内容を要約し、自身の経験談を

もとに自己開示するだけでなく、開示者に対

して支持的な返報をする。またその行為はグ

ループ内だけではなく、家庭においても同様

に｢傾聴｣｢共感｣｢応答｣が行われるようにな

る。そうすることで、家族内で今までとは違

ったコミュニケーションパターンが生じ、子

どもとの間に｢言える－聞ける｣関係が再構築

され発展していく。

さらに「母親の子どもに対する認識の変化過

程(3期6段階仮説)」も提唱した。

Ⅰ期 登校へのこだわり開放過程

(1)登校へのこだわりを示す段階

子どもの不登校は母親にとっては一種の喪

失体験であり、子どもが学校へ行かないこと

に対する否定的な気持ちから何とか学校に戻

そうと登校刺激や強迫をする。

(2)行き詰まりとあきらめの段階

登校刺激や強迫をするが子どもからの抵抗

に合い、あるいは子ども自身が接触を拒否す

ることで、母親の思い通りにならずどうして

いいのかわからなくなり、母親自身心身とも

に疲弊する。将来に対する絶望感を抱き、登

校期待をあきらめる。

(3)登校へのこだわりから解放される段階

登校刺激、強迫しても子どもは思い通りに

ならないことを悟りつつも、あきらめきれな

い状態の中、被開示内容から｢希望｣｢情報｣を

得ることで登校へのこだわりから解放され

る。

Ⅱ期 子どもの現状の受け入れと子どもを一人

の個として扱い始める過程

(4)子どもの現状受け入れ段階

グループに参加し自尊感情、精神的余裕が

回復し、他者の開示内容から自己理解、子ど

も理解を深化させていくことに伴い、子ども

の現状を受け入れることが必要と｢思おうと

する(意識水準)」から徐々に｢自然に思える

(行動水準)｣に移行する。

(5)子どもを一人の個として扱い始める段階

グループに参加し自尊感情、精神的余裕の

回復に伴い、｢子どもは子ども、私は私｣と子
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どもとの程よい距離を取り始め、子どもを一

人の個として扱い始める。

Ⅲ期 ありのままの子どもを受け入れる過程

(6)子どもの存在そのことを素直に喜べる段階

｢生きていてくれるだけでいい｣という、子

どもの存在そのことを素直に喜び、ありのま

まの子どもを受け入れ始める。

上記のように｢親の集い｣に参加する母親は、

自身も成長し、それに伴い家族や子どもに対す

る関わりも変化させていく。子どもにとっては、

先述したように、成長の基盤ともいえる家族関

係に程よい｢凝集性｣と｢保護性｣が生じ、家庭に

居場所感を得ることで、家庭そのものが外界に

踏み出すための『安全基地』となり、そこを拠

点として、思春期の仲間関係の中に自分の｢居

場所｣を見出していくのである。
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「教育のデジタル化時代を迎えて

～タブレットなどのＩＣＴを活用した学力向上からモラル教育まで～」

羽衣学園中学高等学校 教 諭 米 田 謙 三

１．ICTの授業での活用

ICT の授業での活用が、なぜここまで注目

されるようになったのでしょうか？今の若者は

Ｃ世代と呼ばれるそうです。

Ｃ世代とは「Computer を傍らにして育ちネ

ットで Connected し、Community を重視す

る。Changeをいとわず、自己流を Create（編

み出す）し、開かれた知とつながる力を持つ世

代」という意味です。そして、私たちが今 相

手にしている生徒たちは、Digital Native と呼

ばれ、生まれたときから、インターネットやケ

ータイ電話があった世代です。ゲーム機器など

もたくさんあり、ICT はありふれた日常風景

であり、彼らにとっては特別なものではなくな

っているのです。だからこそ時代にあった教え

方が必要だと考えます。もちろん、教授法など

本質的なことに時代の差はないと思います。本

校でもタブレット PC、電子黒板や e-learning

などを活用した授業を実施しています。

授業実践科目例

１）英語

デジタル教科書、e-learning を活用した授業

２）数学

電子黒板を活用した授業

３）理科

動画やデジタル教材を活用した授業

４）情報

ビデオ会議や協働作業を活用した授業

５）クラブ・課外活動

交流学習などでも活用

※本校の ICT の環境につきましては、教員一

人一台ノート PC を配布してグループウェアを

活用して情報交換をしています。Wifi は 一部

施設において導入しています。情報教室は４教

室（1教室ノート PC）あります。普通教室は、

一部電子黒板と PJ とスピーカーを設置してい

ます。次年度吊り下げタイプの PJ も追加導入

する予定です。タブレット（iPad）は、60台

ほどあり、必要に応じて使用しています。

２．ICTを効率的に、学習効果をより高めるた

めの本校での４つの指導方法

１）第一ステージ 大きくみせる

まず一番の利点は見せたいものを「大きく

見せる」ということです。使うツールとして

は書画カメラ（OHC）か電子黒板をおすす

めします。

２）第二ステージ デジタル化された情報を

みせる

デジタル化された情報を見せることで学習
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意欲や知識の理解度が高まります。情報とし

て二つあります。一つは、すでにデジタル化

された教材ということで市販されている

DVD などです。また高校英語でも登場した

デジタル教科書を活用することも例としてあ

げることができます。もう一つはネットがつ

ながっている場合はネット上のデジタル素材

をそのまま活用するということです。インタ

ーネットに効果的にアクセスすれば教材はた

くさんあります。

本校でのデジタル教科書の授業での活用方法事

例（高校英語）

環境：「生徒用デジタル教科書」を、iPad2 に

入れて、生徒に配布。教員の iPad2には、「指

導用デジタル教科書」が入っていて、それをプ

ロジェクターを通してスクリーンにも投影して

います。板書用に電子黒板を別に使用します（黒

板でも対応可能）。

（資料：2012年6月12日「読売新聞」教育ルネ

ッサンス「英語で教える10パソコン意欲引き出

す」）

３）第三ステージ 教材を作ってみせる

プレゼンテーションソフトを使って、デジ

タル素材などを授業進行の順序に配置するこ

とにより授業の流れが作りやすくなります。

プレゼンソフトとしてはパワーポイントやキ

ーノーツがあります。ネットや動画へのリン

クも簡単にできますし、フラッシュカードや

シャドーイングなども機能を使えば簡単にで

きます。最近よく使う教材作成のツールとし

て2つ紹介させていただきます。ibook Author

と prezi です。特に後者は海外の先生方とも

協働で教材を作成することが可能で大変役に

立っています。

４）第四ステージ 進んだ機器を使って協同

学習をさせる

最後のステージとして電子黒板やタブレッ

トを使用を紹介します。学習者用デジタル教

科書、デジタル教材などを活用します。 第

一ステージから第三ステージを連携させると

さらに効果的です。電子黒板にそのまま解説

を書き込んだり、音読させたいことろを黒板

を見て顔をあげてさせることができます。ま

たタブレットなどを使うとペアワークも可能

になります。（一人一台だと自分のペースで

実施できます。）

３．ICTを活用すると期待できる効果

高1で行った「英語で伝える自己紹介とビデ

オ編集」は、アメリカの生徒との交流活動を通

じて、異文化に触れ、理解を深め、生徒の興味

・関心を高めることができました。英語で行う

交流なので、自分の考えを英語で表現し、相手

の考えを聞き取って理解する英語力を身に付け

ることができました。また、これらのコミュニ

ケーションを通じて、自分の考えを簡潔にまと

め、相手に分かりやすく表現することや、相手

の話している内容などを確実に理解するといっ

た実践的なコミュニケーション力の習得を目指

すようになりました。加えて、iMovie をはじ

めとするソフトウェアや、コンピュータそのも

のに触れ、操作することで、IT 機器に親しみ
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を持ち、IT スキルも同時に身に付けさせるこ

とができました。

ここで、環境をテーマ（「エコがポイント」）に

実際に行った活動を紹介します（自己紹介やプ

レゼン動画は肖像権などの関係で制限を設けて

います）。

http://www.japanusa-teentalk.net/mytown2011/

４．ICTを導入する際の本校での留意点（IT技

術面、指導面、教師への教育、研修）

ICT導入時の留意点（IT技術面）

IT技術面のキーワード

１）授業や校務において ICT を利活用できる

通信環境の整備

本校では、教員一人１台ノート PC を配布

し、ネットワークでつなげています。また、

一部 Wifi 環境を構築しています。

２）児童・生徒一人一人に適応した教育を行う

ための情報機器の配備

本校では 情報教室以外に 特定の普通教

室で上記の環境を構築しています。

３）ICT の利点を活かした情報教材・コンテ

ンツの開発・拡充

本校では、英語の e-learning ソフトやデ

ジタル教科書、ベネッセのデジタル模試シス

テムなどを取り入れています。

４）校務システムの全校への導入

本校では、校務用ソフトウェア、ベネッセ

のデジタル学習記録や生徒カルテなど活用し

ています。

５）機器の簡単なメンテナンス

参考「教員に必要となる ICT活用指導力」

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1 2

96901.htm

「管理職のための戦略的 ICT 研修カリキュラ

ムの開発」http://jslict.org/index.html

５．産学連携（キャリア教育）

【事例1：大阪労働協会連携】

2013年度だけでも金融教育、IT 教育、ゲー

ム関連、校外体験実習を実施・計画しています。

【事例2：財団法人コンピュータ開発センター

連携】

本校では CG、ケータイ、ロボットの授業な

どを実施しました。

事業を通じて、これからの社会に必要なコミ

ュニケーション能力や大阪の産業を支える多種

多様な技術に対する理解も深めています。

【事例 3：IT関連企業や大学連携】

上記以外にも大阪大学や関西大学などとの連

携をして授業を実施したり、最近特に必要な

ICT の知識などを身につけるために多くの IT

事業とも連携しています。

６．モラル、著作権、消費者教育

※高校生 ICT カンファレンス（今年度より全

国５箇所）

http://www.ema.or.jp/education/events/hicof.html

高校生 ICT Conferenceは、2011年に「高校

生熟議」として大阪でスタートしました。2012

年は、東京開催を加え、計17校79人の高校生が

参加し、高校生同志が、身近なケータイやイン
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ターネットの問題を通して、共に考え、議論し、

まとめ、発表することで、コミュニケーション

力とプレゼンテーション力を育む場として開催

されました。さらに高校生の意見を中央に届け

るべく、各地域の代表者がサミットにより提言

にまとめ、内閣府、総務省、文部科学省で発表

致しました。2013年はさらにその開催地域を拡

大し、より広い地域の、高校生ならではの意見

を政府に届けるべく、開催していいます。（東

京、大阪、奈良、札幌、大分） ※昨年、一昨

年と本校の生徒が総務省、文部科学省、内閣府

でプレゼンテーション実施。

※本校では特に SNS に関しての指導を実施し

ています。（株）LINE などの企業の方によ

る直接の授業、保護者向け講演会も継続して

実施しています。また、消費者教育という視

点でネット上での課金やショッピングの問題

などもとりあげています。

参考：本校での夏休み配布資料

http://ema-edu.jp/index.html

７．新しい協働学習を実現する ～ICTを活用

した学力向上国内・国外 プロジェクト型学

習の実践～

本校では、コラボレーション（協働）とコン

フリクト（衝突、葛藤）、そしてコンフリクト

を打開する「建設的妥協点」(*注)を見出すプ

ロセスを体験させることが非常に有効であると

考え、教科「情報」を軸にプロジェクト学習を

取り入れています。また、他の授業でも一部、

プロジェクト学習に必要となる基礎的な力をつ

ける取り組みを行っています。

注：一人ひとりが自分の意見を論理的に伝

え、相手の意見を聞き、時間をかけてお互

いが納得できるポイントをすり合わせてい

った結果生まれる妥協点のこと。

今回は、今後『教科「情報」が、教育の情報

化におけるよい例を示すものとなるのでは？』

という視点から具体的に本校の特にネットを活

用した「協働学習」の実践を紹介させていただ

きます。

【事例1：日米理科実験(英語、理科、総合など)】

≪第17回マイタウンマップコンクール入賞≫

http://www.cec.or.jp/mtm/winner/17th/p_18.html

【事例2：協働プレゼンテーション作成】

本校が参加しているプロジェクトの一つに、

8年にわたって参加している World Youth

Meeting（以下、WYM）があります。WYM

は、日本のほか、インドネシア、韓国、カンボ

ジア、台湾、フィリピン、マレーシアなどの学

校が参加し、異なる国の学校がペアになって協

働でプレゼンテーションを作り上げ発表する活

動です。本校は中国の北京人民大学付属高校と

コラボレーションして ESD（Education for

Sustainable Development：「持続発展教育」）

をテーマに実施しています。

主な活動実績

★2008年10月 大阪府公館にて 英国皇太子殿

下令夫人の前で 本校国際交流活動発表

★2010年11月 高円宮妃殿下、大阪府副知事、

大阪市長の前で 国際交流体験活動発表（代
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表生徒１名）

★2011年７月 ユネスコパリ本部で 本校国

際交流活動発表（代表生徒２名 教員１名）

★2012年５月 APEC 教育部門（韓国慶州）

で 本校活動発表（代表生徒２名 教員１名）

★2012年５月 イギリス国務大臣に 本校活動

発表（代表生徒 １名）

★2013年５月 東京 皇后陛下、秋篠宮様 の

前で 国際交流体験活動発表（代表生徒１名）

ユネスコスクール、APEC、ブリテリッシュカ

ウンシル、国際文化フォーラムなどとの連携

主な活動実績

★2011年11月 KDDI東京フォーラム 生徒登

壇

★2011年12月 総務省、文部科学省で高校生熟

議代表発表

★2013年１月 内閣府、総務省、文部科学省

で高校生熟議代表発表

※本校の実践例 英検 STEP 年間連載、読

売新聞教育ルネッサンス（英語）、日本経済

新聞（モラル）、毎日新聞（産学連携）、教育

家庭新聞、教育新聞、リクルート、河合塾、

各教科書出版物他

冊子やウェブでの掲載

◆羽衣学園 中学校・高等学校ホームページ

http://www.hagoromogakuen.ed.jp/
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金蘭千里中学高等学校 理事長・校長 辻 本 賢

特色教育部会では「夢

・希望を叶える私学の

特色教育」と題して、

価値観が多様化してい

る社会に、より自分ら

しく生き抜く力を見据

えるため、保護者の多

種多様なニーズにも応

えながら、明確に研究

テーマを、キャリア教

育・不登校問題・IT 教育に設定いたしました。

基調講演では、兵庫教育大学大学院の松本剛教

授が「学校における心の教育のアプローチ―キャ

リア教育・教育相談を中心として―」というテー

マで、人間の発達段階の特徴やその変化をワンウ

ェイではなく、フロイトの理論を駆使し、我々も

ある種、試されながらの展開があり、非常に興味

深く拝聴させていただきました。また、親和性を

人生の重要な基軸とするパーソナリティーの諸問

題や、離職率の現状を踏まえ、生き方の支援とし

てのキャリア教育の留意点などにも包括的に触れ

られ、それぞれの原理原論を学ぶこともできまし

た。

研究発表①では、大阪成蹊女子高等学校キャリ

アデザインコーディネーター・教諭中井咲貴子先

生から「キャリア教育の実践例」の発表がありま

した。2007年先導的モデル支援事業に大阪府から

採択されたのを機に、7年間にわたる取り組みは、

コアとなるチームの発足をスタートとして、学年

別の段階的独自プログラムと、キャリア形成とし

ての学園としてのコース設定にまで及び、ダイア

ログ、適性検査、職業体験セミナー、企業インタ

ーン等、幾多の手段を活用して、最終的には学園

の活性化につなげた成果は、私学の在り方として

は、非常に参考になると同時に感服させられる内

容でもありました。

研究発表②では、上宮中学高等学校教諭伊藤隆

先生から「不登校の子どもを持つ親へのグループ

・アプローチ」の発表がありました。不登校生の

家族支援を体系的に考察しながら、家族の方のよ

り良い変化が、不登校の子どもにも好影響を与え

ることを、10年間継続してこられた「親へのグル

ープ・アプローチ」を通しての実証でした。実際

に親の集いに数年間にわたって参加された保護者

の方にも発表者としても出席していただきまし

た。伊藤先生からの9つの質問事項に、保護者の

方が返答していただいた内容は、お聞きしていて

非常に身に迫るものを実感いたしました。

研究発表③では、羽衣学園中学高等学校教諭米

田謙三先生から「教育のデジタル化時代を迎えて

～タブレットなどの ICT を活用した学力向上か

らモラル教育まで～」の発表がありました。喫緊

の課題の一つであり、次回の東京大会では単独の

ICT 活用部会を設定されているということで、

誠に興味深いところでもあります。多種多様な

ICT 機器の活用、国際交流を通しての実践的英

語力の向上、各種資格取得等の目的以外にも、情

報リテラシーやモラルの問題、著作権、プライバ

シーや過度なる依存の問題等、整理しなければな

らない案件は、山積みだと思われるし、導入に向

けての留意点も技術面、指導面、研修の角度から

多岐にわたることが確認できました。

以上、ご講演やそれぞれの研究発表が、ご参加

していただいた各学校で、教育の振興と活性化の

一助となることを期待して総括とさせていただき

ます。

最後に研究発表までご出席いただいた、講演者

の松本剛教授、研究発表をしていただいた3校の

各先生方、長時間にわたっての研修会ではありま

したが、本部会にご参集いただいた全国の先生方

に感謝申し上げるとともに、部会の運営や指導に

携わっていただいた、日本私学教育研究所の皆様

方に、心よりお礼を申し上げます。
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1 研究目標 大阪から全国へ

～生徒一人ひとりを大切にし、みんなが輝く教育の創造～

2 会 場 シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間（東）

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 実 実 実 実 講 部
会 践 践 践 践 パネル・ 会

10月25日 開 発 発 発 昼 食 発 ディスカ 閉
会 表 表 表 表 ッション 会

付 式 ① ② ③ ④ 演 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 常翔学園中学高等学校 校 長 北 尾 元 一

実践発表① テーマ 「大阪私学生徒指導連盟の歴史」

発表者 梅花中学高等学校／梅花女子大学 非常勤講師 吉 田 光 孝

実践発表② テーマ 「大阪私立高校『退学生・留年生調査』の報告」

発表者 清 風 高 等 学 校 教 諭 長 屋 憲 明

実践発表③ テーマ 「大阪私立高校『高校生像』の報告」

発表者 箕 面 学 園 高 等 学 校 教 諭 小 栢 章貴彦

実践発表④ テーマ 「社会に目を向ける生徒を育てる～時事マンガを描く」

発表者 大 阪 成 蹊 女 子 高 等 学 校 教 諭 髙 橋 千 尋

講 演 演 題 「大阪の少年非行情勢等について」

講 師 大阪府警察本部生活安全部少年課少年育成室 少年補導官･警視 助 中 伸 理

パネル・ディスカッション

テーマ 「高校生の自己責任はどこまでか！？」

パネリスト 弁 護 士 ・ 保 護 者 勝 井 映 子

金 蘭 千 里 中 学 高 等 学 校 理事長・校長 辻 本 賢

毎 日 新 聞 学 芸 部 副 部 長 遠 藤 哲 也

ア メ リ カ 村 の 会 副 会 長 城 間 桂 蔵

ア メ リ カ 村 の 会 村 上 友 紀

コーディネーター 落 語 家 桂 春 蝶

部会閉会式 総 括 常翔学園中学高等学校 校 長 北 尾 元 一
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5 運営委員・指導員

委 員 長 北 尾 元 一（常翔学園中学高等学校 校長）

委 員 吉 田 光 孝（梅花中学高等学校･梅花女子大学 非常勤講師）

松 田 裕 史（大阪商業大学堺高等学校 教諭）

小 栢 章貴彦（箕面学園高等学校 教諭）

北 方 義 人（大阪夕陽丘学園高等学校 教諭）

長 屋 憲 明（清風中学高等学校 教諭）

李 哲 秀（桃山学院中学高等学校 教諭）

北 村 雄 二（常翔学園中学高等学校 教諭）
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「大阪私学生徒指導連盟の歴史」

梅花女子中学高等学校／梅花女子大学 非常勤講師 吉 田 光 孝

１.はじめに

大阪私学生徒指導連盟は、基本テーマ「生徒

一人ひとりを大切にし、みんなが輝く教育の創

造」を掲げ、基本課題「学習・自治・人権・心

身」を謳っている（1995(平成7)年に確立）。こ

れを全ての活動の基盤とし、各校の生徒指導担

当者が学校の枠を超え一体となって生徒指導の

充実を図る組織である。

２.大阪私学生徒指導連盟の創設

(1) 大阪私学生徒指導連盟（以下私生連）設立

の経緯

大阪府私立中学校高等学校連合会は、昭和53

年度、生徒の深刻な問題行動に直面し、生徒指

導の充実を充実させるべく、調査研究と実践力

を強化する態勢の確立をはかった。実践派の「大

阪府私学校校外指導連盟」と理論派の「大阪府

私学生徒指導研究会」有機的な結合をおこない、

「※大阪府私学生徒指導連盟」が1982(昭和57)

年6月4日に設立された。

(2) 私生連 最初の課題

発足当時、大阪府下の私立高校では、多くの中

途退学生徒を出す深刻な状態であり、その対応

は急を要した。昭和57年6月4日の 第1回の委員

総会では、「一人の退学生も出さない」をスロ

ーガンに掲げた。退学の実態を把握し問題を解

決すべく、翌年より「大阪府私立高校生の生活

と意識に関する調査」と「1982(昭和57)年度分

「退学に関する指導体制の調査」」が実施され

た。「退学に関する指導体制の調査」は、後に

名称と内容の一部を改め、「退学生・留年生調

査」とした。1983(昭和58)年度以来、毎年実施

・継続され、30年目になる今年も実施された。

(3) 中学校部会設立

中学校部会は、1991(平成3)年2月8日に「臨

時部会」で始まった。振り返れば、当時の連盟

の活動は、高等学校を中心に行われていた。中

学校で生徒指導に携わる先生は、公立中学校と

の連携もままならず、他の私立中学校の先生と

情報の共有・共感、相談することは難しい状況

だった。

「第１回臨時中学校部会」の議場では、中学

校の生徒指導に携わる先生の生々しいご意見と

ともに、意見交換や情報交換のできる場所の創

設を強く望む声が多く出された。その後、臨時

中学校部会から７年の歳月を経て、大阪府私学

生徒指導連盟委員総会で正式に承認され、1998

年5月に発足した。

３.私生連の活動 「３つの柱」

(1) 情報交換 支部活動 常任委員会

中学校部会

(2) 調査・研究
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本連盟は昭和54年以来、生徒達の未来のため

に展開していく機会を得る場として、毎年11月

に研究協議会を開催している。

①常任委員会報告 「退学生・留年生調査」報

告。

②常任研究部報告 生徒の意識や行動の動機や

背景を探り解明を図る調査研究等の報告。

③各支部報告 支部独自の調査や取り組み等の

報告。

(3) 外部機関との協議会

私生連は、外部関係諸機関と定期的に協議会

を開催している。それは、単なる情報交換に留

まらず、互いの調査研究成果の報告や意見交換

がなされている。

特筆すべき協議会の一つとして、大阪弁護士

会と私生連との連絡協議会を挙げる。目的は同

じだが、考え方や立場の違う人間が一同に会し、

時には熱くなり、本音で議論を前向きに深める

場である。今年の3月で第26回を迎えた。

第10回で提案がなされ、「子どもを取り巻く

有害環境から守る」を全面に押し出し、共同歩

調をとった。1997年5月30日、私生連は、常任

研究部の調査結果をもとに、大阪弁護士会(青

少年問題特別委員会)とともに、大阪府、JT(日

本たばこ産業)、JR 西日本を始め電鉄各社等

関係諸機関諸団体に対して、「子どもの喫煙防

止・痴漢被害対策に関する要望書」を提出した。

なお、要望書の元になった調査は、[通学途上

における痴漢被害に関する調査]1995、1996年

実施。［高校生の生活に関する調査］1996年実

施である。

４.おわりに

社会の教育力が形骸化し、儲けんがための営

利優先主義の企業姿勢が陰を落としている。そ

れらがモラルの低下に拍車をかけ、その結果、

稚拙な世界観や、責任感の欠如、他人に対する

思いやりのなさ等々、最近の若者の道徳観念の

低下や荒廃につながったと考えられる。

私学人として、子どもたちを取り巻く有害環

境から子どもたちをどう守り、どう育てるか。

社会的な連携のもとで、調査や分析を積み重ね、

生徒の問題行動や被害を止める果敢な方策をも

っと迅速に打ち出していくことが私生連の役目

であると考える。

私生連は、生徒指導担当者が学校の枠を超え

一体となって生徒指導の充実を図る組織であ

る。
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「大阪私立高校『退学生・留年生調査」の報告」

清風中学高等学校 教 諭 長 屋 憲 明

大阪私学生徒指導連盟が行っている「退学生

・留年生調査」を昭和58年の調査開始から平成

23年度までの30年分について、調査方法等の変

遷や29年間の変化などの分析結果を報告した。

退学生調査では、「転出（転校）」の定義が当

初「保護者の転勤による一家転住のような場合

のみ」であったが、平成11年度分からは、一家

転住以外の理由でも転出の条件が整っていれば

「転出（転校）」と扱えるようになり、現在に

至っている。

平成23年度分では初めて転学生数が退学生数

を上回った。退学率は、調査開始以来平成5年

度の1.38％まで減少し、その後平成13年度2.48

％まで増加し、その後平成23年度1.47％まで減

少していた。平成13年度が高くなったのは、平

成12年度に男子校や女子校から共学校に変わっ

た学校が10校と急増したことが一因ではないか

と思われる。

退学理由の第1位の進路変更と第2位の学校生

活・学業不適応で全体の半数以上を占めてい

る。

留年生調査では、留年率が調査開始以来、平

成6年度の0.34％まで減少し、その後平成17年

度0.83％まで増加し、一旦減少したが、平成21

年度から増加に転じ、平成23年度0.84％と過去

最高となった。

留年生の退学率は、平成12年度の79.0％が突

出しており、その前後は30～50％台で推移し、

ここ数年は30％台前半になっていた。

留年理由では、第1位の学力不足・成績不振

と第2位の欠席日数超過で80％前後を占めてい

る状態が続いた。

留年原因では、第1位～第3位を不登校と低学

力と怠学の3つが順位を入れ替えながら推移し、

これらで80％以上を占めている状態が続いてい

た。また、退学生・留年生を減らすための対策

を繰り返し提案したり、具体的な取り組みを紹

介したりしていたことも分かった。
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「大阪私立高校『高校生像』の報告」

箕面学園高等学校 教 諭 小 栢 章貴彦

大阪私学生徒指導連盟の活動に、常任研究

部の研究発表がある。私が携わった過去4年間

の調査研究内容と調査結果を報告した。

「高校生像2009」

違法薬物について

違法薬物を使用することはよくない 91.2％

大麻種子販売のサイトがあることを知ってい

る 22.5％

薬物購入のメールがきたことがある 7.2％

外出したときに薬物購入の声をかけられたこ

とがある 5.6％

頭髪・装飾品・服装違反の分析から次の三者

は、薬物購入の声をよくかけられていることも

分かった。他者の頭髪違反を否定し、自分は違

反している者。他者の装飾品を否定し、自分は

違反している者。男子でピアスをつけている者

である。

「高校生像2010」

万引きについて、

代金を支払わずに商品を持ち出すことはよく

ない 96.1％

万引きをしたことがある 16.7％

代金を支払わずに商品を持ち出すこと」をか

まわないと回答した者 79.8％

以下の者は、「万引きをしたことがある」の

回答が、全体の平均を上回った者である。

・ファミリーレストランなどで、テーブルに

おいてあるツマヨウジやオシボリ・砂糖な

ど必要以上に持ち帰ったことがある者。

・学校で人の筆記用具、傘、教科書を勝手に

使ったことがある者。

・授業の内容や要点などをしっかり記入した

ノートを盗ったことがある者。

・街中に置いてある自転車を勝手に使ったこ

とがある者。

・学校で人の財布を盗ったり、お金を抜いた

りしたことがある者。

特に、街中に置いてある自転車を勝手に使っ

たことがある者、学校で人の財布を盗ったり、

お金を抜いたりしたことがある者については、

万引きをしたことがあると回答した者が、60%

以上あった。

一部の生徒が、万引きや窃盗をしていた。こ

れらの生徒の中には、保護者とのかかわりが薄

いとも考えられるものがいた。その生徒たちは、

心の豊かさや満足度などを示す値が全体の平均

を下回っていた。心ではなく代賞として、物で

満たそうとしたのではないだろうか。

「高校生像2011」

カンニング（不正行為）について、

テストでカンニング（不正行為）をおこなう
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ことはよくない 62.0％

テストで答案を見せてくれと頼むことはよく

ない 69.5％

テストでカンニング（不正行為）をしたこと

がある 18.8％

テストのときに答案を見せた 12.9％

返却された答案を不正に訂正して点を得た

13.8％

授業中に携帯電話をさわらないものは問題行

動が少ない。カンニングをする者や授業中に携

帯電話を操作する者は、保護者が喫煙・飲酒を

容認している者が多かった。

親のその場しのぎの感情的な態度や裏付けの

ない行動が、喫煙・飲酒に限らず他の問題行動

にも現われているのではないかと考える。

「高校生像2012」

アルバイトについて

高校生がアルバイトをすることはかまわない

93.0％

アルバイトをしている 12.3％

アルバイトは学校の許可が必要だと思う 29.

5％

アルバイトを学校に届けている 27.2％

アルバイトは親の許可が必要だと思う 68.4

％

親の許可を得てアルバイトをしている 23.1

％

親は、アルバイトの仕事の内容を具体的に知

っている 23.5％

アルバイトで得たお金でケータイ電話の支払

いをする割合 48.7％

バイクや自動車の運転免許について

バイクや自動車の運転免許を持っている 4.0

％

自分のバイクを持っている 3.9％

通学にバイクを利用することがある 2.8％

無免許でバイクや自動車を運転したことがあ

る 8.0％

いじめについて

学校の中で、盗撮されたり、不快な写真をと

られたりしたことがある 4.7％

学校の中で、盗撮したり、不快な写真をとっ

たりしたことがある 2.8％

学校の中で、ジュースなどを買いに行かせら

れたことがある 14.1％

学校の中で、ジュースなどを買いに行かせた

ことがある 18.2％

宿題を友人にやらせられたことがある 7.4％

宿題を友人にやらせたことがある 10.3％

ネット上の掲示板などに、自分の悪口を書き

込まれたことがある 7.9％

ネット上の掲示板などに、友人の悪口を書き

込んだことがある 5.3％

特に、毎日アルバイトをしている生徒は、家

庭や親との関わりが希薄な者が多かった。確か

に、家庭・親との交わりの深い者でも、アルバ

イトをしている者はいた。が、親との関わりの

深さで、両者を比較すると、飲酒・喫煙、無免

許運転やいじめ等の問題行動は、圧倒的に、家

庭や親との交わりが希薄な者の方が多い傾向が

みられた。

親の日常の関わり方次第で、違ってくるので

はないだろうか。親の一言が、無茶なアルバイ

トや問題行動をする・しないの《境界》となっ

ているのではないかと考える。

心のよりどころがないがために、自己の居場

所をアルバイト先やそこでの人間関係に求めて

いるのではないだろうか。結果、問題行動に手

を染めていくのではないだろうか。
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「社会に目を向ける生徒を育てる

～時事マンガを描く～」

大阪成蹊女子高等学校 教 諭 髙 橋 千 尋

１．はじめに

「限られた世界の中で生きる生徒たちが、社

会（政治・経済）に興味や関心を持ち、問題意

識を持って物事を捉えられるようになってほし

い」と考えている。

生徒たちはネットで情報を得ている。しかし

ながらそれらの中には信憑性に欠ける情報や偏

った情報もある。また、意図的に流されたもの

とは気づかぬまま、その情報を受け止める。

「簡単に情報を信じ惑わされることなく、社

会を見る目を育てていきたい」と思い、この取

り組みを行っている。

２．生徒につけて欲しい力

①想像する力

②他を認める心

③広い視野で物事を考える力

④物事を判断する力

⑤自分の考えを持つ

⑥社会の一員であることへの自覚

３．新聞を利用するにあたって

新聞は作り手がいる情報媒体であることか

ら、新聞を使う上で注意しなければならないこ

とがある。

・同じ出来事でも各紙に報道の違いが見られ

る。

・すべての情報が載っているわけではない

（切り取られた情報である）

・新聞社の方針が記事に反映している

それらのことを知った上で記事を読むことが

大切。そのためにできる限り全国紙５紙を利用

する。

４．時事マンガの利用

政治・経済面は、「難しそう」となかなか生

徒たちは自分からすすんで読もうとしない。そ

こで時事マンガをきっかけにして関心を持たせ

政治・経済面に目を向けさせた。

５．美術 IAコースでの取り組み（コースの

特性を活かした実践）

①新聞を知る（取り扱う記事、内容、見出し

の違い）

②時事マンガを読み解く（背景にある出来事

を深く理解する。政治や経済に目をむける）

③時事マンガを描く（選んだ記事の内容理解。

自分の考え・感じたことを表現）

政治・経済の記事を選んだ生徒が40％を占めた。
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６．アンケートより（抜粋）

時事マンガの作品

「脱原発」1.2万人の叫び、「国移転」地元が反発

沖縄海兵隊、自殺対策「ゲートキーパー宣言に」、 決

まらない議会 民主党、日産除く７社減収 円高やタイ

洪水、火星も青かった、日本 ４月まで断続的に冷え、

ヘッドホン使用快適安全に、 食べログで順位操作、

飲み過ぎ社会に年４兆円損、 振り込め詐欺 80歳女

性1000万被害、 見えぬ古里 東日本大震災原発事故

11カ月、４クリック詐欺６億円荒稼ぎ、増える買い物

弱者、カンニング対策 頼みは良心、戦争体験 心の

傷消えず、つながり「ケイタイ」など

時事マンガをきっかけに社会の出来事に関心

を持ち、理解することが出来た生徒が多くみら

れる。また、政治・経済を題材にマンガを描く

生徒が40％も占め、関心の高まりがうかがえる。

７．おわりに

新聞などから情報を集め、社会に目を向けるこ

とによって、生徒たちの中に、社会との関わり

が生まれる。その中で自分自身が大切な存在で

あることに気づく。生徒たちは自分たちの限ら

れた世界だけではなく、社会の中の一人である

ことを実感しつつある。

生徒は未知なる可能性を秘めている。私は、工

夫を凝らしそれを引き出せるような働きかけを

していこうと心がけている。

また、この取り組みを通して、なかなか表面に

は現れない生徒が抱える悩みや問題に気づかさ

れることもあった。教師が敏感にそれを受け止

めることの大切さも感じた。

何か問題が生じてから、生徒の指導を行うこと

が多い中、日頃から生徒の変化に気づき、生徒

を育てていきたいと思っている。
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「大阪の少年非行情勢等について」

大阪府警本部生活安全部少年課少年育成室 少年補導官・警視 助 中 伸 理

大阪府警本部生活安全部少年課少年育成室少年の助中伸理 少年補導官・警視をお招きし、大阪

の少年非行情勢の実態についてお話を伺った。

なお、本講演は都合により、当日使用した資料を掲載し、報告とさせていただきますのでご了

承ください。

１ ２

３ ４
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５ ７

６
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１０ １１

１２ １３
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１４ １５

１６ １７

１８ １９
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２０ ２１

２２ ２３

２４ ２５
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２８ ２９
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「高校生の自己責任はどこまでか！？」

パネリスト 弁 護 士 ・ 保 護 者 勝 井 映 子

金蘭千里中学高等学校 理事長・校長 辻 本 賢

毎 日 新 聞 学 芸 部 副 部 長 遠 藤 哲 也

ア メ リ カ 村 の 会 副 会 長 城 間 桂 蔵

ア メ リ カ 村 の 会 村 上 友 紀

コーディネーター 落 語 家 桂 春 蝶

パネリストおよびコーディネーター紹介

常翔学園中学高等学校学

校長 北 尾 元 一

パネリストの皆さま方のご紹介をさせていた

だきます。

まず、大阪の私学の生徒指導連盟の会長を務

めております、金蘭千里中学高等学校理事長・

校長の辻本賢様です。

続きまして、弁護士であられ、今現在お子さ

まが大阪の私学にも通われている、保護者でも

あります、勝井映子様です。

続きまして、毎日新聞社編集局学芸部の副部

長の遠藤哲也様です。

続きましてですね、視察でもお世話になりま

した、アメリカ村の会副会長の城間桂蔵様です。

続きまして、同じくアメリカ村の会クラブ「グ

ランカフェ」、村上友紀様です。

そして今日、コーディネーターを務めていた

だきます、桂春蝶様です。なぜ落語家の方がと

お思いでしょうが、桂春蝶さんも大阪の私学を

ご卒業されてるということでお願い致しまし

た。それでは春蝶様、よろしくお願いします。

●桂 氏

皆さんどうぞよろしくお願い致します。今日

はパネルディスカッションということで、皆さ

ま方もどうぞよろしくお願い致します。テーマ

等を今から言っていきますが、それについて皆

さんからご意見がありましたら、ぜひいろいろ

と言っていただきたいと思います。私も大阪の

短大で客員教授をさせていただいていまして、

この秋シーズンになりますと古典芸能鑑賞会な

といいまして、学校回りなどが一番多いシーズ

ンです。最近文化庁のお仕事で小学校とかにも

回らさせていただいたりいろいろしています。

私には一番の、我々にとっての古典芸能鑑賞会

のネタの宝庫というのは学校だと思っていま

す。
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この間もある中学校に行ってきた時の話です

が、この話をお土産に持って帰っていただきた

いと思いますが、まず生徒さんが挨拶をされた

のです。女の子が挨拶されたのですが、この挨

拶が僕の心にキュンと来まして。「今日は、桂

春蝶さんとかいう人に出てきていただきまし

て、落語をやってくれはります。一生懸命やっ

てくれはるそうです。皆さん笑ってあげてくだ

さい」。こう言われたのです。これがキュンと

なって。ところがその次に出てきたその学校の

教頭先生。校長先生の前でこんなこと言うのも

何なのですが、これがもう私の柔らかい部分を

ものすごく痛めつけるような意見だったので

す。普通は教頭先生というと、スタンドマイク

などにマイクを立てて「ただ今から300年の伝

統を誇る上方芸能落語です。ゆっくり聞いてく

ださい」というふうに落ち着いて言います。し

かし、その先生は生活指導からのたたき上げで、

ハンドマイク。もうとにかく、歩きながらやる

のです。「おい、ええかお前ら、今日はな落語

や。お前ら一つだけ注意しとくぞ。辛抱せえよ。

我慢せえ。これぐらいのこと我慢できないよう

ではお前たちはろくな人間になれない。こっち

の先生を見てみなさい。先生ずっと並んでる。

今日全部の先生来とんねん。先生も一緒に聞い

て、今日は辛抱します。お前らだけではないん

だ、我慢してるのはね。最後まで最後まで我慢

するように。はい、桂春蝶さんどうぞ」。別に、

僕は苦しくなるために行ってるわけではないの

ですけど、そういうことがあったりとかね。本

当に教育現場というのはいろいろな思いがぶつ

かり合いますから、いろんなドラマを呼ぶ。

そういうところで皆さんはお仕事されている

わけでして、今日はパネルディスカッションで、

非常に難しいとは思いますが、まずは辻本先生

に議題ですけれど、今日は「自己責任」という

ものについて、高校生に求められている自己責

任。自己責任というのは『広辞苑』で調べてみ

ますと、「自分の判断がもたらした結果に対し

て自らが負う責任」というふうに書いてあるわ

けでございますが、自己責任というのは高校生

でどこまで責任を持たせるというか、その点は

どう思われますか。

●辻本 氏

今、春蝶さんが生徒指導の「おい、お前ら」

というのは、ものすごく嫌みでしたね。ここに

いらっしゃる先生方にはおられないですよね。

少し自信ありませんか。とにかく自己責任です

が、今日は先生方はみんな自己責任で来ておら

れる。だから、面白くなくても、あっても仕方

が無い。そういう気持ちで来ておられるのです

ね。だから、春蝶さんにはずいぶん責任があり

ますけど。そういうことで。

●桂 氏

すいません、私が駄目出しされているような

感じがするのですが、そのようなことないです

か。

●辻本 氏

高校生の自己責任ということですが、自己責

任という言葉を使ったら、自己責任という言葉

を使う側から見れば、「あなたの自己責任です

よ」と言った途端に私はその人と切れてしまっ

て、私がしなければならないことというのは全

く無くなってしまう。「もうこれは仕方がない」

と言ってしまえば、もう私は何もその人にでき

ない、しないよ、と言ってしまっていることに

なる。自己責任という言葉は、イラク戦争でし

たか、使われましたけれども、あの時に政府が

そういう言い方をしていましたが、まあ政府の

言いたいことも分かります。しかし高校生とい

うことになって自己責任という言葉を使ってし

まうと、13歳から18歳の大きく精神的、肉体的

に揺れる時に大切なお子さんをお預かりしてい

るわけですから自己責任という言葉は使いたく

ないというふうに思っています。

●桂 氏

なるほど。続きまして、勝井さんは弁護士で

もあられて、そして保護者ということですが、

保護者というのはお子さんもおられるというこ

とで、高校生の自己責任ということについてど

う思われますか。

●勝井 氏
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勝井と申します。よろしくお願いします。

少し自己紹介をさせて頂きます。私は弁護士

になって来年で20年になります。それから保護

者ということで、2人の男の子がおりまして、1

人は去年高校を卒業しました。ということで今

浪人中ということなのですが、浪人中の子と高

校1年生の男の子2人おります。大阪市内の私学

の学校にお世話になっています。実は私自身も

私学の中学校高等学校を出ておりまして、夫も

私学の中学校高等学校を出ていますので、私学

の先生方にはお世話になりっ放しで、ここで話

すのはすごく恥ずかしいと思いながらお話をさ

せてもらっています。

「自己責任がどこまでか」というテーマの設

定は、私にとって、どのように理解していいの

か難しいところがあるのですが、高校生の自己

責任というと、例えば高校生が何らかの行動を

してその責任は「彼らがやったのだから彼らに

取らせたらいいんだ」と、そういう発想なのか

なと思うのですが、学校との関係でいうとそう

ではなくて、学校の方で熱意のある指導をして

いただいて、高校生なりに理解をして行動する。

その結果に関して、その子らだけの責任という

のではなく、学校さんにもぜひ一緒に考えて頂

きたいところです。自己責任という設定はなか

なか難しいので、また少し具体的なお題を頂い

て、お話させていただきたいと思います。

●桂 氏

続きまして、毎日新聞大阪本社編集局学芸部

副部長の遠藤哲也さんです。自己紹介を兼ねて、

自己責任という言葉を受けてどのようなことを

思っておられるか、考えておられるか、という

ところまでお願い致します。

●遠藤 氏

毎日新聞の遠藤です。自己紹介をまず初めに

させていただきます。学芸部という部署に今い

ます。他のテレビ局や新聞社は文化部というと

ころが多いのですが、文学とか美術とか、ある

いは芸術関係の人を取材する部署です。それこ

そ春蝶さんはずっと取材させていただいている

方ですし、落語であったりとか、歌舞伎であっ

たりとか、そのような芸能の他、私自身は福祉、

特に障害を持った子どもたちの教育を含めて、

福祉を担当しています。

先だってお亡くなりになった作家の山崎豊子

さんは、学芸部の OBで、ちょうど山崎さんが

記者をやっていた時に、作家の井上靖さんがデ

スクでした。井上靖さんが「君も小説を書いて

みないか」という一言で、山崎さんは作家の一

歩を踏み出したということです。そのような部

署で仕事をしておりまして、先ほども申したよ

うに障害関係のことを取材しています。自己責

任という言葉を、今回のお題にいただきまして、

正直、ちょっと初めは戸惑ったのです。先ほど

辻本先生も話されたように、人と人との関係を

切ってしまう言葉ではないかと私も思います。

好きではないです。それは何故かと言うと、子

どもに対して言った場合は子どもを追いやるこ

とにつながっていくのではないか、追い込むこ

とにつながっていくのではないかということを

感じるからです。そして、できれば自己責任を

追い求めるのではなくて、子どもたちの自尊感

情というか、自己肯定感を育ててほしい。今取

材をしていて、自殺やいじめ等の背景にあるの

は自己肯定感の無さだと思うので、そういった

自己肯定感、自尊心、自尊感情を高めることが

必要と思います。先生方は現場で日々そのよう

なことを行っておられると思いますが、私とし

てはメディアを通じてそういった情報を発信し

ていければと感じています。

●桂 氏

なるほど。確かに。今お三方だけでも自己責

任という言葉に対しては、どちらかというと否

定的というか。先生に少し怒られるかもしれな

いですけど、大阪というのは割に自己責任の町

だというような言葉で、落語の枕でよく言う言

葉なのです。他府県でしたら、往来の激しい所

で子どもが遊んでいたりすると、「そんなとこ

ろで遊んでて車に引かれたらどうするの。」と

いうようなことをクドクド言うのですが、大阪

は簡潔で明瞭に、しかも自己責任で意外に冷た

いことを言うという枕があって、枕というのは
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落語の前にする話のことですが、大阪のお母さ

んが子どもに叱ることは「死んでも知らんで」、

これで終わりです。

アメリカ村ですが、若い人たちがすごく多い

し、割に自由を求めるというか、そういう人た

ちも多く、人種の坩堝でもありますね。

●城間 氏

はい。

●桂 氏

そのような所で、城間さんがどのようなこと

をアメリカ村の会でお気をつけになられている

かというところを、自己紹介も兼ねてご説明い

ただけますか。

●城間 氏

沖縄から出できて23年、城間桂蔵です。

現在44歳ですが、20年近くアメリカ村にお店

を構えながら携わってきたのですが、多分学校

と保護者、その中にある子どもたちがいわゆる

通学であったりとか、お休み時間を使って過ご

すという場所のエリアに僕たちが、実際に高校

生の人たちを街の目で見てみると、自己責任と

いうよりも、街に来た時には自己表現をどうす

るのかというところがすごく顕著に表れる行動

なのかなと思います。街の特性がアメリカ村と

いうものは若者の街です。1970年代にアメリカ

村と呼ばれるようになって約40年。この街とい

うのは70年代からできた年代で数えると、おじ

いちゃん、お父さんお母さん、子どもという三

世帯構造です。今までは若い人たちが街をつく

ってきて、若者の街だという人たちも実際には

おじいちゃんおばあちゃんになっていたりと

か、お父さんお母さんになっているのです。実

際僕も40半ばになって子どもを持つようになっ

て、この街を本当にどういうふうに継承してい

こうかと考えたときに、実際に子どもたちに魅

力あふれる街作り、これは、高校生に自己責任

というものを押し付けるのではなくて、表現で

きるいい街づくりをしていきたいなと。僕らの

取り組みの中では、近年、「いたずら半分に落

書きしたものをまず消していきましょう」。こ

れが約6、7年前から始まって、その後間があっ

ていろいろな押さえつける状況をやっていたの

ですが、実際に活動できる魅力的な場所にはな

ってないということで、近年、若者たちのアー

ト、自己表現を発表してあげようということで、

例えばアメリカ村にあるロボット街路灯。これ

が約50基、日本の中、まあ世界ですね。世界で

オリジナルの街路灯をつくっているのですが、

それを一般公募をして、若者たちのアート活動

を備え付けた街路灯ということで世界に1個し

かないもの、僕らは若者たちふうに魅力を持っ

てもらいたいので、若者たちが参加できるよう

なイベントであったり、取り組みというものを、

アメリカ村だけではなくて、より広く発信でき

るものにしていくというところで、日夜取り組

んでいます。

行動規制をするというよりも、僕らは街のモ

ラルであったり、伝統であったり、住んでる人

たちの環境も考えながらいわゆる街づくりをし

ていきたいなと思っています。

●桂 氏

確かに自己表現ということを考えるには、ま

ず自分を律していないといけないというか、自

分は何者であるかということをきちんと自分自

身で興味を持ってしないといけないので、そう

いうところをここで表現したいんだというふう

な街というのは、大阪の中でもアメリカ村とい

うのはすごく貴重なところであると思います

が、実際そこでお店、しかもクラブという、一

番そういう人たちが集まってくると思います

が、まずクラブというのはどういうところかと

いうのを少し説明していただいていいですか。

●村上 氏

我々のクラブは、具体的に言いますと、世界

的な海外アーティストから大阪、関西に根づい

たアーティストをステージ上で演奏もしくはア

ーティスト活動をしていただき、それをお客様

に楽しんでいただけるという場所になっていま

す。そこにもちろん飲食も伴い、昨今いろいろ

少しネガティブなニュースも取りざたされては

いるのですが、我々は表現の場所として皆さん

に提供できることをモットーにアメリカ村でク
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ラブという、アーティストにとって表現できる

場所またはお客さまにとってその表現を楽しん

でいただける場所として活動をしております。

●桂 氏

高校生は入ってはいけないのですか。

●村上 氏

そうですね。風俗営業法という法律に基づい

て我々は営業しておりますので。

●桂 氏

そのせき止め方というのも結構難しいのでは

ないですか。

●村上 氏

それに関しては、身分証の提示を必ずお願い

していて、顔つきの公的身分証明書、いわゆる

免許証などを事前にエントランスで提示してい

ただきます。その時点で18歳未満の入場はお断

りをさせていただいております。そちらは警察

の方からもご指導いただいており、アメリカ村

の店舗では全店舗実施しています。ですから、

高校生は興味本位で我々のクラブに遊びに来よ

うとしても、未然に防げるという態勢は整って

います。

●桂 氏

控室でお聞きしたのですが、ただ門前払いす

るだけではなくて、そのような人たちが、ゆく

ゆくはここで表現できるような形を敷いていた

だくように、何かそういうケアをされているそ

うですが。

●村上 氏

そうですね。近年、先ほど城間さんからもお

話があったように、「アメ村ドリームプロジェ

クト」、「アメ村アートプロジェクト」というも

のがありまして、そちらでは未成年の方にも参

加していただけるようなアートを表現する企画

でとか、ミュージシャンを目指してる高校生、

学生の皆さんに、アメリカ村にある三角公園と

いう場所で表現していただいたりという形で行

っています。我々は直接的には高校生と接する

機会はないのですが、そのようにアメリカ村の

会として接することは今後も多く設けていきた

いと思っています。

●桂 氏

それでは、議題といいますか、自己責任とい

うものが根底にあっての、まずは一つ目ですが、

私たちは、いろいろな企業の方とお話をさせて

いただくということは多いですよね。去年は、

NTT さん。8回くらいメンタルヘルスケアとか

の講演で2時間回らせていただいたり、とにか

く企業の方とのおつき合いは多いです。そうい

う方々、トップの人たちといろいろ話をしてい

て、一番に社会人にとって「社会人にとって最

も重要なものは何ですか。」と聞くと、過半数

の方が必ず言うのが、「コミュニケーションス

キルです」と言います。それで、このコミュニ

ケーションのあり方、人間というのは、人間と

どのようにつながれていくかということが、も

っともそのスキルが高い人というのが、いろい

ろなことを成し遂げていったりするのかなと

も、その起業家の方々は言われています。その

中で高校生の自己責任。今回はソーシャルネッ

トワークのことについて皆さんにご意見をいろ

いろお伺いしたいのですが、ソーシャルネット

ワークについては、皆さんの方が詳しいと思い

ますが、近年いろいろな問題がありますが、ま

ず一番最初はいじめです。もう取り上げたらき

りがなく、各校とも掲示板のみならず書き込み

でのいじめが一番の問題になっているというこ

とです。二番目に出会い系。ネットで知り合っ

た人たちと実際に会って被害に遭うケース。先

日も三鷹の方でそういう事件がありましたけれ

ども。あとは依存。これも子どもも大人も関係

なしにスマホしかいじってない人っていますよ

ね。Facebook などをやっていると、そのアプ

リケーションをやっていると、Facebook は緑

の○がつくと、この方は利用しているというこ

とが我々は分かるのですが、ずっと利用になっ

ている人がいるのです。これはもう一日中それ

だけをやり続けているというようなことなのか

と。6時間以上スマホを使っている生徒は問題

が多いことが分かっている。そして四番目に架

空請求。いろいろなサイトを見てしまって、請

求がくるということが非常に問題になってい
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る、というような、いろいろ挙げられています。

そのような中で、まずは辻本先生、ここから

は皆さんも自由にマイクを握って話をしてくだ

さい。バトルロイヤルですから。

ソーシャルネットワークというものをやらせ

るべきなのか。それは絶対やらさないほうがい

いなのか。これは私学はだいたい3割ぐらい認

めているのでしたでしょうか。3割ぐらいの私

学はスマホを持たせることを認めているという

ようなことですが、あとの7割は認めていない

というデータがあります。では辻本先生。

●辻本 氏

本校は、携帯電話については、先生方のとこ

ろもそうだと思いますが、基本的には学校への

持ち込みは駄目です。「基本的に」という言い

方をすること自体が駄目なのですが。というこ

とはどういうことかというと、親御さんのほう

から、これも腹が立ちますが、塾へ行って帰り

が遅くなるから、迎えに行かなければならない。

だから持たせてくれと。よく学校に「塾に行か

せるから」と言うと思いますが、それは担任か

ら回されて平気で私のところに回ってくるので

す。担任のところで切ってしまえというところ

があるのですが。それで、「OK」出します。

そうすると駄目なのです。特別な場合に OK

を。だから学校で担任の先生が預かる。帰りに

返す。「返してもらってから電話しろ」。緊急な

ことなんて何もない。だが、「持つな」と言っ

てもなかなか効果がない。どうしても駄目です。

これは誰の責任かと言うと、みんな親だと思っ

ているのですね。私は親に話をする時には、と

にかくややこしい問題が出てきて、いじめとか

出てくるのは心の闇の問題だと。「心の闇の問

題をどうやって防ぐのですか」と。それは親子

の関係だけでしょ。「我々はそんなことまでで

きません」とはっきり言います。出てきた問題

について学校がちゃんと後処理できますか。や

ってくれと言われてもできません。だって心の

闇の問題ですから。禁止しても駄目です。

もう一点は、私、校長がそういうものを買わ

せたわけではないし、そしてそれをしろと言っ

たわけでもないです。

●桂 氏

それでは、（勝井様）お母さまの立場でも弁

護士の立場でも結構ですので、お願いします。

●勝井 氏

分かりました。今日はお母さんの立場で。私

の非常に個人的な見解ですが、私は一保護者と

しては高校生にはスマートフォンは必要がない

と思っています。ですので、私の子ども2人、

浪人中の上の子どもにも持たせておりません。

それは非常に少数派のようで、上の子からは「僕

だけやねんけど」とずいぶん言われます。その

ときには、まず「何のために要るの？」と聞く

のです。そうすると、「友達同士で連絡とりた

いんや」と言う。それで、「いろんなお店で電

話あるから借りたらどうなん？」、「他に何か理

由があるの？」と聞くと、彼らはそれ以上の理

由は言わないので、私は買っていません。私自

身の高校生の頃はスマートフォンも携帯電話も

ありませんでしたが、別に普通に生活していま

したし、必要かと言うと必要はないと思います。

もう一つ、買わない理由は、大学生になった

ら買ってやろうかと思っているのですけれど

も、中学生高校生の頃というのは、通学路を歩

いている時間など、何ものにも縛られない「ボ

ヤッ」とした時間というのが、われわれの頃に

あったように思うのです。そういう何でもない

時とか、家でボヤッとしている時に、いろいろ

なことを考えたりとか、あの時こんなふうに言

ってしまったけどよかったのかなあとか、誰か

のこと好きだなあとか、いろいろなことを考え

る、そういう時間が結構あったと思うのです。

でも、手元に見るものがあると、つい見てしま

うというふうになるし、本も読まなくなる。私

にとって、自分の子どもには高校までは、そう

いう依存性の可能性があるものは持たせたくは

ないと思って買っていません。そういう保護者

は少数派なのかもしれません。

ただ、私の子どもは大変数学が好きで、数学

の問題のやりとりはメール添付でやりたいとい

うことがありますから、家でパソコンとアドレ
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スは与えています。ただそれはリビングに置い

ていますので、いつ使っているかは見えるとい

う形にしています。

それと、危険性についてですが、私は例えば

メールが来たときにすぐ返信しないといけない

というルールは本当に正しいのだろうかとか、

それをしないことによって仲間はずれになると

いうのはおかしくないかとか、誰かを LINE

から外すということはどうなのだろうとか、そ

ういうことも、しっかり考えてほしいと思いま

す。それから私が一番嫌なのは、匿名で誰かを

誹謗中傷することがインターネットの世界では

できることです。あれはものすごく卑怯な行為

だと思うのです。そういうことが本当に許され

るのだろうかということを、先生方が、例えば

携帯の持ち込みを認めるのであれば本気で生徒

に問いかけて、十分なご指導をしてほしいと思

います。そうすれば、持ち込みということもあ

り得るのかもしれませんけれども、私自身はや

はり必要性がないと思うので買っていません。

彼が来年受かれば買おうと思いますが、私自身

は、必要がないし、大人があまりよくないもの

を与えてしまったなというような意見です。

●桂 氏

高校生と、大学生になれば買ってあげようと

いうその線引きというのは、高校生、大学生と

いうのだけではなくて、具体的にこういうこと

が高校生だから駄目なんだ、大学生になれば具

体的にこういうことだからいいんだ、というこ

とがもしお言葉にできるようでしたら教えてい

ただけませんか。

●勝井 氏

そこはなかなか難しいのですが、私の中では

まあ、高校生までは面倒見てやろうかなと。大

学になったら自分で好きな世界に羽ばたいてい

きなさいという気持ちがあって、18歳になれば、

もう下宿もして、自分一人で生活して、お金は

少し送るにしても、いろいろな生活経験を自分

で積んでいって、大人への一歩を踏み出してい

く。その時、必要と思うのであれば、買えば良

いと。ただ、買い与える時にはいろいろなこと

は伝えようと思います。18歳まで育てればもう

いいではないかと思っているくらいの感じで

す。

●桂 氏

ということは、こういうことですか。18歳ま

でが子どもで、18歳から大人だということです

か。そこで皆さんにお伺いしたいのは、大人と

子どもの分水嶺というのはいったいどこにある

のかということを聞きたいのです。これを言葉

にできる方はいらっしゃいますか。

●勝井 氏

大人と子どもというよりは、中学高校までは

集団で授業を受けて、基本的生活習慣を身につ

ける期間で、大学はいろいろな学部も選べて、

将来に向けて一歩踏み出す、大人として独立す

るためのステップだというふうに考えているの

で、完全な大人だとは思っていないのですが、

大人になって使うツールもそこで与えて、あと

は助力をしながら1人で暮らしながら、いろい

ろ学んでいってほしいと。だから別に大人にな

ったからいいとかという意味でもなく、その中

間地点のイメージです。

●桂 氏

河口付近みたいなものですね。

●勝井 氏

そうです。そのような感じです。

●桂 氏

要は昔母親が、「なんでお父ちゃんだけこん

なんええねん。（どうしてお父さんだけこのよ

うなことしていいの）」と聞くと、「大人やから

ええねん（大人だからいいの）」と言われまし

たけれど、そのようなことはありませんか。ど

なたでも結構です。子どもと大人というものの

線引きというのはいったいどこにあるのかとい

うことですが。

●城間 氏

僕は沖縄で、裕福でもない家庭で、普通高校

ですが、実は高校は5年行っているのです。

●桂 氏

えっ。

●城間 氏
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高校5年生で卒業したのです。学校が好きと

いうのと、単位が取れなかったという理由があ

ったのですが。20歳で卒業したのです。実際僕

のように20歳の成人選挙権があって卒業する人

間もいます。僕は家の「教え」というのが、警

察の厄介ごとにならなければ自己責任で何でも

やりなさいという家訓が一つだけあって、自分

が欲するもの、欲しいものであったり、興味が

あるものであったりとか、そういったものは自

分の力でなんとかしなさいというふうに教えら

れてきたので、例えば自分の力で、高校も恐ら

く半分くらいしか出席はしていないのですが、

半分行って、自分の興味があるものが、欲する

ものがあるからアルバイトをしていたのです。

例えば、アルバイトをして自分でバイクを買い

ました。それを自分の責任で乗って、怪我をし

ても自分、というような生活だったのです。だ

から、在学中といえども自分で汗をかいて働い

てお金を持ったときに、何に使うかというもの

が出てくると思うのです。その部分で僕はボー

ダーラインは自分の中では、自分で何かできる

ということです。

●桂 氏

一言で言うと、甲斐性ができたら大人である

ということですね。

●城間 氏

そうですね。

●桂 氏

それまでは子どもというようなことですか。

●城間 氏

はい。

●桂 氏

ソーシャルネットワークのことについてはど

う思われますか。

●城間 氏

ソーシャルネットワークですね。街の立場か

らすると、僕らは街の店舗とかを含めて発信す

る側なのです。発信する側だと、どんどんとお

得な情報は出したい。いわゆるソーシャルネッ

トワークを追いかけていくようなキーワードを

放り込んでいくのです。飲食店であれば、例え

ば「大阪」「焼肉」「アメリカ村」どこどことい

うような形で、どんどんユーザーが入ってくる

ようなキーワードを放り込んでいくので、子ど

もたちが、高校生たちがまず何に興味があるの

か。そのキーワードは何なのか。それでそのキ

ーワードをどういうふうに先生と街の人たち、

親御さんも含めて、どういう認識でそのワード

を見ているのかという、その観点だと思うので

す。だから一概に大人がいい、悪いというもの

が、本当に子どもたちがキーワードを有害か無

害かというのは分からないじゃないですか。僕

たちは街で、そういう子どもたち、ネット上の

興味範囲でワードを拾ってくる子どもたちにや

らなければいけない役目というものは、街が実

際にネットの社会とは違う、ちゃんとしたモラ

ルが形成されていて、街のルールがあって、例

えばネット上でお客さんを引っ張りたいから嘘

の値段を貼って、実際に店に行って買ったら高

かったという、そういう事態も過去恐らく修学

旅行の人たちがアメリカ村に来て、情報と違う、

買った物が高かった。そういう問題があったの

です。その部分をちゃんと整理していって、事

業者同士でもちゃんとしたリースを整えていく

という、そういう活動しています。

●桂 氏

確かに今、ペットなんかは17万5000匹が殺傷

処分にされている。それは何かと言うと、飼い

主の人が闇雲にポンと捨ててしまったりとかす

るらしいのです。今、ペットショップとかは基

本的に face to faceでしか売れない法律という

ものができたらしいです。ネット上ではもう売

ることができない。それで、届いたら全然姿形

が違うというようなものが多かったことで、き

ちんと対面できるものしかできないようになっ

たというニュースをこの前見ていましたけれど

も、新聞社の方にお伺いをしたいのですが、遠

藤さん。なぜ新聞かと言うと、実は聞きたくな

い話だと思いますけれども、紙媒体というもの

がどんどん売れなくなっていっているではない

ですか。それで、いわゆる読者層を新聞はどれ

だけ獲得していけるかというところも重要だと
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いうようなことになっていますよね。

●遠藤 氏

はい。

●桂 氏

それは間違いないことですよね。

●遠藤 氏

間違いないです。

●桂 氏

そういった中で、やはり高校生レベルから新

聞というものをもっと読んでもらいたい。だか

ら本当のことを言うと、本音は、スマホとかタ

ブレットとか、そういうものを持ってもらいた

いというのを新聞社の方などは思われているの

ではないですか。

●遠藤 氏

いや、本音どころか事業としても展開してい

ます。毎日新聞の場合でしたら、スポニチとグ

ループ・ホールディングスを作っているので、

そちらのほうでは特に若い人たちは芸能ニュー

スですよね。AKB とかはすごい人気です。そ

のようなスポーツ紙系の情報をスマホに取り込

んだサイトの運営をしております。他の各社も

そうですけれども、同じようにパソコンだけで

はなくて、スマホでの展開というのも、これか

らは新聞社の生命線のひとつになるだろうなと

いうことはおっしゃる通りです。

●桂 氏

今日、ソーシャルネットワークのようなもの

が持っている功罪というテーマがあって、その

中で新聞社としての立場もおありでしょうが、

その中でどういうご意見をおっしゃられるので

しょうか。

●遠藤 氏

春蝶さんのお話の中で、大人と子どもの線引

きについて話します。昔は、子どもという概念

がなかったという説があります。「小さな大人」

ととらえられ、社会が近代化・工業化していく

中で子どもというものが“発見”されたという

ことです。学校教育もその枠組みの中で生まれ

たということを聞いたのですが、そのようなこ

とで言えば、大人と子どもの線引きは難しいと

思う。だから、パシッと18歳、あるいは14歳と

いうふうに、数字的には線引きをできないと考

えます。

それと初めに春蝶さんが企業の方とのつきあ

いの中で、これからすごく大切なのはコミュニ

ケーションスキルだということを指摘されたの

は本当にもっともだと思います。ただ、企業経

営の目線でいうと、その通りと思いますが、特

別支援教育に絡めて話をします。先生方も直面

している課題だと思いますが、これまでの障害

種別に加えて、発達障害の子どもたちを支援し

ていこうということが特別支援教育です。その

中で特に落ち着きのない行動を起こす注意欠陥

多動性障害（ADHD）やアスペルガー症候群

のお子さんとか、こうした発達障害の子どもが

増えているということが言われています。こう

いった子どもたちというのは知的な部分での障

害はないけれども、コミュニケーションが非常

に難しいというところで障害という枠組みにな

っているのだと思います。ただ、この枠組みが

いいことかどうかというのは、個人的には疑問

も持っています。コミュニケーション面で困り

感を持っている子どもたちが増えているという

ことを認識するのは大切なことで、そこは押さ

えておきたい。コミュニケーションができる人

間がすぐれた人間だ、それが企業に採用される

べき人物像であり、そのようなものを学校教育

としては取り入れるべきだという考えは、そう

なのだろうか。少なくても企業人としてはそう

いう目線で見るかもしれないけれども、教育者

としてはその目線はおかしい、と私自身の思い

としては持っています。ですからその延長線上

で、スマホとかソーシャルネットワークのこと

で言えば、勝井先生が先ほどすごく良い言葉を

おっしゃっていただいた。ぼやっとしてる時間

の大切さです。本当に目まぐるしくメールの返

信ばかりしている人生というのは、メールの返

信だけで青春はおろか人生も終わってしまうの

ではないかと思うのです。そういうのはおかし

いなと思います。やはり、ぼんやりした時間と

いうのですか、そこからクリエイティブな発想



- 248 -

であったり、根本的な時代のパラダイムを超え

た発想が出てくるのではないかと思うのです。

●辻本 氏

企業側のコミュニケーション能力という捉え

方と学校のコミュニケーション能力という捉え

方はまったく違います。何が大切かというと、

発信するためには、思いがなかったらいけない。

ではどのようにわれわれが刺激して思い起こさ

せるのか。その次にどのようにそれを表現する

のか。書く、それから話すとか、そういうスキ

ルをどのように付けてやればいいか。そしてそ

れをわれわれ教員の側が上手に見ていく。そし

て、それが子どもたち同士の中で出てくる。そ

ういうことを基本的に身に付けさせるというこ

とで、でき上がったコミュニケーション能力が

なかったら人間としてとか、そういう発想では

まったくないのです。そこへ行くための準備能

力の段階なのです。それで今おっしゃったよう

に発達障害、軽度の発達障害だということだと

思いますが、やはり同じ思いを共有できないと

か、あるいはそれを持っていたとしてもなかな

かそれを発言できないとかいう子どものために

は、また別の支援をするというのが学校教育の

問題でして、従いまして先ほどのことを学校現

場としては「そうですよ」ということでそんな

に異常なことはやっていませんが、ご安心いた

だきたいと思います。

それからもう一つ、紙媒体の話がだんだんと

こちらも発行部数の問題がということなのです

が、私は基本的には自分の思いを発信するとい

うことのためには紙媒体でなければならないと

思っています。従いまして本を読ませたい。そ

してその感想を書かせたい。そういうこともま

たコミュニケーション能力の重要な点だなと思

います。要するに何かというと、自分の思いを

相手に理解してもらうことほど素晴らしいこと

はないし、生きていてよかったと思うことはな

いわけだし、誰かが常に自分の行動を見てくれ

ている、思いを理解してくれているということ

こそがその人が生きていく根源になる、エネル

ギーになるというような捉え方をしています。

●桂 氏

先生、ちょっとそこで聞きたいのですが、何

故紙媒体でないと駄目なのですか。

何故、例えばネットで書籍をダウンロードし

て見るっていうのでは駄目のなのですか。

●辻本 氏

ダウンロードして文字になればいいです。

●桂 氏

文字になっていますよ。それでは何故駄目な

のですか。

●辻本 氏

文字になっていたらいいのです。行間を読む

なんてことは、じっくりそれを何度か見なけれ

ばならない。通り過ぎてからに戻らなければい

けないのです。

●桂 氏

それもネットでできますよ。

●桂 氏

すいません、これは僕の意見ではないです。

はっきり言うと。反対の立場に立って話さない

とパネル・ディスカッションにならないから反

対の立場に立って言っているのです、先生。そ

れについて答えてください。何故タブレットで

見るのと、紙じゃないといけないのか。それは

僕ははっきり言いますが、結局、新しいものに

対する、ずっとそれで生きてきた人の否定では

ないのかと思ってしまうわけです。ですから説

明してほしい。

●勝井 氏

体が使えるというのか、字を書くとか入力の

スピードがまず全然違うと思うのです。だから、

今のスマホとかメールとかいうのはパッと入力

してサッと送って取り返しがつかなかったりす

るではないですか。あと匿名の嫌がらせの手紙

とかも昔もあったかもしれないんですけれど、

今は責任を持った発信になっていない状態でデ

ータが行き交うとか、いったん流通したらもう

取り返しがつかないという恐ろしい状態になっ

ているというのもあって、私はやはり紙に、少

し時間をかけて考えながら書くほうがいいと思

う。
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●桂 氏

確かに LINE とかメールとかをやっていて

も、タッチパネルとかでしたら、まったくあや

ふやな文章のままパッと送信してしまったりと

いうことがすごく多いです。

●勝井 氏

手紙で書くと、さすがに出す前に読み返すで

しょう。だからそういう意味でやはり違うもの

だと思うのです。

（辻本）先生は、やはり、恋文とか送ってい

た時代のほうがよかったのですか。

私の時代は恋文でしたけれども、言いたかっ

たことは、文章を読んでもらって、読書感想文

の話もありましたけれども、私は一番嫌いでし

た。「なんでこの本読んで書かなあかんの（何

故この本を読んで読書感想文を書かなければい

けないの）。」という思いがあったので。もし生

徒さんに文章を書かせるのでしたら、ラブレタ

ーとか書かせれば良いと思うのです。好きな子

に自分の思いを伝えるということを、例えば「先

生に提出しなくていいけど1回家で1枚書いてみ

（て）」と言ったら、結構一生懸命考えると思

うのです。それを入力するのではなくて、一生

懸命書いてみる。英語でも日本語でもいいので

書いてみる。そうすることで自分の言葉の感覚

も少し上がっていくだろうし。私は紙媒体とい

うのはすごく味わいがあって、少し時間をかけ

て人に思いを伝えることができるし、ずっと10

年も持っていて後から読み返すこともできる。

素晴らしい媒体で、やはり普通のデータとは違

う意味を持っていると思います。それは古風だ

から好きというのではなくて、紙は紙なりのよ

さがあると思います。スマホで打つのではなく

て、自分で書いて、戻ってはまた書き込んで、

また消してのような体験が、英語とか覚えるの

でも目で見るだけではなくてやったほうが覚え

るというではないですか。自分の体によく見に

つくと思うのです。だから私はそちらのほうが

いいと思います。

●辻本 氏

文章というのは文語なのです。文語というの

は古文の話ではなくて、言葉には口語と文語が

あって、文語が発達した時に文章語。これは自

分の思いをそのまま出すのではなくて、相手が

どう思っているか、相手の気持ちもおもんばか

って自分の主張を少し格好良く表現できる。

●桂 氏

それは分ります。だからそれをパソコンの画

面で打つのは駄目なのですかという話です。何

故書いた方がいいのかということを説明してほ

しい。

●辻本 氏

いくらでも説明します。

●桂 氏

はい、お願いします。

●辻本 氏

私は万年筆を使っているのですけれど、先生

方はボールペンを使われますか。私はちゃんと

した文章を書くときにはボールペンは一切使い

ません。それは何故かというと、ペンを走らせ

ている音、感触、これがその人に対する一番の

思いやりだと思っているからです。

●桂 氏

カチャカチャではだめですか。

●辻本 氏

カチャカチャはだめです。

●桂 氏

なるほど。これを言われたらでも、それは先

生の概念ですから。

村上さん、どうぞ。

●村上 氏

予測変換というのがあって、要は「あ」と打

てばいろいろ出てきてしまうことで、自分の脳

みそを使わなくなってきてしまうのです。自分

の思いを頭の中で選択して書いているのではな

くて、PC で打ってしまうと、その場に出てき

た言葉をタブとかスペースキーでトンと選ん

で、勝手に、文章を考えなくて形成されていっ

てしまう。

●桂 氏

余計なものが出てきますからね。

●村上 氏
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いらないものもでてきます。

●桂 氏

それを言うと、3年間「若者が伝える伝統芸

能祭」というものをやらせてもらったことがあ

って、そこで2年目の時、「また学祭のことにつ

いて話し合いましょうね」というようなことを

送ったら、「なんなんですか、これ」と、向こ

うがすごい不穏なムードで、変換のミスで、こ

れ本当にあった話です。「股が臭いことについ

て話会いましょう」になってたらしいのです。

これは、ネタではないですよ。本当にあった

話です。

●村上 氏

あと文章を読むにしても、タブレットだと、

指でなぞって読むだけで何ページ目にあれがあ

ったということが頭の中にまったく残らない。

例えば昨日の新聞の記事となったときに、すべ

てをタブレットの検索機能のみで探すしか方法

はない。キーワードが思いつかなかった場合は

たどり着くことができない。それが紙媒体があ

れば昨日のものを引っ張り出してきて、確か2

ページ目だったかなというふうなことができ

る。

●桂 氏

村上さんの中では紙媒体のほうが物理的に便

利だということをおっしゃりたいわけですか。

●村上 氏

そうですね。パッと広げたときに記憶と直結

するのは紙媒体ではないかという気持ちはあり

ます。

●桂 氏

なるほど。大人と子どもの線引きということ

ありましたが、それについてはどう思われます

か。それからソーシャルネットワークのことに

ついては、若い人たちを相手にすると絶対なく

てはならないメディアですよね。

●村上 氏

そうですね。携帯電話を持った時点でいわゆ

る子どもと大人という境目がなくなってしまう

というか、もう大人と同レベルで危険がはらん

でしまうとは思います。というのも、結局情報

があまりにも多すぎて、普段頻繁に使っている

われわれですら、選択できないにもかかわらず、

高校生が同じレベルで情報を得てしまったとき

に、どれを選択していいかというのは決して分

からないと思うのです。それを教えることがも

しできるなら、携帯電話を持たせないというよ

りは情報の選択の仕方を教えていただいたほう

が犯罪などにつながらなくなってくるのではな

いかと思います。企業がアプリケーションを毎

日のようにリリースしますので、それをダウン

ロードするのは誰だってできてしまうのです。

それに対してこのアプリケーションは、ダウン

ロードするまではいいけど、その先はおそらく

危ないぞという認識を自己責任で持つことがで

きれば、スマートフォンを持っても問題になら

ないのではないかというところで、スマートフ

ォンと、大人と子どもの境目と携帯電話を一緒

に考えるとすれば、その知識をしっかり持った

時点で大人と言えるのではないかなと思いま

す。それまでは携帯電話は持たさないほうがい

いかもしれないですし、完全にインターネット

をさせない上で携帯電話を持たせる。電話のみ

を持たせるなどの方ががいいのではないかと思

います。

●桂 氏

そういう若い人たちをもうずっと、そういう

人たちが、言えば、商売で一番重要なところで

はないですか。そういうことというのはかなり

考えられるということですか。

●村上 氏

そうですね。われわれは、たくさん毎日のよ

うに情報を出していく企業です。それに対して

やはり興味がある写真、文言に対しては食いつ

きがいいとは思うのですが、それに付随してく

る注意事項というのはほとんど目に入ってこな

いもので、たいてい一番下に米印があって、う

ちの店舗でしたら、「ただし20歳未満のお客さ

まの入場はお断りしております。身分証をお持

ちでない方のご入場はお断りしております。」

という文章を必ず添えてはいるのですけれど

も、先行して入ってくるものはやはり画像であ
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ったり、今日は誰が来る、誰の演奏が見られる

ということに特化してしまいますので、やはり

そこまで行き届かないということが今一番の課

題かなとは思っています。18歳の方に Facebook

を通じて見ていただけるようになってしまって

いるので、もちろん興味があって見にきた人で

あった場合には実際来ていただいてもお断りす

ることになるのですが、事前にそういうところ

までお伝えできれば SNS は有益になるかと思

います。

●桂 氏

一度、全部を自己責任に委ねている学校に公

演で行ったことがありました。文化祭なども先

生は何も言わない。だから自分たちでやりたい

ことをやって、だから学生服などもどのような

格好をしてきてもいい。金髪、ピアスなどもオ

ール OK という学校で、そこの学校は学力は

そんなに低くないらしいです。そこで落語をや

ってくださいと。来る来ないも自己責任に委ね

ているというので、500人くらい入る大講堂で2

人対客8人だったのです。それは、はっきり言

えば自分の人気のなさだから仕方ないことなの

ですが。それで他の人たちは何をやっているの

かといったら、外で別に何をやるわけでもなく、

遊んでいるのです。その辺でペチャクチャしゃ

べっています。それを主催されたのが保護者の

方だったのですが、今まではこの形がいいと思

っていましたが、今日この落語をやってみて、

やはり、ある程度ちゃんと聞きなさいというよ

うなことは思いましたと言われましたが、学生

さんには自己責任というのは本当に難しいで

す。

学級崩壊になってるところもあるではないで

すか。僕達が学校に公演に行くと、携帯電話が

で鳴り出す学生だけではなくて、しゃべりだす

学生がいるのです。落語やってる最中です。そ

れを先生達が怒らないようなところもあるので

す。そのまま放置しています。実際に僕の後輩

の話し手が落語を話している時に、携帯電話で

目の前で話し出すのです。「もしもし。今落語

聞いてんねん。この人知らん、見たことない。

聞いてみる。」と言って、スマートフォンを手

前に出して、落語を聞かせるのです。それで、

「おもろないやろ」と。そのようなことが本当

にあったらしいです。

それで、僕も教えにいってる学校に行ってい

て、全然聞かないような状態とかもあったので、

「これはどちらが悪いのか。提供できていない

われわれか、それとも自分（あなたたち）か？」

と言うと、教室に40人いたのですが、半数が「自

分たちが悪いと思います」と言って手を挙げた

のです。それで、もう半数が「先生の教育が下

手やからと思います」と言って、ちょうど半々

に分かれました。1人だけ手を挙げてない子が

いたので、「君は誰が悪いと思うねん？」と聞

いたら、「理事長」と言いました。「君、理事長

におうた（会った）ことあんのか？」と言うと、

「全然ない。でも、こういう学校の雰囲気をつ

くり出してるのは理事長なんやろ」とか言うの

です。

すいません、この後に何かしゃべっていただ

けますか。

●辻本 氏

私がしゃべればいいのですか。

●桂 氏

別にいいですけど。自己責任というのが難し

い中で、次の議題に行きたいのですが、タバコ

はこの年齢とか、あるいは、公営ギャンブルは

この世代とか、車はこの年代とかいろいろある

中で、選挙権というのは何歳くらいにあったほ

うがいいと思いますか。

●辻本 氏

選挙権ですね。今は20歳からということで、

ただ推定的にやっているだけのことですから、

18だって17だって選挙に関心を持っているわけ

ですし、われわれよりもっと理解してる子もお

ります。ではそれを18歳まで下げるのか。今18

歳という話は出ていますけれども。その資格を

決めるのに実際にどの程度までというのを、や

はりペーパーテストをするのか、ペーパーテス

トではないだろう。 最初、基本的に大人と子

どもの世界の違いということでしたが、私は経
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済的に自立ができるというのが大人だと思いま

す。その時初めて本当に発言権があるのだろう

と思います。だから「大学生が何ぬかしとんの

や（何を言っているんだ）」という気持ちです

から、「黙っとれ（黙っていろ）」というのが基

本的な、これは私の個人的な考えで、私の家の

中の話なので、私が代表してしゃべっているみ

たいですけれども、どなたか先生方に聞いても

らってもいいですよ。

●桂 氏

何を聞けばいいですか。

では挙手で結構ですので、選挙権というのは

今のままでいいと思ってる方は手を挙げていた

だけますか。

それでは、引き下げたほうがいいと思ってい

る方は手を挙げていただけますか。

あとの方は手を挙げるのが面倒くさいと思っ

ていますか。

引き上げた方がいいと思ってる方はどれくら

いいらっしゃいますか。どういう理由でという

ことを聞いていいですか。

会場（参加者Ａ）

前で話があって、先ほど来ずっと言われてい

ましたように、大学生はまだまだ大人ではない

というのであれば、選挙権を引き上げた方がい

いのではないかなあと、単純にそういう発想で

す。

●桂 氏

引き下げたほうがいいという方もいらっしゃ

いました。もう一度手を挙げていただけますか。

一言お願い致します。

会場（参加者Ｂ）

20歳の根拠がよく分からないです。別に18歳

であれば判断能力があると思いますし、昔であ

れば元服というのはもっと小さかったと思いま

す。だから早く大人として扱ってやるのか、ま

先ほど小さい大人とかおっしゃっていました

が、大人として扱っていくのがその子を育てて

いくのかもしれないと考えています。

●桂 氏

今議題に上がっていますソーシャルネットワ

ークのことについては先生はどう思われます

か。

●会場（参加者）

私もずっと Facebook にはまっているところ

がありますので、駄目とは言いづらいのですが、

確かに情報が山のように飛んでくるというのが

あるのも見ていますし、それから内輪のこと言

ってすいませんが、私の奥さんはスマートフォ

ンを持っているのですが、私がメールを送って

も返事がないのです。LINE 関係はすぐ返しま

す。何かとんでもないように麻痺させるような

魅力なのか魔力なのかがあるのかなと思いま

す。それを子どもたちに持たせるのはあまりよ

ろしくないかなとは考えてます。

●桂 氏

パネラーの方で何か選挙権についてご意見あ

る方はいますか。

●遠藤 氏

私は新聞記者としては障害を持った子どもた

ちの取材をしています。何故かというのを述べ

たい。18歳の一人娘がいるのですけれども、こ

の子が原因不明の重度の知的障害を持って生ま

れてきました。娘は兵庫県の地域の小学校、地

域の中学校で障害のない子と一緒に過ごしまし

た。そして高校は特別支援学校の高等部へと進

んで、今は障害者の作業所で働いています。こ

の子を育てていく中で、子どもの命に優劣がな

いということをすごく感じました。一言で言え

ば、子どもの多様性というものをすごく感じた

のです。ですからその辺りのところを新聞記事

でも伝えたいということもあり、自分の家族の

ことも含めてずっと書いてきたのです。

選挙権のことで言えば、皆さんもご承知のよ

うに、重度の知的障害がある人というのは、こ

れまで成年後見の段階で選挙権が剥奪されてい

たわけですけれども、この前の選挙からそうい

った考え方は間違っていたと裁判所が判定し

て、選挙権を知的障害の人も持てるようになり

ました。それは本当に私たち障害児を持った家

族にとってはすごく嬉しいニュースでした。和

歌山の当事者の女性が提訴したわけですけれど
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も、根本的な視点から社会に提議して裁判所の

支持を得たということです。

●桂 氏

最後のほうの議題にしたいのですけれども、

これは個人的に皆さんにお伺いをしたいわけで

すけれども、日本はこの世界の中で今、一番自

殺者が多いと言われています。3万人というと

ころのボーダーを切るか切らないかというとこ

ろまで減ってきたことは減ってきたのですけれ

ど、実は若い世代の自殺率というのはどんどん

増加傾向にあるというような中で、特にそうい

う活動されてる中で、やはり命の大切さみたい

なものをどういう方法で伝えていったらいいの

かとか、どういうような取材経験があるかとか

というところで、遠藤さん、何かありましたら

お願いします。

●遠藤 氏

はい。今日、一番最初に発言させていただい

た時に、自己責任の言葉が好きではないという

ことを申しましたけれども、日々子どもたちの

取材も含めてですが、地域でも障害のある子ど

もの活動に携わったりしているのですが、一番

感じているのは自分を愛する心を持ちたいとい

うことです。恐らくそれは大人もそうなのです

けれども、自己肯定というのがすごく難しい時

代になったと思うのです。それは政治、社会的

な情勢で言えば、勝ち組、負け組という考え方

が、メディアの責任もあるのですが、強調され

てきました。大学で福祉を勉強している学生の

中でも結構自己責任をすごく感じていて、例え

ば生活保護になるとか貧困になるというのはそ

の人自身のせいではないのかと考えている学生

もたくさんいる。そのことにびっくりしている

とおっしゃる先生もいらっしゃって、そういう

時代に日本はなりつつあるのかなというところ

を危惧しています。

●桂 氏

はい。勝井さんは今年の2月だったと思うの

ですが、小学校5年生の子どもが大阪で自殺し

たのですけれども、その理由が、学校の統廃合

に反対して自殺したっていうニュースがあった

のです。それで、一種自殺が何か自分の主張を

するための方法みたいになってしまっていると

いう。これは僕は、もっともっとクローズアッ

プしていいようなニュースではないかなと思っ

たのですけれども、お母さんとしてどう思われ

ますか。

●勝井 氏

そう言っていても、私は本当はそうではなか

ったのではないかと思うことと、私は実は大阪

市の教育委員をやっておりましたので、今それ

を私に言われると、なかなかつらいところはあ

るのですが、もうあまり時間もないと思うので

今お伝えしておきたいことも絡めてお話ししま

す。私は今年の4月から兵庫県川西市で子ども

の人権オンブズパーソンをさせていただいてお

ります。そこで、去年、川西市内の県立高校生

が自殺をして、そのことに関して、このような

第三者の相談機関がありながらなぜだというこ

とで、いろいろな検証とか、われわれとしてで

きることは何かということを考えたときに、学

校の先生の力というのは、きっとすごいのだろ

うなと今更ながらに思っているのです。それは

どういうことかというと、やはり中学高校時代

に出会う大人としての先生というのは子どもた

ちの中にすごく大きな力を持っていると思いま

す。だから、もし死にたくなったときに、先生

につながりたいなと思えれば、もしかしたら止

まったのかもしれない。あとはその子は高校に

行きながらもなかなか高校生活が楽しめなく

て、家庭は楽しかったはずなのですが、外につ

ながれなくて、残念ながら遺書も残さず亡くな

ったのですけれども、先生方の言葉というのは

きっとこの子たちの中に一生残っていって、う

まくいけばつながれるのかもしれない。そうい

う命がもしかしたら一つでも救えたのではない

かなという思いがすごくあります。だから、も

し先生方がやってみようと思われたらで結構な

のですが、例えば中学とか高校の子どもを送り

出すときに、「もし困ったらここに連絡してお

いで」と、皆さんのメールアドレスをお伝えに

なるとか、何か一つでも困ったときのより所と
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なるようなものを渡してあげてもらえないかな

あというのが、本当に私の中で強く思っている

ところです。それによって一人でも子どもが救

われるのであればすごくいいと思うし、もらっ

たときは「なんや、こんなもん（なんだ、こん

なもの）」と思っても、あるとき、「あ、こんな

に自分のことを思ってくれてた先生がいたん

や」と思えれば、きっと生きていけるのではな

いかと思うのです。だから特に生徒指導の先生

に関していうと、言っても言っても生徒という

のは聞かないことが多いと思うのです。自分自

身も「先生の言うことなんかなんやねん（先生

の言うことなんか関係ない）」と思っていたし、

あとは自分が少年事件の付添人をやっていて

も、何度も犯罪を繰り返す子どももいます。だ

けど、自分が絶対この子に必要だと思うことが

もしあれば、すごくその子のことが好きだと思

ったら、絶対に言ってあげてください。言って

あげることで後で分かる時が来るかもしれな

い。学校の先生はそういうすごく貴重な機会を

お持ちの方なのです。それは一期一会で素晴ら

しいことだと思います。だから私は先生方のこ

とは本当に子どもにとって重大な意味を持つ大

切な存在だと思っています。もし子どもが聞か

ないふりをしていても、寝ながらでもきっと聞

いているので、ぜひ言ってあげてください。そ

れが私が最後に言いたいことです。

●桂 氏

村上さん、いろいろ若い世代のアーティスト

の相談とかにのられていると思いますが、どう

いう形のメッセージを送ってあげているのです

か。

●村上 氏

そうですね。いわゆる学校では異端児だった

方々は結構多いです。うちで出演していただい

ているアーティスト、例えば DJ であるとかシ

ンガー、ヒップホップのラッパーであるとかい

う皆さんは、基本的に何かに反発して、結果、

求めた先が音楽であったり、ダンスであったり

とかいうことが結構多いのです。ただ、そこに

20歳を超えて生きている中でだいたいみんなが

言うのは、迷惑はかけたけれども、親や先生方

には感謝しているというのは、昨日の出演者を

含め、こういう形で参加させていただく上でい

ろいろ聞いて回ったのですが、おっしゃられた

通り、必ず思いを持っていたいのだと。迷惑か

けたけど、笑いながらでも感謝は確実にしてい

ると僕も感じますし、僕を含め、僕も割と迷惑

をおかけしたタイプですが、やはり嫌だったこ

ともたくさんありますが、言っていただいたこ

とで身にしみたことはたくさんあります。とい

う意味では、嫌がらずというか、聞いてないふ

りをしてても聞いているのではないかという思

いで言っていただきたいとは思います。

●桂 氏

（辻本）先生、今、若い人の自殺が多くなっ

てきているという中で、教育者としてそういう

ことをどのように思われて教育の現場に立たれ

ているかということをお伺いしたいのですが、

よろしいですか。

●辻本 氏

私の学校も、一人、中1の生徒で、中1ですよ、

「私は医学部に行けないから」と言って、自宅

マンションの11階から飛び降りました。これは、

将来自分はどうなるかというようなことを、ま

だそこまでいっていない段階です。医者になら

なければならないというふうに追い込んだのは

誰かというようなことでしょう。学校が追い込

んだのか、親が追い込んだのか、本当にその時

はつらい思いをしました。それで、もうその話

やめさせてください。命は、どんな言い方して

いても、尊いのです。だから人が自殺した時に

あれがどうだった、こうだったと新聞が取材し

ますけれど、校長も「いやー」とか言ってます

けれど、あれは校長はその子のことを本当は知

らないと思います。その子を本当にしっかりつ

かんでいて言うのであれば、黙って一言も言わ

ず、じっと我慢していると思います。

こういうような感じで、子どもの命をなくす

ということは母親が一番大変なはずです。学校

などはある意味、言い方はおかしいけれども、

第三者です。しかし、先ほどからおっしゃって
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いるように、やはり学校でというか、学校でと

いうことではないですね。誰かそっと見ていて

くれる人がいたということが生きがいになって

いるというようなことですから、われわれはや

はりその辺のことを認識してなければいけな

い。それだけの力をわれわれは持っているのだ

という思いであろうと思います。

今日お集まりの生徒指導担当のの先生方は何

が一番すごいかというと、先ほど「私もやんち

ゃやった」とおっしゃっていましたけれども、

「学校の成績なんかなんぼのもんや（どんな価

値があるの）」と普段は思っている人でしょう。

同窓会に出たら分かります。校長が「学校の成

績なんぼのもんや」と言うのは少し恥ずかしい

ことですが、しかし私はそう思っているのです。

学校の成績で将来どういうふうにつながってど

ういうふうな成功していくか、などと思ってい

る人は間違っていると思います。

われわれの仕事は何かと言うと、これも先生

方よくお分かりだと思いますが、予防医学なの

です。予防なのです。だから、われわれの仕事

は何かというと、一人一人しっかり見ていて、

少し何か違うな、顔つきが違っているというこ

とを真剣に見いるわけです。それが生徒とわれ

われのつながりで、とにかくわれわれの仕事は

変化を見るということなのです。その変化がき

っちり見られるかどうか。それは愛情でもある

と思いますし、思いやりでもあると思います。

それが生徒指導の先生方です。私はこういう大

会とか、いろんな生徒指導の方と集まっていま

すが、いつもそうおっしゃっているし、実行さ

れている。大阪として会長ということですけれ

ども、本当に感謝致しております。本当にあり

がとうございます。

●桂 氏

学校の教育現場もいろいろな試行錯誤だとい

うふうに私はすごく感じたのが、僕自身がまず

は非常勤講師からですけれども、オファーをい

ただいた時に、僕は高校を卒業してすぐにこの

世界に入っていますから、高卒の人間が大学の

先生などやっていいのかなと思ったのです。そ

れで偉い方々に「すいません。僕高卒なんです

けどいいんですかね。」と言いますと、向こう

の偉い先生方が「いや春蝶さんね、もう頭の賢

い人間が学校の先生をやる時代じゃないと思う

んですよ」と。「春蝶さんのような人が、もし

かしたら生徒の気持ち分かってくれはるんちゃ

うかな。」「春蝶さんみたいな人もいてほしいな

なんて思ってるんですよね」と言って、後々考

えると結構微妙な内容だったのですが、それは

そういういろいろなアイデアを出していかない

と、学校の教育現場というのも、今からは、高

校はよく知らないですけれども、大学などはそ

うなのかなと思ってしまったわけです。

今日は自己責任というような形でございまし

て、皆さん方からいろいろなご意見をお伺いし

てのパネルディスカッションの一時間半でござ

いました。2時30分から始まりましたので、ち

ょうど今が16時ということで、この辺でパネル

ディスカッションは終了したいと思います。皆

さん本当にどうもありがとうございました。

●司会

本当に長い間ありがとうございました。何か

この際もう少しご質問等で聞いてみたいことが

あるという方がいましたら、挙手をお願いしま

す。何かございますか。

よろしいですか。

パネリストの先生方でこれだけはもう一度言

っておきたいということはございませんか。

●城間 氏

では最後に。われわれアメリカ村は、本当に

小さい子どもからおじいちゃんおばあちゃんま

ですべての世代ウェルカムです。昨日先生たち

とクラブの体験、一緒に共感をしていただいた

かなと思います。街として一つご提案がありま

す。実はアートの専門学校でも言っているので

すが、ぜひ実体験の一つとして学祭を街でやっ

たらどうかという提案があります。本大会のよ

うに先生たちもクラブに行って分かったことが

あると思うのです。子どもたちにも、今、修学

旅行いくなとか、中高生向けにいろいろ言われ

ていますが、実際に街を使って課外授業であっ
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たりとか、お祭り。僕もあまり学校は好きでは

なかったのだと思います。5年間も行っていた

のですが。本当に街に出るのが好きなのです。

そこで皆と同じことを、学校でやってることが

もしかしたら苦痛な時間になっているかもしれ

ないのです。それを一つの行動によって先生た

ちとの距離を近づけるための一つの手段とし

て、そういったものをぜひアメリカ村のほうで

やってみたい。街をこれから、浄化というきれ

いな言葉は使いません。街をデザインしている

という、もっともっとこれからの街づくりを良

い形にしていきたいので、ぜひそれをこの連盟

の方々と一緒にできたらなと思いますので、よ

ろしくお願いします。

●司会

ありがとうございました。

●桂 氏

僕は夢に持っていることなので、皆さんに聞

いているのですが、教育現場で着物着付けとい

うのを必須にしていただけないかなと思ってい

るのです。それも全国で。僕は私学というとこ

ろなので、ここで話しても仕方がないことなの

ですが。そういう民族衣装というものの存在は

皆さん知っていますよね。結局着ることができ

ないから、発展もしないし、いつまでたっても

価格が高い。みんなが着ることができれば、そ

れこそ量販店などが、安く和服を販売するとい

うこともあると思います。やはり海外にこれか

ら出るときに、どれだけ自分自身が、例えば日

本の伝統芸能などを見たことがあるかと言うと

誰も見たことがなかったりするのです。いくら

国際人だからと言って、日本のことが説明でき

ない人たちとがたくさんいる。海外は意外に自

分のところの歴史とか、自分のところの芸能な

が説明できる人が非常に多いといいます。です

から、やはり自分で着物も、男の着物なんてい

うのは恐らく1時間で着ることができるように

なるし、帯の結び方もすぐ分かると思うのです。

ですから、皆さんの頭の中で、そういうような

ことがあったら、こんなことを言っている人間

がいたということを心の隅に少し置いていてい

ただきたいなと思います。ぜひそういうふうに

思っております。教育現場で日本の伝統をぜひ

よろしくお願いします。そのことを少し主張し

たいと思っていました。よろしくお願い致しま

す。

●司会

ありがとうございました。桂春蝶様、本当に

ご大役ありがとうございます。

それでは皆さま、パネラーの方、春蝶さんも

ご退場されますので、拍手をもってお送りくだ

さい。ありがとうございました。
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常翔学園中学校・高等学校 校 長 北 尾 元 一

まず、本部会に参加いただいた先生方に心よ

りお礼を申しあげます。

先生方には、初日も含めて2日間、貴重な話

を聞いていただいたと思っております。

この生徒指導部会では、まず、大阪にござい

ます生徒指導連盟の日頃の活動について、全国

の先生方にお聞きいただきたいと願い、4つの

実践発表を行わせていただきました。最初に大

阪私学生徒指導連盟が今まで行ってきた活動に

ついて、梅花中学高等学校の吉田光孝先生から

発表をいただき、同連盟で行っている「退学生

・留年生調査」について清風高等学校の長屋憲

明先生から報告をいただきました。さらに大阪

府の実態として、同連盟で調査研究された結果

を「『高校生像』の報告」をテーマとして箕面

学園高等学校の小栢章貴彦先生に発表いただき

ました。また大阪の私立学校の実践の一つとし

て大阪成蹊女子高等学校の髙橋千尋先生に「社

会に目を向ける生徒を育てる～時事マンガを描

く」をテーマとして実践報告も行っていただき

ました。

4つの実践報告後、大阪府および同連盟の背

景にある大阪府の実態について、大阪府警察本

部生活安全部少年課少年育成室少年補導官･警

視の助中伸理氏より、現場からの報告としてご

講演をいただきました。教員とは異なった視点

から見た実態としてお聞きし、4つの実践報告

の内容が深まったことと思います。

最後に、今回のまとめということにもなるか

と思いますが、弁護士であり、大阪の私立学校

に通っている生徒の保護者でもある勝井映子

氏、金蘭千里中学高等学校理事長・校長で本連

盟会長である辻本賢先生、毎日新聞学芸部副部

長の遠藤哲也氏、アメリカ村の会副会長の城間

桂蔵氏、同じくアメリカ村の会の村上友紀氏を

パネリストに迎え、落語家の桂春蝶氏をコーデ

ィネーターとして「高校生の自己責任はどこま

でか！？」と題したパネルディスカッションを

行いました。

今、自己責任の問題など非常に難しい問題、

それから今回の実践発表、いずれも根底には、

自校の学校の子どもたちのために、よりよい方

向にするにはどうしたらいいかということを、

いろいろと悩みながら実践されているというこ

とだと思います。今の自己責任をどう取るかと

いうことも、将来、やはり子どもたちをよりよ

い方向に導くためにはどうすればいいのかとい

うことでもって、一生懸命考えているというこ

とだと思います。初日の井村先生の話にありま

したように、われわれはもちろんコーチとして、

その先の将来、社会に出て、本当に自立できて、

活躍できる人材を育成することによって、目先

の結果、それは服装の指導であったり、いろい

ろな問題行動をすぐ直すことが結果ということ

ではなくて、先々の子どもたちがよりよく輝く

中で成長していくことを願って、いろいろご奮

闘していただきたいと願っております。

ぜひとも今回の研修が、ご自身、そして自校

の生徒指導に生かされることを祈念致しまし

て、総括とさせていただきます。

本当にありがとうございました。
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1 研究目標 共生と「個」の尊重

①大阪の私学における人権教育の現状と課題

②一人ひとりの違いを大切に～大阪私立学校人権教育研究会の歩みと取組み～

2 会 場 シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間（中）

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 基 研 研 研 研 部

会 究 究 究 究 会調
10月25日 開 発 昼 食 発 発 発 閉

講会 表 表 表 表 会

付 式 演 ① ② ③ ④ 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 学校法人英真学園 理事長 文 野 肇

基 調 講 演 演 題 「こうすればできる 高校の特別支援教育」

講 師 国 立 大 学 法 人 大 阪 教 育 大 学 理 事 成 山 治 彦

研究発表① テーマ 「一人ひとりを大切に

～大阪私立学校人権教育研究会の歩みと取り組み～」

発表者 大 阪 私 立 学 校 人 権 教 育 研 究 会 指 導 員 日 浦 順 之

研究発表② テーマ 「コスモスダイヤル(電話相談)から見える私学の課題」

発表者 大 阪 私 立 学 校 人 権 教 育 研 究 会 指 導 員 川 西 寿美子

研究発表③ テーマ 「つながりと包摂を求めて

～気づきと理解をひろげ、支援のあり方をさぐる～」

発表者 関西福祉大学金光藤蔭高等学校 教 諭 南 村 武

研究発表④ テーマ 「本校における支援を必要とする生徒への取り組み」

発表者 大 阪 女 学 院 中 学 高 等 学 校 校 長 長谷川 洋 一

発表者 大阪女学院中学校スクールカウンセラー(支援教育アドバイザー) 木 下 忠 恭

部会閉会式 総 括 学校法人英真学園 理事長 文 野 肇
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5 運営委員・指導員

委 員 長 文 野 肇（学校法人英真学園 理事長）

委 員 山 川 誠（相愛高等学校 教諭）

山 田 均（関西大学北陽高等学校 教諭）

南 田  信（大阪国際大和田高等学校 教諭）

松 倉 紀 之（プール学院高等学校 教諭）

植 木 武（大阪女子短期大学高等学校 教諭）

糸 川 潔（帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 教諭）

本 岡 大（開明中学校 教諭）

髙 木 美千子（大阪体育大学附属中学校 教諭）
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「こうすればできる 高校の特別支援教育」

国立大学法人大阪教育大学 理 事 成 山 治 彦

みなさんこんにちは。大阪教育大学の成山と

申します。今日は大会にお呼びいただきまして

大変光栄に存じております。よろしくお願いし

ます。

私自身も大学を出て6年間ほど大阪の私学さ

んのほうでお世話になりましたので、私学人研

さんのほうからお誘いいただきました時、こう

いう形で恩返しができたら、と思いましたので、

そういう意味でうれしく感じております。今日

は事務局のほうからテーマを設定していただき

ましたけれども、特別支援教育ということで、

いわゆる障害者の教育でございます。これにつ

いて、このテーマで私学の全国大会が行われる

ということは、その問題意識が各学校で結構お

ありなのかなというふうに思います。

それで、実は、高校よりもむしろ大学のほう

で、この特別支援教育、とりわけ発達障害の学

生の支援をどうするかということについて非常

に喫緊の課題になってきているわけです。本学

も昨年度から障害のある学生の修学支援室とい

うのを立ち上げて、開講いたしました。

そうすると、あとでもまたお話ししますが、

全盲の視力障害者で、いわゆる大阪府立の視力

障害の特別支援学校を卒業した学生が受験し

て、合格をいたしました。それで、彼の授業の

サポートをどうするかということで、大学の先

生方はいろいろ多岐にわたっておりますので、

その学生が受ける講義について教材から、ノー

トから、周りのサポートをどうするかというよ

うなことが急きょ大きな課題になってきまし

た。現在そのサポート室でたくさんの学生のボ

ランティアサポーターといいますか、学生のボ

ランティアがついて、ノート等については整備

をしているのです。開講しますとそれ以外の障

害のある学生、とりわけ発達障害の学生で本人

も保護者の方もまだ受容ができてない、いわゆ

る認めていない、でも何となく自分の様子が人

と違うというような思いで相談に来ている、と

いう学生がおります。この学生は大阪の府立高

校のいわゆる進学校、伝統校で学んできた学生

ですので、高校時代から少し気が付いていたの

でしょうが、医者にかかって、あるいはカウン

セリングにかかって、自分の障害を受容した上

で大学に来ているというわけではないわけで

す。かえってそういう受容していない、途上に

ある学生の支援ということはなかなか難しい、

という側面があります。

小学校でいじめの問題が、中学でも起こって

おりますが、教員側でいじめ対応に苦慮してい

る中の多くが、この発達障害の子どもに対する

いじめで、受容できていない子どもおよび保護

者の対応です。周りの受容、これをどうするか

ということで大変苦慮しているという実態があ

ります。その意味ではこの特別支援教育といい
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ますか、種々の障害をいかに受容して、周りの

子どもたちも、先生方も、あるいはご家庭も理

解をして適切な指導、コミュニケーションの取

り方を工夫していくかということによってずい

ぶん学校現場の状況も変わってくるというよう

なことが上がっております。その辺について今

日はお話ができたらと思っております。

まず私の経験からお話をさせていただきます

けれども、今申し上げましたように大学を出て

すぐに私学のほうでお世話になりました。当時

公立も含めて同じようなことがあったと思いま

すが、40年前のことを考えますと、私どもの学

校にいわゆる身体障害者ですね、身体障害者が

受験をすることがありまして、この受験を巡っ

て議論、百出でございます、紛糾いたしました。

いろいろな意見が出まして、受け入れた場合、

まず一番、身体障害者の場合は体育をどうする

かと。みんなと一緒にできないではないか、そ

うすると単位が取れないのではないか、単位認

定をどうするか。それからその他の体育祭をは

じめとした諸行事、修学旅行などはどうするか、

というようなことがございます。それから校内

の移動、当時はまだまだエレベーターがござい

ませんのでこの校内移動が大変困る。それから

施設問題も整っていないし、何かあれば責任問

題ではないかということで、懸念がずいぶん大

きく広がります。それで、一番最後には、本人

にとって周りの理解がない、施設設備が整って

ない、そんな状況の中に入学しても本人は辛い

のではないか。むしろ当時特殊学校、あるいは

大阪では養護学校と呼んでおりましたが、そう

いう養護学校に行って学ぶほうが本人にとって

は能力を開花する機会を得られるのではない

か、ということで、受け入れることはできない

という結論に至ったわけです。

私も実はこの議論の、特に後半の部分の論陣

を張っていた人間でございますので、今から考

えると、えらく矛盾したことを言っているなと

いうことで、じくじたるところがあるのですが、

当時の感覚としてはこれが当たり前だったよう

に思われます。特に本人にとっては辛いのでは

ないかと、そういう障害者を受け入れる学校が

あるのだから、そこで学ぶほうがいいのではな

いか、本人が選択したとしてもです。大人の判

断としてそういう希望をしている生徒に対し

て、「いや、こういう道があるよ」ということ

を逆に指し示すほうが学校として、あるいは教

育者としては善意といいますか、いいのではな

いか、という議論が中心でありました。今振り

返りますと、この議論は善意による拒絶の論理

だと私は考えております。

実は障害者問題の壁といいますのは、多くの

場合、社会でもそうですが、この善意による拒

絶の論理が結構働いておりまして、そのことが

障害者当人にとって必ずしも善意ではない、逆

に障害者にとってそれは自己実現を阻む壁にす

ぎないんだという感覚があるわけです。その衝

突がいろいろなところで起こってまいります。

そのことが昨今、特に国際的な障害者権利条約

が結ばれて、現在見直しが進められている。

2005年、2006年くらいから急速にその問題は

国際的にも、国内的にも見直されてきたという

のが実態です。最後のほうにそういうことにつ

いて少し触れさせていただきたいと思います。

それで、時間が過ぎまして30年前。この時私

は公立高校に移っております。その学校に、実

は、二分脊椎症で車いすの女子生徒が入学して

まいりました。中学校までは大阪にある養護学

校で学んでた障害者です。この子が高校からは

普通の高校に行きたいということで受験をした

のです。学力的には見事合格をしました。特別

選考ではございません、一般選考です。車いす
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で通学することになりました。学校までは親御

さんが送ってこられるのですが、校門をくぐる

と、これは学校の責任になります。エレベータ

ーがございませんので、どうするか。当時受け

持った担任がクラスの子どもたちに呼びかけ

て、そのクラスの子どもたちが移動については

その車いすを4人か5人くらいで持ち上げて、比

較的小さな女の子でしたので、持ち上げて移動

しました。校内の修学については、それ以外の

不便は特になかったわけです。

問題は修学旅行だったのです。当時私たちの

学校はスキーの修学旅行でした。それで、これ

を学年団で議論いたしました。修学旅行に連れ

て行っても彼女は車いすだから、ホテルに入る

ところまでが精いっぱいで、ゲレンデにはとて

もではないけれど出られない。だからずっと見

学で、ゲレンデの寒いところで見学というのも

かわいそうなので、ホテルの中で誰かが順番で

ローテーションを組んで、ゲームか何かをして

1日過ごすかと。それも、3泊4日だから本人が

飽きてしまう、というような会話になりました。

そこで思い切って旅行者、それから引率のイ

ンストラクター、現地のインストラクターの方

にいろいろ相談をさせていただきましたとこ

ろ、インストラクターの方が障害を持つ方でも

スキーはできるというのです。「車いすですよ。

それも二分脊椎症ですよ。背中に力が入らない

わけですから、万が一その寒冷地の中で本人の

体調が変わったら、われわれは責任が取れない

です。」というような突っ込んだ議論をしたわ

けです。今でこそパラリンピックで障害者のス

キーは見ての通りですけれども、当時は私たち

はその感覚が全くなかったのです。ところが、

スキーのインストラクターは、こういうふうに

したらできます、ということで。いわゆる足と

両手の先のほうに、ストックの代わりにストッ

クの先には板をつけている（というかスキーを

つけている）ような状況で、緩やかな斜面です

が、みんなと同じようにブルークをしたり、初

歩的なことについてはできるようになりまし

た。最後のスキーの場面では見事に滑って、周

りの子どもたちをびっくりさせたのです。

この経験から、われわれは反省をしたのです。

実は、障害者だ、車いすだ、スキーなんてとん

でもない、ということで、最初からわれわれは

無理だと考えていなかったのかと。その無理だ、

という大人の配慮が、善意の配慮が、子どもた

ちがあれをしたい、これをしたいという、ごく

当然な気持ちをシャットアウトしてしまってい

る、壁を作ってしまっているのではないかとい

う反省に至ったわけです。それ以来われわれの

学校では、まず障害者が入学してきた時には何

ができるか、どうしたらできるか、今の状況の

中ではこういうことが可能だ、というようなこ

とをいろいろ検討して親御さんとお話をさせて

いただく、というスタンスに変わるようになり

ました。もちろん公立の場合は財政的にも限り

があります。十分な施設設備を整えられるわけ

ではございません。しかしそこは、親御さんの

ご理解を頂きながら、「今こういうことやると

可能ですよ。」「ここから先はちょっと無理です

が、こういう形で不自由をかけるけれども一緒

に何とかやることができますね。」というよう

なことをお話しするようにしているわけです。

それで、時は過ぎて、もう30年がたちました

が、大阪の府立高校で全盲の視力障害者が教壇

に立って、学級担任もしているわけです。

実は私の授業で、330人ほど大阪教育大学の

学生が受講しているのですが、この特別授業で

ゲストティーチャーとして、全盲の視力障害者

の山本先生を招きました。山本先生は、現在は

大阪府立春日丘高校（2校目です）、いわゆる伝
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統的な進学校ですが、そこで英語を教えていま

す。かつ、去年まで3年間、クラス担任もされ

ました。その模様は確かＮＨＫだったと思いま

すが、テレビ局でも取り上げられ、全国に放送

されたました。この先生は、実は小中高とも京

都のほうの、いわゆる普通の高等学校、ちなみ

に高等学校は堀川高校で、堀川高校から神戸大

学の英語のほうに進学し、そこで教員免許を取

られて、教員採用試験は大阪で受けられたよう

です。これも見事に合格されまして、それで最

初は大阪府立柴島高校で教壇に立たれて、2校

目が春日丘高校ということです。

全盲の視力障害者が生徒として入学するとい

う例は、これまででも増えてきたわけですが、

教壇に立つというのは保護者対応も含めて、こ

れは大変な苦労がご本人にもあるし、学校その

ものにもあるのではないかと思います。とりわ

け学級担任ということになりますと、われわれ

担任の経験からいうと、朝、このように（今皆

様と私が向かい合っているように）ホームルー

ムをして、子どもたちの顔色を見て、今日は彼

はどういう状況、彼女はどういう状況かという

生徒把握を1日の初めにするのが一般的でござ

います。全盲の方ですから、これはできない。

どうするのだろうか。子どもの表情に表れる心

理的な変化というのは、どう見るのだろうか。

もちろんこの学級には、他の学級もそうですけ

れども、補助担任が付いておられますのでサポ

ートはされているですが、ご本人が40人の生徒

の心理的なことも含めて、これを把握していな

いというわけにはいきません。保護者との懇談

会でもお子さんはこうですねというようなこと

をお話をされるわけです。保護者からするとい

つどこで見たのですか、という話になります。

失礼なことかもしれませんが、はっきり言って、

そういうことになります。しかし、そういうこ

ともクリアされながら、進学指導もされ、見事

卒業生を送り出されたという状況なのです。

その状況について、大学の特別授業で、私の

ほうから質問をしながら先生にとっての、ある

いは障害者にとっての生きる力だとか、学ぶ力、

学力というのはどういうことだろうか、という

ことを学生に考えてもらいたいということで、

五つほど質問を用意しました。一つは、小中高

等学校ずっと普通の学校を選んだのですが、ど

うして普通の学校に行ったのか、なぜ特別支援

学校には行かなかったのか。二つ目は、普通の

学校で学ぶことによるメリット・デメリットが

きっとあるはずで、また特別支援学校で学ぶに

ついてももちろんメリット・デメリットあるは

ずですが、どのようなメリット・デメリットが

あるのか、気付いたことは何か、という質問を

させていただきました。三つ目は、よりによっ

て、というと失礼ですが、どうして教師になろ

う思ったのか。かつそれも特別支援学校ではな

く、いわゆる普通の高等学校で。全盲の視力障

害者の方が教師になられる、という例はほとん

どというか、大阪では彼が初めてだと思います。

公立の図書館にはいらっしゃいますが、教育現

場では初めてだと思います。なぜ普通の学校の

教師になろうと思ったのですか、という質問を

させていただいたのです。四つ目は、教師にな

って気付いたことはどのようなことか。われわ

れは、視力障害者じゃない教師が分かっている

こと、できていること、できていないことと、

全盲の視力障害者の教師であるからこそわかる

こと、というのがあるのではないかということ

でお聞きしました。最後に、子どもに伝えたい

ことはどういうことですか、ということをお聞

きしました。

そうすると、先生のお答えを一つずつ見てい

きますが、「なぜ普通の学校を選んだんですか」

という質問に対して、「小学校は自分が選んだ

わけではない。親が選んだ。」それはそうです。

親御さんの選択だと思います。実は例の『五体

不満足』、両手両足を生まれながらにしてなく

しておられる乙武さんという方、ご存じだと思

います。あの方もこの前、横浜のほうで小学校

の先生になられて、今は東京都の教育委員をさ

れていますが、あの方も親の選択で小中高等学

校ずっといわゆる普通の学校で学んでこられ

た。それで、予備校に行かれて早稲田を受験さ
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れて今があるということなんです。

彼の場合もそうですが、この山本先生の場合

もやはり入学はスムーズではない。彼は30歳初

めくらいの年齢ですが、20年前、入学がスムー

ズではなかった。お母さん、お父さんの話によ

るとやはり、目が見えないなら盲学校行けばい

いではないかというふうに言われたそうです。

それで、話し合いを重ねてその学校の校長先生

が英断をふるわれ、ではしばらく様子を見ると、

でも何か不便なことがあったら子どもの事を考

えて進路変更も考えてくださいというようなこ

とで、スタートされたようです。例えばその時

に、条件がいくつかつけられていまして、一つ

目は教科書等は一切点訳しない。教科書なしで

勉強するというのはこれは非常に不自由でござ

います、親御さんのほうでいろいろ頼まれて、

ボランティアの協力を得られたようです。

実はこの教科書が点訳で用意されていないと

いうのは大変大きな問題なのです。全盲ではな

いが、弱視の視力障害者という子どもがいらっ

しゃいますね。その子どもには拡大教科書、拡

大コピーの教科書を提供するのです。当時私も

教育委員会にいて、その担当をしていたのです

が、ボランティアの方にお願いをしておりまし

た。拡大教科書といっても大変難しくて、縦の

線が見えにくいお子さんと、横の線が見えにく

いお子さんがいらっしゃいます。それから文字

ばかりだとある程度分かりやすいのですが、図

とか、表とか、写真とかが出てまいります。そ

れをそれぞれに応じて拡大コピーを用意しなけ

ればならないのです。これは全部ボランティア

でお願いしていたのです。

団体のほうの要望もありまして、義務教育で

あるにもかかわらず、教科書が有償の、お金を

払って、ボランティアの協力で用意される、と

いうのはいかがなものかと。本来義務教育です

からその教科書は無償のはずなのです。障害が

あるなしによって無償の方と有償の方があると

いうのは不平等ではないかという指摘がござい

ました。それで実は文科省のほうで検討され、

その数年後にこの拡大教科書についても無償と

いうことに制度が変更されました。これもそう

いう人権の取り組みの大きな成果と思っており

ます。高等学校の場合も大阪府の場合には教育

委員会の中に拡大教科書、あるいは試験の時か

らそうですが、それ以外のテスト、それから、

参考書、問題文等々についても点訳を用意する

という係がございます。各学校から申し出があ

ると、点訳を準備する。ただ、点訳を準備する

といっても、これは合格するかどうか分からな

いうちから用意するというのは難しく、かつ高

等学校の場合には学校によって教科書がバラバ

ラですので、どの教材を使っているか、という

のが決まらないと点訳の準備に入れことができ

ないということで、合格発表があってから即座

にそれぞれの教科書、参考書の準備にかかると

いうことです。全く自転車操業でございますが、

なんとかそれで視力障害者が入学してきた時に

は、教科書を整えるというようなことをしてい

ます。20年前、山本先生の場合は、保護者が自

力でボランティアの協力を得て、点訳教科書を

整えるというようなことをされたようです。

二番目の条件は登下校は保護者同伴というこ

とだったようです。朝は親御さんが近所の上級

生に引率をしていただくのですが、帰りが困り

ました。迎えは保護者の方ですが、時々学校は

時間割変更があり、帰りの時間が、決められた

ルールとは違うというようなことになると、親

御さんの迎えが準備できないというようなこと

もあったようです。その時、本人は勝手に、親

が来るのを待たないで、一人で許可もなく帰っ

てしまったらしいのです。白い杖で勝手に帰っ

たということです。そこから、杖さえあれば勝

手に街中を歩けるというようなことを本人は試

行錯誤で、文字通り試行錯誤で身につけたよう

です。だからこの場合も、茨木から私どもの大

学のほうまで、近くの駅まで車で迎えに行った

のですが、そこまでは普通に電車に乗って、白

杖で、そのまま来ました。そういうふうに今は

いろいろなことが整理されておりますので、そ

れも可能なのかなと思います。

二つ目の質問ですが、「普通の学校で学んで
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気付いたことがありますか」ということですが、

一番子どもにとっての関わりは付き添いの先生

が付くかどうかということです。これも、公立

でもそうですが、その子用に特別に先生を配置

するというのは、人件費の観点から言いますと

大変困難が伴います。付く場合と付かない場合

がありますが、彼の答えは付き添いの先生の有

無はケースバイケースということです。付いて

いい場合と、付き方にもよりますが、付かない

方が本人にとってはいい時もあるということで

す。あるいは周りの子どもにとってもいい、と

いうことがあるんだということをおっしゃって

いました。先生がいないけれど、クラスメイト

と逆にうまいこといったと。それで、子どもた

ちは知恵を出して工夫する。どんな工夫をした

のですかと聞くと、運動会の時に、全盲の視力

障害者ですから玉入れとかドッジボールとか、

これはなかなかできない。それで、子どもたち

が、じゃあどうしたらみんなで山本君も一緒に

入って遊べるかな、いっしょにできるかな、ゲ

ームできるかな、というようなことを投げかけ

て、考えさせると、こうしましょうと、竹で編

んだかごを本人の顔にかぶせて、ちょっと柔ら

かいボールで、それで山本君に当たったら、例

えばドッジボールですね。当たったら、当てた

子が退場。当てないように投げる、他のものに

当てるようにするというようなルールを考え付

いたそうです。本人は、山本さん自身はあっち

行ったりこっち行ったり、当たるように、当た

るかどうかわからないですけれども、いろいろ

動いて相手のミスを誘うというような新ルー

ル、山本ルールを子どもたちは、小学生なりに

考えてゲームを楽しんだというようなことを聞

いております。

ただ、高学年からです。やはり障害について

意識するようになった。これは周りの子が、例

えば給食の当番とか、それから机の掃除とかと

という時に、これも善意による排除といいます

か、善意の壁だと思うのですが、「山本君、そ

れはいいわ、それしてもらわんでええわ、自分

でやるから」と、彼が当然みんなと同じように

当番が回ってきたらやるべきものだと思ってい

る掃除とか、給食とかというようなことが、周

りの子の善意による壁によって除外されてしま

う。それが彼にとってはずいぶんコンプレック

スを呼んでしまう。中には彼を、「障害があっ

てちょっと気持ち悪いなあ」と、子どもですか

ら。露骨な言葉とか対応も出てくるようですが、

それを本人はそれまで全然意識していないので

す。自分が障害があってコンプレックスがある

とは意識していないのです。ところが、周りの

反応で、ああ、自分は障害があるんだと。周り

から避けられる、あるいは不憫に思われる、あ

るいは特別な配慮をされるような存在なんだ、

みんなと違う存在なんだというようなことを自

覚させられてしまう場面が増えてくるようで

す。そのことが逆に彼自身にコンプレックスを

生んでしまうのですね。

しかし、ある障害者と、障害のない者との交

流の場があったようです。そこで各班長は全部

障害者がやる。その障害者の指示によって障害

のない者も含めた班が動くというような、ゲー

ムとか取り組みがあったようです。それを見て

いてといいますか、そういうことを経験して本

人が思い直した。周りはこのようにしているか

ら自分はコンプレックスがあるんだと被害者意

識を持っていたけれども、実は壁を作っている

のは自分自身ではないかと。例え障害があるか

らといって自分の気持ち中で周りの人との接し

方、コミュニケーション、対し方に壁を作って

しまったのではないかということに気付いたわ

けなのです。こういうことに気付ける、という

こと自身、大変素晴らしいと思いますが、すべ

ての障害者がこのように自分自身の中の心の壁

を発見する、気付くということはなかなか難し

いと思いますが、山本先生の場合はそういうこ

とに気づかれたということです。

三つ目の質問ですが、「高校ではなぜ教師に

なろうと決めたのか」ということですが。堀川

に行った時に、それまで小学校中学校では、こ

れは不思議ですが、小学校中学校では市町村教

育委員会ですが、教科書については自分でボラ
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ンティアでやってもらえと、義務教育なのにや

ってもらえと言われていたのですが、堀川に行

くと教科書などは教育委員会、これは京都市の

教育委員会です。堀川は京都市立ですから。京

都市の教育委員会に外部発注をしていただい

た。これは時代が変わり、9年、10年が経って

いるからそういうことになったのか、大阪の場

合は20年、30年前からそれはやっておりますの

で、そういうことが伝播したのかもわからない

ですが。ただ、放課後の学習、家庭での学習の

時に塾にそれを頼むのはなかなか難しい。実は

乙武さんも、予備校を転々と門をたたかれた。

どこの予備校も門前払いだった。ところがある

予備校さんだけは職員の方、先生ではなくて職

員の方が応接され、始めて乙武さんを見るとび

っくりしますよね。両手両足がない、あの車い

すですから。それで、「うちで学ぶのですか、

まあ一度一緒に施設を見て回りましょか」とい

うことで一緒に施設を見て回れた。それが終わ

ってから、終わった時にですね、その職員の方

が一声掛けてくれた。「まあ大変難しいけども、

何ができるかできないか分からんけども、乙武

さん、一緒に考えながらがんばっていきましょ

か」という声を掛けていただいたそうです。こ

れ、障害者の問題というのは先ほども言いまし

たが、この「一緒に考えましょか」、「一緒にが

んばりましょか」というこの言葉、その心がす

べてだと私は思いました。『五体不満足』を読

んでも、これが障害者にとってのバリアフリー

になる一番大事な、周りの心だなというふうに

思ったのです。

このときの堀川の先生が、塾は難しいので、

学校の教師がその分夜遅くなっても構わないか

ら、補習をしていただいたそうです。大阪でも

30年前、大和川高校に全盲の視力障害者がいま

して、当時の大和川高校の先生方が関わってい

ました。彼は確か大阪市大を受験をして合格を

したと思います。周りの先生のこういう献身的

な力も、制度を作る以前のフロンティアといい

ますか、制度を切り開いていく時には、こうい

う献身的な先生のご努力、ご尽力が欠かせない

というのは現実のようです。それがきっかけで、

山本先生は「ああ、こういう先生が居るんや」

と、自分のような障害者にとっては、こういう

心のある先生がたくさんいるということが大事

だから、自分も普通の学校の教師になって力に

なりたいと思ったそうです。とりわけ自分は視

力障害者なので、ありのままの自分を知っても

らうということが、視力障害者でない「健常者」

の子どもたちにとっては一番の障害者理解であ

ると。つまり同じ空間に障害者がいるというこ

とが、周りの「健常者」の障害者理解を進める。

一番大きな力になるんだと彼は思ったようで

す。

その障害者文化と「健常者」文化の交流の担

い手に自分がなれるのであれば、せっかく障害

者に生まれたのだから、その役割を、使命を生

かさない手はないとおっしゃったのです。この

言葉はすごいと思いました。「せっかく障害者

に生まれた」というようには誰も言いません。

多くの被差別の子どもたちも、「なんでこうい

う立場に生まれたんや」と、「しんどいなあ」

というふうに、自分が生まれ育った環境を恨む

ものなのです。そこからなかなか自分に向き合

えないで、ありのままの自分を受け入れられな

いで、多くの場合、横を向いてしまうというよ

うな子どもたちにたくさん出会ってまいりまし

た。彼の場合には周りにいた大人が、あるいは

子どもたちがよかったのだろうと思いますが、

彼の場合はせっかく障害者として生まれたから

には、生まれてきたんだから、その役割、使命、

ミッションを生かした生き方をしなければなら

ないなというように、自らのいわば天命と言い

ますか、天から授かったミッションについて自

覚をして、その道を選ばれたというようにおっ

しゃっておられました。この考え方に大変私自

身は感銘を受けました。

それで、「教師になってどういうことに気付

きましたか」ということですけれども、生徒が

あるとき聞いたようです。「目が見えないのな

にどのようにした教えるのか」と。それで、黒

板は使いません、チョークも使いません。黒板
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の代わりにスクリーン、チョークの代わりにパ

ソコン、音声ソフト。もちろん、発音は流ちょ

うにされますからそれを吹き込んで、それを流

す。子どもたちには目の前のスクリーンに用意

をしてあった英語でパソコンを通じて映し出す

という授業をされているようです。ところが先

ほどの担任問題がございます。子どもたちの表

情がなかなか分からない。それで、どのように

して子どもの毎日の表情をつかむのですかとい

うことですが、「うなずいていたらわからない

と、声にはっきり出さないと人には気持ちは伝

わらないと言いますね。

この視力障害者の山本先生から教えられたこ

とはやはりこのことです。思っていても伝わら

ない、うなずいていてもいけないと言うのです。

だから、話しかけるときには必ず、「山本先生」

と一声掛けてくれといっている。これを自分が

担任をしている子には約束事として、もちろん

教えておられる教科、担当されてるクラスにも

これをルール事として確認をしたそうです。そ

れで、その「山本先生」という声の掛け方で、

ご存じの通り視力障害者の場合には大変聴力

が、重複の障害者もいらっしゃいますので全部

ではないですが、多くの場合、視力障害者の聴

力は、「健常者」に比べますと精度が、感度が

上がっております。それはちょっとした音、声

の質の違いで、「あっ、昨日と違うな、今日は

なんかあったんかな」ということを耳で感じ分

けておられるようです。そこで、担任の子には

必要以上にいろいろ声をかける。「日直日誌を

持ってくるだけでは役割終わらない、日直はそ

の書いてあることを読んでね」というように約

束事をされる。読み上げている声の表情で、そ

の書いてある内容と、クラスの雰囲気を察知す

る、ということをされてきたようです。こうい

うことを通じて、子ども理解をされております。

われわれ目が見えるということに安住をし

て、視力障害でない教師は見た目で子どもたち

を判断してしまっている。子どもの心がこうだ

と早合点してしまっていることはないんだろう

か。だとするとこれは教師の、特に視力障害で

ない「健常者」の傲慢かもわからない。子ども

を理解するということは、いろいろな手を使っ

て、自分が見た感じだけではなくて、あるいは

思い込みではなくて、あるいは自分は愛情をか

けているつもりでも、体罰の問題が出ておりま

すが、愛のむちをやっているつもりでも、それ

は愛が届いていなかったら単なるむちです。

「鞭」は奴隷に対して使った刑具です。この刑

具を教場で、つまり教える場で使っているとし

たら、それも教育者が使っているとしたら、こ

れは子どもの人権を考える観点から、見直さな

ければならないのではないですかということも

考えられるわけです。そういうことも含めてい

ろいろ考えさせられる授業でした。

最後に「山本先生が、子どもたちに伝えたい

ことはなんですか」ということですが、「障害

があるからできない」ではなくて、これは障害

者の子ども自身もそうですし、私たち教師もそ

うです。障害があるのなら、どのようにすれば

できるかという発想を身につけてほしいという

感覚です。乙武さんは高等学校のときに確か、

アメリカンフットボール部に入りました。あの

両手両足がない状態でアメリカンフットボール

に選手として参加することはもちろんできない

でしょう。だから障害があるからできない、と

いうのは周りの者の感覚です。でも、その時の

コーチでしたか、監督でしたか忘れましたです

けれども、偉い人がいたのです。アメリカンフ

ットボールというのは総合力だと。試合に出て

いる、オフェンスのチームに対してもディフェ

ンスチームに対しても、指令を出しているのは

こっちの司令部なのだと。その司令部の一番の

重要な部門は頭脳チームだ。だから皆さんご存

じの通りでいらっしゃいますけれども、パソコ

ンで相手選手の分析をして、データをベンチに

送って、そのベンチに送られてきたデータを基

にして監督がそれぞれに指示、司令を出してい

るわけです。それがアメリカンフットボールで

す。君はパソコンが打てるではないか。両手が

ない中で、関節だけで打っておられると思いま

すが、それを打って、非常に精密なデータをベ
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ンチに送って、コーチがそれを基に指示をして

る。そういうことで、彼は立派なチームの、ア

メリカンフットボールチームの司令部として欠

かせない存在になったというわけです。

だから、それぞれが持っている能力をいかに

そのチームの中で、組織の中で生かすか、生か

さないかということは、われわれ生かす側の、

そのチームに属しているもの、とりわけリーダ

ーたちがそのメンバーを見て、この子は障害が

あるからできない、この子はこうだからできな

いという断定をしてしまうことによって、その

能力を引き出していないのではないかと。見た

目だけで判断して、引き出してないのではない

かと。むしろよく分析をして、この子はこれが

あるけれどもどのようにすればできるか、とい

う発想をすべての子どもに当てはめてみると、

一人一人は可能性を持っているわけですから、

その可能性をいかに、どうしたらできるように

なるかというように、指導者側が考えたら、多

くの可能性を引き出すことができるのではない

かと思いました。

山本先生自身は、自分は視覚障害者だけれど

も、それはあくまでも入り口にすぎない。子ど

もたちに知ってほしいことは、他の障害者につ

いても理解してほしい。障害によっていろいろ

違う。聴力障害者、知的障害者、あるいはスト

レッチャーで寝ている、ずっと寝ている子ども

たち、病弱な子どもたち、発達障害の子ども達、

全然違う。それぞれの障害がどういうものかと

いうことを理解して、コミュニケーション、接

し方を学ぶことによって十分これは対応するこ

とができるのだということを彼は言っていま

す。同時に別にバックグラウンドを持つ、これ

は被差別部落の問題とか、在日外国人の問題と

か、あるいは性同一性障害の問題とか、今、多

くの性同一性障害の子が高等学校で学んでい

る。その際の施設、設備、あるいは周りの子ど

もたちの対応、あるいは行事の対応ということ

が問題になっています。そういうことについて

も、当事者の気持ちを十分知って、それに対す

る対応を、どうすればできるのか、という観点

で考えていけば可能になるのではないかとおっ

しゃっています。「せっかく障害者に生まれた

のだから、自分の存在を通して生徒たちは経験

をして体で覚えることができる」と。その意味

では学校という場には視覚障害者だけではなく

て、いろいろなバックグラウンドを持つ教師が

いていいんだ。同性愛者が府立学校にもいて、

カミングアウトされて、教師として子どもたち

の前に立っています。「同性愛者だとトラブル

が起こるのではないだろうか」、「そんなことを

カミングアウトしないほうがいいんではない

か」と思いがちですが、その存在を明らかにす

ることによって、周りの子どもたちがその教師

の存在を通じて、障害者問題を理解していく、

同性愛者の問題を理解していく、性同一性障害

の問題を理解していくという幅広い人権感覚を

身につけるチャンスを天から与えられている考

えることもできるのではないだろうか、と山本

先生はおっしゃったわけです。

次に、知的障害のある生徒を交流生として大

阪の場合は受け入れています。これも30年前か
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ら受け入れてまいりました。そこで私が出会っ

たことです。高等学校で知的障害者というのは

入学から進級、単位認定、卒業と、いろいろな

ことを考えると、あまりにもハードルが高すぎ

る、ということですが、私たちの社会には知的

障害者がたくさんいます。その子どもたちは地

域でどう生きていくか、ということが問題にな

ります。また、皆さん方の学校の中にも、きょ

うだいが知的障害者である子どもが居ないわけ

ではありません。その子どもたちが、自分のき

ょうだいのことをどう受け止めて、また周りの

子どもたちにどう理解してもらい、果ては自分

が就職したり、結婚したりするときに、その相

手、パートナーが自分のきょうだいのことをど

う理解してくれるか、ということについていつ

も不安な面持ちで考えております。そういう子

どもたちにとって、この知的障害者に出会う、

交流する、あるいは理解するということは、大

変な教育の機会であるわけです。

そういう意味で、近くの授産所、作業所、そ

ういった所とか、あるいは特別支援学校との交

流をしていただいて、知的障害者を理解するチ

ャンスを作っていただければありがたいと思い

ます。私の場合は教師として出会ったわけです

が、当然のことながら、何をどのように教えて

いいかわからない。教材はどうするか、指導方

法をどうするか、コミュニケーションはどうす

るか。言葉が通じません。相手が何を自分に訴

えているか理解できません。その中でどのよう

に子どもとコミュニケーションを図ったらよい

のか。もちろん最後には評価の問題もあります。

これは大きな問題ですので飛ばします。その子

の中学校の時は分からないから学ぶ、われわれ

高校の教師がすべてを知っているわけではな

い。だから分からないことはまず知っている人

に学ぶということが基本だと思います。特別支

援学校の先生に学ぶ、あるいは授産所の方に学

ぶ、あるいは中学校でその子が生活をしてきた

のであれば、そこの中学校の先生に、どのよう

に接してきたのか、コミュニケーションをとっ

てきたのかを学ぶということが一つでありま

す。もう一つは、障害者だからできないのでは

なく、自分なりに何かできないか、どうしたら

できるようになるかという、工夫をする。工夫

をしながら向き合う。たくさんの書物が売られ

ています、道具も売られています。そういうも

のを活用しながら、知的障害のある生徒と向き

合ってまいりました。その中で、指導方法も発

見してまいります。コミュニケーションの取り

方も、徐々にわかってまいります。特に生まれ

ながらにして知的障害のある子どもと接してこ

られた親御さんは、最初から子どもとの接し方

が分かったわけではございません。これは障害

があるなしにかかわらず、小さい子が道端でワ

ンワン泣いて、他の言葉を持っていない、言葉

によるコミュニケーションを持ってない段階

で、泣くだけがコミュニケーションという場面

があります。その泣いていることを親御さんは

一生懸命、この場面は何でむずがっているのか、

おなかがすいたのか、おもらしをしたのか、あ

るいはこの場面が嫌なのか、熱があるのか、他

に行きたいのか。それをいろいろ、経験的に接

しながら子どもの気持ちを理解しようと工夫さ

れているわけです。お母さんは特にです。この

ことがすべてです。障害があろうが無かろうが、

その子なりのコミュニケーションの手段で、そ

の時期時期にあった表現で精いっぱい心を出そ

うとしているのです、訴えようとしているので

す。大事なことは、「この子は泣いてばかりで」

といって、バーンとやってしまわずに、何を言

おうとしてるのか、昨日の泣き方と今日の泣き

方が違うという理解をこちら側のハート、心の

向け方が子どもを理解していく、障害者を理解

していく大きな手段だと、私は分かりました。

だから、親が最初から分かったわけではない。

積み重ねながら親御さんは、自分の障害のある

子どもとのコミュニケーションのスキルを身に

つけてこられたのです。この親御さんからまず

学ぶという謙虚な姿勢が一番大事ではないかな

と思います。

実はこのことは生徒指導全般にも言えること

でありまして、当時私たちの学校は校内暴力で
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学校崩壊でありました。大阪府内に轟いたくら

いです。学校崩壊の状態で授業ができない、暴

力に吹き荒れている。ガラスの窓がないという

ような状況でございました。その悪さをし放題

の子どもたちに対する見方ですが、教師はどう

しても、これまでの経験の枠内で対処しようと

する。授業方法一つとってもそうです。自分が

習った先生のまねをしている。まあ、学ぶは「ま

ねぶ」ですからそれがスタートですけれども。

しかし、いつまでも「自分が習ってきたやり方

だけがすべてだ」と思っていると進歩はないわ

けです。あるいは今、子どもが随分変容してい

る中で、今の子どもの心を理解するということ

は大変ハードルが高いと思われます。その意味

では私たちは生徒の枠の中に、教師の枠内では

なくて、生徒の枠内にまず飛び込んでみる。そ

の中から一人一人の可能性を引き出す。「でき

ない」ではない。「この子はできない、障害者

だからできない、障害がないけどこの子はでき

ない、こんだけ暴れてる子は駄目だ」というふ

うに頭で断定してしまわないで、「何ができる

だろうか、どうしたらできるようになるか、ど

うすれば教師の思いが子どもに伝達できるの

か」ということを考えるのが、実は指導者側の

プロであるわれわれ教師の、プロたる所以では

ないのか。「こんな子は教えられへん、指導で

きへん」と言ってしまうと、それはプロ失格宣

言です。「今の子どもたちは軟弱なのでなかな

か」と言いながら体罰をしてしまいますが、今

の子どもたちに合ったコミュニケーション、あ

るいは指導スキルを身につけて、子どもに自分

たちの教師の思いがいかにすれば届くかという

ことを研鑽する、というのがプロとしての教師

のプロたる所以ではないのか、ということを障

害者から接することによって学ぶことができる

と思います。

交流することによって得たことですが、障害

のある生徒は変化していきます。自閉的傾向の

あった生徒が、例えば人前で歌えなかったのに

歌えるようになる、あるいは部活に加わること

によって人間関係や世界が広がって、職場実習

に行けるようにまでなる。中には、一人でバス

通学ができるようになった。サンフランシスコ

に行ったときですが、サンフランシスコはイン

クルーシブ、随分進んでいます。高等学校の取

り組みですが、職場実習をさせるために、バス

通学の実習をするのです。これは親と相談をし

て、自宅からです。最初は教師が付いて自宅の

近くからバスに乗せて、職場まで送り届ける。

次は教師は乗らないで、親がバスに乗せるとこ

ろまで責任もってもらって、そして職場の近く

のバス停では先生が出迎えるというやり方で

す。その次が、親は家からもうそのまま送って

職場で迎えるというようなことを、段階を経て

繰り返し、その職場実習の間にやらせるのです。

それによって見事にバス通学ができるようにな

ったということです。このノウハウを大阪でも

ぜひ生かしたい、ということで、ある知的障害

者を受け入れている府立高校が、これをやって

くれたのです。そうすると、その障害者の、知

的障害の親御さんが大変びっくりされて、3年

間でしたけれども、卒業する時には自分一人で

バス通学ができるようになった。こんなに変わ

るのですかと、びっくりされ、随分感謝されま

した。いろいろな指導のプログラムを持つと、

障害者自身が随分変わるようになります。

進路選択、これは大変苦労します。受け入れ

先が今でもまだまだ少ないです。障害者の受け

入れ比率何パーセントということで、受け入れ

ていないときは罰金ということになっています

が、罰金を払ったほうがいいというような会社

もあり、なかなか広がっていない、厳しい現実
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がございます。しかし府立高校で、これは特別

支援学校でしたが、他の特別支援学校は知的障

害の生徒はバス通学なのですが、「たまがわ」

という特別支援学校は高等部だけで、そこは全

部自力通学です。ここに通ってきた知的障害の

子どもたちの一般就労の率を上げようというこ

とで、70％、80％の一般就労が可能になったの

です。その他の特別支援学校、知的障害の特別

支援学校は、20％あればいいところです。ほと

んど授産所になってしまうのです。これは自立

ということを考えると、大変悲しい現実だとい

うことで、たまがわの場合は、毎日の生活の中

で自立を身につけさせるということです。同時

に教員が職場開拓をしています。先生方が走り

回って、1000社の職場の開拓をして実習をさせ

てもらい、その実習で見てもらって、「この子

であれば、来てもらおうか」というようなこと

で、採用を決めていただける。その一般就労の

率を上げていった実績があります。

三つ目に大事なことは、教師が変わる、障害

者自身が変わる。周りの生徒がもちろん変わる

のです。これは障害者と接することによって、

優しい気持ちが表面に出てまいります。教師に

見せたことのないような優しさが見えるので

す。学校崩壊になっているとき、手こずってい

た連中は、いつも教師が声を掛けると、「うる

さい、何や、先公はあっち行っとれ」というふ

うに吠えてばかりいるような連中ですけれど

も、あるとき、その交流している知的障害者が、

廊下でむずがっている。横になって、てこでも

動かない。そこにその連中が通りかかってまい

ります。5人ぐらいがその子に声をかけて、「お

いどないしたんや、もう帰らなあかん、俺らと

一緒に帰ろか」と。そうするとその障害者がパ

チンパチンとその頭を殴りまわすのです。「こ

れはえらいことになるで（大変なことになる）」。

あの生徒達は人を殴るような連中だから、怒っ

て蹴飛ばしたりしたらどうしよう、止めに入ら

ないといけない、でも、最初に手を出したのは

障害者だ、とかいろいろなことを考えながらハ

ラハラ見ていたのですが、殴られっぱなしにし

ているのです。相手が障害者だから。これは見

方を変えると、障害者に対する差別意識がない

わけではないかもわからない。しかしとにかく

その連中は障害者の子に叩かれっぱなしです。

でも、そのことで怒りもせずに、声を掛けて、

「分かった。分かったから、何があったかわか

らんけど、一緒に帰ろうや」と、「お母ちゃん

心配してるで」と言って、その子を抱き起こし

て一緒に家まで送り届けてくれた。「へえ、あ

いつらあんなええとこあったんやな」というこ

とで、すぐ人物評価はＡになりました。そちら

の方がおかしいのですが、それくらい非常に刮

目と言うか、われわれの子どもに対する見方が

表面的なことしか見ていなかったなということ

で、またあらためてわれわれの生徒観と言うか、

子ども観が変わったようなことがあります。し

かしそれを変えてくれたのは障害者の存在だっ

たということを感じました。

次ぎに、先ほど申し上げましたが、障害者を

家族に持った生徒が、この障害者と交流するこ

とによって、ずいぶん変わっていきます。障害
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者を家族に持っている生徒は、例えば私のクラ

スにもいたのですが、いじめられていて、中学

校の時に不登校になった。その子のきょうだい

は姉も、兄も、2人とも重度の障害者でした。

施設と家を往復するような状態です。夜になる

とむずがって、暴れまわる。その都度お母さん

が救急車を呼ぶ。そうすると周りの子が、その

子に対して、「プーカ、プーカ」と囃し立てる

のです。「プーカ」というのは救急車のことで

す。その子は結局それで中学校のときに不登校

になりました。でもうちの学校に来てくれたの

ですが、障害者との交流をやってる。その交流

の輪に、自分のことは言わないで、関わってい

ました。それは私たちも知らなかったのです。

3年の合宿の時に私のクラスですが、その子が

最後に重い口を開けてくれたのです。実は中学

校の時にいじめられていた。同時に、小さい時

に自分の手を引いて暴れまわるお兄ちゃんを連

れて、お母ちゃんが淀川の堤防を夜な夜な歩い

ている。静まるまでやっている。でもあるとき、

お母ちゃんがビニール袋をお兄ちゃんの頭から

すぽっとかぶせて、首を絞めにかかった。それ

を見て思わず、「お母ちゃんやめて」と大きな

声で叫んだ。そうするとお母ちゃんは疲れたの

か、思い余ったのか分からないけれども、我に

返って泣き崩れてしまった。それ以来自分は、

この障害のあるきょうだいと自分はどう生きて

いくのだろうかと考え始めた。高校3年生、進

路のことを語り合う合宿でしたけれども、その

子は、悩んでるいるのだと。大阪を離れて東京

に行って企業に勤めて、自由に暮らしたい、幸

せな家庭を築きたい、そう思ってる。しかし、

それでいいのかという悩みもある。その通りで

す。このきょうだいを捨てて、年いく親を見放

して自分は東京に行く。それもありとは思いま

すが、その子はずいぶん心を悩ましている。自

由に幸せになりたいけれども、この障害者のき

ょうだいを捨てて、自分だけ自由に幸せになる

ことはできない。今でも悩んでいる、最後まで

悩む。結局その子は卒業のときに私のところへ

来てくれて、「先生、決心がついた」と。「この

きょうだいと自分は大阪で生きていく」そう言

ってくれたわけです。今も大阪で頑張って、こ

のきょうだいと一緒に生きています。

彼女ほどでないにしても、いろんな障害を持

っている家族が家にいらっしゃる場合がありま

す。その子どもたちが、その子自身は「健常者」

ですが、目の前の皆さん方の学校の教室の前に

座っている生徒、何気なく座っている。でも、

家族のことをどうするか、生き方や、あり方に

関わった重要な進路選択を迫られることもある

わけです。このように、障害のある家族を持っ

た生徒が自分に向き合えるようになる、あるい

は自らも軽度だけれども障害を持ってる生徒が

自分に向きあうようになるという意味で、障害

者と出会うということは、自分自身の生き方に

向き合うチャンスを障害者から得ている、いた

だいているのだと私は思います。周りの生徒は

そういう中で、障害者と一緒に生きていこうと、

まったく関係のない子どもが、卒業後も、授産

所で指導者として生活をしてくれている、とい

うような子どももいます。

障害者にとって、生きる力というのは、一つ

は障害に応じた指導によって可能性を引き出す

教育を受ける、いわゆる専門性。これを与える

のは特別支援教育であると思います。もう一つ

は地域で一緒に生きてくれる仲間を見つけるこ

とだと思います。この地域性、あるいは人のつ

ながり。この二つはともに必要なことであって、

どちらが欠けても障害者にとって、生きる力を

満たしているということにはならないわけで

す。こういうふうに私は考えております。
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つまり、インクルーシブ、社会的な包摂が基

盤であって、社会的な排除が先行していては、

共に生きる力は身についていかないのではない

か。だからまず、地域で一緒に生きていく中で、

彼ら彼女らに必要な障害に応じた専門的な教育

を受けるチャンスを得るということが大事では

ないのかなと思っております。

最後に、大きな問題になっている発達障害の

若者について触れておきたいと思います。

昨年の読売新聞で報道されたものですが、大

変多くなってます。冒頭に申し上げましたよう

に、大学で一番大きな課題は、発達障害の子ど

もです。教師を養成する、私たちの教育大学に

も、発達障害の学生が入学をしてきております。

とりわけ発達障害は、他の知的障害の子どもた

ちと違い、学力は他の子どもたちと変わりませ

ん。中には優れた人もいます。こういう状況の

中で、いかにこの発達障害の子どもたちを受容

していくか、本人も受容していくか、というこ

とが大事なのです。

ここに載ってる例は、人とコミュニケーショ

ンが苦手で、すぐに癇癪を起こして手を上げた

り、感情的になる、なにかパニクっているよう

に見える、周りの子は「こいつ変やな」と、「ち

ょっと変やで」と、変な子扱いされているとい

う学生、若者で案の定、小学校の時はいじめの

標的になって暮らしております。ばい菌扱いさ

れる、あるいは暴力をふるわれる。それで、な

じめなくて授業についていけない。発達障害の

子は、「自分は何て駄目な人間だろう」と思っ

ていることが多いわけです。ところが、皮肉な

ことです。公教育がチャンスを与えられなくて、

予備校が公教育でないと断定をしていいかどう

か分かりませんが、予備校がこの発達障害の学

生にとって転機になったということは、ある意

味われわれは考えさせられると思います。予備

校の場合は、分刻みのスケジュール管理をして

いる。このことが、この発達障害の子、発達障

害にもいろいろありますが、たまたまこの若者

にマッチしたのだと思いますが、この分刻みの

スケジュール管理が転機になって、注意力が続

いて成績が上がってきた。それで、大学に進学

した、という例です。だから早くその子の障害

の特徴をつかんで、それにマッチした指導方法

とか、コミュニケーションのスキルを身につけ

る方法を編み出すいうか、見つける、というこ

とがその子の可能性を引き出すことになる。内

在的に持っている学力を引き出す可能性に近づ

くというふうに思っていただきたい。

2つ目の例は教師の例です。教育実習がうま

くいかず、落ち込む。これは私達の教育大学で

もありました。その時に、彼は良かったのは、
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医師の診断を受けた。それで、発達障害だと診

断され、それを自分で受容した。それを受容し

たときに、こういうふうに考え直したのです、

これがよかったのです。自分の努力不足のせい

ではなかった。つまり、小中高等学校で周りか

ら変な子扱いされていて、一定学力はあるのに、

教師から見てもどう考えるといいのか分かりに

くいというような子がいたとしたら、その子は、

自分の努力不足だと自分を責めているのです。

この自分を責めている殻を外してあげたら解放

される。そうすると自分に向き合える、自分に

向き合えたら可能性が広がってくる、というこ

となのです。この子は、この学生は大学の障害

学生支援室、さきほど申し上げた部屋に行って、

自習部屋で学生支援スタッフの援助を受ける

と、集中力が持続できた。この子の場合は、優

先順位が一目で分かるようなスケジュール表を

貼ると、自己管理ができるのです。彼が言うに

は、眼鏡がなければ近視も障害だと。社会の対

応の遅れが発達障害を生み出しているのであっ

て、その眼鏡に相当するスキルとか、方法を、

手段を見いだしたら発達障害の子は発達障害で

なくなると。

事実、これは読まれた方もいらっしゃると思

いますが、10月23日の毎日新聞。読字障害、こ

の言葉を初めて聞く人もいるかも知れません。

字を読むときに、飛ばし読みをしたりすること

がよくありますよね。2行先を読んだり、3行先

を読んで脈絡を全然理解することができない。

これを読字障害と言います。自分の名前でも書

き損じてしまう、文字がゆがんで見える、それ

は一人一人読字障害でもパターンが違うので

す。実はこれは日本では人口の5％から10％い

るということです。100人の中で、10人近くい

るということです。大変な数字です。ちなみに、

アガサ・クリスティ、スピルバーグは読字障害。

これも学習障害、LD で有名だと思いますが、

トム・クルーズは自己告白をしています。彼が

言うには、セリフを文字で出されると覚えられ

ない。それで、誰かに読んでもらってそれを録

音して、聞いて覚える。これも有名な話になっ

ています。欧米では、いわゆるチャーチルがそ

うだった。学習障害だということですが、イギ

リスの首相です。チャーチル協会は学習障害の

子どもたちのためのサポートをしている。そう

いう法人が組織をされています。日本でも東京

学芸大学の上野一彦先生が、「学習障害」に関

する書を出されておりますから、お読みの方も

いらっしゃるかと思いますが、その中でもずい

ぶん、有名な方がこの学習障害、あるいは発達

障害だということが書かれており、最近よく言

われるようになってきております。この学力の

ある大学生、皆さん方の生徒の中にもいらっし

ゃると思います。こういう子どもたちが発達障

害の場合がありますから、それぞれに応じた障

害対応方法を、ぜひ工夫をしていただけたらあ

りがたいと思っております。

これは日本学生支援機構が2011年に調査した

ものです。発達障害の診断のある学生は1179人、

これはまだ少ないです。なぜなら、02年に、10

年前ですが、文科省が調査したところによると、

ご存じの通り、通常の学級、特別支援学級では

なく、通常の学級に在籍している子どもの6.3

％が、現在の調査では6.5％が発達障害だと言

われてます。受容している子がそのうち何％か

というのはまだ出ておりませんが、教師の判断

で、この子は発達障害だろうということでカウ

ントしたのが6.3から6.5％。うち、LD は70％

です。通常の学級にはいるが、大学入試にアク

セスする生徒や大学生で LDの子のパーセンテ

ージは、アメリカに比べると大変少ない。とい

うことは、大学の入試の壁で排除されている。
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このことをどうするかが最大の問題です。

2005年に発達障害者支援法が施行され、ガイ

ドラインも発表されました。これはホームペー

ジで見ていただけますが、文科省もこの発達障

害に対する対応を進めております。

発達障害の若者の特徴をあげておりますが、

社会性の特性として、人との関係がうまく作れ

ない、視線が合わない、マイペースで人と会わ

せるのが苦手だ、友達にルール違反を場面に関

係なく指摘する、その場面が分からないで、「そ

こで言うたらあかんやろ」というような場面で、

友達が、「あっ、あの子約束破ってます」とか、

「あの子は早弁してます」とかですね。周りか

ら見ると、「何やあいつ正義ぶりやがって、え

え子ぶりやがって」というふうになって浮いて

しまう、そういう子がいるのですが、全然悪気

がない。それは彼あるいは彼女の特性なのです。

それで、同年齢の子どもと波長が合わない、だ

からＫＹ（空気が読めない）と言われてしまう

のです。でもこれは、周りの空気が読めないの

ではなくて、読むことが苦手な特性なのです、

障害なのです。そのことに周りが気付いてあげ

なければならないから、回りくどい言い方、冗

談がよく理解できないとかといったことにな

る。

次にコミュニケーションに特性があります。

他の人に自分の思いや考えをうまく伝えること

ができない。言いたいことを一方的に話して会

話にならない。一方通行ばっかり。これは大人

の中にもおります。「ああ、あんたちょっと発

達障害、広汎性発達障害かな」というように。

そういうことが通じる人の間では言っていただ

いて結構ですが、通じない人にそれを言います

と、これは障害者差別にもつながります。言い

たいことを一方的に、あるいは話し方が独特で

す。

子どもの中にも、妙に標準語を使って丁寧に

話す子どもがいます。大阪で、大阪弁を使わな

いで標準語で話している子、どの場面でも標準

語でしゃべるという子が時々います。そういう

子についても少し気掛かりではあります。突っ

込んで聞いてみると、自分が話しているほどに
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は理解していない、分かってないということが

あります。それから、話し方がくどい、細かい

ところにこだわる、これは自閉的傾向のある子

で、高機能の自閉的傾向のある子は学力は高い

ですが、例えば山手線、あるいは大阪の環状線

を順番に間違うことなく言えます。京都線、神

戸線も順番に言えます。そういう自閉的傾向の

ある子が、私のクラス、学校にもいましたが、

これは一つの特徴です。

それから三つ目は興味に偏りがある。行動や

興味の範囲が狭くてこだわりが強い、あるいは

突然の環境の変化、予定の変更にうまく対応で

きない。だから環境を変える、予定を変えると

きにはあらかじめ、何回かに分けて、順番立て

て伝えておく。そのときに言うと混乱してしま

う。もちろん、急な予定変更もありますから、

やむを得ない部分もありますが、この子は急な

予定変更で困っているということを理解いただ

いたらいいかと思います。

学習上のつまずきは、さっき申し上げました

が、こういうことがあります。聞こえていても、

話や指示を正確に聞き取ることが困難、あるい

は自分の言いたいことを表現することが困難、

文字や行を飛ばして読んだり、読めるが意味を

理解するのが困難、形の整った文字を書いたり、

マスの中に文字を書くことが困難、もう乱雑に

書いてしまう、という特徴があります。位どり

の問題、あるいは空間、間、こういう概念が理

解できないという、学習上、それぞれ別ですが、

全部トータルではないですが、こういう特徴が

あります。

ADHD の場合、いわゆる注意欠陥多動性障

害ですが、不注意という特徴、それから多動性

という特徴、衝動性という特徴がございます。

それぞれに合った対応の仕方が必要です。

しかし、大事なことは、われわれの見方を転

換する。よく言われていることですが、教師か

ら見て困った生徒、「あの子困った子やな」で

はない。困った生徒に見えている生徒は、生徒

自身が困っている生徒なのです。何に困ってい

るかを周りの大人、教師や家族が見つける。そ

れで、その困っていることに対応したコミュニ

ケーションの取り方、指導方法を考えてやるこ

とによってその子は解放されていく。自分の能

力を発揮することができる。その意味での適切

なサポートが求められているだけであって、決

して困った生徒ではない。この感覚、考え方の

転換を、発達障害の若者たちは求めてるという

ことをご理解いただきたい。

そこで、発達障害の生徒をどのように気付い

て対応するかということですが、いろいろな方

法があります。アセスメント、つまり実態把握
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です。これは担任の先生、教科担当の先生が、

しっかり行動を観察する。ガイドラインが発表

されていますから、そのガイドラインに照らし

て、いくつかの項目をチェックしていただくと

いうことができます。

それから一人で見ても分からない、間違う場

合があります。関わってる先生の情報を集約す

るということが大事です。それから検査があり

ます。これは早くから、特に学習障害等では活

用されております。

二つ目は、それが分かった場合の校内支援体

制です。大事なことは、それをコーディネート

するコーディネーター、特別支援教育について

学んでおられるコーディネーターが必要です。

それから、実際に学内にそういう子どもがいた

場合には、校内委員会を組織する。できれば精

神科医とか、あるいは特別支援教育の学識者を

含めた、ケース会議をお持ちになるということ

が大事であると思っています。特別支援学校で

は当たり前ですが、個別の教育支援計画、それ

と、個別の指導計画というこの二つを準備する。

これは教育委員会のホームページなどを見てい

ただければ、そのフォーマットはアップされて

おりますので、それに沿って各学校で支援計画

を立てていただければと思います。

支援計画と指導計画はどう違うかということ

ですが、支援計画は、卒業後の進路もにらんだ、

長期的な計画です。だから労働に精通された方

等に一緒に入っていただく、あるいは福祉関係

に精通された方のご意見を聞くというようなこ

とが必要になります。指導計画は学校教育の中

での指導計画ですから、単年度ごとに、高校で

あれば3年間の指導計画が立てられる。そして

単年度ごとに作るということになります。

今、インクルーシブの時代になっていると言

われています。これは障害者の権利条約という

ものが国連で2006年に採択されて以来です。こ

れに日本も署名をしております。

2008年に発効いたしまして、2009年から、内

閣総理大臣を本部長とする、障害者制度改革推

進本部が国で設けられました。各省庁に指示が

出されて、文科省でも、それに沿った計画を発

表することになっています。それで、2010年度

に障害者制度改革推進会議というのが、第1次

の意見を取りまとめています。

その一番大元になった障害者権利条約には第

24条に教育の項目がありまして、第1項目とし

て、教育についての障害者の権利を認める、差

別なしに教育の機会均等を基礎として実現とし

ていくと。2番目は、(a)として障害を理由と

して、教育制度一般から排除されないこと。こ

こについては若干議論があります。(b)として
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自己の生活する地域社会において、包容され、

包み込まれて、インクルーシブされて、機会を

与えられること、となっております。

2010年の閣議では教育分野について、次のよ

うな決定がされております。障害のある子ども

が、障害のない子どもとともに教育を受けると

いう、障害者権利条約のインクルーシブ教育シ

ステム構築の理念を踏まえて、今後の施策を検

討していくということになっているわけです。

それで、2010年の閣議決定では、教育の分野

について、主は点字等による教育、そして発達

障害、知的障害等の子どもの特性、こういうも

のに応じた教育を実現するということが大切で

あるとしてあげられています。

それらを受けて、この6月に障害者差別解消

法というのが国会で成立をいたしました。3年

後の2016年の4月から施行されることになって

います。ぜひ、この本文を読んでいただきたい

と思いますが、第1条には、障害を理由とする

差別の解消の推進に貢献する。それから下のほ

うに、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重しあいながら、

共生する社会の実現を果たしていく、と書かれ

ています。

実は、障害者基本法というものが制定されて

おり、その第4条に、差別の禁止、第1項に、障

害を理由として差別すること、その他の権利利

益を侵害する行為をしてはならない。第2項に、

必要かつ合理的な配慮がなされなければならな

いと。つまり障害に応じた合理的な配慮です。

これをお手元にお配りしてます、A4横書き

のポンチ絵、裏表がございますが、詳細は申し

上げませんが、ぜひご覧いただきたいと思いま

す。この6月に制定されました障害者差別解消

法では、差別を解消するための措置として一番

に、差別的取り扱いを禁止するということで、

この中には民間事業者も法的義務が課せられて

るということになってます。ただ、二番目の合

理的配慮の不提供の禁止、つまり、合理的配慮

をしなさい、ということについては、公的分野

は法的義務を課せられておりますが、民間事業

者は努力義務になっております。私学の取り扱
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いについては今後、どのようになるか国および

地方公共団体における指導等をお聞きいただき

たいと思っています。

最後に、ヘレン・ケラーの言葉を紹介申し上

げたい。障害は不便ではあるけれども、しかし、

不幸ではない。つまり、不幸に感じさせている

かどうかは、周りの社会的環境なんだとお考え

いただけたら、ありがたい。障害者自身も当然

でございますが、当たり前に学びたい、暮らし

たい、生きたいと思います。そんな人間として

の当然の願いを受けとめることができる社会で

あってほしいと願ってやみません。以上を持ち

まして長時間ご清聴に感謝申し上げたいと思い

ます。どうもありがとうございました。

質疑応答

質問

二点、先生のお考えをおうかがいしたいので

すが、一つは AD とか ADHD、要するに発達

障害と呼ばれるものは昔はどのように扱われて

いたのか、昔はどうだったのかということ。も

しデータ等があれば教えていただきたい。

もう一つは、何故、発達障害の子どもたちが

最近急増してきているのかということについて

お聞きしたい。

成山さん

関連するかと思いますが、わが国では2006年

に発達障害の法律ができ、ガイドラインもでき

ました。ということは、それ以前は発達障害は

あまり理解されていなかった。障害の種別とし

ても入っておりませんでした。だから、いわゆ

る特別支援学校、特殊学校の障害項目の中にも

入っておりませんでした。学習障害はかなり早

くて、先ほど申しあげましたように上野先生は

30年近く前から、そのことを提起されておりま

す。国際的にはこういう障害があるよと、学習

障害のようなことが問題になってるよ、という

ことはアピールされていたかと思いますが、わ

が国においては、それほど意識されておりませ

んでしたし、かく言う私も、上野先生の講演を

お聞きするまでは、学習障害の存在そのものに

ついても認識からは外れておりました。

ということは、国的にもカウントもされてい

ませんし、特殊学校にも入っておりませんでし

たから、恐らく一部、知的障害の特殊学校のほ

うに比較的学力が高くて、他の自閉的な傾向を

持っている子だと、同じくくりで扱われていた

のではないかなと思われます。それから、その

他の学力の高い子で、今通常の学級にいるよう

な子どもについては、以前は多分変な子扱いさ

れて、「少し変わっとるなあいつ」くらいで放

置されていたというのが実態ではないかなと思

います。そう言えば振り返ったら、「あいつ、

もしかしたら」と、思い当たる節もないわけで

はないと思いますが、認識外です。

では今、何故こんなに増えているのか。増え

てきたのか、今まで認識されてない子どもたち

が認識されるようになったから、数としては増

えたのか、という判断はちょっと微妙かなと思

っております。ここはなかなかカウントできな

くて、教育委員会にいたときでも、いわゆる知

的障害の子どもたちが小中学校も含めて増えて

きているのです。これは発達障害の子どもたち

と少し違うかもしれないですが、発達障害の子

どもも含めて、知的障害の子どもたちの数が大

変増えていて、現在、特別支援学校を新たに作

るとか、今まであった特別支援学校も300人、4

00人になっているとか、大規模化しているので

す。それが結構都市部で共通の他府県でも共通

の課題になってきている。このことについて考

えられる要素としては医学の発達、それから、
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われわれ社会側に受容する雰囲気が高まってき

てるということから、以前であれば隠して隠し

て、「いやうちの子はみんなと一緒ですよ」と

いうことで、養護学校だとか、養護学級に行か

せることを拒んでおられた例がたくさんありま

すが、そういう形ではなくて、「うちは発達障

害かも分からないから特別支援学級に入れてく

ださい」とか、「特別支援学校に行かせてくだ

さい」とか言うご家族が結構増えてきてること

を考えると、その二つが要素としてあるのかと

いう推測は成り立ちます。しかし、研究者が科

学的裏付けでこうだというふうに言いきった例

はまだ私自身は把握をしておりません。お答え

としては雑駁なことになろうかと思います、お

許しいただきたいと思います。ありがとうござ

いました。

質問

高校での特別支援ということで、先生がお話

を少し避けられたところで、質問が適切かどう

か分かりませんが、評価のところで、どうして

も高校に行くと単位を取らなければいけないと

いうことがあります。私が今担任をしている生

徒が高校へ進学していく、どのように送り出し

ていけばいいのか、ということで少し悩んでい

ます。高校で本当に単位がとれるのかとか、そ

ういったことが非常に心配なのです。ですから、

送り出す側にとっても、最初にお話しいただい

た、善意による拒絶ということで、推薦がこの

子にとって本当に良いのだろうかいうことを含

め、いろんな人の意見を聞いているところです。

私とすれば、今の子どもたち、他の子どもたち

と一緒に学ぶ、学んで、社会性を身につけて卒

業していく、大学生にもなってほしいし、社会

人にもなってほしいと思っているのですが、そ

の辺での高校での体制というか、評価も含めて、

どのようなことが考えられるのか、どういう事

例があるのか、一言で終わらないかもしれませ

んが、教えていただければと思います。

成山さん

一番議論になるところだと思います。基本で

考えると、単純化していただいて、最初に例を

あげました車椅子の子どもの体育の単位はどう

するか。そうすると、体育の先生のほうで考え

ている学習指導要領に則った科目内容がござい

ます。その科目内容を車椅子の子は恐らく全部

はできないと思います。例えば水泳、柔道、こ

ういうものをどうするか。そのときに、それが

あるから入学できません、つまり体育の単位を

認定できないので入学できませんということが

言えるかどうかという問題なのです。そこで合

理的配慮がされるのかどうか、というのが現代

的な問題です。

多くの学校がそのようにしていると思います

が、いわゆる体育の柔道とか、あるいは陸上と

いう指導項目で見たいという力ですね。体力的

な力です。そのものを違うメニューで評価する

ことができないかということを、みんなとは違

うメニューになりますが、特別メニューを用意

して、それ相当の力をこの子は修めている。ペ

ーパーテスト以外にです。教科の会議で、ある

いは進級判定会議等で認定することができるの

ではないか。多くの学校ではたいてい、そうい

う別指導項目を立てて、それぞれに合う学習指

導要領相当の力を得ている、マスターしている

ということで単位認定をしている思います。事

情が、例えば欠課時数がどうかとか等々によっ

ても大学と違うかと思いますが、それぞれに応

じた子どもたちの実態に応じて、単位を認定す

ることが可能かどうかということをそれぞれ議

論されているというのが実例だと思います。

もう一つ、理論的には、全国普通科高等学校

長協会で、2年ほど前に文部科学省の幹部が特

別支援教育との関係で学習指導要領のとらえ方

について述べられております。それもぜひ一度

ご参考にされたらどうかなと思います。基本は

同じです。その障害に応じたメニューを考える

ことによって、単位認定をすることができるの

ではないか。学習指導要領の弾力的な運用とい

う項目の中に入ってくるのではないかというの

が考え方です。
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「一人ひとりを大切に～大阪私立学校人権教育

研究会の歩みと取り組み～」

大阪私立学校人権教育研究会 指導員 日 浦 順 之

はじめに人権擁護士について説明する。

人権擁護士とは

「・府民の人権問題を早期に解決

・人権侵害を未然に防止」

する事を目的に「大阪府人権尊重の社会つくり

条例」に基づき作られた資格である。人権問題

の関係者への啓発・サポート・カウンセリング

や、人権侵害を未然に防止する役割を担ってい

る。

１．〔私学人研の概略〕

1965（昭40）年に部落差別の解消が「国民的

な課題」であり、「国の責務である」と明記し

た「同和対策審議会答申」（略称 同対審答申）

が出された。その中において「同和問題とは、

日本社会の歴史的発展の過程において形成され

た身分階層構造に基づく差別により、日本国民

の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位

の状態におかれ、現代社会においても、なおい

ちじるしく基本的人権を侵害され、とくに、近

代社会の原理として何人にも保障されている市

民的権利と自由を完全に保障されていないとい

う、もっとも深刻にして重大な社会問題であ

る。」と位置づけられた。

このような状態を解消する取組みは国民的課

題となり、それぞれの地方行政が対応をせまら

れる中、大阪府では、「大阪府同和対策審議会

答申」・「大阪府同和教育基本方針」・「大阪府同

和教育基本計画」が示され、大阪の私学におい

ても、同対審答申の意義を充分周知し、教育現

場における部落差別解消への取り組みが必要と

された。

それを元に当研究会は1969(昭和44)年大阪府

私立学校同和教育研究会として発足。2002(平

成14)年大阪私立学校人権教育研究会に改称し、

現在に至っている。

２．〔構成〕

本研究会は、高校を6つ、義務教育を2つのブ

ロックに分けた各部会研究活動と、人権教育の

深まりを求め、それぞれの時期で特別な課題を

とらえるために設けられた7つの課題別研究委

員会の研究活動、及び各校の人権教育推進委員

が参加する研修・研究活動が中心となり活動し

ている。

そして、後の表のように、大阪府の私立小学

校・中学校・高等学校184校全てを会員校とし、

全学校の人権教育委員会及び人権教育推進委員

を中心に、当研究会の指導員のもと、各学校に

おいて人権教育を充実させる活動している。
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当研究会を支えているのは、差別や人権問題を

中心に、不登校、発達障がいをはじめとする障

がいのある児童・生徒、経済的・家庭的にも困

難を抱える児童・生徒、外国籍の児童・生徒へ

の支援の取り組み等、各学校の具体的な人権教

育活動である。その取り組みは、各校個別の建

学の精神に基づいた教育活動を基本としつつ、

同時に公教育としての側面を果たす役割から、

積極的かつ主体的におこなわれている。

また研究活動は、各校にフィードバックされ、

各学校の人権教育に広がりと深まりを増してい

る。

３．〔部会活動〕

私学人研活動の基礎となるのが部会活動であ

る。当初は、校長会のもとでの組織として5つ

の校長部会で構成されていた。その後、それぞ

れの通学沿線の地域ブロックによる部会活動

が、1971(昭46)年から始められた。部会は、大

阪府内北部地域の第1部会から南部地域の第6部

会までの高校によるブロック別で構成され、翌

年にはこれら私学の小・中学校の義務教育部会

が府の北地域の第1部会、南地域の第2部会とし

て構成され活動が始められた。

また、当私学人研と、私学人研を構成する各

学校とは、密接に繋がっている。例えば、各学

校から当研究会に「人権教育基本方針・同年間

計画・実践報告・人権侵害事象報告」を提出す

る一方、私学人研はその監修に当たり、また構

成各学校に冊子など通じて情報公開していく。

そして、会員校で人権侵害事象が起きた場合、

該当校は速やかに研究会に報告し、指導員・大

阪府私学・大学課・当該校が連携し、人権侵害

事象に対処していく体制が整えられている。

そして、各校推進委員による部会を持つこと

で学校間連携が進み、現在では月例の取組み交

流となっており、年度当初の各校実践計画に始

まり、春秋2回の新任教員研修会、フィールド

ワークなどの研修、年度末のまとめとなる研究

発表会などの活動が続けられている。

人権教育を推進する校内組織（人権教育推進

委員会、人権教育部など）は、小学校（17校）

・中学校（65校）・高等学校（101校）・中等教

育学校（1校）のすべての学校に設置され、各

校に推進委員が置かれ、部会活動を担っている。

2006(平18)年より部会の代表推進委員は、週2

回（火・金の午後）私学人研事務局に出張し、

部会活動がより円滑に行われるようになってい

る。さらに、通信・単位制2校が全体会活動と

して、参加している。

４．〔私学人研の活動〕

私学人研の活動としては主に次の①、②、③

の3つがある。

①差別や人権問題を中心にした啓発活動。

即ち

(ア)研修，講演，ワークショップ等の啓発活動

(イ)研究発表等の実践活動

(ウ)各校へのアンケートを中心とした調査活動

である。

(ア)の啓発活動については、「人権教育推進

委員研修会」「新任教員研修会」「夏期一泊研修

会」「若い先生のための元気力アップ講座」等

があり、様々な形で多くの人を対象に講演活動

などを行っている。

(イ)の実践活動については、講演会等を受け

各学校において、取り組みの発表会(部会での

発表会や年度末の発表会)等がある。

(ウ)の調査については、「障がいを持つ生徒

に対するアンケート」「在日外国人に対するア

ンケート」等があり、そのアンケート結果を公

表し、積極的に活用している。

②発達障がいを持つ生徒や、他国籍を持つ生徒、

不登校の生徒、経済的・家庭的に困難な状況

を持つ生徒等に関する支援活動。

これは、例えば「特別支援教育のための校内

委員会設置などを各学校に支援していく」事や、

不登校の生徒に関する、「修学支援委員会の設

置」等の生徒に関する支援活動である。
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③生徒や教員の相談窓口になる相談活動。

コスモスダイヤル等の相談窓口を設け活動し

ている。コスモスダイヤルを通じて悩みを持つ

生徒・保護者等の相談窓口になる事により、私

学に関係する生徒・保護者・教員の支援活動を

行っている。「このような組織(相談窓口)を、

大阪の私学が設置する事は、全国同様の組織の

先駆けとなった」と当研究会は自負している。

５．〔課題別研究会活動〕

現在、次の7つの課題別委員会が活動している。

１．同和・人権教育交流委員会

２．進路保障研究委員会

３．多民族共生教育研究委員会

４．にんげん研究委員会

５．生徒自主活動研究委員会

６． 障がい者問題研究委員会

７．性差別問題研究委員会

このような課題別研究会は、それぞれのテー

マに従い、「アンケート」「フィールドワーク」

「オープンセミナー」「研究発表」等を行い、

研修・実践を深めている。

６．〔研究会と各学校の有機的繋がり〕

前述のように、当研究会と各学校とは

学校⇒私学人研

・基本方針

・年間計画

・年間実施報告

・各アンケート

・人権侵害事象の報告

私学人研⇒学校

・研修会

・交流会

・人権侵害事象が起きたときの指導・助言等

を通じ、有機的に連携している。

７．〔事務局〕

常駐する指導員と専従事務職員とによる事務

局の体制が整えられている。指導員とは、中学

高等学校連合会の会長若しくは小学校連合会の

会長が必要と認めたとき、又は、会員校の校長

の要請があったとき、中高連の会長の指示に従

い、会員校の人権教育の活動について指導助言

を行う。

事務局の業務としては、人権教育の研究、講

演会その他の開催、必要に応じ他の人権教育研

究団体との提携、2006（平18）年よりはじまっ

た相談業務（コスモスダイヤル）がある。

また、私学人研の活動を、会員一人ひとりに

伝える広報として、「私学人研通信」を年4回発

刊している。その他、様々な報告、研修会等も

事務局が中心に行い、各学校の人権教育推進委

員と共に生徒に実践している。また、事務局は

全国で開催される人権教育研究会(例えば夏休

みの部落解放・人権夏期講座(高野山研)等にも

参加し、各学校にフィードバックを行っている。

８．〔三人研合同交流会〕

三人研合同交流会は、1983年に大阪府私立学

校同和教育研究会（現 私学人研）、大阪市同和

教育研究協議会（現 大阪市人権教育研究協議

会 略称「市人教」）、大阪府同和教育研究協議

会（現 大阪府人権教育研究協議会 略称「大

人教」）の進路保障担当者が同和地区の子ども

をはじめ、さまざまな課題のある子どもたちの

進路保障をめざし、公立中学校と私立高校が共

通理解と信頼関係を深めるために始まる。私立

高校を希望するさまざまな課題のある子どもた

ちの就学保障、進学した子どもたちの学校生活

をより充実したものにするため、その時々の教

育課題について問題提起や意見交換を行ってい
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る。そして、公立の先生方とも人権教育を元に

ワークショップなどを通じて交流し、研修を深

めている。

９．〔障がいのある生徒等の受験に関する事前

交流会〕

受験や合否判定・入学後の教育保障に関し

て、障がいや病弱・難病に対する必要な配慮を

実施することにより、障がいゆえの不利益を被

ることのないようにするため、事前に交流会を

行っている。障がいのある生徒の受験について

は、従来の進路相談とは別の場で、その生徒の

障がいや病気の実態を正確に伝える事により、

必要な受験時や面接時の配慮について学校とし

て正式に検討してもらうとともに入学後の学校

生活や単位認定上の配慮についても、合格後に

中高一貫で丁寧に連携し合う事をめざす。昨年

度は公立中学23校・私立高校29校が参加をす

る。

10．〔私学人研の今後の課題〕

今後の人権教育への、私学人研としての課題

は

・ソーシャルワーカー、NPO 等の外部との連

携

・新任教員への人権教育

・不登校生徒への支援の充実

・特別支援教育 支援体制の充実

・いじめ、体罰への対応

等があげられるであろう。

また、人権感覚とは、人権の価値やその重要

性を理解し、人権が守られ、実践されている状

態に気づいて、これを望ましいものと感じ、反

対に、これが侵害されている状態を感知して、

それを許せないと思う感覚である。

この事を理解し人権教育の必要性を強く認識

し、さらなる実践を行っていきたい。

所 在 男子校 女子校 共学校 通信･単位制校 中等教育校 合計(校)
高校第１部会 大阪市北部から府内北部 0 6 7 0 0 13
高校第２部会 大阪市北東部から府内北東部 1 2 13 1 0 17
高校第３部会 大阪市中央北東部から府内中央北東部 1 5 13 1 0 20
高校第４部会 大阪市中央南東部から府内中央南東部 3 2 9 0 0 14
高校第５部会 大阪市南西部から府内南西部 1 6 9 1 1 18
高校第６部会 大阪市南部から府内南部 0 2 15 1 0 18

構成 中学校 小学校 合計(校)
義務教育第１部会 高校の第１～３部会 36 9 45
義務教育第２部会 高校の第４～６部会 30 8 38
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〔私学人研組織図〕

総 会

構 成 事 業

・役員 役員の承認

年２回とし、役員会が必

・各学校長 ・規約の改正

要と認めるときは臨時に開

・各校を代表する人権教育推進委員 ・事業計画の決定

くことができる

・予算の決定

・決算の承認 ・事業の総括等

役員会

構 成 事 業

・会長 １名 ・事業計画案の作成

・副会長 １名

・会計 １名 ・規約改正案の作成

・部会幹事校長 ８名

・部会代表推進委員 ８名 ・予算案の作成・決算報告の協議

・課題別代表委員 ７名

・事務職員 ・資料収集及び研究集録の刊行

・各種研修（究）会の企画

・その他私学人研の運営に関する業務

事務局

構 成 事 業

事務局は、大阪私学振興教育研究所（大阪府私 ・教職員研修会

学教育文化会館内）に置く ・夏期一泊研究会

・指導員 ・関係団体主催の研究集会等への参加

・事務職員 ・私学人研『通信』の発行

・人権・同和教育啓発資料の貸出し、その他
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「コスモスダイヤル（電話相談）

から見える私学の課題」

大阪私立学校人権教育研究会 指導員 川 西 寿美子

今回、私学人研の「コスモスダイヤル」につ

いて説明します。「コスモスダイヤル」が始ま

ったのは2006年からです。公立の学校の親は、

相談があれば大阪府や市の教育委員会に言えま

すが、私学の場合は、私学人研に言ってくるこ

とが多くありました。それでは相談窓口を作ろ

うかということから始まっています。

私学は面倒見がいいと言われます。「私学は

一つ」と言われますが、実際は一校一校別々で

す。最近公立も私学に対抗し、いろいろな事を

行っているので、それより上を行こうというこ

とで、私学は努力しています。

相談の種類についてですが、教職員からの相

談がありますが、これは生徒への対応です。そ

れから保護者からの相談がありますが、これは

母親が多く、最近は父親、祖父母からもありま

す。また卒業生からの相談があります。公立小

学校・中学校からの問い合わせもあり、また他

の団体からの相談もありますが、これは転学の

相談です。

大阪の私学は広い地域から通学しています。

奈良、和歌山、京都などからも通学しています。

また各校「建学の精神」「教育理念」などの特

徴があり、学校ごとに異なる校則・カリキュラ

ムがあります。やはり私学の内情を知るものが

やるべきだということで相談をやっています。

私学には宗教関係の学校も多くあります。毎

年行われる「三人研合同会議」という場で今年

は、面接で「宗教のことについて聞くことはど

うか」という意見が、市や府から出ました。「私

学は宗教を押しつけるために聞いているのでは

ない」と言うこととを伝えました。こちらも「名

前が売れているとか進学率が高いなどだけで高

校を選ばないでほしい」と伝えました。「三人

研合同会議」は、私学と公立が本音で語れる貴

重な場だと思っています。

あと、学校と生徒・保護者との関係調整を公

平な立場で行っています。

また、問題解決のために学校に聴き取り調査

なども行います。我々は、公平・公正な判断を

し、問題を客観的に見ることを心がけます。

保護者は言っていくところがないので、私学

人研に言ってきますので、その話を聞きます。

保護者の相談相手のようにもなっています。

生徒からの相談はほとんどメールです。話を

聞いて、学校名がわかれば学校に知らせて適切

な対応をお願いするということもしています。
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相談の件数と内容についでですが2006年に始

めた当時は、件数が少なかったのですが、セク

・ハラが多かったです、今は少なくなりました

が、まだあります。これは学校の研修が必要で

す。2007年は性的マイノリティ－の問題が特徴

的です。だんだん件数が増えて、2009年には発

達障がいの相談が増えてきました。また編転入

も多くなりました。

2011年2012年は「いじめ」の問題、さらに体

罰の問題が増えました。新聞報道などから、相

談をしてくる方が多いようです。

また、大阪府とも連携を取っています。差別

発言、体罰などの重大な事象が起きた場合は、

大阪府の私学課と連携して対応しています。

相談方法としては、電話・メールが主体で、

それに対して相談記録をつけております。場合

によっては面談をしたり、学校に同行すること

もしております。

また、学校の依頼を受けて教職員への研修な

ども行ってます。

その他に性的マイノリティ－の生徒に対して

も、学校に対して生徒の理解と対応の話をする

こともしております。

そして、保護者にどういう対応をしたらいい

かということも話をしております。

問題になった事例で一番多いのは、担任の先

生の不用意な発言です。そこで話がこじれるの

で、それらのことへのアドバイスも行います。

もちろん子どもへの人権教育も行います。最

近問題となっているデート DVなどの研修も行

っています。

次に具体的な話に入ろうと思います。

時期のことで言いますと、相談電話が多いの

は6月で、不登校の相談が多いです。夏休み後

の9月も多く、いじめや体罰などが中心です。

また3学期なってからは、登校できないという

相談が多く、2、3月は進級、卒業に関する相談

が多いです。

やはり不登校が多いですね。また、新聞報道

のこともあり、「いじめ」の相談も多くなりま

した。ただ、よく事情を聞いてみると、「いじ

め」ではないのも混じっています。簡単なけん

かも、「いじめ」としてしまうと、かえって子

どもが大変です。その辺よく見極める必要があ

ります。

教師の不用意な発言についての相談もありま

す。また、体罰については、体罰とは言えない

事例を親が体罰ととらえて、もめたりすること

もあります。その場合もきっちり話し合えば分

かってもらえます。やはり話し合い、聞くこと

が必要です。

クラスになじめないという相談もあります。

携帯電話の問題では LINE がいじめに使われ

ています。生活指導上のトラブルもあります。

クラブ活動でのトラブルも多いです。クラブ

が強くなればなるほどトラブルも増えるようで

す。また、セク・ハラもなくなりません。発達

障がいや、性同一性障害の相談もあります。

また編転入の相談も多いです。大阪では簡単

に転校出来ると思っている人がいますので、説

得します。お母様方からは子育ての不安を言っ

てくる人もいて、話を聞いたりもしています。

学校の種類で言うと、小学校の相談も学校数

の割に多いです。期待を持っている分、不満も

多いようです。

その他、子どもが勉強をしないことの相談や、

教員やクラブ顧問への苦情、子育てに関する不

安、または家庭事情、嫁姑問題、グチなどを言

ってくる場合もあり、聞いています。

また最近、精神的疾患を抱えている母親、子

どもの相談があります。その場合は学校から話

を聞きます。

生徒からのメールでは、友人関係、いじめ、

授業中のクラスでの逸脱行為、また自分の顔が

嫌で外に出られないという醜貌恐怖の相談もあ

りました。

一般の方からのものでは、生徒の登下校時の

マナーが悪いということ、学校に対する苦情な

どがあります。

また、いじめの通報があり、学校に連絡し、

いじめを防ぐことにつながったこともありま

す。
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次に、相談内容から見る特徴とその対応を述

べます。

不登校の相談が多いのですが、大事なことは

本人が一番苦しんでいることです。学校へいか

なくてもいいという見方も必要です。また子ど

もは自分を守るために休んでいるという考え方

をしてはどうかという事も親に話しています。

大阪の私学ではいろいろな手立てをしていま

す。不登校の委員会を作ったり、不登校認定な

どを含めて、単位認定、進級・卒業に関するこ

となどを考えています。

一番大事なのは親の不安を解くことです。出

席時数が足りなくなったなどと、担任が追い込

んでしまうこともあります。親の不安は子ども

に伝わります。

そして「いじめ」の相談が多いです。大事な

のは「いじめ」は絶対許さないということを学

校全体で実践することです。そしていじめられ

る子は悪くないということも大事です。また、

いじめてしまう子どももいろいろなことを抱え

ているので、話を聞いて対応をすべきです。

簡単にその場で握手をさせ、仲直りをさせる

ような軽い処置では「いじめ」はなくなりませ

ん。話をよく聞いて対応しないといけません。

学校に「いじめ」を生む体質がないかを検証す

べきです。「いじめ」は早期発見、早期対応が

必要です。

ICT の「いじめ」などもスマホや LINE な

どを通して多くなっていますが、対処だけでは

だめです。「いじめ」はなぜいけないのかとい

う根本の話を生徒にしていかないと根付きませ

ん。よく「あの子はいじられキャラだ」という

ことを聞きますが、危ないです。子どもは「遊

びだった」「いじめのつもりはなかった」とい

いますが、それが「いじめ」につながっていく

のだと気づかせることは大切です。

発達障がいについての相談ですが、発達障が

いを持つ子どもの親が、「私学ならどこが受け

入れてくれるか」ということを聞いてきます。

発達障がいの子どものだいたい７０％の親が私

学へ入れると言います。おそらく私学には多く

の子どもが来てると思います。

私学の方が面倒見がいいと思われているので

す。これは私学にとって大切です。発達障がい

は、発達がゆっくりなんです。いずれ発達する

ので長い目で支援するべきです。人間関係をつ

くるのが下手なので、その子に合った対応を考

えてしてあげることが大事です。 そして小学

校・中学校、保護者との連携が大切です。

発達障がいで気が散りやすい子どもに対する

授業やクラス運営の工夫は、他の子どもにも役

立ちますので大事です。他の学校などとの情報

交換も必要です。また特別扱いするのではなく、

みんなが過ごしやすいクラス・学校にすべきで

す。

体罰も大阪で起こっています。大切なのは体

罰は許されないということです。昔は殴られて

強くなったとか、よく言われますが、昔と今で

は子どももまったく違います。これは学校で共

通認識にしなければなりません。そのための教

職員研修は必要です。

また先生もストレスがたまります。頭が真っ

白になってやってしまうという話も聞きます。

学校に暴力的な言葉が蔓延していると、体罰に

つながります。先生、もちろん生徒ものストレ

スマネージメントが必要です。

いじめ、デート DV、すべて暴力です。言葉

の暴力もそうです。それを許さないということ

を認識する必要があります。

クラブ活動（顧問・コーチ・先輩）からの体

罰もよく聞きます。これは監視の目がないから

です。顧問などが常に見ていることが大切です。

体罰は加害教員一人の問題ではなく、学校文

化だと思います。学校に文化があるから、教員

はやってしまうのです。教員一人に背負わせて

はいけないと思います。うまくいかないから力

で押さえようとするところに暴力が起こりま

す。

また、児童・生徒に過剰なストレスを与えて

はいけません。「いじめ」のきっかけは先生の

一言である場合が多いです。先生の一言は大事

です。
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コミュニケーション能力も大切です。生徒が

思ったことを言えるような研修も必要です。今

の子どもはメールなどを短文で書きますから、

短文の思考に馴れています。しっかり時間を使

った読書も必要だと思います。生徒が考えるく

せをつけることが、「いじめ」や暴力をなくす

基本になると思います。

スクール・ハラスメント、デート DV、セク

シュアル・ハラスメントについてですが、セク

ハラも、女性が対象となっていましたが、男性

が対象のもの、同性によるものなども出てきて、

年々変化しています。親しくなったことで「私

は受け入れられている」という思いこみがセク

・ハラを生みます。セク・ハラは生徒から教員、

教員同士、管理職から先生や保護者へのものな

どもあります。

生徒間のセク・ハラもあります。生徒同士の

セク・ハラなどは、してはいけないのだという

ことをしっかり教えなければいけません。

あと、パワー・ハラスメント、モラル・ハラ

スメントは、職場環境の見直しが必要です。先

生の間のパワ・ハラも、上司から部下へのもの

も、部下から上司へのものもあります。馬鹿に

した言い方をされたりして傷つくことがありま

す。「その言い方はいけない」と言える人が職

場にいればいいのですが、見て見ぬふりをして

しまうので、ハラスメントが温存されるのです。

デート DVの問題ですが、今はケータイやネ

ットを使って簡単に人と知り合ってしまいま

す。家出して、知らない人の所に平気で行く中

学生などもいます。そして、暴力を受けても別

れられないということがあります。これはデー

ト DVという概念が分からないからです。一度

はまると離れられないので防止教育が大切で

す。

また、性的マイノリティ－の問題ですが、学

校には、同性愛の生徒、自分の性に違和感があ

る生徒、違う性の服装を着たい生徒などいます。

同性愛の生徒は必ずいます。性分化疾患（ター

ナー症、クラインフェルター症）もあります。

不用意に「女なら子どもを産んで、生理がある」

と言いますが、ターナー症の子どもには、その

ままでは生理がありません。「男なら精子を作

る」といっても、クラインフェルター症だと作

らない子もいます。そういう子どももいます。

男、女と簡単に区別してしまいますが、どちら

とも簡単に決められない子どももいます。そう

いう子どもがいることを頭のどこかに置いてお

かないと、先生の言葉で傷つくことがあります。

性同一性障害とよく言いますが、これは診断

名です。私たちは医者ではないので、「性に違

和感がある生徒」と言いますが、こういう生徒

は性自認が肉体の性と違います。制服、トイレ、

宿泊行事、体育、着替えなどが生徒にはつらい

ものなので、生徒が訴えてきたら配慮が必要で

す。

教員が気をつけなければならない言葉として

は「結婚するのがあたりまえ」「妊娠する」「生

理がある」「女性は男性が好き・男性は女性が

好き」などがあります。決してそうとは限りま

せん。よく「カレシ・カノジョはできたか」と

言いますが、異性とは限りませんので、「恋人

できた？」と言えば答えられます。

「女らしさ」「男らしさ」男女二分法は通用

しないことを知るべきです。

子育てに関してですが、親には自信がない方

が多いです。不安でいっぱいです。その時に先

生に追い込まれるようなことを言われると、も

うだめです。色々な方法があることを示すこと

も一つの方策です。

兄弟姉妹で比較してしまうのは一番いけない

です。過保護・過干渉の母親も多いです。そう

いう時は、子どもは子どもの人生があるので、

母親も自分の人生を生きてくれるよう話しま

す。

子どもに過剰な期待をする親もいます。父親

に多いのですが、たとえば「ここの大学に行か

せたい」などです。

自分の子どもしか見えない親も多いです。自

分の子どもしか見ないから「学校が悪い」とな

るのです。
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学校や教員を悪者にすることで、親子のつな

がりを強化する傾向もあります。

「担任が何もしてくれない」と言うのは、親

に考えが伝わってないのです。ある程度こうな

るということを考えて話すと、親も安心します。

安心できないから「学校は何もしてくれない」

「私学だからと思って入れたのに」とおっしゃ

るのです。

待てない親が多くなっています。学校ができ

ることは、話をよく聴く（傾聴する）ことです。

親は学校とじっくり話し合いをすることが必要

です。一番大事なのは子どもです。必ず子ども

を中心に考えることが大切です。

子どもの可能性、自立ということを中心に話

し合いをすればいいです。

子どもの将来については、学校だけが人生で

はないという広い視野・展望を持つことも大切

です。

生徒・保護者の願いと私学の課題についてで

すが、学校は安全・安心なところであるという

ことが大事です。そして、子ども一人ひとりを

よく見ることが大事です。子どものいいところ

を探してあげてください。偏見を持つと、話が

正しく聴けません。そして子どもの将来を見据

えた進路支援をすべきです。

そして先生方が「子どもたちを比較しない」

「えこひいきしない」「頭ごなしで決めつけな

い」ことが大切です。言い訳も聞いてあげて下

さい。

ルールを守る（児童生徒も教職員も）ことも

大切です。生徒にアンケートを採ると「悪いこ

とを悪いという先生」がいい先生だという結果

が出ています。生徒はしっかり見ています。

特別扱いしないと言うことも大事です。配慮

・支援が必要な子どもたちにとっていいこと

は、みんなにとっていいことになるようにして

ください。

笑顔は大切です。先生が笑わない学校はいけ

ません。笑顔があり、親切で明るい学校である

べきです。

そして、子どもたちと一緒の時間を過ごして

欲しいと思います。

私学は学校文化があります。それを伝えて欲

しいと思います。快適な職場環境も大切です。

先生も話を聴いて欲しいのです。そして悪いこ

とを悪いと言える風通しのいい学校であるとい

うのが大事です。

そして保護者を学校の応援団にすることが必

要です。この学校に行かせて良かったと思って

学校の応援団になってくれたら学校は大丈夫で

す。私学は、卒業生のつながりも大切です。地

域の協力も大切です。

一人ひとりの生徒に向き合う、これがきめ細

かい支援だと思います。そして子どもたちを守

り育てる。「待つ」ということです。先生方は

待てていますか？待たないと答えられないんで

す。教育は待つことです。それには先生に「ゆ

とり」が必要です。「ゆとり」を持ってしっか

り子どもの話を聴いて下さい。そして新しい先

生を育てていってください。

暴力がなく、生徒が楽しく過ごせて、行かせ

て良かったと思える学校にするために、思いつ

いたことを話しました。どうもありがとうござ

いました。
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（資料１）

相談件数の推移

年 度 相談電話(メール)件数 のべ件数 特 徴

2006 72 86 セクハラ、ケータイいじめ

2007 142（10） 254 性的マイノリティ生徒、パワハラ

2008 172（27） 275 クラブ内でトラブル、不登校、体罰

2009 219（23） 290 発達障がい、不登校、編転入

2010 253（13） 290 編転入、発達障がい

2011 303（12） 345 「いじめ」報道、編転入、発達障がい

2012 412（13） 431 「いじめ」「体罰」、編転入

2013(4～9月まで) 178（8） 189 「いじめ」、精神疾患、不登校

〔資料２〕

相談記録

相 談 記 録 受付No.
相談日時 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分

相 談 員 個人No.

相 談 者 本人 名前 匿名希望

母･父･その他（ ）名前 ℡

学校名 高･中･小･卒（ 年・ 年卒）

相談内容

アドバイス･今後の対応など
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〔資料３〕

電話相談まとめ 2012年度

2012年4月～2013年3月 大阪私立学校人権教育研究会

１．相談件数（のべ・内容別）

12年４月 ５月 ６月 ７月 8月 ９月

電 話 22件 27件 41件 32件 29件 70件

メール 0件 0件 1件 1件 0件 3件

面 談 0件 0件 1件 0件 0件 2件

計 22件 27件 43件 33件 29件 75件

１０月 １１月 １２月 13年１月 ２月 ３月

電 話 35件 44件 28件 34件 32件 37件

メール 0件 0件 0件 4件 3件 1件

面 談 0件 0件 0件 2件 0件 0件

計 35件 44件 28件 40件 35件 38件

電話回数（のべ）431回 ／ メール回数（のべ） 13回 ／ 面談（のべ） 5回

２．相談内容（のべ・重複あり）

不登校 55 発達障がい 22

いじめ（内、ブログ） 108 性同一性障がい等、性に関して 1

教師による発言・体罰等 35 障がい者問題 5

クラスになじめない 3 中学・高校入試 15

生徒間のトラブル 19 問い合わせ（編転入等） 48

ケータイによるトラブル 2 学校への要望 9

生徒指導上のトラブル 18 その他（学校不信、勉強しない、子育 99

て、子どもの性など）

クラブ活動でのトラブル 18 転退学希望 4

セクハラ 4 いたずら？不明 19

３．学校種別の相談件数（実質件数・相談人数）

小 学 校 30件 卒 業 生 1件 教 員 7件

中 学 校 160件 大 学 生 1件 そ の 他 7件

高等学校 218件 専 門 学 校 5件 不 明 件

（電話・メール・面談） 計 429件

４．合計件数（実質件数）

電話回数 412件 ／ メール回数 12件 ／ 面 談 5件
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「つながりと包摂を求めて～気づきと理解を

ひろげ、支援のあり方をさぐる～」

関西福祉大学金光藤蔭高等学校 教 諭 南 村 武

はじめに

日本の中で、ある人に出会う確率というのは

非常に低いものです。われわれ一人ひとりの生

徒と出会います。そして関わりを持ち、学校生

活のさまざまな場面で、その様子を見る。それ

がわれわれ教師の日常です。彼らの「こころと

からだ」に向き合うということ。一人ひとりが

変化すること・変化しないことに気づくことが

できるかどうか、それが大きなポイントになる

かと思います。彼らは自分の思いを「ことば」

していくけれども、それを本当にしっかり聞け

ているのだろうか、と常に思います。また逆に

「ことば」にならない、できないもの、その分

からだは反応している、その示すものを感じ取

れるかどうか。

学校は本当に豊かです。十人十色の先生方が

います。それぞれ経験も違うし、普段同じ場所

にいても見えているものや、感じていることも

違います。聞こえてくるものも違います。私は

演劇にも関わっておりますので自分のからだや

心が自分だけのものであるということを強く感

じますし、そのことを大事にしていきたいと思

います。そして、それらの先生方の「感受性」

もさらに深まりながら変化していきます。豊か

になっていきます。本当にカラフルな個性と専

門性を備えた先生方の、多様な考え方や意見・

信念があります。違うことのすばらしさとでも

いいましょうか、異なる視点としてそれらを認

め合い、その上で、議論できる場が他にあるだ

ろうかと考えてみると、学校というのは可能性

に満ちたすばらしい場所ではないかと思います

個人としても、組織・集団としても、これか

らを担う若い生徒たちがいます。その生徒たち

と関わっていけるという楽しみ、喜びがある。

それが、「学校の豊かさ」ということではない

かと思います。

「つながり」と「包摂」を実現する「社会の

中の学校」あるいは「学校のある社会」。それ

が豊かに成長していく。その中に自分たちがい

て、それを支えて、支えあっていく、というこ

とをわれわれは、日々実感しています。

学校概要(関西福祉大学金光藤蔭高等学校)

学 年 1年 2年 3年

クラス数 9 9 10

生徒数 293 239 252

生徒数784名(男子495名 女子289名)

○進学プロシードコース(Ａ・Ｂコース)

・4年制大学への"全員合格"を目指す。



- 295 -

・個人の能力に応じた"少人数制"

このＢコースというのは、中学校時代に不登

校であったということで、学校長からの具申書

をいただいて、その上で入学してきた、進学を

希望する不登校生徒たちのコースです。Ａコー

スはそのような条件はありませんが、同じよう

な状況の生徒もかなりの割合で在籍していま

す。

○ＩＴライセンスコース

・コンピュータを“楽しむ”。

・国家資格取得を目指す。

コンピュータ、インターネットの世界が好き

であるけれども、その反面、コミュニケーショ

ンをとるのが非常に不得意で、どうしてもこも

りがちな生徒も在籍しています。

○ライフクリエイティブコース

・多くの実習、体験。

・自分に合った“進路の発見”

元気ではあるが、勉強はあまり好きではない、

美容師、理容師、お菓子作り、自動車の整備、

ダンス、調理師、などさまざまな分野を目指し

ている生徒たち。

○トップアスリートコース

・近畿大会、全国大会を“目標”。

・強化指定クラブで構成。

数年前の授業料無償化によって、さまざまな

状況が大きく影響を受けてきました。それと同

時に本格化してきたのが貧困問題です。新聞等

での報道されているように、大阪における貧困

の問題は深まってきているように思われます。

本校生徒の状況と経済事情や背景

家庭環境的に困難を抱えている生徒が多い。

たとえば、3分の1以上が、一人親の家庭である。

本校だけの問題ではなく、おそらく似たような

状況の学校は多いのではないでしょうか。

他校と同様に、入学前の進路相談を行ってい

ます。中学校の先生対象の事前相談、入試説明

会。また、保護者対象には、オープンスクール

を、そして入試説明会を実施。

また、進路変更(転退学)に際した対応として

は、担任、保護者、生徒の三者で話を行い、中

学校とも連絡を取り、急いで辞めるという結論

に至らないように、できるだけ引き止める方向

に努めています。

入学後在学中の取り組み

進学Ｂコースは、現在7年目になります。最

初に担任をされた先生が3年間の様子をまとめ

られました。そこからの抜粋です。

同じ先生が3年間変わらず担任を持ち、また

授業も、経験豊かな先生が担当をする。1年目

は模索の時期で、まず入学前に全員と三者面談

を実施しました。不登校の原因が何かというこ

とが容易にはつかめないので、とにかくさまざ

まな親と子の集い(調理実習、スポーツ体験)や

学級行事(バースデー、ドラマケーション、書

き初め、昔遊び、クリスマス会)などを機会を

見つけては行いました。

2年目は7名になりました。7名が転退学。卒

業後のことも考えると、Ｂコースだけで過ごし

ていたのでは通用しないだろということで、少

しずつＡコースとの合同での授業(芸術、体育

など)や文化祭の取り組み、修学旅行にも一緒

に行くなどのことを取り入れていきました。

3年目、一人抜けて6名になりました。非常に

少ないのですが、Ａコースと同じクラスになっ

てしまうと、どうなつてしまうかわからない生

徒もいるので、クラスは維持したまま授業だけ

は全て合同としました。このクラスでやってき

たということを感じてもらうためにも、単独ク

ラスで模擬店をしました。そして学級文集と一

人ひとりに自筆の手紙(感謝と熱いエール)をも

って、涙の卒業式を迎えることとなりました。

○担任が心がけてきたこと。

・親(まずは母親)とよく話をする。そしてでき

れば父親にお会いするようにするが、多くの
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場合、父親は出てこない場合が多い。そもそ

もいないという場合も多い。

・生徒の現状を知ると同時に親御さん自身の悩

みをよく聴く。そして次の策を一緒に考える。

・「無理をしないけどあきらめない」というス

タンス。無理をするとつぶれてしまう。

○ふり返って思うこと。

・特別なことは何もできなかった。ただ、一人

と一人の生徒を一人の人間として扱うという

こと。他の生徒と同じように扱う。

・ここまで来られたのはまさしく生徒たち自身

が中に持っていた力のおかげだったと確信す

る。

・進学コースとしては残る課題も多々あるが、

生徒たちは人間として大きく成長した。

現在、Ｂコースは、各学年10名の在籍。登校

状況は安定してきていますが、微妙な在籍人数

という点で、今後どうするかが学校としても課

題になっています。

○「発達障がい」について

発達障がいの生徒が現在20名ほど在籍してい

ます。取り組みのきっかけとなったのは、卒業

生Ａ君と担任の関わり、また別の在校生Ｂ君と

それぞれの保護者のつながりがあったといった

ようなことでした。そして、昨年度、保護者対

象の発達障がいに関する研修を行いました。多

数の方が参加して下さいました。

何か様子が変だったら、それに気がついて、

尋ねる、問いただす、見守る。そして、困って

いると思ったら全力で手を貸していく。保護者

から教わったことというのは、これに尽きます。

一番難しいのは、担任と保護者との信頼関係

の構築です。そのためにもまず、「困った」生

徒という捉え方ではなく、彼ら自身が「困って

いる」生徒なのだということを認識し、その上

で関わっていくことが大事です。そして、発達

障がいの生徒のためにできることは、そうでな

い生徒にもためになるという発想を持つこと。

また、保護者の子どもに対する献身的な姿勢

に触れて、担任自身も成長することができたよ

うに思います。

○健康調査書。

年度当初に、養護教諭と人権担当の教員とで、

担任との面談や、または具申書などを通して状

況を把握し作成します。身体上、及び、家庭状

況・不登校・いじめ等、配慮を要する生徒の把

握です。それをまとめたものを職員会議で説明

し配布します。障害者手帳、療育手帳所持、発

達障がい（ＡＤＨＤ・高機能自閉・広汎性・Ｌ

Ｄなど）などの状況についての把握をこれによ

りできるようにしています。今年度は、紛失を

避けるため、各部署で保管、各先生が必ず閲覧

するようにしました。

○コミュニケーション。

インターネット、携帯による人権侵害などが

起こらないように、高校1年生の1学期にビデオ

視聴で注意喚起をしています。

その時に「…をしてはいけない」という指導

をすると、結局コミュニケーションが取れなく

なってしまいます。そこで、「…したらいいよ」

「こうやってコミュニケーションのツールとし

て使おう」という方向の指導を心がけています。

日頃の教員と生徒とのコミュニケーションが肝

要です。どんな生徒にも、何かしらの声がけは

するように努めています。

○教員間の雰囲気や情報交換。

明るく、落ち着いた雰囲気の生徒たちではあ

るが、やはり日々いろいろなことが起きます。

まず生徒の感情、状況、そして存在をまるごと

受け止めてあげること。そうして、生徒の気持

ちを理解した上で、ゆっくりと説得をする。し

かし最後は生徒自身にできるだけ選択させるよ

うにする。

職員室は、常に生徒に関するさまざまな話題

で満ちています。そうして、生徒についての情

報を共有して共同で理解と解決にあたろうとい

う雰囲気があります。
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学年主任の度量の深さと柔軟な発想が大きい

と思います。それに促されて、それぞれの教員

も、助け合うことの喜びを感じられるようにな

っていると感じます。何かあれば、全員で事に

当たるという団結ができています。

○5年間の人権週間の取り組み

・水谷青少年問題研究所、水谷修さんの講演。

「さらば哀しみの青春～ＮＯという勇気を持

とう」

・リアライズＹＯＫＯＨＡＭＡ代表橋本明子さ

んの講演。「デートＤＶ～身近な人からの暴

力について考える」と教員による寸劇。

・コミュニケーションワークショップ。ピーク

パフォーマンス代表、メンタルコーチ平本あ

きおさんによる講演。「偏差値３７の貧乏元

ヤンキーから、金メダリストを育てるまで」

・異文化理解。スリランカ出身のＪ.Ａ.Ｔ.Ｄ.

にしゃんたんさんによる講演と落語。「違い

を楽しむ多文化共生『新』時代～違う人との

出会いは学びと成長のパスポート～」

・東京演劇集団「風」演劇鑑賞「ヘレンケラー

～ひびきあうものたち～」

○教職員研修

2007年度

前校長と相談して講師を決定。依頼にも付き

添っていただき、今後の人権教育について、意

見や示唆をいただきました。

2008年度

・校内教職員研修講師を委員長が提案できるよ

うに、研修と状況の変化を注視し、各方面か

らの声を聴き、要望も集めていくようにしま

した。

・そして、今起こっている問題に関する研修に

していこうという動き。

・また、今後人権の課題としていくためにも、

目立ってきた発達障がいに関する問題を全体

研修として組み入れ、インターネット・携帯

の人権侵害と併せて、人権研修を年2回とし

ました。

2009年度

・発達障がい研修は、しばらくの間、毎年新任

研修として行うものとして設定。講師も継続。

・人権博物館を知らない教職員が増えてきてい

る現状に鑑み、委員は原則として企画されて

いるスタディツアーに参加。その時に参加で

きない方は各自で時期を選んで見学に行くと

いう形。

2010年度

・在校生の保護者(PTA 副会長)から生の声を

聞き、併せて新任研修として実施。非常に意義

のあるものとなりました。

・2学期直前に、教職員同士が触れ合い、信頼

感を強めて生徒に関われるように、ワークシ

ョップを実施。先生同士が信頼関係を築けて

いれば、それを見て、生徒も人間関係の作り

方を学ぶことができます。

2011年度

・前年の成果を踏まえ、「発達障がい」の研修

に卒業生の保護者となったＫさんを招き、テ

ーマを広げることにより対象に学年主任、進

路部長を追加。

・学校の主役である子どもの人権に焦点をあて

て、大阪で増えている児童虐待から研修。

いつも思うこと

かれら(生徒たち)はどこにいるのか。そして

何を求めてどこに行くのか、そこに行けるのか。

また、彼らが人として生きていくのに必要なも

のは何なのか。そういったことを考える時に、

否定的に接するのではなく、いつかは気づいて

立ち上がり本気になるだろうと生徒を信じ、ま

た、否定的な先生もいつかは気づいてくれるだ

ろうと信じて前を向いていきたいと思います。

状況とその変化・試行錯誤や学び

世代交代、若手教員育成などについては、経

験のある先生や管理職の先生が、いつでも相談

に乗るという姿勢を示すことが大事だと思いま

す。そして困っている先生は、全員で助け、支

えるということ。そのようにして協力し支えよ
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うとする先生の気持ちや心意気を感じ取ってく

れる生徒は必ずいます。チームワークを身をも

って教えなければいけないのではないかと思い

ます。登校しても寝てばかりいるような生徒の

心にも、いつか火をつけたいと思います。

何かひとつを知れば、それにつれて知らない

ことをまた発見し、関心・興味が膨らんでいき

ます。それをシェアする楽しみも生まれます。

何かを経験すれば、それによって育ちあい、教

えあうことの喜び、学びあうことの楽しさがあ

ります。「NO，but …」ではなく「YES，and

…」で共に一歩踏み出す元気と勇気を持ちたい。

おわりに

○学校(教育)の課題

・経験、体験を積み、時代に立ち向かい、伸び

ていく生徒たち。学校において排除するのでは

なく、学校から排除するのでもなく、ふれあい、

包みあえる学校にしていきたいと思います。

・私たち一人ひとりに、いのちがあり、魂が宿

っています。そのことを忘れず、そして同時に、

厳しい生活環境と背景の理解と把握をしていく

必要があると思います。

・豊かな人権教育創造のためにも、歴史、政治、

社会、文化以外の、生物学、地球学、倫理学な

どの側面からも人権や人として有限のいのちを

生きることへのアプローチの大切さ。

・(全)生徒にある課題の理解と支援の手がかり

の発見。気づきの共有と支援の実践、追及(新

たなつながりの創造)へ。
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「本校における

支援を必要とする生徒への取り組み」

大阪女学院中学高等学校 校長 長谷川 洋 一

大阪女学院中学校 スクールカウンセラー(支援教育アドバイザー) 木 下 忠 恭

『本校の学校・生徒・支援の概要』

長谷川 洋一

大阪の私学は、生徒一人ひとりを大切する取

り組みをして、面倒見がよい。しかし、発達障

がいの問題を考えるとき、校内委員会を作らな

ければならないというように、先に箱ができて、

どのようにそれを運用していくのかということ

や、実際の生徒たちのことが後回しになってい

るかもしれない。特別な取り組みというよりも、

今、生徒たちがどういう現実にあるのか、生徒

たちが悩み、苦しんでいることが何かというこ

とをもとにしながら取り組んでいくことが大切

である。

1．本校の学校の状況

本校は、1884年創立のプロテスタントキリス

ト教学校で中高一貫の女子校である。2013年4

月現在、中学校は、604名・17クラス、（各学年

5～6クラス）で、高等学校は、900名・22クラ

ス、（各学年7～8クラス《普通科文系4～5クラ

ス、普通科理系1クラス、英語科2クラス》）で

ある。大阪女学院中学から大阪女学院高等学校

にほとんどの生徒が進学する。高校からの進学

先（2013年度卒）は、大学へ79.2％（内：併設

大学進学者は大学全体の4.5％）、短期大学へ

3.6％（内：併設短期大学進学者は短期大学全

体の91.0％）、専門学校：1.3％、留学：1.3％、

予備校：14.6％となっている。

2．本校の生徒の状況

入試で一定学力レベルの生徒が入学してく

る。しかし、起立性調節障がい、睡眠障がい、

統合失調症、思春期うつ病など、本校において

も非常に大きな問題である。昨今、いろいろな

問題をかかえる支援の必要な生徒への対応が困

難になり、大きな課題となっている。不登校・

発達障がい・人間関係のトラブル・複雑な家庭

の問題・心のケアなどへの対応が課題である。

3．支援を必要とする生徒たちへのアプローチ

担任とはまったく別に、カウンセリングルー

ムがあって秘密を厳守するという昔の形は、よ

い面もあるが、そうは言っていられない現実が

起きてきた。担任が学年主任とともに指導して

いるが、担任やカウンセラーらの経験・知識の

度合いによって、個々の先生や学年の取り組み

の対応がそれぞれ違うという現実があった。カ

ウンセリングルーム・保健室・担任でそれぞれ
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悩みを生徒から聞くけれども、その連携がなさ

れていない現実があった。そして、問題の多様

化・複雑化によって対応が困難になり、担任や

学年団の力量が問われ、経験豊かであっても発

達障がいの問題についてはどう取り組んでいい

のか困惑しているという問題が起きてきた。

こうして、つながり・連携をする必要が出て

きた。たとえば、担任の先生がそのクラスの生

徒との関わりが困難であっても、クラブ活動の

先生や保健室の先生がその生徒と話しをするこ

とができるかもしれない。また、担任等が進学

や授業、補習、クラブ、保護者や生徒からの相

談など、日常の業務に追われて、互いの連携の

時間や研修等の学びを保障することが難しくな

って、生徒たちのことが考えにくくなってきて

いる現状もある。さらに家庭と学校の連携だけ

では不十分で、医師や臨床心理士等の専門家や

関係機関とのつながりなしには生徒を支え、導

くことが困難なケースが増えている。そこで、

つながり・連携ということを考え始めた。

4．支援を必要とする生徒等にチームとして取

り組んでいく

支援教育委員会を年5回、定期考査後の昼に、

ひとり約15分で、13時頃から18時頃まで開く。

校長・副校長から教頭、教務部長、養護教諭、

生指部長、学級担任、学年主任、スクールカウ

ンセラー、他のところからアドバイザーという

メンバーで実施している。委員会では、支援の

必要な生徒の状況把握と情報共有を行い、クラ

ス運営等における具体的な指導支援等の計画を

立案して、指導支援の評価と今後の対応を検討

するといった働きをしている。

この中で大きいのは、保健室以外につくった

サポートルームである。不登校などで学校まで

は来れるけど教室には入りにくい生徒に対し

て、教室に入れるような準備をする部屋を作っ

た。そこに支援教育指導員をおいて、不登校や

発達障がいの生徒等、支援の必要な生徒を指導

しているが、どうしても指導員の仕事や情報が

生徒の方に偏ってしまうことが多い。そこで、

本来は指導員が委員長になるかもしれないが、

管理職がそのことを知るようにということで、

中学と高校の教頭を支援教育コーディネーター

という委員長にした。

発達障がいの生徒だけを対象にしているとい

うわけではない。いろんな困っている生徒がい

るので、支援の必要な教室に入りにくい生徒、

教室に入ってても昼休みにいつも職員室に来る

生徒、なかなか友だちのつくりにくい生徒、い

ろんな生徒を「支援の必要な生徒」というくく

りにして対象とする。ただ、支援教育委員会の

中では、全部は話しができないので、報告レポ

ートを担任の先生に書いていただいて、それを

情報交換するだけとなる場合もある。

ただ、委員会では緊急の場合には対応できな

いので、日々起きる現実に対応して支援教育小

会議をすぐ開いて、毎回毎回指導している。そ

して、年5回の委員会で確認をし、さらに指導

方法を考えるというやり方をしている。

5．一人ひとりの生徒を大切にしていくこと

ユニバーサルデザインの考えを取り入れるこ

とも大切である。。学力をつける一つの取り組

みとして、ビジネス手帳のような「ＯＪダイア

リー」を作った。現在、中学1年生に持たせて、

行事予定や試験のときの計画表とか、日々の提

出物などが書ける。これは、発達障がいの生徒

や問題を整理することができない生徒たちにと

っては非常に必要なことではないかと考えてい

る。
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『本校の支援教育の実際』

木下 忠恭

1．支援を必要とする生徒の現状と対応内容

① 現状

…発達障がい、不適切な療育、複雑な家庭

環境、その他／重なる失敗体験、集団同一

性の拡散、厳しい叱責、不適切な扱い／不

安感の増大、学習や生活の意欲の低下、抑

うつ感の増加、自己肯定感の低下、ストレ

ス耐性の低下、感情コントロールの低下／

欠席・欠課の増大（登校・授業に出られな

い）、学力未到達（学習できない）、問題行

動（暴力、非行、摂食、依存等）／進級や

卒業（進学、就職等）、社会復帰の危機

支援を必要とする生徒の現状として、小さな

頃から失敗体験とか集団に入れない、厳しい叱

責を受けた、不適切な扱いをうけてきて、不安

感情が高かったり、自己コントロールができな

い等さまざまな症状が出ている。そのことによ

って、不登校になったり、教室に入れなかった

り、勉強に集中できなかったり、問題行動を起

こすということがある。そうすると、当然、進

級ができない、卒業が危うい、社会復帰がどう

だろうということが起きてくる。

中高の先生方は学校に来れない生徒について

今の状況は分かるのだが、どうして来られなく

なったのかという縦軸の視点は私学の場合非常

に弱い。小学校に聞いても、個人情報や保護者

との関係で、教えてもらえないことが多い。そ

れを縦軸にみていくと、様々なことが順次起き

て、現在に至っていることがわかる。ここで、

いろんなヴァリエーションの支援が必要になっ

てくる。

② 対応内容：本来の課題の支援から、2次的

な課題への支援へ

◆「環境支援」＝学校や家庭で、その生徒

に適する指導や対応を検討し、会議で共

通理解し、組織的に支援する。

◆「心理支援」＝専門家による心理支援や

教職員による心的状況を考慮した対応を

行う。安心できる居場所を確保し、対人

不安の軽減、自尊心の回復を行う。コミ

ュニケーション力の向上を図る。

◆「制度支援」＝進級、卒業、単位認定、

進学・就職等について、適切な配慮や支

援を行う。

従来からよくあるのは、「心理支援」である。

スクールカウンセラーが学校に導入され、保健

室では、心のつらい生徒をケアしている。とこ

ろが、「心理支援」だけでは解決できなくなっ

ている。そこで「環境支援」として組織的な共

通理解が非常に大切になる。組織的に情報共有

していくシステムと、従来からの心理支援、そ

してさらに踏み込んだサポートルームというこ

とを本校では導入している。そして「制度支援」、

多様な生徒に、進級や卒業について適切な配慮

や支援を行う。これは、決してハードルを下げ

たり、なくすとかいうことではなく、生徒に応

じたハードルを掲げていく。たとえば、書くこ

とが苦手な生徒がいたが、先生方が課題を与え

るときにやりやすいようにと考えて、該当ペー

ジを写したらクリアとするとした。しかし、こ

の生徒にとっては苦しいので書けないことがあ

った。そこで発達検査で記憶力が非常に良いこ

とが見えたので、すべて暗唱問題に変えられな

いかと提案させていただいて、学年会で論議の

上、担当教科の先生に認めていただいた。この

生徒は覚えることはできるのでクリアできた。

その後、ほとんど欠席状態だったこの生徒は、

前向きになり進路も決まった。このように、ハ

ードルを変えることによって、意欲を引き出す

こともできる。
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2．校内支援体制について必要なもの

◆生徒に適する指導や対応を検討し、会議

等で共通理解し、組織的に実行する。／

進級、卒業、単位認定、受験等について、

協議し可能なところは配慮する。

⇒「支援教育委員会、支援小会議」

◆連絡調整を行う。その時の情報共有の様

式。

⇒コーディネーター、個別指導計画・

報告書

◆専門家による心理支援や教職員や保護者

による心的状況を考慮した対応を行う。

／安心できる居場所を確保し、コミュニ

ケーション力の向上、対人不安の軽減、

自尊心の回復を行う。

⇒サポートルーム、支援教育指導員、

教育相談室、スクールカウンセラー

（SC）、保健室、養護教諭

◆未然防止、早期発見を行う。

⇒ユニバーサルデザインによる指導、

SSTの導入

管理職を含めた支援委員会・小会議のよう

に、担任がどれだけ困っているかを訴え、共有

する場が必要である。担任や学年主任が直接話

することで、管理職も含めて先生方がよく理解

できる。先生方のパフォーマンスを最大限引き

出すためには、「よく頑張っている」と管理職

が理解していることが必要である。

3．サポートルームについて

① 設置の背景…様々な要因により傷ついた

心や未熟な力を補い、養う。

② 役割…一時的な（避難）居場所、心の安

心・安定／自立、エネルギー回復、癒し、

→教室、教室→／教科補充、人間関係トレ

ーニング

③ 形態…個別対応と集団（グループ）対応

④ 成功のポイント…・各学校の状況に適す

るモノにする、目的の明確化／・全教職員

（管理職を含む）の理解と協力／・明確な

ルールの制定（毅然とした対応）／・指導

員との信頼関係（固定と流動、教師と教師

でない）／・利用生徒の状況把握と検討

本校では保健室の隣にあって、そこに集って

読書したり、簡単なおしゃべりをしたり、自分

を見つめたり、先生方が自習をすることも可能

である。ブースで仕切った個別対応と、大きな

テーブルに5・6人がすわれる集団対応が、同じ

部屋にありどちらを選んでもいい。これが成功

するポイントは、それぞれの学校の実情に合う

ような形をとることと、先生方としっかり話し

合って全教職員の理解と協力を得ること。そし

て、明確なルールである。これがないと、何で

もありの無法地帯になる。さらに指導員との信

頼関係。これは、教員でもないけれど、親でも

ないという中間的な存在である。

4．大阪女学院中学高等学校のサポートルーム

① 2010年4月に開室

② 指導員…女性指導員（養護教諭免許）

③ 形態…個別対応ブース4個、集団（グルー

プ）対応テーブル2個（6人掛け）／通常50

％程度の利用

④ 活動内容…読書、お絵かき、学習（課題

を含む）、おしゃべり（指導員等）、他／・

特に心理支援的な対応はしていない

⑤ 成果と課題…回復、成長等の成果はある。

／生徒をより深く理解できる。／教職員で

の考えの一致が難しい。指導員のケアと育

成。

⑥ その他…指導員の影響が大きい。／学校

がどのようにサポートするのか。

2010年にできたサポートルームでは、指導員

は養護教諭で、定員の50％くらいの使用率であ

る。指導員はカウンセラーではないので、特に

心理支援的なことはあえて行っていない。成果

と課題として、何らかの回復はあり、成長して

いるとの成果を実感する。攻撃性をもちわがま

まと思っていた生徒が、サポートルームに来る

と、非常に気を遣い気配りが過ぎて苦しんでい

る子と分かったというように、生徒一人ひとり

を深く理解できる。課題としては、教職員の考
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えの一致が難しい。また、生徒の悩みを受けと

める指導員が非常に苦しんでおり、ケアをどう

するかが課題になる。一方、かなりの課題をも

った生徒でも何日か過ごすと落ち着いてくると

いうように、指導員の影響が大きい。この指導

員を学校がどのようにサポートするかが問題で

ある。

5．まとめ

◆早期に個々の生徒のニーズや支援について把

握する／事後対応より、未然防止、早期対応

の方がリスクが小さい

…早期対応・未然防止のために、入学生徒に、

初めにそういうことをチェックしてもらうこと

を学年にお願いしている。症状が出る前に、ケ

ア・注意できるシステム化が必要である。

◆各学校の特徴、実情に合わせて規準や基準を

決める。／確定なものは無い、時代によって

変わるとか起きるので、常に検証し、見直し

が必要。／安易に基準を下げることが支援で

はなく、できるように配慮することを基本と

する。

◆そのためにはアセスメントを行い、医療や福

祉機関と連携し、多様な支援が必要である。

…先生方を変えたのは発達検査であった。検査

結果が出ると、理解しやってみようとなる。教

育の中に、客観的なアセスメントをもつことで、

少し進むのではないか。

◆支援の回復過程では、今までの時間感覚の変

更が求められる。

…学校では、この学年でとか、この学期中にと

いう意識が強い。そうではなくて、「1週間、1

ヶ月、1学期」から「1ヶ月、半年、1年単位」

へ延ばしていく感覚が大切である。

◆私学の不利な面を理解し有利な面を活用す

る。

…不利な面は情報が入りにくい。保護者は私学

なら何とかしてくれるだろうという期待があ

る。有利な面は、私学は学校独自の精神がある

から、身動きが軽く臨機応変に対応できる。不

利な面を理解して、有利な面を活用することで、

一人ひとりに対応できる面倒見の良い学校とし

ての対応ができるのではないか。
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学校法人英真学園 理事長 文 野 肇

皆様、二日間、ご苦労様でした。主催者より

総括をということでございましたが、各会場を

出入りしている状態でございましたので、お礼

を申し上げることで、総括に換えたいと思って

おります。

この大阪大会の人権教育部会では、誇りを持

って発信いたしました。誇りを持って発信しま

したが、自信満々の発信ではございません。何

かの糸口をみつけていただければという思いで

す。ご参加の方々の中には、校長先生、教頭先

生、また現場の問題に直面していらっしゃる先

生が多くいらっしゃいます。どこか1つの糸口

を見つけて頂ければと思っております。

今回、3つのお礼を申し上げたいと思ってお

ります。

1つ目でございますが、本日講演、研究発表

をしていただいた方々にでございます。資料の

収集などには多くの時間がかかったことと思い

ます。発表の仕方などにも、たいへん工夫をし

て頂いたことでしょう。本当に時間を掛けて頂

きましたことにつきまして、感謝申し上げます。

2つ目でございますが、運営委員の名前が冊

子に刻まれておりますが、責任者としてお礼申

し上げます。単に今日一日のことではなく冊子

を刷る前から、工夫をしていただき、今日に至

りました。その過程を私は拝見しました。また、

記録の作業もございました。感謝申し上げます。

3つ目でございますが、全国からお集まり頂

いた、皆様にです。募集を致しましたとき、ど

のくらいの方がお集まり頂けるか、正直心配し

ておりましたが、本当に会場いっぱいの方々に

お集まり頂けました。昨日から今日にかけては

平日でございまして、授業があります。その中

でのやりくりでございます。非常に苦労なさっ

て、今日に備えて頂いた方もいらっしゃったと

思います。ありがとうございました。

運営総括委員長という昨日、今日の責任者と

して、またこの部会の委員長といたしまして、

皆様方に厚く御礼申し上げます。どうもありが

とうございました。
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総 参 加 者 数 621名

私 学 経 営 部 会 205名

教 育 課 程 部 会 88名

法 人 管 理 事 務 運 営 部 会 62名

部 会 別 参 加 者 数 特 色 教 育 部 会 64名

生 徒 指 導 部 会 89名

人 権 教 育 部 会 75名

全 体 集 会 の み 他 38名

都道府県別参加者数

都道府県名 参加申込数 都道府県名 参加申込数 都道府県名 参加申込数

北海道 16名 石 川 1名 岡 山 6名

青 森 1名 福 井 1名 広 島 17名

岩 手 5名 山 梨 2名 山 口 4名

宮 城 1名 長 野 3名 徳 島 1名

秋 田 1名 岐 阜 4名 香 川 1名

山 形 8名 静 岡 6名 愛 媛 1名

福 島 3名 愛 知 9名 高 知 4名

新 潟 3名 三 重 3名 福 岡 7名

茨 城 12名 滋 賀 10名 佐 賀 3名

栃 木 6名 京 都 22名 長 崎 13名

群 馬 4名 大 阪 236名 熊 本 6名

埼 玉 3名 兵 庫 42名 大 分 5名

千 葉 7名 奈 良 14名 宮 崎 6名

神奈川 8名 和歌山 11名 鹿児島 8名

東 京 54名 鳥 取 16名 沖 縄 4名

富 山 1名 島 根 22名

地 区 内 （近 畿 地 区） 335名

地 区 外 （上 記 以 外 の 地 区） 286名



- 306 -

回数 開 催 地 主 会 場 会 期 参加人員

1 東 京 都 宝 仙 学 園 中 学 高 等 学 校 昭和27年 4 月27日 ～ 29日 185
2 東 京 都 女 子 聖 学 院 中 学 高 等 学 校 昭和28年11月20日 ～ 23日 235
3 東 京 都 早 稲 田 大 学 昭和29年11月20日 ～ 23日 283
4 東 京 都 東 洋 大 学 昭和30年11月11日 ～ 14日 402
5 京 都 市 立 命 館 大 学 昭和31年11月 9 日 ～ 12日 995
6 東 京 都 明 治 大 学 昭和32年11月22日 ～ 25日 679
7 名 古 屋 市 椙 山 女 学 園 大 学 昭和33年10月 3 日 ～ 6 日 857
8 東 京 都 法 政 大 学 昭和34年11月20日 ～ 23日 846
9 札 幌 市 北 海 道 学 園 大 学 昭和35年 8 月20日 ～ 23日 958
10 東 京 都 日 本 大 学 昭和36年11月22日 ～ 25日 954
11 横 浜 市 神 奈 川 大 学 昭和37年11月22日 ～ 25日 841
12 広 島 市 進 徳 女 子 高 等 学 校 昭和38年11月12日 ～ 15日 993
13 東 京 都 学 習 院 大 学 昭和39年11月20日 ～ 23日 612
14 福 岡 県 中 村 学 園 女 子 高 等 学 校 昭和40年11月21日 ～ 24日 1100
15 東 京 都 明 星 大 学 ・ 明 星 学 苑 昭和41年11月 3 日 ～ 6 日 750
16 仙 台 市 東 北 大 学 昭和42年11月 5 日 ～ 8 日 1172
17 東 京 都 文 化 女 子 大 学 昭和43年11月22日 ～ 25日 1074
18 大 阪 市 相 愛 学 園 昭和44年11月15日 ～ 18日 2294
19 宇 都 宮 市 作 新 学 院 昭和45年11月11日 ～ 13日 382
20 西 宮 市 武 庫 川 学 院 昭和46年11月11日 ～ 13日 2513
21 東 京 都 昭 和 女 子 大 学 昭和47年11月23日 ～ 25日 764
22 静 岡 市 静 岡 雙 葉 学 園 昭和49年11月 7 日 ～ 9 日 926
23 札 幌 市 札 幌 市 民 会 館 昭和50年10月 2 日 ～ 4 日 978
24 広 島 市 広 島 市 公 会 堂 昭和51年10月26日 ～ 28日 1216
25 東 京 都 千 代 田 女 学 院 中 学 高 等 学 校 昭和52年11月16日 ～ 18日 1054
26 福 岡 市 福 岡 市 民 会 館 昭和53年11月 7 日 ～ 9 日 1714
27 埼 玉 県 埼 玉 会 館 昭和54年11月20日 ～ 22日 1043
28 仙 台 市 仙 台 白 百 合 学 園 中 学 高 等 学 校 昭和55年10月22日 ～ 24日 1533
29 京 都 市 Ｋ Ｂ Ｓ 京 都 放 送 会 館 昭和56年11月12日 ～ 14日 1923
30 東 京 都 学 習 院 記 念 会 館 昭和57年11月17日 ～ 19日 1370
31 福 井 市 金 井 学 園 昭和58年10月26日 ～ 28日 992
32 札 幌 市 札 幌 市 民 会 館 昭和59年 9 月26日 ～ 28日 1040
33 山 口 市 山 口 市 民 会 館 昭和60年10月31日～11月 2 日 1210
34 福 岡 市 福 岡 市 民 会 館 昭和61年11月12日 ～ 14日 1696
35 千葉市ほか4市 千 葉 県 文 化 会 館 昭和62年11月11日 ～ 13日 1867
36 新 潟 市 新 潟 県 民 会 館 昭和63年10月19日 ～ 21日 1651
37 大阪市ほか2市 大 阪 国 際 交 流 セ ン タ ー 平成元年10月25日 ～ 27日 2530
38 東 京 都 学 習 院 記 念 会 館 平成 2 年10月24日 ～ 26日 1773
39 愛 知 県 愛 知 県 勤 労 会 館 平成 3 年10月23日 ～ 25日 1473
40 札 幌 市 札 幌 ガ ー デ ン パ レ ス 平成 4 年 9 月30日～10月 2 日 1123
41 岡 山 市 岡 山 シ ン フ ォ ニ ー ホ ー ル 平成 5 年10月27日 ～ 29日 1306
42 熊 本 県 熊 本 市 民 会 館 平成 6 年10月26日 ～ 28日 1170
43 神 奈 川 県 国 立 横 浜 国 際 会 議 場 平成 7 年10月25日 ～ 27日 2134
44 山 形 県 米 沢 女 子 高 等 学 校 平成 8 年10月16日 ～ 18日 829
45 京 都 市 京 都 会 館 第 一 ホ ー ル 平成 9 年11月12日 ～ 14日 1222
46 東 京 都 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 平成10年11月 4 日 ～ 6 日 1422
47 静 岡 市 静 岡 県 コ ン ベ ン シ ョ ン ア ー ツ セ ン タ ー （ グ ラ ン シ ッ プ ） 平成11年11月10日 ～ 12日 1042
48 札 幌 市 札 幌 ガ ー デ ン パ レ ス 平成12年10月 4 日 ～ 6 日 862
49 徳 島 市 徳 島 文 理 大 学 徳 島 校 平成13年11月15日 ～ 17日 827
50 宮 崎 市 宮 﨑 観 光 ホ テ ル 平成14年11月 6 日 ～ 8 日 928
51 水戸市・土浦市 茨 城 県 立 県 民 文 化 セ ン タ ー 平成15年10月29日 ～ 31日 1590
52 福 島 県 郡 山 市 ホ テ ル ハ マ ツ 平成16年10月28日 ～ 29日 774
53 神戸市ほか3市 神 戸 ポ ー ト ピ ア ホ テ ル 平成17年11月10日 ～ 11日 1383
54 東 京 都 新高輪プリンスホテル 国際館パミール 平成18年11月 9 日 ～ 10日 1354
55 石 川 県 石 川 県 立 音 楽 堂 コ ン サ ー ト ホ ー ル 平成19年10月25日 ～ 26日 791
56 札 幌 市 札 幌 ガ ー デ ン パ レ ス 平成20年10月 9 日 ～ 10日 722
57 松江市・米子市 島 根 県 民 会 館 平成21年10月22日 ～ 23日 505
58 佐 世 保 市 ウ イ ン ズ 佐 世 保 ゲ ル ッ ク ホ ー ル 平成22年10月14日 ～ 15日 621
59 高 崎 市 群 馬 音 楽 セ ン タ ー 平成23年10月27日 ～ 28日 437
60 盛 岡 市 ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING 平成24年10月11日 ～ 12日 501
61 大 阪 市 シ ェ ラ ト ン 都 ホ テ ル 大 阪 平成25年10月24日 ～ 25日 621
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回数 研 究 目 標

1
2
3
4
5
6
7
8 私学教育本質の究明・明日の教育体制の整備・全人教育の再検討
9 私学教育の将来と教育課程改訂
10 中学校及び高等学校の教育課程及び改訂に伴う問題点の研究・現在の世情に即応する青少年の指導のあり方・私学教育の充実振興を目指す諸方策の討議
11 日本の教育を前進せしめる私学の使命を果たそう―新指導要領の適切な展開と私学プランについて―
12 私学の教育を向上させ、日本の教育を前進させよう
13 中等教育革新のために
14 私学における教育はいかにしたらその実効を挙げることが出来るか
15 私学教育の自由とその限界
16 私学教育の特性を発揮し、その内容の質的転換を図る
17 魅力ある私学中高教育の推進のために
18 教育の現代化に適応する私学のあり方
19 新教育課程の私学教育における展開
20 1970年代の私学教育の展開を如何にすべきか
21 1970年代の私学教育の展開―特色ある私学教育とその実践―
22 激動期における私学教育の原点を求めて
23 昭和50年代の私学教育の展開―私学の自主性を高め教育の充実発展をはかる―
24 創造的私学教育の展開とその充実―ひとりひとりのよい資質をのばすために―
25 教育の転換期に立って私学教育を考える－新教育課程をめぐる今日的課題－
26 新教育課程への移行と実践－私学教育の独自性と充実をはかる－
27 新教育課程実践の道－建学の精神と教師の役割－
28 私学の使命と特色教育－新教育課程の展開－
29 今日の中等教育における私学の役割
30 より豊かな私学教育の創造を
31 次代を担う私学教育の独自性と公共性
32 次代を担う私学教育の充実と発展
33 明日をひらく私学教育－私学の原点に立って－
34 豊かな私学教育の展開
35 国際化と近代化を志向する私学教育の発展
36 時代に対応する魅力ある私学教育を求めて
37 21世紀に向けての豊かな私学教育の創造を求めて
38 社会の期待に応える私学教育の推進
39 豊かな人間性の育成を目指す私学教育の推進
40 新しい時代に対応する創造的な私学教育をめざして
41 たしかな私学教育をめざして
42 活力ある私学のあり方を探る
43 21世紀に向かって躍進する私学教育
44 教育改造への試み
45 新しい時代を拓く私学教育の創造と発展
46 民間活力としての私学教育を
47 21世紀の私学教育の充実を目指して
48 生徒と教師のロマンを実現する私学教育
49 新時代の私学教育－中国・四国からの発信－
50 感性豊かな人間を育てる私学教育
51 明日の私学教育を求めて－伝統と創造－
52 特色ある私学教育を求めて－建学の精神と国際化－
53 魅力ある私学教育の創造を目指して
54 未来を担う人材育成を私学教育
55 特色ある私学教育の創造
56 時代を見すえ、未来を拓く私学教育
57 これからの人材育成をめざして―悠久の地から私学教育の未来を考える
58 時代を創造する人材の育成をめざして ―私学教育の挑戦―
59 日本の未来を拓く私学教育
60 未来を拓く私学教育～人間力を養い人格の完成を目指す～
61 私学教育の魅力を探る～夢探し夢実現を目指して～
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第61回全国私学教育研究集会大阪大会は、研究目標を「私学教育の魅力を探る～夢探し夢実現

を目指して～」とし、10月24日から25日の2日間にわたり、大阪市のシェラトン都ホテル大阪を会

場として開催いたしました。当日は台風の接近に大変気をもみましたが、全国各地から多くの私

学の先生方にお越しいただき、無事終了することができましたことに、正直申し上げまして大変

安堵した次第です。これも偏に関係の皆様方のお力添えの賜物と深く感謝申し上げます。

この大会の開催に至るまでには、群馬大会、岩手大会を関係者が視察し、企画や運営について

議論を重ね、知恵を出し合い検討して参りました。そのようにしてたどり着いたのは、大阪私学

の現状と教育の特性を全国の先生方に知っていただきたい、また、厳しい経営環境の中であって

も、明るさを忘れずがんばっている大阪を発信し、全国の先生方に“大阪らしさ”を持ち帰って

いただきたい、そして少しでもこれからの私学振興にお役に立てればと願い今回の内容となりま

した。

大会初日には、シンクロナイズドスイミング指導者の井村雅代先生に、「教える力」と題しまし

て、指導者としての熱い気持ちと、大阪人らしい井村先生のパワーを感じていただけるお話をい

ただきました。大阪私学活動紹介の梅花中学校高等学校チアリーディング部の完璧な演技からは、

元気と笑顔、仲間を信じることの大切さを感じていただけたかと思います。

二日目は、６つの部会を設け、それぞれがテーマに沿った特色ある研修を行い、充実した講演

・研究発表や情報交換により、たいへん有意義な研修を実施することができました。

この研究収録をまとめるにあたりましては、各部会担当の先生方のご協力とご尽力により編集

することができました。心よりお礼申し上げます。

最後に、この大阪大会にお力添えを戴きましたご関係の皆様に深甚なる感謝の意を表し、御礼

申し上げます。ありがとうございました。

第61回全国私学教育研究集会大阪大会

運営総括委員長 文 野 肇
（学校法人英真学園 理事長）
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